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本 書 刊 行 に 当 っ て

本 書 は 、 わ が 国 に お け る信 託 法 の 権 威 で あ る大 阪 谷 公 雄 先 生(大 阪 大 学 名 誉

教 授)が 、 当 研 究 会 主 催 に よ り住 友 信 託 銀 行 の有 志 を対 象 に、 昭 和48年11月 か ら

53年3月 ま での 約4年 半 の 間 に 計35回 に わ た り行 わ れた信 託 法 セ ミナー の講 義 録

です 。

同 講 義 録 は 、 既 に 、 当 研 究 会 が 発 行 して お り ま す 「信 託 研 究 」 の 第43号

(1975.3)か ら第68号(1987.6)ま で に逐 次 掲 載 さ れ て お ります 。

当 研 究 会 で は 、 読 者 に利 用 し易 い もの とす るた め 、 予 て よ りこれ を何 とか 一

冊 の 本 に ま とめ た い と考 え て お りま した とこ ろ 、此 度 、財 団法 人 トラ ス ト60よ

り出 版 助 成 の 話 が 持 ち上 が り、 大 阪 谷 先 生 もご 快 諾 して い た だ き ま したの で 、

本 書 を刊 行 す るこ と に した 次 第 で す 。

セ ミナ ー 開 始 よ り 「信 託 研 究 」掲 載 完 了 ま で、 何 しろ14年 もの 長 い歳 月 が 流

れ 、 そ の 間 講 義 録 作 成 に携 わ っ た受 講 者 もか な り入 れ替 りま した 。 そ の た め 文

体 や ま とめ 方 等 で統 一 性 を欠 くと い う難 点 は残 り ます が 、 本 書 は 、 お よ そわ が

国に お け る信 託 お よび信 託 業務 に 関 心 をお 持 ち の 方 に は 、 ぜ ひ 一 読 をお 勧 め し

、た い信 託 法 の解 説書 で す 。

1最 後 に 、本 書 を この よ う な簡 便 な形 で刊 行 す る こ と をお 許 しい ただ き ま した

章大阪 谷先 生 に 改 め て お 礼 を 申 し述 べ ます と と もに 「信 託 研 究 」 掲 載 に 関 わ っ て

こ られ た 方 々 をは じめ 、 本 書 刊行 に 当 り実 質 的 な 労 を と られ ま した財 団 法 人 ト

ラ ス ト60の ス タ ッフ に も深 く感 謝 い た し ます 。

平 成2年3月

「"信 託 研 究 会
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信 託 法

(大11.4.21法62最終改正 平成1法91)

第1条 【定義】本法二於テ信託 ト称スル
ハ財産権ノ移転其ノ他 ノ処分ヲ為シ他

人ヲシテ一定 ノ目的二従ヒ財産ノ管理

又ハ処分ヲ為サシムルヲ謂フ

第2条 【遺言による信託】信託ハ遺言二

依 りテ之ヲ為スコトヲ得

第3条 【信託の公示】登記又ハ登録スヘ

キ財産権二付テハ信託ハ其ノ登記又ハ

登録ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者

二対抗スルコトヲ得ス

②有価証券二付テハ信託ハ勅令ノ定ムル

所二依 り証券二信託財産ナルコトヲ表

示シ株券及社債券二付テハ尚株主名簿

又ハ社債原簿二信託財産タル旨ヲ記載

スルニ非サレハ之ヲ以テ第三者二対抗

スルコトヲ得ス

第4条 【受託者の職務】受託者ハ信託行

為ノ定ムル所二従 ヒ信託財産ノ管理又
ハ処分ヲ為スコトヲ要ス

第5条 【受託能力】未成年者、禁治産

者、準禁治産者及破産者ハ受託者 ト為

ルコトヲ得ス

第6条 【営業信託】信託ノ引受ハ営業 ト

シテ之ヲ為ストキハ之ヲ商行為 トス

第7条 【受益者の利益享受】信託行為二

依 リ受益者 トシテ指定セラレタル者ハ

当然信託ノ利益ヲ享受ス但シ信託行為
二別段 ノ定アルトキハ其ノ定二従フ

第8条 【信託管理人】不特定ノ受益者又
ハ未タ存在セサル受益者アル場合二於

テハ裁判所ハ利害関係人ノ請求二因リ

又ハ職権ヲ以テ信託管理人ヲ選任スル

コトヲ得但シ信託行為ヲ以テ信託管理

人ヲ指定シタル トキハ此ノ限二在ラス

②信託管理人ハ前項ノ受益者ノ為 自己ノ

名ヲ以テ信託二関スル裁判上又ハ裁判

外ノ行為 ヲ為ス権限ヲ有ス

③裁判所ハ事情二依り信託財産中ヨリ相

当ノ報酬ヲ信託管理人二与フルコトヲ

得

第9条 【受託者の利益享受の制限】受託

者ハ共同受益者ノー人タル場合ヲ除ク

ノ外何人ノ名義ヲ以テスルヲ問ハス信

託ノ利益ヲ享受スルコトヲ得ス

第10条 【脱法的信託】法令二依 り或財産

権ヲ享有スルコトヲ得サル者ハ受益者

トシテ其ノ権利ヲ有スル ト同一ノ利益

ヲ享受スルコトヲ得ス

第11条 【訴訟信託】信託ハ訴訟行為 ヲ為

サシムルコトヲ主タル目的トシテ之を

為スコトヲ得ス

第12条 【詐害信託】債務者力其ノ債権者

ヲ害スルコトヲ知 りテ信託ヲ為シタル

場合二於テハ債権者は受託者力善意ナ

ルトキト錐民法第424条第1項 二規定ス

ル取消権ヲ行フコトヲ得

②前項ノ規定二依 りテ為シタル取消ハ受

益者力既二受ケタル利益二影響ヲ及ホ

サス但シ受益者ノ債権力弁済期二到ラ

サル トキ又ハ受益者力其ノ利益 ヲ受ケ

タル当時債権者を害スヘキ事実ヲ知 り

タル トキ若ハ重大ナル過失二因リテ之

ヲ知ラサ リシトキハ此ノ限二在ラス

第13条 【受託者の占有暇疵の承継】受託

者ハ信託財産ノ占有二付委託者の占有

ノ暇疵ヲ承継ス

②前項ノ規定ハ金銭其ノ他ノ物又ハ有価

証券ノ給付ヲ目的 トスル有価証券二付

之ヲ準用ス

第14条 【信託財産の範囲】信託財産ノ管

理、処分、滅失、殿損其ノ他ノ事由二

因リ受託者ノ得タル財産ハ信託財産二
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属ス

第15条 【信託財産の独立性】信託財産ハ

受託者ノ相続財産二属セス

第16条 【信託財産に対する執行等の禁

止】信託財産二付信託前ノ原因二因リ

テ生シタル権利又ハ信託事務ノ処理二

付生シタル権利二基ク場合ヲ除クノ外

信託財産二対シ強制執行、仮差押若ハ

仮処分ヲ為シ又ハ之ヲ競売スルコトヲ

得ス

②前項ノ規定二反シテ為 シタル強制執

行、仮差押、仮処分又ハ競売二対シテ
ハ委託者、其ノ相続人、受益者及受託

者ハ異議ヲ主張スルコトヲ得此ノ場合

二於テハ民事執行法(昭 和54年法律第

4号)第38条 及民事保全法(平 成元年

法律第91号)第45条 ノ規定ヲ準用ス

第17条 【信託財産の相殺の禁止】信託財

産二属スル債権 ト信託財産三層セサル

債務 トハ相殺ヲ為スコトヲ得ス

第18条 【混同で消滅しないこと】信託財

産カ所有権以外ノ権利ナル場合二於テ
ハ受託者力其ノ目的タル財産ヲ取得ス

ルモ其 ノ権利ハ混同二因リテ消滅スル

コトナシ

第19条 【受託者の有限責任】受託者力信

託行為二因リ受益者二対シテ負担スル

債務二付テハ信託財産ノ限度二於テノ

ミ其ノ履行ノ責二任ス

第20条 【受託者の管理義務】受託者ハ信

託ノ本旨二従ヒ善良ナル管理者ノ注意

ヲ以テ信託事務ヲ処理スルコトヲ要ス

第21条 【金銭の管理方法】信託財産二属

スル金銭ノ管理方法二関シテハ勅令ヲ

以テ之ヲ定ム

第22条 【受託者の権利取得の制限】受託

者ハ何人ノ名義ヲ以テスルヲ問ハス信

託財産ヲ固有財産 ト為シ又ハ之二付権

一2

利ヲ取得スルコトヲ得ス但シ巳ムコト

ヲ得サル事由アル場合二於テ裁判所ノ

許可ヲ受ケ信託財産ヲ固有財産 ト為ス
パ此ノ限二在ラス

②前項ノ規定ハ受託者力相続其ノ他包括

名義二因リ信託財産二付権利ヲ承継ス

ルコトヲ妨ケス此ノ場合二於テハ第18

条ノ規定ヲ準用ス

第23条 【管理方法の変更】信託行為ノ当

時予見スルコトヲ得サリシ特別 ノ事情
二因リ信託財産ノ管理方法力受益者ノ

利益二適セサルニ至リタル トキハ委託

者、其ノ相続人、受益者又ハ受託者ハ

其ノ変更ヲ裁判所二請求スルコトヲ得

②前項ノ規定ハ裁判所ノ定メタル管理方

法二付之ヲ準用ス

第24条 【共同受託者】受託者数人アル ト

キハ信託財産ハ其ノ合有 トス

②前項ノ場合二於テ信託行為二別段ノ定

アル場合ヲ除クノ外信託事務 ノ処理ハ

受託者共同シテ之ヲ為スコトヲ要ス但

シ其ノー人二対シテ為シタル意思表示

ハ他ノ受託者二対シテモ其ノ効力ヲ生

ス

第25条 【共同受託者の連帯責任】受託者

数人アルトキハ信託行為二因リ受益者

に対シテ負担スル債務ハ之ヲ連帯 トス

信託事務ノ処理二付負担スル債務亦同

シ

第26条 【信託事務の委任】受託者ハ信託

行為二別段ノ定アル場合ヲ除クノ外已

ムコトヲ得サル事由アル場合二限リ他

人ヲシテ自己二代リテ信託事務 ヲ処理

セシムルコトヲ得

②前項ノ場合に於テハ受託者ハ選任及監

督二付テノミ其ノ責二任ス信託行為二

依 リ他人ヲシテ信託事務を処理セシメ

タルトキ亦同シ



③受託者二代 リテ信託事務ヲ処理スル者
ハ受託者 ト同一ノ責任ヲ負フ

第27条 【受託者の損失補償義務】受託者

力管理ノ失当二因リテ信託財産二損失

ヲ生セシメタルトキ又ハ信託ノ本旨二

反シテ信託財産ヲ処分シタルトキハ委

託者、其ノ相続人、受益者及他ノ受託

者ハ其ノ受託者二対シ損失ノ填補又ハ

信託財産ノ復旧ヲ請求スルコトヲ得

第28条 【受託者の分別管理義務】信託財

産ハ固有財産及他ノ信託財産 ト分別シ

テ之ヲ管理スルコトヲ要ス但シ信託財

産タル金銭二付テハ各別三共ノ計算ヲ

明ニスルヲ以テ足ル

第29条 【同前】第27条 ノ規定ハ受託者力

前条ノ規定二違反シテ信託財産ヲ管理

シタル場合二之ヲ準用ス

②前項ノ場合二於テ信託財産二損失ヲ生

シタル トキハ受託者ハ分別シテ管理ヲ

為シタル場合二於テモ損失ヲ生スヘカ

リシコトヲ証明スルニ非サレハ不可抗

力ヲ理由トシテ其責ヲ免ルルコトヲ得

ス

第30条 【信託財産の附合、混和、加工】

信託財産二付附合、混和又ハ加工アリ

タル場合二於テハ各信託財産及固有財

産ハ各別ノ所有者二属スルモノト看散

シ民法第242条乃至第248条ノ規定ヲ適

用ス

第31条 【信託違反の処分行為の取消し】

受託者力信託ノ本旨二反シテ信託財産

ヲ処分シタル トキハ受益者ハ相手方又

ハ転得者二対シ其ノ処分ヲ取消スコト

ヲ得但シ信託ノ登記若ハ登録アリタル

トキ又ハ登記若ハ登録スヘカラサル信

託財産二付テハ相手方及転得者二於テ

其ノ処分力信託ノ本旨二反スルコトヲ

知 りタル トキ若ハ重大ナル過失二因リ

テ之ヲ知ラサ リシトキ三眠ル

第32条 【同前】受益者数人アル場合二於

テ其ノー人力前条ノ規定二依 リテ為シ

タル取消ハ他ノ受益者ノ為二其ノ効力

ヲ生ス

第33条 【取消権の消滅時効】第31条二規

定スル取消権ハ受益者又ハ信託管理人

力取消ノ原因アルコトヲ知 りタル時 ヨ

リ1月 内二之ヲ行ハサル トキハ消滅ス

処分ノ時ヨリ1年 ヲ経過シタル トキ亦

同シ

第34条 【受託法人の理事の責任】受託者

タル法人力其ノ任務に背キタル トキハ

之二干与シタル理事又ハ之二準スヘキ

者亦連帯シテ其ノ黄雲任ス

第35条 【受託者の報酬】受託者ハ営業 ト

シテ信託ノ引受ヲ為ス場合ヲ除クノ外

特約アルニ非サレハ報酬ヲ受クルコト

ヲ得ス

第36条 【受託者の補償請求権】受託者ハ

信託財産二関シテ負担シタル租税、公

課其ノ他 ノ費用又ハ信託事務を処理ス

ル為 自己二過失ナクシテ受ケタル損害

の補償二付テハ信託財産ヲ売却シ他ノ

権利者二先チテ其ノ権利ヲ行フコトヲ

得

②受託者ハ受益者二対シ前項ノ費用又ハ

損害二付其ノ補償ヲ請求シ又ハ相当ノ

担保ヲ供セシムルコトヲ得但シ受益者

力不特定ナルトキ及未タ存在セサル ト

キハ此ノ限二在ラス

③前項ノ規定ハ受益者力其ノ権利ヲ批棄

シタル場合ニハ之ヲ適用セス

第37条 【受託者の報酬請求権】前条ノ規

定ハ受託者力信託財産ヨリ報酬ヲ受ク
ヘキ場合二其ノ報酬二付之ヲ準用ス受

託者力受益者ヨリ報酬ヲ受クヘキ場合

亦同シ
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第38条 【受託者の請求権の制限】第36条

又ハ前条二親定スル受託者ノ権利ハ受

託者力第27条又ハ第29条 ノ規定二依ル

損失ノ填補及信託財産復旧ノ義務ヲ履

行シタル後二非サレハ之ヲ行フコトヲ

得ス

第39条 【受託者の帳簿の具備義務】受託

者ハ帳簿ヲ備へ各信託二付其ノ事務ノ

処理及計算ヲ明ニスルコトヲ要ス

②受託者ハ信託引受ノ時及毎年1回 一定

ノ時期二於テ各信託二付財産目録ヲ作

ルコトヲ要ス

第40条 【書類の閲覧】利害関係人ハ何時
ニチモ前条ノ書類ノ閲覧ヲ請求スルコ

トヲ得

②委託者、其 ノ相続人及受益者ハ信託事

務ノ処理一二関スル書類ノ閲覧ヲ請求シ

且信託事務ノ処理二付説明ヲ求ムルコ

トヲ得

第41条 【裁判所の監督】信託事務ハ営業

トシテ信託ノ引受ヲ為ス場合ヲ除クノ

外裁判所ノ監督二属ス

②裁判所ハ利害関係人ノ請求二因リ又ハ

職権ヲ以テ信託事務の処理二付検査を

為シ且検査役 ヲ選任シ其ノ他必要ナル

処分ヲ命スルコトヲ得

第42条 【受託者の任務終了】受託者力死

亡シタル トキ又ハ破産、禁治産若ハ準

禁治産ノ宣告 ヲ受ケタル トキハ其ノ任

務ハ之二因リテ終了ス受託者タル法人

力解散シタル トキ亦同シ

②前項の場合に於テハ受託者の相続人、

其 ノ法定代理人、破産管財人、後見

人、保佐人又ハ清算人ハ新受託者力信

託事務 ヲ処理スルコトヲ得ルニ至ル迄

信託財産ヲ保管シ且信託事務の引継二

必要ナル行為ヲ為スコトヲ要ス法人合

併ノ場合二於テ合併二因リテ設立シタ
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ル法人又ハ合併後存続スル法人亦同シ

第43条 【受託者の辞任の制限】受託者ハ

信託行為二別段ノ定アル場合ヲ除クノ

外受益者及委託者ノ承諾アルニ非サレ

ハ其ノ任務ヲ辞スルコトヲ得ス

第44条 【受託者の資格喪失】信託行為二

依 り特定ノ資格二基キ受託者 ト為 りタ

ル者共ノ資格 ヲ喪失シタルトキハ其 ノ

任務ハ之二因リテ終了ス

第45条 【受託者の管理の継続】第43条又

ハ前条ノ規定二依リ任務終了シタル者

ハ新受託者力信託事務ヲ処理スルコト

ヲ得ルニ至ル迄イ乃受託者ノ権利義務ヲ

有ス

第46条 【受託者の辞任】已ムコトヲ得サ

ル事由アル トキハ受託者ハ裁判所 ノ許

可ヲ受ケ其ノ任務ヲ辞スルコトヲ得

第47条 【受託者の解任】受託者力其 ノ任

務二背キタル トキ其ノ他重要ナル事由

アル トキハ裁判所ハ委託者、其ノ相続

人又ハ受益者の請求二因リ受託者を解

任スルコトヲ得

第48条 【裁判所の管理人選任等の処分】

第46条又ハ前条ノ規定二依 リ受託者其

ノ任務ヲ辞シ又ハ解任セラレタルトキ

ハ裁判所ハ信託財産ノ管理人ヲ選任シ

其ノ他必要ナル処分ヲ命スルコトヲ得

第49条 【新受託者の選任】受託者の任務

終了ノ場合二於テハ利害関係人ハ新受

託者の選任ヲ裁判所二請求スルコトヲ

得

②前項ノ規定ハ遺言二依 り受託者 トシテ

指定セラレタル者力信託ノ引受ヲ為サ

ス又ハ之ヲ為スコト能ハサル場合二之

ヲ準用ス

③前2項 ノ規定ハ信託行為二別段ノ定ア

ル トキハ之ヲ適用セス

④第8条 第3項 ノ規定ハ受託者二付之ヲ



準用ス

第50条 【信託財産の移転】受託者の更迭

アリタルトキハ信託財産ハ前受託者ノ

任務終了ノ時二於テ新受託者二譲渡サ

レタルモノト看倣ス

②受託者数人アル場合二於テ其ノー人ノ

任務終了シタル トキハ信託財産ハ当然

他ノ受託者二帰ス

第51条 【新受託者の損失補償請求権】第

27条又ハ第29条二規定スル権利ハ新受

託者亦之ヲ行フコトヲ得

第52条 【新受託者の債務の承継】受託者

ノ更迭アリタル トキハ新受託者ハ前受

託者力信託行為二因り受益者に対シテ

負担シタル債務ヲ承継ス

②前項ノ規定ハ第50条第2項 ノ場合二之

ヲ準用ス

③信託事務ノ処理二村生シタル債権ハ信

託財産ノ限度二於テ新受託者二対シテ

モ亦之ヲ行フコトヲ得

第53条 【執行手続の続行】信託財産二対

スル強制執行、仮差押若ハ仮処分 ノ執

行又ハ競売手続ハ新受託者二対シテ之

ヲ続行スルコトヲ得

第54条 【前受託者の執行権】前受託者ハ

第36条第1項 二規定スル費用若ハ損害

ノ補償ヲ受クル権利又ハ第37条二規定

スル報酬ヲ受クル権利三差キ新受託者

二対シ信託財産二付強制執行、仮差押

若ハ仮処分ヲ為シ又ハ之ヲ競売スルコ

トヲ得

②前受託者ハ前項ノ権利ヲ行フ為信託財

産ヲ留置スルコトヲ得

第55条 【信託事務の引継】受託者更迭ノ

場合二於テハ信託事務 ノ計算ヲ為シ受

益者又ハ信託管理人ノ立会ヲ以テ事務

ノ引継ヲ為スコトヲ要ス

②受益者又ハ信託管理人力前項ノ計算ヲ

承認シタル トキ八前受託者ノ其ノ受益

者二対スル引継二関スル責任ハ之二因

リテ解除セラレタルモノト看倣ス但 し

不正ノ行為アリタル場合ハ此ノ限二在

ラス

第56条 【信託の終了】信託行為ヲ以テ定

メタル事由発生シタル トキ又ハ信託ノ

目的ヲ達シ若ハ達スルコト能ハサルニ

至リタル トキハ信託ハ之二因リテ終了

ス

第57条 【信託の解除】委託者力信託利益

ノ全部ヲ享受スル場合二於テハ委託者

又ハ其ノ相続人ハ何時ニチモ信託ヲ解

除スルコトヲ得此ノ場合二於テハ民法

第651条 第2項 ノ規定ヲ準用ス

第58条 【同前】前条ノ場合ヲ除クノ外受

益者力信託利益ノ全部ヲ享受スル場合

二於テ信託財産ヲ以テスルニ非サレハ

其ノ債務 ヲ完済スルコト能ハサルトキ

其ノ他日ムコトヲ得サル事由アルトキ

ハ裁半1」所ハ受益者又ハ利害関係人ノ請

求二因リ信託ノ解除ヲ命スルコトヲ得

第59条 【同前】第57条及前条ノ規定二拘

ラス信託ノ解除二関シ信託行為二別段

ノ定アルトキハ其ノ定二従フ

第60条 【信託解除の効力】信託ノ解除ハ

将来二向テノミ其ノ効力ヲ生ス

第61条 【信託終了後の信託財産の帰属】

第57条又ハ第58条ノ規定二依 リ信託力

解除セラレタル トキハ信託財産ハ受益

者二帰属ス

第62条 【同前】信託終了ノ場合二於テ信

託行為二定メタル信託財産ノ帰属権利

者ナキ トキハ其ノ信託財産ハ委託者又

ハ其ノ相続人二帰属ス

第63条 ㌧【同前】信託終了ノ場合二於テ信

託財産力其ノ帰属権利者二移転スル迄
ハ仰信託ハ存続スルモノト看倣ス此ノ
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場合二於テハ帰属権利者ヲ受益者 卜看

破ス

第64条 【同前】第53条及第54条 ノ規定ハ

信託ノ終了二因リ信託財産力受益者其

ノ他ノ者二帰属シタル場合二之ヲ準用

ス

第65条 【信託終了による最終計算】信託

終了ノ場合二於テハ受託者ハ信託事務

ノ最終ノ計算ヲ為シ受益者 ノ承認ヲ得

ルコトヲ要ス此ノ場合二於テハ第55条

第2項 ノ規定ヲ準用ス

第66条 【公益信託】祭祀、宗教、慈善、

学術、技芸其ノ他公益ヲ目的 トスル信

託ハ之ヲ公益信託 トシ其ノ監督二付テ

ハ後6条 ノ規定 ヲ適用ス

第67条 【公益信託ノ監督】公益信託ハ主

務官庁ノ監督三層ス

第68条 【公益信託の引受】公益信託ノ引

受二付テハ受託者ハ主務官庁ノ許可ヲ

受クルコトヲ要ス

第69条 【公益信託の検査、公告】主務官

庁ハ何時ニチモ公益信託事務ノ処理二

付検査ヲ為シ且財産ノ供託其ノ他必要

ナル処分ヲ命スルコトヲ得

②受託者ハ毎年1回 一定ノ時期二於テ信

託事務及財産ノ状況ヲ公告スルコトヲ

要ス

第70条 【公益信託ノ条項の変更】公益信

託二付信託行為 ノ当時予見スルコトヲ

得サ リシ特別ノ事情ヲ生シタル トキハ

主務官庁ハ信託ノ本旨二反セサル限り

信託ノ条項ノ変更ヲ為スコトヲ得

第71条 【公益信託の受託者の辞任】公益

信託ノ受託者八口ムコトヲ得サル事由

アル場合三眠リ主務官庁ノ許可ヲ受ケ

其ノ任務ヲ辞スルコ トヲ得

第72条 【公益信託についての主務官庁の

権限】公益信託二付テハ第8条 第1項
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第3項 、 第22条 第1項 但書 及第47条 乃

至 第49条 二規 定 スル裁 判所 ノ権 限ハ 主

務 官庁 三層 ス但 シ第47条 及 第49条 二規

定 ス ル権 限二 付 テハ職 権 ヲ以 テ之 ヲ行

フ コ トヲ得

第73条 【公益信 託 の継 続 】公益 信託 終 了

ノ場合 二 於 テ信 託 財産 ノ帰属 権 利者 ナ

キ トキハ 主務 官庁 ハ其 ノ信 託の 本 旨二

従 ヒ類 似 ノ目的 ノ為 二信 託 ヲ継 続セ シ

ム ル コ トヲ得

附 則

本 法施 行 ノ期 日ハ勅 令 ヲ以 テ之 ヲ定 ム

(大11勅512で大12.1,1か ら施行)

附 則(昭54.3,30法5)(抄)

(施行期 日)

① この法律 は、民 事執 行 法(昭 和54年

法律 第4号)の 施行 の 日(昭 和55年10

月1日)か ら施 行 す る。

(経過 措置)

② こ の法 律の施 行 前 に 申 し立 て られ た

民事 執 行 、企 業担 保権 の実行 及 び破 産

の事 件 につ いて は、 な お従 前 の例 に よ

る。

附 則(平 成1.12.22法91)(抄)

(施行期 日)

第1条 この法律 は、 公布 の 日か ら起 算

して2年 を超 え な い範囲 内に おいて政

令 で定 め る 日か ら施行 す る。





昭 和48年11月26日

開 講 の 辞

牧 野 耕 二

(当時麟 灘 翼長)

信託銀行 として発展するためには、その基本はあくまでも信託に関連する信

託法とい うものに根ざした商品をどんどん開発 し、この法理をどんどん利用し

ていくということが、最 も基本的なあ り方ではないか と考えるわけです。いま

まですでに、私どものところにもいろんな起案でこうい うヒとをやっていいか

どうか というのが回ってくるのですけれども、 このごろは随分信託の法理を使

った新しいや り方 とい うのを開発 して頂いておるようでござい まして、われわ

れはその中に、今後の私どもの生き方のヒン トを沢山与えられてお ります。し

かしながら、それ と同時に、これで果 して本当の信託法理に遭ったものかどう

かということについて、たいへん疑問を持つ場合 も多いわけでございまして、

信託法 というものを原点に返ると申しますか、そうい う気持ちで、 この信託法

のことを勉強 して頂 くとい うことは、私どもの今後の発展の一つの基礎を築 く

ような感じがするわけでございます。

大阪谷先生のととは、今更ご紹介するまでもないことでございますが、 日本

の信託法の文字通 り権威で ございまして、その権威の先生か らこうや って小人

数で親しく教えを受ける機会 とい うのは、まことに得がたい機会だろうと思い

ます。

皆さん、こうい う内輪の会ですからわからないことはどんどんご質問もして、

本気になって、わ れわ れ の原点である信託法 とい うものを身につけて頂きた

い6そ してこれによって、われわれの仕事がどんどん新 しい分野に芽生えてい

く一つの大きな原動力が生 まれるのだろ うとい うことを確信いたしてお ります

わけでございます。

先生、どうかひとつ、よろしくお願いいたします。
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序 論 一 信 託 の歴 史 と精 神 につ い て

皆 さん方はいつも仕事の上でお目にかかっていますのに、わざわざ結構なご

紹介を頂いて恐縮でございます。

いま副社長さんからお話がありましたように、いろいろご相談を受けてお り

まして、 こういう場合にどうかとい うことをご質問受けるわけなんですが、 と

ころがご承知のように、信託法第1条 をご覧にな りますと 「信託 とは財産権の

移転その他の処分をなし一定の目的に従って財産の管理 もしくは処分をするこ

と」 とあ ります。信託法第1条 というのは、 「一定の目的」 とあってその目的

が何かとい うヒとをひとつも書いていないわけでありますから、そヒで先ほど

も副社長 さんがおっしゃいましたように、ど うい う目的にでも使われる。だ

が、どこに限界があるかどこまで突 っ走 っていいかということで、実は専門家

の間でも問題があるわけなんです。最近のように社会情勢がいろいろ変って く

るにつれ まして、問題が突 っ走った状態でいいのか行政指導の面でどうこう言

われることは別としまして、法的にどうかとい うことは、私ども文献を読んだ

ままの知識 とそれから現実に実務をやっていらっしゃるところ と比 較 します

と、どうも法律家 というのはあとをついていくように思います。昔から言われ

るのですけども、法律というのは社会のあとか らついていくので、社会が法律

より先に進歩 しているんだと、それのあとからごたごたと理屈を並べるのが法

律家だ といわれているわけです。特にその 「一定の目的」について何の制限も

ないために、われわれは本当にどこまで突っ走っていいのかということを、私

どものような専門家でさえ、非常に迷わされることがあるわけです。

それにつきまして、すでに何百年とい う長い歴史をもつイギリメやアメリカ

の信託の歴史がありますし、それから現にイギリス、アメリカで行なっている

業務とい うものもあって、それらが自ら参考になつていいわけなんです。しか

し、それに止まっていいかどうかということは、実はわからないわけなんです

ね。
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スコットとい う有名な信託のプロフェッサーが 「信託 というものは生きもの

だ。生ける法律である」 とい う表現をしています。すなわち 「信託は常にビビ

ッドvividに 動いていく法律である。昔こうであったから今はこういうことを

したらいけないとい う限界がない。だから常に生きものを扱 うようなつもりで

法律 の解釈 を しなければいけないんだ」 とい うことをスコットは言っていま

す。

皆 さん方がお仕事を通 じて考えられることとス コットの言 うヒとを照らし合

わせます と、信託は本当に生 き馬の目を抜 くというと語弊がありますが、生 き

馬を扱っている法律のような気がします。従いまして仁うい う機会に、あるべ

き信託の姿 とい うものを一応私のほうから申し上げて、それから、今まで皆さ

ん方からお聞きしてきたこと、あるいは現に問題になっていることなどを検討

することによって、生 き『馬 た る信託 が本当に走るべ きゴースを走ることにな

るのか、あるいは坪外に出て暴走するのか とい うことについて、このセミナー

を通じて一応の枠ができれば、学問的にもたいへんありがたいことだと思いま

す。

ほかの部門にりきましては判例もあり、いろんな問題が常に問われてお りま

すので非常にや りやすいし、また世間的にも啓発 されるものがありますが、信

託部門については残念ながらそれがございません。

さて、先程 「原点に返 る」とい うお言葉があ りましたが、その意味で、まず

きょうは原点に返 って、イギリスやアメリカでどうい うわけで信託 とい うもの

が起こったか、それを日本においてどういうわけで信託法 とい うものができた

かとい うような歴史的な展開と、それからその歴史的なものを通じての信託の

精神とい うようなものを少 しお話をしたいと思います。それで、ちょうど偶然

であ りますが、 これに関しまして 「エンサイクロペデ ィア ブ リタニカ」の日

本版ともい うべき 「ブリタニカ国際人百科事典」の 「信託」の項目について、
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私が執筆 した部分のコピー(注)が あ りますので、これをご覧になりながらお話

しを聞いていただければ結構です。(ブ リタニカの トラス トの部分はアメリカ

のボガー トGeorgeGleasonBogertカ ミ書いてお りますが、これは相当の分量

になってお りますので、これを一応要約し、更に日本の信託との比較などを行

なってまとめたものです)

まず一番はじめに信託の定義としまして、 「ある人㈹がある財産権 を他人(B)

の利益のために運用する信任的義務 を負担 して、その財産の権利者 となる法律

関係をい う」 というのがボガー トの定義を少 し敷桁 したわけであ ります。こ

れだけでは信託 というものは何かかえってわからなくな りますが、 「財産権」

をプロパーティPropertyと 言っているのは、これはきわめて広い範囲であ り

ます。 日本の民法でいいます と一切の財産、すなわち身分権以外のもの一切入

るわけでありますから、信託の対象となる財産 というのはきわめて広いとい う

ことがわかるわけであります。そ の財産 権を ある財産の権利主体たる人が、

「他の人の利益のため」 これがいわゆる受益者ですね、その受益者のために運

用するのだ。そしてその運用というのはいったいどうい うことをいうのだろう

かというと処分も入 りましょうし、管理も入 りましょう。また処分か管理かわ

からんようなことも入るかと思いますが、とにか く運用する。そして、その運

用するということを 「信任的義務fiduciaryを 負担する」 と表現 しています。

信頼関係が基本になるわけですから、 「そ ういう信頼を受ける義務を負担す

るんだ。ただ財産権を自分が取得するんじゃなしに、そういう他人の利益のた

めに運用するという信頼的義務を負うんだ」そ うして 「その財産の権利の主体

となるとい う関係だ」 とい うことであります。これを日本の信託法第1条 にみ

ますと、 「本法に於て信託 と称するは財産権の移転その他の処分を為 し他人を

して一定の目的に従い財産 の管理 また は処分を為さしむるをいう」 とありま

す。だか ら財産権を処分する人、あるいは他人の名において他人の利益のため
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にする人とい うのは、いわゆる受託者になるわけですね。その受託者にそうい

うことを託する人が委託者になり、そしてその他人 というのが受益者になるわ

けであ ります。 しかし、日本の信託法ではその信任的義務 とい うようなものが

書いてあ りません。従って、ただ単に財産権を移転すればそれでいいんだとい

うことになっているわけですけれども、その中心はやはり信任を受けて信頼に

背かないような形で権利の移転を受けるんだとい うことですから、そのところ

が 日本の信託法では表現 として欠けているわけなんですね。

そこで、権利の移転を受けて権利者(受託者)に なったときに、その場合受託

者が信託的に有する財産はどういう性質のものか ということについては、 「こ

れは名義だけであ り真の権利はその他人の利益のためにやるのだから、受託者

でなしに受益 者 に帰す べきものである」 という考え方があ ります。あるいは

「これは受託 者 に も別 に帰属するわけじゃなしに、独立した法主体に帰属す

る」 とい う、いわゆる法主体説があ ります。(で すからたとえば信託銀行が名

義人であっても、その中には自分の固有のものとそれ以外に信託財産としての

法主体性を持 った財産権の主体とい うのがあるんだとい う考え方がそこから出

てくるわけですね。)こ のように、実にいろいろ学説があ りますけれ ども、イ

ギリスやアメ リカにおける伝統的といいますか、あるいは多数説 といいますか

そ うい うものは 「受託者が信託財産に対 してもつ権利は完全権であって、受託

者は受益者に対して信 託行為 に基 づ き信任的義務を負 うに過ぎないというも

の」(債 権説)で あ ります。すなわち、信託財産はやは り受託者のものであっ

て、ただ受託者は自分の利益のために使 うんじゃなしに、他人の利益のために

のみこれを処理するのだとい う一つの信頼的な義務を持 ってお り、したがって

受益者 とい うのは、その信頼を強制するといいますか、その信頼に背かないよ

うにしろとい うことを要求する権利を持つんだとい うことであ ります。日本で

はむしろ法主体説、つ まり信託財産は独立した法主体だとい うような理論が、
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いざとなると便利なものですから、わ りあい使われるわけであ りますが、しか

し基本的に判例なんかのや り方を見てますと、やっぱ りイギリスやアメリカの

債権説 とい うものをそのまま取っているようなところがあ ります。

これ らはいずれ個々的なものを議論するときにすぐ問題になりますので、だ

いたい信託の主たる問題点がそこから出てくるとい うことを、まず考えて頂き

たいと思いますが、やは り基本的には 「ある財産権が受託者に移る」 「その移

った状態がどうい うものであるかとい うこと、そしてそれをどう理解するかと

いうこと」 ここに信託の本質があるわけなんです。信託の本質はおいおいお話

することといたしますが、まずボガー トが言 ってお りますのは、やは リアメ リ

カの多数説であるところの債権説であります。

そこでこうい う理論を考えるためには、いったいなぜ信託とい うものが起こ

ってきたかとい うことからお話をしていく必要があ ります。すなわち信託の歴

史ですね。ボガー トはこれを 「まず起源」 とそれから 「ユースというものの慣

行がなぜ トラス トというようなことに発展していったか」更に 「ユースが発展

していったのちに信託になって、その後どうなっているか」とい う長い歴史を

ごく簡単に要約 しておりますので、その要約 を更に要約 したのがお手 もとのコ

ピーの歴史 とい うところであ ります。

これは実は非常に煩雑のようですけれども、なぜ信託が起こったかというこ

とを理解することが、 「原点に返る」意味で必要だと思います。そこで信託の

起源 としてユース(用 益)と いうのがあります。イギリスにおいてすでに13世

紀に行なわれていた慣行であ ります。これは 「ある財産が他人倒のユース(用

益)の ために、ある入園に譲渡 されて、この譲渡を受けた囚がその財産権の利

益を(B)に与え、あるいは{B}が財産権の利益を受けることを認めるとい う義務を

負う」 こうい うわけですね。

だか ら、財産権は本来他人にあったものを囚 という人に移 して、そしてその
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財産権から受ける利益はすべて(B)という人に帰属せ しめる。即ち 「fortheben-

efitofB利 益のため」あるいは 「fortheuseofbenefitユ ースのため」と

い う形でそうい う法律慣行ができたとい うのであ ります。

どういうわけでこうい うことが起こったかとい うことなんですが、 どんな制

度でも必要があるから起こるので、必要でないものはだいたい世の中にはない

わけなんです。従 って世の中に存在するものはすべて必要だとい うことです。

必要であるものはいくら撲滅しようと思っても、撲滅できないんですね。この

ため、 「必要なものは必ず存在する、存在するものは必ず社会的に見て必要な

ものだ」 とい う格言があるわけなんです。

それでは、ユース とい う信託の前身はなぜ起こったか、すなわちなぜ必要で

あったかとい うことは、 これは非常にかびの生えた話にな りますけども、この

行為は適法な財産の管理または処分の目的に用いられたのみならず、債権者を

詐害 し、封建的領主の特権を奪い、宗教団体が法律上直接に所有するととので

きない土地についての利益を取得するためにも用いられました。それではそも

そも、 「なぜ権利を移転するか、移転しなくても自分がやってれぱいいじゃな

いか」 「自分の利益のために自分が使 ってあるいは管理しておったらいいじゃ

ないか、なぜ他人にそ ういう移転してまでも管理させるか」 とい うことであ り

ます。ヒれが実は 「封建的領主の特権を奪 う」 とい う目的があったからで、こ

れが信託の発生の理由であります。13世 紀はまだイギリスにおいても封建社会

であります。封建社会においては領主が領民(土 地を封土 として封ぜられたも

の)の 利益を非常に搾取するような制度があったわけであ ります。特に領主は

自分の領民の持 っている土地について非常に大きな権利を持 ってお り、税金は

もちろんそうですがそのほかにわれわれが今 日想像もできないような権利を持

っていました。その一つが復帰権であ ります。今 日でも相続人がない場合ある

いは誰が相続人かわからないときには、相続財産は国家に帰属する(民 法第959
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条)と い うことになってますね。最近はなるべく国家に帰属するのを防ぐため

に、特別縁故者があればその人に財産を分与することが家庭裁判所で認められ

ておるわけです。たとえば、生前に非常に世話をした とか死に際に世話を した

とかい うような人に対して、相続人がないけれどもそうい う特別の縁故のある

人に、その財産をやるんだとい う決定が家庭裁判所でできる、そういう制度が

新 しくできているわけです。これ は民主 社会 になってからそうなったのです

が、封建社会においては、だいたい土地 というものは領主のものなんだ、ある

いはも う一つ上っていきますと国王のものだ とされてお り、だから領民に相続

人がなければ持っている土地はす ぐに領主に復帰してしまうという権利が領主

に与えられている、 とい うものでこれが復帰権であ ります。

そのほかに没収forfeitureと い う制度がありました。これはどういうことか

といいますと、日本では江戸時代に大阪の豪商淀屋辰五郎がぜいたくをした と

いうことで開所になって財産をみな没収された例があ りますが、封建社会にお

いては、ちょっとした領主に対する反逆とい うようなことによって、財産を全

部領主のところへ没収してしまうとい う制度です。領民は、自分が土地を持 っ

てお りましても、安心してその土地を持ってるわけにいかない。だから相続人

がなかなかできないような場合には、生前に何とかしてそれを処分 して、そし

て自分の親戚な りにその利益を与えるようにしたいとい う念願やそれから少 し

にらまれそ うになった場合には、そういう没収に合わないように自分は無財産

のような形に してお く必要があったわけです。

そこでこうした領主の特権を避けるために、生前に財産を他人の名義にして

お くとい うのが、そもそもの信託のはじまりであ ります。従ってある意味にお

いては、信託は脱法行為、領主からいわせれば脱法行為です。 「封建的領主の

特権を奪い」 というのはそうい う意味ですね。だか ら他 人の名義にしておい

て、実際は自分がその財産から得る利益を自分が得る。たとえば、土地です と
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土地の名義を変えてお く。今日でもよくあることですけれど、名義だけ他人に

しておいて実際その財産は自分が収益をするとい う形のものですね。仁うい う

ことによって領主は、そのものが相続人なくして死 んでも復帰権 ということで

領主のものに帰することはできない。少々反逆的なことがあっても、それはす

でに名義が他人のものになっているからとい うことで、それに対 して没収はで

きないとい うことになったわけであります。

そういう領主のあまりにも過酷な処分 をする権利はほかにもいろいろありま

した。たとえば相続税なんか も、今 日のも随分ひどい相続税ですけれども、そ

れに比べてもっとひどいものでした。未成年者が相続人であるとい うような場

合には、 「相続財産の半分は領主が取ってしまう」あるいは 「全財産を管理す

るという権利 を持ち、未成年者の権利はきわめてわずかなものにしてしまう」

というような権利をもっていました。更にその未成年者が結婚をしようとい う

ときには 「領主の同意」がなければならなかった。このため同意を得て結婚 し

ようと思うと、結局その領主にいくちか賂路を持っていって入札を有利にして

もらうというような弊害 まで起 こっているわけです。土地を持っている者が領

主のために非常にい じめ られるという状態、逆に言えば領主は非常な特権を持

っておったのであります。

それから 「宗教団体が云々」 とい う目的ですが、亡れは今 日でもそ うですが

法人には死亡がないわけですね。従って領主は人が死ねばその財産を自分の方

へ復帰 してもらえるわけですが、その財産が宗教団体に寄附されますと領主は

非常に困るわけです。 そ こで領主 は これに対 して 「宗教団体は土地の所有が

できない」 とい う法律をつ くって、宗教団体に土地を持てなくしてしまいまし

た。 と仁うが こんどは、宗教団体そのものに土地の所有を移してしまうことは

できないので、宗教団体の利益のために何らかの形で受託者を宗教団体以外の

ものにしておいて、そして受託者はその宗教団体のために、たとえぱ布教師の
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教 会 をつ くる た め に金 を使 うとい うよ うな 形 に し たわ け で あ ります 。

こ の よ うに、 法 律 的 に い ろい ろ と制 限 の あ るそ の 法律 を免 れ て 、個 人 の利 益

を保 護 しよ う とい うた め にス ター トした の が 実 は信 託 だ った とい うこ とな ん で

す 。 今 日か ら考 え ます とそ ん な 馬鹿 な特 権 が あ る こ と 自体 お か しい で す が 当 時

の 権 利 が そ うい う こ とで あ る な ら ば、 そ うい う権 利 を詐 害 す る とい うか 免 れ る

ため の 行 為 自体 を無 効 に した ら い い じゃ な いか 、 そ して それ に関 して裁 判 所 が

その 行為 即 ち信 託 自体 が 無 効 だ と い えば よ い で は な い か と考 え られ ます が 、 と

こ ろが 、 当時 の そ うい う非 常 に 不 当な 領 主 の 特 権 とい う もの が あ ま りに も行 き

過 ぎ じ ゃ な いか とい う社 会 的 な 世 論 の 方 が 強 か っ た の で 、 そ う い う慣 習 を 当時

の イギ リスの 裁 判 所 は知 らん顔 を して 、 そ ん な行 為 は 無効 だ とい う こ と を し な

か っ た もの で す か ら、 どん どん と こ うい う領 主 の 権 利 が詐 害 され て くる と い う

状 態 に な った わけ です 。

しか も、 こん どは無 効 とも しな いけ れ ど も、 それ じ ゃ有効 と して信 任 的 行 為

に反 して ユ ー ス の た め に 利 益 を受 け る こ とに な った 他 人 く受 益者)に 財 産 を渡

さ ない 場 合 受 益 者 に 渡 す こ とを請 求 す る強 制 力 を与 え たか とい う と、 そ こ ま で

も し なか っ た の で す 。 た と えば 、 あ る土 地 をユ ー ス と して 他 人 に 名 義 を変 え

た。 そ の ユ ー スの 名 義 を変 え て も らっ た 者 が 、 その 土 地 の収 益 を受 益 者 とな っ

て い る他 人 に 交 付 しな い場 合 、 も し有 効 な もの で あれ ば裁 判 所 は 「なぜ 交付 し

な い か 、 お 前 は そ うい う約 束 に 反 して い るで は な いか 、 信 任 す る とい う約 束 の

も とに そ う い う受 託 を受 け た の だ か ら、 そ れ を履 行 しろ」 とい う こ と を言 え る

わ け で す ね 。 とこ ろ が裁 判所 は 、信 託 を 無 効 と も しな い代 りに有 効 と して 強 制

力 も与 え な い とい う非 常 に 中 途半 端 な 状 態 に お い てお っ た わ け で あ り ます 。

この よ うに ユ ー ス の実 行 は ユー ス を強 制 す るた め の令 状 が なか った た め に 、

財産 を託 され た 人 の 良 心 に 依存 す るほ か は な く、 こ うい う状 態 で 約300年 も続

い て お った の で す 。 しか し、ユ5世紀 の初 め 「財 産 を 託 され た 人 が 非 良 心 的 な ご
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とをや り出したのでそれを何 とかして下 さい」 と言って衡平法を運用する大法

官Chancel】or(国 王 の秘書官)に 今日でいう請願が行なわれました。 この請願

により 「そういう良心に反するようなことを、つまり受託を受けておきながら

それを履行 しないとい うことは良心に反するのである。だからそ うい う良心に

反するような行為をする者に対しては、最初に受託を受けた趣 旨通 りの行動を

すべきであるということを命令する必要がある」として、当時の裁判所はそう

いうことをしなかったけれ ども、衡平法の大法官 とい うのが受託者を強制する

ための命令を発しました。この結果、300年 の間どっちつかずの状態がはじめ

てユースを強制する法律上の権利として認められ、ユースは単なる道徳上の義

務から強制することのできる法律上の義務に変化 したのであ ります。

そこで、よくエクイティEquityと か衡平 法裁判 所 とい うことを言います

が、 この衡平 法は 裁判官でない大法官 という国王の秘書官の出す命令なので

す。今 日の行政命令みたいなものですね。それがだんだんと司法的な力を持っ

たきた というわけです。この衡平法のや り方、つまり大法官がやることと裁判

所の裁判官のや ることのどっちがいいか、どっちが優越するか とい うことで大

論争になったわけであ りますが、他方で次第にこのユースが不法不当な目的の

ために利用され出してきました。ユースを領主の特権を詐害するためにいわば

緊急避難的なものに使われ る場合はまだいいのであ りますけれども、債権者を

害するとか財産の差押えを免れ るというような不当の目的に使われるとか、あ

るいは宗教団体を利用 しまして実は寄附をすべき義務を負いながら寄附もしな

いでねこばばを決める、 とい うようなそ ういう目的のために利用 され出したわ

けです。人間の非常な弱点であります。

このため、1535年 議会はStatuteofUsesと い う法律をつくりまして 「ユー

スを廃止する」 「ユースは無効だ」 とい う立場で、ユースを禁圧 しようとした

わけであ ります。ところが、そこでまた問題にな りますのは、ユースを絶対に
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無効だ としてしまったらかえって信託というのは発展しなかったのであ ります

が、裁判所はすべての種類のユースを全部無効 とはしないで、土地についての

ユースだけを無効としたことであります。ですから動産についてはどんな高貴

なものをユース という形で他人に移転しても、それはユース禁止法の目的には

ならなかった。それから、土地であっても土地の譲受人に何ら積極的な管理義

務を負担させないもの、つまり名義だけを移しているユースのみを無効とした

ので、何らかの管理をしてその収益を財団に寄附をするとか、あるいは受益者

に交付するとかいうような積極的な義務を負 うユースについては無効 としなか

ったのです。裁判所のこのような解釈の結果、 この法律は非常に微妙なもの と

な りました。すなわち、ユースを禁止するという法律の解釈をそういうふ うに

制限して解釈し、積極的に何らかの管理義務を負 うようなユースや土地以外の

ユースについては、ユース禁止法の適用外 とされ、ここにユース禁止法の適用

を受けないユースが生き残 ったわけです。それが トラス トTrustと いうふ うに

呼ばれてきて、これがイギリスにおける近代の信託の基礎になったわけであ り

ます。

日本の信託法第1条 をご覧になりますと 「本法において信託とい うのは財産

権の移転その他の処分をしなければならない」 となっています。ですから委託

者から受託者へ財産権が移る。そして、移っただけでは駄目で、移ってしかも

受託者は何らかの形で積極的な管理処分をなす義務を負 うような場合でなけれ

ぱ信託は成立しない、とい うのが通説であ ります。従って、いわゆる名義だけ

が移るような信託(消 極的な信託、PassiveTrust)は 認められません。つま

り日本の信託は積極的な義務を負う信託のみを継受したわけです。

今日、信託はイギリス、イギリス連邦諸国及びアメ リカ合衆国の殆んどの州

に適用される英米法の体系に特有なものでありますが、ほかの国には全然なか

ったかとい う点であ りますが、ローマ法にはイギリス法におけるような信託は
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存在 しません。ただ信託の観念 としてローマ法のFiducia、 ゲルマン法におけ

るTreuhandと い うのがありますが、これ らは全 く異質なものであ りますので

ローマ法を継受した大陸法系の国々では信託は存在 しないということにな りま

す。しか し、法体系の基礎をローマ法にお くヨーロッパ大陸法系の国々及びア

メリカ合衆国の若干の州において、制定法によってある限られた範囲で存在す

るという例外的な場合があります。 ヨーロッパ大陸諸国のほか、た とえばフラ

ンス法を継受するルイジアナ州法、ラテンアメ リカ法系のプエル トリコ、メキ

シコ、キューバなどで存在 しています。

このようにユースは脱法行為を目的として発展してきたわけですが、その脱

法行為をせざるを得ないような社会的な事情があったことが、信託を理解する

上において非常に重要な要素になるわけです。つまり脱法を目的として発展 し

てきたけれども、脱法をジャスティファイするだけの理由があったからそれが

是認 されたわけです。従 って、我々が現在 の信託 法 の中で信託の一定の目的

(何が一定の目的であるかは信託法弟1条 では示されていない)を どこまで広

げていった らいいか疑問がある場合、行政指導でいろいろなことを言われるの

はやむを得ないとしても、制定法自体があまりにも非合理的なものである場合

には、それを否定する目的はむ しろ合法的なものとして弾力的に解釈してよい

ということを、 このユースの発展の歴史が教えてくれ るわけです。すなわち、

社会的に見て正義であ り公平であると考えられるような目的のためであれば、

むしろ法律を無視 したような形になってきても、実はそれこそが本当の信託の

社会的正義の実現なのです。あまりにも不当な現実の法の圧迫には反抗すると

いうのが実は信託の精神だとい うことであります。

ヒうして信託の法理はユース法制定に続く約300年 の間に衡平法裁判所の判

決によって、つまり判例法によって発展してきましたが、19世 紀及び20世紀に

は信託法を法典化しようという傾向力現 られ、イギリスやアメ リカにおいてい
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ろいちな法律が制定されました。

さて、次に日本における信託とい うことであ ります。日本の信託法は、1922

年(大 正11年)に 公布され翌年より施行されましたが、これ と同時に信託業の

経営に関する信託業法も制定されました。といいますのは、 日本における信託

制度は、アメリカにおける信託会社がや っているいろいろな業務つまり銀行で

はやれないような業務をみて非常に便利だから、それを日本に一つ入れようで

はないか、とい うことから起こってきたようであ ります。すなわち信託業が先

に入 ってきたわけです。ところが日本には信託法がないものですから、信託 と

は何であるかとい うことを信託法で明らかにする必要があったわけです。だか

ら日本では、アメ リカやイギリスの信託法を入れるとい うことではなく、信託

業を先に入れ、その業をするために信託 というのはどういうものかを信託法で

規定しているわけです。

そこで、まず信託会社をつ くったのであ りますが、ところが商品としては、

当時は財産の関係か らいいます と金銭が中心であったために今日ほどいろいろ

広範囲のものはなく、従って金銭信託を中心とす るものでした。ですから日本

の信託法は、イギリスやアメリカのように私法全体に通ずる基礎的なものとし

て発展を遂げるにはいたっていないわけです。最初にユースのととろでお話し

ましたように、イギリスではどちらか とい うと領主の権利を うまく免れるため

にやるのですから、商売で うまく管理するとい うことでな く、相続 とか財産の

分配を うまくやるために使われているので、民事的な信託目的が非常に多かっ

たのであります。

ところが日本では先に信託業法ということを考え、付随業務を中心としたい

ろいろな信託業が目的として入ったものですから、信託会社が先に発展し信託

法はあとからついて行 っているわけです。しかも信託の定義 としては 「財産権

の移転その他の処分をなし他人をして一定の目的に従い財産の管理 または処分
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をなさしむるをい う」とい うように極めて漠然としてお り、一定の目的が何で

あるかということが示されていない。しかし前述のように、金銭を信託して一

定の収益の取得を目的とする金銭信託を中心 として発達 し、昭和27年 住友信託

の特別の推進で貸付信託法が制定され、金銭信託の一種である貸付信託ができ

ました。そして この貸付 信託 が個人資金の吸収を中心に目覚ましい発展を遂

げ、更に動産信託、年金信託、持株信託、土地信託、遺言信託などによって次

第に広範囲な利用ができて、いろんな目的に使われてきてお ります。

けれども、きょうのお話は、歴史、原点にかえるという意味で申します と、

信託はその目的がきわめて多様性をもち、何らかの形で不合理、不公平な制度

をたくみに避けて本来人間のもつとヒろの欲望とい うか、人間のもつ財産に対

する正常なあるべき姿を発展 させるために使われてきた制度です。そこでこれ

からどうい うふうに信託会社がこの信託 目的を使 うか、それが実はこれからの

問題であります。 日本ではそ ういう形でスター トしたのは信託会社だけであり

ますから、たとえば遺言信託 というのがありましたね。大体一般の人々は遺言

というものをしない。だからいわんや遺言信託 とい うのは何 も考えられていな

い。それから遺産の分割について信託を利用 して、あらかじめ生前に信託して

おいてそれを相続財産の相続人の欠敏とい うヒとがないようにするなど、あら

ゆる分野にまで発展 していく無限の可能性をもった法律制度であるにもかかわ

らず、日本では民事信託 といわれ るものがあまりでてこない。 これは情ないこ

とですけれ ども、やむをえないことであ ります。

従って法律家としては、信託の利用がわれわれ民間の財産や道産の管理だと

か、財産の処分 とい うものに一般 的に使われる法律であるとい うことを認識さ

せる必要があ りますが、信託会社 としても信託業 としてこの目的がきわめて多

様性をもっているものであ り、その真髄は他人の信頼を うけて財産権を自分の

名義にして、その信頼に背かないようにいろんな目的をもって、財産の保持者
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に対 して公平でかつ正 しい運用をする制度だということを考えて頂きたい と思

います。

結論は、信託法の原点は、結局われわれがいままでなし得ないであろうと考

えるようなことでさえや り得 るんだということですね。もしも社会的にみて非

常に不合理なものがあればその不合理を正すような目的、そ うい う法律関係を

つ くっていっても、信託本来の使命がそこなわれることはない。ただその信託

をうけた者が信任関係を無視して背信的なことをやってはいけないけれども、

財産権の移転をうけた目的 というものはきわめて多様なものだ とい うことと、

今後の発展についてはいろんな判決を弾力性をもって解釈 していただくとい う

ととです。
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(注)ブ リタニカ国際大百科事典く信託〉

信 託

ある人(A)が 、ある財産権を他人(B)の 利益のために運用する信任的義

務を負担 して、その財産の権利者となる法律関係をいう。その場合、Aす なわ

ち受託者が信託的に有する財産は名義のみであって、真の権利はBす なわち受

益者に存するか、 または独立した法主体に帰属するという見解 もあるが、イギ

リス、アメ リカお よび日本における多数説は、受託者が信託財産に対 してもつ

権利は完全権であって、受託者は受益者に対 し信託行為に基づき信任的義務を

負 うにすぎないとする説(債 権説)で ある。

歴史 【起源】 イギリスにおいて、すでに十一世紀にユースuse(用 益)と 呼

ばれる慣行が法律家によって行われるようになった。この制度は、財産が他人

(B)の(用 益)の ために、ある人(A)に 譲渡され、譲受人(A)が その財

産の利益をBに 与え、あるいは財産の利益をBが 取得するのを許容する義務を

負 う関係をい う。この行為は適法な財産の管理 または処分の目的に用いられた

のみならず、債権者を詐害し、封建的領主の特権を奪い、宗教団体が法律上直

接に所有することの できない土地についての 利益を取得す るために 用いられ

た。約300年 の間、ユースの実行はコモン・ローにユースを強制するための令

状が存在しなかったために、 財産を託された人の 良心に 依存するほかなかっ

た。しかし、十五世紀の初め、衡平法を運用する大法官Chancellorが ユース

を強制するための命令を 発しはじめたため、 ユースは 単なる 徳義上のものか

ら、強制するヒとのできる法律上の義務の変化した。
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【ユ ー ス の信 託 へ の 発 展 】 十六 世 紀 初 め 頃 に は、 ユ ー ス は不 法 、 不 当 な 目的 の

た め に 頻 繁 に 利用 され 、非 常 に 問題 の 多 い もの とな って い た。 この た め 、1535

年 、 議 会 は ユー ス 法StatuteofUsesを 制 定 して これ を 廃止 す る こ とを は か

った 。 しか し、裁 判 所 は 、 この ユ ース 法 は単 に 土 地 に つ い て の 、 しか もそ の 土

地 の 譲 受 人 に 積極 的 な 管理 義 務 を負 担 させ ない ユ ー ス の み を廃 止 させ る もの で

あ り、 した が って 、譲 受 人 が 積極 的 な義 務 を負 う土 地 の ユ ー ス や 、 動産 に つ い

ての ユ ー ス は 、 この 法 律 の 適 用外 で あ る と解 釈 した 。 この解 釈 に よっ て ユ ー ス

法 の 適 用 外 と され た ユ ー ス は 、信 託trustと 呼 ばれ 、 これ が近 代 に お け る信 託

の 基 礎 と な った(日 本 は の ち に この積 極 的 義 務 を 負 う信 託 の み を 継 受 した 。)

信 託 は イ ギ リス 、 イ ギ リス連 邦 諸 国お よ び アメ リカ合 衆 国 の ほ とん どの 州 に 適

用 され る英米 法 の 体 系 に特 有 の もので あ る。 ロー マ 法 に は イ ギ リス 法 に お け る

よ うな 信 託 は存 在 しな い。 また法 体 系 の 基 礎 を ロー マ 法 に お くヨー ロ ッパ大 陸

法 系 の 国 々 、お よび ア メ リカ合 衆 国 の 若 干 の 州 に お い て も、 制 定 法 に よ って あ

る限 られ た範 囲 で 存 在 す る例 外 的 な場 合 を 除 い て は存 在 しな い(ヨ ー ロ ッパ 大

陸 諸 国 の ほ か、 た とえ ぱ フ ラ ンス 法 を 継 受 す るル イ ジ ア ナ、 イペ ロ ・アメ リカ

法 系 の プ エル トリコ、 メ キ シ コお よび キ ュー バ な ど)。

【ユ ー ス 法後 の 信 託 の 発 展】 信 託 の 法 理 は 、 ユ ー ス 法 制 定 に 続 く約300年 の 間

に衡 平 法 裁 判所 の 判 決 に よ って 発 展 した もの で あ り、 制定 法 に よ る影 響 は ほ と

ん どな い 。 しか し、 十 九 世 紀 お よ び二十 世 紀 に は 、信 託 法 を 法 典 化 し よ う とす

る著 しい 傾 向 が認 め られ る。 た とえ ば イ ン グラ ン ドお よ びイ ギ リス 連 邦 諸 国 に

お い て は 、ユ860年 の公 益 信 託 法CharitableTrustsActの 制 定 、1925年 の 受

託 者 法TrusteeAct、61年 の 信 託 投 資 法TrustInvestmentsAct、 裁 判 所 お よ

び行 政 機 関の 選 任 す る受 託 者 に 関 す る 法 が 、 また アメ リカ合 衆 国 に お い て は 、

アメ リカ 法曹 協 会AmericanBarAssociationの 後 援 の も とに 統 一 州 法 委 員 会

CommissiononUniformStateLawsに よっ て起 草 され た 統 一 受 託 者 法Uniー
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formFiduciariesAct・ 元 本 お よ び 収 益 法PrincipalandIncomeAct、 信 託 法

TrustsAct、 共 同信 託 資 金 法CommonTrustFundAct、 お よ び 受 託 者 計 算 法

TrusteesAccountingActな ど、 部 分 的 な 事 項 に 関す る数 多 くの 制 定 法 が あ

る。 さ らに 、 アメ リカ法 律 協 会AmericanLawInstituteは 、 信 託 法 に 関 す

る遺 漏 の ない 記 述 に注 解 や 例 示 を加 え 、r信 託 の 再 叙 』RestatementofTrllst

と呼 ば れ る文 書 と して 発 表 した(初 版1935年 、 第2版57年)。 も ち ろ ん これ は

制 定 法 で ない か ら裁 判 所 を拘 束 す る もの で は ない が 、 大 き な影 響 力 を もつ も の

で あ る。

【日本 に お け る信 託 】 日本 の 信 託 法 は 、1922(大 正11)年4月21日 公 布 され 、

翌 年1月1日 よ り施 行 され た 。 当 時 、 ア メ リカ に お け る 信 託 業 を 日本 に移 入

し、 合 法 的 な制 度 とし て確 立 し よ うとす る実 業 界 の要 望 が あ り、 これ に沿 うた

め 、信 託業 の 経 営 に 関 す る信 託 業 法(信 託 法 と同 日公 布)が 制 定 され た 。 信 託

法 制 の 動 機 は 、 この 信 託 業 法 の基 礎 と して の信 託 の 理 念 を 明 らか に し よ う とす

る もの で あ った 。 この た め に 、 信 託 法 は英 米 法 を 範 と して 制 定 され た に もか か

わ らず 、 実 際 の 運 用 は もっ ぱ ら 信 託 会 社 の業 務 に み られ る に と ど ま り、 しか

も、 当 初 、 日本 の 信 託 会 社 の業 務 が 金 銭 信 託 を 中心 とす る もの で あ った た め

に、 そ の後 も 日本 の信 託 法 は イ ギ リス 、 ア メ リカ に お け る よ うな 私 法 関 係 全 般

に通 ず る基 礎 的 な もの と して 発 展 を とげ る に は いた っ て は い な い 。 日本 に お け

る信 託 の定 義 は、 信 託 法 第 一 条 が 示 す よ うに、 「財 産 権 ノ 移 転 其 ノ他 ノ処 分 ヲ

為 シ他 人 ヲシテ 一 定 ノ 目的 二 従 ヒ財 産 ノ管 理 又 ハ処 分 ヲ為 サ シム ル ヲ謂 フ」 と

され 、 ほ ぼ英 米 法 上 の信 託 の定 義 を取 入 れ た とい う と とが で き、 そ の 「一 定 ノ

目的 」 の 何 で あ るか は示 され て は い ない 。 しか し前 述 の よ うに 、 金 銭 を 信 託 し

て一 定 の収 益(利 息)の 取 得 を 目的 とす る金 銭 信 託 を 中 心 と して 発 達 し、 特 に

貸 付 信 託 法(1952)が 制 定 され 、 金 銭 信 託 の一 種 で あ る貸付 信 託 の 発 展 が め ざ

ま しい 反 面 、 最 近 に お い て は動 産 設 備信 託 、 従 業 員 持 株 信 託 、 年 金信 託 、土 地

信 託 、 遺 言 信 託 な どに よっ て次 第 に そ の 目的 の多 様 性 が発 揮 され て い る とは い
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え、 まだイギリス、アメ リカのように広範囲な利用は行われていない。また、

受託者 も実務上は信託業務を行 う法人受託者(信 託業務を行 う銀行)に 限られ

ている状態である。なお近年特記すべきものに、多数の投資家の資金を集合し

証券投資を行なうことを目的とする信託として、証券投資信託法(ユ951)に よ

る投資信託があり、ある程度の成功を収めている。

分類 英米法においては、信託はその設定の方法による分類として、{1)明示信

託、すなわち当事者の明白な意思表示によって発生するもの、②結果信託、す

なわち 当事者の推定 または 暗黙の意思に基づいて発生するもの、(3構 成信託

(強制信託)、 すなわち違法状態を救済するために裁伴所によって設定を構成

(強制)さ れるもの、がある。またその目的によって、(1)私益信託、すなわち

特定の経済上の利益を目的とするもの、②公益信託、すなわち社会の福祉を目

的とするもの、に分類され る。

日本の信託の分類としては、設定方法による分類のうち②と{3}は認められな

い。 ただ ②について、 当事者の意思の認定が、 明白な表現によるのではない

が、諸般の証拠によって認めることができるものとい う意味で、黙示信託とい

う表現で認められている。私益信託および公益信託の区別は 日本においても同

じである。

要素 イギリス法上、信託の要素には次の ものがある。

信託委託者 委託者とは信託の目的物とすべき財産を有し、信託設定のた

めに必要な行為を行なう者をい う。イギリス、アメリカで委託者がsettlorと

いわれるのは、イギリスにおける初期の信託が、婚姻その他の家産設定settle-

mentを 目的として利用されたためである。

信託財産一 信託の目的に供される一定の財産が信託財産であり、 これなく

しては信託は存在しえない。信託財産は動産、 不動産、 株式、 社債、 担保物

権、保険証券、銀行預金、無体財産権など、すべて財産権の客体の概念に含 ま
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れるものを意味する。

受託者 信託が発生するためには、信託受託者の存在は必ずしも必要では

ない(イ ギリス、アメ リカにおいては、受託者が指定されていなければ、裁判

所がそれを補充する)。 しかし、信託が運営されるためには、信託財産たる財

産権が帰属 し、信託の管理を行なう者が存在 しなけれぱならない。受託者は一

名に限 らず数名で もよい。受託者は通常、信託設定者が信頼をお く者(親 族、

友人、職業上の同僚など)か 、信託を運営する権限を制定法によって付与され

ている法人(銀 行、信託会社その他これに類するもの)で ある。現代では信託

の運営が非常に困難であるため、アメ リカ合衆国においては、法人の受託者に

ょって運営 されている割合が 大 きい。 受託者として指定された者は、 受託者

となることを 引受けるか 否かの自由を有する。 引受けたのちにも、 辞任が可

能であるが、 これには 通常、 裁判所の 許可が 必要で ある。 受託者が 重大な

信託違反を 行ない、 または 受託者が その 任務を 引続いて 行なうことが 受益

者の利益に 著しい損害を与える場合には、 裁判所によって解任されることも

ある。

受益者一 私益信託においては、法律上実在する権利主体(自 然人、法人を

問わない)、 または一定の範囲の人々(た とえば委託者の子供たち)が 受益者

として存在するのでなければ、信託は成立しない。受益者は信託設定の当初に

おいて確定していなけれぱならないが、人の出生その他の事情の発生によって

新たな受益者を加える旨の規定を設けることは認め られる。 したがって、受益

者がだれであるかはときによって変化するけれ ども、いかなる時点においても

その時点としては受益者は確定していなければならない。

公益信託の場合には、社会が受益者であって、特定することのできる個人が

受益者ではない。一見個人が受益者のなかに含 まれ るような観を呈す る場合で

も、その人は、その人を通じて利益が国家に導入 される誘導管の役目を果すに
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すぎない。たとえば、貧困者を救済する信託において、受託者から信託収益を

受ける者として毎年選定される貧困者その人が受益者となるのではなく、貧困

の救済によって利益を受ける社会が受益者となるのである。公益信託は無期限

に存続することが認められ、また、多 くの特権(た とえば税の免除)が 付与さ

れ ることから、信託目的に社会的利益が含 まれていることをもって、ある信託

を公益信託と認めるべきか、あるいは単なる私益信託と認めるぺきかは重要な

問題となる。ある種の目的、たとえば教育および科学研究の増進、疾病の予防

および治療、貧困の救済、宗教の維持などのような目的は明白に公益 目的とい

うことができる。私益信託については、適法なものであるかぎ り、いかなる目

的のためにも設定することができる。したがって、私益信託は多様な目的達成

のたあに用いられる。た とえば友人や親族のための財産の保全 または分配、債

権者のための担保の確保 または弁済、あるいは事業の経営などである。企図さ

れた目的が違法である場合には、その信託は強制できない。

日本の信託法においても、信託の要素として委託者、受託者、受益者の三者

をあげることができ、 以上述べた説明はおおむね妥当する。ただし、官選受託

者の制度は日本の信託法上は存在しない。私益信託の受益者に関する問題のう

ち、営業のための信託については多少の説明を必要とす る。日本においても私

益信託はいかなる目的を達するためにも設定 しうることは同じであるが、 日本

の私法理論では、営業はそれ自体独立した一個の財産権ではな く、多 くの権利

の集合体であるため、信託法第一条の 「財産権」の移転には、営業の譲渡とい

う観念は含むことができない。

設定の方法 信託設定の方法には、(1}財産権の権利者がその財産を信託受託者

として有することを宣言するもの、②財産権の権利者がその財産を自己の生存

中に、他人に信託財産として有せ しむるため譲渡するもの、あるいは、(3)財産

権の権利者が遺言によって信託受託者に譲渡 し、受託者が遺言者の死亡と同時
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にその財産を取得するもの・がある・〔1}・②の方法によって設定 される信託を

生前信託といい・〔3)の方法によって設定され るものを遺言信託と呼ぶ。

英米法においては・信託さらに、裁判所の判決によって設定され ることがあ

る。結果信託が発生するのは、裁判所が、財産権の権利者は明白にはその信託

設定の意思を表明しないが、信託設定の意思を有するものであると判断するた

めである。たとえば、ある人が土地の買受け代金を支払 ったが、捺印証書は他

人の名義で発行されてお り、その理由についての意思が明白にされていない場

合、 裁判所が 代金支払者は 自己の金を贈与する意思が あるのではなく、 むし

ろ、土地の名義の取得者がその土地を代金支払者のために有することを、代金

支払者は期待していたのであると考える場合(売 買代金の結果信託)な どであ

る。構成信託は、ある人が財産を保有 しているが、その財産は条理上は他人の

所有に属すべきものと認められる場合に、裁判所が、その財産の保有者を不当

に害をこうむった人のための信託受託者とし、その財産を被害者に譲渡すべき

ものと判断すれぱ発生する。たとえば、ただ一人の相続人である息子が父の財

産を相続するために父を殺した場合、もしその息子が父より先に死亡していた

ならば父の相続人となるはずであった人のために信託が構成される。

日本における信託の設定方法は信託法第一条の関係から、前記(1}の信託宣言

の方法は認められないとするのが通説である。したがって②および㈲の方法が

認められている(信 託法第2条)。 裁判所の判決によって認められる結果信託

および構成信託は、信託の種類の項で述べたとお り、 日本においては問題があ

り、当事者の意思表示によって成立する任意信託のみが認められている、 とす

るほかはないであろ う。

受託者 【義務】 受託者の重要な義務には次のものがある。{1湘 当に思慮があ

りかつ才能のある者(善 良なる管理者)が 信託の目的物と同様な財産を処理す

る場合に用いる注意を用いて信託財産を処理すること(善 管義務)。 ②すべて
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の信託事務の処理において、受託者 自身の個人的利益や第三者の利益を考慮せ

ず、もっぱら受益者の利益のみをはかること(忠 実義務)。 忠実義務に反する

行為があった場合には、受益者の選択に従って、裁判所は、受託者の行なった

すべての不忠実な取引を取消し、受託者からその取引によって取得した利益を

返還させることができる。(3)受益者 とのいかなる直接の取 引(た とえば受益者

のもっている権利を取得するなど)に おいても極度の公正さをもって開示する

こと(開 示義務)。(4)委 託者 または委託者の遺言執行者 あるいは前任受託者か

ら信託財産の占有を取得すること。(5)信託財産に対する侵害を防止し、またみ

ずからこれを侵害しないこと。(6洪 同受託者がある場合には、他の共同受託者

に信託事務の処理の全部を一任することなく、みずからも積極的に行動するこ

と。(7)信託財産の財産目録を作成し、 またすべての取引について十分 な記録を

保存し、支払いについては領収書を徴収すること。(8脂 託財産の投資を信託条

項 または法律の要求するところに従って行ない、 これを保持 し売却しまたは買

入れること。この場合投資にあたっては善管義務を守るぺ きであるが、元本の

安全を第一義とし、危険分散をはかることも必要とされる。ただし相当の収益

を確保することも要求される。⑨信託財産か ら、信託の管理に必要な費用、信

託財産の負担(た とえば、税金、抵当債務の元本 ・利子など)を 支払 うこと。

(10信託の収益および元本を信託証書または法律の規定に従って受益者に支払 う

こと。②信託条項、制定法または裁判所の決定によって命ぜられる場合には、

受益者に対し、裁判所において報告 または計算を示すこと。

【権限】 受託者は受託者としての権限を有する。この権限には、信託証書によ

って明白に与えられた権限、委託者の目的を達するのに必要であるか、あるい

は非常に有用なものであるために、信託証書に暗黙に付与されていると考えれ

らる権限、またイングランドにおいては、制定法によって付与されている権限

が含まれる。最も普通に与えられる権限としては、信託財産の売却、投資、収
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益の取立お よび分配・賃貸・委託者の事業の経営などの権限である。私益信託

における共同受託者の権限は、信託証書に別段の規定のないかぎ り・共同して

行使されなければならない。 したがって、信託の処理についての重要な行為は

共同して行われなければならない。 しかし、英米法上、公益信託については・

多数決に よる権限行使でさしりかえない(日 本法においては私益信託と同一に

解すべ きである)。 受託者が、共同受託者の他の一人または使用人に対 して、

裁量的権限(た とえば、売却すべき信託財産の売却価額を決定する権限など)

の行使を委任す ることは違法であるが、思慮ある営業者が部下に委任すると一

般に考えられる作業(た とえば財産売却のための広告)を 他人に行なわせるこ

とは許され る。イングランドにおいては、受託者が一カ月以上 にわたって国外

に出るときは、共同受託者以外の者に対して委任状により自己の権限を委任す

ることが許され る。受託者の権限は、委託者がある行為を命 じた場合には、受

任的であり、受託者がその権限を行使するか否かの選択権をもつ場合、その選

択権の行使を濫用 しないかぎ りは、裁量的 といわれる。

【責任】 受託者が 信託違反を行なった場合(た とえば 違法な投資を 行な うな

ど)、 受益者は、それによって生じた損害を受託者に請求することができる。

受託者が信託財産を第三者に違法に譲渡した とい う信託違反の場合は、受益者

はその財産あるいはその変形物を特定しうるかぎり、第三者に対 してその返還

を要求することができる。ただし、信託違反について善意である第三者の手に

信託財産 または変形物が帰属したときは、 このかぎ りでない。受託者はまた、

受益者以外の第三者に対して人的責任(自 己の財産を担保 とする責任)を負担す

る場合がある。たとえば、受託者が信託事務の処理に関して違法な契約を締結

した場合(受 託者が、その契約において個人的責任を明白に除外する旨を約さ

ないかぎり)、 あるいは信託財産の管理について不法行為を行なった場合など

である。 しか し、契約が締結 された場合、または不法行為が受託者の個人的過
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失によるものでなかった場合には、裁判所は、契約または不法行為についての

責任の履行によって受託者が受けた損害を、信託財産から補償すべきことを命

ずる。最近では、私益信託、公益信託を問わず、契約 または不法行為について

の債権者が信託の代表者的資格における受託者に対 して、訴訟を提起 し、信託

財産から直接に支払いを受けることを認める傾向が強い。

取消 し・終了 ・変更 委託者が信託財産を自己に回復するために、信託を取消

す権利を信託証書によって留保 し、 または第三者に付与するのではなければ、

信託の取消 しは認められない。信託の設定が贈与のためであり、その後当事者

の事情に変更があった としても、取消しの権利が暗黙のうちに認められている

とい うことはない。 同様の法則は 信託の修正ないし変更についても適用され

る。アメリカ合衆国においては、 ごく少数の制定法のみが、委託者に対 し、単

独の、または受益者 と共同することによる信託の取消しを認めている。委託者

が唯一の受益者である場合、あるいは委託者がすべての受益者から共同して取

消しの要求を行なう旨の承諾を得ている場合には、裁判所は取消しの申請を認

める傾向にある。 しか し、委託者が受益者 と共同申請をしない場合には、その

理由を問わず、裁判所 は信託の取消 しを認めない。同様な法貝1」は、申請者が受

益者のみである場合にも適用される。信託目的がすでに到達された場合、また

は到達が不能 となった場合には、裁判所は信託の終了を宣言する。イングラン

ドにおいては、受益者のすべてが法的に能力者であれば、共同して信託の終了

を主張することができる。

日本における信託の取消しは、信託条項に規定があればこれによって、また

民法第96条 の法律行為一般の取消しに関す る規定によって行なわれる。信託当

事者の全員の合意によって信託の解除をす ることができるか否かについては、

信託条項の規定、信託目的の達成あるいは達成不能を信託の終了事由とする信

託法第56条 との関連上争いがあるが、解除することができる、 と解すべきであ
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る。

信託証書のなかの ある規定が信託目的を実現するための妨げとなる場合に

は、裁判所は、受託者に対し、その規定を無視 して行動することを命ずる権限

をもっている。委託者が信託を遂行するために工夫した機構は、彼が受益者の

取得すぺきヒとを望んだ利益に比較すれば僅少の重要性 しかない。た とえば、

信託の目的が委託者の子供に快適な生活を供給す ることにある場合、委託者は

信託資金を政府公債のみに投資することを命 じているが、政府公債は受益者が

窮乏するような低利 しか生まない とする。 ヒのような場合に、裁判所は受託者

に対して、 委託者の 投資命令の条項を 無視 し、二倍の収益を生む株式や社債

に投資すべきことを命ずるこがある。 この権限は信託の収益あるいは元本を支

払 う時期を早める場合にも用いられる。アメリカ合衆国においては、 この権限

は受益者に与えるべき額の変更には用いられない。しかし、イギリスにおいて

は、受託者法に基づ く信託の変更権はそのような額の変更をも含む場合もある。

日本の信託法においては、信託法第23条 によって、裁判所を通じ同様の目的

を達することができる。

EBGeorgeGleasonBogert〔 大阪谷 公雄〕
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信 託 法 第1条(信 託 の 定義)

1.財 産権 を他人 に管理 ・処分せ しめ るため に移転す ることの必要性

a、 歴史的意義一 消極的信託の発生

財産権自体の移転をするとい う必要性がどこにあるのかとい う点は、近代法

の一般の法律関係からみて一番目につ くわけですが、歴史的には意味があるわ

けです。すなわち、財産を自分の名義にしておくといろい ろ な損失 を蒙 った

り、重税が課せられた り、場合に よっては没収されることがあったために、 こ

うした負担を免れる目的で他人に財産権を移転す る必要性が生 まれたのです。

当時の領主の権限は、大変な ものであったのでとにかく名義を他人に移 して、

負担から逃れようとい うだけの、何 ら積極的な管理、処分を伴なわない消極的

なもの、これがそもそも信託(ユ ース)の 始まりなのです。

(こ うした名義を移転するだけの信託を消極的信託Passivetrustと いいま

す。)

ところが、前回お話ししました ように、 こうした脱法行 為 を防止 す るため

StatuteofUsesと い う法律が制定され、土地名義を他人にしているのはけし

からんとい うことから、土地についてのユースを禁止しました。つま り、 当時

は名義のみ他人に移して、名義料を支払い、土地そのものの管理、処分は自分

で行な うとい う消極的信託が中心でしたからStatuteofUsesは 、 この名前だ

け他人の名義にす るとい うユースを禁止したわけです。従って、自分が土地に

入って耕作せずに、他人にやってもらうというちょっとした管理、処分 を伴な

うようなユースはこのStatuteofUsesの 対象には入らない と裁判所は解釈 し

ました。何 らかの形で他人に管理、処分させれば、財産権を移転 しても、その

ユースは有効 とされたのです。
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このためStatuteofUsesで 禁ぜられたユースは完全に根を断ち切 られるこ

となく 「他人のために財産の管理、処分をなす」すなわち 「他人から財産権の

移転を うける」 とい う形で歴史的な信託の発展がここに見られるわけです。

なお 日本の信託法では、消極的信託は含 まれないとい うことを立法者が明言

してお ります。

b、 近代的意義

イ、信託と異なる法律関係一 代理 ・委託 ・寄託

近代的意義においては、信託とい うのはあ くまで権利は他人(受 託者)の も

のにしてしまって、その受託者に何 らかの形で財産の管理、処分をしてもらう

ものとい う法律関係が形成されてい ますが、何故他人に名前を切 りかえる必要

があるか とい う疑問が起ってくるわけです。

例えば、代理人を選任して代理人にいろんなことを頼んで、代理人の名にお

いてやってもらっても、つまり財産権 自体を他人に移転 しな くても、近代的意

義においては十分 目的を達するじゃないか。そ うすれば、信託と代理 とを区別

す る実益がどこにあるのか。

近代法の下では、 「信託も代理 も一緒だ」 とい う議論がアメリカの学者から

でているわけなんです。財産権は形だけ移転 してお り、実際は移転する必要は

ないんだ、 その意味で 信託と代理と区別す る必要はないんだ、 とい うもので

す。 ところがそれには裁判所が非常に反対をしてお ります。といいますのは、

信託の場合には、財産権の移転を受けるとそヒに信託受託者の責任が発生 し、

ただ他人の代理人 として行動するとい う代理に比べ るとその責任体制が異なる

か らです。 「他人か ら信頼を受けて財産権を自分が持っているんだ」とい うと

ころに信託の本質があ ります。 この ことを信任関係fiduciaryrelationshipと

い う言葉で表わ されてお ります。

もちろん代理人 も信頼して選任するんですから、そこに信任関係 とい うのは
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あると判例、学説ともいっておりますが、その信任関係 とは本質的に違 ったも

のを信託では持っておるのです。権利自体が、 自分のものになってしまってる

ほ ど信頼 されているとい うところに、同じ信任関係 といっても、代理 との間に

違いがあり、アメリカの判例、学説は信託 と代理を区別 してお ります。

それか ら近代法の法律関係で委任とい うのがあ りますね。これは代理を伴な

う場合 もあ ります し、そ うでない場合もありますが、 これだって何か人に頼む

のでその中には財産の管理、処分 も含まれ ます。従 って、財産権を移転しな く

ても、委任とい う形で財産の管理、処分をしてもらえるではないか。

これと信託とはどう違 うのか とい うことです。

この委任とい うのは、ローマ法の時代や大陸法の時代からもあります。それ

か ら寄託とい うのは日本に もあ りますが、ある物を所有権は移転しないけれど

他人に預け、預けることによって、そ こに何らかの管理、処分を伴な うとい う

ヒとが考えられます。例えば、倉庫業者に品物を預けて保管してもらう。 これ

もやは り信託 とどこが違 うのだろ うか。寄託でも財産管理の目的には十分間に

合っている。そうすると信託の本質を どこに置 くかとい うのが議論になるわけ

です。

口、信託類似の法律関係

財産権が他人に移転してしまうとい う法律関係、そしてその財産権の移転を

受けた者が、一定の目的で管理、処分す るとい う要素を考えてみます と、イギ

リスではいろんなことがそれに含まれてきます。(実 は 日本でもそれは該当す

る場合があ りますが、信託とい う制度をそこまで考えていない ものですから、

全 く別な制度として発達してお ります)イ ギリスでは、 これ らを信託類似 とい

うより信託そのものとする考えがあ ります。た とえば、相続の場合の相続財産

の管理人とい うものですね。遺言がある場合をexecutor(遺 言執行者)、 遺言

がない場合をadministrator(遺 産管理人)と いってお りますが、 遺言の有無

一36一



に拘らず相続財産は、直接相続人に行かないで、このexecutor、administrator

の手に一旦移 ります。この場合名義は自分のもの となりますが、自分が使 うべ

きものではなく、他人のためにやっているとい うわけで、executor、adminis-

tratorは 信託 と同一だ、信託の理論で運用すべきだ とい うことになっておりま

す。

それから破産の場合の破産管財人(trustee)、 日本では代理の関係 として破

産者の代理人 として行動してお りますが、イギ リスではやは りこれも信託であ

るとされてお ります。すなわち破産財団は全部trusteeの 手に移って、そ して

trusteeの 手で処理される。 誰のためかといえば、破産者や債権者のためであ

る。このように他人のために財産を預 り、他人の利益のために行動 す るもの

を、全て信託 として説明して行 こうとい う発展が、イギリスは長い間にもう、

いっぱいあるわけなんですね。更に後見人guardianと 被後見人の関係でもや

は り一種の信託関係であると考えられています。こうい う信託類似の法律関係

が他にも多 く発生していますが、こういう関係の ものをすべて抽出す ると結局

前述のように

① 財産権が移転す る、

② 移転するけれ どもその財産権は、移転を受けた者が自分の利益のために

管理、処分するのでなく、他人のために自分が権利主体として処理する

のだ、 とい う要素にな ります。

そ こで他人の財産を単に預か ったのではな く、 自己名義にして、他人のため

に処理す るのですか ら、処理す る者 と処理してもらう者との間に極めて密接な

信任関係が存在する。単に権利が受託者の手に移るとい うだけじゃなしに、も

っと精神的な とい うか信頼関係 とい うのが、一番大事なものになっているわけ

です。こうい うとヒろに信託の近代的意義が出てきて、代理 ・委任 ・寄託 と違

った内容になっているのです。
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つまり財産権の移転を受けているとい う点に信頼関係があり、 まさに この点

に近代の信託の精神が生 まれて くるんですね。

c、 財産権を移転することの意味

近代法の信託は、権利移転とい うことで財産権が受託者 の手 に移 るんです

が、何故財産権を移転することが近代法では特別な意味があるのか。

歴史的意味では必要だったんですが、近代法のもとでは本当に必要なんだろ

うか。 ここでは信託法第 ユ条 「本法に於て信託 と称するは財産権の移転その他

の……」の 「移転」 とい う概念の説明に疑問が起ってくるわけなんです。

イ、歴史的意味

移転の歴史的意味とい うのは、先に述べた通 り自分のものだったら重税が課

せられた り、あるいは没収 された りす るので、自分の財産を完全に他人の名義

にしてお く必要があったわけです。

口、近代法的意味

近代法のもとでは、完全に権利 を移転する意味がどこにあるのか。

オーソ ドックスな考え方としては前述の通 り、 「完全に移転をうけるところ

に信頼関係が生まれるのだ。だか ら受託者は完全に権利を移転してもらってい

るのだ。受益者には単に管理の経過を報告した り、収益があがったらそれを渡

せばいいので、権利の主体はあくまで受託者だ」 とい うことでず っときていた

わけなんですね。

ところが、 このような完全権を移転する必要はないんじゃないかとい う疑問

が、イギリスやアメ リカでも出てきてお ります。いろんな形でそれを説明しよ

うとしてお りますが、権限説powertheoryも その一つです。これはアメ リカ

の最 も新しい考え方ですが、 これを主張しているのは日本でいいますと大学院

の ドクター}一 ス位の若いHustonと いう人です。彼は論文の中で 「権利まで受

託者が持っておる必要があるというのは昔の考え方で、受託者はただ権限power
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のみを持っておればいいんだ」と主張 しています。

しか しそれは 「信託は権利を移転してもらうところに信頼関係が生まれるの

だ」 とい うイギリスやアメリカのオーソ ドックスな考 え方からは、一顧 も与え

られていないわけです。 とヒろが 日本では実は逆にこの権限説の方が便利であ

るとの説が 強 くなってきております。 しか し、 信託 目的との関連からは、 私

は、やは り信託財産の完全権を持つ必要があると思 うのです。

ハ、信託目的との関連

近代法のもとで、完全権の移転することの必要性を信託目的との関連で考え

てみます と、信託法第1条 には 「一定の目的」 とあ ります。不特定目的では、

これはすべて法律行為は無効にな りますから 「何 してもらってもよい」 とい う

のは困 りますが、 「あることをして下 さい」 とい うのであればその内容はどん

なものでもよい ということにな ります。有名な 言葉でありますが 「信託は契約

と同じくらい どんな自由な内容でもできる。不法不能の目的でない限 り」 とい

っているイギリスの学者があるほどです。一定の 目的とい うからには制限があ

るかと思えば、信託法を始めから終 りまで読んでみても何の制限もない。強い

て言えば第ユ0条脱法行為、それから第11条 訴訟信託、第12条 詐害信託、 こうい

う不法性のあるのはいかんということだけであって、それ以外に管理 ・処分の

目的にはひとつ も制限がないんです。ですか ら不法不能でない限りどんな目的

でもかまわない とい うのであれば、受託者の権利、権限は 「制限された権限」

とい うのでは都合が悪 く、almightyな 権限(完 全権)で ない と信託目的の多

様性からいって もまずいわけなんです。

銀行 と信託を比較 してみます と、銀行 は消費寄託 とい う形で同種同量のもの

を返せばいいわけです。しかしその銀行の本来の目的は、銀行法では っき り決

まってお りますが、信託の場合は附随業務は別 として、本来の業務は大蔵省が

行政指導であれ これ言 っても、法律上の根拠はないわけです。
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最近金融が引締められ銀行から借入れが十分できないものですから、信託の

制度を利用して うまく金融をつけている場合が現実にいろいろあるよ うです。

(注1)そ れをもって 「信託 らしからぬ信託」 とい う人がいます。しか も信託

会社の中の人が言 うんです。私はそれを聞 くたびに 「それは間違いだ。信託 ら

しい とか、信託らしか らぬとかを どこで区別するのか。信託には目的の制限な

ど何もないんですよ」 と言っているんです。一定の目的さえあればよい。不法

不能の目的でさえなけりゃいいわけで、そ りゃ行政官庁は、行政指導に反す る

とか金融政策に反すると言 うかもしれ ませんが、信託法自体は何もそんな こと

をいっているわけではないんです。 どうい う目的でもやれ るんで、 それ だ け

に、受託者には一定の単なる名義上の権利ではなく、完全権がある必要がある

のではないか。「目的による完全権の必要性」 とい うことが言えるわけですね。

それから、完全権を持 っておれば、 どんなことをしてもいいかとなると、そ

の目的は第1条 ではわか らないんですが、第9条 の 「受託者 の利益 享受の禁

止」つ まり受託者が受益者を兼ねてはならない とい う条文があ ります。第9条

は 日本の信託法の条文 としては非常に 誤解を受ける規定ですが、 日本の通説

は、受託者は他人の利益(委 託者の利益)を 図るべ きでいやしくも自分の利益

を図 ってはならないとい うことです。(い わゆ る忠実義務dutyofloyalty)

つまり信託の本質は ①財産権の移転を うける ②一定 目的ならどんな目的で

あってもよい ③但し自分の利益を図ることだけはやめなさい とい うことで

す。従って自分の利益 さえ図らなければ、 また脱法的でなければ何をや っても

よい。それにはやは り完全権を持つ必要があるとい うわけです。

二、法的規則の発展一 信託財産の独立性、受託者の忠実義務

完全権をもってお ります と人間は自分の利益を図 りたがるものなので、完全

権にある程度制限を加えてお く必要があるわけです。

例えば取締役の場合、自己取引禁止 の規定(商 法 第265条)が あ ります。会
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社のためにつ くすべき取締役が・会社 と取 引す るとどうしても我身の方が可愛

くなるので 「会社 と取締役の取引には取締役会の承認を得 よ」 とい う規定がそ

こからでて くるわけです。

完全権を与 えておかない と、 「どんな目的でもできる」 というようにな りま

せんし、かといって完全権を与えてしまうと、何 らの外部的制限もない場合に

は、受託者の固有財産 と混同してしまい、や っぱ り自分の利益に使 うおそれが

あ ります。

人間はどうしても他人の財産を預か っていると、自分の財産 と違ってルーズ

な扱いにな り勝ちです。そこで何らかの形で預かったというか、信託を受けた財

産は、完全権を有 しているが、やは り固有財産 との間に何 らかの法的規制を必

要 とするわけです。

この法的規制の発展については、イギリス法の歴史に照らしてお話 しします

と非常にわか りやすいのですが、発展した結果を 日本の信託法に見ます と、こ

れが 「信託財産の独立性」 と呼ばれるものなんです。

例えば先ず第14条 「信託財産の範囲」を見 ます と、 「信託財産の管理、処分

に当って受託者が固有財産 と混同してはならない。つまり固有財産にとり入れ

てはならない。信託財産はあくまで信託財産 として管理、処分されるので、受

託者の固有財産とは別のものだ」とい う制限をおいているのです。

更に第14条 での管理、処分 とい うのは 「受託者の行なった行為だけか」 とい

う問題があ ります。 これに関して次のようなイギリスの古い歴史の例があ りま

す。 「ある海岸の土地を今でい う保養所みたいに持 っている地方自治体があっ

た。その保養所はある富豪が持っていたのをその地方 自治体が名義を譲 り受け

て、貧 しい人のための保養所にしてお ったわけです。ところがその海岸は何か

の事情で魚がよく集まり、立派な漁場になった。そ うします とその漁業権は、

当時の漁業法によると、海岸に面した土地を持つ者に帰す るとい うことになっ
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ておったので、その自治体に与えられることにな ったわけです。そ とでその自

治体は自分のために漁業権を行使しようとした。ところがその富豪は、土地は

自治体名義になっているが、保養所のためであるから漁業権も保養所のために

用いられるべきで、自治体の職員用 として利用すべきではない と主張し、結局

これが認め られた。」

ところで この例の漁業権は管理、処分によって積極的に取得した財産 じゃな

くて外部から与えられた財産なんです。この外部か らの行為も含めた広い範囲

の財産、これを 「地位を利用して得た財産」 と説明していますが、つ まり 「受

託者が地位を利用して得た財産は受託者が自分のために利用してはならない」

とい うことから、第14条 の理論が生 まれてきているわけなんです。

次に第15条 では 「受託財産は受託者の相続財産に属せず」 とい うのがあ りま

す。 これもやは りイギリスの判例が確立した理論なんです。受託者が死んだ場

合に信託財産が相続人の固有財産になってしまっては困るので、信託財産 と相

続財産をはっき り分けて、信託財産は相続財産に属しない とい う判例を確立し

てお ります。

それから第ユ6条 「信託財産に対す る強制執行の禁止」ぱ、御存知のように受

託者の固有債務に基づ く信託財産への強制執行の禁止ですね。

更に第17条 「信託財産の相殺禁止」は、相殺を許しますと受託者が自分の利

益を図 る方法になるからです。このように 「信託財産と受託者の固有財産を区

別 して扱お うとする」 これはすべてイギリスの判例法の所産であ ります。

それか ら、第28条 「信託財産の分別管理義務」 も第30条 「信託財産の附合、

混和、加工」 も信託財産 と受託者の固有財産を区別 して扱お うとい うものなん

ですね。こうして、信託財産を完全権といいながら受託者の固有財産 と区別 し

て扱お うとい う法的規制が発展し、他方前述のように 「受託者の利益享受の禁

止」 「受託者の忠実義務」が言われ ると一体 この信託 とは何だろうか とい うこ
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とになるわけです。

ホ、信託本質論の発生

いままで述べてきました ように信託は ①委託者が財産権を移転し ②受託

者が一定の目的のために管理・処分をす る ③けれども受託者の自分の利益の

ためには一切 の ことをしてはならない・つまり財産権は一旦受託者の名義に移

転するけれ ども、受託者の固有財産と別個独立のものとして法律上扱われ ると

いうものですが、 この場合信託目的を達するために完全権があると言 ってもそ

の完全権は 受託者固有の完全権 とは 違 った 完全権であるということになりま

す。

しか しここで完全権をあぐって 「受託者の固有財産 と違 った扱いをうけると

いった生ぬ るいものじゃなく、受託者は名義だけを持 っている存在にしかす ぎ

ない。名義だけであれぱ利益は受けられず、利益を受けられない財産の主体な

んて考えられない。所有権の理論 として 「自由に利用、収益、処分できること

が前提であるが、 自由に利用、収益、 処分できないで何が財産権 といえるの

か」 とい う議論が出てきたわけなんです。これが実は信託本質論に発展 しまし

て、 イギリスやアメ リカの学者の間でも、信託財産の独立性、信託目的の普遍

性をかみあわせながら、しかも忠実義務を入れ、いろんな観点から議論が行な

われていますがどうもうまく結論がでていない。じゃやっぱ り信託財産は、何

か宙に浮いた ものになるのかとい うと、それ も完全にはいかない。そしてイギ

リスやアメ リカの学者も結局信託の本質 とい うのは、 「財産権が移転するとい

うものの完全権が移転するわけじゃないのではないか」 とまた元に戻って説明

した りしてお ります。

我国では信託の歴史が浅いもんですか ら、信託法が未だ庶民の法律になって

お りません。つ まり、一般に庶民が理解 してよく利用す るとい う法律関係 じゃ

ないわけですね。最近になって、やっと遺言が盛んにな り、そこで信託 らしい
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考え方がでてきているわけですが、 まだまだ一般の人は利用する知識 もありま

せんし、弁護士も知らない。ですか ら信託本質論についても、いろんな学説の

出る余地がない程、研究対象としてまだ議論されていない とい う状態 な んで

す。それで本質論を何か一つの形で理論構成する必要がでてくる。その際法律

学としては、何か理論的に体系づけた ものでない といけないんでしようが、そ

れよりむ しろ法律学における理論構成のあ り方が問題なのです。

た とえばイギリヌ法に衡平法Equityと い うのがあ りますが、 これがシステ

ム的に体系づけられて、 整然 としている法律かとい うと絶対にそんなことはな

いんです。 「こんな時には こんな理論ではいけない。 こうすべきだ」 と まあ

commonlawの 概念論に対する実質論 とい う学問になっております。 ところ

が、 日本でEquityと い う考え方が理解 されないもんですから、何か 「システ

マティック」に説明しない と信託法の学問じゃないと考えられて、議論された

りしています。ここに 日本の法律学のあり方が問題になるわけです。

それはさておき、い まのところ百花績乱 とい う程信託法律論は議論されてい

ませんので、結論 として第 ユ条の 「財産権の移転」とはどんな性質の移転か議

論できない状態であります。 「財産権は移転して、受託者に対し受益者が債権

を持っている」 とい うのは極めて簡単な説明の方法ですけれども、 これだけで

は完全な説明はできない。先ほどの信託財産の独立性 というものも、完全に説

明できないところなんですね。そ うい うことで信託本質論は、今後もます ます

発展して行 くことでしようが、完全な理論構成はまだまだ先 の こ とと思い ま

す。

四宮先生の代表的な説は、一応今日債権説に対す る特異な存在として、高 く

評価されるべきものですが、債権説でなしに信託財産の独立性を完全に説明で

きるようなものとして、たとえば権限 とか名義権あるいは受託者 とい う地位

が、受託者の固有の地位とは別個の法主体を信託財産に対して持っているんだ
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とかいろんな議論が四宮説を中心としてでて くると思いますが、それでまた矛

盾もあるわけです。どの程度に矛盾するか私はいろいろの点から疑問を提起 し

ているのであ りますが、これは総合判例研究叢書の 「信託」の中で述べてお り

ますように、 どうもやはりそれぞれ問題があ り法主体説も難点があります。

(注2)

このように、ともか く信託の本質について、 日本では完全な定義があるとは

言えない状態です。しかし法体系 としてどうい うものをとるかは別 として、信

託法弟1条 の考え方 としては ①権利が少な くとも名義だけにせ よ受託者に移

転する。しか し、受託者は、如何なる目的のために も利用できるような名義を

持っている。 こうい うことをしてはいけない とい うような制限条項を仮に信託

約款につけて も、それがため受託者の権利の性質が変ることがあってはならな

い程、それ程権利の移転 とい うのは完全権的なものである。

② しかしそ うい う完全権的なものであるが、その権限は自分の利益のために

利用 してはいけない。専 ら他人のため運用をやれとい う第9条 が出てくる。つ

まり名義は受託者のものであるが、受託者の利益享受は許さぬとい うものであ

る。③それから何らかの管理、処分をしなければならない。とい う要素が抽出

されます。そこでこれからもっと詳 しく、財産権はどんなものをい うのかとか

管理、処分 とは何だとか第1条 の各論に入 って行きます。

2.信 託 法上の信託 と民 法上の信託 との 区別 譲 渡担保 について

それから今まで説明した第1条 との関連で、 「譲渡担保 が信託 であ るか否

か」 とい うことを、検討することは、いままでやって参 りました議論の裏返 し

となりますので、 これを少し説明したいと思います。譲渡担保あるいは売渡担

保は、既に明治30年 代の判例に売渡抵当とい う言葉で出て参 ります。それ以来
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現在信託法が出来ている状態でもなお譲渡担保 とい う議論で、非常に利用され

ているわけですね。この法律構成についてみますと、これはあくまで債権者の

利益が中心 となってお り、債権者、債務者間には信託のような信頼関係や忠実

義務 とい ったものはあ りません。債務者は清算型の場合残れば返 してもらうに

すぎないわけです。

すなわち信託法上の信託は、財産権の移転を受けた者(受 託者)が 他人の利

益のために管理、処分す るのに対 し、譲渡担保は財産権の移転を受けた者(債

権者)が 自分の利益のために処分す るとい うところが根本的に違っているわけ

で、結果 としてたまたま債務を弁済して残 ったものは債務者に帰属せしむるも

のであっても、本来の目的は債権者の利益で債務者が残った利益を受けるのは

反射的な理由にすぎないのです。そ うい う意味で譲渡担保の場合債権者と債務

者 とが信託法第9条 にい うところの共同受益者 とは根本的に違 うと思 うの で

す。 この点から信託法上の信託 と譲渡担保(売 渡抵当)と は、違 ったものであ

るとい うのが私の考え方であ ります。裁判所 も譲渡担保は信託法上の信託では

ないとい う見解です。これは直接言 っているのではあ りませんが、受益権担保

の貸付が信託法第22条及び第9条 に違反しないとい うことで、 このときに譲渡

担保の例を出しています。(注3)す なわち信託財産となるものが受益権とし

て受益者の権利め内容をなしているものではないのだ。だから信託財産 と受益

者の権利は別個のものであるとい うことを述べ、譲渡担保においても、債権者

の手にはい るものは担保の目的たるもの全部であ り、債務者はあまったら後 日

返 してもらえるにす ぎないんだと説明してい る。つまり信託法上の信託は、信

託設定の当初から目的物の全部は他人のために管理、処分すべきものであるの

に対し、譲渡担保の場合はあまったら返してくれとい う程度の債権をもってい

るにすぎない。だから受益権 とい う考え方でやるべきではない と受益権担保の

貸付をめぐって説明してお ります。
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その他の判例 としましては、簡単に譲渡担保は信託法上の信託ではないとし

たものもありますが、どうして違 うかは深 く説明してお りません。私は今申し

ましたように、企業をめぐっての歴史的発展、つ まり銀行法の解釈からい うと

譲渡担保は信託法上の信託ではないと思 う。ただしかし信託法上の規定の内で

も、譲渡担保、 とりわけ清算型の譲渡担保について適用するのが相当と考えら

れるもの、すなわちできれぱ援用したらいい とい う規定の部分もあ りますが・

やは り本質はあくまで違 うとい うことが大審院の判例であります。そしておそ

らく信託法上の信託 と譲渡担保は将来 も別個なものとして発展してい くだろ う

と思います。それはち ょうどイギリス法におけるモーゲージmortgage(債 務

者が債権者に財産を移転し、一定の時期までに借 りた金を払わなけれぱその目

的物はとられ、一定の時期までに利息と元本を返せばその目的物は返してもら

えるとい うもの)が 日本の譲渡担保に当た ります。

これについてもイギリスやアメ リカで これが信託と同一かどうかをめぐりい

ろいろ議論されていますが、イギリスはモーゲージと信託はともに古い歴史を

持ってお りまして、同一か どうか を議論す ることがで きない程、別個独立の

存在 として発達してきてお りますので、それ程突込んだ議論はあ りません。や

はりむ こうでもモーゲージはモーゲージ、信託は信託とい うことで取扱われて

おりモーゲー ジの理論についてもちょうど日本の譲渡担保のように、はじめは

一定の弁済期が くればもはや債権者は絶対的に返 さな くてよろしいとしていた

のであ りますが、その後、弁済期が遅れても遅れた期間相当の遅延賠償金をも

っていけば、債権者は担保に取った物を返 さなけれぱならないとい う判例をつ

くった りしてお りまして、 日本における清算型の譲渡担保 と非常によく似た構

成をもっています。しかし信託法上の信託 とどう違 うか とい うことについては

実はイギリス、.アメ リカではあまり深 く議論してお りませんが、結論的にはモ

ーゲージは信託(ト ラス ト)で はない とい うのが通説でありまして、それは発
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展過程が全然違 う、つまりモーゲージは債権者の担保 という形で発展 し、信託

は信頼関係に則って、ユースの時代から他人のために管理するとい う形から発

展 しているため、事の本質が違 うとい うことでとりあってお りませんので、 日

本へ援用す るほどの理論もあ りません。

(注1)

動、不動産信託が資金調達の方法(受 益権の譲渡)と しての機能が着 目され近

年その利用が増加 している。信託物件の多様化 とともにその受託方法について

も従来のユーザーに対する賃貸を目的とするもの(賃 貸方式)に 加え、ユーザ

に対する売却を目的とするもの(即 時処分方式)が 開発されている。 この即時

処分方式は当初物の形(船 舶、建物等)で 引受けるが直ちにユーザーに対 して

売却し、 その後は 売却代金の取立を 目的 とするとい うものである。 これに対

し、 こんなものは債権の取立であ り信託ではないとか信託をするメ リットがな

いとの主張があるが、前者については信託財産の物上代位性(第14条)に より

説明され、後者については受益権の譲渡により金融がつけられることか ら特に

逼迫期にはニーズが高い。

(注2)

総合判例研究叢書、民法(22)信 託(有 斐閣)P162～ ユ67

四 信託の精神

以上判例を綜合して得た信託の理念は、一定の経済目的を達するために、実

定法上はその目的を到達するに必ず しも必要としない、いな、むしろその 目的

を達す るに必要以上 と考えられる実定法上の形式を借 りるところに発生し、従
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ってその実定法が普通に予定する法律効果は、修正ない し変更せられ、時には

無視されて、 もっぱら、経済目的に適合する特異 なる法律効果が創造せられる

のである。 「信託の両親は詐欺と恐怖にして、衡平法裁判所は そ の保栂 で あ

る」 とい う有名な言葉(Att.generalv.Sands(1669)Hard.4g1,citedLewin,

Trusts(1939)P.1)の 示すように、信託は、本来、信託の発生の当時の法秩序が

許容しない一 しか しその法秩序それ自体が非難に価する何物かを持つ一 法

的効果を享受す るために、当事者が当時としては許容される範囲の法技術をも

って手段とし、 しか もその法技術を制約する信託 目的を当事者の意思として内

在せしめ、 これに よって法秩序の欠点を修正 しようとするところに発生する。

その当事者の意思 信託目的 に適合する法的効果は、立法によって承

認せられるまでは、もっぱら慣習法的 存在 として裁判所の承認 と協力によっ

て発展せしめられる。従 って、信託 目的の多様 性 に相応 して、その法的効果

も、多様性、変化性が承認されねばならず一 売渡担保 と管理信託の法的効果

の差異はここに承認の根拠をお く一一 しかも、その信託目的に適合する法律効

果は、通常は、当事者が手段とする既存の実定法概念をもっては規整し得ない

ものを含むが故に、 ここに新たなる法概念の定立への努力が試みられる。相対

的権利移転、授権、などの法概念はこれの現れである。しかし、いかに新たな

る法概念 といえども、それ自体、又一つの固定化 した存在であるが故に、信託

目的の多様性からくる法律効果の多様性をすべて包摂 し得 るか否かは疑問であ

る。相対的権利移転 と絶対的権利移転の区別は、売渡担保の特殊な法律効果を

説明す るためには、殆んど無意義 となっていることは、わたくしが既に本稿で

明にしたところであるし、学者 によっても承認せられているところである(四

宮 ・総合判例民法(17)「譲渡担保」64-65頁 参照)。 授権説乃至管理権説 も必ず しも

完聖なる理論構成ではない。それは、授権においては、委託者の処分権の競合

を許す構成をとるのであるが(【42】 参照)、 信託においては、特に管理信託に

一49一



おいては、委託者に処分権を留保することは認められないのみならず、消極信

託(受 働信託)に おいても、委託者ない し受益者が、直接の処分権を有する法

(36)的構成
が認められるのではない。管理権説は、いわゆる管理権の性質自体が問

題であるばか りでなく、わが信託法が受託者に附与する法律効果は、単なる管

理権に止まらず、対外的には、所有権者 と同様な権利主体としての地位 と無限

(37)
責任とを附与す るものである点を矛盾な く説明し得ない欠点を持つ。

最近の四宮教授の説は、 しかしながら、極めて異色のある構想として注目す

べきである(四 宮 ・信託法(法 律学全集33巻)20-30頁)。 氏の見解は、その帰す

るところ、信託に個人的要素一 受託者に対する信頼に基いて信託財産が受託

者の名義に移され ること と、超個人的要素 信託財産が実質的主体性を

持つこと との二面性を主張するところに特色がある。そして 「個人的要素

と超個人的要素 との相関関係を無視 し得 ないが故に、信託関係は、信託財産を

中心としなが ら展開する法律関係であると共に、受託者の権利名義人 として受

ける信頼の関係 も否定 し得ない。しかし受託者は信託財産の個人的法主体性を

否定せられ、単なる信託の機関 と考えられ、受益者は、実質的な法主体性を有

す る信託財産に対す る債権 とともに、信託財産(法 主体としての信託財産ではなし

に信託財産の構成物たる財産)に 対す る物的相関関係をもつ物的権利であるとし、

従 って、信託法の現実の意味を考え、 また信託に関す るいろいろな問題を解決

しようとして去就に迷 う場合、われわれとしては、信託財産の不完全な実質的

法主体性(こ の不完全性の反面である受託者個人の地位ももちろん含めて)を念頭にお

き、さらに、必要に応 じて、信託財産 と受託者 との間の信頼関係や受益権の特

殊な性格を思い浮べればよい」、 とされ るのである。信託財産の法主体性を提

唱することは、ルポールの目的財産説の影響 とはいえ、わが国においては、た

しかに一一つの注目すべき提案であ り、信託法の諸規定は受託者の固有財産 とは

独立した存在を認めている点を説明するに従来の債権説よりもはるかに優れて
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　 　 コ

いる。しかし氏の提唱するこの法主体性の理論は、実質的とい う表現も示す如

く、また氏自身認めるように、この実質的法主体性はさらに信託の個人的要素

にょって受託者が信託財産の主体として附与せ られ る法的効果を抹殺し得ない

　 　 コ

ひずみが生ず るとい う事実によって、 この法主体性は、確立された従来の既存

の実定法概念たる法主体性とはおよそ似てもつかないものとなってしまって、

それはただ、信託財産が名義上は受託者の財産に帰するが、信託目的に適合す
　 コ 　 　 コ 　 　

るためには、あたかも受託者の固有財産 とは別個独立した財産のごとき取扱を

受ける、 とい う表現 と大同小異のもの となってしまっている。また、氏が、信

託財産を中心 として特定の受託者の更迭には関係な く存続する関係であるとす

る点は、受託者は信託財産の特定の固定化した権利主体ではなく、必要に応 じ

て受託者の更迭がなされ、しかも受託者の更迭によって信託の同一一性は維持さ

れることを規定す る信託 法の諸規 定を説明す るに十分な成果をあげるけれど

も、売渡担保の如き信託関係においてこのような受託者の更迭関係を考えてよ

いか大いに問題の存す るところであるし、ことに氏が指摘 されるところの受託

者が指定されていないときにおいても、信託はそれがために失効す るものでな

いとする格言(trustdoesnotfailfofthewantoftrustee)は 、信託関係全般に亘

って妥当する格言ではな く、それは単に、遺言信託(testamentarytrust,trust

bywill)に おいて適用を見るにすぎず、生前信託においては、委託者 と受託者

との契約関係 と見るべきであ り、もしも受託者の信託の引受がないときは、信

託は成立しない とされる(英 米法における通説)点 を考 ると、受託者を信託財産

の機関と見る氏の提案は無条件には承認ができない。また氏が受益権は信託財

産に対して物的相関関係を持つ物的権利であるとする点は、信託法14条 や31条

を説明す るに便利ではあるけれども、このような物的権利を既存の私法体系と

してはいかなる地位の権利 と見ようとす るのであるか説明がつ き難い。かよう

に考えると、氏の信託観 も必ず しも完全な法体系の下に包摂し得たものとい う
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ことはできないであろう。

か ように、信託は、既存の実定法概念で説明し得べきものではなく、又何等

かの実定法的概念を以て説明を試みようとする企ては未だ完全なる成功を収め

てはいない。信託は、かようにして、当事者の企図する一定の経済上の目的を

達成せ しめる法律効果を創造するために、むしろ既存の実定法概念か ら演繹 さ

れる法律効果を一定の目的に従って修正す るところにその本態が存在し、 しか

もその修正の原動力となるものは、信託 目的について存する当事者の意思内容

の実現 とその実現せらるべき効果の対世的効力をいず こにとどめるべきかにつ

いて、正義 と衡平の理念をもって調和せ しめんとする自然法的理念に存するの

であろ う。わた くしが既に述べた如 く(3の2)信 託財産は受託者の名義に帰属

せしめられるが、それは一定の信託目的到達の手段として与えられる地位であ

り、信託財産はこの目的を達す るために受託者の固有財産とは別個の存在 とし

て規整せらるるけれ ども、それは受益者の所有権 と化するのでな く、受益者は

　 ロ コ 　 　 お 　 　 　 　

受託者の地位を介して利益享受の地位を確保するにす ぎない。受託者はまた信
ロ コ 　

託財産の主体としての権利義務を、対世的には、負 うけれども、受益者に対 し

ては、 この権利主体 としての利益を自らの利益 として享受 し得ない関係におか

れ、かえって、受益者のため忠実に信託 目的実現に努力する義務を負 う。か く
ロ ロ 　

して信託財産は実質的に利益主体の分離を来すのであるが、 この分離は対世的

ロ コ コ コ コ 　 コ 　 　

絶 対 的 に 生 ず る ので は な く、 衡 平 の理 念 に 従 え ば、 そ の分 離 を 承認 せ ざ る を 得

ない と考 え られ る人 々 に対 し て の み生 ず る ので あ る 。 「信 託 の観 念 は極 め て 単

純 で あ り理 解 しや す い も ので あ る。 それ は 信 託 の観 念 が 技 術 的 な観 念 の上 に 立

っ て い るの で は な く、 実 に広 汎 な人 倫 の道 の 上 に立 っ てい るか らで あ る 。信 託

の観 念 こそ は 、 実 に正 義 と公 正 な る行 動 の観 念 に基 い て理 解 せ らるべ き も の で

あ る 。 … … 」 とい う表 現(Scott,LawofTrusts(193g)vo1.3p,2604)は 、 法 技

術 的 に 見 る とき、 い か に も素 朴 な表 現 で あ るか も知 れ ぬ 。 しか し、 信 託 法 は決
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して技術的な実定法的概念の内に完全なる理解を求め得られるものではな く、

それは 「受益者のものたるべきものを受益者に帰せ しめる」とい う自然法的理

念に基礎を置きなが ら、常に新 しい法律効果を創造 し・正義と衡平の観念を如

実に実現するとい う道程の内にこそ・真の姿を発見 し得るのであろ う。その故

に、われわれが具体的に信託関係の解決を迫 られ るときは、常に、右の実質、

すなわち、信託財産は受託者の名義 とな り、受託者は信託財産の受益者のため

の保護者 として、対外的にはときには実質的権利主体たるが如 く行動す るけれ

ども、信託財産は本来は受益者のものたるべきものであって、対内的にも対外

的にも、受託者の固有財産 とは異 った恰 も他人の財産の如 く取扱われねばなら

ない とする実質を反映する如 く、既存の実定法概念に拘束 されないで受益者の

ものをして受益者のものたらしめるとい う自然法的理念に従 って自由なる解決

が許されることを、念頭に置 くをもって足 りるのである。

(以上の信託の精神については、拙稿 「わたくしの信託観」信託統制会報18巻2号3号 、

「日本における信託学説の展望」信託復刊24号一26号 「英米法における信託の精神」比較

法研究3号 、などにおいて以上の所説が表明されている。)

(36)野 守 「信託法令上 ノ疑義」法協45巻1号108-9頁 は委託者に管理権 を留保す る

ことを認 めるが、委託者に直接の管理権(狭 義の)を 認め ることは、積極信託 に

おい ては認め得 ないことであり、消極信託におい ても、広義の管理権(処 分権)

を与え ることは、trustの 法理 としては否定 され る(拙 稿 ・民商9巻4号874頁

以下参照)。

(37)管 理権説につい ては四宮教授が 「信託行爲 と信託」法協59巻1号 一4号7号 の 中

において主張 せ られる ところで あるが、教授の主張せ られ る管理権説の不 当なる

ことは、すでにわた くしが論 じた ところであ る。拙稿 「日本における信託学説の

展望 」信託復刊26号27-28頁 。
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(注3)

信託実務講座2、 金銭の信託(上)(有 斐閣)P28～31

「受益権の質入れ」

1学 説および大審院判決

(1}信 託の受益権を担保にして当該信託の受託会社が貸付を行な うことの法

律上の効力については、 現在は 一般に これを有効と認める ことに異論はない

が、かってはその効力の可否につ き学者、実務家により相 当論争のあった問題

である。すなわち甲説は 「信託法第9条 の受託者の利益享受の禁止規定お よび

第22条 の信託財産を受託者の固有財産とし又はこれにつき権利を取得すること

の禁止の規定等を根拠 として、受託会社が受益権につき質権を取得することは

同条に抵触する」 とし、また乙説は、 これに対して 「受益権は信託財産と其観

念を異にするのみでなく、 信託会社が 信託財産を以てする受益権担保の 貸付

は、受託者が信託の利益を享受する観念に非ざる故に、信託法第9条 ならびに

第22条 に違反しない」 とし、さらに丙説は、 「信託会社が信託財産を以てする

受益権担保の貸付は、受益権の上に質権を設定するものではなく、単に相殺の

予約に過ぎないから有効である」とする等諸説対立した。

② そしてこれらのうち乙説を採用して終止符を うったのが、昭和8年8月

14日大審院第2民 事部判決預金取戻請求事件(昭 和7年(オ)第108号)で あ

る。本判決は 「受託者力他ノ債権ノ担保 トシテ受益者ノ受益権二付質権 ヲ取得

スルハ信託法第9条 及第22条 ノ規定二抵触セサルモノ トス」 とした画期的なも

のであり信託実務担当者としても是非心得てお くべき重要な判例なので、 ここ

にその要旨を紹介する。
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預金取戻請求事件(麗 亀鑑 鑓 ㌶ 号同8年3月14日)

上告人 控訴人 原告 高谷 ミツ

被上告人 被控 訴人被告 青森信託株式会社

第1審 青森地方裁判所

第2審 宮城控訴院

O判 示事項

信託受益権の質入

事実

原審確定 ノ事実二依 レハ上告人(控 訴人、 原告)ハ 大正15年12月25日 被上告会

社(被 控訴人、被告)二 対 シ金3万7千 円 ヲ信 託期間同 日ヨリ昭和3年12月25日

迄 日歩2銭5厘 ノ定ニテ 自己 ヲ受益者 トシ運用方法 ヲ指定 シテ信託預 金 ヲ為 ス ト

共 二上告人 ノ夫タル高谷豊之助力被 上告 会社二対 シテ負担 セル債務 ノ為右信託預

金 二付質権設定契約 ヲ為 シ同時二該受益権 ヲ以 テ豊之助 ノ債務 ノ弁済二充 ツルモ

異議 ナキ旨ノ特約 ヲ為 シタ リ{乃テ被上告会社ハ昭和4年12月5日 右特約二基 キ上

告人ノ被上告会社二対スル前 記受益権 ト被上告人 ノ上告人及高谷豊之助二対 スル

債権 トノ差 引計算 ヲ為 シタノレモノニ シテ原院ハ被上告会社主張ノ如 ク右差 引計算

ノ結果上告人 ノ被上告人 二対 スノレ債権ハ毫モ存 在セサルニ至 リタノレ事実 ヲ判定 シ

上告人ノ本訴信託預 金取戻 ノ請求ハ失当ナル トシ之 ヲ排斥 シタルモノナ リ

判決要 旨

被上告会社 力訴外高谷豊之助二対 スル債権担保 ノ為 同会社二対スル上告人ノ本

件受益権 二付質権 ヲ取得 スルモ之 ヲ以 テ信託法第22条 二所謂受託者 力信託財産 二

付権利 ヲ取得 シタル モノ ト謂 フ コ ト能ハス

又右質権 ノ取得ハ左記 ノ理由二依 リ同法第9条 二所謂受託者力信託 ノ利益 ヲ亭

受 スルモ ノニ非ス ト解スル ヲ相 当 トス蓋 シ名義 ノ如何 ヲ問ハス受託者 自ラヲ受益

者 トスル信託ハ之 ヲ禁スルニ非 サ レハ受託者力他人 ノ名義 ヲ利用シテ財産 ヲ信託

財産 ト為 シ信託法第16条 二依拠 シテ強制執行又ハ競 売 ヲ免 レ或ハ同法第17条 二依

り相殺 ヲ逃 ルル等 ノ弊害 ヲ生スヘキヲ以テ之 レカ防止 ノ為受託者力受益者 ヲ兼 ヌ

ルコ トヲ禁 スル ノ必要ア リ同法第9条 ハ之 レカ為其 ノ規定 ヲ見ルニ至 リタルモノ

ト解スヘ ク同条二所謂受託者 ハ何人 ノ名義 ヲ以テスル ヲ問ハス信託 ノ利益 ヲ亭受

スル コ トヲ得 ス トハ受託 者ハ名義 ノ如何二拘 ラス事実上受益者 トナル コ トヲ得ス

トノ趣 旨二外 ナラサルモノ トス従テ受託 者力受益者ノ受益権二付 他ノ債権 ノ為質

権 ヲ取得 スルカ如 キハ固ヨ リ受託者力 自ラ受益者 トナルモ ノニ非 ナル ヲ以テ信託

ノ利益 ヲ享受 スルモノニ非ス ト謂ハサルヘカ ラス故 二所 論 ノ質権 ノ設定並二弁 済

充 当ノ,特約 ハ信託法第9条 及第22条 ノ規定二抵触スル コ トナク原判 決ニハ信託二

関スル法律 ノ解釈 ヲ誤 リタル ノ違法ナ シ
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2信 託法規の解釈と受益者の保護

(1}上 記判例は、受益者の保護と信託法規の解釈とい う観点か らも興味ある

事実を示している。第2審 の宮城控訴院の判決理由中に 「蓋シ信託法弟9条 第

22条 ハ主 トシテ受益者ノ受益権ヲ保護スル為メノ規定ナレハ 受益者力其 ノ権

利 ヲ抽棄スル以上最早受益者 ヲ保護スル必要ナキヲ以テ 委託者及 ヒ受益者 ノ

同意アル トキハ受託者ハ其ノ債権 ヲ担保スル為ノ受益者ノ受益権二付キ質権 ヲ

設定シ又ハ該受益権ヲ以テ債権ノ弁済二充 ツルコ トヲ禁スヘキ理由ナク 旦本

件ノ場合ハ法律 ノ規定ヲ潜脱セン トスル脱法行為 ト認ムヘキ証拠モ存在セナレ

ハナリ」 とある。 また 本判例を評釈 された 末延三次教授は 「本件の質権設定

は、受託者が受益者 となるのでもなく、又受益者の不利益に於て自ら不当の利

得をすることでもな く、第三者を害せんとするものでもないか ら、結局9条 に

は違反せぬ と云ふことになる。次は信託法22条 である。……併し乍 ら我信託法

の解釈としては、受益権の売買その他の処分行為に至っては、法律行為に暇疵

なき限 り之を禁ずべ き理由はないと思ふ。原貝1」として財産権の自由処分を認む

る現行法の建前からは無論さうでなければならないし、受益者保護と云ふ立場

からも、果してそこ迄進むべきかは政策 としても問題であらう。英米法では、

かかる行為は、受託者が、相当なる対価を支払ったこと、その取引に関係すべ

き一切の事実を受益者に告げたこと、及び受託者 としてこの地位を些かた りと

も利用 しなかったことを証明すれば有効 とされ、然 らざれば受益者之を取消し

得るとするのであるが兎に角行為自体は禁ぜ られてはいないのである。我信託

法に於 ても、受託者受益者間の行為につき、法律が英米の如 き厳格なる態度を

以て臨むべきか否かは別問題 とするも、之を全然禁過すべしとの結論は信託の

根本理論からも条文の解釈からも、当然には出て来ないのである」(「判例民事法」

昭和8年 度29事件、信託受益権の質入96頁以下)と されている。

② これ らの判例および学説から、商事信託に対す る考え方として、次の2
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点に注目すぺきである。すなわち第1点 は・受益者保護の観点か ら信託法規を

杓子定規的に解釈してきたことに対 して・受益者の究極の利益を害せず、また

受託者がその地位を利用 して不当の利得をしない限 りは、実情に応 じて信託法

規を解釈しようとい う態度が 見えることであ り、 第2点 は、 このような見解

が更に進んで戦後貸付信託受益権について、受託会社が固有勘定で取得出来る

ことを立法的に解決するに至った とも解せ られることである(貸 付信託法11条参

照)。
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3.信 託法上の信託 と民法上 の信託 との接点

信託法制定前における信託行為 と

して把握された法現象の類型

民法上の信託との接点に関し譲渡担保については世間でしきりに行なわれて

いるものですから、前回ご説明しましたように、従来よりしばしば議論されて

お ります。

他方、譲渡担保 まで も行かないけれ ども、やは り信託類似の行為であいまい

としてどう解釈してよいか分か りにくい法現象の類型が相当あります。

次のa～9の 判例を中心にそのあいまいとしているものが、信託法上の信託

との差 として どこに出てくるのかとい うことを考えてみたいと思います。そう

することが結局信託法上の信託の特色、特異性を理解することに役立つと思わ

れるからです。

なお信託法制定前か ら信託 という名前のもとにいろんな法律関係が出てきて

いますが譲渡担保はその典型的なものです。

a家 族 制 度 に まつ わ る財 産 保 全 の た め の 財 産 権 移 転

(大 判 大 正8,12.3)(大 判 長 銀25輯2199)

「Aが ある建物をAの 息子 の浪費 を防 ぐためにBに 寄託 のた め所有権移転登記 を

なした。 ところがBが 死亡す る とBの 家督相続人Cが 相続に よる所有権 移転登記

をしCが さらにこれをDに 、Dは さらにEに それぞれ 売買 に よる所有権 移転登記

をなした。 そこでAがEに 対 して その返還を求めた事案。 原審裁判所はAか ら

Bへ の所有権移転は実質 は寄託 であるか らとしてAか らEに 対す る請求を認めた

が、上告で はもしこれが信託行為 であれ ば所有権移転は有効 だか ら(受 託者た る

Bか らの請求 であれば ともか く)こ の点 を審理せずに単に寄託 であるとしてAの

請 求を認 めたのは違法 とした。」
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イギリスでの信託が、封建社会における領主の圧制や過酷な税制を免れるた

め、財産を他人に移転することからスター トしたわけですが、我国では家族制

度にまりわった問題 として財産保全の必要上財産の名義を移転するとい う例が

かなりありました。つまり家督相続制度に関連してであ ります。

家督相続制度におきましては長男に生まれれば竈の下の灰 まで自分のもので
か琉ど

あるとい う意識がある位で、 また余程のことがない限 り廃嫡にできませんで し

た。少々女狂いしようが、金を使おうが親 としてはそれを廃嫡するに忍びない

し、また先祖様に対 しても申し訳ないとい う亡とであ りました。そこでこの家

督相続制度をめぐって、財産が長男によって放蕩 されるのを防 ぐため名義移転

とい うことがかな り行なわれていました。 こ仁に掲げた判例はその代表的なも

のです。

すなわち長男が非常に身持ちが 悪いので 財産の名義だけを 他人にしてお く

(次男、三男では長男が文句を言 うおそれがある)、ところがいよいよ相続が起

ります と生前になされた移転が名義だけの場合には、 これは仮想であるとか、

心理留保であるとか家督相続人が返還請求する事件が起 ってくるわけです。

ヒれをみます と信託法は未だ当時あ りませんでしたけれ ども信託制度を今 日

のような形で考えますと正に信託 と理解するに十分なのです。

例えば家督相続人のために父親が自分の生存中は自分が収益をもらい死後は

相続人に全部移転するとい うことで名義をおじさんとかその他親類の者などの

第三者に移転 してしまう場合を考えますと、この場合には長男 もおや じが死ね

ば また自分の所へ 権利が戻 って くる とい うことで理解が できるわけなんです

が、 ところが当時は名義を移転するとい うことはその移転を受けた者が本人に

なってしまうとい う制度以外には考えられなかったわけです。それでこの名義

の移転は有効であるか、あるいは仮想であるか、さらには心理留保であるかの

どれかであ り、一定の目的に従 ってつまり生前はおやじが収益をもらい、死後
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は相続人がもらうとい うような柔軟性のある移転が認められなかった時代があ

ります。したがってもしヒの時代に信託法があったならば、 こういうことで問

題にな らなかった筈であ り、本当を言えば信託法上の信託であると言えるので

はないでしようか。この場合実は大審院もこれを無効とか仮想 とかしないで民

法上の信託 とい う考え方で保護してお ります。

すなわち財産権を結局信託 しているのだ、そして信託を受けた者は全部 自分

が権利をもつのではなしに、その信託の指示に従 って管理 ・保管 ・処分するん

だとい う考え方でこれを有効 としています。 しかし一方財産保全が目的であ り

ますから、おやじの生前に長男の身持ちの悪 さがなおるとか、あるいは濫費を

しなくなれば、長男にその収益を与えるとかあるいは権利を全部渡してもよい

というような形の法律行為であるとし、 これを信託とい う表現で行なっており

ます。ですから、信託法上の信託 とい うのはその当時未だできていませんけれ

ども、財産権の名義を形式的に移転するが、それで権利が全てその人のものに

なるのではな く、やは り権利の移転を受けた主旨に従って財産を保全 し自分の

利益には供 しないとい う制度が信託法制定前か らあったわけです。

これはやは りイギリスの封建社会における信託制度などの発展と同じように

社会的な必要性があったわけで、このような形で家督相続の弊害を救 ってお り

ました。そういう意味で信託法はなかったけれ ども、やは り信託 という制度は

社会的に有用なものとして使われていたとい うことがこれによってもわかるわ

けです。

そしてこれが一再ならず表われてきてお り、しかも信託法制定後にも同じよ

うな関係を信託法上の信託という表現で最高裁が行なっています。

したがって信託法上との接点が既にこの当時(判 例大正8年)か ら現れ始め

ているわけですね。

大正8年 といいますと信託法制定が大正11年4月21日 ですから信託法以前か
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らやは り財産権をある一定の目的のために移転して、そ うい う目的で移転を受

けた者が自分のためにするのではな く委託者の指示を尊重してやって行 くとい

う制度がここに出てきています。

b多 数共有者が財産管理目的のため所有権を移転する行為

(大判 大正9.4.19)(民 録26輯542)

「係争地は東池尻町住民たる五十数名の個人の共有であるのだが、共有者におい

てその内の二名に管理を委託するに当り、ある必要上これが所有権を譲渡したも

のであるが、裁判所はその譲渡は信託行為であってかかる契約をなすことはもと

より、当事者の自由であるから有効でたとえ寄託のためであっても当事者間はも

とより第三者に対する関係においても有効であるとしてこれを無効とした上告人

の主張をしりぞけた事件。」

田舎へ行きます と山が共有財産 となっている例が沢山あ ります。そしてこの

場合財産管理は共有者全員で行な うことになっていますが、いろいろと面倒な

ことが多いものですから、その村にあって信頼されている人、たとえば村の長

老などに共有財産の所有権を移転して(共 有財産でな くしてしまい)、 いわゆ

る共有者のためにその財産を管理してもらうとい う制度がよく行なわれていま

す。

ところがその長老が生 きていて財産の管理が行なわれている間はよろしいの

ですが、死亡した場合には所有権が移転しているものですから相続に関係 して

いろいろの紛争が起 っています。

この事件では当時は未だ信託法はあ りませんでしたが、信託とい うような形

でしかも信託とい う言葉を用いて、紛争を処理しています。

すなわち、財産の移転を受けた村の長老は、所有権は自分のものにはなるけ

れ ども、それを自己 の利益のために使 うのではない、必ず委託した多数の共有

者の利益のたあに財産を管理する必要があるとして信託における一つの特色で

ある権利の移転を目的との関連で保護してお ります。大正9年 ですから英米の
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信託制度は未だ入 ってきてお りませんが、しかしやは り民法上の信託 とい う形

で信託の理論はすでに生 まれておるわけです。

この場合には財産権の名義を自分のものにするといっても債権者が自分の利

益のためにする譲渡担保の場合 と本質的に違 うわけです。

こうい う形のものが信託 とい う名でつまり民法上の信託として実際に行なわ

れていたわけです。

今日では信託 とい うのは譲渡担保 とそれから信託法上の信託の二りしかない

ように言われてい ますが、そ うではなかったのです。これはやは り財産権の移

転を受けた者が権利者で、それ以外の者は権利者でないとい うように割切 って

考える制度が必ずしも法律上妥当するものではないとい う社会的な必要性から

上述のような形の財産権の移転がなお存在していたのであ ります。

c負 債整理委任のための所有権移転

(大判 大正8.2.8)(評 論8民 法233)

「債権者が自己の負債の整理を他人に委任し且つ之が為めに必要なる事項と自己

の不動産の所有権をその他人に移転した事案。これは債権者総員の利益のために

なしたる行為であるとして有効となした事案」

これは信託法制定以前からすでに社会現象として行なわれていますが、負債

整理のため自分の信頼する人に財産の処分を任せ、任された人が債権者を納得

させて負債の整理を行なうとい うものです。

この場合所有権は当然移転されますので、一見しますとその所有権者が自分

のものであると主張した場合には実体が分らないのであ りますが、 ヒれには負

債整理のためという目的があ ります。この行為(所 有権移転)を ある特定の人

のために行なうといわゆる詐害行為とな ります。もっとも民法424条 には詐害

行為取消権が規定されてい ますけれ ども、ヒれとは別に当時は未だ会社更生法

のような近代的な債権者全体の利益のためにされる制度があ りませんでしたの
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で負債をかかえている人がで きるだけ公平に債権者の弁済にあて、かつ自分の

信頼を回復したいという意味で所有権を信頼する人(受 託者)に 移転 したわけ

です。 この場合受託者は一切利益を受けない。後で報酬を受けるとい うことは

あるかもしれませんが、それは所有権の移転を受けたことによる利益ではな く

移転を受けて負債整理を完了させたことに対する一つの報酬であ りまして、少

なくとも所有権の移転を受けた者が、自分の利益を図ることな く負債整理を行

なうという制度が行なわれていたわけです。 これが現在であれば、会社更生法

とか和議制度を利用 しますが、ところが更生法の適用は勿論であ りますが和議

とか会社整理 とかにな りますと社会的信用がいっぺんに落ちて しまいます。そ

こで私的な和解 とい うような意味で今述べましたようなことが今日でもよく利

用されてお ります。

すなわち債権者集会を開きまして、あの人が権利の移転を受けて整理をする

ならば、公平に行な うであろ うといわば信頼のもとに財産の整理が行なわれる

わけです。

ところでこの事件は所有権の移転を受けておきながらその移転を受けた人が

不当な行為つまり一部の債権者のために利益を図ったとい うことで問題になっ

たわけですが、やは り、信託法制定前ですから、 これについても判例では民法

上、いわゆる信託という形で表現でされてお ります。これもまた譲渡担保 とは

全 く異なった性質を持っています。

つま り所有権の移転を受けた者は忠実義務 といいますか、それによって何 ら

の利益 も受けないわけです。

このことを考えますとここにやは り今 日の信託法制定後の信託と全 く本質的

に同じような形のものが信託法制定前から行なわれていたとい うことがで きま

す。
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d財 産の売却又は担保に供す るために自己の財産を他人名義に

移転して これをなさしむる行為

(大判1ユ.10.16)(評 論11巻 刑法329)

「甲力其 ノ所有地所ヲ売 却又 ハ担保 二供 シ以テ金員 ヲ調達 スルノ 目 的 ヲ 達スル

為、便宜上 乙二該地所 ヲ売渡 シタル コ トトナシタル トキハ其 ノ売買ハ所謂信託売

買 トシテ効力 ヲ有スルモ ノ トス」

これもやは り他人名義 となった物が自己の名義 となっているのを奇貨として

私消した事件であ ります。

日本の信託会社ではこんな面倒なことはや らないでしょうが、財産の名義を

他人に移 して有利に売却 してもらうとい うような行為は、イギリスやアメ リカ

では個人的な信託 として始終行なわれてお ります。

これは自分が売却するよりは他人に頼んだ方が有利であるとか担保に供する

場合で も他人名義の方が有利になるとい う事態が非常に多いわけです。

この場合にも譲渡担保なんかとの本質的な違いはやは り、権利の移転はある

けれ ども、それは売却す るとか担保に供するためとい う目的があるだけであ り、

しか もその目的を遂行するために自分が利益を受けてはならないとい うもので

す。

もちろん報酬とか手数料は支払われるでしょうが、権利の移転を受けたこと

を利用 して自分の個人的なふところをふやすというのはいけないとい うことで

あ ります。これ も信託法制定前から、すでにそうい う現象が社会的にあるとい

う亡とです。

e未 成 年 者 へ の 財 産 贈 与 の 危 険 性 を 恐 れて 第 三 者 に 移転 せ しむ る行 為

(東控 大 正4.2.1)(評 論 民 法159)

「本訴土地所有権 ノ移転登記ハ控訴人等 ヨ リ将来、訴外、鈴 木ち とし成年 二連 シ

タル トキハ無償 ニテ 同人 二移転スペ ク若 シ同人二移転セサル トキハ被控訴人 二返
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還スヘキコトヲ契約ノ内容 トシ合議ノ上控訴人等二所有権ヲ移転スルコトトシ所

有権移転登記ヲ為スニ至リタルモノナルコトヲ認ムルヲ得……左レハ控訴人等力

右土地所有名義人ト為リタルハ被控訴人ノ利益ノ為メ登記簿上所有名義ヲ籍リタ

ルニ非スシテ却テ被控訴人力本家分家ノ関係上贈与スル訴外鈴木ちとしノ利益保

護ノ必要二出テタルモノトス換言スレパ被控訴人ヨリ贈与スル土地ヲ未成年者鈴

木ちとしノ所有名義 トナストキハ其ノ父ノ為メ之ヲ処分セラルルノ慮アルヲ以テ

ナキニ至ルマテ控訴人等カ所有者ニナルニ至リタルモノトス従ッテ控訴人等ハ右

之契約二因り所有権ヲ取得スル ト同時二鈴木ちとし力成年二達シタルトキニ右土

地ノ所有権ヲ同人二移転スルノ義務ヲ被控訴人二負担セルモノト云ハサルヘカラ

サルヲ以テ右当事者間ノ法律行為ノ目的トスルトコロバ被控訴人依然土地ノ所有

権ヲ保有シ単二其ノ名義ヲ登記簿上控訴人等二移転スルニ非スシテ被控訴人等ハ

後日之ヲ訴外鈴木ちとし二移転スル義務ヲ負担スルニ在ルヲ以テ其ノ所有権移転

ノ意思表示力虚傷仮装ノ法律行為 トナルコトナシ。」

これは東京控訴院での事件ですが、未成年者に財産を直接与える場合後見人

が不正をはたらくと困るので信頼のできる第三者に財産を移転するとい う行為

です。これも実際にしばしば行なわれているわけです。

それから事件にならなかったのでここに判例として引用できなか ったわけで

すが、娘に持参金を持たせてや ったところ、婿のおやじにその金を証拠金代用

に使われ、挙句のはてに夫婦間にヒビが入 り離婚になってしまった。つまり娘

のためにやった 財産がもとで 離婚にな ってしまった とい うケースが あ りまし

た。これは私自身学生の頃相談を受けたものでその時に 「信託法を利用しない

からそ うい うことになったんだ」 と言 ったヒとがあります。つま り相当な金額

を持参金として持たしてやる場合に本人の名前で持たしてやるとい うことは非

常に危険が多いとい うことであ ります。したがって信託会社の宣伝になるよう

ですが、持参金なんかは信託会社を利用しなさいとい うことになるわけです。

ところで今までa～eの 判例について申しあげてきましたが、同様の例は世

間では随分あったわけなんで、それを信託法制定前は一体どうい う形で法律関

係を考えていたかということにな ります と、 これは所有権の移転だから権利は

移転してしまう。そ うしますと後は債務不履行による損害賠償の問題であるな
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どといっていますが、やは り信託理論で救 うのがはるかに良いわけです。

ただ信託理論 といっても信託上の信託であれば信託 と財産の保護が図られて

いますが、単に民法上の信託であるとした場合には譲渡担保の例でも説明しま

したように、 日本の裁判所は、やは り権利は完全に債権者に移転するんだ、そ

して清算した後残 りがあれば債務者に返してやればよいとい うような法律構成

でしかないわけです。

最近、 この譲渡担保にりいてもいろんな形で債務者を保護 しようとい うこと

になっていますが、これを譲渡担保は信託に非ずとする結果、例えば信託法上

保護されている信託の本旨に反した場合の取消権や強制執行の禁止、さらに相

殺の禁止などについては最高裁 といえどもそこまで理論的に保護できません。

ところで、これらの現象は信託法制定以前のことですから非常に苦労して何

とか 保護しようとしていますが、 必ずしも完全には なされてお りませんでし

た。ところが、社会的には財産を他人名義人に移すということ、つま り本人 よ

りも他人名義の方がいろんな点でべ夕一であるとい うようなケースが非常にあ

ります。今僅かの例をみてきましたが、こうい うような形で社会的な必要性つ

まり信託の必要性があったわけです。

日本は不幸にしてあまり裕福でなかったため民事信託 とい うものの発展があ

りませんでしたが、イギリスやアメリカではいわゆる法人信託 とい う形でなし

に家族関係における信託が中心になって発展してきました。それは財産がある

からでして、財産があるについては直接本人が所有した り、あるいは移転 した

りすることが困難 とい うよ りむしろ危険であったので、信託を利用してきたた

めです。 ヒのように信託制度の発展は財産関係の伝統 と相まっているとい うこ

とが言えるわけです。

ですから日本でも実は、財産を他人名義に移す とい う信託の必要性がありな

がら、それを知らずに今言った ような極端な例で言えば、持参金が離婚の原因
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になるようなことが起るわけです。

こうい うわけで信託法制定前において、信託法上の信託と民法上の信託との

接点とい うことで表現されているような社会現象、つまり信託の必要性があり

ながらそれをどのように保護するかについて、実は裁判所は怠慢であった。怠

慢であった とい うか大陸法の法律理論に禍いされて、 トラス トの理論が十分に

咀噌 されなか ったわけで、裁判所いや学者の責任であったといえます。

f頼 母子講の法律関係における信託理論

(大判 大正5.11.22) (長 銀22輯2282)

「会主ハ講員 ノ委任 二依 り事務担当者 トシテ掛 戻金ノ取立保管 ノ必要上講 員二対

スル債権 ヲ会主 ノ名義二為ス ヘキ講則二基 キ会主 山口源兵衛ハ便宜上之 ヲ自己ノ

名義二移転シタル トコ ロ其 ノ後源兵衛ハ商業上 ノ失敗 二依 り破綻 ヲ来 シタルニ依

リ講員等 ハ其 ノ巨額 ノ債権及之二附随スル抵当権等 ヲ源兵衛二信託 スルノ危 険を

感 シ講員協議 ノ上源兵衛二対スル委任 ヲ解 キ更 二被上告人 ヲ会主二選任 シテ本件

係争 ノ債権及其 ノ抵当権 ヲ被上告人二移付セ シメタル事実ニシテ即 チ信託 行為 二

因 り源兵衛 力講員 ヨ リ交付 ヲ受 ケタル信託財産 ヲ委任解除二因 リ信託者 タル講員

ノ意思二従 ヒ新会社 タル被上告人 二交付 シタルモノニ シテ其 ノ行為 タルヤ毫 モ他

債権者 ヲ害 スル意思 二出テ タルニ非 ス唯信託行為 ヨリ生スル義務 ヲ履行 シタルニ

過 キサルカ故ニ……」

頼母子講 とい うのは要するにいわゆるあみだの発展したもので、皆で金を出

しあって集まった金の利用者を抽せんや入札の方法で決めて行 くものです。

この場合落札 した者は金を返すため担保を供するわけですが落札者が金を返

さないと、以後は未だ講の金を利用していない者(す なわち未だ落札 していな

い人)が 損失を蒙むることにな ります。

ところでこれは、大正5年 の判例ですが、どうい う法律関係か といいますと

落札した者が講元(親 一信頼のある個人)に 対して担保を出す、そして担保の

提供を受けた講元はその担保と落札者に対する債権を自分の名義にするわけで

す。しかし講元が自分の名義にした財産は、講員全体のために担保として所有
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します。(い わゆる今日でい う担保付社債信託法みたいなものです。)

つまり頼母子の講元が受けたものは結局信託である。当時は未だ信託法はあ

りませんが、やは り信託とい う表現でや っております。例えば、講元が財産の

移転を受けるとそれに対して講元の固有の債権者が、差押えた場合にも何にも

ならずにただ要するに信託だ、だか ら皆のために財産の管理をやらなければな

らないとい うように既存 の法律関係だけで処理 しておるわけです。

そ うい うことで信託とい うのは、実は信託法制定前からこのような形で他人

のために 財産の管理処分をし、 自らは何ら それによって利益を 得ることはな

く、又当然にして生まれた法律関係であるにも拘らず、そこを明確にせずに、

漫然といわゆる信託としてやっていたわけです。

9取 立の為の債権譲渡

これについては 日常始終行なわれている現象であ りまして、判例も沢山出て

います。信託であるとか取立のための資格授与だとかいろんな議論があります

けれども信託法が制定された後には、これを信託法上の信託だとした判例 も出

てお ります。取立のための債権譲渡を取立権能授与説で説明するのが大勢であ

りますが、信託法上の信託なることを明言した判例として昭和9年11月16日 の

大判があげ られます。(新 聞3785号18頁 評論24巻 諸法23頁)

本件の事実関係は多少不明瞭であるが、大体次の如くと思われる。

AがBに 対して有する金一千円の貸金債権を取立のため被上告人Xに 譲渡した。

そこでXは この債権取立のためBに 支払命令を申請した。そヒでBは その支払の

ためにBが 上告人Cに 対して有する貸金債権を取立のためXに 譲渡した。これに

対しCは まずAよ りXに対する債権譲渡は信託法11条違反の訴訟信託で無効であ

り従ってBか ら上告人Cに 対する債権取立のためのXへ の譲渡も訴訟信託として

無効であると主張した。これに対し大審院は

「然レトモ所持人力裏書に依りテ手形ノ取立ヲ委任スルコトヲ得ルハ明文ノ存ス

ルノミナラス取立ノ目的ヲ以テ手形ノ完全裏書ヲナスハ固リ之ヲ妨ゲズ。独り民

法上ノ債権ノミ此理二漏ルル筈ナキカ故二取立ノ目的ヲ以テスル債権譲渡ノ如キ
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ヒッキョウ信託法弟一条所定ノー場合ニシテ其ノ有効ナルハ多言ヲ要セズ。A力

取立ノ為メ所論ノ債権ヲ被上告人X二 譲渡シタレバ トテ之ヲ以テ当然信託法十一

条違反ノ取引ナリトナスカ如キハ飛躍ノ所見 ト云ハサルヲ得ズ………」

以上今まで見てきましたように、譲渡担保のように自分の利益のために移転

を受けるといった場合 と異なった現象が、信託 とい うヒとで沢山あ ります。そ

こでこれをどういうようにして保護して行 くかが問題だったわけです。民法上の

信託であ りますから忠実義務もありませんし、信託財産の独立性とい うことも

あ りません。

前回信託法上の信託 と民法上の信託との区別の例として譲渡担保について申

しあげましたが、 これは譲渡担保は非常に信託法上の信託と異なった性格を も

っているためですが、 こういった対照的なものでなしに、判例がどちらとも言

わずにただ単に信託 ということで済ましている現象が、相当あるとい うことで

あります。そしてヒれらのa～9の 例と譲渡担保の区別はどこにあるかといい

ますと、これはやは り権利の移転を受けた者が、それについて最 も忠実にその

信託の主旨に従って実行しなくてはならず、その受けた権利を自分の固有の権

利として利用した り、あるいはその地位を利用していろんな事をや ってはいけ

ないとい う点が譲渡担保と違 うわけです。そうい う意味で譲渡担保と信託法上

の信託との区別についてもこの点か ら出て くるだろうと思 うのであ ります。

4.以 上各類型の行為が信託法制定後如何なる法律関係 として把握

されたかについての検討

{3)で挙げた各類型の行為が、信託法制定 までは漫然と信託とい うことになっ

て譲渡担保なんかと一括した形で行なわれていましたが、信託法制定後はどい

うような形になるのであろうかとい うことであ ります。
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a財 産権の移転を受ける者の忠実議務の存否よりする検討

譲渡担保でいいますと受託者 とい うのは結局債権者にな りますね。 この債権

者が忠実義務を負 うのか どうかについては非常に難しい問題であ ります。

受託者も共同受益者の場合は云々 とい う条文(信 託法9条)が あ りますの

で、受託者が共同受益者の場合には忠実義務 とい う問題が起るか とい うかにつ

いては議論もありますが、財産権の移転を受けた者が、その移転を受けたもの

について、一切その地位を利用した り、それか ら生ずる利益を享受した りする

とい うことが、否定 され るようなもの、そこに信託の一番大事なものがあるわ

けです。

しかし、 日本の信託法では忠実義務 とい うことがはっきり規定されてお りま

せん。逆に商法の取締役に関する規定のところ(商 法254条 の2)で 忠実義務

が出てお ります。これは本来的には信託か ら出ておる義務でありまして信託法

の中に入るべきであ ります。信託法では、信託財産を固有財産とにはならない

(信託法22条)と いった妙な形で忠実義務が出てお りますが、実はこの忠実義

務の存否が問題になるわけです。

b信 託の利益の享受の有無よりする検討

共同受益者の場合は受託者つ まり信託財産の移転を受けた者がその受けたも

のについて利益の享受がどうなるかとい うことでこれは信託法9条 の問題にな

ります。

c目 的の適法性よ りする検討

これは非常に難しい問題でして先程の③のcの ような場合、特定の債権者の

ために有利に処分す るとい うことであれば、 これはもう債権者を害することつ

ま り詐害行為にな り、 信託法でも詐害信託 として 違法性が 指摘されてお りま

す。それから訴訟信託や本来権利を取得できない者が受益者 とい う形で取得す

一70一



るなどいろいろな問題があ ります。

しかしその目的ですね、違法性がなければどんな目的であってもいいとい う

のが実は信託の一つの特色にな ります。信託法1条 の目的については何の制限

もないということはすでにお話 ししましたが、その目的は適法性さえあればい

かなる目的であっても使えるわけです。したがって信託会社から言えば信託の

商品とい うのは無限にありうるとい うことですね。

このように信託法上の信託 とい うことになると非常に広い範囲の適法性を持

ったとい うことが、信託法上の信託 と民法上の信託の接点として特に信託法制

定後は法解釈の柔軟性 とい うことで問題にな ります。

d目 的財産についての権利移転の有無よりする検討

信託法上の信託におきましては、一番初めに財産権が移転することにな って

お りますが、一休その移転は全面的に権利が移転しなくてはならないのか、一

種の名義だけであって実体的な権利は他に残されているのかとい う問題があ り

ます。

財産権を移転することの意義は、歴史的な意味では、領主の特権から守るた

めに完全に移転していないと困るわけとい うことでしたけれ ども、近代的な意

味においては、完全権の移転 とい うことが果して必要かどうかとい うことで信

託の本質論は来てお ります。

これにつきましては、信託目的とい うのはいろんな形の内容を持っているに

も拘 らず、その権利移転の内容を制限的に解釈 したり、あるいは特殊な権利移

転の形 をとった りすることは一見非常に便利のように見えて、今は便利か も

しれないが、今後生ずる信託 目的との関連において必ず しも有利な解釈にはな

らず、この点十分慎重に考えなければな りません。り まりある特定の理念をも

って固定してしまうことは信託 目的との関連で問題だとい うことをお話 ししま

したね。そ うい う意味でこの権利移転 とい うことが、完全な権利の移転でなけ
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ればな らないかは信託 目的との関連で非常に難しい問題であります。

e信 託財産の独立性に関する信託法の諸規定の類推適用の

有無よりする検討

信託法では信託財産が相続財産に属しないとか、固有財産についての相殺禁

止 とか、その他固有財産 として取得 してはならないとか、いろんな信託財産の

独立性に関する規定がでていますね。

それがそのまま(3}のa～9に あるような法律関係で類推適用してよいかどう

か検討すべき問題であ ります。 もし類推適用してよいなら、明らかに信託法上

の信託として考えられるわけです。

ここで一番問題にな りますのは、信託財産は受託者の相続財産に属せず(信

託法ユ5条)と い う規定です。特に譲渡担保に関しては非常によく議論されてい

ます。 といいますのは、 信託財産が、 相続財産に属しないとしますと、 債権

者はせ っか く自分が担保にとっているけれ ども、自分が死ねば担保的性格を持

たない ことになって、その債権は相続するけれ ども担保力は相続できないとい

うことにな ります。その意味で譲渡担保は信託法上の信託であるとい う理論は

あまり強 くないわけです。

ところがaか ら9に つきまして、 これ らの相続財産に属 しない方がよいとい

うことが 全部の場合 言えるんじ やないかと思います。 たとえばaの 場合です

ね、これはもともと長男の放蕩を防 ぐためですから、名義の移転を受けた者が

死んだ場合にはむしろ相続財産 とならない方がいいんで、新 しく受託者を選任

すればそれでいい。そうい う意味でこれは明 らかに独立性に関する規定の適用

がある。 それからbの 共有者の場合 も相続財産にならない方がいい。 以下c

～9の 場合も同じように相続財産にならない方がいいとい うことにな りますね。
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要するに(3}の接点として どちらか わか らないまま信託といわれてい'るもの

が、(4)の検討を加えますと実はこれも信託法上の信託 としていいのじゃないか

といえるわけです。

そうい う意味からしますと信託法上の信託 とい うのは今 日我々が考えている

以上にいろんな目的に使われるし、しかもそれは受託者の忠実義務 と信託財産

の独立性 とによって保護され信託らしさとい うものが出てくるとい う結論にな

るなるわけです。

したがって信託の本来的な意味はやは り忠実義務 と信託財産の独立性にある

といえます。そしてこの場合、権利は移転す るけれ ども、その権利移転をどう

解釈するかについては信託 目的との関連でいろいろな問題を抱えてお ります。
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5.信 託法上の信託の概念の構成要件

以上述べた(1)ないし{4)を検討した結果は、信託法上の信託の概念は次のよう

な要件を具えるものと考えられ ます。

鮒 ある人(委 託者)が 他の人(受 託者)に 対し、ある財産権(信 託財産)

の移転その他の処分をなすこと。

{司 移転その他の処分を受けた財産権は、受託者が第三者(委 託者を含む)

のために(こ れを受益者 とい う)管 理又は処分をなすこと。

内 その管理又は処分は、信託行為によって定められた一定の目的を実現す

るためになされなければならない。その一定の日的は不法、不能でないかぎ り

自由に定めることができる。

同 受託者は信託財産について自己の固有財産とは別個独立した財産を持つ

もののような信託法上の取扱を受ける(信 託財産の独立性、信託法14条 乃至ユ8

条、28条 、30条、31条等)。 このような法律効果をめぐって信託財産の本質につ

いての学説(信 託学説)の 対立が存する。債権説(多 数説)管 理権説(四 宮教

授)、二重領有説(サ ルモン ド)独 立財産説(ル ポール)等 々…… 私の見解に

ついては、綜合判例研究双書(有 斐閣)民 法(22)信 託162～167参 照………

(ホ}受 託者は専ら受益者の利益のためにのみ信託財産の管理処分をなすべき

であって、いやしくも受託者たるの地位を利用して自己の利益を計 ってはなら

ない義務を負う(忠 実義務)(信 託法9条 、22条 等)。

そこで、 これか ら以上に述べた(イ)ないし㈱について、よ り詳しく説明を加え

て見ましよう。

まず(イ)については次のような問題があ ります。
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④ 信 託 財 産 は 必 ず 委 託 者 か ら受 託 者 へ 移 転 そ の他 の処 分 が な さ れ な け れ

ばな らな い

信 託 財 産 は必 ず 委 託 者 か ら受 託 者 へ 移 転 そ の他 の処 分 が な され な け れ ぱ な ら

ない か ら、 財 産 権 の 移 転 を 伴 わ な い もの は 、 わ が 国 で は信 託 法 上 の信 託 とは い

えな い こ と とな ります 。 イ ギ リス で は 信 託 宣 言(declarationoftrust)と い

う制 度 が あ りま して 、 これ は 、 あ る人Aが 自 己 の有 す る 固有 財 産 の 内 の あ る部

分 を 今 後 は 他 の 人Cの た め の 信 託 財 産 と し て保 有 す る こと を宣 言 す る だ け で 、

信 託 が 成 立 し、爾 後 そ の 部分 はAがCの た め の 信 託 財 産 と し て保 有 す る関 係 が

成立 す る こ と とな る とい うもの で あ り ます が 、(こ の場 合 のdeclarationは 明

示 だ け で な く黙 示 で も よい とす る の が イ ギ リス の判 例)こ の場 合 に はAか ら信

託財 産 とな る部 分 の 移転 が何 人 に も な され ず 、 信 託 を宣 言 し たAが 受 託 者 た る

地 位 を保 有 す る こ と とな るの で あ ります 。 わ が 国で は こ の よ うな 方 法 に よ る信

託は 信 託 法 第 一 条 の規 定 上 成 立 が 認 め られ ませ ん。

また 、 財 産 権 の移 転 そ の他 の処 分 が 信 託 設 定 者 の 意 思 表 示 に よ る場 合 に限 ら

れ る ので す か ら、英 米 に おけ る よ うな 当事 者 の 意 思 に よ らな い で 信 託 が成 立 す

る場 合 、 た とえ ば、constructivetrust,resultingtrust,statutorytrust,

とい うよ うな 信託 の成 立 は 認 め られ て い ませ ん。 英 米 の信 託 法 で は 、 当事 者

(委 託 者 、 受 託 者)の 信 託 設 定 の 意思 に よ らな く と も、社 会 正 義 の 観 念 上 、 信

託 の設 定 が な され てい る と認 め ね ば な ら ない 場 合 に 、 当事 者 の 意思 に か か わ ら

ず 、 信 託 の 成 立 が あ る と認 め られ る場 合 が存 在 す る ので す 。 前 述 のconstruc-

tivetrustと い うの は、 これ を 法 定 信 託 と訳 して い ます が 必 ず し も正 確 と は い

え な い の でconstructは す な わ ち構 成 す る とい う意 味 で、 当事 者 の 意 思 で は な

く法 の精 神に よ って構 成 され る とい う意 味 で これ を法 定 信 託 と訳 して い るわ け

で あ ります 。 と ころ で 英米 でconstructivetrustと い うの は、 た とえ ば 、 土 地

の売 買 契 約 を して売 主 は売 買代 金 を 全 額 支 払 を 受 け た が まだ 所 有 権 の移 転 を し
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ないで土地の名義が売主名義のままになっているという場合に、英米 の信託法

では売主は買主のためにその売 った土地を信託受託者として所有 しているもの

とし、信託法上のいろいろな法律関係で処理され、受益者たる買主は単なる土

地引渡の請求権を有するにすぎないのとはちが って手厚い保護を受けるわけで

す。ConStruCtiVetrUStの その他の例 としては、詐欺による土地の売買の場合

に売主がだまされて名義を買主に移転 したとすると、買主は売主を受益者 とす

る信託受託者 としてその土地の所有権を有すると法律上みなされるのでありま

す。resu】tingtrust(復 帰信託)と い うのは、信託設定が無効である場合に、

受託者はその信託の目的物を信託設定者を受益者とする信託として所有すると

法的にみなされることをいうのであ りますが、これも信託が無効な場合に単に

返還請求権を持つにす ぎないのに比べて受益者のために厚い保護を受けるので

あ ります。statutorytrustと いうのは制定法上、 たとえば相続や破産の場

合に、信託関係で法律関係を処理してゆこうとするものです。すなわち英米で

は人が死亡す ると遺産はすべて遺言執行者(executor)(遺 言がある場合)、又

は遺産管理人(administrator)(遺 言がない場合)に 所有権が移 り、 これ らは

遺産の信託受託者として相続人のために債務の弁済や遺産の分配をす るのであ

ります。この信託関係は当事者が自己の意思を以て設定するわけではなく法律

の規定によって人の死亡とともに当然に発生するのであ ります。 さらに破産の

場合には、わが国と異なって、破産者の財産は破産管理人に信託的に移転する

のであります。'(破 産管財人のことをTrusteeofBankruptcyと いいます。)

以上のように英米においてはわが国の信託法第一条と異ってその適用される

生活関係がきわめて広い範囲に亘 り、人々は自己の日常生活において信託法関

係の内で生活して居 り、信託関係に対する認識が十分に浸透 している状態であ

ります。 このようにわが国の信託が設定信託だけということは、わが国の信託

法の運命を非常にかえてしまって信託法が既に50年 の歴史を経ているにもかか

一76一



わらず国民一般は信託とい うのは未だに信託会社の取扱 う仕事、それも金銭信

託や貸付信託を中心として銀行預金 と大して違わないという風な認識 しか持た

ない状態に追いこんでいるのであります。この問題についてはいずれ機会を見

ていろいろな角度から検討 して行きたいと思って居 りますが、 ここではわが国

の信託法第一・条が当事者の意思による信託の設定を認めているにすぎないとい

うことだけを指摘するに止めましょう。

⑤ 「財産権」の意味は民法上の 「財産権」と同一か

次に問題 となるのは 「財産権」の意味であ りますが、これは民法上の 「財産

権」と全 く同一の意義と考えてよろ しい。信託法上特別な意味を持つ ものでは

ありません。 ここで多少問題 となるのは抵当権の信託であります。抵当権その

他の担保権については被担保債権 との附従性(随 伴性)の 問題がありまして、

抵当権のみの……被担保債権 と切 り離 しての……信託は許されるのか どうか と

い うことでありますが、 これは許されないとい うべきでしょう。わが国におい

て担保附社債信託法という法律があ りまして、これによると抵当権のみの信託

が認められて居 りますが、これは特別立法があるから認められるのであ りまし

てこれがなければ否定されるわけです。

◎ 包括財産の信託は認め られ るか

財産権たる以上は、それが物権であると債権であると特許権著作権等の無体

財産権であると、鉱業権、漁業権等の準物権であると、社員権(株 式)で ある

とを問わないのですが、 「営業」 とい うような包括的財産を一個の信託行為に

よって信託設定の目的となし得るかの問題があ ります。がんらい 「営業」 とい

う商法上の概念については現在の商法学者の定説によると、 これを営業活動を

意味す る場合と営業活動に供せられ る財産を意味する場合の二つを包含するの

ですが、後者についても営業活動に供せられている財産を包括的に一個の財産

として把握せられるものではな く、 これを組成する財産はそれぞれ別個独立の
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財産と考えられているのでありますか ら、 「営業」の信託 とい う観念は、法的

には営業を組成する各財産権を個々的に信託す るに外ならないのです。従って

営業財産 とい う包括的一個の財産権が現在認められていない以上、営業財産を

組成する各個々の財産を列挙してこれ らの財産を具体的に移転その他の処分を

なすのでなければ信託設定の要件は具わらないのです。

⑥ 「委託者」及び 「受託者」の観念

委託者は信託財産を受託者に移転その他の処分をなす人をい うのであ ります

か らこの委託者は、一般的に言 えば、ある財産権を受託者に移転その他の処分

をす る能力を有す ることが必要であります。すなわち委託者は単 に権利能力を

有す るだけでなく行為能力を有 しなければなりません。未成年者は法定代理人

の同意がなければ法律行為ができず、禁治産者は後見人によってのみ法律行為

をなす ことができ、準禁治産者は一定行為について保佐人の同意を要するな ど、

民法の規定による行為能力の制限 に従 って委託者たるの能力を有 します。法

人は 目的の範囲内において行為能力を有す るのでこれによって委託者能力が決

定せ られ ます。禁治産の宣告を受けていないが心神喪失の状態にある者は行為

能力を有 しないことはもちろんであ ります。 この程度に達 しない心神耗弱者は

行為能力を有することもちろんであ ります。権利能力のない社団は代表者個人

の名においてなす外はありません。

「受託者」とは信託財産の移転その他の処分を受けてこれを信託 目的に従っ

て管理処分をなす人でありますか ら、行為能力者たることを要するはい うまで

もあ りません。 民法の行為能力を 参照して 決すべきことですが 信託法弟5条

が 特に これを明定している理由については 当該の個所において 説明 します。

(権利能力なき社団にりいても)委 託者、受託者、がそれぞれ数人存在す る場

合については、受託者数人については信託法24条 に規定があるのでそ こで説明

す るとして、委託者数人ある場合の法律関係については信託法は何らの規定が
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ありませんが、委託者は財産権の処分権を有するヒとが必要であ りますか ら、

委託者の共有財産に属する財産を信託する場合には委託者が数人存在すること

にな りますが、それぞれ別個の単独所有財産を有する委託者が数人それぞれそ

の財産を一人の受託者に移転して一個の同一 目的と同一受益者のために信託 し

た場合に、その法律関係はどうなるか?一 個の信託関係 とみるか、数個の信託

関係が並存すると見るか。併存すると見 る外はないでありましょう。

◎ 包括財産と 委託者受託者数人の 問題に関連して、 アメリカに おける

Businesstrustの 問題があります。

これは信託法理を利用して事業を行 うものであって、その起源をマサチュゥ

セッッ州の法律が不動産の取引目的とする会社の設立を認めなかったヒとから

して、会社組織の形態を利用する代 りに、数人の受託者が一般公衆か ら信託法

理によって資金を受託し、その信託資産を以て不動産の取引をし、その利益を

投資家(法 的には信託受益者)に 分配するとい う法律関係によってその目的を

達 したことに始まるのであ りますが、当初はこのように脱法的目的を以て信託

法理を用いたことが、後になると、 この方法によることが会社設立 に関する手

続の煩雑さ、会社経営に対する行政上の監督を免れ得 るという利便のために、

かえって積極的に他の色々な企業 に対 しても利用せ られることとな り、ことに

受益権について 証券を発行し それが流通性を与えられる慣行を 生ずるに至 っ

て、資本集中のためには会社組織によるのと、ほとん ど差異が見 られないこと

となって、 ヒのような方法による企業形態は一般の企業家の注目をあびて、会

社組織を以て経営することが許されている企業についても、わざと会社組織に

よることをさけて、この信託法理による企業形態をとることが盛ん となってき

たのであ ります。けだし、この信託法理を応用す ることによって受益者(会 社

組織においては株主に該当するもの)は 有限責任の利益を享受す るヒとができ

るものであ り、青空法(BlueSkyLaw)… …わが国の証券取引法は これをな
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らって制定せられたものであ ります……による株式証券売買についての厳格な

監督に服することもなく、自由に受益証券を売買して投下資本の回収をはかる

ことができるとい うのであればその利用が益々盛んとなってくるのは当然のこ

とであ りましょう。かよ うな経過からして一般に財産の管理や分配を目的 とす

る遺言信託、未成年者のための生前信託などのように、いわば既存の権利の状

態を保全利殖するとい う信託の役割は、これを契機として、多数一般公衆か ら

資金をそのまま集めて受託者を中心とする企業組織体をつくり、それによって

ある事業を経営し、よって生ずる利益を出資の割合に応じて受益者に分配する

とい う企業形態の一つとして発展するに至ったのであります。かような新 しい

企業形態としてのビジネス トラス トは今 日のアメリカにおいては広 く一般的な

商業や製造工業を営むためにも用い られるに至ったのでありますが、最 も多 く

利用されるのは、土地の区画整理、土地改良、土地売却、大ビルデ ィングの建

設及び管理などの事業について行われるものであります。又投資信託 も広い意

味ではビジネス トラス トに属するわけであ ります。

ビジネス トラス トの特質は前述のように、一般普通の信託と異って、事業の

経営による利益獲得の目的にあるのですか ら、信託受益者(投 資者、受益証券

の所有者)は 、いわば、実質的な事業の所有者にも比すべきものであ ります。

信託法理そのものを純理論的に考えたならぱ、信託受益者は信託による利益

享受の権利があるだけであって、信託事務の執行による危険はすべて受託者が

負 うべきものであります。然し、事業経営による利益はこれを享けながら、信

託法理の蔭にか くれて事業経営による危険はこれを負担しないとい うのは、会

社法その他の法律によって厳重な監督を受けることによって初めて有限責任を

是認せられる事業形態に比べて、甚だしく衡平に反する結果とな ります。とい

って受益者が有限責任を享受することができないで、ビジネス トラス トの経営

によって生じた債務が信託財産を超過 した場合に、受益者はその投資 した金額
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以上の責任を負担しなけれぱな らないとするならば、ビジネス トラス トの妙味

は半減するでありましょう。そ こでビジネス トラス トの法的構造においてまず

問題となる点は、一体、受益者はその投資した金額について有限責任を負 うだ

けであるか否かとい う問題であります。

この点についてはアメリカ各州の態度は必ず しも一一様ではあ りません。或は

ミシガン州のように、成文法を以てビジネス トラス トに対 しても一般会社に対

して要求せられる事業年報の提出を命ずることによって、この問題を解決しよ

うとする州もあれば、ワシン トン州 ・オハイオ州などのように、 ビジネス トラ

ス トの事業経営による危険負担において、受益者が投資金額を限度 とする有限

責任を負 うような仕組の場合には、そのビジネス トラス トは違法無効であると

認めることによって この問題を 決定しよ うとするものも あります。 然しなが

ら、一般的にいって、ビジネス トラス トにおいて受益者が出資額を限度とす る

有限責任の利益を享受し、人的無限の責任か ら免れるためには、受益者がその

ビジネス トラス トの運営に対しての指図権を全然留保せられていないか、留保

せられているとしてもその範囲が狭小であることが必要、 とするものと解せ ら

れています。そしてもしも受益者が信託事務の処理について指図する権限を有

するならば、受益者は人的無限責任を負 うものと判決せ られるのが普通です。

但しこの原則に対 して一つの例外があ ります。それは、ビジネス トラス トの受

益者は 人的無限責任を 負担すべきであるとの見解をとる場合においても、 ま

た、受益者が受託者に対する指図権を留保 している程度が大であって、 この点

か らして受益者は人的責任を負担すべき場合においても、信託約款において受

益者はビジネス トラス トの運営上生ずる債務については単に出資額を限度 とす

る有限責任を負担するにすぎない とい うことが定められてお り、 しかも債権者

がそれを知っている場合には、債権者は受益者に対 して人的無限責任を負担せ

しむることを得ないとする法則であります。 この法則は、代理人に対す る代理
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権の制限が悪意の第三者に対 して有効であるとする法則と同一の精神によるも

のと解せられます。更に、 このような例外として注意すべきものがなお一つあ

ります。それは、ビジネス トラス トの運営から生ずる債務については、受益者

に有限責任を負担せしむるに止まるとすることは法律違反として無効であって

受益者は常に人的無限責任を負 うべきものとする州においても、その無効は絶

対的のものではなく、当事者、即ち債権者 と受益者の合意によって人的無限責

任を排除し、受益者の有限責任を認めることは有効であるとする判例の存する

ことです。そしてその合意の文言は必ず しも明白に 「有限責任」 とい う文言が

用いられていな くとも単に"NotLiable"と いう程度の文言にても差支えなし

とい うのです。この判例はビジネス トラス トを以て常に組合的存在であるとす

る州法の規定を強行法規でなくしてこれを緩和せしむるに役立つばか りではな

く、 ビジネス トラス トの企業組織 としての発展性を約束す ることになるであ り

ましょう。

なお、ビジネス トラス トが外部債権者に対 しては受益者に人的無限責任を負

担せ しむるものであっても、受益者受託者間の特約によって内部的に責任を限

定す ることの有効なることは勿論でありまして、従って外部債権者に対して支

払をなした受益者は、もはやその約定の限度を超えて他の受益者に求償をする

ヒとを得ないものとするのが判例であります。

次にビジネス トラス トの運営において、受託者はどのような責任を負 うであ

りましょうか?

アメ リカ法では、信託法理の一般論からするならば、受託者の信託事務執行

に際してなした不法行為については、 受託者が人的無限責任を 負 うものであ

り、又信託事務執行についての契約より生ずる債務については、特に信託財産

についてのみ執行をなすべき特約の存在しない限 りは、受託者は人的無限責任

を負 うものであるとすることは、確定した判例法理であ ります。そして、信託
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証書において受託者のこのような責任を否定する約款を存在せしめても、それ

自体無効であるだけでなく、かような約款の存在を知っている外部第三者に対

して何の効力をも生じないヒとも、アメ リカでの判例上確定 した法理であ りま

す。そして受託者のこのような責任について得た確定判決によって受託者の固

有財産について執行ができるものであ り、そして、受託者の固有財産について

執行が効 を奏しなかった場合において、は じめて、信託財産に対 して執行をな

しうるものとされていることも、確定した法理であ ります。勿論、成文法を以

て特に禁止しない限 りは、受託者の個人的責任を問わないことを契約するヒと

は有効であ ります。 例えば 「受託者 としてのみ」 とか 「受託者 としてであっ

て、個人的な立場に於てでなく」 とい うふ うな文言を以て外部第三者 との契約

をす るときには、この種の責任制限の特約があったものと解せられるのである

とすることも、確定した判例法理であります。

以上の法理は、アメ リカのビジネス トラス トにおける信託受託者の責任 につ

いても、そのまま適用せ られるのであって、従ってビジネス トラス トの受託者

が人的無限責任を負いたくない とするならば、外部第三者 との取引において、

前述のような責任制限の特約をなすより外はあ りますまい。問題は、 このよう

な特約をした場合に、外部第三者はビジネス トラス トの運営より生 じた債務に

ついて執行の対象を何に求むべ きかであ りましょうが、 ヒれについても、一般

の信託法理におけると同様、外部第三者は衡平法上の手続によって信託財産に

ついてのみ執行をなすか、又は受託者の信託財産か らの補償請求権についての

み執行 し得るに止まると解すべきであります。

受託者の責任に関連 して問題 となるのは、受益者が人的無限責任を負 うビジ

ネス トラス ト(即 ち州法によって受益者の人的無限責任の負担を制限すること

を違法とする場合、又違法 とせ られない州においても、受益者に留保せ られた

指図権が広汎であるため、受益者が人的無限責任を負はねばならない とす る場
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合)に おいては、受託者は如何なる責任を負うであろうかの問題であ ります。

全 く無責任の地位にあるのであろうか、それとも何等かの責任を負 うであろ う

か。これについてはアメ リカに於て未だ確定した判例法理の存在しないのみな

らず、実はこの問題に論及した判例 もなく、全 く純学問的立場か ら考察 しなけ

ればならないところであ ります。もし純然たる理論によって決するとすれば、

第一に考 うべきことは、或 るビジネス トラス トの受益者が人的無限の責任を負

担しなければならないのは、そのビジネス トラス トが組合的性格を持 っている

と認められるが故であ りますから、受託者はいわば受益者の代理人 と考えられ

る基盤に立っているといえるでありましょう。そうするとこの問題はAgency

(代理)の 法理によって解決することが正当と思われます。ところで、代理の

法理においては、本人の名を示し本人のために他人と契約した場合には、代理

人はその契約について何等の責任を負担しないのであって、これに反 し、本人

の何人であるかを明示せず して唯単に他人の代理人として契約を締結した場合

においては、特別の合意のない限 りは、代理人自身がその契約上の責任を負う

とするのがアメリカにおける代理に関する一般法理であります。そして ビジネ

ス トラス トにおいては、受託者は一々受益者の名を示して外部第三者と取引す

るものではありませんか ら、代理の法理においていえば、本人の何人であるか

を明かにせずして単に他人の代理人 として契約を締結した場合に該当するので

ありますから、ビジネス トラス トの受託者はビジネス トラス トの運営上外部第

三者 との取引より生ずる債務について、人的無限責任を負わねばならないこと

となるでありましょう。但 し、受益者だけでなく、受託者も亦、人的無限責任

を負 うとすると、 両者の責任は選択(Election)の 法理によって、何れか一方

への責任追及の権利を行使すべきであって、受託者 ・受益者両者か ら同一の請

求について弁済を受け得べきでないことは勿論でありましょう。

以上がアメリカにおけるビジネス トラス トとはどんなものか又委託者、受託
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者の責任の限度はどうであるかを説明 したものであります・((アメリカにおける

ピジネヌ トラス トについては 私が 「企業組織としてのビジネス トラス ト」(私

法学の諸問題 ・石田文二郎先生還暦記念論文集2P・69以 下)と して 発表 した

ところであ りますので、 詳細はそれを参照 して下さい))。わが信託法上は信託

法を応用して果してアメ リカにおけるような企業組織に代 るものを考 え得られ

るかどうかでありますが、わが信託法の規定は個別的信託を目的 として制定せ

られたものであり、多数の委託者兼受益者か ら集団的に信託財産 として多数の

財産を受託 しこれを一括 ないし包括的財産の形態において運用することを目的

としていないと考えられますので、 例えば 分別管理の原則、 信託の公示の問

題、受益権の有価証券化の問題、などは、アメ リカのような自由な形式の企業

ll勺形態を形成す るについて、特別な立法を試みるか、裁判所が信託法の諸規定

について弾力的解釈を試みてその日的を達す るように努力してくれるか、でな

ければ、不可能と考えられ ます。すでにわが国においても証券投資については

証券投資信託法が制定せ られてお り、今後、社会の要求に応 じて信託法自体を

改正す るか、又は特別立法を以て要求に応ずるかの外はないでありましょう。

これ らの点については後日 「信託目的」の項 において具体的にどのような目的

が達せらるべきか、アメ リカの例を参照しながら説明したいと思います。

最後にわが国における動産設備信託(Equipmenttrust)の 法理 とビジネス

トラス トとの関連を 考えて見たい と思います。EquipmenttrustはBusiness

trustの ように多数の委託者兼受益者からの信託基金を当初から一定の事業に

供する目的で信託を受ける形式ではないけれ ども、信託銀行が貸付信託、年金

信託の形式を以て集めた信託資金を一定の事業、例えば土地の開発、工場の建

設、船舶の建造などのために投資するならば、法律上の形式は異なっても、資

金的にはBusinesstrustの 変形ともいい得 るのではあ りますまいか。
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① 占有権のみの信託は可能か

問題は信託法弟1条 の 「財産権ノ移転」 とい う、財産権の考え方ですね。財

産権は民法的な考 え方に従えば本権 と 占有権の二つに大きく分類 される訳で

す。それで占有権が財産権の一つであることは問題ないのですが、信託法上の

財産権 の一りとして認められるか、問題 として考えてみましょう。占有権が財

産権 の一つであるとい うことから考 えると、信託法第 ユ条の規定に従 って占有

権の信託は認め られることにな ります。しかしこれはイギリスにおける信託の

歴史的な発展の過程からみます と当初の受託者は後述する消極信託として本権

のみを持ち、そして信託財産そのものの利用すなわち占有は受益者に残 してお

くとい うのが通常の形式 として発達 してきてお りまして占有権だけを信託す る

ことは実益がなかったため、発生しえなか ったのであ ります。そこでわが国に

おいて信託法上の信託ではなく譲渡担保で、占有権だけを担保に供することが

あ りうるかどうか とい うことですが、判例では譲渡担保として占有権だけを担

保の目的として扱ったような例は皆無です。しかし占有権だけを信託す ること

によって、何か実益がある場合は法的にはこれは認められることになると思 う

のです。 つまり受託者がその占有権を管理運用する形で占有を移転 した り、享

有せしめる方法は可能なことではないか、 という疑問です。しか し信託法弟 ユ

条の解釈上は、 「財産権」とあるので、占有権のみの信託は可能ではあ ります

が、その実例は今迄はないし、今後 も実現しないだろ うとだけ申しあげておき

ましょう。

一86一



⑧ 財産権の移転は設定的移転を含む

信託法弟1条 「権利ノ移転」とい うことが、たとえば所有権が所有権そのま

まで移転す るというヒとのほかに民法上設定的移転といって、たとえぱその所

有権に何 らかの他の物権(た とえば地上権)を 設定し、設定と同時にその設定

された権利を移転するという問題があります。既に出来上 っている他物件(例

えば地上権)を 移転するなら、それは単 なる財産権の移転でありますが、所有

権の上に他物権を設定して、その設定したものを移転するという設定行為と移

転行為が同時になるような事例のことです。

そこで、我国の担保付社債信託法を考えれば、そこでは担保権だけが移転す

ることにな ります。某会社がその会社の財産権に担保権(抵 当権)を 設定し、

それを受託者に移転する。これは、既に設定されている財産権(抵 当権、その

他の物権)を 移転するのではなく、他の物権を設定して同時に移転するとい う

仕方つ まり設定的移転を行な うのですが、この様なことは担保付社債信託の如

き特別法の存する場合に限るのか、或いはそ うでなしに一一般的に理輪的に可能

なのかとい う問題です。 「財産権の移転は設定的移転を含む」と表題に結論を

出しているので担保付社債信託法がな くても、設定的移転例えば担保権を設定

して それを受託者に移転し受託者が 受益者のために管理処分するとい う方法

は、可能であります。しかしなが らその場合に問題としておりますのは財産権

とは如何なる性質のものか ということです。担保付社債信託法の場合には特別

法の規定があるので問題はないのですが、その様な特別法の規定のない場合に

担保権だけを分離して受託者に信託出来るか とい うことになると、これは担保

権の附従性、従属的な性格から言って債権と切 り離して担保権だけを信託する

のは不可能です。しかし、抵当権を設定 してそれを譲渡し、その場合に同時に

債権 も譲渡するとい う形で行 うな らこれは可能だ とい うことになるのであ りま

す。
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① 財産権の移転は名義のみであるか

「財産権 ノ移転」 とはその権利が実質的な内容をもった実体的なものが移転

するのか、或は四宮教授の言われるように名義のみが移転するのか とい う問題

です。 この四宮学説では所有権で言えば名義だけが受託者に移転 し所有権の実

質は移転しない という考え方ですが、 これは受託者は名義のみを取得す るので

あって実体的な管理収益の権利は取得しないとするもので、名義 と実質を分け

ることが出来るとい うこと自体が財産権の考え方の上で一つの大きな問題にな

ります。すなわち財産権、所有権の一つの概念として完全に使用収益し、或い

は処分できるとい うことがいわれているのであり、その財産権を形式権 と実質

権にわけて、その一つの財産権の一部分だけを、一権能だけを分離 して移転出

来るか とい うことが財産法上の一つの大 きな問題点なのです。 これは信託の場

合は特にこの問題が生 じる訳でして受益者は実質的な権利者になってしまうの

で利益はすぺて受益者が享受し、受託者は権利主体になるけれ どもその権利主

体が持っている本来の権利(収 益権)と い うものは受託者自体は取得してはい

けない とい うのが信託法上の基本的な概念構成になっているわけです。ですか

らこの名義権だけが移転するとい う考え方は、信託の概念構成のところでも指

摘 しました様に信託の本質に触れて くる問題である訳でして、信託の場合に、

ともすれば財産権の移転は名義だけであって実質的な収益権は別に分離 して受

益者に移転するとい う考 え方がされますが、 ここではこうい うことが理論的に

可能かどうかの問題だけを提起しておくにとどめ、深い研究は後日のこととし

ておきましょう。
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回 「移転その他の処分を受けた財産権」を受託者が委託者又は第三者のた

めに(受 託者がその一人である場合を含む)管 理又は処分をなすことにつ

いての問題点

信託法第1条 の 「他人」 とは受託者とい うことになるのですが、また 「委託

者又ハ第三者ノ為二」とい うのが 「受益者のために」 とい うことになるわけで

す。 「委託者のために」 とい うのが いわゆる 自益信託であり、 「第三者のため

に」 とい うのがいわゆる他益信託であ りますが、この他益信託の場合に受託者

が受益者の うちの 一人であること、 つ まり共同受益者であることは 差支えな

く、共同受益者でなく受託者のみが受益者になるのは許されていません。 この

ことは他の条文のところで詳 しく申しあげますが、ヒこでは要するにこのよう

な問題を 扱 うのではな く、 「受託者が 受益者のために管理 又は 処分をなす こ

と」に関しての問題点を明らかにしてい くヒとにします。

◎ 管理又は処分と運用との区別

信託法弟1条 には 「管理又ハ処分」 と書いてあるのですが、運用とい う言葉

は全 く出て来ないのです。ところが今 日実務的な面で信託財産の運用とい う言

葉が始終使われていますし、また合同運用とい う言葉が信託業法施行細則に出

て来ています。そこで運用とは一体何を言 うのか、実はこれは法律用語 として

は無いわけです。管理行為とい うのは典型的な ものは賃貸借のような場合で、

性質を変 じない範囲において権利を利用することですか ら、管理行為は運用の

意味によっては運用の中に入 ります。ところが処分行為は売買譲渡のように権

利の性質を変えてしまうことにな りますので、処分は運用の中に入れてよいか

どうか とい うことになります。運用とい うのは合同運用をめぐって運用信託 と

管理信託 とい うのがありますが運用とい うことを処分を含めて言うのかはっき

りしていないわけです。しかしながら実務上では運用とい うのは管理行為、処

分行為の両者を含めて考えているだろ うと思い ます。運用とい うのは管理、処
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分も含めた、広い行為だと理解すべきではないでしょうか。ただ運用 とい う概

念が信託法第1条 にあらわれてきていないのにしぱしば運用とい う用語が使わ

れ るのは一体どうい うことになるだろ うかとい うことを一つの疑問として提示

しておいただけです。

⑤ 消極信託(passive,simpletrurt)は 我国においては認められない

これは我国の信託法上の非常に大きな問題です。 この消極信託を認めないた

めに大変不便を感じているとい う問題があります。財産権の移転はす るものの

移転を受けた者つま り受託者が管理行為、処分行為を行わない信託があるのか

どうか、信託法第1条 の表面的な解釈では これは認められないのです。 これは

今 日の通説ですが、通説 とい うよりはむしろ信託法制定当時に信託法の立法を

主 として担当した池田寅二郎 とい う人が 「イギリスでは消極信託が存在す るこ

とは分っているが、我国ではそこまで認める必要はない」 とい う考えで消極信

託を特に除き積極信託だけを認めたと説明しています。信託法弟1条 には 「他

人ヲシテ一定ノ目的二従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ為サシムルヲイフ」 とあるの

で明 らかに何等管理処分を伴わない消極信託は信託にならないとい うことにな

ります。

ところが一番最初に歴史のところで述べたように、イギリスにおける信託の

発生からみれば実はこの消極信託が一番最初に出ている訳です。つま り受託者

は積極的に何等管理処分義務を行わないし、(実 際の管理は名義を移転 した者

が行 う)そ うい う義務を持ちもしない。それが信託を生んだ一番大事な要素に

なっているわけです。封建社会においては財産権を持っているといろいろな封

建的負担を課されました。当時の財産は土地であ りましたが、 ヒの土地は領主

(LandLord)の ものであるとい う考え方でした。従 って相続人がないままに

死ぬと土地は領主に復帰してしまうことにな ります。中世の領主の権力は莫大

なものでしたか ら、そ うい う中世の封建社会において相続人なくして死んだ場
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合土地が領主に復帰するし、領主に反逆的なことをやれば没収される(元 来が

領主か ら預 っているのだから没収され るのは 当り前 という考えが出て くる)、

そういうことを免れるために、土地を数人の名義にしておいた。そうすれば、

その うちの一人が死んでも他の人の所有になってお り領主に復帰することがな

い。 まあこうい うところか ら信託が出来上 り、 信託発生の根源に なったので

す。 そ ういう歴史的な背景から今 日においても イギリスでは昔 の消極的信託

(passivetrust)は 相当な量を占めてお ります。 名義のみを第三者 にして、

実際の管理処分は受益者自らがこれを行なうような法律関係はイギリスでは可

能なわけです。我国ではこのようなヒとが出来ないので不便な点もある訳です

が、我国でも信託法制定前の消極信託(passivetrust)と いう形のものは相当

出て来ています。それは家督制度にまつわる財産保全のための財産の名義移転

ということです。 ヒれは判例にまでなった事件でありまして、自分の息子が非

常に放蕩で、 自分が死ねばその息子に財産が相続されることになる。家督制度

の時代であります と相続人は絶対的な権利を持つので、それを避けるためにそ

の財産権の名義を移転 しておきます。そ うしておけば自分が死んでも相続人は

その財産を相続 しないことになりますので財産が保全される。家督相続の時代

にあっては家の財産 というものは先祖か ら受け継いでそれを子々孫々に伝える

とい うのが目的であって、 自分の代で財産が少しでも減れば先祖に対して申し

訳ないとい うのがその考え方でした。そ ういう家督制度の盛んな時代には財産

保全のためには放蕩な相続人に財産を使われてしまうと困るので、被相続人が

死ぬ迄は財産が土地であれぱ名義だけを移転してお くが、実際は被相続人たる

戸主がその生存中は土地を耕作 しその収益を自分のものとしてお く。こうすれ

ば財産の利益を享受する権限は少 しもかわらず、ただ死んだ時には名義が変っ

ているので相続の対象 とはならない。

この様な形で家督制度のもとで家の財産を保全す る方法 として相当広 く行わ
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れていた様で今 日でも地方に行けば相当あるよ うです。

このようなことが信託法上の信託として把握できないヒとは非常に残念なこ

とですが、消極信託が信託法上の信託にならないとい う己とになると信託法上

の信託でない信託、つまり従来の民法上の信託とい うことになって、信託法の

適用が全部免かれるとい うヒとになりいろいろな問題が生じてきます。つ まり

受託者に成 った人に受託者固有の債権者が信託財産を差押えをした場合、それ

は有効であり委託者にとっては思いがけないことになってしまいます。 これが

信託法の適用があるとすれば第16条 の 「信託財産二対スル強制執行又ハ競売ノ

禁止」 により、そのようなことが防げるわけです。 また受託した人が委託者よ

りも早 く死んでしまうことがあ ります。 この様な場合、 民法の 理論から行け

ば、名義の移転を受けたものの相続人がその信託財産を相続 してしまうとい う

事態が生 じうる訳で、名義を他人に移 した意味がなくなってしまうことにな り

ます。

この場合に信託法の適用があれば第15条 「信託財産ハ受託者 ノ相続財産二属

セズ」 とい う条文があ りますから、これにより防げることになります。従って

死んだ受託者にかわって、別の人を受託者に任命 してもらい、依然 として信託

財産の効用を保っていける訳です。このような例は、積極的な信託だけが信託

法上の信託だと、わざと尾っぽを切ってしまったために起 る悲劇ですが、消極

信託を 信託として認めなかった 歴史的背景を 申しあげてお く ことにしましょ

う。我国の信託制度はイギリスの信託を受け継いだものではなく、アメ リカの

信託制度を受け継いだもので、しか もア メリカの信託制度全般を受け継いだの

ではな く一般民衆が利用するような信託を考えず信託会社、つまり銀行が行 っ

ている営業信託を輸入す るために立法されたものです。もっとも信託法制定を

主として担当した池田寅二郎はイギリス法の権威で、当時英米法に関する立法

については全て関与した人であ り、イギリス、アメリカの信託について知識を
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わきまえていない人ではなか ったのです。

っまり信託業法の必要性が叫ばれアメ リカで行われているような信託業を ど

う法制的に把握するか とい う目的のために 信託法が 立法されたのでありまし

て、イギ リスにおける 「名義を移転す るがその信託財産の管理処分は受益者が

行なう」 とい う信託関係は信託会社の行なう信託ではないので全 く輸入しない

のだと池田寅二郎は述べてい ます。信託会社に信託す るのは自分ではや りにく

いから運用を頼むのであって、自分でやった方がいいとい うなら信託は起 りえ

ない訳です。 だか ら 日本の信託は ごく一部分の現象を輸入するために 立法 さ

れ、英米の全体の制度を輸入 したことにはなっていないのであ りまして、そ こ

に我国の信託法の運命的なものがあるわけです。消極信託までを含んだ広い意

味の信託制度をとっておれば、信託の利用は信託会社だけではなく信託会社以

外のもっと一般大衆が利用 しうる形で信託法上の信託が相当発達したであろう

と思われます。

今後は財産の名義を他人に移しておかなければならない場合がますます増え

てくるでしょうが、その時に信託法上の信託でないとす ると信託法が認めてい

る受益者保護のためのいろいろな制度が適用されないため、先ほど述べたよう

な悲劇が生 じてくることにな ります。その悲劇を救 うためには、信託法第1条

の規定が妨げ となるわけですが、これを何 とか解釈できないか ということでい

ろいろ考えられています。 しかし結論としては解釈上はどうも止むを得ないと

い うことになってしまうのです。 「他人ヲシテ管理又ハ処分セシムル」 とい う

行為のない消極信託は認められないとい う結論を出さざるを得ないわけです。

そこでこの様な問題を救お うとい うことで、学界の一つの傾向としては、イギ

リスやアメ リカの消極信託に該当するような信託を信託法上の信託ではないけ

れども、わが国では譲渡担保を中心とする民法上の信託という行為が昔からあ

るので、その民法上の信託の行為の中で把握し、 そしてその民法上の信託につ
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いても性質の許す限 り信託法上の諸規定、特に受益者保譲のために認められて

いる規定を類推適用すべしとい う議論が力を得ています。これについてはまだ

判例は出ていませんけれ ども信託法制定後のこうい う事態を考えると、出来る

だけ信託の性質をみて消極信託であっても信託法上の規定、特に受益者保護の

規定を適用すべしという学界の傾向が非常に助かるのではないかと思います。

◎ 納税のみの信託は消極信託となるか

税金は名義人に課税されてくるため、名義人は納税せざるを得ません。納税

行為はある意味では積極的な行為を行っているのですけれどもこれは しばしば

民事裁判で問題になる点です。つ まり固定資産税を納めているからそれはその

人の物だ、納めていないか らその人の物ではない。何かそ うい うところでけじ

めをつけようとするところが見えるわけです。税金を納めるとい うことは財産

の管理行為 として重要な要素の一つですから自分が税金を納めているとい うこ

とは逆に言えば真の所有者 として自分の意志でやっていることだとい う考え方

が裁判ではみ られてお ります。そこで納税行為は管理行為の中に入るのかとい

うことは、問題 としては納税以外の管理行為は行わない、例えば家賃を取 り立

てるとか、土地を利用するというようなことは全 く行わないような場合に、管

理行為と言えるかどうか、疑問がお こってくるのですが、この点についてはま

だ判例が出ていません。

このような行為を 「信託法上の信託」 として認めようとい う議論はまだ出て

来てはいませんけれども、これはやは り納税とい うことは権利主体としての当

然の義務を行な うだけのことであって納税するだけとい うことは権利主体の財

産を積極的に管理行為を行 っているとい うことにはならないとい う考え方が正

しいのではないでしょうか。納税だけの信託が積極信託になれば信託法上の受

益者保護の規定が真向から適用されて⑤で述べたような信託財産保全の場合の

いろいろな悲劇が解消されるわけですが、これは積極的な行為ではないと解釈
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せざるを得ず、消極信託とい うヒとになっています。そこで大部分の財産保全

のための名義移転が信託法上の信託から外れてしまうが・止むを得ないとい う

ことになるわけです。

@「 受益者」は特定しなけれはならないか

「不特定の受益者」、「一定の受益者」はどうか・私益信託 と公益信託の場合

にょって受益者の差異が生じるか、受益者が存在 しない信託は可能か、年金信

託とか、持株信託における受益者の変動をどう考えるぺきか?

権利の移転その他の処分を受けた財産権の主体である受託者が委託者又は第

三者のために管理又は処分するとい う場合の委託者又は第三者は、勿論委託者

がそのうちの一人であってもいいのです。全部の受益者が受託者であってはい

けないけれ ども共同受益者になる場合はいいと、そ うい う受益者 というものの

問題を考えて行 ヒうとい う訳です。 ここでは受益者の一般的な概念を離れて・

受益者 とい うものをどうい うふうに把握す るかとい うことにな ります。

受益者 とは信託財産の管理、処分によって利益を受けるもので、そ うい う受

益者は普通は特定 しているけれ ども、我国の信託法では受益者は特定していな

ければならないのか、或は不特定の受益者を認めるのか、そ うい うことを辿 っ

て信託管理人の問題 となってくるのです。

この場合いろいろむつかしい問題が出てくる訳です。まず受益者は特定 して

いなければならないか、とい う疑問に対 してはそれは特定 していなくてもよい

と言わなければな りません。とい うのは、信託法第8条 に 「不特定ノ受益者又

ハ未ダ存在 セザル受益者アル場合…信託管理人ヲ選任スルコ トヲ得」となって

いますので、特定 しなくてもいいのだとい うことになります。そこで問題とな

るのは 「特定はしていないが、しかし不特定とは言えない」そ うい う一定の受

益者 とい うのがありうるか どうかとい うヒとです。不特定の受益者とい うもの

は差支えないと言 うのが信託法第8条 のところで出て来 ますが、これは私益信
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託と公益信託とに分けて考えなくてはいけない問題でして、私益信託 とい うの

は受益者の個人的な利益を目的とす る信託であ り、公益信託とい うのは信託法

の後の方にある慈善行為、祭祀、宗教的なもの、或は学術的なもののように一般

の社会公共の利益を目的 とす る信託ですからこの公益信託の場合に、受益者が

社会公共であって、受益者は実は無いのではないかと言 う人があるわけです。

しかし、これは受益者が無いのではなくて、結局不特定の受益者があるとい

うことにな ります。公益信託の場合には、場合によっては、.未だ存在せざる受

益者 とい うことも考えられるけれ ども、私益信託においてそういう不特定の受

益者 とい うものを考えていいのか どうかとい う問題が起ってくるわけです。信

託法では受益者の範囲をめ ぐって特定の受益者でなければならないとは考えて

いません。信託法第1条 か らは特定 しなくてはいけないのか、不特定でもいい

のか、或は一定でいいのかは出て来ないのです。しかし私益信託とい うのはや

は り利益を受けるものがある程度の範囲で決 っておらないといけないのではな

いか、特定でな くてもある一・定の範囲の受益者を考えて、初めて私益信託 と言

えるのではないでしようか。不特定、或は一般社会とい うものを考えるときに

は、公益信託に連なるのではないか。公益信託 と私益信託とに分けるとこのよ

うに考えられ るわけです。ところがこの点をめぐって 「信託法第8条 の信託管

理人は私益信託においてもこれをお くために信託法の初めの方に置かれている

のだ、もし信託法が私益信託において不特定の受益者があ りえないとい うなら

公益信託のところに信託管理人をお くだけでよいのではないか」とい う議論が

あります。にも拘 らず信託法の第8条 に 「不特定ノ受益者又ハ未ダ存在セザル

受益者アル場合ニハ・…・・信託管理人ヲ選任スルコ トヲ得」 「信託管理人ハ…受

益者ノ為…信託二関スル裁判上、又ハ裁判外ノ行為 ヲ為ス権限ヲ有ス」 とい う

条文があるわけです。英米の信託法では、受益者が特定 されないところが実は

公益信託の特徴で、私益信託は受益者が特定され るか、又は一定の範囲のもの
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であるとい うところに特色があ り、誰か分らない、特定出来ない受益者のため

に信託をするとい うことになれば.そ れは公益信託になるとい うのが通説にな

っているわけです。 ところが我国では公益信託が信託法第66条 以下で出てくる

けれども、信託管理人はそれよりも前の第8条 で信託一般論として出てくる形

になっているわけです。 信託法第8条 の 「未ダ存在セザル受益者」 とい うの

は、例えば胎児 としての存在 とい うのが、具体的にあてはまるわけです。この

「未ダ存在 セザル受益者」の意味は、全然存在 しないとい うことを考えている

わけではなく、未だ存在 しないが、存在する一つのprobabilityが あるような

状態におけるものが受益者た りうるとい う意味です。例えば夫婦がおって二人

の間に出来る子供を受益者 として信託するのはいいのかどうかとい う問題が出

てきます。この場合には、やは り何 らかの存在の可能性、蓋然性がそこに認め

られては じめて受益者たる要件を備えるものと判断されますが、子供が生れる

可能性がないことが確定 している夫婦の間では将来生まれ るべき子供を受益者

として信託す るとい うことは、不能の状態において受益者を想定しているので

この信託は無効とい う議論になって来 ます。この様な問題は今一寸おいておき

まして信託法弟8条 でもう少 し詳 しく述べることにいたします。

次に実際によく相談を受けることですが、信託管理人をお くことが出来ると

い う第8条 の規定 と関係 して、年金信託や持株信託の受益者の変動の場合に信

託管理人をおけるか どうかとい う問題です。年金信託の受益者に変動がなくて

も不特定の受益者或は未だ存在せざる受益者 として信託管理人をおける範囲に

属するのは どうい う場合か、とい うことなのですが、実務的には どのように扱

ってお られ ましょうか。年金信託の場合、これは持株信託の場合でも同じであ

りますが、受益者が変動してい くのにその都度受益者を探 しまわ って、やらな

くてはいけないとい うなら、例えば組合の執行委員長を信託管理人にしておけ

ば便利なわけですが、これについては不特定の受益者 とも未だ存在せざる受益
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者のどちらにも該当しないので信託管理人をおけないことにな り非常に不便に

なるわけです。 この様な場合には何か約款で救 うような方法を考えざるを得な

いのではないかと思われ ます。約款で信託管理人と同じような地位のあるもの

を信託行為そのものの中でお くことは許されるのかどうか、つまり信託法第8

条の解釈が強行法規かどうかとい う問題になるわけです。

この問題は第8条 のところで詳 しく述べ ますが、約款で何等かの救済的なも

のをおいた場合にそれを無効とするほど第8条 の強行法規性を考えな くてもい

いのではないか と私は思 っています。こういったことは、結局受益者は特定 し

ていなければならないかとい う問題をめぐっての派生的な議論になるのですけ

れ ども、実務的には非常に実益のある問題となるので一言付言 しておいたわけ

です。

◎ 受益者たるの能力

受益者たる能力は行為能力がなくてはならないか、或は権利能力だけでいい

かとい う問題です。行為能力までは必要でないことは言 うまでもないことです

が、 権利能力を有しておらなければ 受益者に なれないか どうかとい う問題で

す。これは例えば胎児のように民法上で権利能力のないものは権利の主体とし

て受益権を持つという対象としては一般論としては駄 目ではないかと思われる

んですね。ただ先ほど述べた信託第8条 の規定からして何等かそこに蓋然性の

あるようなもの、つまり未だ存在 しないが、しかし将来存在するかもしれない

受益者 とい うものは受益者 としての能力はあるとい う解釈にならざるを得ませ

ん。そ ヒで受益者能力は権利主体 としての権利能力とは一致しな くても良いの

だ とい う解釈が出てくるのですが、そういう場合には権利能力者たるものとし

て扱って受益者 としての資格を持つことになると権利主体としての将来性はあ

るけれ ども現実には権利主体になっていないものがどうい う風に受益権を行使

出来るかとい うことが問題になる訳です。 この場合信託法第8条 の 「信託管理
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人」の規定の適用が私益信託にもあるとい うことにな りますとそれで救えるこ

とにな ります。

ところで信託法弟1条 の解釈は受益者の利益のために 「管理、処分」す ると

いうことが要件になっているとお話ししましたが、第1条 では受益者の必要性

が非常に暖昧です。ただ第1条 以外の条文か ら受益者は信託法上絶対に必要な

要件となっていますので受益者が存在しない信託は不可能とい うことにな りま

す。だから 「存在しない」 とい う意味は全然存在 しない場合を言 うのであって

「存在の可能性のある場合」つまり未だ存在 しないが将来存在す るであろ う場

合の受益者とい うものであっても、なお信託法における受益者の資格を持つの

だからこれは受益者が存在しているとい うことで、信託は有効です。逆に受益

者が全然存在 しえないような状態において信託を設定しても、それは信託の要

件を欠くという結論になるわけです。

イギリスの判例に、 将来生まれる子のために信託を するとい う例がありま

す。 これは全 くの未婚の女性に対 し将来子供を生めばその子供のために財産を

与えるという信託が有効か どうかとい う問題でした。その判例はその女性が将

来結婚すれば子供が出来るので将来受益者たるものが出来 る見込があるという

ことで、信託を有効としたものです。また、そのような場合に、その子供は嫡

出子でなけれぱならないのかとい う問題を提起された事件があ りました。 これ

については結局publicpolicyの 問題として非嫡出子に受益者としての能力

を認めれば非道徳的なことを奨励することになるので信託は無効だとい うこと

になりました。 このような判例は、我国では将来は分 らないが、今迄現実の問

題として出て来たことはあ りません。 これはまた信託管理人のところでいろい

ろな例をお話しするヒとにしたい と思います。

結論的には受益者が何等かの形において存在 しないような信託はあ り得ない

とい うことです。その何等かの形 とは未だ存在 しないが、将来存在する可能性
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があるとい うのが限度だということです。

① 受託者の存在は絶対的な要件か

(生前信託と遺言信託との差異)

信託法第1条 には 「他人ヲシテ一定ノ目的二従 ヒ」と述べていますので 「一

定 ノ目的」 の中には 当然 受益者の存在を指摘していると言 うことにな ります

が、実は 「他人 ヲシテ」と受託者の方が明確に条文の上に表わされています。

受益者は人間的な要素としては少しも書かれておらず、逆に受託者の方が大

きく出ているわけです。信託法第1条 の 「他人」は法律上の要件として絶対的

に必要なもので、 もし受託者が指定されていなければ信託は無効となるのか と

い うヒとが一一つの問題 として第1条 から出て くるわけです。我国の信託法第1

条の書 き方は実は逆でして、信託において最も大事なことは受益者とい うこと

なのです。一定の目的に供せ られた財産があ り、その財産を 「管理、処分」す

るととによって利益を得る受益者が存在するとい うことが英米法では信託の要

件になっています。そこで、受託者が存在しなければ信託は成立しないのかと

い うことですが、 外国の場合では 生前信託 と遺言信託とで 区別 してお りまし

て、遺言信託では受託者が指定されていな くても信託は有効 とされています。

"Trllstdoesnotfailforwantoftrustee l"と い うmaxim(格 言)が あり、

trusteeの 欠歓のために信託が失効するとい うことはないのです。 この格言に

は単にt加stと 書いてあるので生前信託、遺言信託の両方を含 んでいるように

みえますが、この格言を詳細に検討 してみると生前信託を言 っているのではな

く、遺言信託におけるtrusteeの 欠歓は遺言信託を無効 とするものではないと

い う意味に理解 されます。生前信託においてはtrllsteeは 必ず存在 していなけ

ればならない。 「信託の宣言」は我国では認められていませんが、 この 「信託

の宣言」においても、委託者自らを受託者として宣言するのですか ら受託者は

いるわけです。 また財産権 を他人に移転する場合でも、消極信託であろ うとな
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かろうと財産権 とい う権利の移転を受ける他人がいないと信託は成立しないわ

けです。

そこで信託す るときには必ず受託者とい うものがなくてはならないとい う解

釈をせざるを得ないわけです。だから我国においても生前信託では財産権の移

転その他の処分をなすのだから 「財産権の移転がないと信託は成立しない」と

い うことは移転を受けるもの、つまり受託者が存在 してお らないと駄 目だとい

うことが第1条 か ら出てくるわけです。 ところが遺言信託の時にどうなるかと

い うことは、我国の信託法では分 らないわけです。信託法第2条 に 「信託ハ遺

言二依 リテ之ヲ為スコ トヲ得」 とあり、さらにこの外に第49条 第1項 、と第2

項に、 「受託者ノ任務終了ノ場合二於テハ利害関係人ハ新受託者ノ選任ヲ裁判

所二請求スルコ トヲ得」「前項ノ規定ハ遺言二依 り受託者 トシテ指定セラレタル

者が信託ノ引受 ヲ為サズ又ハ之ヲ為スコ ト能ハザル場合二之ヲ準用ス」 とあ り

ます。ですか ら受託者として指定せられた者が引受けをしない、または指定せ

られたけれ ども引受けす ることが能わざる場合だけに限られているとい うふ う

に思われ るわけです。

我国では 遺言の場合、 法律の専門家が 関与しない例が 相当あるわけですか

ら、 受益者を指定す るが 受託者を指定しないで 遺言の信託をす る とい うこと

が始終出て くるのではないでしょうか。外国の場合でも受託者が指定されてい

ない場合が よくあるわけで、その場合生前信託では信託は無効だとい うことに

なってしまいます。ですか らイギ リスでは消極信託 も有効であるように受託者
(注)

は単なるstakeholderで あるとい う考え方ですから生前信託の時は管理す る

ものが必要だが、信託を遺言でするような場合は別に受託者を明示す る必要 も

ないし、またそ うしなければせっか くの遺言が無効にな ってしまって困るとい

う例が始終出てくることにな りますので、そこで先程述べました"Trustdoes

notfailforwantoftrustee."と い うmaxim(格 言)が 定立しているわけ
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です。我国の信託法第49条 第2項 の新受託者の選任か らは遺言信託においても

必ず受託者がいなければならないとい う解釈になるわけですが、しかしながら

遺言は故人の意志であるか ら出来 るだけこれを尊重 したいとい う精神から言え

ば、すでに外国の例で も遺言に受託者が書いていないことがしばしばあること

を考えると第49条 第2項 の 「受託者 トシテ指定セラレタル者が信託ノ引受ヲ為

サズ又ハ之ヲ為スコ ト能ハザル場合」を極めて広 く解 して受託者がないために

引受けがなされない場合をも含む と考えていかない と実際は非常に不合理が出

来るわけです。現在は我国ではまだ遺言信託の例は少ないのですが将来盛んに

なればこうい う問題が出てくるものと思われます。ただ条文の解釈 として、信

託法は第1条 に 「他人ヲシテ一定ノ目的二従ヒ」とあるので受益者よ りも受託

者がはっき りしないといけない とい う解釈をされるおそれが多分に出て来てい

るわけです。しかしながらそれは逆でありまして信託の本質は、ある財産をあ

る他人の利益のために運用するとい うのが一つの目的なのですか ら受益者が必

ず存在しなければならないのでして、利益を受ける者がないような信託はあり

えないのです。

公益信託においても一般大衆とか社会公共が利益を受けるわけです。受託者

が信託の要件 として必要不可欠であるとなれば、遺言信託の時には問題とな り

ますが、受託者の存在は絶対的な要件か とい う質問に対 しては、生前信託にお

いては財産権の移転 とい う行為がなけれぱいけない点か ら受託者は絶対に必要

ですし、遺言信託においては受託者は成立の要件ではないとい うことになりま

す。

(注)stakeholder
－つの物に相対立する請求者ある場合に、利害関係なき第三者にして、

その物を所持する者(有 斐閣、英米法辞典)
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概 念構 成 の た め の イ(委 託 者 の 移 転 等 の処 分)ロ(受 託 者 の 管 理 又 は処 分)

が 終 りま して 、 ハ(一 定 の 日的)と い うこ とに な るわ け で す が 、 ハ は 管 理 又 は

処 分 行 為 は ・信 託 設 定 行 為 に よ っ て定 め られ た 一 定 の 目 的 を 実 現 す るため にな

され な けれ ば な らな い とい うこ とで すが 、そ の 一 定 の 目的 は極 め て広 い 範 囲 に

認 め られ ま す・

不 法 な 違 法 な 目的 でな い 限 り極 め て 自由 に認 め られ る と。 これ を も う少 し具

体 的 に お話 し申 しあ げ ます 。

信 託 とは 、非 常 にflexibleで 、契約 が どん な 目的 を達 す る為 に 用 い られ る と同

じ よ うに 、信 託 も無 限 にそ の 日的 を も ってい る とい う こ とを 、 イ ギ リス の 裁 判

官 が言 ってい る とい うこ と を、 前 に 申 し上 げ た が 、 信 託 目的 を こ こに 書 い て あ

る よ うに、 違 法 で な く不 法 で なか った ら それ で 良 い と、 そ して、 レジ メ の 所 に

書い て み る よ うに、 目的 が 確 定 的で なけ れ ば い け な い とい う こ とに な ります。

但 し、 そ れ は、 特 定 と い うこ とで は な い 。特 定 で な くて 良 い が、 確 定 して い

る とい うこ とで あ れ ば どん な 目的 の 為 で あ ろ うと実 現 で き る とい う こ とが 信託

法第1条 の 一 定 の 目的 と い うと ころ に 入 るわ け で す 。 そ れ で 目 的 が不 特 定 で あ

る とい うこ と にな る とそ れ は確 定 との か ね あい で 問 題 とな ります 。

不 特 定 金銭 信 託 とい うも の が あ る が 、 そ れ は投 資 の 目的 は 別 に限 定 され てい

ない だ け で あ って や は り、 ど こか に金 銭 を受 け 入 れ て、 何 らか の形 で投 資 を し

て運 用 して それ を又 、 金 銭 で 返 す わ け です か ら、 そ の投 資 とい う こ とが、 暗 黙

の うち に 利殖 の ため にや る とい うこ とが あ るわ け ですか ら、 目的 が 不 特 定 で は な

く、 確 定 は して い ます 。
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この3つ の要 素 が 、 これ は契 約 の場 合 に も 同 じ こ とで す が 、 そ の法 律 行 為 が

全 て適 法 で 、不 特 定 で は 困 る と、 契 約 の場 合 も 同 じ こ とで あ ります 。 契 約 の場

合 は債 権 契 約 の 中 に は 定 型 的 な も のが あ ります が それ 以外 の 契 約 の内 容 の も の

を もっ て して は い け な い とい うこ とで は あ りませ ん 。 無 名 契約 とい う表 現 が あ

る よ うに 内 容 的 に は 無 限 に広 が り ます。 そ れ と同 じよ うに信 託 の 目的 は 無 限 に

広 が ります。 ただ 、 目的 が適 法 でな くてはい けな い とい うこ とは、 信 託 法10、11、12

条 とい う もの は 一 応 我 国 の信 託 法 と して は そ こ に書 い て あ るわ け で す 。 ただ 、

こ れ は 一 つ の 表 わ れ で あ っ て 目的 がillegalで あ っ て は い け な い とい う こ と

は 、 英 米 の 信託 法 で も原則 に な って い る わけ で す 。

そ こ で、 目的 がillega1な も の は どん な も の か とい うこ と は 日本 の信 託 法 の

10、11、12条 の他 に もあ るわ け です 。 日本 では 、 ご承 知 の よ うに 信 託 法 とい うもの

は 現 実 的 に は 信 託 業 務 を行 う信 託 に つ いて 運 用 さ れ て い るだ け で あ っ て信 託 法

が で き る前 か ら譲 渡 担 保 とい うもの が 信 託 とい う名 で発 達 して き たの です が 一

方 信託 法 が で き てか ら も、 譲 渡 担 保 以 外 に い ろ ん な 目的 が あ る とい うこ とは、

以 前 、 話 し た3と い う と こ ろに あ ります 、 これ は 又 後 で 説 明 します 。 そ うい う

こ とで 我 国 の 信 託 法 上 の 信 託 で これ がillegalな とい う例 は実 務 的 に も殆 ん どお

こっ て お りませ ん。

信 託 法 を 実 際 に利 用 す る の は 信 託 業 界 だ け の こ とに な って お り、 あ ま り深 く

研 究 は され て い ませ ん。 しか し、 信 託 を庶 民 一 般 の 利用 す る英 米 で は信 託 会 社

以外 に 一 般 庶 民 は常 に信 託 の 部 門 で や って い ます か ら、 そ こ で、 違 法 性 の あ る

信 託 とい う もの は し ょ っ ち ゅ うで て く るわ け で す。 これ を、 話 す るこ とは信 託

法 自体 の研 究 と し て は興 味 あ る こ とで す が 、 皆 様 方 自体 と して は深 入 りす る必

要 は あ りませ ん 。 例 え ば 、犯 罪行 為 を な さ しむ た め に 金 銭 を 信 託す る とか 、非

嫡子 の よ うな 合 法 で ない 子 の 扶養 の た め信 託 を す る こ と が良 い か とい う問題 が

お こ って い ます 。 結 婚 を制 限す る よ うな信 託 を す る こ とが 向 うで は あ る よ うで
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す。それは金をや るから、独身で通せとい うようなことです。向 うでは、それ

が裁判になるというようなほど信託が利用されています。

そこで 目的の可能性(possibility)と い うことですが、 ヒれは 英米でもあ

まり例がないようです。 目的の確定性、 つまり何の目的か 判 らないとい うよ

うなことでは困 ります。これは、英米の裁判例 としては豊富な例をもっていま

す。

公益信託は目的が確定していなくても、極めて概括的なもので広いとい うの

が理論的な結論です。

以上のように三つの概括的制限を受けながらどうい う風に現実に行なわれて

いるかとい う問題、これについては向 うの学者が非常に面白い表現をしていま

すが、それは 「信託は目的が非常に広範囲で、契約がどんな目的を達するため

にも利用できるのと同じよ うに、信託 もまたどんな目的を達するためにも利用

できる」 とい う表現をしてお ります。そこでそういう無限にあるものを具体的

に説明しろとい うことは不可能であると、そうい うことをい うことは、かえっ

て内容を制限す る。そ うい うことはしない方が良い と非常に面 白い言葉だと思

います。

歴史的発展過程に現われた内容

トラス トの発生の際の利用方法として行なわれたユースとい うものが何の為

利用 されたか、 どうい う目的のために利用されたか、ど うい う経過をたどって

発展 したかということは歴史的に申し上げました。その限 りにおいては当時の

法律で色々財産権の自由な譲渡、あるいは財産権の個人の使用収益処分の自由

というものを、非常に制限する封建社会の制度に抵抗するあるいは、それに反

発するために用いられていました。

そ ういう意味で脱法信託とい うものが実は信託の母親である、信託の母親は
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詐欺と脱法である、 といっているイギリスの学者があります。 これはユース制

度がなぜお 巴ったか とい うことを歴史を見 ますと、明らかに領主の特権を阻害

するために行なわれた ということにな ります。

この歴史のことを考えてみます と、いかに法 というものの限界があるか とい

うことを、しみじみ と知 らされます。ですから、法律の運用 とい うものは、法

律家がやるのではなく、又法律を作るとい うのは、立法者がやるのではありま

せん。これは、庶民が作るのだとい うことを非常に考えさせられます。法律家

や立法者 とい うのは後か ら、追いかけているのです。ですから、信託法を本当

に運用しているのは、皆さんだと。我々信託学者や大蔵省は後から追いかけて

いるのです。

いかに法の発展とい うものが現実社会における叡知か ら出るのであって、学

者や立法者によってできるものではない とい うこと、これは商法の社会でも、

特に商慣習とい うものが民法に先立 って適用せ られるとい うことになってお り

ますが、実際にそ うい うことを感 じるわけです。例えば、最近の商法の株式譲

渡とい うものは記名株式でも株券の譲渡によって権利が帰属します。そして善

意取得の適用があるとい うこと、全 く記名株式が無記名株式と区別がどこにあ

るかというと、特に譲渡に関してはほとんど区別はあ りません。差別のないと

いうことになってきた原因はどこにあるかとい うと、従来の商法の記名株式の

譲渡の方法が、実務的な慣行と実情に合わない状態 となって来たために起った

法の改正の結果であ ります。

どういう具合に、法律と実際の慣行とが一致しなくなったかの詳細な話は、

商法の部門 としては大変興味のあることですが、ここでは直接関係のないこと

でありますので一切省略さして頂きます。然し、実際の慣行が法を改正し法律

が次々と変更されてゆ くとい うことは、商法の社会では常に出合 うことであ り

ます。そして信託の歴史を研究してみますと、本当に法 とい うものが何によっ
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て生まれて くるかとい うヒとがよくわかるのです・そ うい う意味では学問的に

は非常に興味あることですけれども、歴史的発展過程にあらわれた内容そのも

のは、過去のヒとですか ら、そのこと自体の知識をもっているとい うことは、

いわば高松塚古墳の知識をもっているとい うぐらいのことで、あまり意味はあ

りませんので、そこで現代の話に移 りたいと思います。

それで大きくわけて、現代に表われた内容を民事的と、商事的あるいは、個

人信託と法人信託、目的が個人的な主として、家族関係における、 これは前に

3の 信託法上の信託と民法上の信託の接点 とか信託法制定前における、信託行

為として把握された法現象の類型とい うところですでに説明 しました。

アメ リカはイギリスの比較的発達した時点において、信託法の理論を承継 し

て、それから、非常に急速な発達で資本主義社会で発達しましたので民事信託

とい うことではビジネス的なものが多いわけですがイギリスにおいては、む し

ろ家族的な関係から出てきたのです。例えば、相続関係で家産制度 というもの

があ ります◇

家産制度 とい うものは、その財産は子々孫々に伝えたいとい うような制度を

考えまして信託理論で誰にも手がりけられないようにする、そして放蕩息子が

出ても、容易につぶれないようなものにする。 これは、 日本の封建社会におい

ても、実は必要が大いにあったわけですが日本においては、家督相続の制度で

長男の放蕩息子が出ますとどうも仕方がないわけです。そ うい う時には、勘当

または、廃嫡とい うような制度が発達 してお りまして、あるいは、そうい う形

で整理していたわけです。

イギリスでは、その家産制度 とい うものを作 りまして何人も手がつけられな

い制度を、信託を利用して作 りあげていました。それから、家産制度の中にマ

リッジ ・セ トルメソ トとい うものがあ りまして、嫁さんが、た くさん金をもっ

て嫁入 りをするとか婿さんをもらったとき、婿さんがそれを狙わない ようにす
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る。信託制度を利用して婿さんが嫁さんの財産に手をつけられない ような制度

を作っていました。 それを マ リッジ ・セトルメン トといい ます。 それか ら、

浪費者信託 とい うものがあって、未成年者が浪費すると困るとい う場合に受益

権の譲渡ができない とい うような形の信託を利用して、浪費信託とい うものを

作 りあげました。そうい う主に家族関係の安泰 とい うものを主として目的 とし

た制度が最初はイギリス社会に、発展してきたわけです。

我国においても行われる場合については第一一条についての レジメに3-A-

Gま であげておきましたが、そこでも、3-Bで すね。財産の保全のための財

産権の名義の移転です。それから、多数共有者が財産管理の目的のための所有

権移転行為、 とい うものを考えています。それを大正8年 頃から民法の信託 と

いう名で利用 されていた。ただこれが日本では、まだ大正8年 頃には信託法が

生 まれていませんし、これが信託 とい うような考えなしに民法上の信託行為だ

とい うことで行われていたわけです。日本でも、明治、大正 という段階では、

やは り、信託 とい うものは主 として、これから申します譲渡担保の類型があり

ます。譲渡担保以外の形で信託行為とい うものが別に発展 しています。それが

本来の信託だとい うことです。

しかも、その目的の多 くが家族関係の安全、家族関係における財産の保全 と

い う形で発展してきていることは明らかであ ります。ですから、 これは、家族

制度につきまして、 日本では、相続人が従来の家督相続のときには、一切の財

産が家督相続人に移るとい う形をとり、戸主が死んだ ら、相続財産は必ず家督

相続人に移るとい う形で、すべての財産を長男が相続しますから、次男、三男

は冷やめしで、そんなに財産をもっていないとい う者が多いわけです。ですか

ら遺産相続 とい う形で、(戸 主でない者が死んだ時には、遺産相続とい う制度

があ りました)現 在 と同じように、子供が均分に相続できるとい うようになっ

ていますが、何しろ、 日本全体が貧乏で財産がなか った時代ですから、次男、
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三 男 は、 あ ま り財 産 の 問 題 と し て は 、発 展 しな か っ た の で す 。 た だ 次 男 、 三 男

の為 に何 が しか の財 産 を 第 三 者 の名 義 に して お くとい うこ とが 行 な わ れ る とい

うこ とが そ こに書 い て あ る家 族 制 度 、 そ れか ら、 長 男 の家 督 相 続 人 が 浪 費 し な

い よ うに、 そ うい う こ とで 、 家 族 制 度 と関連 し て発 達 し て い ます 。

と ころ で 日本 で は相 続 が 開 始 され る と、 遺 産 は 直 接 相 続 人 に移 る とい う制 度

にな って い ます 。 と ころ が 、 英 米 で は遺 産 は 直 接 に 相 続 人 に移 らな い 制 度 に な

ってい ます 。 そ れ は ど うい う形 にな って い るか とい うと、 人 が死 ん だ と きに遺

言 が な い 場 合 す なわ ち、 無 遺 言 で死 に ます と、 そ の 財 産 は一 応 遺 産 管理 人 とい

う裁 判 所 が任 命 す る者 に移 転 す るわ け です 。遺 言 が あ ります と、 この 場 合 に は

遺 言 執 行者 に 所 有 権 が 移 転 す るわ け です 。 単 に これ は 、 管 理 す る とか、 執 行 す

る とか い うわ け で な く、 所 有 権 自体 が移 転 す るわ け で す 。 遺 産 管 理 人 、 遺 言 執

行者 は 、葬 式 費 用 、 そ れ か ら死 者 の債 務 を支 払 い 残 れ ば 残 った も の を分 配 法 と

い う法 律 に よ って 妻 や 子 供 に相 続 さす 割 合 が き ま って い ます の で それ に従 って

分 配 す る の です 。 この よ うに、 向 うで は、 被 相 続 人 の借 金 は 、 ち ゃ ん と遺 産 管

理 人 や 遺 言 執 行 者 が支 払 う。 残 りが あれ ば も らえ る。 日本 の よ うに限 定 相 続 な

どを考 え る必 要 は な い 。

そ こで遺 言 執 行 者 の 地 位 の 性 質 は、 これ は トラス テ ィー(受 託 者)で あ る。

財 産 の名 義 が 遺 産 管 理 人 や 遺 言 執 行 者 にな っ てい るが これ は相 続 人 のた め に し

てい る のだ と考 え方 で説 明 して い る。

イ ギ リス へ 行 き ます と、publictrusteeと い うもの が あ りま して、public

trusteeactと い う法 律 でpublictrusteeが 認 め られ て い るわ け です 。 これ

は 政府 の役 人 で あ りま し て、 政 府 の役 人 でpublictrusteeと い う役所 が あ っ

て 、 そ こで 、 遺 産 管 理 人 に よ る と ころ のtrustを 実 行 す るわ け で す 。 そ うい

う こ とで 相 続 問 題 とい うの は 、 イ ギ リス で はtrustの 理 解 な し に は、 相 続 法

の理 解 が で きな い とい うほ ど、 民 事 関係 の トラ ス トと し て は、 非 常 に多 い わ け

一109一



です。ですから民事的には、相続 と密接な関係で発展 していますから、民事信

託 という考えは非常な貢献をしているわけです。

その他に先程 申し上げたような長い歴史のもとに信託 とい うものがイギリス

人やアメリカ人の身についていますので先程か らい ってお ります家族関係を維

持するために財産を保全するためにどうい う形で実行 され るか、利用されてい

るということで、こうい う形の信託の理念があ ります。

日本で浪費者信託 とい うものが可能かどうかとい うことを考えてみたことが

ありますがこれは生前に財産を第三者に信託するわけです。そして同時に受益

権自体をくくってしまうのです。そ うい う信託設定をやるわけです。受益権の

譲渡を禁止してしま うと第三者からも差押えができないので非常に便利な制度

で、日本においてそ うい うことが可能か、受益権譲渡禁止 という信託設定行為

か信託約款にこれを入れたら日本では第三者に対 してどうい うことになるか。

いろいろ問題があると思いますがところが向 うでは慣習法的に発展 してお って

判例が確立してしまうとそれでいいわけです。 ところが 日本では、ヒうい うわ

けにはいかない。

もし受益権は、一種の債権だと見なすと、債権は自由に譲渡できるのだが、

当事者の特約、あるいは性質によって譲渡できないものは譲渡できないが特約

を知らない第三者に対する問題がおこってイギリスの浪費者信託のように簡単

に受益権の処分を対世的にくくってしまうわけにはいかないではないかとい う

ことが疑問になって、そのままになっています。

私はいつ も指摘 しているのですが 日本では信託業は発展するけれども信託法

は、発展しないといえるのです。大正ユ2年以来50年 近 くもたってお りますが信

託に関する判例は非常に少ない。たまたま出たと思 うと信託法11条 とい うこと

で信託法1ユ条に関す る判例は相当あるが、それ以外としては、譲渡担保をめぐ

り、判例が出たことがあ ります。譲渡担保は信託法による信託かどうか、それ
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が信託法9条 、22条 に関連はどうか とい うことが判例上問題 とな りました。さ

らにまた受益権担保をめぐりまして、受益権に対する担保設定は信託法9条 、

22条 に違反しないか とい うことをめ ぐって一時判例上問題 とな りました。それ

以降はあまり出ない。

民事目的についてはわが国においては、英米 とちがって、家族関係などに用

いられることが、はるかに少ないことは上述のようであるが、商事 目的について

は、アメ リカの信託業務をできるだけ多 く採 り入れたため事例は豊富である。

特別法(担 保附社債信託法)に よってではあるが、社債担保の目的の信託がす

でに明治時代に現れているし、アメ リカのbusinesstrustに 該当するとも考

えてよい証券投資目的のための信託 としては、 これも証券投資信託法によって

ではあるが、すでに早 くより行われている。わが国においては、法人が土地の

所有を禁ぜられた時代がないために、 マサチューセッツ州のようなbusiness

trustを 発展さす必要もなかったが、(businesstrustに ついては既に述べ

た)土 地の造成分譲のために数人の土地所有者か ら多数の土地を合同的に信託

受託することが考えられてよいのではあるが、宅地造成や分譲が信託会社が法

的規制上、ないしは行政監督上、実行可能が どうかが問題 となって実現はされ

ていないが、研究課題たるを失わない。

土地信託については次のように述べます。アメリカに於ける土地信託(land

trust)に おいては分譲住宅地 を形成する目的でなされる場合、未開拓(urban)

の土地を改良す る目的でなさるるもの、更に共同住宅の建設の目的でなさるる

もの等があって何れもその期間が20年 以上の長期に亘るものであり、しかもその

信託受益権は証券化 されて自由に譲渡 し得 るところに特徴 をもち、その譲渡に

よって受益者が金融を受け得るので土地そのものの単純な担保(mortgage)に

供す ることよりもはるかに有利なことが多い。更に受託者がその土地を管理上

賃貸(lease)し て得た賃貸料の配分などの収益の分配が受け得 られることによ
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って経済的に有意義 な制度 とされている。

日本における土地信託は土地所有者が経済力、管理能力の不充分なため信託

会社 を利用することによってより有利に土地の活用をなし得 るところに着眼し

て遊休地の利用を図ろうとする人々のニー ズにこたえて次第に盛んとなってき

ている。ただ委託者は一人ということが多 く複数の委託者が共同で信託する場

合は事例 として少な く、複数の地権者が土地信託 を利用す る場合は親子、兄

弟、同族会社等が土地 を一括 して信託する場合がせいぜいであって、しか も全

体からすればその数は多 くない。ましてや隣接する近隣の土地所有者がその土

地を一体 として開発 し、良好な敷地を形成しようとす る試みは稀であるし、分

別管理の信託法の規定が障害 となることもあって複数委託者による土地信託は

充分に発達 していない。 しか し我が国の都市及びその周辺は近代的都市形態を

備えることが充分でな くこれを達成するために立法 された土地区画整理法や都

市再開発法 もその実行主体が官庁であることも理由となって権力的に為される

との感覚が地権者 を大きく圧迫 し、充分なる地権者の協力が得 られず土地開発

に思いがけない長期間を要することが しば しばある。そこで民間人である信託

会社が開発すべ き土地の信託を受けて地権者は委託者兼受益者 として開発をな

し得ることができれば信託銀行の民間人としての感覚が地権者の感覚 とマッチ

して土地開発が円滑に行なわれると考えられ るが、都市再開発 を必要 とする地

域には国公有地が存在することが多 く、国有財産法、地方 自治法との関連で信

託 目的が必ずしも行政 目的 を含まないと断定できないにも拘わらず、これらの

疑問を一掃 しなければ土地信託は充分な威力を発揮できないと考えられる。建

設省も立法的な措置によって土地信託を都市再開発に積極的に役立たしめよう

とする動 きがあるか らいつれ立法的処置の為 されることが到来するであろう。

信託目的の内容については信託法第1条 は 「一定の 目的」と規定するだけで

何 らの制限を設けていないから信託目的は私法関係に限る必要はない。公法関
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係 につ い て も信 託 理 論 で構 成 す る こ と も可能 で あ る・ 現 に ア メ リカ に お い て は

日本 式 に 言 え ば 公 法 関 係 と思 わ れ る関係 を も信 託 理 論 で 構 成 して い る例 をみ る

こ とが で き る。 例 え ば 、(1)従 業 員 に 支 払 わ れ る賃 金 か ら、 社 会 保 障 法 に 基づ い

て社 会 保 障税(SocialSecurityTax)と して 差 引 か れ る金 額 は 、 連 邦 政 府 の た

め の信 託 財 産 と して使 用 者 に よ って保 有 せ られ る(Ohio)。

〔以下()内 の 英文 字 は そ の制 度 が 存 在 す る州 の 名 で あ る〕 ② 労働 者 災 害 補

償 法 の規 定 に よ っ て 災 害 を蒙 っ た 労働 者 の た め に 補 償 金 の信 託 受 託 者 を決 定 し

て 、家 族 の 浪 費 を防 い で 最 善 の扶 養 をな し得 る よ うに 補 償 金 を信 託 財 産 と して

保有 せ しむ るこ と とす る。 裁 判 所 は 労 災 保 険 局 の 指 示 に よ っ て信 託 受 託 者 を決

定 で き る も の と す る(Georgia,Idaho,Minnesota,Pennsylvania,Vermont,

Virginia)。(3)物 品 を売 却 した 者 が 売却 につ い て の税 金 を州 の た め に徴 収 した場

合 に は、 物 品 売却 者 は その 徴 収 した 金額 に つ い て 州 の た め に信 託 受 託 者 と な っ

て州 は そ の額 を信 託 理 論 に よ っ て 回復 を求 め る こ とが で きる(Iowa)。(4)町 又

は村(townorvillage)な どの 地 方 自治 体 の 法 人 格 が 解 消 した場 合 、 存 続 中 の

所有 財 産 の処 理 に つ い て 、 そ の 財 産 を取 得 す る権 利 あ る 人が 存 在 す る と きは 、

そ の 人の た め の 信 託 財 産 と して 保 有 す べ き信 託 受 託 を 裁 判 所 が 指 名 す る こ と

が で き る(Hawaii,Montreal)。(5)市 が 市 道 外 に 設 置 した 駐 車 場 の 設 置 費 用

は 、 そ の駐 車場 の 使 用 料(parkingfees)に よ って 支 弁 せ ら るべ き もの で あ っ

て、 そ の使 用 料 は そ の 設 置 費用 支 払 の た め に 信 託 受 託 者 と して保 有 す るべ きで'

あ り、 そ の 市 の他 の 経 費 の た め に 使 用 す べ き もの で ない(WestVirginia)。(6)

市 の公 債 所 有 者 に対 す る市 の償 却 資 金 は 市 が 公 債 所 有 者 の た め の 信 託 受 託 者 と

し て 保 有 す る も の で あ り、 他 の 投 資 資 金 と す る こ と は 許 さ れ な い

(Florida)。 この よ う に 、信 託 目的 が 行 政 目的 を も含 む もの で あ る とす るな ら

ば、 都 市 再 開 発 の事 業 を信 託 理 論 で行 う こ とに い さ さか の 問題 も な い とこ ろ で

あ る。
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mortgageとtrustと は、 英 米 で は全 く別 個 の 法律 関 係 と して処 理 され て い る

が 、mortgageの 権 利 者(mortgagee,… … 抵 当 ‡雀で いえば 抵 当 権 者)のmortgage

上 の支 分 権(mortgageparticipatinginterest)へ 投 資 す るための信 託 はmortgage

その もの とは 異 な っ て信 託 関 係 と して 処 理 され る(証 券 に対 す る投 資 と考 えれ

ば よい)。 株 式 の 議 決 権 行 使 の ため の信 託(votingtrust)は 株 主 権 自体 を信 託

す る こ とに よ って な さ れ る の が ア メ リカ の 実 情 で あ っ て、 株 主 権 の 一 内容 た る

議 決権 の み の信 託 が 可 能 か ど うか 、 わ が 国 に お い て これ を可 能 とす る見解 も あ

るが 問題 で あ る。

動 産 設備 信 託 は ア メ リカ のequipmenttrustに な らって わが 国 の信 託 業 界 に お

い て盛 ん に行 わ れ て い るの で 、詳 細 な る説 明 もな い と思 い ます の で 省略 さ して頂

きます 。

一114一



6.受 託者の忠実義 務 につ いて

忠実義務は22条 の問題が基本になります。22条 で受託者は信託財産を国有財

産とした り、 これについて権利を取得してはいけない。 こうい うことをすると

受託者が信託の利益 より自分の利益をはかることになるか ら。

そこで日本の条文では22条 だけが受託者の忠実義務だといわれているわけな

んです。その他になお本に よっては9条 を受託者は信託の利益を享受してはな

らない。これは忠実義務を示していると言われるものも多い。ところが、これ

はお読みになるとわか ります ように、受託者は何人の名義を以ってするを問わ

ず、信託の利益を享受してはいかんというわけですね。(受 託者が共同受益者

の場合は除 く)。それでふつうの説明の仕方は、受託者が受益者 を兼ねる形は

いけない、しかし、他に受益者がいれば受託者が受益者 を兼ねてもかまわない

のは何故か、それは、従来の日本の本をお読みになると、受託者が同時に全部

の受益者を兼ねている場合なら実は信託の意味がない。それならはじめから受

託者に(信 託財産を)譲 渡 したらいい。この場合、特に信託をして、受託者 と

受益者を切 りはなしてお く必要はない、そ うい う理由で9条 ができておるわけ

です。

信託の法律構成は、何 らかの形で信託財産の利益が全部受託者にはうつ らな

いで、 「信託の財産たるものの利益」と 「その形式」 実質 と形式のわかれ

ることに意味がある。事実 も形式 も(受 託者に)移 るなら、そんなものは信託

じゃないんだ。唯一の受益者(solebeneficiary)が 唯一の受託者(soletrust-

ee)だ 、 というなら(つ まり)受 託者が全部の利益を受けるなら贈与に等 しい

のだ。 受託者の 持 っておる権利 と受益者の うける利益を 分離するところに、

(信託の)意 味があるんだ というのが9条 なんですね。忠実義務に関係のない

条文なのですが、以前に受益権担保の貸付(証Bな ど)が 忠実義務に違反 しな
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いとい う判例で、 「22条にも違反 しないし、9条 も違反しない」 と述べていま

すが、9条 はそもそも忠実義務 とは無関係な規定なんですね。

ともかく日本では22条が忠実義務についての端的な条文なのです。これをめぐ

りましてどういうところに問題があるか。 「固有財産にする」とか 「権利を取

得する」とかいうのはどういう場合か。許可を得る場合はどうか とか、22条の条

文 を細か く分析す る必要があ りますが、それは22条 のお話 をする時に譲 りま

す。今 日は22条 そのものの分析は後回しにし、むしろ22条に直接示されていない

忠実義務にどんなものがあるか を申し上げまして、忠実義務の本質を考えてい

ただ くと、その方がよいと考えます。

信託財産の受託者の個人的利用

信託財産を受託者が個人的に利用する場合とい うのは、やは り信託財産を自

己の利益に供することになるわけですね。例えばゴルフ場を信託財産として受

託する場合、受託者が今 日は誰も利用者がおらんというのでそこでゴルフをや

った場合、信託財産を自分の利益のために使 うわけですから忠実義務違反にな

るわけです。相当の対価を供したらどうか、使用料を払 ったらどうか、やはり

本来利用できない人が利用しているのだから個人的利益を取得 していると思う

んです。

英あた りでは大 きな荘園がありまして、そ こでカモシカ、いやカモシカはい

るかどうかわか りませんが猟ができるわけですね、狐がおるとか一、それを受

託 している人がキツネ狩をしたら、やはり、信託財産を自己の利益に供してい

ることになる。だから対価を支払 うかどうかでなく、信託財産を自分のために

使 うことは一切で きない。専ら信託された精神に従 って管理しろ、 と、キツネ

がたくさんでて周囲を荒らすか らキツネを退治するならいいのかもしれません

が、要するに狩猟場を受託 したら逆に密猟が行われないかどうか 見て回ると

か、垣根を修理す るとかの義務があるわけで、自分で狩猟を楽しむのはいけな
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いo

英の狩猟の例は実際にでてきてお ります。実際の例としてでておるのは別荘

の受託です。別荘の受託者が家族 ぐるみでそこに遊びに来た。もっとも表面の

理由は別荘の管理 とい うことのよ うですね。ヒれはやは りいけない。忠実義務

に違反だ。ただ、管理にいって見回 り、修繕するのはいいが、子供連を連れて

いって遊ばせたとい うのはいけない。その別荘を一時利用するだけにしろ、特

に管理上必要な場合でない限 りいけない。 と、子供まで 連れてい く必要はな

い。子供が(別 荘の)管 理上必要 とは認められないとい う事件です。これも信

託財産を個人的に利用して、経済的精神的利益を得たことにな ります。

日本でいいますと、別に条文の根拠はないわけですね。信託財産について権

利を取得するわけでもなく、信託財産を買い うけるわけでもない。条文にはな

いけれど、忠実義務として、自分の利益をはかることは一切 まか りならんとい

うわけです。

それから実例 としておこりますのは、22条 のところに多少入るのですが 「こ

れについて権利を取得する。」 というのはどうい うものをい うのか。leasehold

日本語に訳 しにくいんですが借地権いや地上権に近いんですが、不動産を受託

した者がその上のleaseholdそ のものを取得するのは勿論いけない。 ところ

が、そこまでにいかないが、その土地を現実に利用す る。本来の目的に従 って

使用するのは、先の例でわかるようにいけないんですが、例えば子供の運動場

に使 うとい うのもいけない。何故か、運動場に使 うことによって土地に害を与

えるか、逆に草がはえな くていいじゃないか、管理上心要だ、 という理屈がで

るかもしれんが、管理のためとい うのなら草刈をしたらよいので、子供にベー

スボールをや らせて走 り回らせるのが 「管理」 とは考えられません。

単に使用するというだけでもいけないわけで、厳格すぎるのではないかとも

思えますが、むこうの判例理論では現実に表われているわけです。そ うい うわ
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けで 「個人的に利用する」 とい うのは絶対に忠実義務に違反するわけです。
(注)

その次に しぱしばでる例は、 信託財産の金銭を受託者が 個人的に 借 り受け

る(消 費貸借)、 とい う場合ですね。 これは条文でいいます と、別に信託財産

を自分の財産にするのか、その上に権利を取得する日本で消費寄託 とい うのが

「権利取得」にあたるのか、これは22条の説明でするとして、信託された金銭

を受託者が個人として借 り受けるのがいいか悪いかであります。これはやは り

いけない。仮に正当な利息担保を供しても、信託財産を自分の利益に使ってい

ることになる。借 りたければほかから借 りろ、とい うわけです。

(注)大阪谷先生は 「信託資金」という表現をしておられるが当社の経理上 「信託資

金」は別の意味で用いられるので 「信託財産たる金銭」といいかえた。

しかもこれは厳格なルールでして、信託条項で投資の方法 として、適当な利

潤で貸 し付けるのを認めると、しかもabsoluteduncontτ01eddiscretion(全

くの自由裁量)で 運用してよいと決めていても駄 目である。もしそういうこと

があるとしたら元利金以外に、例えばころあいの不動産の出物があったのでそ

の資金で買 って値上が り益が入 ったらそれも信託財産に帰属させ よ、 という制

裁がある。だか ら絶対に信託財産を借受けてはならない。

これはちょっと別の問題ですが商法で取締役が他の取締役に会社の金を貸 し

てはならんとい う義務がある(商 法266条1項2号)。 そ うい う行為をなした取

締役は米の会社法の理論では、取締役は会社の財産を受託しておるので、その

受託財産を取締役に貸 し付けるのは、受託者に貸 し付けることになり、信託財

産を自己の利益に使 うことになる。で我国の266条1項2号 は昭和25年 の改正

で突然でてきたもので、何のため 「他の取締役に貸してはいけない」か、それ

も 「金銭の貸付」 と明示 されている点について、日本の商法学者ははっきりと

説明しておらない ようです。受託者が信託財産を自分のために利用してはなら

んとい う精神から米の会社法で定められていることを直訳したのが、 この266
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条1項2号 なんです。

それが日本の信託法22条 だけでは十分説明できないが、22条 とは無関係に、

一一般的に、受託者は信託財産を自分の利益のために利用してはいけない とい う

理論があるわけです。それか らむ こうの判例でしばしばでてきますのは、では

自分が借 り受けたらいかんな ら人に借 りさす。全 くの第三者でなく自分がその

重要なポス トにいる会社に貸 し付ける。組合の場合に、自分が組合員た る組合

に貸し付ける。これもいけない。自分が直接利用するのではないが組合の利益

すなわち自分の利益で、回 り回って 自分が利益を得ることになるからです。受

託者は信託財産を直接にせ よ間接にせよ自分が利用できる立場にいて利用する

ことは絶対にいけないわけです。それが日本の22条 以外に無数にあるのです。

日本では9条 も忠実義務 といいますが、9条 は先述のとおり受託者の もつ法

律上の権利 と受益者のそれ とを分けて別に扱 うところに信託の意味があるとい

うのであり、受託者受益者同一なら、受託者その人に贈与すればいいではない

か、 という意味なんです。 ともか く22条だけでは説明のつかない例があるという

ことです。

(注)
信託資金の銀行(bankingdepartment)へ の預金

㈲ 信託財産たる欝 媚 味

これ はむ こ うで も問題 が あ りま して、 ひ とつ の 考 え 方 と して 、 銀 行 部 と信 託

部 は同 じ法 人の 中 で も別 個 の もの で あ っ て 、 日本 で い う 「法 主 体 性 の ち が い」

む こ うでは 法 主体 性 とい わ ない でentities〔 個 体 性 〕 がseparateさ れ てい るの だ

とい うん で す が 、 こ れ は ア メ リカ で も通 説 で は あ りませ ん 。

差 しつ か えな い とい う説 の も うひ とっ の 考 え方 は 信 託 預 金 をす る と きに 例 え

ば 貸付 信 託 の 申 込 を し た とき に 、銀 行 勘 定 に 預 け る こ とを 暗 黙 の う ちに 承 諾 し

て い る とい うん で す が 、 こ れ も通 説 とい え ない 。 しか し、 実 際 に は 、 い ろ い ろ

他 の 銀 行 に 持 って い くの も不 便 な の で 、 例 え ば 一 時 の 待 機 的 資 金 とい い ま す
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か、投資するまで一時自分の(同 社の)銀 行預金にいれてお く・ただ日本では

ないでしょうが、まあ銀行の成績をあげるためにするので・何周年運動で預金

ふやせ とかで銀行部に預けるとか、真に資金の必要によるのでな く、自分達の

利益のために銀行部に預けるとい うのは別だが、そうでない限 り合理性ある限

りいい。Restatementの 第一次草案では絶対いかんといっておったのですがだん

だん変わってお ります。

各州が成文法statuteで 是認しているのが実情です。我国ではどうですか?

ともか くむこうの実情だけ説明しておきます。日本では法主体性の理論で解釈

上解決できるかどうかわか りませんが、 むこうではseparateentitiesの 理論

は通らない。 「黙示の承諾」も通らない。立法と、 「合理的運用 としてならか

まわない。」といったところです。

受託者が信託資金を自己の利害関係ある銀行に預金する場合

それでは受託者が自分の銀行の銀行部預金 とせず、他の銀行へ預金するのは

いいがその場合にも制限がある。

自己の利害関係のある銀行への預金はどうか、あちらの判例に出ている例で

申しますと、原則的にはたとえば受託者XがY銀 行に預金する場合XがY銀 行の

頭取、役員、大株主とい う場合は、結論は 「差 しつかえない」 というのが判例

です。ただこれは 「自分がその銀行の役員、大株主とい うだけでは違法 とはい

えない。」 とい うんですね。 これもよく考えますとYの 預金が増えれば、配当

が増えるかどうか知 りませんが、人情 として、全 く関係のない銀行に預けるよ

り、自分の関係ある銀行に預けたいだろう。む こうの判例でも関係のある銀行

に預けるだけでは違法とはいえない として、ではどんな場合にいけないのか、

自分が役員、大株主なら内情を知っているはずで、その内情に不安を持ってい

るにもかかわらず預けるとい うならいかん。他の銀行 と同じ業績なら別に 「受
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託者が自己のために信託財産を利用 した」 ということにはならないから差支えは

ない。 これがむこうの判例理論であ ります。

その銀行の業績がよくないと知 りつつ預金した場合はいけないが、善管注意

義務を尽 くしてもその銀行の経営悪化が判明せず、破産に至ったという場合な

ら、そこに預金していた亡とは忠実義務違反にならない。その ような判例に満

たされてお ります。

受託者の固有資産の信託への貸付

これは、受託者の固有財産を信託に貸付けるとい うのですが、実際に必要性

があるらしいですね。信託事務処理の必要資金が信託財産だけでは不十分だ と

い う場合。

例えば、新株の引受権が発生 したが、払込資金が足 りない…。他から借 りれ

ばよいが、どうせ借 りなければいけないなら自分の金を貸してもよい。利息も

他から借 りたら払わなければいけないんだから、普通の利息を とるのはかまわ

ない。但し、例外がついてお る。 どうい うことかとい うと、資金 として十分信

託資金にあるのに、受託者が 自分の金を貸し付けて利息をとるとい うのはいけ

ない。不必要に利息を払わせ ることになるからです。 こうい う常識的にあた り

前のことが判例にでているというのは、受託者の固有資金の利ザヤかせ ぎが盛

んに行われているので しょうね。

そ ういうことで、受託者が自分の資金を信託に貸付けるのは必要であれば よ

いが、受託者が自分の資金の運用先を探す ような意味で不必要に貸しつけるの

は忠実義務違反になるわけです。

信託財産について受託者が利害相反する権利(adverseinterest)を 個人として

取得すること

受託者が信託財産について何らかの権利を持つ、それも信託財産にとっては

損失 となるような権利を取得するのは忠実義務違反とい うわけです。

121一



典型的な例としまして、次のような判例があ ります。信託財産に賃借権がつ

いてお りまして、その賃借権付きの財産を受託したわけです。その賃借権の期

限がきたので更新(renewal)の 請求をしたのですが 地主が更新は困ると拒絶

した。そこで受託者が 「信託財産 として更新するのが困るなら自分に賃借させ

て くれないか。」 といったのです。判例では述べていませんがおそらく多額の

権利金のようなものを払 っておるんじゃないか と思います。地主もそれではと

賃借権をあなた個人にならや りましょうとなったのです。受託者個人の賃借権

となったのですが、判例はいけないといいます。

日本なら22条で説明がつ くことですが、米判例では忠実義務違反の一例 とし

てお ります。信託財産そのものを自分が取得しているとはいえないんですよ。

信託財産たる借地権は消減 しているんですから。 しか し、信託財産を制限する

権利を取得しているんですから、忠実義務違反 となるのです。これはもう1つ

の根拠 として、 「自分の地位を利用 してはいけない、」 とい うことの例として

も理解されます。

日本の信託法でいいます と14条です。 「信託財産の管理、処分、滅夫、穀潰

その他の事由により受託者の得たる財産は信託財産に属す。」とあります。こ

れも普通は、家屋が火災で消滅 したら保険金が信託財産 となるとい うように理

解されていますが、 「その他の事由」 ときわめて広 くしてお りますからいまの

例も、借地権は消減したが自分がたまたま受託者だったとい うことを利用して

地主 と新たに契約 したことが 「その他の事由」にあたると解釈されます。

要するに 「李下に冠を正 さず」ですが、相当の対価を供しているのだから、

利益を得た とはいえないはずだが、やは り疑われるような行為をしてはならな

い とい うことですね。

信託事務処理によって個人的に利益を畏 くること(信 託報酬以外)

これが先の信託法14条 にも関連するんですが、む こうでも始終おこるようで
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す。 リベ ー トとい うか コ ミ ッシ ョ ン とい うが 、 そ ん な も のが 常 識 に な っ て い ま

す。

例 えば 信 託 財 産 た る土 地 を売 る。 信 託 条 項 で売 却 を認 め られ た 信 託 で 、 売 却

す るの は受 託 者 の 当 然 の 行 為 で あ る。 しか し売 却 の と き に 買 い 手 か ら リベ ー

ト、 コ ミッ シ ョン を得 るの は信 託事 務 処 理 に よ っ て個 人 的 に 利 益 を受 け る こ と

に な ります 。 この 例 は 無 数 に あ ります 。 知 らず 知 らず に犯 して お られ る こ と も

あ ります 。 例 えば 株 式 の 管 理 信 託 で 株 主 優 待 券 が つ い て お り ます ね 。 これ は受

益 者 の 利 益 に な らね ば な ら ん の に、 信託 会 社 の 社 員 が 利 用 す る とい うの は いけ

ない。 その分 の対 価 を信 託 財 産 に組 み 入 れ なけれ ば い け ない。 む こ うで一 番 問 題

とな るの はや は り、 りべー ト、 コ ミッシ ョン、 もっ と悪 質 に な ると贈 収 賄 です ね。

受益 者 との競 業

これ は 日本 の信 託 法 の 理 論 と し て は例 の 「事業 の た め の 信 託 」 とい うの は 認

め ら れ て い な い の で 切 実 な 問 題 とは な って い な い の です が 、 財 産 権 の移 転 に よ

って実 際 は営 業 をや って お る よ うな こ とは よ くあ る と思 うん で す ね 。 です か ら

絶 無 の例 で は な い で し ょ う。 む こ うの例 で は ヨ ッ トハ ー バ ー の 受 託 者 が そ の近

くに 自分 個 人 の ヨ ッ トハ ー バ ー を開 設 す るの は い か ん 。 日本 の 会 社 法 で は取 締

役 の競 業 避 止 義 務 とい うの が あ ります ね(商 法264条)。

こ の規 定 は そ の会 社 の 業務 を知 る もの が会 社 を出 しぬ い て 競 業 しては い か ん

とい う こ と です 。 そ れ と同 じ こ とで 受 託 者 が 受 益 者 の た め に ヨ ッ トハ ー バ ー を

や って い る。 これ は繁 盛 す る とい うん で 自分 個 人 で も ヨ ッ トハ ー バ ー をや りだ

す 、 とい うの は い か ん。 そ の 場合 に は 得 た利 益 は 信 託 財 産 に属 せ しめ られ る と

い う効 果 を生 じ ます 。

その 他 の 類型

これ は 無数 に あ ります 。 一 番 皆 さん に 影 響 の大 き と ころ で は 、 「自己 株 式 取

得 」 が あ ります 。 銀 行 が 信 託 資 金 で 自分 の会 社 の 株 を買 う とい う こ と これ は 商

一123一



法の自己株式取得禁止に反するのか。商法の通説では信託勘定で買 うのはか ま

わない、他人の金で他人の計算で買 うことになるのだか ら。問題なのは、そう

いうことで何 らか自己株式取得で固有勘定の利益になるような形とな ってはい

けない。忠実義務違反とな ります。つまり日本では商法違反にならないが、そ

の事由によっては信託法違反になる。例えば銀行の株価が下がっているので信

託勘定で株式を買い支えるとい うような場合です。米では自己株式取得禁止は

やかましくいいませんでその面の問題は少ないんですが、信託財産で自社株の

買い支えをや るとい うような場合忠実義務違反になるわけです。

それから、会社支配の問題をめぐりまして受託者が会社Xの 株式の50%を 受

託 しておる、その受託者が個人 としてXの50%を 持っているところが会社支配

の理論か らして、受託者がXを 支配するため受託株式50%の うちの何%か を第

三者に売 ってしまう。 そ うすると受託者個人 として 会社を支配できる わけで

す。そんな場合 どうなるか。どうも、自分の会社支配をやろうとい う悪意があ

るから忠実義務違反 となると思 うんですが、米判例では50%の 受託株式につい

て信託約款で自由売却が定められているならかまわない といっておるんです。

特に高 く売れるんならなおさらだ。その結果 として受託者が会社支配ができる

としても差しつかえない といっておるんです。 ち ょっと理解できないんです

が。

大切なのは自己株式取得の問題でしょう。他にもいろいろ例はありますが今

日はこれで一応終 りとします。

〈受講生〉 受託者が受託不動産売却の場合、信託銀行に不動産部があ ります

からここで扱わせて手数料をもらうと忠実義務違反になるで しょうか。委託者

からは別に信託報酬 をもらっているんですが。

〈先 生〉 ここで忠実義務違反 というのは例えば手数料ほしさに売 り急いで
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損をした とか、 りべー トほしさに安 く売 るというのが問題なのでしょう。

不正な利益 とい うのが問題なのです。

不動産手数料は宅建業法で法定されていますし、もし、自分の不動産部

で扱わない とした ら、他の不動産屋に手数料を払わなければいけないので

すから自分のところで扱って正当な手数料 を得るのはかまわないでしょう。
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信託 法第2条(遺 言信託)

1.造 言信託

(1)第2条 の存在理由 信託宣言が認められないこととの関連性 単独行

為たる信託の許容

② わが国における遺言信託 と英米における遺言信託 との相違点

(3)遺 言信託の内容 と民法960条 以下の遺言の規定との関連性

④ 遺言能力の問題(民16)

◎ 受遺者能力(特 に胎児の問題 民965)

◎ 条件付遺言の内容と効力

⇔ 公益信託の場合の問題点

㊥ 受遺者の放棄権 と利害関係人の催告権(民987)

◎ 包括遺贈を内容とする遺言と相続法との関連

(4)遺 言の方式に関する問題点

注、当日は主として{1}および{3}④～◎について講議された。

(1)第2条 の存 在 理 由

忠 実 義 務 を前 回 お 話 し した ん で す が 、 き ょ うは 第2条 の遺 言 信 託 の と ころ に

お話 しを 移 そ う と思 い ます 。

第2条 、 条 文 に よ る と 「信 託 ハ 遺 言 二 依 リテ 之 ヲ為 ス コ トヲ得 」 と書 い て あ

るわ け で す 。 信 託 とい う もの は 法 律 行 為 で す か ら、 こん な こ とは あ た りま え の

こ とな ん だ。 遺 言は 法 律 行 為 で あ る。 た だ 性 質 上 単 独 行 為 で 、 終 意 処 分 だ 。 そ

うい うこ とだ か ら、 法 律 行 為 で あ る し、 や れ る。 そ れ だ の に な ぜ こん な こ とが

書 い て あ るの か とい う と ころ の疑 問 な の で あ ります 。 そ れ が(1}の 第2条 の存 在

理 由 で す 。
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戦争前の古い本は、皆、注意的規定だと書いてあります。当然できることを

ただ注意的に書いたんだとい うことです。ところが・信託法1条 の解釈のとき

にお話 ししましたように、 日本の信託法は、英米の信託に比べれば・きわめて

狭い範囲の形式 しか輸入しておらない。一英米では法定信託すなわち、法律上当

然生ずる信託のほかに、当事者の意思だけでやる任意信託というもの もある・

その任意信託の中に もさらに2つ の形態が考えられる。

っまり当事者の意思によってやる行為 契約の形をとるものもある。その

ほかに、 向こうでは信託の宣言 とい うものがあって、 一方的に 財産の所 有者

が、今後 この財産を何の誰か しのために受託者 として管理処分するんだ とい う

いわゆる信託の宣言もある。いろいろの形のものがあるわけですが、 日本の信

託法1条 では、一一応立法の経過な り条文の解釈上は、当事者の任意の行為、つ

まり契約によるものが中心であって、一'方的な信託宣言は認め られない。しか

も管理処分とい う積極的な行為をするものに限るんだ とい う、きわめて狭いも

のが信託行為だとい うことになっています。

信託宣言が認あられないとい うことなると、まず反論として、生前行為であ

るならば契約に限るということになるわけですね。委託者、受託者間の契約に

よる。そ うすると、今度は単独行為でやれないとい うことが1条 から出てくる

わけです。 もし1条 も信託宣言を認めているとい うのなら、それこそ第2条 は

要 らんわけです。信託宣言を認めないとい う理論でいくと、それ じゃ単独行為

の方はどうなるかとい うことになるわけです。

そ うい う意味で、これは注意的な規定 というよりは、むしろ必要的な規定 じ

ゃないか と私は思っているわけです。1条 について、信託宣言を否定 し、つま

り単独行為ではいけないとい うことになると、遺言は単独行為ですか ら、単独

行為たる遺言ではできない ことになるのではないか。そ うい うことか らして、

第2条 があって初めて単独行為たる遺言によって信託ができるとい う意味で、
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ここに関連性を書いておいたわけであ ります。一般に当然できるものをできる

ということを注意的にしたんではなしに、本来 ユ条だけの解釈 としてはできな

いものを、2条 で単独行為たる遺言ででもやれるんだとい うことを・・…2条 が

なくて1条 だけなら、遺言は信託ではできないという解釈が成 り立つ可能性が

多い。 こうい う意味から、注意的じゃなしに、これは遺言を信託でや るために

は必要な規定だとい う意味であ ります。

それから②のわが国における遺言信託と英米における遺言信託 との相違点 と

い うことであります。 これは1条 のところで向こうの相続制度と日本の相続制

度の違いをいろいろお話 しをしたわけでありますので、後回しにしまして、む

しろ私の持論を展開するためには、(3)の遺言信託の内容と民法960条 以下の遺

言の規定との関連性 とい うところを中心にお話しをしまして、時間があれば②

に移るとい うふ うにしていただきたいと思います。

(3)遺 言信託の内容と民法960条 以下の遺言の規定との関連性

1条 だけでは遺言信託はできないんだ、2条 があって初めてできるという議

論をとります と、今度は2条 を解釈するときに、 「信託ハ遺言二依 りテ之 ヲ為

スコ トヲ得、」つまり単独行為たる遺言でも信託はできる。そうしたら遺言に

関する規定は一体どうい うふ うに信託設定に関連 してくるのか という問題が起

るのであ ります。

遺言につきまし ては、 皆 さんご承知のように、 非常に厳格な方式がありま

す。要式行為の中の一番厳格なものだといわれているように、非常に厳格な方

式が必要で、その方式がちょっとでも欠ければ、それは無効だとい うことにな

っているわけです。そ うなると、遺言という形が信託でなされ るときに、常に

遺言に関する民法の規定が絶対的な力を持って、信託の設定の内容を規制する

ものかどうかとい うことであ ります。遺言の方に重点を置けばそ うなるし、信

託の方に重点を置けば、信託の本質的なものとして許容される内容は当然遺言
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の中に入 ってもいいとい うことになるわけです。それから内容のみならず、そ

こにも書いておきましたが、能力の問題ですね。特に公益信託 という問題 との

関連でどうい うことになるか とい うことは、いろいろ問題が出てきますので、

きょうは信託に重点を置 くのか遺言に重点を置 くのかということを中心にしま

して、まず④遺言能力、特に◎条件付遺言の内容 と効力の問題を中心にお話 し

をしたいと思います。

④の遺言能力の問題は、民法の961条 ですが、信託の場合には委託者につい

ては別に信託法自体の方で委託者の能力について制限してお りませんので、 こ

れはこのまま適用 されていいと思います。信託法で制限しているのは受託者能

力だけです。(信 託法第5条)

次に受益者 民法の方では受遺者、遺贈を受ける者の能力を問題 としてい

るわけです。 信託の場合の言葉にすれ ば、 受益者たる能力が一体どうな るか

とい うことであ ります。信託法7条 に受益者は信託の利益を享受す るとい うこ

とになって、受益者がどうい う性格のものかとい うことについては、特別な制

限は持っておらない。ただ受託者 と受益者が同一人である、唯一の受益者が受

託者になることはいけない。 「共同受益者ノー人タル場合 ヲ除クノ外」とい う

9条 の問題が出てきてお ります。だから、受益者が一人であって、 これが遺言

信託の受益者になる場合にどうなるかという問題が出てきます。

そ うい う点が信託法としては一応問題なのであ りますが、ここで問題にした

いのは、受益者の能力のうちでも特に将来の受益者 とい うものが一体どうなる

か ということであ ります。 民法の遺贈のことにつさましては、 民法の965条

で、相続人の規定の準用 としまして胎児の相続権の問題が出てお ります。胎児

は、準用規定によりますと、相続に関してはすでに生まれたるもの とみなすと

いう規定になってお ります。したがって、遺言におきまして、胎児を受遺者に

なし得 るかどうかとい うことが問題になってくるわけであります。

一129一



胎児を受遺者 とした場合に、遺言が効力を生 じて、しかもその受遺者たる胎

児が生 きて生 まれた場合に初めてそこで遺贈を受ける権利を持つわけです。そ

こで実際に問題にな りますのは 日本ではそんな例がありませんので、問題

になることもないし、判例もないし、議論もされてお りませんけれども、向こ

うの遺言で しばしば問題にな りますのは、胎児以前の問題をい うわけです。 日

本の965条 の解釈、胎児の相続能力 とい うことからしまして、胎児にもなっ

てないものは全然だめなのか たとえばAとBと が結婚 して子供が生 まれた

ら、その者に対 してこの財産をやってくれとい う遺言信託を仮にしたときに、

胎児ではないわけですから、じゃあ誰がもらうのか。AとBと がもらうわけじ

ゃないんです。AとBが 結婚 したらおまえたちにや るというのなら、その次の

条件付遺言の内容 条件付遺贈になるわけです。

そうではなしに向こうの実例 としてしばしば起 こりますのは、例えばここに

A、Bと い う男女がおってそれ らにおじさんな りおばさんがおる。これをXと

しましょう。 これが非常な財産家である。 しかし自分に子供 も何 もな く、しか

も財産をたくさん持っている。そうしたときに、自分の育てた女の子Bが お り

ますが、 これにや る意思はないんです。Aに はもちろんや る意思がない。そ こ

でどうい う遺言信託をや るかといいます と、AとBが 結婚 して、この間に将来

もし子供が生まれたら、その子にや りましょうという遺言をするんです。 これ

は向こうの例を見ます と非常に多いわけです。とい うのは、た とえばBは 金も

相当持 っているし、Aも 相当持っている。 これにやる必要はない。 しか し、そ

の子供が生 まれたら……とい うことは、いわば自分のかわいがっている女の方

の子供を自分の孫みたいに思 うんですね。それでやるとい うわけです。そうし

ます と、 胎児にりいては生 まれたものとみなすとい うわけ'です けど、 これは

まだ生 まれてないどころか、胎児 とい う状態もない。これが一カ月でもニカ月

で も胎児であれぱ、 日本の遺言信託の理論で、そ うい う規定をそのまま適用さ
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れ る とす る と、 胎 児 はす で に生 ま れ た る も の とみ な す とい うこ とに な るわ け で

す。 だ か ら、 お ば さ んXが 死 ん だ と き に胎 児 で あ れ ば も ら え る。 と ころ が 、 ま

だ 胎児 に な ら ない 二 人 は仲 は い い け れ ども 、一 向子 供 が で き そ うも ない 。 そ の

と きにXが 死 ん だ とい う場合 、 一一体 ど うい う こ とに な るか とい うこ とです 。 こ

れ は 日本 の 遺 言 に 関 す る法律 そ の 他 相 続 法 に 関 す るい ろ ん な規 定 が そ の ま ま類

推 適 用 され る か 、 あ るい は 準 用 され るか 、 とに か くい ろ ん な形 で そ れ が 生 きて

くる と い う こ とに な ります と、 この 場 合 に は 遺 言 の 目的 が 到 達 で き な い わ け で

す 。 遺 贈 は 効 力 を生 じな い こ とに な る。 だ か ら、 お じさ ん 、 お ば さ ん の 財 産 は

生 まれ る はず だ った 子 供 へ は全 然 行 か な い 。 と い って女 の 子Bへ 行 くか とい う

と、Bへ も行 か な い わ け です 。 結 婚 した らBに や る とい うの な ら まだ わ か りま

す が 、Bが 結 婚 して 子 供 が で きた ら、 そ の 子 供 にや る とい うん で す 。 しか もそ

の 子供 は 生 まれ て な い し、 胎 児 もな い と い うと きに は 、 日本 の 解 釈 上 は ど うも

うま くい か な い。

そ れ か ら、 日本 で も嫡 出子 、 非 嫡 出子 、両 方 あ るわ け で す ね 。 向 こ うで 嫡 出

と非 嫡 出 と い うの は あ ります が 、 日本 ほ ど気 に しな い ん です 。 気 にす るの は 日

本 人 の特 色 か も しれ ませ ん 。 た とえ ば ア メ リカ人 は、 養 子 を も ら うの に 、 営 業

的 に 子供 を世 話 す るの が あ る よ うで す 。 ど この 子 で もい い 、 子供 を も ら う。 そ

うい うの が た く さん あ りま し て、 嫡 出 で あ ろ うが 非 嫡 出 で あ ろ うが構 わ ん と い

う考 え 方 な ん で す ね 。 か わ い け れ ば い い ん だ とい う考 え方 の方 が 多 い の か も し

れ ませ ん 。 そ こで 遺 言 の とき に 、 お ば あ さん が 女 の子Bに 対 して 、 あな た が 誰

か男 と正 式 に 結 婚 して 、 そ の 間 に 生 まれ た 子 で あ れ ば 、 その 子 供 に あげ ま し ょ

う とい う遺 言 信 託 を した 。 と ころ が 、 た また ま この 女 は 正 式 な結 婚 は しな か っ

た け れ ど も、 子 供 が で きた 。 そ の 場 合 に 、 日本 だ った ら、 結 婚 し て も子 供 が で

きな い 場 合 、子 供 を 生 む ど こ ろか 、 第 一 相 手 が まだ 見 つ か らな い場 合 は な お さ

ら、 この 遺 言 は だ め に な って しまい ます ね 。 と こ ろ が、 向 こ うの例 を 見 ます と
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きわめて広く解しまして、Xが 死んで後も、BがAと 結婚 して、そ してできた

子が非嫡 出子、亡れは正式の結婚 じゃないとい うときにもなお この遺言信託の

効力が生ずるかどうかとい うヒとをめぐって、非嫡出子ではこの遺志に達 しな

い ということで、非嫡出では駄目だが嫡出子ならばよいとい う判例が出てお り

ます。それを見 ましても、 日本の、 「相続に関しては胎児は生 まれたものとみ

なす」 という条件が、(民 法965条 、886条)胎 児以前の問題についていえぱ、

日本の解釈 としてはだめになるわけです。

それなら◎の問題ですが、条件付遺言としてはどうか。たとえば子供が生まれ

た らやる。 とい う遺言であればどうかとい うiことです。 これにつきまして、わ

が国の相続法に関する文献を調べてみると、その遺言の内容が停止条件付であ

れば、条件が成就すればそれで遺言は効力を生ずるんだ。そういう解釈をす る

のが通説のようであります。 ところが、そ うい う条件は、主として子供の場合

で言いますとBが 生んだ子を指すのではなく、B自 身を言ってるわけです。た

とえば、Bが まだ独身の間にXが 遺言をしまして、Xが かわいがっている女の

子Bが 結婚したな らば、Bに あげましょう。 こうい うことを言 ってるわ けで

す。 したが って、停止条件 というのは受け る者(受 遺者)に ついての条件 で

す。さっきのように胎児が生まれん先か ら、もし生 まれたら、あるいは胎児と

して懐胎しなくても、将来結婚生活に入って子供を生むようなことがあれば、

その子供にや るとい う条件、 とい う形では解釈されてないんです。であ ります

か ら、民法の965条 の受遺者の能力の ところの解釈からいきます と、そ うい

う遺言は効力を生 じない。したがって、それは遺言信託とい う形をとっても同

じくだめだとい うことになるわけです。

そして、遺言の方式、遺言の内容、効力に重点を置いて、信託 というものに

重点を置かなかったならば、 そのような将来生まれる子供を受遺者 とす る遺言

信託を認めるというところまで恐らくいかないだろ うと思います。
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とい うのは、停止条件付遺言とい うものは、いまのところでは、現に存在 し

ている人間についてやる条件が成就 したらそれにやろ うとい うのが停止条件だ

と解釈されてお ります。それ以上の ことは考えないんでしょうね。そ うします

と、い ま申しましたように、外国でやっているような、胎児にもなってない子

供では、せ っか く生んでも何にもな らんということです。遺言をしたおばさん

が死んで後に結婚 して、子たちができたといってもその子が遺言によってもら

うことはだめだとい うことです。これは実は遺言は死亡したならば効力を生ず

る。その効力を生 じたときに、もろもろの遺言の内容が実現し得べき状態でな

くちゃな らんという一つの制限を、遺言でさきにはめて しまっているか らです

ね。

ところが、信託の方に重点を置きますと、信託とい うものは当事者が意思を

表示して、信託財産の内容、それか らどうい う目的で、どうい うふ うにその財産

を管理運営をして、誰に帰属さすかとい うことがはっきりしておれば、その内

容は、不法不能、あるいは不明確 とい うようなことのない限 り、どんな内容で

も構わんとい う理論 これは前回からずっと口をすっぱ くして申し上げてい

るように、信託は何でもできるんだとい うお話 しをしたところでもおわか りと

思いますが、そ うい う形で、現在はないけど将来取得するものでも信託財産 と

してそれを信託できるとい う議論さえある状態ですので、信託に重点を置くか

置かないかによって、遺言信託の有効性が非常に違 ってくるわけです.信 託の

内容の広範性といいますか、無限性 とい うものに重点を置いた解釈をすれば、

民法特に遺言に関する規定 の適用にお いて、 非常に柔軟性を持ち得 る。 しか

し、遺言なんだか ら遺言に関する現行法の解釈だけでしばってしまえとい うこ

とになると、大変窮屈なことになるわけです。そ こが、 日本ではまだ学者も特

にその点は論 じてお りませんし、実例 として遺言信託があまりないものですか

ら、 どうも議論になる余地がない。ただ先ほど申しました、私が発表 した非嫡
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出子の問題が唯一のものだろうと思 うのであります。

そこで、日本の民法の遺言に重点を置きます と非常に狭いが、信託の内容の

広範性、あるいは柔軟性に重点を置きますと、いろんな内容の遺言が可能にな

ってきます。現行法の遺言の規定でできないような ことが行われるということ

が言えると思 うんです。 たとえば向 こうでは連続受益者、successivebenefi-

ciaryつ まり最初指定するときにを甲を受益者 とする。もし甲が何か不当な行

為をして刑罰に処せ られるとい うよ うなととがあれば、そのときには乙を受益

者 とする。それか ら乙が死んだ ら乙の嫡出子である丙にやる。嫡出がおらなけ

れば非嫡出の丁にやる。こうい うふ うに受益者を連続 して信託の設定ができる

その場合の受益者は、日本の信託法でも不完全なところがあるんですが、受益

者と指定された者は当然信託の利益を享受す るとありますから、受益者は信託

設定のときに存在 しておらねばいかんの じゃないか。将来受益者になるような

者が、信託の利益を当然享受するとい うのはおか しいじゃないか、 とい う解釈

をす る人が必ず出てくると思います。 しかし、連続受益者 とい うことで、現に

享受 し得ないような者、たとえば乙が死んだ乙らが生むであろうところの丙と

いったときに、信託するときには丙はお りませんが、それでも構わないとい う

わけです。

だか ら、信託の内容が不法不能でなしに、かつ不確定つまり内容が全然わか

らない、内容が全 く確認できないような状態のものを仮に不明確とい うことに

します。 これに対 しては、信託法1条 は 「一定ノ目的二従 ヒ」 と、 「一定」 と

い う言葉があるじゃないか。だから、ちゃん と目的を定めておかんといかんの

じゃないか とい う反論をす る人があるかもしれません。信託法1条 はたしかそ

うなってますね。 「本法二於テ信託 ト称スルハ財産権ノ移転其ノ他ノ処分ヲ為

シ他人ヲシテー一定ノ目的二従 ヒ財産ノ管理又ハ処分 ヲ為ナシムルヲ謂フ」とあ

る。だから目的がおか しい じゃないか、一定してない じゃないか。甲かと思 う
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と乙にやるとい う。乙か と思 うと丙にや る。一定してないというふうに言 うか

もしれません。

あそこの 「一定」という意味は、 日本の学者の法律観念としては、不法不能、

それから一定、不定 という言葉があ ります。不定というのは何か内容がわから

んようなもの。こういう意味なんですね。ですから、「不定」ではいけない 「一

定」でなけれぱならないとい うのは不明確だとか、どうしていいかわか らんよ

うな ことを約束 してもだめだとい うことです。信託法一条の 「一定」 というの

は.必 ずしも確定しておらねばならんという意味ではないのであります。です

から、内容はきわめて多岐で、ほとんど将来 どんな ことでも起 こり得る状態を

そこに想定 して受益者を決めても、その信託は有効だ。いわんや遺言信託の場

合に、そうい う内容にしても、それ自体遺言信託として効力を生ずるという考

え方であります。

ですから、そこで信託の理論が、不明確でさえなければどうい うことでもい

いとい うことの内容が、今後遺言信託が盛んになったときに、相続法専攻の学

者と信託法理論 との間で必ずやいろんな問題が起こるとい うことを考えなくち

ゃいかん、ということであ ります。しかし、私の考え方は、その点は非常に柔

軟性をもって考えていい。それが条件付遺言の内容と効力の問題とい う◎のと

ころであ ります。つ まり◎ 「受遺者能力」 と◎ 「条件付遺言の内容と効力」と

の説明を申し上げているわけです。

次にもう1つ 問題があ ります。それは、民法の遺言は、学者によ ります と、

もっと窮屈に考えて、遺贈の場合に、自分が現に取得 してない、しかし将来取

得するであろう財産を遺言の内容 としても、それはだめだとい う説もあるわけ

です。これもどうかと思 うのであ りますが、遺言が効力を生ずるのは死亡のと

きですから死亡のときまでに取得した財産であれば、それでいいわけであ りま

す。 しかし、将来取得す るであろ うものをこの人にやるんだとい う遺言信託が
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あった ときには、遺言は効力を生 じたけれ ども、 まだそれは取得されてないん

だからだめだ、 という議論が起 こり得 る可能性があるんですけれ ども、信託の

場合には、信託法の一条で 「財産権ノ移転其ノ他ノ処分 ヲ為シ」とあるもんで

すか ら、必ず財産権が現実に移転しない限 りは効力を生 じないとい う説が言わ

れているわけです。 ところが、実はここにも一つ問題があ ります。それは財産

権の移転は、 現に移転をしなくとも信託の成立が 認め られ る とい う問題で

す。

例えば、ある一定の財産Xと い う土地を遺言で信託をする。そしてその

土地以外にいろんな土地を追加しようとすると、追加のたびに一々遺言がなさ

れなけれぱならないのではな く、最初に今後遺言者が取得するすべての土地も

信託財産 とすると遺言しておけば改めてその後に取得するものについて遺言す

る必要はないとい うことです。

英米の信託法理では全然当初に何もないものはだめだけれ ども、ある一つの

種でもあったならば、それが後からどんどん追加 されていけば、その追加 され

たものを改めてここへ信託財産 として追加します とい う意思表 示を しなくて

も、当然それは信託財産になってしま うんだ。つまり、 「財産権の移転その他

の処分をなし」とい うことは、将来信託財産 として取得するものもなお信託財

産 とす るとい う意思表示も有効だ、そうい う考え方を持ってお ります。

このような信託理論に理解がなかったためでし ようか、わざわざ法律を変え

たのが、例の投資信託の元本追加信託です。ユニ ット型の投信のときに、最初

のセ ットが十億円。そして何回かのユニ ットについて、十億円を倍にして元本

を二十億円にしたい。 しか し、最初十億円として設定したんだか ら、そこで信

託に特定されている。その信託のほかになお十億円を設定するのは、 これは別

の信託になるんじゃないか とい う議論がされたようであります。そこで、その

ときに私は、それは元本追加というような議論を、特に立法でしなくてもいい
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んだとい う議論をしたことがあ ります。元本を追加するとい うのは、投信の方

の最初には条文がなか ったんです。現行法はあ りますけれども、元本の追加 と

い うことは当初なかったわけです。だから、最初十徳で設定したら、どうなっ

てもそれは十徳として、もしさらに十徳をふやそうとすれば、別のユニ ットに

なるんだとい う考え方です。 これはオープン型のところでいつも問題になるん

ですね。クローズの ときには問題にならない。 オープン型のときにはここへど

んどん、二十億を三十億にしてもいいじゃないか という考え方です。それは特

別に約款にそ う書いてなければだめだとい う解釈をとったようであ ります。と

ころが英米の信託理論でいけば、一応最初に一・つの種になる財産があって、そ

の後に追加 されてもそれを信託財産 とするとい う意思があれば、別に特約があ

ろうがなかろ うが、最初か ら同一性はそ れで維持 される とい う考え方を持 っ

て、英米ではた くさんの判例が出ているわけです。 この英米の理論を採用 しな

いで、最初に追加されるものを特約 として認めない限 りは、一定の財産を信託

した以上は、それ以外の財産が来ても、それを特 に同一性を害せず して信託財

産の増加はできない。 こういう考え方を、大蔵省あた りが考えたのでしょう。

それでわざわざ投信法を変えて、現行法は元本追加をなし得 るとい う趣 旨の規

定を加えてお ります。

そうい うことで、信託の内容は、非常に融通性に富んでおります。現在なく

てもいいし、条件についても、ほとんど現在考 えられないような事態を想像 し

てやっても、それは有効だ。そ うい う意味で、 「一一定ノ目的二従 ヒ」 とい う日

本の信託法の解釈をや りだすと、 「一定」に限定されると逆にそんなものはだ

めだとい う議論をする人が出て くるかもしれ ませんが、それは向こうの信託の

実例を知らんから、そ うい う議論が出るわけです。実際、判例にもたくさんこ

うい う例が出てきてお ります。全部有効だとい う判例です。

そこで、信託に重点を置いて信託法2条 を解釈しますと.遺 言信託について
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の信託の内容、したがって遺言の内容を非常に広 く解釈できる。そ うすると、

遺言は信託を利用 しない普通の遺言の内容よ りははるかに柔軟性のあるものが

できるのではないか。そうい う考え方を私は持 っているわけです。ただ、 もし

も遺言の効力発生が死亡のときだか ら死亡の ときまでに少な くともいろんな内

容が確定 しなければいかんとい うふ うに解釈を する と、 先ほどの 停止条件 と

か、あるいは胎児の問題もや っぱ りだめだとい うことになる。しかし、それで

もよいかどうか問題です。

そこで一一体 この信託法弟2条 をどうい うふ うに解釈 していくか。 これは単な

る注意的な規定だという解釈であるならば、それじゃ遺言信託という信託を現

行の民法の遺言に関する規定をそのまま、民法学者が言 うようなところで全部

チェックされてしまうとい う解釈をこの2条 がとらざるを得ないのであろうか

どうか。私は、信託の特異性、1条 の内容のきわ めて 広範な目的の多様性 と

い うものか ら、1条 のところでずいぶんお話 しをしたことか らいえば、強いて

遺言の民法的な効力に制限される必要はない という考え方を、まず基本的に持

っているわけであります。それで実は、そこに書きました胎児の問題、それか

ら条件付遺言の内容 と効力ということに一番重点を置いてお話しをしているわ

けであ ります。

そのほかにいろいろ問題があります。 これから遺言の中で恐らく公益信託的

性格の遺言信託 とい うものが出て くると思います。たとえば、自分が死ねば、

死ぬまでにできた ら、財産の半分は息子にや って、あと半分は福祉事業に寄付

してくれとい うような、社会福祉的なものに内容を置いた遺言がずいぶん出て

くると思います。そ うい う公益信託の場合に、民法の言 うような主務官庁の許

可がないからそれはだめであるとということが言えるかどうか。 もし民法だけ

の規定であれば、主務官庁が許可 しないとだめだ との議論が出てくる。信託

法では幸い類似の目的でやれ るとい う規定(信 託法73条)が あ りますので救え
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ます。とにか く公益信託の場合でも、いろんな信託の内容を考えて、信託的 と

い うところに重点を置いてやれば、現在の相続理論よりもはるかに広範な、特

異な内容が全部盛 り込まれた遺言信託ができる。そ うい う意味で、信託法第2

条を解釈し遺言信託を利用された ら非常にいいと思 うのであ ります。

ただしか し、遺言信託を引き受け られ ますと、アフターケアが大変問題で、

特に日本にはいわゆる金持ちとい うものが外国ほどあ りません。 イギ リスのよ

うな大 きな財産を持っている者があ りませんので、 これを引受けても信託銀行

はペイしないかもしれ ませ ん が、 信託の意味を社会的に広める意味では、 大

いに遺言信託を利用 され ることが必要だろうと思います。その際には、信託的

とい うところに重点を置いた解釈をするか、遺言だとい うところに重点を置い

て、民法理論で きわめて窮屈な遺言の解釈をするか、とい うところが非常に問

題だ。こうい うことを今日は申し上げるわけであ ります。

そのほかにも、たとえば方式の問題 とか、いろいろあ ります。だけ ど、 これ

は実際や ってみないとどうい うことになるかわか りませんけれ ども、実際に問

題が起 こったときに研究するとして、きょうは特に{3)の 「遺言信託の内容と民

法960条 以下の規定との関連性」というところだけに的をしぼって重点的にお

話 しを して、それで皆さんの方から何かご質問があったら、そっちの方をさき

にして重点的にご質問を受けた方がいいんじゃないか と思います。

もう一つの問題は、遺言信託ができるとしましても、遺言の場合には民法で

は遺言執行者の規定があるわけです。そ うすると、信託会社が遺言執行者と同

時に信託受託者 という二つの地位を兼ねることができるかどうか、とい う問題

も起 こって くるわけです。遺言信託の受託者 となったそれが遺言執行者とい う

形になれるのかなれないのか。遺言執行者が第一要るのか要らないのか。 そんな

ものは要 らずに、 遺言信託の受託者が信託の趣旨に従 ってどんどん実行 す れ

ば、それでいいじゃないかとい う議論が出てくると思います。そしたら、遺言
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執行者がなすべき行為は受託者ができるとい う議論になってきます。

そうい うヒとで、私の信託法第2条 に関する基本的な考え方は、遺言の内容

がきわめて多岐にわた り得 る、相続法の学者が考えているようなこと以上のこ

とができ得るんだとい うことを申し上げて、信託法2条 はただ単に注意的規定

だとい う簡単なことでは済まされないほど大きな問題が含 まれているというこ

とであ ります。普通の遺贈を遺言でできないときに、 しかしこうい うことをし

たいんだとい う相談を受けられた ときには、 きょう申し上げましたようなこと

をまず頭に入れて、もう一遍練 り直 していただ く。 どうも遺贈の理論だけでは

おかしいと普通の学者が言ってるんだが、 どうでしょうかと、まず疑問点をお

考えになって、遺贈に関する規定ぽっか りに執着されないで、信託法 ユ条のき

わめて広範囲な、しかも外国の例ですでにあることを頭に入れてお考えいただ

きたい。

そ うい う意味で、いろい問題点があ りますけれ ども、きょうはこの程度で終

わらしていただきたいと思います。
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2.遺 言信託 の成立要件

(1)受 託者の指定

きょうは、遺言信託の成立要件について順次お話 ししていきますが、まず遺

言の意思表示の内容が、財産権を受益者のために受託者に移転その他の処分が

なされる。 これは信託法の1条 がそのまま要件として、当然そこにかぶさって

くるわけです。

それか ら、その次の問題が一番問題になるんですが、遺言信託の受託者をだ

れにするか とい うこ.とを指定 していない場合に、遺言信託は有効 となるか とい

う問題であ ります。 これは総論のところでお話 ししましたように、信託の要件

としては、委託者、受託者、受益者、 これが信託の当事者 という形になるわけ

であります。ところが、委託者はもちろん遺言者ですから、これは当然あるこ

とは言 うまでもないんですが、受託者を全然指定 しない場合が相当あるわけで

す。 「この遺言を、(受 益者を表示 して)こ れ これのたあにこうい うふ うに信

託財産 として自分は遺言するんだ」とい う内容のものが相当あるわけです。 こ

れは日本ではあまり現実には遺言信託があ りませんので、実例 としては、まだ

われわれとしても経験が少ない方でありますが、外国の場合には、始終そうい

うことがなされる。

受託者をなぜ指定していないか という理由であ りますけれども、委託者 とし

ては、受託者をだれにするか とい う意思よりも、まず信託財産をどの受益者の

ために遺言で管理 してや りたいか、とい うことが中心になるわけですから、受

託者をだれにするか とい うことを、生前信託のように契約の当事者としては っ

きり出さないわけです。 遺言の場合には、 むしろ受益者を中心に考えられ る.

のが普通ですから、受託者をだれにするかとい うことのない信託が相当ありま

す。そうしますと、信託の要件として委託者、受託者、受益者がな くち ゃなら
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ん とい う理 論 か らお か しい じ ゃな い か 、 とい うこ とに な るわ けで す が 、 生 前 信

託 の 場 合 は 、 これ は契 約 で す か ら、 契 約 の 当 事 者 とな る と ころの 信 託 の委 託 者

と受 託 者 とが 契 約 に よ って信 託 行 為 を し ます の で 、 受 託 者 一一 契 約 の 一一方 が お

らん とい うこ と は考 え られ ない 。 と ころ が 、 遺 言 の 場 合 に は、 そ うい う場 合 が

起 こ って く る。

そ うす る と、 受 託 者 が い な い とい う こ とは 、 信 託 の 要 件 が欠 け てい る ん じ ゃ

な いか とい うこ と で、 向 こ うで も しば しば 問 題 に な った わ け で あ ります 。 と こ

ろ が、 そ れ につ き ま して は、 一 番 初 め に も 申 し ま し た よ うに、trustdoes

notfailforthewantoftrustee「 受 託 者 が欠 け て い るた め に信 託 は無

効 に な るわ け で は な い。」とい う法 則 が あ るわ け で す 。 これ は表 現 だ け 見 ます と

生 前 信 託 の場 合 に も妥 当す る よ うに見 え ます け れ ども、 実 は これ は遺 言 信 託 に

関 す る特 別 な 法 則 な の で あ ります 。

そ うい う場 合 に ど うす るか とい う こ とで あ ります 。 わ が 国 は遺 言 信 託 の規 定

を二 条 に 置 き ま した け れ ども、 受 託 者 が全 然 指 定 され て ない 場 合 ど うす るか と

い う こ とに つ い て は、 規 定 が ない わ け です 。 信 託 法 の49条 の2項 が あ ります け

れ ど も、 これ は 受 託 者 と指 定 して あ る者 が信 託 の 引 受 け をな さな い 場 合 に は裁

判 所 が選 任 す る とい う規 定 に な っ て、 初 め か ら指 定 され てな い 場 合 、 ど うす る

か とい う こ とが 全 然 ない わ け です 。 これ は結 局 この 規 定 を 類 推 しま して、 受 託

者 が指 定 され て ない 場 合 で も、 利 害 関 係 人 の請 求 に よ って 裁 判 所 が 受 託 者 を指

定 す る、 選 任 す る ことが で き る と、 こ う解 釈 しな け れ ば 救 い よ うが な い とい う

こ とで、49条2項 の 類 推 適 用 とい う こ とに な って 、 裁 判 所 が この 規 定 に よ って

受 託 者 を指 定 し、 選 任 す る ことに な るわ け です 。 そ こで 、 受 託 者 が な くて も信

託 は有 効 に成 立 す る とい う、 信託 成 立 要 件 に関 す る法 則 が 生 まれ て い る とい う

こ とが、 注 意す べ き問 題 で あ ります 。
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② 懇 願 的 文 言

そ れ か ら次 にprecatorywordこ れ は懇 願 的 文 言 とい う訳 に な って お ります

が、 遺 言 の 解 釈 とい うこ とを め ぐ りま して 、 い ろ い ろ あ るわ け で す ね 。 特 に

pfecatoryword、 「よ ろ し くお願 い します 。」とい う文 句 が しば しば行 わ れ て

い る。 な ぜ そ うい うprecatorywordに な るか とい うこ とで あ ります が 、 これ

はい わ ば 遺 言 信 託 の 場 合 に は 受 託 者 に 対 して 迷 惑 を か け るわ け で す か ら、 あ ま

り強 く命 令 的 に 「自分 と して は この 財 産 を だれ だ れ に 信 託 を して 、 そ して だ れ

だれ の た め に管 理運 用 させ る。 そ うい う こ とを 遺 言 す る」 とい う よ うな か た い

文 句 じ ゃな しに 、 遺 言 者 とし て は 「ど うぞ よろ し くお 願 い し ます 」 とい う程 度

の表 現 が、 向 こ うの遺 言 信 託 と して はか な りあ る よ うで あ り ます 。 わ が 国 に お

い て も恐 ら く遺 言 信 託 が行 わ れ る よ うに な っ て も、 そ うい う命 令 的 な遺 言 の 内

容 は 出 な い で 、 受 託 者 を 指定 す る場 合 で も、 「よろ し くお願 い し ます」 とい う

表 現 が あ る と思 い ます 。 これ は 法 律 効 果 を 欲 す る意 思 じ ゃな い 、 だ か ら任 意 的

にや って くれ る な らや って くだ さい 、 とい う程 度 の もの に 見 られ るお そ れ が あ

る よ うな文 言 が、 わ が 国 に お い て も必 ず 出 て く る と思 い ます 。 人 間 の 人 情 は 東

西 で そ う変 わ る は ず は あ りませ ん か ら。

そ うした と きに 、 一 体 そ うい う文 言 で 果 た して 遺 言 者 の 遺 言 信 託 の 意 思 が 明

確 に あ る と見 るべ きな の か 、 法 律 効 果 を与 え て い い か ど うか とい う こと は、 こ

れ また 向 こ うの 信 託 理 論 と して も問題 に な っ た の で あ り ます が、 これ はで き る

限 り法 律 効 果 を 意 図 して い る と解 釈 す べ き だ とい う法 則 が 出 て い るわ け です 。

そ うい う こ とで 、 遺 言 信 託 で 問題 に な ります要 件 と して は 、受 託者 の欠 飲 、

懇 願 的 文 言 の 問 題 、 この二 つ が あ ち らの 実 例 と して起 こ って く る場 合 の大 きな

問 題 点 な の で あ ります 。

(3)受 益 者 の 指 定

そ れ か ら も う一 つ 、 受 益者 の 指 定 が 欠 け て い る場 合 に ど うな るか とい うこ と
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であ ります。受益者の指定がある、受益者の指定が欠けている、 この二つの区

別をはっきりできないような表現が、ときどき出てくるわけであります。特に

私益信託の場合においても、受益者を明確にせずに遺言信託がなされてい ると

いう例が、あちらでもしぱしば起 こっている。これはどうい うふ うに解釈 しな

くちゃならんかとい うことがあります。

受益者が全 く欠けている場合は一体 どうい うふ うに解釈するかとい うことに

なります と、相続人が相続財産を承継するとい うのが 日本の法律でありますか

ら、全 く欠けている場合にはむしろ相続人を受益者としているとい う考え方で

補充するとい うことが、第一一に考えられるわけです。とい うのは、向こうの理

論としまして、復帰信託(resultingtrust)と い うのがあ りまして、受益者の

指定が欠けているときには、信託は委託者を受益者とするとい う法則があるわ

けです。わが国におきましては委託者、受益者を一同人にするとい う信託がむ

しろ原則のようであ ります。金銭信託初めあらゆる場合において、委託者が受

益者を兼ね るとい うことですね。遺言信託の場合において、受益者を特に指定

してなければ、それは結局委託者のところへ返 っていくんだ。 ところが、委託

者に返るといいましても、委託者は死ぬわけですから、そ うすれば相続人が結

局その利益を受けるべきじゃないかとい う考え方で、相続人を受益者 として補

充していいんじゃないかという法則が、向 こうに存在 してお ります。 これ は

resultingtrustの 規定から解釈 されるわけです。

それか ら受益者の指定が、欠けてないけれども、きわめてあいまいな表現で

なされているときにも、先ほどの懇願的文言の場合 と同じように、できる限 り

受益者の存在が可能なような解釈をする。その解釈も不可能なほど欠けている

ときには、相続人を受益者 として考えるとい うわけであ ります。

実はそ うい うルーールができましても一向不便がないのは、一番初めに向こう

の相続法の理論が日本 と違っているとい うことをお話ししたところでおわか り
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のように、向こうでは清算相続であ りまして、相続人は当然に全遺産を取得す

るわけではないのであ ります。 まず遺言執行者、あるいは遺言管理人のところ

へ財産が一応移ってしまう。そしてその遺言執行者、あるいは遺産管理人が債

務を弁済する。葬式等の負債はもちろんこの債務に入 るわけです。そして残 り

があれぱ、それをDistributionAct(分 配法)の 規定に従 って、妻、それから

子供 とい うふ うに分けてい くわけです。ですから、相続人を受益者とするとい

う解釈が意味があるわけなんです。

日本では、相続人が受益者になるとい う解釈をすることは、一見何のために

遺言信託をするのか、それなら相続法に従 って、遺言信託は無効だけれども、

相続人に移るとい う解釈でいいんじゃないか と思われるわけです。ところが、

遺言信託においては、受益者が明確に指定 されてなくても、受益者が分配を受

ける割合が相続法の相続分と違った形でなされている場合には、委託者の相続

人が受益者になるとい うことも、わが国においてもなお相続分との関係で、相

続分と違 った形で受益者にな り得るとい う意味で、そ うい う解釈をしてもあま

りむだな解釈にならない。

(4)遺 言の執行と受託者の信託義務履行

それから遺言の執行と受託者の信託義務履行の関係、 これは遺言の執行 とい

うことをまずお話ししないと、理解しに くいと思います。

遺言の執行 とい うのは、遺言信託があろうがなかろうが、要す るにある財産

を遺贈するということになったときに、その遺言を執行するとい う手続が要 る

わけであ ります。遺言者の遺言の意思表示についての執行 という一般論 としま

すと、たとえばAと い う財産を、自分が死ねばXと い う自分の婚姻外の子に遺

贈する。Bと い う不動産をYと いう自分の婚姻外の者に遺贈す る。それ以外は

一切すべて相続人の長男に遺贈する。そ うい う遺言があ りまして、遺 言者が死

にます と、その財産を現実にX・Yに 登記手続等を しなくちゃな りません。そ
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うい う手続をすることが遺言の執行に なるわけで す。 遺言執行者 とい うもの

は、民法の規定の中にあるわけですね。

今度は遺言信託の場合には、遺言信託の執行とい うことと受託者の信託義務

履行 との関係はどうなるかということであ ります。遺言信託にはやは り遺言の

執行 とい うものがあるのか、遺言の執行イコール受託者の信託義務履行になる

んじゃないか、そういう観念的に分類できないような混乱を生ずるおそれがあ

りますので、ここでそれははっきり違 うもんだとい うことを申し上げたいとい

う意味で、 この問題をとりあげたわけです。

遺言信託 とい うのは、 「ある財産を信託財産としてだれだれに受託させて、

そ してそれをだれだれの受益者のために、その受益者が未成年者の間は管理 し

て、その収益をや りなさい。もし未成年者が成年に達したらその者に財産を移

転 してくだ さい」。そうい う遺言信託があります。そうしたときに、一体遺言

イ。1託の執行 とはどうい うことかとい うことであ ります。これは、遺言信託が効

力を生 じます と、受託者がそこで当然に権利を持つのか、あるいは委託者にか

わって執行者が受託者に権利の移転をするのか とい う問題であ ります。

遺言信託は、財産をAに 信託 して、そしてそれをこうい うふ うに管理すると

い う遺言の内容であ りますから、一見 しますと、その遺言が効力を生ずれば当

然にその財産は受託者のものに帰す るように考えられ るわけですけれども、受

託者の財産に名義が移転するためには、遺言の執行 として特定の財産を受託者

に移転せしむるとい う行為が必要なんです。先ほど、受託者がおらなかった場

合にどうなるか とい うことをお話 ししましたが、受託者が指定 されてないとき

には、受託者を選任す る手続が必要なんです。 この場合が、遺言の執行 として

一番はっきり出てくると思います。遺言執行者を決めてあれば、遺言執行者が

「受託者を決めてないから、ひとつ受託者を決めてください」 ということを裁

判所へ持ち込む。決めてあったときにも、遺言信託の効力が生 じます と、当然
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に受託者が信託財産を取得するんじゃな しに、その財産は、遺言執行者が信託

財産として受託者に移転するとい う手続が必要 になるわけです。 これが非常に

むつかしいところなのでありますが、遺贈の関係からいいます と一見受託者 に

当然名義が変わるよ うに思われるわけであります。遺贈の場合には、遺言の執

行としまして、遺贈を受けた者に所有権は当然移 りますけれども、名義の移転

は遺言執行者がやるわけでありますから、遺言信託の受託者に対して遺言執行

者が移転登記の手続をす る。にうい う形になるわけであ ります。

こヒで受託者が信託の引受をするかどうかとい うことが、その次に問題にな

るわけです。受託者は、受託者として指定 されたか らといって、当然に受託者

たるの義務を負 うのではなしに、これを引き受けるか、あるいは拒絶す るかと

いうことの自由裁量を持っているわけです。 「引き受けます」 と言えば、それ

で受託者たる地位がそこに発生す るわけですが、受託者 と指定されたから当然

にそこで遺言によって指定された信託財産が、受託者 として指定 された者の承

諾も何もなしにそっちへ移るか とい うと、そ うはしない。 これは拒否できる。

あるいは受託す るとい うことが、意思表示によって初めてできるということで

す。

そ うい うことであ りますので、遺言の執行 と受託者の信託義務履行とは全 く

別の関係で、遺言の執行として、受託者に遺言執行者が 「こうい う遺言信託が

あるか ら、あなたはそれを受託してくれるか」 とい う交渉をして、受託者がそ

れを受けて初めてそこで遺言の執行がなされて、遺言の執行がありまして後に

受託者は初めて受託者になるわけですから、そこで初めて受託者の信託義務履

行が始まるわけであります。ですから、遺言の執行の関連と受託者の信託義務

履行の関連 とは全 く別個で、まず遺言の執行があって、受託者が遺言執行者の

要請を受けて、その遺言の趣 旨に従って受託者になる。なることによって初め

て受託者の信託関係が発生 しまして、そして信託義務履行とい う効果がそこに
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生 まれて くるわけであ ります。

しかし、もし拒否されても、信託が無効になるんじゃなしに、別の受託者を

選任すればいいわけであ ります。先ほど申しました49条 の2項 「遺言二依 り受

託者 トシテ指定セラレタル者力信託 ノ引受ヲ為サス又ハ之 ヲ為スコ ト能ハナル

場合二之 ヲ準用ス」 とあって、そ うい うときには裁判所に新 しい受託者の選任

を請求するとあ りますから、そこで受託者が義務履行をする前提の手続 として、

遺言執行者が信託の引き受けをなすかどうかを確かめて、そして引き受けす れ

ば、そ こにその受託者を受託者 とするところの信託関係が発生 して、義務履 行

になる。 もしそうでなければ、他の受託者を選任するとい うことにな ります,

しか し、そ うだからといって、遺言信託がその受託者の引き受けによって初

めて効力を生ずる、 ということにはならないのでありまして遺言者の死亡によ

って、遺言信託そのものとしては抽象的にそこで発生する、有効になる。その

現実の遺言の執行 としての信託財産の受託者への移転、そ うい う遺言執行とい

う行為がなされた後に初めて、そこにその受託者を受託者 とする信託義務履行

が始 まる、こういう意味であります。そこの関係を混同しない ようにお願いし

たいと思います。

ですか ら、指定された受託者がまだ任務を引き受けないときには、その受託

者は信託義務履行の責任はないとい うわけです。 しか し、遺言信託がその段階

ではまだ全然発生 してないというんじゃなしに、遺言信託とい うものは一方行

為をもってする信託でありますから、そこで受託者の任務引き受けの有無にか

かわ らず、一応遺言信託として効力を生ず る。しか し、現実にその受託者に権

利が移転 し、それが信託義務を履行するか どうかは、遺言執行者と受託者と指

定されている者との間の行為によって初めて有効になる。つまり信託の義務履

行の効果がそこか ら発生するとい うことであ ります。そ こは少 し観念を別にし
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て、普通の一般の遺贈 と違った効果がある、とい うことを申し上げておきたい

わけです。

(5)遺 留分違反の効果

それか ら、その次の遺言信託における遺留分違反の効果であ ります。遺留分

とい うのは、 ご承知のように、相続分とい うものが皆それぞれありますね。た

とえば妻は二分の一、息子たち全員で二分の一を受けるわけです。 ところが、

遺言によりまして、その相続分以上の贈与がなされ る。たとえば長男が後の商

売も皆や って くれるとい うので、長男に遺産の三分の二を相続させ、妻は六分

の一 ぐらいに し、一方他の子供が六分の一を相続す るとい うような形で、相続

分と違 った遺贈をするとい うことはしばしばあるわけです。そ うした場合に、

遺留分の現定によりまして、遺留分の権利がそれぞれ法律で決まってお ります

から、その範囲を超えたものについては、遺留分の減殺請求権とい うものがあ

る。 これは民法の規定で明白になってお ります。(民 法1,042条)

そこで、遺言信託の場合、遺留分に違反するかしないかを何によって決める

かということであります。 これは遺言信託におきまして、信託財産を全部受託

者に移転す る。 そして受託者は、 全財産のうちか ら三分の一を婚姻外に与 え

る、三分の一を長男にやるとか、そ うい う内容が盛 られ るわけですね。そ うし

た場合に、遺留分に違反しているというのは、言 うまでもなく受益者がもらっ

ているものを中心に考えていくとい うことです。そ うすると、遺留分の減殺 と

いうのはもっぱら、遺言信託においては、受益者がもらうものが本来の相続分

に達しているかどうかでその効果を考えるべきだ、とい うことになるわけであ

ります。 ところが、減殺請求権を行使 しない限 りは、遺留分に反する遺言 も当

然無効ではないのであります。そこで、遺留分に違反 した受益者、たとえば本

来もらうぺき以上のものをもらった受益者があった場合に、それは無効とはい

えない。だから、遺留分に違反 しているか どうかは、 まず第一は受益者を中心
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に考えて、受益者のもらう権利を計算して、そして遺留分に違反 しているか ど

うか、つま り受益者のもらう分が、相続分 と遺留分に違反 しているか どうかを

決める。受託者に移転する財産権の内容によるんじゃなしに、受益者によって

取得される受益権の対象たる財産をもって遺留分に反す るか どうかを決めよう

とい うわけです。

そうしますと非常にむつかしい問題が起 こります。 これはもっぱら計算上の

問題になるんですけれども、受益権は多種多様の内 容を持 ち得 るわ けですか

ら、 「いつ幾日、もしこの人が成年に達した ら、あるいはこの人が事業に成功

した とか、大学を優等で卒業したら、この人にや ってくれ」とい う場合、遺留

分に反す るかどうかの算定が非常にむつか しい。条件つき権利があった り、あ

るいは、停止条件ならまだわか りますが、解除条件づきの受益権 もあるわけで

すか ら、そのときに遺留分に反するかどうかを算定するのは、非常にむつかし

い問題があ ります。 しか し、これは計数上の問題であって、遺留分に反するか

どうかを受益権について決めれば、理論的には決められるだけの効果を持つわ

けです。そ うい う意味で、算定はむつか しいかもしれませんが、遺留分違反は

受益権について考える。 こうい うわけであります。

減殺請求権が行使されるまでは有効であ りますから、遺留分に反する受益者

の権利を認めた遺言信託 も、当然無効にはならないとい う解釈ができると思 う

のであ ります。 これにつきましては異説があ りまして、遺留分に反する遺言信

託は無効だとい う説もありますけれども、それは遺留分違反の行為が当然無効

ではないとい う、遺言理論に関する基本的な考え方と真っ向から反しますので

やは り遺留分に反 した遺言信託といえども、当然無効ではなしに、受益者はそ

の反 した範囲において受益権は発生して、もらえる。ただ、後で他の受益者か

ら遺留分の減殺の請求があれば、そのときにその受益権が減殺されるだけの ヒ

とであって、 遺言信託 自体が取 り消された り、 無効になることはな いんだ。
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ですから、受託者の権利は、信託財産として当然に遺言信託によって受託者は

その権利の主体になる、 こうい うことになるわけであ ります。

ここが多少、今後、実際遺言信託ができます と、いろいろ問題が起 こると思

いますけれ ども、私はやは り信託は有効で、そして受益者相互間で遺留分の減

殺請求をやればそれでいいんだ、とい う考 えが正 しいと思 うわけであります。

したがって、遺言信託において遺留分に反した受益者がたくさん出てきまして

も、遺言信託自体が当然に無効になるんじゃない とい う意味であ ります。

(6)お わりに

遺言信託をめ ぐりまして、こうい う問題は、細かく言いますといろいろある

と思いますけれども、遺言信託の一番むつかしい ところは(4}の遺言の執行と受

託者の信託義務履行 との関係のところだろ うと思 うんです。この区別が、遺贈

の場合 とち ょっと違 うとい うことです。遺言信託によって当然信託関係は発生

するかもしれませんが、受託者は引き受けない限 りは権利の主体にならないと

い うことです。

実際まだ 日本ではあまり遺言信託の問題が現実に起こってこないので、解釈

上いろいろな問題をただ想定して、 向こうで起こっ ている問題を基準に考え

て、これだけの説明を申し上げただけであります。実際にいよいよ現実に遺言

信託が盛んにや られ ますと、むつか しい問題が起 こるだろうと思います。

遺言信託は、 日本ではあまり実例がないもんですから、非常にむつかしい問

題だろ うと思 うんです。強いて言いますと、いま申しました遺言の執行と受託

者の信託義務履行の関係、 これが遺贈につきましては、遺言が効力を生 じます

と当然に義務者が権利を持つ。その財産をBに やるとい うことにな ります と、

遺言が効力を生ずる、つまり人が死にます と、その遺産のうちで指定された部

分は受遺者に移る。受遺者はその分を放棄するのは自由であ りますけれ ども、

放棄 しな くても、一方行為であ りますから、一応そこに移る。民法の遺言のと
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ころの解釈ではそ うなっているんです。 しかし、遺言信託は、やは り一方行為

によって信託ができるんだか ら、遺言者が死亡すれぱ、当然そ こで信託行為が

一方的に成立する。あえて受託者が承諾 しようがしまいが、その受託者と指定

されている者に権利が移転するんだと解釈 したくなるわけです。

ところが、それでは引き受けを拒絶するとい う効果をどうい うふ うに理解す

るか……。そこがち ょっと、遺言を一方行為 としながらも、なお何か契約的な

要素みたいなことになって、遺言執行者が受託者に 「それじゃこれを移転 しま

す」、あるいは受託者が 「信託を引き受けます」 と言 うまでは、その受託者を

受託者とする信託は成立しないとい うのか、成立はしているけれども引き受け

を条件とする成立か、あるいは引き受けがな くても当然にその受託者を受託者

とする信託が成立するのか。 ここは、遺言信託は遺言でありますから、一方行

為として成立す るんだとい う理論からい うと、いかにも一見そ うい うふ うな解

釈にな りそ うに見えるんですが 受託者の引き受けの有無にかかわらず遺言

信託は成立する。それの方がいかにも一方行為 とする遺言の理論からは正しい

ように思 うんですけれども、引き受けとい う問題 と兼ね合わせますと、ちょっ

と問題が起 こるとい うことです。

向こうで しばしば問題にな りますのは、田の 「委託者が受託者を指定してい

ない場合と」②の「懇願的文言」の問題です。田はルールができております し、

② もルールができているぐらいですから、そこらあた りをお考え願 っておけば

あとは民法の遺言の実効、遺贈の効力とい うところを兼ね合わせて、信託理論

でどうい うふ うに考えるか とい うことをお考え願 うより仕方がないんじゃない

かと思います。
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信託法第3条(信 託の公示)

今度は第3条 に移 ります。3条 は、信託の登記、登録の問題です。登記ま

たは登録すべき財産権の信託は、信託の登記または登録 をしなければ第3者

に対抗することを得 ないとい う規定であ ります。ですから、何のために信託

の公示 が必要になるかということであります。

1.信 託の公示の意味

これは最高裁 大審院の時代の判例 がありますように、信託財産たるこ

との第三者に対す る対抗要件という意味であって、信託の法律関係全体の公

示という意味はないんだというのが、今 日の判例的解釈であります。

信託財産たることを第三者 に主張するとはどういうことかとい うことであ

ります。信託法第14条 をごらんになります と、信託財産の管理 または処分 に

よって得た財産は信託財産とす るという規定があります。これは、たとえば、

初め信託財産として家屋が移転 された。 ところが、それが火事で焼けて、保

険金 が入って くる。そうすると保険金請求権 が信託財産になるかならないか

という問題。それか ら信託財産を売却 した。そうすると売買代金請求権 が発

生する。 その売買代金請求権が信託財産 として処理 されるべきものかどうか

という問題であります。これは14条 の解釈上、当然信託財産になるわけです。

ところが、その信託財産たることを第三者 に主張するためには、登記、登録

すべき財産権については、信託の登記 または登録がない限りはそうい う主張

はできないとい うことになるわけです。

それから第15条 は「信託財産ハ受託者ノ相続財産二属セス」という規定であ

ります。これも信託財産は、受託者の名義になっておりますから、受託者が

死ねば、当然相続財産 として相続人が取得 し得るはずであります。ところが、

特に15条 で 「信託財産ハ受託者 ノ相続財産二属セス」 としてお りますから、

それは新 しい受託者の方に移 っていくわけでありまして、当然に旧受託者の
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相続人の相続財産と しては移 らないとい う意味であ ります。そうすると、相

続人たちは、おや じが持っている財産が信託財産で あるかどうかがわからな

い場合 もありましょう。それから相続人がもらって、そしてそれを第三者に

売り飛ば して しまうこともあるで しょう。そうい うことがいろいろ起 こると

思います。そこで、相続財産に属 しないという効果 を主張するためには、信

託財産が登記または登録すべ き財産であれば、その信託の登記、登録がない

限りは、そういう効果を主張で きない。「信託財産ですよ」 とい うことは言え

ない。 したがって、「相続財産に属 しませんよ」 とい う主張もできない。 こう

いうことであ ります。

それから第16条 、これはよく言われるように、信託財産に対す る強制執行で

す。信託前の原因、あるいは信託財産の管理の間に生 じた原因 に基づ く債権

で なければ、信託財産に対する強制執行、あるいは競売はで きないという規

定であ ります。そして、それにもかかわらず第三者が強制執行をしてきた と

きには異議 を主張できるとい う規定であ ります。「信託財産であって、 したが

って強制執行で きませんよ」 とい うことを主張するためには、登記、登録 が

なくちゃならんとい うことであ ります。 これも信託財産 として特殊 な取 り扱

いを受 ける効果を主張するためには、登記、登録がなくちゃならんとい うこ

とです。

それから第22条 、これはある人が第三者から信託財産について権利を取得す

る。ところが、その第三者の持っているものが信託財産であるというよ うな

ことは、 わからないわけです。そこで22条 の信託財産についての権利取得 に

ついて もその財産に信託の登記、登録があるかどうかという問題が起こって

くるわけです。

それから第31条 は、信託の本旨に反して信託財産を処分する場合には、信託

の本旨に反することを理由にして取 り消せ るという規定です。 これもその財

産が信託の本旨に反 して処分 されているかどうかを主張するためには、登記
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又は登録すべ き財産については信託の登記又は登録がなくちゃいけないとい

うわけであります。

上に述べたように信託法が規定 しておりますいろんな信託財産としての効

果を第三者に主張す ることが無条件にできるとす ると、第三者 として思わな

い損害 をこうむりますので、第三者を保護する意味で も、信託財産であるこ

との公示 をしておくことが必要だという意味で、信託の公示が認め られる、

こうい う意味であります。

それで、信託の公示 は、言 うまでもなく登記または登録すべき財産権であ

りますから、典型的なものは土地、建物 にっいてで あります。

それから登録 は、特許権、実用新案権等の無体財産権、工業所有権が典型

的なものです。

ですから、信託の公示 とい うことの意味は、第三者保護でありますので、

受益者が上述 したような信託法所定の効果を主張するためには、そうい う公

示方法がなされていなければならんということになります。

そこで問題は登記または登録すべき財産権で ない財産権は、信託財産で あ

るとい うことを主張す るのに何の公示方法もなくとも言えるのか、あるいは

公示方法がなければ全然言えなくなるのかということであ ります。

これにつ いては両方の説があります。ひとっは、登記または登録すべ き財

産権 については、信託の登記または登録がなければ第三者に対抗できない、

とい うのは制限的な規定 なんだか ら、制限のないような、登記 または登録す

る必要のない財産権 につ いては、無条件に信託財産であることを主張で きる

んだとい う解釈であります。 これは一応そう考えても、文理解釈上は無理で

はないわけです。ただ、そうします と、第三者が不測の損害をこうむ ること

をどうするかとい うことであ ります。

一方反対の説は、信託の第三者 に対する主張ができるのは、登記または登

録すべ き財産権であって、その信託の登記または登録 がある場合に限るんだ
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とい うことが、信託法に規定 されている以上は、それ以外のものは第三者 に

対抗できない、信託財産たることの主張はで きない、そういう意味だ とい う

解釈です。そうしますと、これは受益者 にとっては非常に不便なことになり

ます。第三者は都合がいいけれども、受益者は困る。一方無条件でで きると

いうことになりますと、受益者は非常に便利だけれ ども、第三者はたまらん

の じゃないかということなんです。

たとえば債権のような場合、債権 が信託財産 として譲渡 される。そ うする

と、その信託 を受けた者は債権者であります。そこで、前者の説のように信

託法の規定とは無関係にどんなことでもやれるんだということになると、相

殺の問題がす ぐにひっかかってきます。 ところが、自由に相殺 もで きるとい

うことになりますと第三者は困 る。他方、後者の説 をとって相殺は全 くで き

ないことになると、その債権については受益者は非常に損をする。そうい う

相殺のところがす ぐに問題 になってくるわけです。

それから債権の差 し押 さえということがあったときに、信託財産であると

いうことの主張もある。たとえば16条 の場合、登記 または登録すべき財産権

ということに限定 しておりませんから、債権の場合で も16条の効果は主張で

きるかどうかということが、やっぱり問題になります。そ ういうときに、債

権については信託の対抗要件はどういうふ うに考えるか、というような問題

であります。

この2つ の説につ きまして、いろいろ議論がありますので、私は、大分前

でありますけれども、信託法がいっている登記または登録すべ き財産権以外

の財産権 についても、公示方法をできるだけ考えたらどうだろうか。たとえ

ば債権の場合に、債権譲渡のときに、譲渡の通知のところへ信託 としてこれ

は譲渡す るんだとい うことを通知 し、そしてそれを債務者以外の第三者に対

抗するには、確 定日付をっ けておくよ うなことでいいん じゃないだろ うか。

そうい う説 を出 したことがあ ります。 それに対する批判はあま り聞かれない
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のですが、私は債権 についてはそういうことでいいん じゃないかと思 ってお

ります。実際問題 として、単純な債権が信託財産 になることは、わが国では

実務的 にはほとんど考 えられないわけであります。債権が信託 されるのは、

実は有価証券 とい う形 をとっている国債 とか社債 というようなものが多いの

でありますが、それにつ き`ましては、後でお話 します有価証券の信託財産表

示 とい うことがあ りますので、それで大部分救われる。 しか し、今は信託会

社が扱 わない信託 が、これからもしで きて きますと、単純 な債権が信託財産

になるとい うことも考えられるわけです。今のところは実際上必要 ないから、

私の説もそ う批判の対象 にする必要がないことになって、まだ批判 を聞けな

いわけであ ります。

私は、債権 については、登記または登録すべ き財産ではないけれども、信

託の公示 として、債権譲渡 にっいての通知の内容 として、信託財産 として譲

渡す るんだ とい うことを示 さない限りは、信託財産 としての債権譲渡である

ということを主張できない、というふ うにすればいいと思 うんです。しかし、

それはただ単なる私の解釈であって、それ じゃその解釈の根拠が信託法のど

こに依拠するのかと言われると、指示するだけの条文の根拠はないわけです。

債権の譲渡に信託 として譲渡するとい うようなことは、信託法3条 か らはど

うしても出てこないわけであります。信託法3条 は、登記 または登録すべき

財産権のことだけを言っている。ですから、それ以外のことにっいて何も公

示 を必要 としない じゃないかと言われたら、それまでであ ります。 しかし、

これと反対 に信託法3条 の規定以外の財産権 につ いては、信託の対抗は全然

で きないとい うように、両方の説のどちらかに割 り切るよりはましだと思い

ます。

そ ういうことで、一応通説の今 日の解釈 としては、登記 または登録すべき

財産権 に限って公示の問題が出るんだということであります。それ以外のも

のにつ いては、実はまだ未解決の問題です。両説ありますけれども、どちら
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かをとるということにします と、非常に受益者のために不便になります し、

あるいは第 三者が不測の損害をこうむるとい うこともあって、一刀両断には

できない。幸い今日の信託会社の扱 っている大部分の財産が、登記または登

録すべ き財産か有価証券かということになっておりまして、有価証券につ い

ては信託表示の規定がありますので、救われるとい うことです。それ以外の

ことは問題 になった らまたそのときに議論になるだろうと思います。

それからもう一つ は、信託の公示はこのように書いてありますけれども、

実務的にはほとんど公示をしないということが多い。不動産の場合はどうか

知 りませんが、有価証券にっいてはほとんど公示 をしないというのが実務的

なことでありますので、これも公示の問題は切実でないとい う一つの理由だ

と思 うのであ ります。ただ、不動産信託が行われますと、実際上、大いに問

題になると思います。

2.財 産権の処分の登記、登録 と信託の登記、登録 との関係

そこで、今度は信託の公示と財産権の処分の登記、登録 との関係でありま

す。

これも実体法上ははっきり区別 されて、財産権の移転 その他の処分そのも

のの公示 と信託の公示 とは全く別なことであって、切 り離 した2っ の処分 に

なる。これは最高裁の判例です。たとえば不動産を譲渡 した。譲渡の登記 を

するとい うことと、その譲渡が信託的に譲渡 された ものであるとい うことの

信託の登記 とは全 く理論的には別だ。信託の公示は信託財産たることを主張

するための登記ですから、財産権の移転だけの登記があっても、それは一向

差 し支 えないんだ。その場合には、信託財産たることの主張 がで きないだけ

のことだという解釈を、最高裁は大審院の時代から一貫 してとっております。

ですから、不動産 を、信託 を受けて、そして移転するときに移転の登記だけ

をして信託の公示 をしないではおかしいじゃないか。もともと信託財産とし

て移転 してるんだか ら、ただ単なる財産権 の処分登記は意味 ないん じゃない
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か、そうい うことで両方同時 に一体として登記をしなければそれは無効にな

るん じゃないか、という学説 も生まれそうに見えますけれども、そこをはっ

きり割 り切りまして、信託 として受けておきながら、財産権 を受託者に移転

するとい う登記だけをしても、受託者は単なる受託者たる地位において移転

を受けるとい うことにはならないでとにかく受託者の個人のものになってし

まう。そしてそれを信託財産 として第三者に主張するためには、 さらに信託

の登記を別にや らなければだめだとい う解釈になっております。このように

実務上は2つ は完全に理論的に区別されます。

ただ、ここに実務的に登記法上の登記手続の区別があるかないかとい うこ

とですが、不動産登記法の110条 の2「信託 ノ登記ノ申請ハ信託二因ル不動産

ノ所有権 ノ移転 ノ登記ノ申請 ト同一 ノ書面ヲ以テ之ヲ為スコ トヲ要ス」 とい

う規定がありまして、信託の原因たる移転登記と、それから信託登記 とを同

一の書面でしろということがありますか ら、両者は理論上は別でありますが、

手続上は一体 としてやれとい うことになっております。そうして110条 の5で

ありますが、「信託ノ登記ヲ申請スル場合二於テハ左ノ事項ヲ記載シタル書面

ヲ申請書二添付スルコ トヲ要ス」となっております。こういう1項 から5項

までのものがあ りまして、この内容が信託原簿に載って、申請書に添付 した

ものが信託原簿になって、それの記載は登記簿の一部 とみなし、その記載を

登記 とみなす となっておりますので、信託原簿というのは別に保存されてお

りますけれども、これは登記簿の一部だ。申請がありますと、登記簿にまず

信託登記 移転登記がされますね。そして信託原簿が別に残 っているわけ

です。ですから、ここで理論的には別のものが、手続上は一体 となっている。

だか ら、こういう信託の登記がされない限りは、仮に信託であっても、受託

者に対す る完全な所有権の移転 になって しまうということであります。だか

ら、手続上やるならば、信託の登記と、それから処分行為の信託の原因 とな

ったところの信託による不動産の所有権の移転の登記の申請と、同一の書面

一159一



になりますから、 ここでは2つ が一体 になっているとい うことになります。

そこで、手続上はそうい うことで一体 になる。これではっきりするわけで

あります。そ うしますと、110条 の5に 非常に問題になる条項が1つ ある。そ

れは5の 「其他信託 ノ条項」であります。まず信託の目的を、委託者、受託

者、受益者、信託管理人の氏名、それから信託の 日的、信託財産の管理方法、

信託終 了の事由、 ここまでは具体的 に特定 されております。信託の目的は多

岐 にわたりますけれども、一応目的とい うことではっきりする。 しかし 「其

他信託 ノ条項」 とい うことが問題になります。

3.信 託の対抗の意味

そうしますと、信託財産たることのほかに、信託条項の対抗ができるのか

どうかとい うことが、ここで問題になってくる。手続法上の問題で、信託法

の3条 が、信託 の対抗という言葉がそもそも起こってくる。先ほどから言って

おりますよ うに、また初 めに 「信託財産たることを第三者 に主張 し」 と記載

しましたよ うに、「信託財産でありますそ」 とい うことだけの主張 になってい

るのが、今日の最高裁の判例なんです。

ところが一方、不動産登記法では、信託条項を記載 して、それが登記簿の

一部になるわけですから、「その他の信託条項」も主張で きるのではないかと

い うことになる。そうすると、信託条項 としていろんな特約 をっけても、そ

れが全部第三者に主張で きることになるのではないかという問題が起 るので

あります。これは信託登記手続上の規定の問題であ りますから、いかにも実

体法上の対抗要件 という形 になるようなことは ないという考えをする人があ

るかも知れませんが、これは実は未解決の問題なのであります。

そうい うことで登記法の規定によりますと、「信託の対抗」 という観念は、非

常に広がって くるん じゃないかとい うことであります。それは問題 として提

起 しておくにとどめます。 しかも具体的には信託条項 は、信託原簿にはあまり

細 かく書いてないようです。信託業界では不動産の信託登記を実際にや られ
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ると思いますが、信託原簿にはそんなに詳細に書かれないようです。つ まり

信託約款に書いてあるようなことを全部書いてあ りませんね。 しかし、書 き

ますと微細 なことまで主張できることになる。そ うすると、最初 にありまし

た信託財産 として信託法14条 、15条 、16条 、22条 、31条 等の法律効果を主張

で きるということよりも、 もっとさかのぼって信託条項に書いてあることを

全部主張で きるように見えるわけです。そこを一体 どういうふ うに考えるべ

きか、実は大 きな問題であ りますが、まだその点にっいては詳細に議論 され

たことがない。私は大分前に、信託の対抗 とい うことは一体 どういうことに

なるんだろ うかとい うことを書いて、疑問を提出 しただけであります。実務

的に問題になることがないもんですから、これもまた実際問題が起こるまで

は、解釈はどうなるか……。裁判になることはめったにあ りませんから、そ

のままになってお ります。理論的には非常に困 るわけであります。

4.第 三者の範囲

それから第三者の範囲、これは信託の当事者、信託の関係人、委託者、受

託者、受益者以外の第三者。ただ し相続人は、 もちろん包括承継人でありま

すか ら、包括承継人以外の者 とい うことになると、おのずから民法の不動産

の登記 と同 じような第三者 です。ただこの場合、言 うまでもなく、民法の場

合 と同 じように、正当利益 を有する第三者でなくちゃならんとか、あるいは

背信的悪意の取得者は第三者にならんとか、そうい うことは民法の不動産登

記の場合と同 じように、第三者の範囲を考えていいんじゃないかと思います。

それから、対抗することを得ないという意味も、 これも無効 とかいう意味

じゃなしに、第三者 に対 して対抗することを主張すれば対抗で きるし、第三

者の方からそれを認める場合にどうなるかとい う問題、これは特に信託公示

の問題ではありませんので、これぐらいにしておきたいと思います。
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5.有 価証券の信託の公示

きょうは有価証券につ いて信託の公示 をどうするかという問題です。

有価証券 につ きましては、有価証券の信託財産表示及び信託財産に属する

金銭の管理に関す る件とい う勅令一 勅令 とい うときわめて前近代的な表現

でありますが、勅令 自身は、そういった時代、大正11年 ですから、やむを得

ません。大正11年12月29日 勅令519号 。信託法3条 の有価証券の信託表示のこ

とを扱っているのはこの勅令の第2項 であります。

(イ)有価証券の意義

ここで一応、ご存 じだと思いますけれども、有価証券の意義、どうして有

価証券が成立するかとい うことを、簡単にお話 しさせていただ きます。

これは初歩的 な知識でありますけれども、有価証券、権利が紙に化体す る

(Verk6rperung)し てるという考え方、それか ら有価証券は流通性に重 きを

置いた英米法のnegotiableinstrument、 こういう2つ の考え方があるわけで

すが、いずれにしまして も有価証券 というのは、権利が発生 したり、あるいは

移転 した りするの に必ず証券とともにする。そ うい う権利関係がその証券と

ともに一体化 しているという現象。 したがって、証券を取得する者が、特 に

悪意または重大な過失 がない限り、その証券が表示 している権利を取得する。

そ ういう法律関係を有価証券性 と言っているわけです。

法律効果なり概念はそれでいいとして、どういうものが有価証券であるか

とい うことは、実は条文では、法律 自体はっきりしていない。先ほど申 しま

した権利 と証券 とが一体化 しているという表現も、法律 自身がそんなことを

言ってるわけではないんで、その効果を見て、なるほどこれは一体化 してい

る・あるいは流通性が付与 されているということから、逆にこれは有価証券

だというふ うに定義す るわけですから、条文 を見ても、これが有価証券だと
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はっきり書いてないわけです。たとえば手形でも、手形法自体に有価証券 と

いうことが特にうたわれているわけじゃない。

そこで、有価証券は一体 どういうふ うにして成立するかということであり

ますが、今Elの 通説的な見解としては、有価証券は、法律で権利と証券 との

一体化、あるいは流通による保護が認め られている、そういう法律効果の側

から、逆に有価証券だとい う定義 をするとされています。たとえば転々流通

する場合の善意取得の法則、手形法で記載を要求している要件事実を記載 し

なければ、手形の権 利が発生 しないという効果、手形法で認められているわ

けですから、その意味で、法律の規定から有価証券であると認められること

は言 うまで もないんです。ですから、法律の規定か ら見て、有価証券性がは

っきりしているということが言える場合 もあります。

そんな場合は問題 ないのであ りますが、問題は、慣習的なもので有価証券

が成立するだろうかどうかとい う問題であります。これは一番むつ かしい問

題であ りまして、長い間の慣習によって、法律 自体はそういう効果は別に規

定 していないけれども、主として商慣習上そういうことが認められていると

いうときには、やは りそれは有価証券だと考えられるかどうかとい う問題で

あります。 これも実は、わが国 においてはいまだそのような存在が確認せ ら

れたものは、そんなにた くさんないわけであります。

そこで、そういうふ うに法律または慣習によって証券 と権利の一体化が認

め られるということになりますと、一体日本の信託受益証券は有価証券 にな

るのかならないのかということが、一番問題になってくるだろうと思います。

これも実は、当初、貸付信託法ができていない時代 におきましては、受益証

券は有価証券になるかならんかとい うことが問題になっていたわけでありま

すが、貸付信託法がで きまして、貸付信託法 自体の中に、譲渡性 が 証券

とその権利の譲渡とが一体化 しているという規定が置かれましたので、少な

くとも貸付信託 における受益証券が有価証券 になる。こういう解釈が出てく
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るわけです。貸付信託、これは無記名の証券の場合 はもちろん問題 ないんで

す。貸付信託法による記名の証券が有価証券になるかならないかとい う問題

としては、貸付信託法の条文の中に譲渡は必ず証券 とともにしなくちゃなら

んという規定がありますので、私はその意味で、貸付信託法 による信託受益

証券の有価証券性 は認められるとい うことを、かつて発表 したこともござい

ますので、これは学界においてもだれも疑 う者はないわけです。

問題はそれ以外の受益証券、たとえば単純 な金銭信託の受益証券、そのほ

か有価証券 を信託財産 とした信託受益証券、たとえば管理信託の場合の受益

証券のようなもの、これを有価証券と見るかどうかとい うことが、非常にむ

っか しい問題 になるのであります。私は、結論だけ申 しますと、残念 ながら、

特に貸付信託法のような特別な条文がない限 り、慣習的に受益証券を有価証

券 とするとい うことは、無理 じゃないかと思 っているのであります。 もっと

も慣習的にそ うい うものを有価証券とするとい うことになれば、大変結構な

話なのでありますが、 ちょっと無理 じゃないかと思っておりますので、いま

の ところでは、その他の信託の受益証券は有価証券 とは見 られないとい うふ

うに、結論だけ申 し上げるほかないと思います。

ただ問題は、いっ も質問を受けるんですけれども、営業信託 にお きまして

は、必ず証書 を作成 しなくちゃいかんということになっているよ うでありま

す。 これは信託業法の細則 に規定 されているわけなので これは行政監督のた

めにされているのであって、私法的な意味の関係 において、あの規定がある

から証券をつ くらない限 りは、営業信託において信託受益権 が発生 しないん

だという解釈はちょっと無理 じゃないか。もし私法的にも営業信託 において

は証券 をっ くらない限 りは信託関係は発生 しない、 したがって受益権 も発生

しない、という解釈ができれば、営業信託の場合 においては、すべての受益

証券は権利の発生について証券の作成が必要だとい うことになるんですが、

いまのところは、信託業法だけではちょっと無理だと思いますので、それだ
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けでは有価証券が成立 しているという解釈はで きないと思います。

その他営業でない場合の信託に至 りましては、ますますそうでありまして、

そうなりますと、どうもその他の信託の受益証券は単純 な証拠証券 としか考

えられないんではないかということになります。

そこで、それではなぜ有価証券性が一般の受益権 にっいて言 えないかとい

う議論 を申 し上げるのは、ちょっと時間がかか りますので、これは大分前で

ありますが、私がかつて 『信託』誌上に、"信託受益権の有価証券化"と い う

問題で、なぜそこで信託受益権は有価証券化するになじまない権利であるか

ということを発表 したことがございますので、それをごらん願った らいいと

思います。いずれにしましても、結論として、一般の信託受益証券は有価証

券ではないということになります。

⑪有価証券の信託の公示方法

そこで、もとへ戻 りまして、信託法3条2項 「有価証券二付テハ信託ハ勅

令 ノ定ムル所二依 リ証券二信託財産ナルコ トヲ表示 シ……」云々という規定

をこれからいろいろ考えていきたいと思います。1項 の信託財産につ きまし

ては、不動産の場合にはほとん どの場合に信託の登記をなさっておりますの

で、実例 として非常に豊富だと思います。前回も、ここで信託条項の対抗 と

いうものはどうい うことを言 うんだろうかとい う疑問が出る、というお話を

申し上げたのであります。 ところが有価証券にっ きましては、皆さん十分 ご

承知のように、ほ とんど実際信託の表示 をして居 られないと言ってもいいん

じゃないかと思 うんです。たとえば管理信託の場合でも、む しろ172頁 以 下に

信託の公示方法の排除の特約の効果とい うところにありますよ うに、これに

っいては信託の表示 をしないとい う特約づ きの約款の方が多いと私は感 じて

いるんです。それほど有価証券についての信託表示は実例 としては少ないと

い うことです。

なぜそ うなるのかということですが、これは信託銀行 に対す る一つの信頼
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関係、信頼性 が非常に高度である。信託表示 をしなくても、第三者から差 し

押 さえされる心配 も要らん し、信託銀行が不当に処分することもないだろう

とい う信頼が・大 きな理由になっていると思います。そういう表示 をす るこ

とがめんどうで あるし、またそ ういうことが信頼一 信託銀行に対する信頼

とは別な意味 における委託者に対 しての社会的信頼がこわれるから、と

い う理屈の側からも、一つの理由となるのかもしれませんが、委託者側から

の信託銀行 に対する信頼性、信頼感 というものが、主たる理由になっている

と思います。

それは別 としま して、信託法3条 のお話をする順序 としては、3条 の問題

点をここでお話をす る必要があると思います。 そういう意味で、実益のない

お話 になるかもしれませんけれども、2、3の 問題点を検討 してみたいと思

います。

3条 の2項 によりますと、「有価証券二付テハ信託ハ勅令 ノ定ムル所 二依 リ

証券二信託財産ナルコ トヲ表示 シ株券及社債券二付テハ尚株主名簿又ハ社債

原簿二信託財産 タル旨ヲ記載スルニ非サ レハ之ヲ以テ第三 者二対抗スルコ ト

ヲ得ス」 とい う規定になっております。そこで勅令なるものを見ます と、勅

令の第1条 は 「信託財産の表示」 としまして、「信託法3条2項 の規定 による

信託財産たることの表示 は、委託者 または受託者の請求により、公債、株式

または社債にっ いては発行者 または公証人、その他の有価証券については公

証人がこれをなす」 と書いてあります。「ただ し国債 にっいては日本銀行をし

てこれをなさしむることを得」 という規定になってお ります。

ここでは、信託財産たることの表示 は、公社債、株式 にっいては発行者

これは会社の場合は発行会社、あるいは公証人。その他の有価証券につ いて

はどういうことをす るかとい うと、公証人がこれをなすということになって

おりますが、信託法3条 の2項 の具体的な法令である勅令では、「信託財産た

ることの表示」だけであります。

166



第1項 の登記または登録すべ き財産権ご 一不動産の例で申 します と・不動

産登記法の信託の登記のところで前回お話 ししましたように・ここでは信託

約款の中の信託のいろんな細かいところまで も、「その他信託条項」が表示で

きるということに、不動産登記法で なっております。 したがって、単に信託

財産たることの表示だけじゃなしに、信託約款の中のいろんな細 かい信託条

項までも、登記で きるとなっております。実際におやりになっているところ

を見ます と、そんな細かいことは書いてないで、不動産につ きまして・信託

条項のごく大筋だけ しか登記 しておられないようで あります。 しかし・3条

の1項 では、単に信託財産であることの表示だけじゃなしに、細かい信託条

項 までも表示の中に入っているようです。登記事項になっております。

そ うい う細かい信託条項が書かれてあることにどうい う利益があるかとい

いますと、これは主 として信託違反のことになるわけです。31条 で、信託違

反になるかならんかということが、条項から見ると非常によくわかるわけで

す。しかも31条 を見ますと、 「登記若ハ登録ア リタル トキ」 となっております

ので、その違反で あるかどうかを信託条項から見なくちゃいかんわけです。

そこで、実際やっているような、ああい う荒っぽい条項だけでは、31条 との

関連で不十分 じゃないかと思います。

いままで、信託銀行がそんな違反 をなさらないもんですから、法律的な問

題になりませんので、われわれとしては大変残念に思っているんです。法律

家というのは、とかく法律的な問題が出るのがうれしい。そうい う意味 から

言 うと、せっかく信託の登記に信託条項 を登記で きるというのに、それがな

いと信託違反かどうかもわからない。 したがって、31条 の取 り消 し権 が行使

で きないことがあるのかないのか とい うことの議論がで きる余地があるにも

かかわらず、いまだ1回 もそうい うことが問題になってないとい うことは、

大変めでたいことであると同時 に、法律家 としては大変残念なことであ りま

す。
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それで、不動産につ きましては、そういうふ うに非常に細 かい規定を置 い

ているにもかかわらず、有価証券については、単に信託財産たることの表示

だけになってお ります。ですから、どういう条項で有価証券の信託 がなされ

ているかということは、一切表示 の内容になってないわけです。したがって、

この場合に31条 との関連 をどうするかとい うことであります。31条 では、登

記または登録すべき財産権につ いては云々、その他の財産権 については悪意

または重大な過失ということを言っておりますので、登記 または登録すべ き

財産権でないときにはどういうことになるか。有価証券にっいては悪意また

は重大な過失の方に来るのかどうかという問題で、多少議論が出ると思いま

す。 しか し、ここには一応信託財産たることの表示だけで、細 かい信託約款

が表示 されておりませんので、信託違反であるかどうかはわかりっこない。

ただ信託財産であることだけの、 したがって、それは信託法14条 以下の信託

財産たることによって保護 される規定、それの保護だけを受けるとい うこと

になるわけです。

この公示方法にっきましては、先ほどの勅令 を見ますと、 きわめて簡単 に

なっております。たとえばその2条 によりますと、「公証人による表示」 とい

うことで、「公証人前条の請求を受けたるときは、信託表示簿に証券の種類及

び番号並びに委託者及び受託者の氏名を記載 し、証券には信託財産なること

及び登簿番号 を記載 して日付 ある印章 を押捺 し、なおその印章をもって信託

表示簿と証券 とに割印をなすべ し」 となっております。ですから、ただこれ

は信託財産ですということだけしかわからない。

公社債、株式 にっいての公示方法 と同 じようなことが、その他の有価証券

についてはなされるとい うわけでありますが、公社債、株式の場合 には、信

託法本文で特別に株主名簿、あるいは社債原簿に信託財産たる旨を記載 しな

くちゃならん。そ うい うものがないときには、第三者 に対抗することを得な

いということになっております。株主名簿、あるいは社債原簿に信託財産た
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る旨の表示 がなきれていると詳 しい信託条項 なんかは、そ ういう場合にも必

要としないとい うわけで あります。

公債、社債、株式、こうい うもの以外の ところについてはどうい うことに

なるかというと、これも2条 によりまして、公証人が備 えつけてい る信託表

示簿に信託財産たることを書いて、委託者、受託者の氏名を書 くだけであり

ます。

その他の有価証券につ きましては、これはご承知のよ うに、一番典型的な

ものは手形で しょうね。そのほかに貨物引換証とか、倉庫証券 とか、船荷証

券とか、いろいろありますけれども、そうい うものは実際珍 しいことで、社

債以外といえば主として手形 が多いと思います。手形につ きましては判例も

出まして、手形 について信託表示があったかなかったかということが議論に

なった事件が一つ二つ あります。手形については問題がありますが、貨物引

換証 とか、倉庫証券につ いて事件 になったことはないよ うであります。手形

にっ きましても、ただ信託財産たることの表示だけであ ります。

内有価証券信託における信託約款の公示方法

次に、有価証券信託 における信託約款の公示方法の問題に入 ります。

先ほど申しましたよ うに、登記、登録すべき財産権の場合の登記、登録の

内容と、有価証券の場合とでは、非常に違 った扱いになっている。ところが、

一方信託法31条 の信託違反の場合に、相手方あるいは転得者においてその処

分 が信託の本旨に反することを知 りたるときは、受益者 はこれを取 り消せ る

わけですから、そこで委託者 としては、単 に信託原簿 に記載 してもらうとい

う公示方法だけで満足 しないことが起こる。 これは信託会社のような場合 に

はめったに起こりませんが、だんだん信託制度が発展 しまして、銀行 を離れ

た私人間で信託が利用されるようになると、登記、登録すべき財産権以外の

有価証券の信託において、勅令以外の方法 において何かひとつ方法 を考 えて

もらえないか、という要望が出ると思 うので あります。現在のところでは、
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有価証券信託 におきましては、信託約款なるものの公示方法は、少なくとも

勅令の範囲内においては認められてお りませんので、これは非常にむつ かし

い問題をはらんでお ります。

というのは、3条 の2項 と勅令 とを見ますと、まず第1に 信託財産たるこ

との表示 をするわけです。それ以外のことは書いてない。しかし、「之ヲ以テ」

とい う言葉 がありますね。「之ヲ以テ第三者二対抗スルコ トヲ得ス」の 「之ヲ

以テ」 とい うことは、「信託財産 タル旨ヲ記載スルニ非サ レハ之ヲ以テ」 とい

うことかといいますと、信託財産たることをもって第三者に対抗す ることを

得 ない、それだけの意味に しかとれない。ところが、3条 の1項 では 「登記

又ハ登録スルニ非サ レハ之 ヲ以テ第三者 二対抗スルコ トヲ得ス」 とい う場合

の 「之 ヲ以テ」 とい う表現は、信託財産たることの表現だけ じゃなしに、信

託約款の中に示 されているいろんな条項 までも第三者 に対抗することを得な

い、 というふ うに読めるわけであ ります。不動産登記法に比例 しますとそう

い うことになる。だから、3条 の1項 では非常に包括的な対抗要件 になって

お りますが、3条 の2項 、有価証券については、単に信託財産た ることだけ

の対抗 に制限されているわけです。

ところが、31条 の悪意または重大な過失であれば、登記 または登録すべき

財産権以外のものにっいても取 り消 しがで きるとい うことになりますと、そ

の悪意 または重夫な過失 というのは何によって証明することがで きるか。 こ

れは受益者 としては重大 な利害関係があることなのであります。これにっい

てはいまだかって問題になったことがあ りません。実務的にもほとんど問題

提起 されておりません。

たとえば株券の場合でも、勅令によると、株主名簿に信託財産 ということ

を載せるだけですから、それ以上のことをしないとなると、仮に信託会社が

信託の本旨に反した処分 をした。そうしたときに、相手方や転得者 に対 して

受益者 が 「その処分はけしからんから取 り消せ」 と言った場合、第三者 が悪
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意であるということの立証効果は全然ないわけです。それを受益者の保護の

ためにはどうしたらいいかということを考える。これはほんとうを言えば有

価証券の信託財産表示 に関する勅令で、もう少し有価証券についての・たと

えば 「公証人は必要 と認めるときは、重要なる信託条項を記載することがで

きる」 とい うことで もやっておけばいいんじゃないかと思います。これは勅

令で、現在政令になってお りますから、議会の承認なしにできますのでね・

ただ、現状としては有価証券信託 というのはあまり行われませんので、そこ

までの熱意が出てこないかもしれませんが、一般に庶民間において信託を利

用することになれば、勅令はもう少 し改正 しないと、少なくとも31条の受益

者保護の観点からは、31条 の存在価値 を無意味にならしめるとい うことが言

えると思 うんです。その意味で、勅令の改正 と、何 らかの形で悪意または重

大な過失 ということの立証を考えてやる必要があるんじゃないかと思います。

しかし、現在ではそ ういうことで、悪意 または重大な過失を立証す る方法が

非常に少ない。幸い受託者 が信託会社で ございますので、その点の問題はな

いとい うことは言えると思います。

信託財産の表示 にっいて、前記の勅令第1条 で有価証券の範囲を限定 しな

いで、「その他の有価証券にっいては」 となっておりますので、有価証券 とい

うことになれば、どんなことでも一応公証人によってやれるということにな

ってお ります。 その点が助かっているわけです。ですから、今後、信託受益

権についての端的な有価証券性が認められるような商慣習がで きてきますと、

公証人に言 ってやれる。公証人が 「そんなものは有価証券でない・ したがっ

て、それは信託表示を しない」 と言った場合 に、また一つ問題が起こるとい

うことになると思います。 まあ公証人に信託の理解があれば大変結構だと思

います。公証人がそこまで理解 してくれれば、大分おもしろい問題が起こる

と思います。これは公証人を教育 しないといかんわけです。

いずれにしま しても、有価証券 につ きましての信託の公示 としての問題点
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はその程度で終 わります。

6.信 託の公示方法の排除の特約

今 日、ほとんどの約款の中に、信託の公示方法をとらないという約款が、

かなりの範囲において、特に有価証券 につ きましては、ほとんど公示方法 を

とっていらっしゃらない。それでいままで事故も起 こりません し、差 し支え

もないし、その特約をめ ぐっていろいろ法律問題は起こりませんけれども、

一たん何か問題が起 こったときにどうなるかという問題であります
。

④受託者の責任

特約というのは委託者、受託者側の特約でありますので、 したがって受益

者 としては、そういう特約 について一体権利を持つのか持たないのか。受益

者は信託約款 どお りの権利 しか持たないので、受益者の権利があるかないか

という問題は、あまり議論す る余地がないとは思います。ただ、受託者が、

どんな場合で も、そうい う特約 があれば信託の公示方法をとらなくてもいい

のかどうかという問題が、やはり一つ残 るん じゃないかと思 うんです。それ

は最初の約款で 「この信託 における信託財産にっいては信託の表示をしない」

とい う特約がで きている。 ところが、受託者が信託銀行の場合 には問題 にな

りませんから、これも今までは問題 になりませんけれども、信託制度が広 く

一般 に利用 されて きますと
、庶民間で 「こいつひとっ頼みますわ」 というよ

うなことでやった場合、その頼 まれた者が、初めは 「特約で排除しておきま

す」 と言った。 ところが、その後受託者側の資産内容が非常に悪 くなって き

た。ひょっとすると受託者の個人債権者の方で差 し押 さえに来るかもしれん。

そうした場合に、ご承知のように、16条 の強制執行、競売の禁止とい うこと

があります。ですから、最初特約 をしたけれども、その後受託者の資産状態

が非常に悪 くなって きた。そ うしたときに、特約があるか らとい うので、の

ほほんと、みすみす公示方法 をとらないでおった場合に、受託者 はどんな場

合で も特約に依拠 して責任を免 れるかどうかとい う問題であります。つ まり
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受託者の責任 ということです。

これは実例がありませんので、何 とも申し上げかねるわけですが、この次

の条文の信託法第4条 、受託者の職務のところで問題になってくるところで、

「受託者ハ信託行為ノ定ムル所二従 ヒ信託財産ノ管理又ハ処分 ヲ為スコ トヲ

要ス」 ということになっております。これにつ きましては善管義務というこ

とになっておりますが、そこで信託行為に定めてあるんだから、一切 どんな

ことがあっても善管義務 として、みすみす差 し押 さえを受けて受益者は非常

に損 をするとい うことがわかっていても、その特約だけでいいのかというこ

とで あります。

これは非常にむっかしい問題になりますけれども、民法の1条 に信義誠実

の原則とい う問題があります。そこの関係で、特約が最初にあるからという

ので、緊急の場合にそうい う表示 をすることが善良なる管理者の注意として

要求 されるかどうかという問題であります。これは実例 がないので何とも申

し上 げかねますけれども、今日の一般の民法の信義誠実の原則は非常に弾力

性のある解釈がされておりますので、特約があるか らその特約にのほほんと

してあぐらをかいていい、というふ うには考えられていないのであります。

信託 の場合ではありませんが、特約に依拠 して、これはその特約どおりやれ

ばそれでいいということは、むしろ信義則 に反するという事例がぼちぼち出

て きてお りますので、この場合、信託の公示方法の排除の特約 に依拠 してや

っておれるかどうかということが、やはり問題になつてくると思います。 し

たがって、この次の条文のところで も触れていきたいと思いますけれども、

受託者の信託行為によって、善良 なる管理者の注意による信託事務の処理 と

いう中に、排除の特約がある場合 に受託者の責任がどこまでそれに依拠 して・

「信託行為にそうあるんだから、4条 によっておれは責任を免れ保護 される

んだ」 と言 えるかどうかという問題 が、いずれは起 こってくると思います。

信託銀行にそんなことが起 こるという意味 じゃありませんよ。信託銀行が破
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産 しかけたり、債務で赤 くなったりすることはないんで、そんなことを言 う

と日本全部だめになりますから、そんなことは申しませんけれども、一般 論

として、民 法第1条 の信義誠実の原則 との関係で、排除の特約だけではどう

かとい うことであります。その意味で受託者の責任 とい うことです。

(口)受益者の権利

一方、受益者の権利としては、受益者は受託者が善管義務に違反 している

ということをもって、特約があっても、緊急の場合には特約に反 してでもい

いから、16条 の保護を受けるような行為を受託者がとって くれることを要求

す る権利が出て くるかどうかとい うことであります。これも受託者の責任が

そこまで出るとなれば、裏返 した受益者の権利として、やはりそこに出て く

るんじゃないか。この解釈は、受益者保護に余 りにも傾 き過 ぎるとい う批判

が出てくるかもしれ ませんが、本当の受益者保護の精神 からい うと、特約が

あっても、それに依拠 しているだ けではいかん場合が出て くる。大部分は特

約に依拠 していいと思いますけれども、異常特別の事態 になっているのに、

みすみすそうい うことを処理 しないということが言 えるかどうか とい うこと

です。

これはこの次に4条 のところで触 れてみたいと思いますけれども、投資に

関す る受託者の善管義務とい うものがあります。受託者が証券 に投資するこ

とが認め られている場合、あるいはすでに投資されている信託財産 として株

式を取得 している。そういうときに、ある特約があっても、場合によっては

緊急な措置をしなければならないとい うことが認め られている判例一 もち

ろん外国の判例であります。そ ういう例がときどき出てきておりますので、

そういうことから言っても、 日本の民法の信義則 という考えが発動する余地

があるん じゃないか。だから、この次の信託法の4条 と民法の信義則 との関

係、一般論 として議論 されていいだろうと思います。

きょうは、ただそうい う意味で、特約の効果は絶対的であるかどうかに私
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は疑問を持っている。受託者の責任、 その裏返 した受益者の権利もときには

出てくるのではないか。その意味で、 もし信託銀行が異常特別の事態になれ

ば、即刻に公証人の ところへおや りになることがいいかどうかとい うことで

あります。大変失礼なことを申 し上げました。

きょうはそれ ぐらいに しておきまして、何かご質問がありました ら……。

有価証券の信託公示で、信託約款 を、公証人の信託原簿になぜ重要なこと

を書かないようにしたのか……。 これは私の全 くの想像でありますけれども、

結局有価証券は流通性を保護する。だから、流通性 を保護する意味では、公

示方法を詳 しく書いて信託法31条 の適用を受けるような事態にならない方が

いい、流通性 に着目して信託財産であるとい う程度の表示 に止め、特 に強制

執行 を受けるよ うな場合だけに限って保護するだけでいい、 とい うところか

らきているのかもしれません。む しろ受託者の信託違反のことを考えたら、

登記 または登録すべ き財産権 と同 じよ うに、信託約款の一部も、重要 な部分

も公示 しておいた方がいいとは思いますけれども、有価証券の場合にそれを

認めないのは、流通性の方が大事だということかもしれません。処分 を取 り

消 された りすることが、有価証券の流通をかえって阻害するというところに

あるのかもしれません。

前回を通 じてお話 しします と、3条 で一番問題 になるのは、3条 の1項 に

つ きましては、信託の登記または登録 とい うのは、信託財産たることの対抗

のほかに、信託約款の対抗 とい うことも当然問題 にされるべ きであるという

ところであります。そういう登記、登録がなくて も、たとえば不動産 につ き

ましては移転登記だけで移転の効果は生ずる。これは民法の177条 の適用がそ

のままなるとい うことです。信託の登記、登録が欠 けておれば、信託財産た

ることの公示、それから条項の公示が効果 を生 じただけのことだ とい うこと

です。

それから有価証券 につきま しては、 きょう詳 しくお話 ししましたように、
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条項の公示方法が全然ない。そこに問題がある。それをめ ぐって、4条 との

関連で、受託者は特約があるときにはそれを安全 としていられるかどうかと

い うことの問題に疑問があるとい うことです。
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信託法第4条(受 託者の義務)

第4条 は、「受託者ハ信託行為 ノ定ムル所二従ヒ信託財産 ノ管理 又ハ処分 ラ

為スコ トヲ要ス」 とい う規定です。この第4条 の趣旨をめ ぐりまして、いろ

いろ問題点 について説が分かれているわけであります。分かれているといい

ましても、通説は、条文の位置からいいまして、普通の受託者の義務の内容

は、信託行為の定めるところによってす るんだという趣旨に理解するわけで

す。

それはそれでいいのでありますが、信託法1条 で最初に問題になる受託者

の信託財産に対す る権利の性質をめぐって、特 に4条 で特殊 な権限内容 を明

らかにしたんだ とい う説が、間もなくあらわれて きました。これは意味 とし

ては理解で きないわけじゃないのでありますが、一体受託者が信託財産に対

して どうい う権限 を持 って権利の主体 となるかとい う問題は、私 もこの講義

の一番初 めに信託法1条 の ところで、ずいぶん詳 しくお話 をしました。そこ

で、受託者の持つ 「信託財産に対する権利」がどうい う性格のものかとい う

ことを、私は明らかに したつ もりでおります し、それから条文の位置 からい

いましても信託法1条 の信託の定義 に続いて4条 の規定 があるということに

なりますと、基本的 な権限が1条 で論争、解明されて、その解明 された結果、

受託者の4条 をどう理解するかとい うことになるわけであります。

そこで、信託法1条 で問題にすべ き問題 を、4条 で こういう規定があるか

らとい うことで逆 に説明することは、ちょっと場違 いだろうと思います。 し

かし、受託者の信託財産に対す る権限をこの条文で示 したという説によれば、

権限内容が信託行為の定めるところによって決まるんだとい うことを解釈 す

るだけになります。私は通説のよ うに、受託者の義務の内容 が信託行為の内

容 によって定 まるとい うことを主た る趣 旨にした規定だと理解 してい るわけ

です。
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信託行為によって定まるということはどういう意味 かとい うことです が、

4条 は信託法関係の任意法規性の原則 を示 したものである。そうい うふ うに

理解することが、一番大事なところではないかと思 うのであ ります。信託法

が強行法規 か任意法規かとい う問題があると思います。 しか し、信託法の立

場か らいいますと、信託行為が当事者の意思によって決 まるわけであ ります

から 当事者 とは委託者、受託者でありますが、当事者の中に入 らないに

しても、信託関係人 として受益者があ りますから、それをどうい うふ うに理

解するかによって違って くると思います けれ ども、いずれにしても日本の信

託法は、1条 のところでお話 ししましたように、法定信託一一一当事者の意思

のいかんにかかわらず、信託関係が法の規定によって発生せ しめ られる

という議論 を認めない立場 を貫 いておりますので、当事者の意思によって初

めて信託関係は発生する。そ して発生する信託関係の内容 も、信託行為 によ

ってすべてが決められるんだ。そういうことを明 らかにした規定だとい う理

解の もとにこの規定 を読んでみますと、初めて第4条 の存在意味 も理解で き

るだろ うと思 うのであ ります。

だか ら、少なくとも信託の基本的 な成立要件、っまり財産権が移転 される、

そして受託者をして管理、処分せ しめる、その受託者の管理 、処分はもっぱ

ら受益者の利益のためにす る、こ うい う基本的な要件が備 わっておれば、そ

の内容いかんは全く信託当事者の意思 による。 したがって、その内容 を実現

する場合には、信託法の規定 は、一見強行法規のよ うに見えるもので も、任

意法規で解釈 していいんだという意味 を4条 であらわしている。そこへ もっ

て くるのは、規定の位置からいって も当然だとい うことで、私は従来、いろ

いろなところでお話をしているわけで あります。

ただ、 ここで問題 になるのは、そうするとすべてが任意法規か とい う疑問

です。たとえば22条 で、受託者は信託財産 を固有財産 とし、あるいは信託財

産について権利 を取得 してはならない、 とい う規定があります。これは一般
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的には強行法規だ。 これに反す るような規定 を信託行為の中でや って も、そ

れはいけないんだ とい う説が支配的です。

私は、22条 のところで詳 しく私の意見 を申し上げようと思います けれども、

22条 も任意法規だ。規定の性質上 そうあるべ きだと考えているんです、ちょ

っと行 き過 ぎな議論 かもしれませんが。信託法の解釈 としては、で きる限 り

任意法規性 をここにもって くることが、信託法の本来の意味 じゃないか。 日

本のように、法定信託 を認めないし、財産権 を他人に移転す るということ・

っまり信託の宣言declarationを 認めないし、それから消極信託 を認めない、

純粋に財産 を他人の利益のために管理、処分せ しめる、そういう意思内容を

持った法律行為とい う立場では、任意法規性 を表面 に打ち出すのが本当 じゃ

ないか。これが実は4条 の本来の趣旨だと私は思っております。この理解 を

す るか しないかによって、信託法の解釈の上 に非常な違いが出て くるわけで

あります。任意法規性が原則 であるとい うことになると、比較的スムーズに

理解で きます。

ただ、任意法規という場合は、当事者が信託設定の意思表示をしたときに、

その意思表示は、あくまで も委託者と受託者 との間の意思の内容になるわけ

です。 ところが、実際信託関係人としては受益者もおります。その受益者の

意思が任意法規性の上にどういうふ うに影響 を及ぼすかという問題が起こっ

て きます。っまり、受益者の同意 があれば、信託法規のいろんな要件 を欠い

た法律関係 が生まれても、それは適法な行為 と見るか、強行法規性 が受益者

の同意によって緩和 されるかどうか、仮に信託法の規定において強行法規 と

いうものがあるとしても、受益者の同意が強行法規性 を排除で きるかどうか

という問題が、非常にむっかしい問題 として起こって くるわけであります。

また22条 に戻りますけれ ども、22条 は強行法規で あるという説が、今 日、

通説みたいになってお りますので、そうであるとして も、信託設定の委託者 、

受託者 プラス受益者の意思がすべてその関係 を認めるといった場合、仮 に22
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条に違反 した行為で も、それで適法 な行為だと認めるというふ うに受益者も

同意 をするとい うところであれば、22条 の法律関係 がいわゆる強行法規性 を

発揮 しないことになると、一一種の任意法規 になりますので、そこで受益者の

同意 によってさらに信託法規の任意法規性 が補充 されるかどうかという問題

があります。これは強行法規であって、それに違反することは本来は強行法

規違反であるけれども、受益者が同意すればそれは強行法規違反にならない

のか、あるいはなるけれども受託者の責任が免除されるとい うふ うに理解す

るのか。そ うい う問題 があります。

しか し、そ ういう問題は別 として、少 なくとも任意法規性は信託法 を貫 く

原則でありますので、4条 はまさにそのことをいっている。権限の内容が信

託行為によって定まるという考え方 は4条 の本来の意味 じゃない、それは1

条で決まる問題であって4条 の趣旨は任意法規性の原則 を示す ものであると

私は理解 している次第であります。

その次に、任意法規性 を宣明 したところだとすると、この規定は、信託行

為の定 めるところによって、管理、処分するときの善管義務の規定 と解す る

のかどうかということが問題であります。

受託者の善管義務 を特に規定 したということは、4条 からは直接に出て き

ません。 しか し、債務者が善管義務 を負って、その義務 を履行すべ きである

とい うことは、民法の債権の一般理論としても、又解釈上もそ うなるわけで

すから信託法4条 が示 していると私 は理解 している次第であります。

一般的に私法理論 として、善管義務 と忠実義務、dutyofloyalityとduty

ofduecare、 この区別について、わが国 においては、残念ながら、私の提唱

しております全 く別個の性格のものであるという議論が、まだ十分には理解せ

られていないきらいがあ ります。特 に問題 になるのは、取締役の善管義務 と

忠実義務との関連性で あります。これは25年 の会社法改正時 にわざわざ入れ

て、なぜ入れたかということにっいて、当時私はいろいろ主張 したので あり
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ます。それを非常に高 く評価 している学説 もありますけれども、まだ善管義

務も忠実義務 も同 じものだとい う一般的な理解のもとに処理 しようという傾

向が、非常に強く残ってお ります。それはいままでの行 きがかり上、強 く区

別をしないとい うふ うに私は解釈 しているわけです。ただ、若い学者の中に

は、次第に善管義務 と忠実義務の体質的 な相違点 を理解 して くる傾向が感 じ

られますけれども、年配の先生たちの間では、もうひとつ釈然 としないよう

な解釈が されております。

商法の規定 はともか く、信託法の規定で申 しますと、忠実義務 は9条 を中

心に展開 され、善管義務は4条 を中心に展開されていると私は理解 しており

ます。4条 のほかに、特に信託法は22条 を別 に設けていることが、善管義務

と忠実義務 とを信託法の立場 においては異質なものとして考 えているとい う

一つの証拠だと思います。 これは信託法22条 のところで詳 しくお話 をしたい

と思いますけれども、明らかに違 った形でやってお ります。

それから信託法22条 だけ じゃな しに、そのほかに14条 があります。「信託財

産 ノ管理、処分、滅失、殿損其 ノ他 ノ事由二因 リ受託者 ノ得タル財産ハ信託

財産二属 ス」 とい う規定です。 これは普通の学者は物上代位の理念で説明 し

てお ります。 しか し、信託財産の管理、処分によって得た財産が受託者の個

人財産になるとい う解釈だけでは、本当の意味の受託者の忠実義務すなわち

受託者が自己の地位 を利用 して自分の利益 を得 ることのないようにす るとい

う精神がハ ッキ リとしないから、その点からも理解すべき条文だろうと思っ

て、私はそうい うふ うに14条 を主張 してお ります。

こうい うふ うに、信託法では忠実義務 と善管義務 とをはっきり分けており

ます。一般 にはまだ、残念ながら、そうい う区別があらわれていない。一般

理論 としても、特に商法の取締役の忠実義務 をめ ぐりましてはあらわれてお

らないとい うことは、すでにご承知の ことだと思います。

そうい うことで、繰 り返 しにな りますけれども、4条 は、私の見解では、
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任意法規性 を一応冒頭 に掲げた。2条 、3条 は、遺言信託 とか信託の公示 と

いうことで、信託の実質的 な意味 においては、1条 の次が4条 である。そう

しますと、まさしく任意法規性を示 している。それから信託行為の定めると

ころにより云々とあるのは、行為の定めるところにより善良なる管理者の注
∩

意 を持 ってやれという意味 をあ らわ していると理解する。それが信託法4条

の理解の一番大事なところだろうと思 うので あります。

4条 が善管義務 を示 しているというところは、普通の信託法の著書でも示

されているものがかなりあ りますけれども、信託法の任意法規性 をこの4条

に求めるというのは、そんなにたくさんの文献があるようには思われません。

しか し、私はやは り任意法規性がここにあらわれていると思います。私は大

学の講義では、信託行為の優位性(superiority)信 託行為がすべての信

託関係の基礎 となっている。それが他のいろいろな信託法の規定 を優越 して

支配す るものだ。だから、何 をおいてもまず信託行為の内容 を十分 に検討 し

なければならない。わが国においては、信託行為が一番大事 なところだ とい

う意味 を信託法4条 が示 しているんだ。その意味で、信託行為優位の原則 と

い うことをいっているわけであります。

それか ら4の 受託者の権利能力の問題にっいて少 し詳 しくお話 ししたいと

思います。従来の講義の内容 として、受託者という部分にっいてはそう詳 し

くはなかったと思います。受託者たる能 力というところをちょっと触れてお

りますけれども、条文として受託者 というものが出てくるのは、信託法 とし

てはこの条文が一番初めです。1条 では受託者 という言葉は出てこないです。

2条 で も3条 でも出てこない。4条 で初めて受託者という言葉が出て きてま

すので、ここで比較的詳細 に受託者能力を扱 うのが本当 じゃないかと思 うの

であります。

そこで、受託者能力は、法律の総則の ところの勉強です ぐ突 き当たる問題

で ありますが、能 力を権利能力と行為能力に分けるというわけです。 まず受
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託者の権利能力の問題から入っていきますと、自然人、法人の区別な く受託

者た り得 る能力を持 っている。 これは従来言われているところであります。

これはそ ういうふ うに大ざっぱに考 えますと問題はないように見 えますけれ

ども、 しさいに考えていきますと、いろいろ問題が分かれてきます。自然人、

法人の受託者能 力 不在者たる自然人、外国法人、法人の目的が信託の引

き受けを内容 としない場合の法人の受託者能 力、権利能力ない社団、それか

ら公法人、こ ういうものが受託者になれるかなれないかという問題でありま

す。

不在者たる自然人は受託者となり得るか とい うことであります。どこにお

るかわからない者 を受託者に指定 しても、不在者が信託の引き受 けをするこ

とはあ り得 ないことだ と思われるかもしれませんが、もしそうい う者 を指定

した場合にどうなるかとい うことです。これは受託者がない信託行為 になる

のか、あるいは信託行為その もの としてはいいけれども、受託者に指定 され

た者 が信託の引 き受けがで きないとい うので、裁判所がその不在者たる自然

人にかわって新 しく受託者を選任することになるのか、とい う問題 として提

起 されているわけであ ります。

これは結論 を私はにわかに賛成 しがたいのでありますが、アメリカの判例

では、不在者たる自然人は受託者たる資格capacityが ない、 したがってそ う

い う者 を受託者として指定 した場合には、生前の法律行為としても、信託設

定は無効だ という考え方の判例 がむ しろ大勢を占めているわけです。遺言信

託 については、前回お話 ししま したよ うに、受託者が指定 されておらなくて

も差 し支 えない。trustdoesnotfaiHorthewantoftrusteeと いうpri-

ncipleが ありまして、遺言信託は有効だというお話 をしました。生前信託で は、

受託者との間の契約でありますので、それがなければ受託者が欠訣とい うこ

とで信託行為は成立 しない、とい うことになるのか、信託 を引 き受けること

ができないんだから、裁判所が選任できる。受託者たる者が引き受けることあ
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たわざる場合に該当す るということになるのかとい う疑問がわいて くるわけ

であります。

私はアメリカの判例はちょっとおか しいと思 うのでありまして、不在者と

いえどもまだ死亡が確定 しているわけ じゃなくて、失踪宣告されるまでは生

存 していることになるわけです。不在者で あっても名前がわかっていて、た

だ所在がわからないわけですから、何のたれがしという自然人があって、そ

れを受託者とするという意思表示をする。その場合、そうい う者 がおらなか

った ときに、裁判所が受託者を選任で きる、とい うことでいいん じゃないか

と思 うのであります。ただ、信託法1条 からいいますと、財産権の移転 その

他の処分をなし…… ということで、処分があるまでは信託は成立 しないので

すが、不在者は信託の引き受けができないので意思表示がで きない。そ うい

う者に対 して信託 が設定 されたと見て、ただ信託の引 き受けがで きないから

裁判所の選任になるんだというのは、ちょっと理論的におかしい じゃないか

という疑問が出て くるわけであ ります。

しかし、信託設定 とい う意思表示 に意思の合致があるまでは信託 は設定さ

れないというのか、そういう意思表示 に対 して意思を合致する自然人があらわ

れてくれば、そこで信託は初めて設定 される。それまでは未設定だけれども、

信託関係 が全然存在 しないとはいえないとい う理解をすれば、不在者たる自

然人を受託者 として、何のたれが しにこれを信託するとい う意思表示 をやっ

て、そ して裁判所の選任 を受けた者がそれを承諾すればそれでいいとい う意

味で、不在者たる自然人といえどもなお受託者 とい う地位 に置 き得るものだ

と理解 したいのであります。

その次が外国法人です。商法の規定 によ りますと、外国法人 というのは、

日本に存在する法人で、内国法人との違いは、外国の法律 によって設立せ ら

れて、そ して日本において存在 している会社とい うわけです。そ ういうもの

が受託者になり得 るかとい うことであります。なぜこんなことが問題になる
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かといいます と、外国法人が内国において権利の主体 として法律行為がで き

るかで きないか、たとえば日本の土地の主体 として土地の所有権 を取得がで

きるかで きないかとい う問題 をめ ぐって、内外平等主義 が行われる前には、

非常に問題になったと思 うのであります。 しか し、今日、国際法上の問題 と

して、内外人平等主義 が支配的な原則 になっておりまして、日本もそういう

理論をとっておりますので、特別法 によって外国人は何 々株式会社の株式 を

取得できないということがあれば別です が、そ うで ない限りは、外国法人 と

いえどもなお受託者 として能 力を持 っていると理解 していいん じゃないかと

思います。

その次は、法人の目的が信託の引 き受 けを内容 としない場合に受託者にな

り得 るかという問題であ ります。会社の例 でいいます と、会社の目的は定款

によって決め られております。 しかもその内容は、今 日の一般の学説では、

定款の規定 を解決する上 において、目的の範囲 を広 く解釈 しようという形 に

なっていることは、皆 さんもご承知のことだろうと思 うんです。日本の場合、

法人の 目的を規定す るとき、たとえばうちの会社は出版を目的とする、その

他これに関連する事業と書いてあります。 日本は法人実在説 をとってお りま

すので、法人の 目的を書くところで大変融通無碍 になっている。最近の学説

は、営利目的が記載 してあればそれでよい、仮に営利目的 とい うことの内容

がはっきりしなくても、具体的には定款の規定の内容 と違 った法律行為 をし

ても、それは会社の目的の範囲内だ とい うことで進 んでいる。これもご承知

の とおりだと思います。

ところが、イギ リスやアメリカの法人理論は擬制説でありまして、法人 と

いうのは実際 ないんだ、ないけれども、法の擬制によって法人とい うものを

認めようとい う考え方であります。そういう形でありますので、英米法では、

法人の目的は法が特 に許 しているんだから、厳格に解釈 して、いや しくも定

款で規定 されている目的の範囲 を超 えているもの、いわゆるultravires、 能
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力外、会社の 目的外の ことをやると無効だということになっているわけです。

日本ではわりあいに目的を広範囲 に解釈するようで ありますけれども、英米

法ではultraviresの 理論で厳重に制限 しようとい う傾向が強い。そういうこ

とからしまして、法人の目的が信託の引 き受けを内容 としない場合 には、い

わゆるultraviresの 理論で、信託の引 き受けは無効だというのが向こ うの判

例の傾向であります。たとえば向こうの銀行の信託部のやっていることが認

め られるだけであって、それ以外の普通の営利会社が信託 を引 き受けても、

それは能 力外の理論で無効になるとい う判例の大勢があるわけです。

これは非常 に窮屈 なことであ りますが、日本の場合にはどうだろうかとい

うことです。 日本の場合、信託業法 によって、信託会社でないものが信託の

引 き受 けを営業としてはいかんとい うことになっておりますので、営業的 に

信託の引 き受 けを通常の営利会社がや ります と、そっちの方から業法違反 に

なるわけです。 しか し、業 としてやるん じゃなしに、何 らかの事情で その会

社がたとえば会社の得意先のために信託の引 き受けをたまたまやった、 しか

もそれを無償で、サービスとしてやっているよ うな場合、それは日本の信託

法並びに会社法の関連で どうなるかとい うことです。 そんなことは、 日本の

信託法の信託会社が中心でおや りになっておりますから、実際問題 として起

こってこないかもしれませんが、今後そういうことが起こらないとも限 りま

せん。いま福祉信託 というものが、ペイするか しないかは別 として、フッ ト

ライ トを浴びつつあります。今後 とも一つのイメージア ップの材料に使 うつ

もりでありますが、これは信託会社 がや る場合はもちろんいいわけで ありま

す。 ところが、今度は事業会社が自分の事業体 に属 している従業員全体の福

祉のために福祉信託 をやる。 これは日本の信託法上、また業法上は可能かと

いうことです。業 としてやるというのは、継続的に、 しかも利益 を得 ること

が必要でありますが、これは無償でやるんです から、業としてやっているわ

けじゃない。ということになると、それは日本では目的がどうであろ うとも
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やれるん じゃないか。ただそれが公益信託の規定 との関連でどうなりますか

ね。福祉信託 というのは信託法上の言葉ではありませんので、これを公益信

託とみなす とい うと、公益信託 については主務官庁の許可が要 る。 そうする

と、一般の事業会社が自分の従業員で労働災害のためにかたわになった人の

ために福祉的 な信託をやるのは、公益信託 とい う形で問題 にされは しないか

とい う議論が出て くるわけです。

これは公益信託の ところで説明 したいと思いますが、今日の解釈は、そ う

い うものは公益信託 とはいわないということになっております。外国の解釈

もそうですし、 日本でもそうなると思いますが、そ ういうものは私益信託一 一

私益信託か公益信託かの区別は、ボーダーラインが非常にあいまいなところ

の多い分類でありますので、いろいろ問題があると思いますが、少なくとも

企業の障害者のためにやった福祉信託は公益信託 じゃないとはっきり言える

と思 います。

信託 目的が私益信託であるとしても、今度は法人の目的論からいってそれ

が非難 されはしないか。これは先ほど申 しま したように、今日のわが国の会

社法の通説としては、営利活動は差 し支えないけれども、非常利的な行為は

原則 としていけないことになってお ります。ただ、町内の寄付とか、祭 りの

寄付 とい うような社会的 なっ き合いの程度なら差 し支 えないということは、

例の八幡製鉄の政治献金をめ く・る判例ではっきりいわれているわけでありま

す。 そうします と、いま申 しましたよ うな会社目的がそこまではいけるとし

て も、企業の実現のために障害を受けた人のために私的 な信託をすることは、

会社 目的か らいって、非常利的な行為 じゃないか、営利活動を目的 としてな

いじゃないか、 とい うことになるおそれがあるわけです。

そうなりますと、今度は年金信託の場合は一体 どういうことになるかとい

うことであります。 これはむ しろ皆 さんに教えていただかないといけないか

もしれません。年金の場合、何か特別 に規定があるんですね。年金の形 なり、
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一時 のもののために、従業員に退職金 を与 えるための一つ の信託契約で あり

ますから、 これはまさしく企業活動そのものではないけれども、従業員 に対

する退職金 を目的 とするんです から、これは信託 を使いまして も、会社の 目

的の範囲外 とはいえないと思 うのであります。 しかし、退職金 とは別な形の、

もっと広げまして、労災保険のかわりにこういうものを企業が考え出 して き

て、それをやったどきに、法人の 目的論 との関係で一体 どういうふ うに理解

されるのか。そこまでいくかどうかわかりませんけれども、いまのよ うな日

本の状態では、恐 らくいかないで しょうね。企業自体の存立が危 うくなるよ

うな時代に、自分の企業の従業員の福祉のためにや るということは、非常 に

少ないと思います。 しかし、これからまた 日本の経済が発展 して、企業がそ

こまで力を持 ってきだ しますと、信託 の目的がそうい う目的で あるときに、

法人の目的 との関連で、ここに問題 を提起 しました法人の 目的 が信託の引き

受けを内容 としない場合に受託者能 力があるかどうかという問題が起 こると

思います。これは後 日の研究題目として挙げておいたわけです。

これは次の公法人等をめぐって同 じく問題 にされているわけです。特 に「公

法人」 と 「法人の目的が信託の引き受 けを内容 としない場合」の問題につ い

ては、先ほどちょっと触れましたように、法人擬制説をめぐって、イギリス、

アメリカでは盛んに議論 されているところであります。その議論がわが国に

おいても妥当す るか どうかは、日本の法人の目的論が大分違 って きておりま

すので、す ぐには採用で きないと思います。 しかし、一つの問題 として今後

問題 になるん じゃないかとい うことです。

公法人が受託者になり得るかどうかということは、公法人は申すまで もな

く行政行為をなすことを目的 として存在 しているわけですが、商法に特別に

規定がありまして、商行為について も公法人はなし得 る。たとえば営業輸送

の地下鉄 とかバスは公法人でや っているわけです。これはなし得 るとい うこ

とになっております。 ところが、公法人が信託を引 き受けることは可能 かど
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うか、たとえば大阪市が受託者 となって信託の引 き受 けをなすことがで きる

かどうかという問題です。 これは商行為 ならばいいわけです。信託の引 き受

けが商行為になるかどうかということにっいては、 とにか く業としてやると

いえば商行為になります。だから、業 としない、つ まり無償でやれば、継続

して何回やって も信託の引き受けは商行為にならない。そしたら、公法人が

信託 を無償で引 き受けるような場合に、商法の規定の適用はない。今度は公

法人の性格 が真正面に出て、商行為をするのな らばいいけれども、そうでな

いときには、公法人は本来行政主体ですか ら、行政行為以外のことはで きな

い。となると、日本の解釈 として、信託の引 き受けは公法人においてで きな

いん じゃないか。 これも英米法、特にアメリカ法の判例ではいろいろ問題 を

提起 してお りますが、日本の場合 に、公法人が非営業的な、っまり業と して

す るん じゃない信託の引き受けは可能か、これも一つの問題だろうと思いま

す。

最後 に権利能力なき社団の問題であります。 これはわが国においてもこれ

から始終問題 になると思います。unincorporatedassociationがtrusteeに な

れるかどうかとい うことをめ ぐって、盛んにアメリカの裁判例 をにぎわして

いる問題であります。権利能力なき社団の概念は、皆さんすでにご承知のこ

とと思いますから、あえてここで説明いたしませんけれども、権利能力なき

社団は文字 どお り権利能 力がないんだか ら、それが受託者 として信託財産の

権利主体 になるということはおか しいじゃないか。わが国の民法学者の通説

によりますと、権利能力なき社団の名 において、不動産の登記はで きないと

いうのが、今 日の法務省の見解であります。そのときには、何 々会の代表者

の、 しかもそれは代表者として じゃな しに、ただ個人の名前でやれというこ

とになっております。 しかし、訴訟法では、ご承知のように、その名におい

て訴えまたは訴 えられる社団または財団 とい う規定がありまして、権利能力

なき社団もそれに該当するものとして当事者能力を持 っている、という解釈
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になっております。訴訟で そうなし得 るものが、商法上の実体法上権利の主

体 になれないとい うのはおか しいじゃないかというのが、民法学者の一部の

議論であります。 しかし、今日、法務省はがんと して、不動産の登記をめ ぐ

ってではありますけれども、それは登記法上独立の権利主体 としてあらわす

ことはで きないとい う見解です。 そうすると、これを受託者の問題 としてな

し得 ないん じゃないかということになるわけです。

権利能力なき社団をめぐって、司法上の理論 として、権利能 力なき社団自

体の法律関係 を トラス トでやろうとい うのが、わが国の商法学者の一部 にあ

りま して、権利能 力なき社団は、訴訟法上は当事者として原告 となり被告 と

なるかもしれんけれども、私法上の権利関係 においては、その代表者 なり、

あるいは会長、要するに権利能 力なき社団 を実際 に統率 している者が受託者

になり、その社団の財産は、受託者となる会長なり代表者 に対 して信託的に

帰属 している財産だ、というふ うに理解 しよ うとしております。たとえばP

TAと か、この頃はクラブという形でいろんな会が無数にで きてお ります。

われわれの身近な問題 としては、学会の場合 に、われわれが出 している会費

は一体だれの名前になるんだろうか。何 々学会の財産になるのか、学会の理

事が持 っている財産 になるのか、とい うことになるわけです。そ ういうこと

をめ ぐって、私法上の理論 としていろいろ問題があ りますけれども、今 日、

通説 としては、権利能力なき社団はそれ自体権利主体ではないとい うことに

なっております。そ して説明としては、権利能 力のない社団の財産はすべて

信託的 に代表者を受託者 とする信託関係だ、 とい うふ うに理解 されてお りま

す。

そうなると、権利能力なき社団という形 において受託者 となるとい うのは、

実は存在 しない観念になります。だから、やは り権利能力なき社団それ自体

としては受託者となη得ない。そうするとど ういう関係 になるんだろうかと

い うことであ ります。
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信託 法 第5条(受 託 者適 格)

「未成年者、禁治産者、準禁治産者及破産者ハ受託者 ト為ルコ トヲ得ス」

1.未 成年者等が受託者適格を有 しない理由(民 法102条 と対照)。

第5条 は未成年者、禁治産者、準禁治産者、破産者が受託者 となる事はで

きない という規定で あります。これは民法102条 との対照で 多少説明を要す る

わけです。民法102条 というのは代理人は無能 力者であっても差 しつかえない

とい う規定です。この102条 の立法趣旨は代理 人を選任する本人が代理人が、

無能 力者であってもかまわない とい う事ですか ら、その代理人としての適格

性 を云々する必要はないとい う事です。だか ら、信託の場合にも、受託者 に

この能力がない場合 にも、受託者に して一向差 しっ かえないとも言えるわけ

なんです。 しかし日本に於て、信託 は、受託者 の非常に高度な信頼性 を必要

とするいわゆる積極信託だけであり、財産の管理 、処分 というような委託者、

受益者で、出来ない事をするために受託者 を選任するわけです。その意味で、

無能力者を適格者か ら除外するというのが立法理由だろうと思われます。

2.本 条違反の効果。一 信託 は無効 となるか。

それでは未成年者、禁治産者、準禁治産者を受託者として指定 した場合 に、

その信託がどうなるかとい う事です。政策的には色々な事が考えられますが、

信託行為 を無効 にす る事はあまり望 ましくないわけなんです。前に遺言の所

で、遺言については受託者がなくても信託は成立するとい う話をしましたが

任意信託 に於ては、信託の無効をきたすので はないかという疑問があります。

適格を有 しない受託者を指定 した場合の信託 は有効だ と解釈するためには、

そ うい う適格 を有しない者 に代えて更 に別な新 しい適格者 を裁判所 に選定 し

てもらって、前の不適格な受託者 を変 えるとい う事も考えられるわけです。

しか しそういう特殊な解釈 が現行法のままで出来 るかという事になると疑問

があ ります。5条 の立法理由からいいます と、当事者の意思がどうであろう
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とやはり信託 を無効にするのが本当ではないかと言えるわけです。 その場合

に今言ったようなで きるだけ信託 を有効にす るという解釈 をで きれば したい

のですが、どうも無理ではないかと思われます。前の遺言信託の所で信託法

49条2項 で欠註 した場合の受託者の選任という話を申しあげました。49条 の

2項 の、利害関係人の申請によって裁判所が選任で きるという規定を拡張 し

て指定 された無効の受託者に代って新 しい受託者の選任 がで きるかどうかと

い う議論が残 るかと思います。そうい う解釈の方が本当は望ましいのです。

しか し、それの条文上の根拠がちょっと拡張 しす ぎるん じゃないかと思 われ

ます。遺言信託の場合 はしば しば受託者が欠けている場合 がありますが、生

前信託に於て受託者 を欠くのは極めて稀有 な場合ですから、それが無効であ

る場合にはやはり信託自体 を無効 とす るとい う解釈になりそうです。何 とか

してこれを救 う風に解釈すべ きだとい うのが私の希望ですがこれはどうい う

事になりますか。一つの問題点があ ります。受託者の指定だけは無効である

として、では後任の受託者は先程の信託法49条 の解釈で どうなるかという問

題です。けれどもこういう事は頭の中で考える事で、実際上はないと思いま

すのであまり大 した問題ではあ りません。

ただ遺言信託 に於てはこうい う事が始終起 るん じゃないかと思 います。遺

言者 はこ ういう条文 を知 りませんからこの5条 違反の受託者指定 をす る恐れ

は充分にあるわけです。そういう時には遺言信託の先程申 しました条文 を、

裁判所の選任によって新 しい有効 な受託者 を選任するとい う風に解釈す るの

がもっとも妥当だと思います。ただ生前信託 にそんな事が起 るかどうかにつ

いては、 日本に於 る信託の今の情勢ではそう深 く考える必要はないと思いま

す。

信託法第6条(営 業的信託の引受)

「信託 ノ引受ハ営業 トシテ之ラ為ス トキハ之ラ商行為 トス
」
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これをめ ぐりまして、アメリカの権利能力なき社団を受託者 とす る信託の

設定 はど うなっているかということについて、少 し調べてみますと、判例 の

古いところでは、日本 と同じように、unincorporatedass・ciati・nは それ自体

が権利主体ではないんだから、unincorporatedassociation自 体 が受託者にな

ることはあ り得ないことだとい うことで、無効説 をとっております。 ところ

が、ちょうど日本でも、民事訴訟法 の規定で当事者能 力を認めて原告 となり

被告 となり得るということで、何 とか して権利能力なき社団をそれ自体一っ

の独立 した主体 と見ようという傾向が著 しくなって きておりますと同様 に、

アメリカの判例の理論 として も、有効だという傾向 に向 ってきて、権利主体

としての能 力を認めたらどうかという判例 が、最近、相当あらわれて きてい

るよ うであります。つまり有効説です。最初の無効説は、最近は有効説 にか

わっています。

これは非常にむっかしい問題でありますので、権利能力なき社団を権利主

体 と見るとい うことは、結局法人格 を取得せ られた社団との区別がつかなく

なって しまって、私法理論を混乱するものだ というので、民法学者の一部か

ら非常に反対説がありますけれども、急進的な学者は次第に権利能 力なき社

団 を権利の主体 という形で法解釈をしよう、信託 というものは手ぬるいんだ、

これ自体主体性を認めていいというふ うになっております。

その場合、参考になるのはアメリカの判例で、アメリカでは権利能力なき

社団はそれ自体 としては受託者 とは しないで、権利能 力なき社団を受益者 に

しよう。また実際利益 を得るのは権利能 力なき社団の構成員であります。そ

れをむ しろ受益者にしたらどうか。そ して受託者は別に裁判所が選任 して、

受益者のため にやるとい う傾向になっているようであります。だから、一般

論 として権利能 力なき社団が受託者になれるかなれんかとい う問題 じゃなし

に、権利能 力なき社団のためにそれを受託者 と して信託 を設定 したような場

合 には、その信託 は有効として、 しか し権利能力なき社団自体が受託者にな
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るん じゃなしに、受益者 となり、裁判所 が選任 した受託者 がその信託 目的 を

遂行 しなさい、とい う形でやっているよ うであ ります。何ぶん向こ うの判例

は、理論的に明確な割 り切 りをしないというのが特別な傾向でありますので、

そ うい う意味で、こういう解決 も可能なのかもしれません。

わが国においてそれは どうなるだろうか……。たとえば非常な金持 ちがP

TAを 受託者 として、学校の先生は貧之だから受益者として何か援助す ると

い うことをやった場合、それは理論的にはおか しい。 しかし、権利能 力なき

社団を受託者 にするのはで きないかもしれんが、裁判所がそれにかわる受託

者 をっ くって、権利能 力なき社団が受益者 になってやるとい う形の もの をっ

くる。信託が無効になって しまうと、せ っかくの信託設定の意思がむだにな

りますので、無効 とは しないで、有効として、 しか し権利能力なき社団が権

利主体 となり得 ないとい う理論 との調和 をそういうことで解釈で きるか。 日

本の裁判所がそこまで融通をきかすかどうかは問題でありますが、向こうで

も、次第に無効説から有効説に向いている。特に非営利的な目的の場合には、

有効にして、ただ受託者とはしないで別 に受託者を選任 してあげるという妥

協的な解決を しております。

そ ういうことで、受託者の問題 をめ ぐりましては、いろいろ問題が起こる

と思 います。条文の体裁か ら、受託者 とい う言葉 がまるまる信託法に出て く

るのは第4条 で あります。実は1条 でもっとそ ういう問題を説明 し、研究 し

なければな らないところですけれども、1条 ではほかにもっと大きな議論が

たくさんあ ワ、受託者の解釈の理論構成をやっている暇がないとい う意味で、

4条 のところで これを申 し上げました。
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1.商 行為 となること(商法504乃 至522条 の適用)

6条 は信託の引受を営業とした場合 には商行為 とするとい う規定です。従

って商法の504条 、乃至522条 の、商行為に関す る色々な規定がそのまま適用

されるという事です。なぜ商行為 とするのかという事ですが、信託の引受 とい

うのは受託者 をで きる限 り便宜 に扱 いたい、だから504条 乃至522条 によって

商行為 としての色 々な迅速性を考 えたいという事 なのです。商行為である事

も明文上明らかですからこれ以上言及す る必要 はありません。

2.営 業的信託の引受は主務官庁の免許を要す る(業 法1)

3.兼 営法

営業信託の引受は業法で主務官庁の免許 を要す るという事になっています

が、御承知のように現在ではその3の 兼営法によって銀行が信託業務 を行 っ

ている事 になっていて、業法そのものでおや りになっているわけ じゃありま

せんが、この点も特 に説明の必要はないと思います。

信託 法 第7条(受 益 者 の 受益 権取 得 の 時期)

「信託行為二依 リ受益者 トシテ指定セラレタル者ハ当然信託 ノ利益 ヲ亨受ス
。

但 シ信託行為二別段 ノ定メアル トキハ其 ノ定二従フ」

1.民 法第三者の為にする契約 との比較

第7条 は説明を少 し細 かくやっていく必要があると思います。受益者は民

法の第三者の為にす る契約に於 ける受益者に比較 して考えるべ きものだとい

うことですが、この受益者の地位は、債権説によりますと明らかに民法第三

者の為にする契約になるわけです。 そうなります と民法第三者の為にする契

約に於ては、受益者は当然に受益者 になるのではないのです。受益者 になる、

と言 うよりももっと正確 に言 うと受益権の権利者になる、受益権 を取得する、

という事 には当然 にはならないで、この第三者のためにする契約の規定でその

2項 だったと思いますが受益の意思表示を要求 されてお ります。ですから信
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託の場合 にも受益者による意思表示 を必要とす るという第三者のためにする

契約の理論を適用 した考え方が生 じる恐れがあると、立法者が考 えたのです

ね。 とい うのはかねがね言っていますよ うに日本の信託法は一応債権説 にな

って立法 してお りますので、そうなると第三者のためにする契約 になるので

はないか。そこで信託受益者がいちいち受益の意思表示をす るというのでは

困る、という親心で こういう条文を設けたわけです。

2.受 益者の指定は、私益信託に於ては、特定又は特定 し得べ きものである

こと。公益信託に於ては不特定。

そこで、一体受益者というものが信託法上 どうい う地位 におり、従 ってそ

れはどうい う資格がなければいけないかとい う問題がクローズアップ されま

す。受益者た る事の特定という問題、それから受益者 としての適格性 はどう

いう所にあるのかという事 を考えるわけです。

第7条 の2の 所で、受益者の指定は私益信託 に於ては特定又は特定 し得べ

きものである事、公益信託 に於てはこれは特定 を必要 としないとい う2つ の

項 目があります。この特定 しているというのは言 うまでもなく、何の某 と、

受益者がはっきり指定 されている事です。 それでは私益信託で、信託設定に

際 して受益者の指定 されていなければそれは受益者がないという事になるの

かという問題 になります。しか し、これはアメ リカあた りの判例理論で色々

論 じられており、一応信託設定当時特定(definite)で なくてもよい とい うの

です。

(指 定、特定、不特定、一定という言葉の使 い方をはっきりさせておかなければいけないのですが、一応definiteと いうヨ葉を特定 としておきましょう〕

アメリカの判例では受益者はdefiniteっまり特定 していなければならない、 し

か し設定当時特定 していなくても、特定 し得べ きものであればいいとい う判

例理論であ ります。

それでは、どんな場合に特定 し得べ きとい う事になるかとい う事ですが、
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例えば遺言信託の場合に しばしば出て くる例ですが、財産を遺言によって誰

々に信託 を して、そして受託者は死亡 した遺言者 と死亡当時共同の事業をし

ていた者、パー トナーであった人、こうい う事 になりますと、これはもう特

定 し得べ き状態です。それから遺言者が自分が死亡するまでの間非常に自分

を世話 してくれた人、看病 してくれた人等 を受益者 として毎年、年金をやっ

て くれというような例が沢山出てお ります。 こうなると、病気の世話をした

人とい うのはちょっと死水を取っていった者が該当するのか、どこまで世話

になるか、世話をどうい う風に把握するかとい う事で問題になるかもしれま

せんが、一応特定 し得べき状態はあります。そ ういう例が出ております。

又、反面あまりにもその特定が受託者或 いは委託者の裁量的(discreti・n)

なもので特定 し得 ない状態では困るのです。例 えば共同事業をしていたうち

で被相続 人が非常 に頼も しく思 っていた、と受託者、委託者がそ う思 う、感

じる人、そういう人を受益者にするというような裁量的 なものがあまりにも、

これはちょっとおかしいというのでそ うい う場合にはむしろ特定 し得べ きで

ないという判例が出てお ります。特に病気になって死ぬ際に色々世話をして

くれた人で、受託者が色 々調べて受託者が適当だと思 う人、 というような事

では困るとい う判例 もあ ります。そうなれば世話 をした人というのを客観的

に把握するという事でいいのではないかと言っております。 そういう意味で、

特定 し得べ き状態 とい う事です。それが一つ のこの判例の基準 になるわけで

す。 そうい う事で私益信託に於ては少 なくとも特定 し得べ きものであるとい

う事、それも受託者や委託者の裁量によるとい う事ではいけないという考え

方が出てお りますので、やは り我国に於て もそういう解釈になるのではない

かと思います。

それから御承知のように公益信託では、受益者がそもそも不特定ですので

公益信託 に於て受益者をあまりにも特定す るよ うな、或いは一一定範囲に極限

するとい う事はそもそもそれが公益信託で なくなる恐れがあるという事 が注
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意 さるべ き事です。公益信託 というのは受益者があくまで不特定である、で

すから、その受益者の不特定 とい う特質を離 れて くるとそれは私益信託だと

い う風 にアメリカの判例理論は解釈 しております。例えば何 々大学で優等の

卒業、 トップで卒業 した者の為に賞与 を与 えるといった場合にそれは公益信

託 といえるかどうか、それから何 々クラブで優勝 した人 という風にすると、

これは私益信託 になるのではないかとい うよ うな議論が出ておりますので こ

の次、公益信託の所で詳 しくお話 しします。 ともか く私益信託では少なくと

も特定、又は特定 し得べき状態になくてはいけない、これが受益者の指定の

第一の要件であります。

(イ)現 在において特定 し得べ き場合に限 るか

特定す るとい う事にっいてその次に問題 になるのはいっ特定 し得べ きか、

或いは特定す るのかとい う事です。っま り現在、信託設定時 に特定 し得べ き

状態 にあるのか、例えば遺言信託 なら死んだ人が死ぬ間際に色々世話 になっ

た人というときはその時 に既に特定 しておりますね。特定 し得べ きというの

は、現実 に誰それという事ではないけれど、特定 しようと思 えば特定 し得 る

とい う場合です。ところが陪乗に於て特定す るとい う場合が起 ります。例 え

ば、遺言信託で、甲と乙とが結婚 して嫡出の子供 を産んだ時 にその嫡出の子

供 を受益者 にす るという場合です。この場合、現在では子供は生まれていま

せんので、現在の段階に於てはこれは特定 もで きません。 しか し遺言信託の

所で、連続受益者successivebeneflciaryと いう現象がおこっているという事

をお話 ししましたね。そうい う事で、現在に於て特定 し得べ き者でなくて も

状来特定 し得るならそれでよい。それが受益者の指定が非常に便利である。

そこで遺言信託で なくても生前信託で、今言ったような特定 し得べ き状態を

作出 しておいて遺言信託 に代 る制度が行われ るのではないかという事をいつ

かお話 をしたと思います。そうい う所 が問題になるわけです。

(ロ)年 金信託(特 定か?一 定か?不 特定か?)
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そこで今度は特定(definite)で な くてはな らないとい う事をめぐっていっ

も問題になるのは年金信託の場合に受益者 をどういう風に考えたらいいのか、

特定といえるのか、或 いは不特定 といえるのか、或いは一定というのか、と

いう事です。 これも実務的 には例の信託管理人が年金信託の場合にはおける

かどうか、おけると非常に便利なので最近 どうい う風に処理 していらっしゃ

るか私はわかりませんが、当初、そうい う点 は非常に問題 になったようです。

今、年金信託で信託管理人をおかれているよ うですが信託管理人は御承知の

ように信託法で受益者 が不特定である時 には受益者に代ってやるものです。

それで一番最初の頃に管理人をおけないと非常 に不便だ、そこで少なくとも

一定範囲の人が受益者 になるのではないか、つ まり企業 に従事 している人と

いう一定の条件のもとに来 るので全 くの不特定 とは言えない。企業に入る前

の人がどんなに沢山居ても、それは全然関係 ない人 になります。企業 に入って

くるとい う事になれば、その入っているとい う事はやは り一定範囲の人に限

っているのではないか。そこで受益者側の範囲からいえば不特定というより

は、特定で もないが一定 しているのではないかそ うなると信託管理人 をおけ

ないのではないか、 とい う事になりますが。 その信託管理人を置 く場合の受

益者の不特定 とい う点ですが、公益信託 に於ては不特定だけれど、信託管理

人のあの条文は公益信託の場合の条文ではないのです。公益信託 にっいては

一番最後の所 に条文があって、信託管理人の規定は信託全体に関する規定で

すから、この不特定 とい うのはやはり一定でもいいのではないか特定でない

という事の中には全 くの不特定の他に一定 という事も入 り、不特定 というの

は特定でないとい う事ですから、特定でないとい う事は一定で もいいわけで

す。そ ういう事で、年金信託の場合、不特定 とは言えないが一定である。一

定であれば信託管理 人を置けるのではないかとい う事をいっか申 しあげたは

ずです。

(ハ)胎 児が受益権 を行使する場合 …・・信託管理人
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胎児が受益者になれるかという事、これは先程申 しました様に胎児 には2

っ あるわけです。つ まり将来胎児 になる、 とい うのと、現に胎児 として腹の

中に居るというのです。現に胎児であればこれは特定 しているとも言 えます。

それから将来AとBが 結婚 して懐胎 してそれが胎児であるとい う状態 になっ

た時 に受益者にするんだという場合、胎児 が生まれて くればその子にやると

いう場合 と、又、ちがっていますから、胎児になった途端に受益者になると

いうそ うい う指定の仕方 もあるわけです。胎児 が胎児たる間に於て持つのは

例の相続 と不法行為の場合 に特別な規定があり(民886条 ・721条)不 法行為

に関 しては胎児は生まれたものと見なす、相続 に関 しても、生 まれたものと

見なす という事になって、そこで相続権なり損害賠償請求権があるわけです。

その場合に胎児がどういう風にして権利を行使するかと言いますと民法では

胎児の ままで権利 を行使す るとい う事ではないのです。現在の民法の解釈 と

しては、胎児が生 まれて きては じめて相続人としての権利なり、損害賠償請

求の権利 なりをもつ という事になってお ります。

ところが信託の場合はその点は信託管理 人との関係でどういう事になるか

とい うことです。胎児は法律的にはまだ権利主体 としては存在 していないの

で不特定又は存在 しない受益者 とい う事で信託管理人を選任 してす ぐさま信

託管理人が胎児のままで権利行使がで きるとい う解釈が信託法ではで きるの

ではないか、そういう事で信託管理人がおける事になると、胎児が生まれる

までの間に受益権行使が出来るのか、或いは胎児はまだ権利主体として存在

していないのだから、受益者とは言 えないのかという点ですね。現実に胎内

にいる子供 を受益者に指定する事は特定 し得べ きもの、或いは場合によって

は特定 しているとしているが未だ存在 していない受益者ともいえると思いま

す。その場合の権利行使の方法については信託管理人 を選任できるという解

釈 にならざるを得ないと思います。ただその場合 に信託管理人は受益者の権

利 を保存で きるのかどうかが問題です。いまだ存在 しない受益者である胎児
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は、胎児 としては権利行使で きませんが、信託管理人をおけば権利の行使が

出来 ることになります。 そうす ると胎児 が自然人 として生 まれて きた場合に

はじめてそこで受益者 になるのだという事 になると、胎児のままの状態で信

託管理人が受益者 として権利を行使で きるとい うのかどうか という点が問題

となります。これは胎児の性格 から言います と、死産す るかもしれませんし、

流産するかもしれませ んし、胎児の状態で、受益者 として受益権行使 させる

のは不隠当 じゃないかと思 うのです。だから仮 にいまだ存在 していない受益

者として管理人をおいてもはたして信託 管理人として受益者の権利を行使で

きるかどうか、問題だろ うと思 うんです。これはいずれ信託管理人の所で詳

しく考 えてみたいと思います。胎児が特定 し得べ き状態、或いは場合 によっ

ては不特定の という事の可能性 はあるとい う事 です。ですから民法の更 に例

外として胎児 が保護 されるとい う一つの例 として申 しあげていいと思います。

(二)権 利能 力なき社団

その次が又、難 しい問題ですが、権利能力なき社団が受益者になり得るか

とい う事なのです。 さきほど受託者 になれるかなれないかでだいぶ議論 した

所です。 この場合にアメリカでの考え方は、例 えば クラブのように、権利能

力なき社団の代表的なものとして扱 われている場合 に、権利能力なき社団そ

のものではなくて、その社団の構成員を受益者 とす ることはもちろん有効で

す。これはその社団の構成員はascertainable確 知し得べきですからいいわけ

です。それか ら構成員個人でな しに、その権利能力なき社団の構成員全員の

為に受益せ しむ るとい う場合、これも可能 じゃない分というのがアメリカで

の考え方のようです。問題は権利能力なき社団そのものを受益者にで きるか

どうかです が、前の受託者能 力と同 じようにこれ自体何 ら権利主体ではない

のですから権利能力なき社団それ自体としては受益者 たる能力がないとい う

考え方で解釈 されています。

我国 に於 てこれはどうな りますか、受益者 とはどうい うものを指すかは信
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託法 自身何 も言 っていません。 とするとどうい う風 に解釈 していいか、色 々

議論 がある事 と思いますが、 日本でも権利能力なき社団はそれ自体 としては

受益者 として指定で きない、結局特定 していないという事ですね。これはこ

の次の受益者能力の問題 ともからまって非常 に難 しい問題だろうと思います。

(ホ)死 者

それから指定の仕方として死んだ人が指定 されている。 という場合ですが、

遺言信託の場合には しばしばそういう事が起 り得 るのです。遺言者が、不知

の間に、死 んでいる人を受益者 に指定することがあるのです。そんな場合、

死んだ人は受益者 として指定 しても指定の効 力はなく受益者 として指定 され

る資格 を持 っていないわけです。 これはアメリカで も確定 した法則 になって

おります。ただ、死んだ人を指定 した場合に、死んだ人の相続人が受益者 と

して相続で きるかという点ですが、死者 を指定 したけれども、本人の意思か

ら言 えば指定 した人が死んでおればその相続人 を指定するつ もりだったとい

うよ うな解釈をして有効に したいとい う事 になるかとも思います。これは し

かし死者が指定 されていれば相続人 にはいかないと解釈する方が妥当ではな

いですか。特 に他 に受益者がいる、受益者が数人いるような場合 には、その

利害関係で、他の受益者の損害 に於て相続人を指定 した事になります。やは

り何の某 と書 いてあってその人が死 んでおれば当然その指定はだめというこ

とになります。その場合、信託財産は受託者 に移転 しますが、受益者 がいな

いか ら英米法では復帰信託(resultingtrust)に よって、信託財産は委託者

の相続人 に復帰することになります。これはす ぐ後 に御話 しします。

(へ)委 託者

委託者を受益者として指定で きるかどうか、これは言 うまでもない事で委

託者が最初 から委託者兼受益者であって もよいわけでこれは実務上沢山あり

ますから問題 ないわけです。

3.受 益者能力
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(イ)権 利能 力あれば行為能力なくとも可ということになるで しょう。

(ロ)法 人(公 、私)の 受益者能力

我国に於ては公法人、市町村あたりが受益者になる、私法人の場合は会社

あたりが受益者 になる、これは当然認め られていいわけです。ただ私法人の

場合に例 の営 利の範囲内で あれば何でもいいとい うような最近の学説によれ

ば問題ないのですが、会社 が目的の範囲内 に於てのみ、権利 を有 し、義務を

負 うとい う民法の法人の理論をそのまま借用 しますと私法人の中にはその法

人の目的 によっては取得で きない権利があるので、そのような財産権 を信託

してその会社 を受益者 にする事はやはりで きないとい うことになるでしょう。

(ハ)受 益者能 力なき者 が受益者として指定 された場合の効果。

これは信託行為 に於て受益者 がないという事になると、信託 が不成立ない

ロ

し無効になるのではないかとい う問題 なのです。 この点につ いて公益信託 に

関しては.Cy-Presdoctrineと いうのがあり、類似 目的のための信託の継続 と

いうもので、 日本で も公益信託 にっいては規定があります。公益信託の場合

には指定 された受益者 が全然なくなって しまった場合、それの類似の目的の

ために信託 が設定 されるという理論がありますのでそ うい う受益者の指定が

欠けていても、別 な形 の類似の 目的の受益者 というものが出てくるわけです。

ところが私益信託では救いようがないのではないかと思われます。ただ受

益者がない場合には結局委託者が受益者 になって しまうのかどうかとい う問

題があります。例 えば先程言 ったように死者 を指定 したとすると、その信託

は受益者を欠いてい るのですか らその場合の信託はど うなるのだろうか、そ

の場合 には委託者が受益者 として信託 を存続せ しむるというようになるのか、

そこが非常 に難 しい問題であります。

英米法ではresultingtrust(復 帰信託)と いうのがあり、信託設定が無効に

なって しまうと、受託者がその最初の委託者のためにその財産を復帰せ しむ

るための信託が存続するという考え方にな ります。 ところが日本ではそうし
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た制度はありませんのでその場合、どういう風に解釈 した らいいので しょう

か。一応財産権は受託者の所へ移ってお りますからね。受益者がないという

ので受託者が自分で取得できるという事は考 えられないわけですから、それ

はやはり委託者に返すべ きではないか。こんなときは信託設定は無効という

事になって最初 の信託設定のもとへ戻るという事になれば委託者 に帰属す る。

その場合に英米のよ うな復帰信託 を認める事 になれば、帰属権利者に信託財

産が帰属す るまでは信託はなお存続す るとい うあの規定(信 託法63条)に よ

って復帰信託 になるわけですが、63条 は一旦有効 に成立 した信託が終 了した

場合の規定で63条 をその まま適用す ることは問題があります。イギリス法的

に言 うと、復帰信託で非常にすっきりするのですが、 日本では復帰信託の制

度が以上のよ うにまだ認められていません。ですか ら結局、受益者がないの

だから信託 は無効になり、無効になると、委託者は受託者相手に不当利得の

返還を求め る事になるわけです。復帰信託 は日本でまだ認 められていません。

ですから無効 にして不当利得で返還す るとい う事 になると解せ ざるを得ない

で しょう。

不当利得 というのは御承知のように利益の存す る限度 に於て返せばいいの

です。すると受託者 が勝手 に使ってしまってもう返 さなくてもいいという事

になった ら大変です。

しかし復帰信託を認めますと、これは信託ですか ら、復帰信託の受託者は

やはり忠実義務を持 ちますので、それを自分のために私の用に供 した らそれ

に対す る制裁が出て くる、忠実義務によって損害賠償 その他のものがでて く

るという解釈 になるので非常に便利なのです。 このresultingtmst(resultは

もとへ戻す)は 復帰信託 と訳 していますが英米の この制度はどうい うものか

と言いますと、た とえば信託 を設定 した、ところがその信託 が何 らかの理由

で無効になる、 しか し無効になっても受託者 に権利が移転 しているわけです

から、 この受託者の権利名義 になっているものをどうい う風に処理するかそ
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の処理の仕方が非常 に合理的にで きています。復帰信託 が成立 しますと、受

託者が自分に帰属 した権利を自分のためではなく委託者 を受益者 として復帰

する。そういう返還の目的の信託 がここに発生するとい う解釈をしておりま

す。受託者は今や復帰信託の受託者として自分の名義 になったものを委託者

のために管理 し、運営す る。だからこれを費消 したら横領罪になるわけです。

復帰信託の場合は復 旧しなさいという受益者の復 旧請求がでてきます。従っ

て完全 に信託財産が保護 されるわけです。

日本では信託終 了の場合に於ては62条 があります。また信託財産が帰属権

利者に帰属す るまでは○○信託はまだ存続するものとみなす、という規定(63

条)が ありますが、これは信託が一旦成立 した場合のことですから初めから

信託が成立 しない場合に適用することは無理だと思います。結局妥当な解決

としては62条 及び63条 を類推解釈をする外はありますまい。

全 く別の問題ですが、もし遺言信託で受益者 として指定せられている者が、

遺言のなされた当時 は生存 していたが、遺言が効力を生 じすなわち、遺言者

が死亡した時はその以前 に死んでいたとすれば受益権はどうなるカ・という問

題があります が、これは民法994条 、99条 の類推によって遺言者の相続人に受

益者の受けるべ きものが帰属することになる。そして信託法63条 の拡張解釈

によって相続人を帰属権利者 とする法定信託が発生す るということになるで

しょう。
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↓ 受 益 者 が 不 特 定 か 否 か の 問 題 に つ い て(補 足)

英 国 で 多 くの 判 例 が 集 積 され て い る、 遺 言 信 託 を め ぐる 、 「受 益 者 が特 定 か

否 か 」 に関 して 論 じて み る と、

{イ}f8milyに つ い て

－A及 び 其 の 家 族(fam皿y)の 為 の 信 託 一 遺 言 者 が遺 言 の 中で
、 「財 産 を

Aが 生存 す る 間 はAの た め に 、Aが 死 亡 す れ ば そ の家 族(famUy)の た め に」

と受 益 者 を 限 定 す る 遺 言 信 託 を した場 合 に 、A及 び そ の 家 族(family)、 と い

う表 示 は ど う理 解 す べ きか 、

@Aの み が 受 益 者 とす る見 解

一 そ の 家 族(famUy)の 語 は
、受 益 者 の 指 定 と して は 、不 適 当 で 、特 定 し

な い 。

因 って 、Aが 生 存 中 の受 益 者 は 、Aで あ るが 、Aが 死 亡 す れ ば、 受 益 者

不 特 定 と な り、 信 託 は終 了 して 、Revert(復 帰)す る見 解 。

⑪ 直接 の 家 庭 の 構 成 員(㎞mediatehousehold)即 ち、 配 偶 者 と未 成 年 の 子

が 、受 益 者 と な る と す る説

家 族(family)の 語 は、直 接 の 家 庭 の 構 成 員(immedlatehousehold)を 指

し、 受 益 者 の特 定 と して 充 分 で あ り、Aが 死 亡 す れ ば 、 配 偶 者 及 びそ の 未

成 年 の 子 が 、受 益 者 と な る。

この 説 が 、 判 例 の 中 で は 、 有 力 で あ る 。

◎family(家 族)は 、relatives(親 族)と 、 同 義 で あ る とす る説

判 例 中 に も 、家 族 一親族 と解 して 、受 益 者 の 決定 を な す べ き とす る もの

も あ る 。

今 後 わ が 国 に お いて も遺 言 信 託 が盛 ん に な れ ば 、 多 々 み られ る ケ ー ス と思

わ れ る が 、 「A及 び そ の 家 族 」あ るい は 、「A,Aな き場 合 、妻(配 偶者)及
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「

び 、 そ の未 成 年 の 子 供 」 を受 益 者 とす る場 合、 妻(配 偶 者)と 子供 の 受益 割

合 は 、 相 続 分 と云 う形 で 解 決 して い る。 す な わ ち 英 国 で は、Administration

ofEstateAct,(1925)、 米 国 で は、各 州 で 制定 せ られ て あ る とこ ろのStatuteof

Distributionと い う成 文 法 中 に、分 配率(分 配 の 法 則:distribution)を 定 め て

お り、 だ いた い我 国の 相 続 分 の割合 と同様 で あ る。

{口}relativesに つ い て

一 受 益 者 を 特 定 す る にrelatives(親 族)と 云 う語 を 使
っ た場 合 、例 え ば、A

が 生 存 中 はAに 、Aが 死 亡 した あ とは 、 そ の親 族(relatives)の た め に信 託 す

る と した 場 合 に 、受 益 者 は特 定 す るか否 か一 考 え て み る に、 親 族 と云 う表 現

は 、 家 族 と云 う表 現 よ りも広 範 囲 で漠 然 と して い る。

日本 の 家 族 法 に よ る と 、親 族 の 範 囲 は 、6親 等 内の 血 族 及び3親 等 内の 姻

族 も含 まれ る。

しか し今 日の 社 会 的 用語 と して は、 全 く相 続 関係 と は無 縁 な 範 囲 と して 親

族 の 範 囲 が存 す るや に思 われ る 。即 ち 、相続 権 はな い が 、親 族 とい う範 囲 に

入 って くる 自然 人 が 多 々あ る と云 うの が 日本 の社 会 に お け る親 族(re]atives)

の 観 念 と思 わ れ る。

@親 族(relatives)の 表 示 は 、相 続 権 の あ る近 親 者(nextofkin)の 趣 旨に

解 し有 効 とす る説 。

多数 の 英 米 の 判 例 は 、親 族 と の表 示 をnextofkmと 同 意 に解 し、 信 託

を 有効 と して い る 。

(法 定)

英米 に於 け るd観ribut㎞Act,で 定 め る相 続 権 者 の 範囲 内の もの で ・一

相 続権 の あ る近 親 者(nextofkm)一 親 族 と云 う表 示 の 受 益 者 は 、 特 定 す

る。

⑮ 不特 定 で 、信 託 は 無効 とす る説 。

これ に対 し少 数 で は あ るが 、判 例 中 に もrelativesの 表 示 で は 受益 者 不 特
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定 で 、 その 信 託 は 無 効 で あ る とす る もの が あ る 。

famay=relativesと 解 し有 効 とす る説 で は 、fam皿y-nextofkmと 解

し処理 す る も の で あ る。

{バ 友 人(fτie頂d)な る表 示 は、 受 益 者 不 特定 で 信 託 は無 効 で あ る

例 え ば 、遺 言 で 、 「財 産 の い く らか を 信 頼 す る友 人 に分 配せ よ」 と した場

合 、 友 人 とい う表 示 は 、受 益 者 の特 定 と して 適 当で あ る か につ い て は 、有 効

と した判 例 は 全 くな い 。

以 上 は英 米 に お け る考 え 方 で あ る が、 日本 で 受 益 者 を 特 定 す る語 と して、fa-

m∬y,rdatives,friendと 表示 され た場 合 、 我 々は どの よ うに処 理 す べ きで あ る

か 。relatives(親 族)と 表 示 された 場 合 、民 法725条 に 従 っ て 、 処 理 す れ ば、 一

応 適 法 な 処理 と云 え る が 、広 範 囲 な者 が受 益 者 認 定 の 対 象 と な り、 運 用 上 は好

ま しい とは云 え な い 。

又 、family(家 族)と 表 示 され た場 合 、 一 個 の戸 籍 を 形 成 す る夫 婦 と そ の間 に

生 まれ た未 成 年 者(新 民 法下 の 戸 籍 法)と 解 せ る。 一 般 に も家 族 と い う考 え の

内 容 は そ れ で あ る ので 問 題 ない 。

ヒ}信 託 目的 が 不 定 で あ るた め 、 受 益 者が 不 特 定 と な る場 合

信 託 法 第1条 に信 託 は 、 目的 が特 定 して い な けれ ば な らな い(条 文 は一 定

の 目的 に従 い)が 、 目 的が 不 定 の ため 、 受 益 者 が 不 特 定 とな る場 合 一 相 当の

事 例 が見 い 出 され るが 、公 益 目的 と私 益 目的 とが 併 記 され た場 合 、例 え ば 、

慈 悲 と 自由(benevdenceandliberty)の ため に 財 産 を 信 託 した と い った場 合

信 託 は 有 効 か 。

日本 に於 て は 、公 益 信 託 の 未 発 達 か ら判 断 材 料 は ない が 、英 米 の 判 例 な ど

か ら、"慈 悲 〃の た め と云 うの は公益 信 託 とな るが 、"自 由 〃の た め と云 う

の は 公 益 信 託 の 目的 に 該 当せ ず 、私 益信 託 と判 断 せ ざ るを え ない 。

そ こで こ の よ うな 場 合 に は 、公 益 ・私 益 が混 在 す るが ゆえ に受 益 者 が特 定
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出来ないので、信託 はやはり無効である。

{ホ1墓 、動物、建物を目的とする信託

公益信託の場合は、受益者不特定であっても信託は有効であるが、私益信

託で、墓、動物等が目的となった信託の受益者は特定できるであろうか。

例えば、委託者が、その死後墓をたててもらいたい と いった信託 、生 前

飼っていた犬を死後も世話 してもらいたいとか、個人を記念するために存命

中住んでいた建物を長 く保存 したいといった内容の信託は、受益者は概ね不

存在(不 特定)で はあるが、信託は有効としている。

墓などは、葬儀費用の一部として有効としているが、受益者が特定か否か

の問題解決とはなっていない。この様なケースの場合、受益者特定か否かと

いった法構成は別に して、信託は有効であるとしている。

受益者不特定の問題に関係 したものとして、民法958条 の3(昭37年 法40

号追加)一 特別縁故者への相続財産の分与一の運用で、家庭裁判所は、その

他被相続人と特別の縁故があった者の認定で広範な者 まで含めてい る、 と

い った事情が見受けられるので、このような者を受益者と指定した場合、特

定といい得るか問題だが、ともかく特定には注意が払われるべきものと思 う。

5受 益 権の譲渡性

{イ1受 益権と受益権に付随する受益者の権利の区別

受益権とは、信託法4条 に規定する受託者の行為の反対側に立って、処分

行為による効果の受取 り手が受益者であり、それが有する利益享受の抽象的

権利が受益権である。

即ち、株主権(抽 象的表現としての)と 、配当請求権(具 体的内容として

の)の 関係にあてはめれば、受益権とは株主権に相当し、収益請求権(受 益

権に附随する受益者の権利)と いった具体的な内容をもった権利とは区別さ
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れる。

回 受益権譲渡の要件

ここで受益権 というのは抽象的意味の受益権で、これを譲渡するにはどの

ような要件が必要であるかについて考えて見よう。

まず、受益権とは、受託者に対する債権とみるのか、信託財産に存する物

権とみるのかの見解の対立があるが、信託法の構成か ら云えば、債権とみざ

るをえない。が、英米に於ては、法律効果の点で、単純な債権とは考えられ

ていない。例えば、不動産に対する受益権では、その受益権の内容として不

動産についてもっている権利のような効果を附着せ しめている。

受益権が債権か物権かはさておき、その譲渡の要件は、まず意思表示だけ

でよいのか問題だが、信託法には譲渡の規定がないので、要件としては意思

表示だけで足 りると思われる。ただ信託業法との関連で、書面が必要か否か

については、若干の問題が残る。実務上は、書面の作成がない場合は考えら

れないが。

内 譲渡の対抗要件(信 託法第3条 を参照)

第3条 に信託の対抗要件を規定 しているが、登記、登録すべき財産 権は、

第三者に信託財産たることを対抗するには、登記、登録が必要である。因 っ

て譲渡についても、内容が不動産といった場合、登記が対抗要件 として必要

と考えられる。

それでは、債権など対抗要件として登記等の手続が不要な内容の受益権の

譲渡は、当事者間の意思表示と債務者への通知といった、債権法に定める債

権譲渡の手続が類推 されると考える。

{⇒ 譲 り渡 しの能カー譲渡能力

困 譲 り受けの能カー譲 り受人の能力

受益権譲渡の行為は法律行為であるから法律行為能力がなければならない 、
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一譲渡が意思表示で出来るとすると、意思表示の能力に関する民法の理論に

よる。

`受 益権 に対す る強 制執行 の問題点

一身専属性の受益権の問題の外に
、一般的に受益権の"譲 渡の禁止 〃或はそ

の"強 制執行に対する制限"の 問題があって、(アメ リカの)文 献では非常に詳

細に出ている訳なんですね。

わが国でも今後遺言信託などが発展してきますとしば しば起って くる問題だ

ろうと思うのです。しか し今こSで このこと自体を詳 しく申しあげる意志はあ

りません。というのは受益権がどういう性質のものか、つまり強制執行すると

き、不動産に対する強制執行とか或は債権に対する強制執行とか、いろいろな

種類があ ります し、受益権を議論 しだした ら極めて根本的な問題になるからで

す。今回はそういう問題をこSで 議論するのでなく、前回の受益権の様に一身

専属性の受益権、浪費者信託とか保護信託の問題がアメリカの書物では非常に

多くの部分を占めているということを申しあげて、そしてそ こではどうい う実

例があるかをお話 して、今後何かの機会に気にとめておいてもらえば、役に立

つこともあろうか と思い、この間申しあげ られなかったことを少 し説明するこ

ととし、"受 益権に対する強制執行の問題点 〃とした訳です。ところで、浪費

者信託とか或は保護信託ということについては非常に沢山にそれに関する向 う

の判例の文献がある訳なのです。それでその様な文献を読んでおりますと向う

では経済力が日本と違 うのかもしれませんが、相当な資産を信託会社に信託い

たしまして、その うちの収益を未成年者や、或は保護を必要とする人々のため

に与える、そして元本はそういう人達がそのような保護を必要としなくな った

ときに、もとの委託者の手に戻すとか或は未成年者のような場合はその人に所

有権を移すとかですね、そういう形の信託が非常に多い訳ですね。さらに銀行
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がそういうものの信託を引受ける以外に個人間、親族間でそういうことがさか

んに行われています。そこで問題になりますのは、そういう信託の場合におい

て・受益権の譲渡を禁止するという特約がどの程度効力があるか、特に第三者

に対 してどういう効果をもつのか、例えば第三者が受益権に対し強制執行して

来た場合にそういう譲渡禁止の特約をどの程度迄対抗出来 るのかということ、

それからその収益の受益者が成年に達する迄に、或はまた保護を必要としない

状態になる迄に死んでしまった様な場合に、その収益を生みだす元本を一体 ど

の様に帰属せ しめるかという様なところが非常に複雑な形で出てくるのです。

前回私は確か極めて簡単に日本では普通の強制執行の一般理論でやればよい

のだ、た ゴ強制執行で差 し押えをすることの出来ない(差 押え禁止の してある)

債権があるか らそれ以外には方法がないと簡単に言いましたが、更にいろいろ

文献を読んでおりますと、どうもこれについては日本の様 に判例の豊富でない

国では、むこうの様な状態にならないかもしれませんが、保護を必要とする様

な信託については何か特別な立法を必要 とするのではないか、浪費者信託とい

う言葉は語弊があるが少 くとも保護信託に関する特別の法律で も作 りその保護

の為には成文受益権の特質をそうい う性質の信託の本来の趣 旨に従 った、何 ら

かの措置の必要性を信託協会あたりか ら大蔵省へ特に強 く申請 していただくか

しまして、社会福祉ρ問題に信託が入って行く機縁を作ることが出来るのでは

ないかと思うのです。このまS放 っておきますと、受益権は債権だとい う今 日

の考え方か ら言います と、"受 益権は債権だ〃"債 権だから譲渡が出来る〃

"債 権は譲渡禁止であっても善意の第三者には対抗出来ない 〃とか"債 権に対

する強制執行だから差押え禁止債権の規定だけでよいのではないか"と いうこ

とになり、信託の趣旨が、法律構成は別として弱者いわゆる保護を必要とする

人々のための信託の趣旨が一般論だけでかたづけられて しまうことになる訳で

す。これは実証的な研究の態度からすると、どうしても、一つの社会運動とい

一212一



いますか福祉をめぐっての一つのチャンスとして"譲 渡禁止に関する保証をど

うするか 〃について法律的に何 らかの考えを明らかにす る必要があります。

その代りまた一方では、そういう保証を受けていなが ら、そういう信託の利

益を受けておきながら、委託者が死んだからのうの うと暮 らしている相続人が

いて、い、ものがころがりこんで来たといって喜ぶ様でも困 る。(ご 承知の様

に日本の相続権の範囲は非常に広いですか ら…それは代襲相続の規定をめぐっ

て)そ ういう意味で前回 も一寸申しあげましたが、共同受益者の様な場合に残

存受益者に(受 益権を)取 得 させて、残存受益者がなくなれば、元へ戻 して し

まう(委 託者の方へ戻 してしまう)。 この解釈でそういう風に出来ると決めて

しまうのは 日本では一寸無理の様に思いますので、何とか現実の問題として、

そうい う相続もない遺言信託もまだそうハ ッキリ確立 していないのが現実です

から、相続の段階では、あ〉いう風にもしたい、こういう風にもしたい、だが

出来るのか、という問題が相当あると思 うのです。そういうときに自分の息子

の場合 こうするが、では息子が途中で死んで先立たれた場合どうなるのか、妻

子が残 った場合 どうなるか嫁がもって帰るのかなど相続との関連が出て くると

思うのです。これを相続法でわり切って、どうも仕方がないとい ってしまうの

もどうも味気ない話だし、そうい う意味で向 うのスペ ンドスリフ トトラス トと

かプロテクティプ トラス トにおける"保 護を中心とした法律関係 〃を何とか し

て作って行きたい。

そこで、まだ日本では仕方がないけれ ども向うでの 保 護信託の様な場合 に

は、死んだ人が別段の意思表示をして(死 んだ人の相続財産になるかもしれぬ

が)信 託設定者へ(元 へ)戻 す とか、収益は最終迄積立てS最 後に元本受益者

に交付するとか、非常にキメ細かい規定の仕方が保護される様な行き方が、判

例に認められるにいた らぬ迄 も何 らかの形で取扱い上もそういう細かい配慮を

しておいていた ゴけば、後日そ ういうことで個人間の遺言信託のような形のと
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ころで問題になった場合にいろいろな場合が出来てくる。そうい う意味で今後

これは特に財務相談の方にお願い しておきたいのですが、受益者の多数性 とい

いますか受益者が多数いてしかも受益者であると同時に共同受益者である場合

のほかに、連続受益者successivebenefic口ryで あるという場合があります。

前にもお話しいたしましたが、誰々が生存中はどうする、それから未成年者

が成年に達す る迄はどうする、死ねばその弟の方へ行 くとか、そういうキメの

細かい決め方を向うの約款ではや っておりますので、そうい う風に本人の意思

を充分尊重 して将来それが法律的に一体どうなるか、まさかのときに混乱する

かもしれぬとい うことを覚悟の上で、信託制度の発展のためにもまた信託会社

を社会的に認識させるためにも、一つきめの細かい規定の仕方をしておいてい

たゴきたいと思います。で、問題になりましたら私の方で一切引受け、アメリ

カの精神を大いに裁判所に吹込み ますからとい う意味で、今 日は受益権に対す

る強制執行の問題点については前回の後編みたいになりまして恐縮であります

けれども、とにか く今後 日本は財産が殖えて来ますか らいろいろな財産のや り

方の形が出て くると思います し、それからもう一つこれは良いことか悪いこと

か分りませんが、核家族になって来てだんだん親が息子 を信頼せん様 になる

ケースがふえて来ました し、また信頼するに値しない息子が出てくる様になっ

て来ました。,

子供のうちは可愛い可愛いで育て ～おいて、嫁さんをもらったら急に親を放

ったからしにする様なのが出て来る訳ですね、でそういう意味で財産というも

のはやはり死んだらどうするかということを考えておかないといけないという

思想がだんだん広まりつ ～ある訳ですね。だから死んだら相続法 の通 りにせ

ず、何 とかして自分の老後をみてくれる様な人に渡すという様な空気が沁み こ

んで来ていますから、若い皆さん方ではお分りにならぬ様な老人の心理を仕事

を通 じて感 じる機会があると思います。そういう意味でこれを一つの単純な銀
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行理論でわり切らず信託の特殊な受益者のあり方 として考えてみることが必要

です。それか ら収益の受益者 と元本の受益者がアメリカでは明白に区別してあ

りますが、日本では貸付信託にしましても、元々、委託者は受益者ですし、そ

の収益をどうして元本をどうしてということがあまりないでしょう、収益も元

本もAさ んな らAさ んに渡す訳ですね、しかし向うでは、その収益は生きてい

る間は他の人に渡 し元本はこれこれの仕方で処理する、とはっきり分けてやっ

ている訳です。これは別の機会に他所で聞かれて話を したのですが、運用有価

証券信託、有価証券の管理信託で信託されている株式の新株を受託会社として

引受けるかどうかという問題があります。実際にはその払込資金がないので委

託者に払込資金を出してもらい払込み、払込資金を委託者が出せなければ失権

という扱いになる訳です。このような通常の場合にはこれでよいのですが、こ

れが会社更生法の適用を受けねばならない様な事態になったとき、その更生会

社の株式の問題、つまり新に発行 される新株の問題をどうするかとい うことな

のですね。ご承知の様に更生会社の場合は大抵一たん減資した上で新株を発行
＼

するのですが、この場合は会社支配の法律関係がもうすっかり変ってしまいま

す。でこの場合新株の引受権はいったい誰が取得するのだろうかとい うことに

なります。これについては信託法第14条 の問題がありますから、前にも申しあ

げました様に新株 引受権は信託会社にあるということにな るの ですが現 実に

やってみるとそれをめ ぐって会社支配の状態が非常に違ってくる訳です。

理論的に割切ってや ってみた場合、信託法自体の理論的な割切 り方でさえ実

際の経済的な状態と一致 しない様な事が起 ってくる、いわんや家族生活関係に

おいて信託を利用する場合、信託法を知らない日本の相続法や民法の通りにや

りますと、信託を設定 した設定者の意思に反する様な事態も起るとい うことを

是非一つ念頭においていた ぶいて、今後の事務処理上はなるべく保護信託とい

うものS本 当のあり方をまもって行ける様に考えてほしいと思います。(民 法
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の相続法や債権法の理論だけによらないで、アメリカのように浪費者信託とい

った保護信託的な趣 旨をおりこんでおいてほしい。)以上の様な点から、"保 護

の精神 〃従って強制執行の問題点とい うことを繰返 しの様な形で申しあげて来

た訳です。前回 レジメ6の11「 相続性の問題」は特にこの一身専属性の問題、

それか ら共同受益者の問題はすべてアメリカにおける実際の取扱いがこうなっ

ているということをご紹介したものとして理解していた ゴきたいのです。

相続法でこうなるかならないか、それか ら日本の信託設定の方式、形式、実

態からみるとどうなるかということよりはむしろアメリカにおける実態がこう

であるという事を申しあげ、日本の信託法上こうなる、あるいは相続法上こう

なるという意味ではありませんのでこの点を理解した上で読んでおいていたS

きたいということです。

τ 受益権の消滅

次にこれから受益権の消滅とい うことを中心にお話ししたいと思います。

受益権の消滅につき一番問題になりますのは受益権の消滅の時効の問題であ

ります。で、その前に受益権がどういう場合に消滅するかとい うことですが、

信託法第7条 は信託行為の定めるところによってその受益者は当然に信託の利

益を享受す ることになっておりまして、第7条 の話をす るときはじめに 「当然」

というところに意味があるのだということをお話 してあります。これは第7条

は民法の第三者のためにする契約の特例として受益の意思表示がいらないとい

う意味で規定されたものだとい う風に通説は説明しています。しかし、信託の

受益権の消滅についてこの第7条 はもっと広い意味をもっておるのではないか

と思われます。つまり当然に取得するという意味ではなしに(も ちろんそれも

ありますが)そ のほかに信託行為の定めによって この受益権というものが極め

て多様な形をもったものとして発生 している点です。
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これは日本の信託のところで もお話ししましたが、その信託行為によりまし

て、受益権の消滅の方法、受益の方法などがすべてこの規定によって規定 され

ているということであります。これは第4条 受託者の義務のところでもお話 し

したと思いますが、本日のテーマはこの信託行為で受益権の消滅を規定する場

合どの様に定めてもよいのかとい う点についてみ る訳です。

「受益者は、一応まあ当然に信託の利益を享受す るもので、従って信託行為

にょって受益者がきまりますと、それはもう絶対に消滅することもない し、相

続権も勿論発生する」という様に解釈されてはいるのですが、アメリカの判例

をみていますと、その場合受益者は受益権を与えられるけれども、その与えら

れた受益者の立場というものは案外弱い。

っまり、信託設定行為 によって受益者の地位をいくらでも奪う事の出来るよ

うな判例が相当に出ているということです。判例によってみると、ちょっとし

た受益者の信託の本旨に反した行為によって受益権が消滅す ることもあります

し、それか ら受益権の享受の方法について信託行為で非常な制限を加えており

ます。そうい う例が非常に沢山出ています。そこで信託法第7条 で 「当然に信

託の利益を享受する」というところの 「当然に」とい う規定にだけ重きをおか

ず、受益権の消滅についても信託行為で自由に定めることが出来るのだという

点を第7条 の解釈としてお考え願いたいと思います。

「受益者は信託行為の定あるところによって、当然に信託の利益を享受する」

といいますと、もう 「受益者として指定 されたものは自分が受益の意思表示を

しなくても、いつ迄もかつどんな事があっても受益の権利を持 っておるんだ」

と思いやすいのですが、実はそうではなく、向うでは法によって定められた受

益権がある一定の条件のもとに、信託行為の内容によって定められておるとい

うことなのです。向うでは自益信託以外に他益信託が非常に多いものですから

そこに、信託の利益を うける他人の行動如何によっては受益権を奪 ってしまお

一217一



うという状態が相当ある訳なんですね。

日本でも核家族にな って しまいますと、息子にこれだけやろうと思ったが、

息子が嫁の言いなりになってしまっているので〃息子の受益権を消滅させてし

まいたい 〃とい う様な場合についての規定がおけるかどうか、という様なこと

も今後は考えなければいけないと思います。

以上の様な意味で 「"当 然信託の利益を享受す.る〃とあるか ら、もうえらい

力を持ったんだ、一たん受益者として指定されたらもう威張れるんだ」 という

ものではないという点の方を重点的に考えていたsき たい。アメリカの例でみ

ますと、受益権の消滅についてはいかなる方法を定めても差支えないという実

例が相当目につ く訳であります。

アメ リカでは親不孝とか親孝行 とかはあまり言わないのですが、しかし、向

うでも親子関係において、収益の受益者を自分の息子に しておいて、場 合に

よっては更に息子が成年に達 したら、元本の受益者にす るとい うことに して

あっても、その嫁が夫の両親に対 し尊敬の念を著るしく欠 くとか親を虐待 した

りする場合には、直ちにそれ らの受益権を消滅せしめるという規定を約款の中

においている様な例がしばしばみられる訳です。そういう意味で、受益権の消

滅についてはいかなる方法を定めても差支えないかという問題に対 しては、余

り断定的に 「いかなる方法を定めても良い」ということになります と、また信

託が発展 しませんので、そこ迄は言われていないのですが、信託行為の優位原

則というものがある訳ですから、第7条 に関する限り、いかなる方法によって

も信託行為を否定することによ って信託行為の消滅を規定することが出来ると

いうことを考えておいて頂きたいのです。

次の受益権の消滅の原因としましては第一に信託関係の終了ということであ

ります。これは信託期間が満了となれば、当然信託関係が終了して受益権は消

滅することでい うまで もないのです。信託の終了に関して信託の解除の問題が
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あります。

日本の信託法はご存知の様に57条、58条 、59条 で三つの信託解除の原因を規

定 しております。

問題はそれ以外に信託の法定解除というものがありうるかどうか、特に民法

の債務不履行による信託解除というものが、あり得るかという問題も起る訳な

んですね。この問題はむしろ法定解除の58条 、59条 の説明のところでする方が

適切であります。

そこで次は、信託の合意解除に触れておかなければなりません。信託の合意

解除は、これも解除のところで話をすればよい問題なのですが、 「受益権の消

滅」の項としてはどうしても触れておかなくてはなりません。

まず、信託の合意解除というものは、あるのかないのかという問題であ りま

す。57、58、59条 で定められた以外にはもう解除はないのだとい う説が古学説

である訳ですが、合意解除を認める場合、誰と誰の合意でよいのか、とい う問

題がある訳でして、これは委託者、受託者だけの合意ではいけない事は勿論の

ことです。しかし受益者が全員解約に合意 してもなおそれでもいけないのだと

いう学説が実はあるのです。また、信託法57、58、59条 以外には、合意解除は

ないという学説もあります。しかし受益権はやはり受益者全員が信託の解除を

合意すれば、それでやはり受益権は消滅 して しまうのではないかと私は考えま

すし、イギ リスの理論はそ うなっています。

では、受益権の放棄という事は出来るのかどうか、又できるとしても放棄は

誰に対してするのかとい う問題があります。特に共同受益者のうちの一人が放

棄すれば、信託関係はいったいどう変化するのか という問題が起ります。

これは非常に複雑な問題になりますがこSで は合意解除というものは全員の

受益者と、委託者、受託者全員の合意によって認められるというのが私の説な

のです。これは合意解除は出来ないという説に対する反論として、私がすでに
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発表 したところなのです。合意解除は認められるという風に考えて良いと思い

ますし、また事実、実務的にも貸付信託などもどんどん解約されていますね。

(実務上は信託銀行の銀行a/cで 、買取という形になっている)何 れにしても、

一般の合意解除とい うものを認めない理由はないのではないかと思います。

それから最後に、消滅時効によって受益権が消滅するかという問題です。

これはわが国の解釈としては一応 「その他の財産権」というところで、消滅

時効は債権は10年 その他の財産権は20年 となっております。その他の財産権に

ついてはそれと同 じ、それに準 じてやる事になっております。

受益権については、一応今 日では20年 という事になっておりますが、なぜそ

ういう長い期間にするのか、更に受益権の目的物である信託財産というものが

何故時効にならないのかという事、実はこれが信託の基本的な問題を含んでい

る訳です。受託者 は他人のために信託財産を所有し運用している訳ですから自

主占有の意思をもって占有するという事が性質上ないわけなんです。そこで信

託は歴史的な発展経過か ら見ましても常に他人のために、つまり受益者のため

に信託財産を占有 しておるわけでありますから、受託者が、自分の利益のため

に占有する意思が仮にあったとしても、それは認めるべきではないのだとい う

ことになります。

日本の民法によりましても、他主専有しているもの、たとえば賃借人が、そ

の賃借の対象物を 自分の所有権において占有せんとする場合には、爾後自分の

ものとして占有するという事を賃貸人に特別に意思表示しなければいけないと

解せられています。そうでない限り、権利の実質は変らず、いつでも他主占有

の状態にあるとい う解釈になっている訳です。それと同 じような考えで、イギ

リス法以来の伝統である、ポゼション(pssessbn)の 点からいいますと信託は

あ くまでも他人のために忠実に受益者のために信託財産を占有 しているんだか

らadversepossess㎞ ではない。だから20年たとうが、30年 たとうが、時効
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で取得させるということはあり得ない、という考え方で、アメリカやイギ リス

では、信託財産は何年たっても時効では消滅することはないのだとい う点を堅

持 している訳なんです。そうすると100年 たってもその信託財産は消滅しない

とい うのも、これもおかしい じゃないか、ということになり、スコットという

アメリカの有名な法学者が 「受託者が信託財産を他人つまり受益者の利益のた

めに占有 しているのではあるが、だか らといって受益権を放棄したような状態

であるにもか ～わらず受託者に受益者のた∂5に占有 させて受益者の権利を失わ

せないというのはむ しろ衡平に反するのではないか、受益権 はやは り時効 に

ょって消滅すると考えた方がよいのではないか」という意見をのべてお りま

す。とい うことは逆に言いますと、ある一定の期間を過ぎれば、つまり長い間

受益者が権利の行使もしないでほうっておけば、信託財産の占有は、自主占有

っまり受託者が自分のために占有 しているとい う性質のものに変化 していると

みてよいのではないか、だからそ うい う時には受益者の受益権が消滅して、信

託財産は受託者が時効によって取得する、とい う理論を うち立てるべきである

とい うことで、いわば信託法理論としては革命的な説をスコット教授が言いだ

した訳です。従って長い間受益者が放置 しているような信託財産については、

日本でも受益権が時効によ り消滅するとすべきと考え られます。

ところが日本では一方信託財産について取得時効が成立しない限り、今度は

信託財産は受託者のものにならないのではないか という考えが分析的に出て来

ます。これは日本では消滅時効 と取得時効の両方の時効があるか らです。

今 日ではこの様な場合、受益権の消滅 という反面、自主占有を していたと考

えて受託者は同時に信託財産を取得時効によって取得するのだと解釈で きない

のだろうかという疑問を持 って居 ります。

消滅時効と取得時効の区別は日本法の考え方であって、英米法では出訴期限

法(nmitationofactk)n)一 本の考え方で一定の期限をすぎると返還請求その他
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権利の主張がで きなくなるという考え方に立 っていますので、受益権の行使が

できなくなると反面信託財産の返還請求もできなくなるとい うことになるとい

う解決ができるのではないかとの疑問を持 っています。しか し日本の通説では

受益権の消滅時効と信託財産の取得時効を区別 して考えて居るのです。

そこで本来ア ドヴァースポゼシ ョンの性質ではないところの信託財産といえ

どもあまりにも長い期間にわたって受託者が他人(受 益者)の ために占有を続

けていくのはおかしい、とい うことから、そこにア ドヴァースポゼションが成

立するという考え方によって、信託法理論で長い伝統をもつアメリカにおいて

す らやはり出訴期限法によって 「受益権の行使ができなくなる」 という議論か

盛んにいわれるようにな って来ております。

ただし日本においては、受益権の消滅時効をどの位の期間でみるかとい うこ

とがあります。実際に5年 でやっておるところがあるかどうか分りませんが、

消滅時効は5年 でもいsの ではないか、或は債権 と同じ様に考えて10年 位で考

えたらどうかという理論もあるようであります。反面、信託財産に関す る膨大

な資料を10年 もの長い間放置するのは問題だから5年 間でどんどん処理する方

がよいのだという主張 も考えられます。こ～の会社では実務上どう処理 されて

いるか分りませんが、まあ5年 が早すぎるとすればせいぜい10年 ぐらいのとこ

ろで区切りをつけ、それ以前のものは全部処理するということでもよいと思い

ます。

また一部戦前の信託契約そのものをまだ残しておられる様ですが、これこそ

本当にア ドヴァースポゼション、つまり 「受益者のためではなく自分のために

信託財産を保管することが絶対にあ り得ない」とい う基本理論をあくまで墨守

していることによるものといえます。この様に、基本理論を墨守す ることがユ

クイティ(equity)の 理論か らい っておか しいというのが最近のアメリカの学

者にみられる見解でありまして、今後はおそらく日本においても5年 ではどう
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かと思いますが10年 の時効で受益権は消滅するという考えが一般化することが

予想されます。た ゴこの点については信託会社などで扱いを統一 して行 わな く

てはなりませんが、現実にはある信託会社へ行 ったら消滅時効完成後でも信託

財産を返 してくれたのに、別の信託会社では時効をたてに返 さなかったとなっ

ても困る訳で、この様なことの起らない様に信託協会などで統一的に定めるこ

とが必要かと思われます。

&受 益 権の譲渡性(そ の2)

きょうは、第7条 の続きの2と いうレジュメのところの順序に従ってお話 し

したいと思います。

まず、受益権の譲渡性 ということは、受益権の譲渡をめぐりまして、受益権

を証券化できるかどうか、という問題がありまして、これについては大分前に

わたくしは協会の 「信託」 に掲載いたしました。そのとき、受益権とい うもの

の性格から見て、有価証券化は無理ではないかという結論を出しておいたので

あります。

その後、信託がいろんな形で使われるようになりまして、業界の方で も、と

にか く証券を何とかして自由に譲渡でき、かつ善意取得の問題等をめ ぐったい

ろいろな流通性を持ち、しかもそれが保護される方向に向かいたいということ

で、種 々立法化の問題もご希望があったようでありますが、その後、例の貸付

信託法ができるに及びまして、貸付信託の受益権については一応有価証券とい

う性格がそこに明文化されました。これは問題ないと思います。

ただ、最近 ご承知のように、いろんな形で単なる個別的な信託ではな しに、

集団的な信託が商品として考えられている。その場合に、証券 が常 に発行 さ

れ、 しかもその証券を流動化 して、金融を得るという必要性ができて くるわけ

であります。そういうことをめ ぐりまして、有価 証券化の問題 をもう一度考
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え直すべきじゃないかと、実は私も考えているわけであります。

大体有価証券 というものは、ご承知のように、法律によって決まるか、ある

いは商慣習としてそういう性格を持てば、それでいいというふ うになってお り

まして、かつて例の新株の申込証をめぐって、今 日、わが国の実務 としては、

ほとん ど申込証拠金が全額払い込みの金額になっております し、それの流通も

見 られ る状態ですので、その払込金領収書が、有価証券かどうかとということ

をめ ぐって、東京地裁でそれは有価証券だという判決が出たわけです。しかし、

それはすぐに上訴審で取消され・結局、商慣習的に有価証券を新 しく認められ

るという事態はいまだ至っておりません。

ところが、最近のように、集団信託 という形でいろんな形の受益権が発生 し

て、それについて必ず証券が発行される。そうした場合に、その証券の流通を

保護 し、また証券の担保力、あるいは金融力を獲得するためには、何 らかそこ

に商慣習が生まれてきていいん じゃないかと思 っているのでありますが、残念

なが ら、その点についての詳 しい論文もまだ発表されません。何 とかしてこれ

について手をつけたいと思っておりまして、前回申し上げましたように、きょ

うは有価証券の問題を取り上げて……とお約束 した点もありまして、きょうま

でに結論を出そうと思ったのでありますけれども、残念ながら、確かに有価証

券化できるんだとい.う結論を、まだ出しておりません。はなはだ申しわけない

ことであります。

しかし、そういう方向をとるべきじゃないか。そこで業界の方から一種の商

慣習的なものをつくり上げてい って、そのうちにそれが慣習的に有価証券が発

生するという方向に向かっていけば、非常に結構だろうと思 うのであります。

ところが、どうも業界ではせ っかく発行 されたのに有価証券として流通さし

ていらっしゃらない、と言 うと語弊があるかもしれませんが、せっか く証券を

発行されても、それを、たとえば年金の場合、自社の資金でお買いになってそ
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ん な もの は別 に一 般 大衆 に売 り出 す 必 要 は な い 一 必 要 あ るか な い か は別 と し

て、 現 実 に は そ うい う こ とを おや りに な って い る よ うな 例 を 聞 き ます の で 、有

価証 券 の 理論 を あ ま り考 えて も 、 大衆 が そ れ に食 い つ いて くる よ うな 事 態 で な

い 限 り は、 あ ま り実 益 が な い ん じ ゃな い か とい う気 も して お ります 。

た だ 、 学 問 的 な理 論 と して 非 常 に興 味 の あ る こ とです し、 そ も そ も有 価 証 券

の言 葉 と して は 、 ドイ ツ法 のWertpapierに 対 しま して 、英 米 法 で はneg(疏ble

instrumentと い う言 葉 を 使 って お ります 。negotiableつ まり流 通 とい う こ とが 、

英 米 法 で は 、有 価 証 券 の 本 態 と考 え て い るわ けで 、 日本 の有 価 証券 の観 念 と し

て も 、 流 通 性 を 中 心 に考 え て お り ます の で 、流 通 させ て い ら っし ゃ らな い証 券

を 有 価 証 券 と して 取 り扱 うべ きか ど うか とい う こと を 議論 して も実 益 が な い と

言 わ れ る点 も あ り ます し、何 とか して む しろ大 衆 に 売 り出す よ うな 事 態 に な り

は しな いか 。 それ を 一般 大衆 に売 り出す よ うな 必 要 性 、 ない しは計 画 性 が 業 界

と して お あ りな の か ど うか 、 それ を承 って 、 英 米 法 のnegotiableinstrumentの

理 論 と に らみ 合 わ せ て 研 究 して み た い 、 と い う意 味 で 問 題を 出 しま したの で 、

は な は だ 申 しわ けな い ん で す けれ ど も、一 般 的 な個 別 的 な信 託 に お い て は だ め

だ とい う結 論 を 出 してお ります が 、 そ れ か ら大 分 年 限 もた ち ます の で 、 改 め て

そ の 問 題 を 取 り上 げ る 。 ただ しそ れ には も う少 し実 態 を い ろい ろ教 え て い た だ

くと い う程 度 で 、 この項 目 は宿 題 に させ てい た だ きた い と思 い ます 。

その 次 に 、 こ れ もすで に皆 さん も ご存 じの 問題 で あ ります け れ ど も 、譲 渡 を

め ぐる 問題 と して 多少 触 れ て お く必 要 が あ り ます 。 それ は 、信 託銀 行 が受 益 権

担 保 貸 付 を な さる こ とは 、大 分 前 か ら行 わ れ て お りま す 。そ の 受 益権 担 保 の 問

題 が 、 信 託 法9条 、 あ る い は22条 の 問題 と して ど うか と い う と こ ろ が 問 題 に

な った こ とが あ り ま した が 、受 益 権 と信 託 財 産 と は全 然 違 うん だ ・ だ か ら22条

に は 全 然 触 れ な い とい う判 例 一 大 審 院 と最 高 裁 の 判 例 が 二 つ あ っ た と 思 い ま

す 。 それ で 、 す で に22条 は 問題 ない 、9条 の 問題 は・ 共 同 受益 者 で あ れ ば ・受
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託者が受益権を取得 しても別に問題になりません。ですから、これ も技術的な

問題で幾 らでも回避できるという意味で、受益権担保の問題として、これは可

能だということの問題提起だけにします。

いろいろ本を読んでおりますと、特に最近の福祉信託をめぐりまして、案外

今後 日本でも問題になるような受益権の形態が、もうアメ リカではずいぶんや

られている。それをあぐっての譲渡性、ないしは強制執行の問題が非常にた く

さん問題となり、判例が出たり立法例が出ているということについて今日は主

としてお話をしたい。そ ういう意味を考えて見たいと思います。

これ もすでにご承知と思いますが、アメリカーイギ リスでもそうであります

が、受益者を保護するために、特に十分に保護しなければならない小さい未成

年者、あるいは未成年者でないにしても心身が完全でないような人に対 して、

少な くとも収益だけは本人に完全に受益させて、みだりにそれを譲渡した り、

あるいは第三者から差 し押え られないようにして、保護したいという信託が古

くか らあるわけであります。アメ リカで名付けられている浪費者信 託 とい う

と、いかにも受益者の無知、あるいは受益者の浪費性を保護するようなことに

なりますけれども、そういう意味ではないのであります。

実際に行われますのは、元本は受託者 として第三者に信託する。そ して収益

の受益者を元本の受益者以外に別にこしらえておいて、元本の受益者は信託が

終了 したときに適当に処理する。そして収益の受益者を信託存続期間中保護す

るために、その収益の受益権を譲渡ができないものにする、あるいは譲渡を制

限するか、あるいはまたそれに対する債権者の強制執行等を防ぐという方法が

法的に認め られるようにするにはどうすればそれができるかという問題 として

考え られているわけです。

英米法では、ご承知のように、長い歴史を持 っております し、判例法であり

ますので、裁判所が収益の受益者を保護するために、信託がなされたという事
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実 を 見 ま した な らば 、 そ の収 益 の 受 益 権 は 差 し押 さえ が で き ない とか 、収 益 の

受 益 権 は譲 渡 で きな い とい うふ うに判 例 が 積 み 重 な って い きます と、 あ え て立

法 を 待 たず して 受 益 者 の 保 護 が 可能 な の で あ り ます 。

しか しこ の問 題 につ き ま して は 、特 に ア メ リカ に お き ま して は、 州 法 で 譲渡

禁 止 、 あ るい は執 行 禁 止 の規 定 を 置 い て い る と ころ も た く さん あ り ます 。

反 対 に 、 それ は い け な い とい うこ とを 立 法 化 して い る と ころ も あ ります が 、

大 多 数 の 州 に お い て は 、 立法 で譲 渡 や 執 行 の 禁 止 が 可能 だ とい うこ とを 言 って

るわ け で す 。 州 の 法 律 によ りま す と 、 も と も とが 収 益 の保 護で あ ります の で 、

無 制 限 に どん な多 額 の 信 託 財 産 を した が って収 益 も非 常 に た くさん の もの を 、

禁 止 して しま った り、 譲渡 で きな い よ うにす るの は おか しい 。だ か ら、 そ の収

益 が 、 た と え ば年 間30ド ルとか 、100ド ル とか 、一 定 の範 囲 を決 め て 、 そ の範

囲 な らば 、 い ま言 った よ うな譲 渡 の 制 限 、 禁 止 を 認 め よ う と い う州 も あ り ま

す 。

そ れ で 、 この 問 題 は 、 これ だ け を お話 しす る だ けで もか な り時 間 が必 要 で す

の で 、 き ょ う特 に こ こで 問 題 に した い と思 い ます の は、 日本 で そ の よ うな信 託

が 認 め られ て い い の か ど うか 、 認 め る と して ど こ に根 拠 を持 って い くか とい う

こ とで あ り ます 。

四 宮 さん の 本 に よ ります と 、一 身 専 属性 と い う考 え方 を 否定 せ られ 、 そ れ か

ら執 行 の 禁 止 と い う問題 も否 定 的 な 結 論 を 言 って お られ るわ けで あ り ます 。

しか し、一 身 専属 性 とい うこ とは 全 然 だ め な の か ど うか とい うこ とで あ りま

す 。一 身 専属 性 の 問 題 は 、権 利 の 性 質 と、場 合 に よ って は 当事者 の意 思 で 一 身

専 属性 の もの を つ く る こ とが で き る とい うの が 、 わ が 国 の私 法理 論 で あ ります

の で 、全 然一 身専 属性 の理 論 を 使 う こ とが で きな い とい う結 論 を 出す こと は ・

信 託 の 今 後 の 発 展 上 は 、特 に ア メ リカの よ うなspendth証ttrustや 保 護 信 託 の

よ うな こ とを 実 現 す る こ とを 妨 げ る結 果 に な る と思 うの で あ ります 。
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私 は 弁 護 士 の 仕 事 を や って お りま して 、 つ くづ く感 じて い る こ と な ん で あ り

ます が 、契 約書 を つ くる と き に 、一 身 専 属性 を 強 く強調 して 、 こ れ は そ の 人 な

れ ば こそ初 めて 売 るん だ 、 だか らそ れ は 相続 財 産 と して 相 続 人 に移 るべ き で は

な い 、 と い う主 張 を しな け れ ば な らな い ケ ー ス に遭 遇 す るわ けで す 。

た とえば あ る 土地 を 貸 す 。貸 す けれ ど も 、 そ こへ はお 医 者 さん が 病 院 を 建 て

るか ら貸 す ん だ 。 そ うで な く ち ゃそ ん な も の は貸 す つ も りは ない ん だ が、 こ の

辺 に は病 院 が な いの で 、 病 院 の 建 設 の た め に土 地 を 貸 す 。 こ の ご ろ土 地 を 貸 す

と い うの は ばか の す る こ とで あ って 、 売 るん な ら売 るん だ け れ ど も、 貸 す 。 と

こ ろ が 、 そ の お 医者 さ ん が た また ま病 院 を 建 て る前 に死 ん で しま った 。 そ うす

る と 、後 に 残 っ た相 続 人 、 お 医者 さん に何 の 関 係 もな い よ うな 者 が 借 地 権 を 主

張 して く る とい う事 態 が あ るわ け で す 。 そ う した と きに 、 な るほ ど 借 地 法 上 、

借 地 権 の 相続 性 は認 め られ る わ け で す か ら、 そ れ はや むを 得 ま せ ん け れ ど も、

土 地 を 貸 した 人 の 意 思 、 借 り た 人 の真 意 か ら一 身専 属性 を 割 り出 して 、 当 事 者

の 意 思 に よ って 、 そ れ は そ うい う性 質 を 持 って い る ものだ とい うこ と を 主 張 し

て い いん じ ゃな い か 。 この ご ろ、 ず る い の が お りま して、 土 地 を 借 りる の に い

ろ い ろ うそを 言 う例 が た く さん 出 て くる わ け です 。 医 者 の 事 件 は 現 実 に 裁 判 に

な って い る事 件 で あ り ます の で 、 詳 し く申 し上 げ られ ませ ん け れ ど も 、 そ うい

う と こ ろか らし ま して 、 わ れ わ れ の 社 会 で 、一 身 専 属 性 を 余 りに も乱 用 さ れ て

は 困 り ます が 、 当事 者 の意 思 を 尊重 す る意 味 か らいえ ば 、 か な り これ を 利 用 し

て い い ん じ ゃな い か と思 い ます 。

そ うい う こ とか ら言 い ます と、信 託 の 場 合 、 り っぱ な受 託者 が お られ る と こ

ろへ 元 本 は とに か く移 転 す る。 そ して そ の 運 用 の 利益 を 、 財産 を処 理 す る能 力

の な い 気 の 毒 な 人 の た め に 受 益 せ しむ る。 そ う した と きに 、 そ の受 益 権 が 相 続

され る 、 あ る い は 強 制 執 行 され て 取 り上 げ られ て し ま う とい うの で は 、 何 も な

らん じ ゃな い か 。 そ うい う意 味 で 、 日本 の 法律 で 強 い て理 論 を構 成 す るな ら ば
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一 身 専 属 とい う ことで や らざ るを得 な い ん で はな いか
、とい う こ とで あ り ます 。

これ か らい ろ い ろ福 祉 信 託 が 出 て き ます と
、 ち ょ うど年 金 の受 益 者 が 保 護 さ

れ て お ります ね。 そ れ か ら昔 の 恩給 を担 保 にす る場 合 にい ろい ろ問 題 が あ った

と同 じよ うに、 これ か ら先 、 社 会 福祉 の 面 での せ っ か くの 信 託 が、 だ め に な っ

て し ま って も 困 る。 と い って 、現 在 の 信 託 法で 特 別 な規定 は ご ざいませんか ら
、

規 定 の解 釈 上 は不 可 能 で あ り ます 。然 しな が ら、何 らか の 形 でそ うい う収 益 の

受 益 者 を保 護 す る必 要 が 、わ が 国 に お い て も必 要 が あ るん じ ゃな い か 。 そ うい

う こ とを 一 つ の 問題 と して考 え てみ た い と思 うわ けで あ ります 。

と ころで 、7条 に よ ります と条 文 は 「信 託行 為 二依 り受 益者 トシテ指 定 セ ラ

レタル 者 ハ 当然 信 託 ノ利 益 ヲ享 受 ス但 シ信 託行 為 二 別段 ノ定 アル トキハ 其 ノ定

二 従 フ」 と あ り ま して 、 ここで は 、受 益 権 発 生 の 一 つ の要 件 と して 受 益者 の 同

意 は要 らな い 。 第三 者 の た め にす る契 約 の 例 外 だ とい うこ とが今 日の 通説 で あ

る こ と を お話 し した わ け で あ ります 。 この 「信 託行 為 二別 段 ノ定 ア ル トキ 」 と

い う場 合 に 、 「当 然 信 託 ノ利 益 ヲ享 受 」 の 「当 然 」 だ け にか か らさな い で 、「別

段 ノ定 」 とい う こ とで 何 らか の制 限 の あ る こ とを この規 定 で 考え るか 、 あ る い

は4条 に 「受 託 者 ハ信 託行 為 ノ定 ムル 所 二 従 ヒ… 」云 々 と い う とこ ろが あ り ま

す の で、 こ こに根 拠 を 置 いて 、 信 託 行 為 で 、 受益 権 の譲 渡 はで き ない し、 ま た

そ れ は相 続 財 産 に も な らん し、 執 行 も制 限 され るん だ と規 定 した場 合 に 、 そ の

信 託 行 為 の 効 力 は ど うな るか 、 とい う問 題 と して 考 え て みて もい いわ けで あ り

ま す 。

幸 い 強制 執 行 の と こ ろで 執行 の対 象 か ら除外 さ れ て い る財 産 が あ るわ け で す

ね 。 民 訴 の570条 で 、 た とえ ば俸 給 な ら四 分 の一 とか 、職 務 上 当然 必 要 な品 物

とか 、 そ うい う もの が あ ります 。 しか し、 これ も例 示 的 で あ ります の で 、 抽 象

的 に 差 し押 さえ 禁 止物 の 規定 か ら援 用 す る と い う こ と も、 ち ょ っと苦 しい 立 場

に な るわ け で す 。
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しか し、 何 と してで も今 後 は 一 遺 言 信 託 もそ うで あ り ます けれ ど も 、 わ が 国

の生 前 信 託 にお い て も、 そ うい う趣 旨の信 託 が 必 ず や 出 て くる と思 い ます 。 そ

うな っ た と き に 、 この 話 を 思 い 出 して い た だ い て 、 何 か お考 え を願 う。 そ の 意

味 で 、 わ れ わ れ と して は 向 こ うの 浪 費 者 信 託 、prOt㏄tivetruStあ る い はtrUst

forsupportと い うもの の実 態 を ご紹 介 す る責務 が あ るわ けで す 。 それ は わ れ

わ れ の 責 務 と して 大 い にや りた い と思 い ま す けれ ど も、 た だ実 務 家 の 方 々 と し

て お 考 え 願 い た いの は 、 ど うも 日本 の法 律 は 理 論 的 に割 り切 り過 ぎ る と こ ろが

あ り ま して 、 信 託 の 特 異 性 を そ う考 え て くれ な い 傾 向 に あ ります の で 、 そ うい

う信 託 だ って 、 受 益 権 は一 般 私 法 理 論 か ら見 て 関 係 な い ん だ 、譲 渡 の禁 止 も制

限 も 非 相 続性 も考 え な くて もい いん だ 、 と言 わ れ て しま うおそ れ が多 分 に あ り

ます 。 した が って 、そ うい うと ころ を ひ とつ お考 え を 願 い た い と い う と こ ろ

が 、 浪 費 者 信 託 等 を め ぐ る問 題 で あ り ます 。

ア メ リカの 例 を 調 べ て み ます と、 実 に 膨 大 な 判 例 が 出 て お ります 。 そ れ を一

々こ こで お 話 し し ます と、 時 間 が なん で ご ざい ます の で 、 そ の程 度 に さ して い

た だ き ま して 、 そ の次 の 問 題 と して 、受 益 権 の相 続 性 の 問 題で 、従 来 の 学者 が

あ ま り問 題 に しな い問 題 点 が ひ とつ あ り ます の で 、 そ れ を考 えて い た だ きた い

とい う意 味 で 、6の 受 益 権 の 相 続 性 の と ころ を挙 げ た わ け で あ ります 。

そ こで 、 ま ず 第 一一に受 益 権 が 相 続 の対 象 に な る こ とは 、原 則 的 に は否 定 す べ

き も の じ ゃな い と思 い ます 。先 ほ ど 申 し ま した特 殊 な 一 身専 属 性 を 与 え て い い

よ うな も の 、 浪 費 者 信 託 、保 護 信 託 、 あ るい は扶 養信 託(trustforsupport)

の よ うな もの は 、 私 ど も学 者 もそ うです が 、実 際仕 事 を な さる方 々か ら も、 例

外 と して 相 続性 の 否 定 の 理 論 を 大 い に声 を 上 げて い た だ きた い ので あ りま す 。

た だ ア メ リカ で 始 終 問 題 に な り ます の は 、共 同受 益 者 と相 続権 の 問 題 で あ り

ます 。 ア メ リカの 判 例 を 見 て お り ます と 、共 同受 益 者 が 、 しか も収 益 を 数人 の

者 一 た とえ ば 子 供 が た くさん あ り ま して 、数 人 の者 に 収 益 を や って くれ 。平 等
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にや る場 合 もあ りま し ょ う し、区 別 して や る場合 も あ る。 そ うい う場 合 が た く

さ ん 出 て きて お り ます 。 そ の場 合 に 相 続 法 上一 体 ど うな る んだ ろ うか とい う問

題 で あ り ます 。 これ が また 、 われ わ れ の 相 続 法 の 考 え で は ち ょっ と理 解 しが た

い よ うな 処 理 を や って お り ます ので 、 それ を ご紹 介 す る こ とは何 らか の ご参 考

に な る と思 って 、 こ こ に取 り上 げ たわ けで あ り ます 。

そ こ に書 いて お き ま したが 、共 同受 益 者 とsuccessivebeneficlaryと の混 同 を

避 けて い ただ き た い 。連 続 受 益者 とい うの は 、遺 言 信 託 の と ころで お 話 し した

い と思 い ます け れ ど も、Aが あ る土 地 をBに 信 託 譲渡 す る 。そ して受 益者 をC

とす る 。Cが 生 存 中 はCに や る。Cが 死 ね ばCの 子供 が あれ ば子 供 にや る、

Cの 子供 が だ れ もな けれ ばCの 弟 にや る と い うふ う に、受 益 者 が 、同 時 じ ゃな

しに 、連 続 的 に指 定 され て い る。 この 場 合 の 受 益 者 は 、一 種 の 条 件つ きの 受 益

権 と 考 え るべ きで あ り ま しょ うが 、上 に述 べ た連 続 受 益 者 の 場 合 で は な く し

て 、 同 時 に 数 人 が収 益 を 受 け る 、あ るい は 元本 の場 合 も 理 論 的 に は あ り ま す

が 、 実 務 的 に は収 益 の 場 合 が多 い の で あ り ます 。 と こ ろで そ うい う形 の共 同受

益 者 の 場 合 に は 、 わ れ われ の相 続 法 の 理 論 で は 、 た とえ ば相 続 人が 妻 と子供 で

あ れ ば 、 その 二 分 の一 は奥 さ ん に行 く、 二 分 の 一 は 子 供 た ちで分 け れ ば い い と

考 え るわ け です ね 。

と こ ろ が 、 向 こ うで は そ う考 え ない よ うで あ り ます 。 ど うい うわ けで そ うい

う こ と に な る の か 、 と い い ます と、 英 米 で は 残 存 受 益 者 の 権 利 と い う 考 え が

あ っ て残 存 受 益 者 が こ れ を取 得 す る(survivorshiP)と いう の が原 則 に な って お

り ま す 。 た と え ば 信 託財 産 の受 益 者 と して 二 人 を 指 定 して 、 この 土 地 か ら生 ず

る収 益 を この 二 人 に 分 配 して くだ さい とい う信 託 約 款 にな って い た場 合 に 、仮

にA、Bと して 、 そ のAが 死 んだ ら、 わ れ わ れ の 普 通 の 考 えで は 、Aの 相 続 人

が 数 人 お れ ばAの 相 続 人 が 、 その 二 人 の 共 有 の よ うな関 係 で ・持 ち分 が 分 か れ

て い くよ う に考 え るわ け で す ね。 そ れが 普 通 の考 え方 で あ るの で ・ そ う理 解 し
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て い い ん じ ゃ ない か と思 うの です け れ ど も 、 向 こ うの は そ うで は な く、survi-

vorshipつ ま り二 人 の うち生 き残 った 方 が 全 部 の収 益 の取 得 者 に な る ん だ 、 と

い う考 え方 で 処 理 され て お ります 。

これ は なぜ か とい うこ とで あ り ま す 。 共 同受 託者 の場 合 に は 、信 託 財産 は い

わ ゆ る合 有(jointownership)に な り ま し て 、受 託 者 数人 あれ ば残 った者 が 受

託 者 と して や って い くと い うこ と に な り ます 。(日 本 で も信 託 法24条 、15条 で

同 一 の 結 果 とな る)と こ ろ が 、受 益 権 の 場 合 に なぜ 信託 財産 の合 有 と 同 じ結 果

に な らね ば な らな い か 、 そ うい うふ うに し な くち ゃな らん か と い う こ と で あ り

ます 。

原 則 は 、要 す る に 当事 者 の 意 思 、 つ ま り信 託 設 定 者 の 意 思 は、 あ る財 産 を 信

託 して そ の収 益 を 分 配 す る と き に は 、 そ の 収 益 の 分 配を 受 け る者 が 常 に共 同 し

て そ の 収 益 を 利 用 す る こ とを 前 提 と した 考 え方 に な って い るわ け で あ り ま す 。

そ こで 、各 自別 に そ れ ぞ れ使 って しま って い い とい うん じ ゃ な しに 、 信 託 設定

者 の 意 思 は 、 あ く まで も数 人 の 受 益 者 が 一 体 とな っ て そ の 財 産 か らの 収 益 に

よ って 保 護 され て い く と い う考 え 方 で あ り ます 。 これ は ち ょっ と考 え ます と 、

普 通 の 財 産 相 続 の 理 論 か ら理 解 で き な い こ とで あ り ます が 、 英 米 で は そ うい う

結 論 に な って 居 りま す 。 そ こで 例 え ば一 千 万 円 の 収 益 の あ る財 産 を 二 人 で 共 同

受 益 者 と して 指 定 さ れ て い る と して 、 そ して 一 人 が 死 ね ば 、 生 き残 った 者 が収

益 全 部 を も ら う。 こ うい うふ うに 処 理 して お り ます 。判 例 が 全 部 そ うな って お

りま す 。

た だ 、 そ れ で は こ の よ うな 結 論 を 排 除 す る方 法 は行 わ れ て い な い か と い う

と、別 段 の 意 思 表 示 が あ るこ と に よ って この 法 律 効 果 を排 除 す る こ とが で き る

とい う こ と も 、判 例上 あ らわれ て い るわ けで あ りま す 。 そ の あ り方 が 、 そ こ に

も書 い て あ り ます よ うに 、 まず 通 例 行 わ れ る別 段 の 意思 表 示 と して は 、 「死 者

の相 続 財 産 とす る と い う特 別 の意 思 表 示 を す る こ と 」 とい うの が一 つ の や り方
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であります。'日本では共同受益権の相続の場合にどう考えるべきかといいます

と・それは、共同受益者の受益権の共有をどう理解するかということにかかっ

てくるわけであります。受益権を債権としますと、日本では金銭を目的とする

信託が多いですから、金銭債権ということになりますと、当然可分債権になり

ますから、ここでたとえば一千万円なら五百万円ずつそれぞれ持っているとし

ますと、二人の うちの一人が死ねば、その五百万円分については、死んだ人の

遺産として、相続法の原則に従 って分けていけばいいことになって、特別の意

思表示を必要としないことになります。しかし、英米ではこういう結果を招来

するためには特別の意思表示をせねばならないことになって居ります。

それか ら英米における共同受益権についての別段の意思表示でもう一つの種

類のものは、信託設定者の方へ戻ってしまうとい う意思表示をしておくわけで

あります。これは信託設定者が受益権を二人にや ったのは、あくまでも二人の

受益者がそれによって生活を享受する、そこに信託の値打ちがあるんだ、だか

ら受益者の相続人 までも何も受益さす必要はない。そういう考え方があるわけ

です。そこで信託設定に際して受益者死亡のときは信託設定者が取得すること

に定めてお くわけです。その場合、割合を決めて残存者にある一部を渡すとい

う場合もあり得 るわけです。それか らもともと受益権を共有した趣旨は二人ヵ」

何か共同事業でもやるという意味であるんだか ら、一人が死ねばもう意味がな

いとい うので、全部信託設定者が取得す る、そういう例も出てきております。

それか ら、収益の受益者のうちの一人が死にますと、残存受益者が全部取得

するんじゃなしに、残 っている受益者の一人には一定の割合で渡すけれども、

死んだ受益者が取得すると計算された収益の部分は、信託終了まで積み立てて

おいて、信託が終了すれば、元本受益者に交付して、元本受益者がその収益を

もらう。こういう考え方で処理されているのが:通例のようであります。判例を

分類すればそうい うことになっております・
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そ こで、共同受益者 というものを、われわれはいままで、わが国の信託法で

は9条 の問題 としてのみ考えていたのでありますが、信託設定の際に共同の受

益者をつくるというものは連続受益者のような場合は別でありますが、同時に

共同の受益者をつ くるというときには、もっと別な意味があるんじゃないかと

いうことを、この問題をめぐって考えさせられるわけであります。

そ うい うことで、原則としては残存受益者が取得 してそしてその収益を相続

させないで、あくまでも積み立てておいて元本受益者に交付するという考え方

は、共同受益者というものを処理する上において、単純に受益者が数人あると

きには財産はすべて共有になって、持ち分が平等の割合にあるということで、

すぐに日本の相続法を利用していいのかどうか。なぜアメ リカの判例がそんな

に分かれているかということは、結局は向こうの受益権が、連続受益者の場合

にもそ うでありますけれ ども、共同受益者の場合には、常にいわばプロテクティ

プな、つまり受益者を保護するためになされている。だから、保護され る必要

性がな くな った、つまり死んでしまったようなときには、残った者が使 ったら

いいし、場合によっては積み立てておいて、元本の方へつけ加えるという趣 旨

だということであります。

だから、日本の共同受益者にどういう実例があるか、私もよく存 じませんけ

れども、これか らだんだんと家族的な性格一遺言信託 もその一 つであ ります

が、家族生活、そ うい うものが信託の対象として入 ってきたときには、単に相

続法の理論だけ じゃな しに、信託設定者の意思を十分考えて処理することが、

む しろ信託の本質になるんじゃないか。単純に相続法の原理によって理論的に

割り切 って、相続法は相続法だ、信託は信託だということでやるべきじゃない。

信託設定者の意思は実に複雑であって、処理する上において、慎重に信託設

定の趣旨、それか らその効果を詳細に考えてやるべきだということを、受益権

の相続性とい う問題をめ ぐって、向こうで実際に行われている現象から考えさ

一234一



せ られ るわ け で あ り ます 。

そ うい う こ とで 、 き ょうは受 益 権 の 証券 化 の と ころ を一 番 重 要視 して 考 え て

い たの で あ り ます けれ ど も、 結 論 が 出な か った た め 、肝心 の と ころ が抜 けて し

ま って 、 ま こと に 申 しわ けな い の で あ ります 。 た だ 、 き ょう 申 し上 げ た と こ ろ

の 趣 旨は 、受 益 権 の性 格 を 、い ろ ん な形 で設 定 され て い るの で 、単 純 に 債 権 だ

か ら 、 しか も これ は財 産 権 だか ら とい うよ うな こ とで 、現 在 あ ると こ ろの 私 法

理 論 で や って も ら って は 困 る。や っぱ りそ こ に譲 渡 性 、執行 性 、あ る い は残 存

受 益 者 、survivorshipと い うこ とを よ く考 え る 。 こ うい う実 例 は、 日本 で は ま

だ遭 遇 され た こ と もあ ま りな いん じゃな い か と思 うの で あ り ます けれ ど も、 こ

れ か らだ ん だ ん 出 て くる と思 い ます 。そ うな った と きに は 、十 分 に信 託 の 特 異

性 と い うも の を 考 え て 処 理 して い た だ きた い 。 これが き ょうの私 の お願 い で ご

ざ い ます 。
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信託 法 第8条(信 託 管理人)

第1〔イ)受 益者は信託設定当時少 くとも 「特定 し得べきもの」であることにっ

いて。 受益者の不特定の意味

きようは第8条 の信託管理人のところです。 これは実際的には大変実益のあ

る規定で、また信託会社 としてはすでにフルに利用 されてお り、あま り深い理

論的な問題もあるわけではあ りません。ただ、 ここで疑問を持ちます点を少し

ご注意願 うとい う程度になると思います。

第1に 、ωに書いてあ りますように、受益者が信託設定当時特定す ることを

要 しない。特定 し得べきものでなければならないけれ ども、直ちに特定 してお

らな くちゃならんというヒとでないとい うことは、もう大分前にこのセ ミナー

の初めの方で、 どういう状態が特定 し得べきものかどうかということ これ

は受益者の権利取得の時期に関する問題 として、第7条 の続きとか、第7条 の

続 きのことでいろいろ説明いたしましたので、それを繰 り返す必要はあ りませ

ん。

(ロ)受 益者が「未だ存在しないこと」と、「存在するに至 る可能性」について。

むしろ問題は回の 「存在するに至 る可能性」にあるわけです。とい うのは、

信託管理人の条文のところにあります ように、不特定、または未だ存在 しない

とい う条文になっておりますね。それでいまは存在しない、しかし将来存在す

るに至 るであろう可能性 ということは、問題にならないか どうかとい うことで

あ ります。つまり、信託設定当時現存 しな くてもよいけれ ども、存在するに至

る可能性が認識 し得べきものでなければならないかどうかとい うことであ りま

す。

これはあまり議論になってないようですけれども、未だ存在しないとい う表

現からしますと、いつかは存在するんだとい う反対解釈もできますので、やは

り存在する可能性を前提 としている。絶対もう存在しないとい うことであれぱ

初めからだめなんで、受益者が信託関係における重要な確定要素であるとい う
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ことから言いまして、絶対に不存在だとい うことが確定しているようなときに

は、受益者が確定しておらないことになります。従 って信託管理人の必要は、

未だ存在 しないとい う 「未だ」とい う言葉に重点を置きますと、存在の可能性

が要件 となるとい う解釈が出て くると思 うのであ ります。

では、その存在の可能性が認識し得べきものであるとい うのは、 どうい う状

態を言 うのかとい うことであります。たとえば月の世界へ旅行すると、そこで

人類 とは別のいろいろな生物がいるだろう、だからその生物の探検とい うよう

なことを研究するために公益信託を設定するとい うことです。恐らくこれは、

月の世界 とい うものは今 日になると可能性はあるか もしれ ませんが、月世界旅

行がない以前にはなかったと言 ってもいいと思 うのであ ります。 しか し、今で

も果たして一般に存在の可能性ということを言 えるか どうか疑問になります。

私は、ああい う状態において存在が可能か とい うヒとにな りますと、非常に問

題になると思 うのであ ります。これは公益信託の場合の管理人のところで も、

また繰 り返 してお話しすることになると思います。

そういうことで、 「存在することの可能性」とい うことがあまり深 く議論 さ

れてないんですけれ ども、たとえば私益信託の場合に言いますと、未だ結婚 も

していない、男性でも女性でも、どっちでもいいですが、そうい う人に対して

「あなたが子供を生んだら、その子供のために……」云々という信託設定をし

た場合に、子供ができたらということは、果たして存在す る可能性があるのか

ないのか。こうなると、人間、結婚するとは限ってないんで、だんだん文明人

になります と、結婚しない男性、女性がふえてきます。だから、現に結婚して

おって、そして子供ができたらその子供を受益者 とするとい うのならまだわか

ります。しかし、独身の状態では子供が存在す る可能性がきわめて薄いとい う

状態のところに、なお 「未だ存在 しない受益者」 とい う条項があてはまるか ど

うかとい う問題であ ります。この点が一つの問題点で、全然存在 しないにかか

わ らず 「未だ存 しない」 という条項のもとにすべて信託管理人の選任ができる
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か と い うと こ ろ は、 十 分 注 意 し て し な い と、 む だ な信 託 管 理 人 の選 任 が で き る

こ うい うこ とで あ ります 。

内 受益者の指定が条件附又は期限附になされている場合と信託管理人の

選任について。

その次は、これもあまり議論されていないところで、またもう議論する必要

はないと考えられる方があるかもしれませんが、内の受益者の条件附、あるい

は期限附き発生が規定せられている場合に信託管理人の設定ができるかど うか

の問題であ ります。ご承知のように、条件附、期限附きとい うものは、非常に

不確定な状態です。特に停止条件のような場合には、まだ権利は確定しておら

ないわけですか ら、 きわめて不確定な状態にあるわけです。ただその場合に、

そ うい う受益者はまだ確定的には受益者としての権利を取得しておらないけれ

ども、しかし、条件の成否未定の間における権利、義務の処分、相続、保存、

担保ができるとい うのが民法129条 に規定されてお りますので、きわめて不確

定な状態のままでその受益者が権利の処分等ができるというのであ ります。受

益者が行動できるのなら信託管理人は要 らないんじゃないか、だから、停止条

件附 き、あるいは期限附の信託がなされた場合に、信託管理人は要らない。そ

うい う場合は受益者は未だ存在しない、 または不特定とは言えないという考え

方で、信託法8条 には入らないとい う議論が出てくると思 うんです。

ところが、考えてみますと、条件附、あるいは期限附の権利者は確定的には

権利を行使できないわけですが、その場合に、非常にむつかしいいろいろな法

律関係を処理するためには、それに精通 している信託管理人を設定して、そう

い う状態にある受益者を保護してい く必要があるんじゃないだろ うか。そ うい

う意味で、信託法8条 の信託管理人の選任ができるのではないか。またそ うす

ることが、信託の運用上、いろんな形で便宜を与えることにな りはしないか と

い う1つ の疑問が起 るのであ ります。

ところで、一条件附き、期限附き法律関係とい うものの性格から見て、信託管
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理人をそ うい う事態においてもなお活用す る、その根拠をどうす るかとい うこ

とですが、これは信託法8条 の文言解釈からは出てこない。たとえば停止条件

りきとい う受益者は、停止条件成就までは効力があ りません。しかしその状態

を処分ができるとい う地位を持っているわけです。たとえば 「大学を優等で卒

業したならばどこかの家を買 うてやる」、そのために信託財産の原資を信託会社

に信託す る。その場合、優等で卒業するかどうかわか りません。 しか し、優等

で卒業すればそれだけの権利を持つわけです。そ うい う受益者を 「未だ存在 し

ない」と言 うこともできないかどうか、 とい う疑問です。

その場合、信託管理人を選任しておきます と、受益者が未完成の状態におい

ていろんな処分をするとい う規定を乱用した りして、受益者のせ っか くの権利

を失 ってしまうということも助かるわけですから、そ ういう意味で、 「未だ存

在しない」という観念の中に入 らないとは言い切れないとい う意味で、信託管

理人をそこで選任できるという解釈にしたらどうだろ うか、とい うのが内の受

益者の条件附期限附発生の指定 と信託管理人 の問題であ ります。

以上の話はきわめて抽象的にな りましたけれども、今度はこれを公益信託 と

私益信託に分けていろいろな場合を考えてみます。公益信託では受益者は一応

不特定だ とい うふ うになってお ります。したがって、8条 の適用がありまして

公益信託の場合には信託管理人が当然に選任できるということになってお りま

す。

それから私益信託の場合と信託管理人 とい う問題であります。私益信託が信

託管理人の選任をなす場合としましては、受益者が不特定、受益者が未だ存在

しない、 この2つ の要件の場合が指摘されてお ります。そこで問題は、私益信

託で信託管理人を選任できる場合、 どんな場合が不特定であって、 どんな場合

が不存在かとい うことです。

ところで不特定の場合、あるいは不存在の場合とい うことについては、実務
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的には、年金信託、その他いろんな信託の場合に、あるいは集団を相手にす る

ところの財産の形成にりいての各種の信託についてでも、信託管理人を選任す

る場合に皆 さんいやとい うほど遭遇しておられますので、いまこヒで、 どんな

場合が不特定 と言 うのか、どんな場合が存在 しないと言 うのか、とい うことを

言 うのは皆 さんの方が実例 としてはた くさんご存じのはずであります。そ こで

これも皆さんからかえって教えていただ くようなことになると思いますので、

後から、こんな場合はどうか、あんな場合はどうかとい うご質問を受けて、お

答えした方がいいと思います。

そこで問題は、私益信託の場合に、条件附き、あるいは期限附き受益者の指

定はどうだろ うか とい うことです。私益信託の場合には、受益者が果たしてど

ちらかに入るか どうかとい うことです。これも第1に 申しましたように、条件

附きとい う権利の関係から言います と、条件成就までは、存在はしてい るかも

しれないけれども、きわめて不確実な存在です。だからその意味で、ここに不

存在の場合に当るとい うこととして、やは り信託管理人の選任ができるんでは

なかろ うか とい う、きわめて大胆な結論を出しているわけです。

私がこういうことを問題にす る理由は、実は信託の場合じゃなしに、条件つ

き法律関係とい うものを処理してみますと、一般の規定に従って処分できると

い う規定がいろいろ問題を起こしてお ります。それでその問題を処理す るとき

に、 もしこれが信託関係がついていたら実務処理上一体 どうなるんだろ うかと

い う疑問を持つわけです。そこで、一般の規定に従 って権利を処分した りす る

とい うことでありますけれども、条件つ き法律関係の処分 とい うことは、普通

の法律的な知識が非常に少ない受益者の場合には、問題をこんがらかすチャン

スが多 くな りますので、条件つきのときには何とかして管理人を選任できるよ

うにすべきじゃなかろ うかとい う私の経験から、こうい う議論が出てきたわけ

です。そ うい う意味で、信託管理人選任の必要性としての各場合について、従

一240一



来あまり問題にされてないところを一応指摘 したわけであ ります。それで、で

きるだけ広 く信託管理人を選任できるように したいとい うことも、1つ の念願

です。

実務的に皆 さんからときどきご相談を受けた例を見てみますと、実に信託管

理人 というものが便利な制度だ。特に集団的な受益者がおるような場合に、 し

かもそれが変動きわま りない会社の従業員のような場合に、それに信託管理人

がつかないと非常に困 る。今 日では確定した解釈として、変動きわま りない従

業員の存在の場合には受益者が不特定とい うことで完全に処理されているよう

ですけれ ども、初めの間は、かなり議論になった時代があ りました。しか し、

とにか く信託管理人を置かないと不便だとい うことを、実際に皆さん遭遇 して

おられますので、信託管理人の問題は、信託管理人を置き得る場合は可能な限

り広 く解釈して受益者を救 うべきではないか。そ うい う精神が、実は条件附き

法律関係とい うものについても信託管理人を置く場合に該当するという新 しい

議論を提出す る理由です。

それ ともうユつは、文理的にも、先ほど申しましたように、不存在と言 うけ

れ ども、全 く客観的、確定的に不存在ではいけないんじゃないか。 「未だ存在

しない」んだか ら、 「将来存在す る可能性がある」とい う条件が1つ そ こに必

要だ。その問題です。この点は従来あまり論 じられてお りませんので、この機

会に申し上げておきたいと思います。

第2(イ)信 託管理人の権限の内容は信託約款によって拡張又は制限ができるか。

あとは、信託管理人の選任とか、それからその権限が どうい う内容を持つか

とい うことは、一 々ご説明するまでもなく、8条 の2項 、3項 につきましてあ

ま り問題がないようであ ります。

ただ8条 の2項 で 「信託管理人ハ前項ノ受益者ノ為自己ノ名ヲ以テ信託二関

スル裁判上又ハ裁判外 ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス」と書いてありますが、その内
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容に疑義がありましたならば、約款でこうい う権限を持 ってるんだとい う任意

代理的な約款 も効力があると思います。ですから、 これはちょうど商法におけ

支配人 と同じように、その範囲は法定代理であるし、そして選任 されるか どう

かが代理人 としての効力が生ずるかどうかの問題だとい うことになって、その

内容は法定代理だとい う議論がされてお りますので、商法上の支配人の権限 と

い うようなことと相通ずるものがあるわけです。

ただ問題にな りますのは、信託管理人を選任はす るけれども、2項 の行為の

権限を制限 した り、拡張した りすることができるかとい うことについての規定

がないわけです。法定代理ですから、8条 の2項 に関しては自由に伸縮できな

いんじゃないか。特に善意の第三者を害するようなことになってはいけない と

い う考え方から、そういう疑問が出てきますけれ ども、信託管理人の権限につ

いて、任意規定 として、信託財産の管理についてある程度の約款をもっての変

更は可能か どうか。私は2項 にある程度の伸縮性を持たしていいんじゃないか

と思 うんです。だから、たとえば信託管理人の権限を制限する、あるいは反対

に広い権限を与えるといっても、その約款の有効性は是認されていいんじゃな

いか。信託法 というのは、1番 初めに申しましたように、任意性が非常に強い

法律でありますので、そ ういう意味からも、信託管理人の権限についても、任

意的な約款をもっで拡張あるいは縮小が可能ではないか。ただ、2項 の規定の

存在から、今度は善意の第三者をどうするか とい う問題が起 こります。これは

一般論として、信託法8条 については商法支配人に関す る商法38条第3項 のよ

うな規定はないが善意の第三者に対抗できない とい う議論が生ずる必要がある

とは思いますけれ ども、そもそも約款で拡張あるいは縮小を認めるべきだとい

うのが私の考えであります。

信託管理人の問題 として、ほかに大 して議論が出てくることはないと思いま

す。たとえぱ信託管理人を選任する場合にどうするか、それから解任す る場合
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はどうす るか、あるいは辞任ができるか とい う問題は、条文は書いてありませ

んけれ ども、受託者の場合 と同じように、いろんな規定を類推適用すればいい

わけです。

それから裁判所の選任権とその選任権の発動を促す請求権の関連、これも請

求権が職権発動を促せば、受益者保護のために裁判所は必ず選任しなければな

らない。いずれにしましても、受益者保護のために、また保護を広 くするため

に、更には保護の内容を強力にするためにも、信託管理人の規定はできるだけ

拡張して自由にその権限拡張の約款の有効性を認めていいんじゃないかとい う

のが、 きょう申し上げる8条 の趣旨であ ります。

(口)信 託管理人による受託者の事務処理 に対する監視権について。

それで、受託者の不当な行為によって受益者が保護されない場合に信託管理

人は一体 どうい うことにしたらいいかとい うことにつきましては、 日本の信託

法は、受益者の固有の権利として、たとえば受託者を解任するとか、受託者に

対してある行為を請求して、場合によっては損害賠償の請求をするとい うのは

いろんなことが規定されてお りますから信託管理人がそれを行使すればよいわ

けです。これから民事的な信託ができます と、受託者に関していろいろ問題が

起ってくる。そのときに選任せられた受託者に対して、その権限の行使を制限

したり、あるいは他の適当な受託者にさらに共同受託者のような形で監督的な

地位を与える、 こうい う受託者に対する裁判所の監督権を通 じて受益者を保護

す ることが、わが国の信託法では非常に窮屈であります。

内 イギリスにおける裁判所による信託に対す る監督権。

ところが、前回の最後に申しましたように、イギリスの1925年 のTrustee

actで は、受託者の選任、解任、異動、あるいは権限の縮小、拡張など、非常

に広範な権限を裁判所に与えてお りますので、信託管理人によって保護され る

とい うととのほかにも、裁判所を通じて受託者を監督することによって受益者
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の保護とい うことが、日本 よりもはるかに広範囲になされ得るわけです。

そ うい う意味から言いまして、 日本の場合、いままで現象 としては りっぱな

信託会社が受託者ですから、ほとんど問題にならないので、だれ もが皆不便を

感ずるというヒとはあ りませんし、したがって信託管理人とい う問題 もあまり

注意は払われないのでありますけれども、信託管理人の受益者保護とい う精神

をできるだけ拡張し、それから受託者の解任、その権限の縮小、拡大、あるい

は受託者の更迭をめ ぐって受益者を保護するとい う制度と、両方の面か ら受益

者の保護が活発に行われているとい うことを申し上げて、この機会にイギリス

の制度、裁判所の信託に対する監督権の強大さを抽象的な紹介ですけれ ども、

申し上げるわけであ ります。

わが国においては裁判所による 「信託条項の変更」については信託法第23条

において 「信託財産の管理方法の変更」について裁判所の関与を認めているに

過 ぎないのであって一般的な信託約款の変更について関与権は規定 されていま

せん。 この点は今後信託法の改正の機会においてイギリスの裁判所の 関与権を

範として改正すべきだと考えます。

巴)信 託管理人の権限と信託約款 との関係についての実務的処理の実情。

それはともか くとして特に実務的には、信託管理人の権限をできるだけ広範

囲にやろ うとい うことを約款で規定しておや りになっているんでしょうね。

それか ら、信託管理人を置いて、管理人の権限の内容を実際の約款で制限 し

た り拡張した りするような実例はあま りあ りませんか。

。具体的にきっち り書いてあ ります。

一 契約条項 も、ただ条文をそのまま出してるだけでしょうか。

。信託法の第8条 の規定よりも、もっと具体的に砕けて書いてあると思います

私はそ うい うものをあまり注意しないで契約なんて調印をしてたんですけれ

ども、いま関心を持 ってますのは公益信託の信託管理人です。先生が指摘 され
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ましたように、公益目的のために信託を引き受けた場合に、たとえば何々県の

出身の学生で、学資に困っていて、しかも成績が抜群にいい者に限 って奨学金

を給付するとい う公益信託をり くった場合に、そ うい う条件を満たす人が普通

常識的に判断したら出て くるからヒそ、信託契約で定めるんでしょうけれ ども

そ うい う実現性の非常に高いものから、先ほどの月世界の話の ように実現性の

非常に低いものまで、公益信託にりいては非常にバラエティーがあるわけです

ね。その辺をわれわれが扱 うときは、扱いやすいものか ら積み重ねていかざる

を得ない と思 うんです。

とヒろで、公益信託については実際上実現されているものが実務的には

出てきてお りますか。

。いま手がけているんですが、材料はた くさんあるんです。ただし、1番 ネ

ックにな りますのは、大蔵省の主税局サイ ドです。財団法人で公益活動をして

いる法人がありますが、それと公益信託とい うのはほとんど同じことをや るわ

けです。その場合に、財団法人がたくさんあ りまして、その管理に大蔵省の主

税局の方が非常に困っている。脱税とまでは言わないけれども、収益事業を営

みながら公益活動す るような場合に、どうやって課税す るかとい う問題があっ

て、それ と同 じことを公益信託でやられ るんでは困 るとい うことで強い抵抗を

示してまして、その問題がもっとクリーンな形のものであるならば、したが っ

て税法上何か適格な要件を定めて、適格年金信託を認めたように、適格公益信

託、あるいは どうい う名前にす るかはまだわか らないんですが、そ うい うもの

だ ったらやってもよろしい。ひとつ具体的な例をもって検討しましょうとい う

段階になってます。

そ うですか。財団法人が公益性のある仕事をや るのは本来のものなんで

すけれ ども、それが今度は逆に私益信託のようなことを財団法人がや り出すお

それはないでしようか。
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。それは大いにあ ります。われわれがおそれてますのは、われわれはいま財

団法人が公益法人 としてやってるものを信託型でや りましょうとい うことを議

論 してるわけですけれども、いま先生がおっし やったように、信託型のものを

逆に財団法人が営むとい うか、われわれの公益信託の構想を全 く財団に……

それも公益信託ならまだいいですが、私益信託に属す ることを、自分は

財団法人で、公益性を初めから持ってるんだか ら、おれのや ることは皆公益性

があるんだとい うことですね。

。現実には財団法人が収益事業をやって、それが課税の網の目から逃れてる

わけです。 ドイツやフランスでは、財団法人は国営のをつ くって、それが公益

活動を全部やるわけです。ですから、民間の営利企業である信託銀行、あるい

は信託会社がそ うい う公益活動をやる道はほとんどないそ うです。われわれが

いま概念 してるや り方は、全部アメリカ型のや り方です。信託銀行が、アメリ

カでも、多角的な目的のためにお金を集めて公益活動をやる。これの日本版を

やろうとい うことです。

そこで、 日本では財団法人がわ りに少ないですが、財団法人が逆に私益

信託を・・…・

・信託の形式は とってないで しょうけども。

財団法人の行為だということで、信託類似の行為をす るおそれはないで

しょうか。特定の財団法人が何 とか育英会 とい うようなもので、ある特定の会

社の子弟のためにのみ奨学金を扱 う。ヒれは私益信託ですね。しかし、それは

財団法人だか らとい うことでや る。それで財務当局の方ではそれを税金の対象

としないで、財団法人のやるヒとだから公益性があるんだろ うとい うことで、

逃げてしまうおそれがあるんですね。財団法人はすでに公益性があるとい うこ

とになってしまいますと、それがやる行為がたまたま私益信託的なことになっ

てしまっても、税法からは逃れてしまう。財団法人のことだから税金はかか ら
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ないということになるおそれが多分にある。そ ういう形で うまく逃れようとす

る試みがやられ るおそれがあるんじゃないかと思いますね。結局、財団法人と

い う名を利用 して、財団法人が信託会社のやるような信託資金を集めて、それ

を運用して、 しかもそれは公益事業だから税金はかか らないんだとい うことを

言 ってるところがあるとか何とか、どこかで聞きました。財団法人の方でうま

く金を集めて、本来信託会社が公益信託でやれるものを侵食 してくるというケ

ースを警戒しなければいかんのじゃないかと思いますがね。いまのところ、ま

だそこまで弊害が出てないのかもしれませんが、大蔵省はしきりにそれを言 っ

てるわけですか。

。そうい う問題が片づけば、信託法の条文にきちん とありますし、それを受

けた行政指導、あるいは条例、政令の部分がないだけで、それは信託協会がつ

くって、 こうい う形で運営 したい とい うことを言 えばいいことですから、各省

庁があとどうい うふ うにそれを……公益信託については、認可監督権限は各省

庁になってますね、66条 以降。それでその辺は技術的な問題が解決するとして

問題は、考え方とい うか、思想の上で、いわゆる銀行業務を監督している直接

の セクションである銀行局は、そういう問題が 解決すれば やっていいじゃな

いか、バ ックアップしますと言います。ところが、それをやろ うとして持って

いくと、主税局の方が、これは法人税制第一課、第二課、第三課、全部あるん

ですけれ ども、そうい う財団法人の問題を各省庁から毎年のように聞いてるん

で、その二の舞をや ってもらっちゃ困るとい う、非常にかたいかたくなな考え

方があ ります。だか ら、 これを突破す るとい うか、実現性を持つためには、わ

れわれはいろいろ知恵をしぼって考えてるんですけれ ども、具体的なものを一

つや らないといかんですね。

日本における公益信託の研究がまだ不十分で、 どうい う場合が公益信託

になるのか、 どうい う場合が私益信託になるのか、そこの区別が詳細にまだ研
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究されてないですね。これはアメリカあた りの著書な り論文な りを詳細に検討

すれば、公益性 とは何を言 うのか といういろんなケースが出てるわけです。

これを協会あた りで検討されて、大蔵省が言われたときに、 「こういうものは

や りません。これはアメ リカでは私益信託 とい う議論になっております。これ

は公益信託 とい う概念になる」 つま りシェアの分水嶺のところが非常にゃ

やこしいんですね。向こうの本を見てましても、何が公益信託であるか とい う

公益性のところははっきりしません。具体的な例を見ますと、これは実は私益

信託じゃないかと思われる、それからこれは公益信託でないと言われてるけれ

ども実は公益信託だ、 とい う例があるんです。だから、学術奨励のためにいろ

いろ奨学金をやるというところはまだいいんですけれ ども、昔のように特定の

府県の出身者がやるようなときに、それを公益性 と言えるかどうか。それから

上京 してる場合のある府県の出身者のみの寄宿舎の建設が公益信託 と言えるの

かどうか とい うわけですね。

。いまそ うい うものを財団法人でや ってますね。財団法人OO学 会 とい うの

が得意先にあるんですけれども、要するに熊本出身の子弟だけを集めて、奨学

金を給付する。

それで大蔵省は認めているんですか。

。それはや ってるんです。財団法人になってます。ですから、文部省管轄の

財団法人です。

だから、それを公益性があると認めているんですね。

。その辺はよくわか りませんけれども。

あれは何か税制の上で得するわけで しょう。

。公益法人は民法34条 のあの条件しかないんで、あれを生かしているのはい

わゆる公益法人として、公益性のものについては非課税です。それを非収益事

業 と規定 しているわけです。その中で、公益法人で も収益事業を営む ものは区
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分経理をして、収益事業 として認定して課税す る。そこが非常にあいまいにな

っているわけです。

一 ですから、各省庁でやってるところの財団法人の事業は、そのまま信託

に利用して、大蔵省が認めてくれる場合とそ うでない場合 と出てくると思 うん

です。財団法人の場合、少なくとも公益信託で言 うところの公益でないような

ことをやっておって、そして平気で税金を免れておるという例があると思 うん

です。恐らく大蔵省ではそれに手をやいて、それでこっちがやろうとするとき

に限って非常に厳格に出てくる。ですからその意味で、公益信託の範疇に属して

いるかいないかをケース・バイ・ケースで研究してみる必要があると思うんです。

協会の方で何かパターンのようなものをおつ くりになっておられ るんですか。

。はい。

アメリカあた りの信託は、 日本の財団にかわ るようなものはないでし よ

うね。カーネギー財団とか、あんなものは日本ではまだ行われないでしよう。

そこらの何が公益であるか、私益であるか……。いままで依頼 されたものは、

まあまあ公益信託 として見ていい。何か疑問が残るようなものはご経験あ りま

せんか。

。先ほど先生が言われ ましたように、若干 との事業内容では公益性とい うこ

とが言えるのか、要するに公益性の性質を どこで見るのかとい うことが、議論

の対象になっているようですね。

そ うい うことが時に起こりますでし ようね。

。一番簡単な、手 っ取 り早いのは、先ほどの奨学金の例です。それから地域

住民の福祉の充実のために衛生管理、どぶさらいから公衆衛生の予防、あとは

祭 りの援助、学校への寄付、その他地方自治法に定めてある事業があるわけで

すが、業があるわけですが、あれを拾ってくると、そ うい うものに当たるよう

な事業が思い当たるわけです。そういうものをある特殊の希望先に当ててみて
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ヒんなことをしたらどうかと言って、の ってくればそれが公益信託だとい うよ

うにわれわれは考えているわけですけれども、なかなかその辺は、公益性の性

格をどう見るのかとい う・…・

そ うですね。むつかしい問題ですね。

。管理 しているのは営利企業たる信託銀行ですから、そのために私 どもの考.

えているのは、信託管理人を考えた り、それから選考委員会とか、いわゆる委

員会 をつ くってそれで管理させ る。信託銀行だけの自由裁量、恣意でもってや

るんじゃない とい うことを、商品構成、業務構成の中でやっているわけです。

そ うですか。わ りあい多いということは結構なことですけどね。こうい

う不況の時代でもそれだか ら、景気が回復すれば……。

。いわゆる財団法人 というのはかなり規模が大きくならないと運営できない

とい うことで、公益信託の潜在需要 とい うのは、前にいただいたのにいろいろ

載ってますが、何千万円程度のものでしたら財団ではできないから、公益信託

の形でや りたい という……。

規模の小 さなものですね。

。補完性があると思うんです。規模が小 さいと財団では認められないけれど

も、公益信託だったら認められ るとか。

一 公益信託はある一定のクラスだけの利益であってはならない。しかしそ

のクラス とい うのはどの程度のことを言 うのかということになってくると……

しかも税金にかかわ ってきますので、大蔵 省 は神経 をとがらせるんでしょう

ね。

・所得税法の11条 の3項 だったと思いますけれ ども、信託に係る収益につい

ては非課税 とす るとい う規定があるんですねbで すから、一たん信託 されたも

のから生まれてくる収益は非課税と考えていい。ただ、その場合、根拠が所得

税法ですか ら、公益信託を法人とみなすのか、それ とも所得税 というのは課税
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主体がほとんど個人に対する課税ですから、それをどうい うふ うに理解す るの

かとい う解釈の問題も出てきます。それからもう一つは、個人であれ法人であ

れ、公益信託に対 して出損す る人に対する税制上の恩典は、 日本の税法上の中

では規定がないんです。公益信託を促進するような条文があ りませんので、何

も税金を払ってまで信託する必要ないじゃないか という問題が出てくるわけで

す。そ うい うものが全部ネックになってまして、公益信託ができないんです。

その問題を回避 して通れるような性格のものであればできるんです。これは公

益信託だけじゃなくて、信託の新種業務を開発す る場合には、必ず税の問題が

つきまといます。ですか ら、信託の思想、根拠、法律の面できちんとした、非

常に合理性の りっぱなものができても実用する段階で……

税制でひっかかるんですね。

き ようのところは大変抽象的な話で、申しわけないんですけ ども、信託管理

人をできるだけ広く運用したいために信託管理人に関する権限をできるだけ約

款で拡げたいとい う念願なんです。

。信託管理人に関する規定をどこか適当に調達して先生の方へお届けしまし

よう。

。社内引当信託がそ うですね。

一 管理人に関す る規定とい うのは、そんなに複雑多岐な ものはないんです

か。私が一番疑問にするのは、信託法で定めている法定権限を約款の規定でど

ういうふ うに動かせるかとい うことですね。法律では受益者にかわ って裁判上

裁判外の行為をなす権限を有するとあるが、それについて約款でもっと具体的

に拡張できないかどうかの問題です。

。感 じで申し上げたらいけないんですけれども、給付の段階で事務的に管理

していくとい うふ うな感じが強かったように思いますけどね。

一 そうですか。
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。た とえば信託関係を、印鑑届けをもらって解約す るとかいうふ うなことが

信託管理人でできないかどうかとい うようなことが相談会では多かったように

思います。

・ほとん ど権限 らしいものはないみたいです。

。運用面についてはほとんどノータッチとい う感じでし よう、約款規定は知

りませんけれ ども。

あんまりそ うさわ りたくない とい うよりは、実際にあまり必要ないのか

もしれませんね。信託管理人 というものを、そんなにいろいろな権限を持たし

てやる必要はないんですかね。信託会社 としてはやる必要があるのじゃないで

し ょうか。信託管理において、管理人にいろいろな権限を持たしてお く方が便

利なことはないですか。不便ではないで しようか。

。適格年金を見てます と、年金を会社ナイ ドで うまくまとめている。たとえば

加入者の手続 とか、脱退の手続 とかをまとめている。その担当部の部長ぐらい

が、人事部長であ り、労務部長であ り、あるいは厚生課長であった り、労務課

長であった り、そ うい う人が形式的に手続を踏んでいるとい う感じです。

受益者は、いま年金の給付がそろそろ大変になってきてますが、ものすごく

多 くなってきて、その人たちが一つのパワーになってくれば、確かに管理人 と

しての力は当然出てぐるだろ うと思 うんです。いままで日本の年金は、大体昭

和37年 が公的な年金としての初めですから、10数 年積み立てるだけで、今度給

付が始まっていくんですね。まだ成熟してない というか……。

いまのところは、年金のような場合だ と、むしろ受託者の利益のために

ゃ ってるようなことが多いわけですね。受託者が受益者に支払うときにめんど

うだか ら、管理人に一括さしてしまうとい うことが多いわけです。む しろその

ナイ ドカミ・・・…

。そこまでないです。
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一 受益者は非常は大きな権限を持 ってお りますので、受益者にかわ って裁

判上、裁判外の行為をなす権限があります と、おっしゃったように、受益者が

「人事部長では困る。第三者の弁護士でも入れて……」 といって信託会社がや

ることに一々口を入れ られ ると、大変なことにな りますからね。

。アメ リカあた りの年金 とか、そうい う何か実例をご存 じないですか。

一 そ うい うところで注意しなければいかん規定ですけれ どもね。いまのと

ころ、太平無事で、もうか ってるわけですけどね。

・先ほ ど先生が言われた信託契約の任意性 とい うことの中で、信託法に定め

てある裁判上、裁判外の一切の権利を信託管理人に きちんと認めて、それを契

約の中でどうい うふ うに規定す るかによるんだろうと思いますけれども、たと

えぱ第8条 の第1項 だと、要す るに受益者の利益を代弁す るような形で信託管

理人は選任される。通俗的にはぼくはそ うい うふ うに理解しているんですけれ

ども、運用に立ち入ることが受益者の保護かどうか というのは、 よくわからな

いですね。それはむしろ運用だけは信託銀行に委託者が任したんだとい うふ う

に理解すれぱ、信託管理人はタッチできないだろうし。

一 しかし、受益者は言えるわけですから。管理人に任せますね。その管理

方法が不適当だとか、条項の変更を求めるとか、いろんなことを言 うてくる権

限がかな りあ りますのでね。そ うい うところまで口を出してこられたら、ちょ

っと……

。われわれ としては困るんですね。

。 「おたくの利回 りは非常に低いから、 こうい うものに運用してほしい」。

たとえば株をここからここの間で買ってほしいとい う依頼があるんです。私、

よくわからないもんですか ら、運用課に頼んだところ、実際やってくれたんで

す。

。しかし、法律的な根拠 とか……
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。全然そ うい うのを考えずにですね。

。ただ、年金の場合、指単でし よう。例外にな るのかな。一一部合同運用はあ

るけれ ども、金銭で預かって、それを指定単独、要す るに契約形態 とい うか、

運用形態を分けて考えた場合に、特定、指定単独、合同、それから特定も指定

もしない、いろいろあ ります。年金とい うのは指定単独ですね。そうすると、

委託者が指定 して、運用は一部合同があるけれ ども、単独に運用す るような契

約形態になってるんだから、一応契約書の中はこれこれに運用します とい うよ

うに指定するか っこうにな ってい るわけですね。だから、委託者と受託者の間

でそうい う契約をす るところを、信託管理人が運用を指定するとい うことは、

ちょっとおかしいんじゃないか とい う感 じがす るんです。

それは通常の場合はいいんですけれ ども、そ うい う約款がありましても

結局受託者の善管義務 とか、忠実義務の問題がありますから、善管義務違反だ

とい うことで、受益者が信託法に規定 されているいろいろの権限をやるとい う

ことになると、管理人 もまたその気になる。だから、いま言 ったように、 「そ

うい う運用の方法では利益が少ないじゃないか。投資に関する注意義務から言

ったら、こっちへ投資すべきじゃないか」とい うようなことを管理人が言 って

きたときに、応ず るのか応 じないのかとい う問題が出てくると思 うんです。で

すから、そ うい うとぎに信託行 為の約款 の中でそもそもいろんなことを書 く

と、信託会社 としてめんどうだから、あまり書かない方がいい。書かない場合

でも、いま言 ったように善管義務の問題で、そういうヒとを指示してきたとき

に、 「おまえは信託管理人だから、ただ判さえ押 しておったらいいのだ」と言

えるか どうか。そ うい うふ うに今後問題が起 こると思いますね。

。その場合、応 じた場合は問題ないわけですが、応じなかった場合どうなる

か……。

。多くの場合は応じないですね。一
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管理人が言 うてきても、多くの場合は応じませんか。応 じなかったため

に損害が起こった。た とえば管理人の言 うたとお りすれば収益が倍になったの

に、そのままほっておいたために損をした。そうい う事態が起こらんとも限 り

ません。日本の信託会社は大変有能な管理をや っていらしゃるか らいいですが

アメリカの信託 とい うのは非常に個人的な場合が多いもんですから、投資に関

する注意義務はいろいろなケースがあるわけです。 「このときに投資物を変更

しなか ったことは注意義務に反す る。損害賠償 しろ」 とか、そんなケースがや

たらに出ているわけです。ですから、信託管理人がそんなことを言い出してき

たら、大変なことになると私は思 うんですけれども、受益者のかわ りにや って

るんだか ら、管理人としてはそ ういう権限を持つのじゃないか。

。私、 よくわか らんのですけれ ども、信託管理人は受益者が不特定、また存

在せざる場合に決あられ るわけですね。先ほどちょっと誤解かもわか りません

が、受益者の代表になって受益者の意見を取 りまとめるというような機能が果

たしてあるんですか。

それは信託受益者にかわってというわけですから、不特定な受益者であ

っても、その受益者が不特定であればあるほど本人たちはだれも言いませんか

ら、また未だ存在しない、将来存在するかもしれんとい う場合に、ここで条件

つきのことを申し上げましたように、なおさら将来そのままほっておけばいろ

んな不利益を受益者がこうむる。存在するに至ったとき、それから不特定だけ

れ どもそれが特定 しだしたときに、困るだろう。だから、不特定で意見がまと

まらん間に、信託管理人が権限として、不特定な受益者にかわって、受益者が

本来持つであろ う権限を行使し得るのではないか。こういう考え方ですね。そ

うすれば、不特定 といえども受益者である以上は受益者 として持つであろ う権

限は言えるんじゃないかと思 うんです。ですから、特定しないから何も権限は

ないということにならないです。
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。ご質問の趣旨は、不特定や不存在の受益者がいる。それの意見を取 りまと

めるとい うことは、論理的に可能だという意味になるんですね。

。先ほど信託管理人のところで、たとえば受益者から信託管理人をかえろと

いう意見が出た場合 どうするか、とい う議論が若干あるわけです。その場合、

年金なんかの場合特定できない、また存在しないけれ ども、存在 している受益

者はいるわけです。それらの意見を代弁するという意味で、信託管理人が受益

者の意見によって行動するとい うことがあ り得るのか。

それは年金のような場合、サークルの中の加入者が代 りますから、不特

定だということで管理人を置きますね。そ うしたときに、ある一時点において

は特定しているわけです。しかし、それだからといって信託管理人が権限がな

くなるかとい うと、そ うい うわけじゃないんじゃないで しょうか。特定 した時

点では管理人はなくなるというんじゃ、それはおかしい。流動す るものについ

て管理人をつ くっているんだから、ある時点から見れば確かに……

。管理人は受益者の権利を擁護する意味で行動す るわけでしょうけれ ども、

その場合、一時点をとれば、年金なんかでも特定するわけです。

特定しますね。

。そ うい う場合に、たとえば集会とい うか、受益者の意思に基づいた行動を

するような可能性、そ うい う機能があるのか。

そこまでの権限がねえ……。ある時期では特定している。そ うす るとそ

うい う特定 した時点の受益者はないんだと。

。たとえば受益者が、 「年金のお金が少ないじゃないか」と皆が言って、

「信、託管理人は受託者の手に従って実行 してくれ」と信託管理人を突き上げる。

そのようなことがあ り得るか。また信託管理人がそのような行動をすべきなの

か。

その場合に、その段階において特定していたら信託管理人でなくなると
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いう考え方ですね。信託管理人だけれども、管理人の権限が縮小され るとい う

のか。

。受益者の単なる代理人とい うか、使者 ぐらいの感じになる。

なったら、それは管理人の権限を越えてると、こうい うわけですね。そ

うい う意味じゃなしに、突き上げられな くても、管理人自身がみんな流動して

ますね。流動してるけれども、この会社の人事部長がやることについてあま り

おもしろ くない。それで管理人を選任 し直 して、今度は別な人を選任する。そ

の人が投資に関す るベテランでも引っぱってきまして、流動す る状態の中にお

いて、だれだれの管理人のために受益者集会を開くんじゃなしに、その独自の

判断で、 「いままでのやってるなには悪いんだ。だから受託者はもっとこうい

う投資をすべきじゃないか」 ということを言 った場合に、受益者は積極的に集

会は開いてないけれども、その人を選任す るヒとに よって保護 され るとい うこ

ともあ り得 るわけですね。幸いまだ平穏無事だからいいですけれ ども、 不特定

な受益者 とその権限の内容、たとえば信託管理人の権限の内容 として、不特定

な受益者にかわ って資金の運用について、受託者に善管義務違反の行為がある

ときには、責任追及まではいかないに しても、指示す ることができるとい う約

款は年金のときは置かん方がいいんですけ どね。

。いま、株の運用とかいろいろ言われているんですが、信託銀行が適格年金

とか、そうい う形で契約す る場合は、大蔵省の方に届け出があ りまして、そこ

には、通達か法律か、 どちらか忘れましたが、株の運用をす るについては受託

した財産の何%以 下にす る。結局その受託 した財産の安全性 とか、運用面とか

いろいろ勘案 しまして、何%以 下 とか、何%以 上運用すべ きだと決まっている

わけです。ですか ら、た とえば管理人が 「株式にもっと投資してくれ」 と言 っ

たとしましても、信託銀行としては、当然範囲内においてはある程度の運用は

できますし、そヒらで改善することはでき'ますけれども、そ うい う形で制限さ
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れてますので一応の義務を果たしているわけです。

一 そ うですね。善管義務を果たしているとい うヒとになりますね。

。それと実際の営業上は、ほかの信託より悪いとい う形になりましたら、当

然制限いっぱいに運用す るとい う形で、いろいろ組合せた り何かして利回 りを

できるだけ図 ってい くというのが現実だから、いま実際に特に信託会社では問

題は起こっていないと思 うんです。信託管理人としては、 「あくまでもその制

限以内においてもっとうまく運用 して くれ」とか、そうい うことは言 ってもい

いと思 うんです。

一 信託銀行が皆 りっぱな運営をしていらっしゃるか ら問題にならないんで

だんだん財団法人が公益信託類似のことをや り出したら、おもしろい問題にな

るんじゃないかと思 うんですがね。
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信託 法 第9条(信 託 当 事者 の兼 併 問題)

1.兼 併の形態

ω 委託者が受益者を兼ねる場合

信託法第9条 は 「受託者ハ共同受益者ノー人タル場合 ヲ除クノ外、何人ノ名

義 ヲ以テスルヲ問ワス信託ノ利益 ヲ享受スルコ トヲ得ス」 と、 「受託者の利益

享受の禁止」であ ります。

今 日の問題は信託当事者の兼併問題、兼ねあわせるとい う問題ですが、 ここ

で信託当事者とい うことばは必ずしも正確ではないと思います。というのは、
1

信託契約は委託者、受託者間の契約であって、受益者は契約の当事者ではない

ので、当事者 とい う意味を厳格に解すると、受益者は信託の当事者であるかど

うか議論になると思いますが、 ヒこでは信託の要素としては受益者をはずすわ

けにはいかないため、そ うい う意味の当事者という表現をしていますのでその

つも りでご了承願いたいと思います。そこで、そうい うふ うに委託者、受託者

受益者の3つ が信託の要素 となっているわけです。この3つ の兼ねあわせ とい

う兼併問題がお こってくるわけです。

まず、委託者が受益者を兼ねる場合は、つまり自益信託の場合ですから、こ

の問題はとり扱 う必要がないほどです。信託法自身は実は9条 以外にはなにも

兼併問題を書いていないわけです。 しかし、自益信託がいけないとい うことも

どこにもないわけで、今 日、貸付信託をは じめ、金銭信託その他の信託におい

てもいわゆる自益信託が レギュラーなことにな りますので、委託者が受益者を

兼ねる場合が非合法的であるとい う理由は少しもないわけです。むしろ、歴史

的な経過をみます と、それがいわゆる名義信託とい うのですか、名義だけを受

託者がもっているとい うPassivetrustの 場合には常に自益信託の形をとっ

ているわけですから、昔から自益信託 とい うのは典型的な信託のスター トにな

っているわけです。
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回 委託者が受託者を兼ねる場合

これは委託者が自分を受託者にする場合ですから、信託宣言 とい う場合に初

めておこるわけであって、今 日の信託法 ユ条では委託者がその信託財産を受託

者に移転す るとい うヒとになっています。ですから、委託者が自分を受託者 と

して信託財産を委託者から移転をうけるということは、結局、信託の宣言以外

にはあ りえないことにな ります。その信託宣言が1条 からみましてもいけない

かどうかとい うことです。いけない ということは日本では認められないという

ことです。この信託宣言はむ しろ、英米においては、どしどしやられているけ

れ ども、日本ではいけないのです。 これは池田寅二郎とい う信託法を司法省参

事官として初めて立法した人が法学協会雑誌でしたか、信託法の成立とい う問

題を雑誌に書いているのです。その中で日本の信託とい うのは英米の信託をま

ねているのだけれど、その全ての形を輸入 したのではないと言って、その中で

信託の宣言は除外しているのだと言 っています。その意味からいって、 これは

立法者の意思でもあ ります し、1条 をみましても、その1条 文言自体主語が非

常にあいまいなわけで、誰が財産権を移転するかとい うことが書いていない。

しかし、少な くとも、受託者 として、管理処分するのは、他人をしてなさしむ

のですから信託を設定する者 自身がやるのではない ということはこの1条 から

みればたしかです。そうい う意味で、委託者が自らを受託者 とする場合は少な

くとも信託法1条 からは日本の信託においては除外される。 この兼併は日本で

は認められない という結論になるわけです。

内 受託者が受益者を兼ねる場合(本 条の場合)

④ 唯一の受益者が唯一の受託者である場合 信託の本質に反す るか。

混同を生ず るか(債 権説による場合、非債権説による場合)。

これは受益者が1人 で受託者が1人 である。唯一 とはそういう意味です。1

人の受託者が1人 の受益者である、つま り、受託者が受託者であると同時に受
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益者になる。しかも、それは受益者1人 ですから自分が受益者になる。そ うい

う形のものが認められるかどうかとい うことです。9条 からは文言解釈からし

て共同受益者の1人 たる場合の外 と、場合を除く外ですから1人 の受託者が ユ

人の受益者を兼ねることはいけないわけです。それではなぜいけないのかとい

うことですが、これに、つきましては、いろいろな考え方があるのですけれど

も、まず信託の本質に反するとい う議論が私も四宮さんも同じ考え方であ りま

す。それでは信託とはどこが本質かとい うと、結局、もしも唯一の受益者 と唯

一の受託者とが合体 してしまうと何のために信託があるのだろ うか、それなら

初めから受託者に贈与したらいいではないか。全ての信託財産の利益が受託者

に帰するとい うことは、受託者がその財産の全部の利益を受けるとい うことで

すから、初めから贈与と同じことになってしまう。そうい うことは信託法は法

律的な構成は別としまして、経済的には財産権の形は一応受託者に移るけれ ど

も、その財産権の持っているところの経済的な利益は全て受託者以外の者に与

えられる、それが受益者であるとい う考え方です。そうい うことからとい うと

信託の本質 としては、法律構成は別として、信託財産のセパ レーション、即ち

どうい うふ うに利益と権利名義 とがセパ レー トするかは別 としまして少なくと

もある財産を他人に移転 し、それを受託者として管理処分を任す、しかし、管

理処分によって受ける利益は全て受託者がもらうのならば、初めからその受託

者に全部財産を譲渡するのと同じことで、いわば経済的には贈与に等しい。そ

れなのに信託をこの場合に成立せしむるとい うことはおかしいとい うのが、本

条の文理解釈の問題でなく、信託の本質というものが財産権の、信託財産の利

益とその権利名義とを分離す る形のところに生 まれる、そこからくると少なく

ともただ1人 の受益者がただ1人 の受託者であるという場合には信託は成立 し

ないとい う考え方です。 これは本質論からくるところの反対論です。

それから混同を生ず るとい う理論もあ ります。これは純粋な債権説、つま り
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受益 者が権利を持って権 利に対応する義務が受託者にあるとい うことになる

と、受託者が受益者であるとい うことは、権利 と義務が同一人に帰するのだか

ら混同の理論によって消滅 してしまうことにな り信託 という法律関係は発生 し

ない。従 って、信託は成立することはないという説です。これは債権説です。

そうします と非債権説、これは私だけのことばかもしれませんが、非債権説 と

は債権説以外にいろんな法律関係が考えられ ます。例えば信託財産とい うよう

な法主体が別にあるのだとい う考え方、それから、信託財産の名義は受託者に

帰す るけれども私有財産 とは別個独立なものとして法律上とり扱われ るのだと

い う考え方からする非債権説もありうるでしょう。それから、信託財産自体は

受益者に属して受託者はただ代理権だけしか持っていない。管理権だけしかな

いとい う考え方、法主休まではいかないけれども管理権だけだ とい う考え方、

そ うい う時には混同 とい う問題はおこらないわけです。混同が生じなければそ

れでいいか とい うとそ うはいかない。先ほどいいましたように、もし混同説だ

けだと債権説をとるときのみ初めて信託法第9条 が合理化され る。非債権説の

時は混同を生 じないことにな ります。そうすると、それはなぜいけないかとい

うことになります と、やは り最初の信託とい うものの本質がそ うい うものであ

る。信託財産の持つ利益と形式とが離れていること、それが法律上どうい う形

で離れ るかは信託学説としていろいろ論ぜられ ることです。わが国においても

議論されています。英米においても議論されています。そ うい う意味で少なく

とも唯一の受益者が唯一の受託者であるということは信託の本質に反す るとい

う意味で許 されない。それが9条 で示されているのだとい う解釈です。

⑤ 数人の受益者のうち一人が受託者を兼ねる場合

受託者は共同受益者、つまり、受益者が数人いてその うちの一人が受託者を

兼ねる場合が9条 の一番正面からの規定です。この場合には9条 の条文自体が

そ うい うことを示しています。ではなぜ数人の受益者の うち1人 が受託者を兼
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ね た らそ れ で い い の だ ろ うか とい う こ とで す 。 数 人 の 受益 者 とい うの は 同 時 に

受 益 者 で あ る こと の ほか に、 いわ ゆ るsuccessivebeneficiary連 続 受 益 者 と

いわ れ る形態 の もの が あ ります が 、 数 人 の 受 益 者 の形 態 は 問 い ませ ん 。 そ し て

数 人 の受 益 者 の うち の1人 が 受 託 者 を兼 ね る場 合(AがBに 信 託 を 設 定 す る。

数 人 の受 益 者B、C、Dが い て、 そ の うち の1人Bが 受 託 者 に な る)、 この場

合 は さ しつ か え ない。 とい うの は 先 ほ ど申 しま した よ うに 、受 益 者 がBだ け だ

とす る と全 く権 利 が1つ に な って し ま い ま す か らだ め で す が 、C、Dと 別 な受

益 者 もい ます か ら、権 利 がBの 利 益 の み に信 託 され るの で は な く、Cの ため に

も、Dの た め に も、例 えば 、 家 賃 をCに もDに もや る とい う こ とに な り、 混 同

を生 ず るわ け で も な い し、 信 託 の 本 質 に 反 す る こ ともな い と い うこ とです 。 債

権 説 に よ っ て も、 債 権 者 は数 人 い ます か ら この うちの1人 の 権 利 を もち ま して

も混 同 と い う事 態 が お こ ら な い とい う こ とで い い わけ で す 。 これ を9条 が い っ

て い る わけ です 。

◎ 唯 一 の 受益 者 が数 人 の 受 託 者 の1人 を 兼 ね る場 合

今 の は数 人 の 受益 者 の うち の1人 が 受 託 者 を 兼 ね る とい う こと で し た が 、 今

度 は 逆 に受 託 者 が 数 人 い て 受 益 者 は1人 しか い な い 、 そ の唯 一 の受 益 者 が 数 人

の受 託 者 の1人 を 兼 ね る場 合 、 つ ま り、 受 託 者 が共 同受 託 者 で あ って 、 そ の う

ち の1人 が 受 益 者 で あ る よ うな 場 合 で す 。 これ は条 文 か ら は 出 て きま せ ん が 、

ご承 知 の よ うに 受 託 者 が 数 人 い る場 合 は 信 託 財 産 は合 有 とす る とい う規 定 が あ

ります 。 そ うい うこ とか ら合 有 に な ります ので 数 人 の受 託 者 が い ます と混 同は

お こ らな い 。 債 権 説 に よ って も混 同 は お こ らな い。 つ ま り、権 利者 は1人 で あ

って も義 務 者 は数 人 い ます か ら、 そ の うち の義 務者 の1人 が 権 利者 と して も 他

の 義 務 者 がい ます か ら混 同 は生 じな い 。 そ し て信 託 の本 質 論 か らい き ま して も

受 益 者 は 共 同受 託 者 が い るわ け です か ら、 権 利 の一 部 、 利 益 の一 部 が あ る受 託

者 を 兼 ね た受 益 者 に い くだ け で 、 他 の受 託 者 は な ん ら利 益 を そ れ に よ っ て受 け
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ないのですから、信託財産の利益はここから離れていく。ですから、この場合

にも信託の本質にも反しませんし、混同も生 じない。そ うい う意味でいいとい

うのが、9条 の文理解釈ではなく、信託の本質からいっていいのではないか、

9条 には何も書いていないが、いいであろ うとい うことです。

そ うい うことで受託者が受益者を兼ねる場合で認められるのは⑤ と◎の場合

条文が明白に認めているのは{b}の場合だけだとい うことです。④が信託の本質

上おか しい というのは日本だけではあ りません。アメリカのRestatementも

確かそうだったと思います。むこうの学者の説もgiftと 同じだから信託とは

認められないとい うことになっています。信託は財産権の利益 と権利名義のセ

パ レーションからくるとい うことからすれぱ、そういうものは信託として認め

るべきではないとい うのがその理由です。

2.「何人ノ名義 ヲ以テスルヲ問ワス」の意味

これは一番典型的なのは受益者に自分の息子を1人 と、そして自分も共同受

益者になるけれども、実は実質的な利益は親だけが取得する。そしてその親が

受託者になるとい うような場合です。子どもは名義だけだとい うような場合で

す。これはいろんな方式が考えられ ますが、要するに、9条 を脱法するような

形のものはどうい う名義をもってしてもだめだとい うことです。いろんな形式

が考えられますが、少なくとも、結局受託者が全部の利益を受けるような形に

なる。実質的にです。形式的には、いろんな分離を考えてうまく免れているけ

れども、実質的に信託財産の利益がその1人 に帰するような形をとっているよ

うな場合、たとえ形式がどうであろ うとも実質がそうであれば、やは り9条 違

反だという意味です。 「何人ノ名義ヲ以テスルヲ問ワス」 というのは、この条

文だけでなく、いろんな場合にあらゆる法律関係で使われ ることばですから別

に説明を要しないと思います。脱法的な形式はもっといろいろ考えられると思

いますけれども、各場合に応 じてそれぞれ唯一の受益者であ りながら、実は共
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同受益者であるような形をとっている場合はいけないと考えていただければよ

いのです。

3.本 条は強行法規か。

ω 本条が忠実義務を規定す るとの説が学説でも判例でも説明せられ ている

のであ りますが、たとえば受益権担保貸付の場合の有効性を、9条 が忠実義務

を示してお り、それにも違反しない と判例がいったりしています。古いところ

の学説がそういうことをい うものですから判例がそれにひきずられてそうい う

理由をい っていますけれ ど、これは忠実義務とは関係がないのです。忠実義務

とい うのは受託者の義務です。受託者が自分の利益をはからないでもっぱら他

人の利益をはかれ というが忠実義務ですから、受託者がある1人 の受益者のた

めに行動す る場合だってやは り、忠実義務があるのです。受益者が2人 の場合

初めて忠実義務が生 まれ るとい うわけではあ りませんので、これは忠実義務を

前提とした規定だというのは誤 りです。そういう意味で強行法規とい うのはも

っぱら信託の本質に反す るとい う㈲の④の場合からいうべきことであって、忠

実義務があるから、それで強行法規だとい うことを論拠づけるのはおかしい。

第1こ れは、私だけの説のようであ りますが、忠実義務というものは場合にょ

っては信託関係者全員の合意に よって、忠実義務違反の責任を除去できると思

うのです。 これは実はむしろ外国では通説になっています。委託者、受託者、

受益者の全員が合意すれば、受託者が忠実義務に違反するようなことがあって

も、それは免除され る。それから忠実義務の一部を事前に免除するとい う場合

は受託者が利益を自分で取得してもいい、有効である、とい うのです。忠実義

務とい うのは実は強行法規ではない というのが英米の学説なのです。忠実義務

は強行法規だから、忠実義務を規定している条項に違反 しているのを免責せし

むるのは無効であるというのは筋が通 らない。そ ういう意味で、本条が忠実義

務を規定するという説の場合には、それを理由に強行法規説をとるのはいけな
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いのではないかとい うことです・本条を強行法規だとするのは信託の本質に反

するとい うことだけにのみ とどまるとい う考 え方です。そ ういうことで、この

条文は信託の本質が財産権の利益 と形式との分離にあるのだということから説

明していくわけです。

回 忠実義務と無関係 とする説の場合

忠実義務は信託法の一休 どこにあるのか。9条 でなか ったら一体どこかとし、

うことです。これは、実はおかしなことですが、忠実義務 ということを直接に

信託法自体は何も書いていないのです。逆に商法の会社の取締役のところで 「

忠実二其 ノ職務ヲ遂行スル義務ヲ負フ」程度で、会社法のところで忠実義務が

出てきて肝心の根源である信託法には忠実義務は書いてないのです。ただ、あ

とで説明できる条文があると思います。例えば22条 の場合です。 「何人ノ名義

ヲ以テスル ヲ問ワス信託財産 ヲ固有財産 卜為スコ トヲ得ス」 と、ありますが、

22条 が実は忠実義務の本体をあらわしているわけです。自分の利益のために信

託財産を管理運用するような結果をきたしてはならないというのですから、22

条が実は本来の意味における忠実義務を示しているのです。 しかし、忠実に義

務を行なわねばならないということは条文の中から出てきていません。本当い

えぱ、 どこかに出てきていいわけです。

4.譲 渡担保と本条の関係

ω 日本に於ける譲渡担保と本条の関係一 債務者は共同受益者といえるか

譲渡担保が信託法上の信託になるのか、あるいは明治以来使われています民

法上の信託になるかということをめ ぐって信託法制定当時非常に争われていた

ところです。日本においては譲渡担保は信託法上の信託でないとい うのが判例

の立場です。信託法制定当時の学説の中にも譲渡担保は信託法上の信託でない

とい う説もあります。では、なぜ譲渡担保は信託法上の信託にならないのかと

いうことをめぐって、実は9条 がひきあいに出されるわけです。 ところが、こ
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れについて四宮 さんは譲渡担保の場合でも信託法9条 には違反していないとい

う考え方をいっておられます。私 も譲渡担保に対していろんな信託法上の考え

方、信託法上の理論、条文が示 しているいろんな法律効果を与えたほうがよい

と思いますけれども少な くとも9条 に関しては譲渡担保には無理ではないかと

い う考えを持っていますので、その意味で信託法9条 がある以上は譲渡担保は

日本においては信託法上の信託ではないという説をいわざるをえないのです。

ただ9条 以外は、例えば、債務者は取 り戻 し権があるわけだか ら、それに反し

て受託者が不当に債権の代物弁済的な、不当な利益を得るような行為はいけな

いのではないか。そ うい う意味か らは、やは り信託法と同 じような考え方でや

っていいと思います。それは結局忠実義務になるわけで、自分の利益のみにや

ってはいけないとい うことですが、一体誰が譲渡担保においては受益者になる

のか、信託法上の信託だ としたらどうなるのかということです。譲渡担保では

債務者が債権者に対して財産権の移転をするわけですが、債務の弁済を受けれ

ば財産権は又もとに戻す ということです。この場合、信託法上の信託だとす る

と受益者としては債権者1人 しかいませんから信託法9条 に反するのではない

か と思 うのです。これに対 し9条 に違反しないという説の論拠 としては債務者

も受益者ではないか。受益者が2人 お り共同受益者だから、債権者が受託者兼

受益者であっても唯一の受益者ではない。こういう説が四宮さんの説です。 こ

れは実は私は問題ではないか と思、うのです。 というのは、一体財産権を債権者

に移転するのは債権担保のためですか ら、担保による利益は誰が受けとるかと

い うと、やは り債権者だけではないか。なるほど委託者(債 務者)が 財産権を

一応譲渡して弁済すれば返還をうけるという意味で、弁済すれば返してもらえ

るとい う利益を持っているから受益者だというのですが、しかし、これは信託

の利益ではない。信託の利益は、債権者にたまたま弁済をしたとい うことにょ

って受けるが、もし仮に弁済をしなければもう債権者のものになってしま うと
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い うのでは、共同受益者として初めから受益者になっているとは考えられない

とい うのが私の考え方です。これに対 し初めから受益者だ、なぜならば弁済す

れば、返還してもらえるというところに利益をもっているとい う考え方をして

いるわけです。このように日本における譲渡担保と本条の関係とい うのは債務

者が共同受益者 といい うるかというところにかかってくるのです。 日本の判例

では譲渡担保は売渡担保とい う表現から始まるわけですが、売渡担保は信託で

ないとい うことを信託法制定後もくり返 し、確か2つ ぐらい判例があると思い

ます。大審院の時代からすでにあると思います。そうい うことで譲渡担保は信

託ではない、売渡担保は信託ではないと日本の判例はいってお りますが、 ここ

で、債務者も共同して利益を受けるのだという信託の利益 とは何か。信託 とは

財産権を移転するのですから、移転する利益、移転 したものを返してもらう利

益は信託の利益とはできないのではないか。信託とは財産権を移転す るのです

か ら、その利益 というのは受託者だけだというのが私の考え方です。

{ロ)イ ギリスに於けるmortgageとtrust

まず外国で日本の譲渡担保に該当するものとしてmortgageと い うのがあり

ます。最初mortgageは どういうわけで生まれたかとい うことです。 これは利

息禁止、日本では利息制限法とい うのがありますが、利息制限どころか利息自

体 とっていけないという法律が中世紀の非常にキリス ト教の盛んな時にあった

わけです。なぜキリス ト教がそ うい うことに基づいて利息をやめるかというと

キリス ト教の思想によって利息禁止に関する法律を各キリス ト救国によって行

なわれていたわけです。それはどうい うことかというと旧約聖書の中に、人が

困 っている時に金を貸 して利息をとるとい うことは神の意思に反す る とい う

キリス トの教義があるわけです。そとで中世のヨーロッパにおいては利息をと

ってはならないということです。その利息禁止を免れるために考えられたのが

mortgageで す。Aが 債務者でBが 債権者 とす るとmortgageの 構想は、Aが
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Bか ら金を借 りるわけですが、利息を とってはいけないというのでどうい う約

束をす るか というと、AはBに 何か担保物 件を譲 渡してしまう。債 権 者の名

義にしてしまうわけです。そして貸金ですか ら利息をとれませんが実質は利息

を とるとい う意味で一定の金額をプラスする。そしてその金額をもっていけば

譲渡 したものを返還するとい う約束をする。だから、譲渡 と、譲渡契約 と一定

の金額を渡せばもとへもどしてあげましょうという再譲渡 と、全 く日本の譲渡

担保 と同じような考え方を考え出したわけです。利息禁止のキリス ト教の盛ん

な中世ヨーロッパの社会ではそ ういうものを考え出した。そこで担保物件を取

り戻すためには一定の金額、これを利息 とはいわないのですが、一定の金額を

上乗せす る。そ ういうことで実質的な利息禁止の中世紀の法律をうまく免れて

いたわけです。それで、これに期限をつけるわけです。期限をつけて金を持 っ

ていけばこの担保物件は返還され る。ですから、 これはuseだ とかtrustだ と

かとは別個な制度として、利息禁止を免れ るための制度として発展 していった

わけです。 日本の譲渡担保は流質契約禁止ですか、質流れを免れるためにつ く

りあげたもので法律の欠陥を補 うために考えられた法則ですが、それ と同じこ

とです。イギリスのmortgageで は初めは非常に厳格に解釈して一定の期限を

す ぎれば絶対にだめだ というきわめて厳格な制度でした。それに対して、こう

い う法が取 り戻し権を認めようとい う意味で緩和 されてい くわけです。そして

一定の期限を過ぎていても、それ までの利息を持っていけぱ返 さな けれ ばい

けないとい う理論になるわけです。しかし、イギリスではこれでもやは り譲渡

だ、貸金はあくまで貸金であるとはっきり割 り切 っているのです。 イギリスに

おけるmOrtgageとtruStの 関係はそ うい うことで初めは一定の目的のために

財産権を移転してその利益を受益者にやるとい うようなことではな く、初めか

ら利息禁止を免れる制度 として発展していく。trustの ほうは初めにお話 しま

したように、封建社会の土地法の不備を免れ るためにや ったわけですが、 これ
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はuseの 時 代 か らmortgageと は 無 関 係 に 発 展 し ま した。

内 ア メ リカ に 於 け るmOrtgageとtrUSt

－ 体mortgageと は も とも と担 保 の 性 格 で あ るが 利 息 禁 止 を 免 れ るた め の制

度 です か ら、や は り実質 的 な担 保 で あ る とい う考 え方 が 次 第 に 強 くな って 、 利

息 を と るの は 別 に 罪 悪 で も何 で も な い とい う制 度 が確 立 す る と今 度 は む しろ

mortgageは 担 保 だ と、 そ して ち ょ う ど 日本 の 譲渡 担 保 に お け る清 算 型 、 も し

返 さな か った ら、 と りき りで な しに これ で 清 算 しな さい とい うふ うに 発 展 して

い くわ け で す 。 そ して あ くま で も これ は 担 保 物 で あ る とい う こ とでmortgage

は 譲 渡 で は な い、 所 有 権 の移 転 が な い と い う考 え方 で す 。 初 期 のmortgageは

所 有 権 の移 転 と い うこ と を考 え て い た の で す が 、 所 有 権 の 移 転 が な い とい うふ

うに ア メ リカ のmortgageに 関す る 判 例 は 次 第 に 発 展 して き ま し た。 これ の 譲

渡 は完 全 な所 有 権 移 転 の 形 は と るけ れ ど も、 あ くまで 担 保 で あ る。 だ か ら イ ギ

リス の よ うに完 全 な譲 渡 とは み な い で 担 保 とみ よ うとい う形 に な って 、 従 っ て

財 産権 は 貸 主 の 名 義 で あ って も清 算 を しな くて は い けな い とい う こ とに な るわ

け です 。 アメ リカ の 判 例 は 、 州 の立 法 もmortgageは 担 保 だ と、 は っ き り言 っ

て 来 て い ます の で 、イ ギ リス の 初期 の よ うな 譲 渡 、完 全 な譲 渡 で一 方 金 を返 せ ば

これ を 戻 して も ら う とい う形 の も の とはす っか りち が った 形 に な っ て い ます 。

近 代 の ア メ リカ法 か らい い ます とmortgageとtrustは 全 く違 ってtrustは

必 ず 財 産 権 の 移 転 を しな くて は な らな い 。 と こ ろが 、mortgageに お い て は 財

産 権 の移 転 が ない のだ とい う よ うな理 論 が生 まれ て く る よ うな 状 態 です 。 そ う

い う意 味 か らい って 、 先 ほ どい い ま した よ うに 、 譲渡 担 保 に お け る利 益 を 受 け

る者 は誰 か とい う 問題 よ りは 、 譲 渡 担 保 に お い て は、mortgageで は 権 利 の 移

転 は実 は な い のだ とい う理 屈 に な って き ます ので 信託 と は全 く別 の 形 に な りま

す 。 信 託 は イ ギ リス 法 は も ち ろ ん で す が 、 アメ リカに お い て も や は り財 産 権 の

移 転 は あ るの だ と、 た だ債 権 的 に 受 益 者 は受 託 者 に 対 し て請 求 権 を 持 って い る
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の だ とい う債 権 説 が 支 配 的 で す が 、mortgageとtrustと は 実 質 的 に 違 った 形

の も の と して 発 展 し、 違 った 形 の も の と して 解 釈 され て い ます 。mOrtgageは

trustと は 違 うとい うふ うに 制 度 の発 展 か らみ て も そ うな っ て き て い る。 一 方

は あ くま で も担 保 で あ る。 一 方 は あ く まで も所 有 権 の移 転 で あ る と考 え て い ま

す 。 と ころ が イ ギ リス に お い て も最 近 はmortgageを 担 保 的に 考 え よ う とい う

形 に 次 第 に な りつ つ あ ります けれ ど、 ア メ リカ の よ うに 露骨 に 担 保 だ とは言 っ

て い ませ ん 。 や は り、 取 り戻 し権rightofredeemと い う権 利 を 認 め て一 応 は

権 利 は 移 転 して そ の権 利 の 移 転 し た の を 金 を 払 えば 取 り戻 せ る とい う形 を と っ

て い ます 。 ア メ リカ法 で は 初 め か ら 担 保 だ とい って い ます 。 そ うい う こ とか ら

い っ て 日本 の譲 渡 担保 と信 託 と の異 同 に つ い て何 ら か の参 考 とな る もの と して

申 した次 第 で す 。
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前回の信託当事者の兼併問題の最後のところで、1つ 抜かしてお りました部

分をきよう申し上げることになっているわけですが、これは受益権担保の貸 し

付けが9条 に違反するかどうか という問題であ ります。

実は、これは後の22条 の 「信託財産を固有財産 とす る」 とい う問題に も影響

してきますけれども、ここで兼併問題にどうい うふ うにひっかかるか とい う問

題としては、いろいろ議論はあ りますけれども、判例がすでに出てお りますの

で、それをちょっと説明しておきましょう。

これは昭和8年 の事件(昭 和8年3月14日 民集12巻4号350頁)で すが、A

がY信 託会社から金を5万 円借 りてBへ 貸 し付けた。そしてAの 妻Xが その5

万円のうちから3万7千 円を夫からもらって、その金をそのままY信 託会社に

対する金銭信託(自 益信託)に した。Aが5万 円Y信 託会社に負債を持ってい

るので、その5万 円の貸 し付けの返済のために、XがY信 託会社に対 して持っ

ている受益権を担保に供 してこれと相殺 して返済 し得る、 とい う約束を このX

とY信 託会社とAと 三者で話し合いができたわけです。

そこでY信 託会社はこのXの 有する受益権に対する質権の設定をし、5万 円

の返済と対当額で相殺をして債務を消滅せしめた、 という事案なんです。

そのときに、Xの 主張は3万7千 円の受益権について、信託会社が受益権に

対す る質権を設定したことは9条 違反だと主張 したのです。 これに対して大審

院は、共同受益者の場合、この質権設定が信託の利益 と言えるかどうかについ

て深 く議論しないであっさり、9条 に違反しないと説明しています。

信託当事者の問題はそれで終わりまして、きょうは10条から12条 までごく平

凡な問題のないところですので、あっさり申し上げようと思います。ただ、訴

訟信託をめ ぐっての一つ話になる話の種 というので、三和銀行設立当時の事情

を、ご存じない方もあると思いますので、それを申し上げるのがきようのハイ

ライ トみたいなところです。
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信託 法第10条(脱 法信 託)

順序によって、10条 「法令二依り或財産権 ヲ享有スルコトヲ得サル者ハ受益

者 トシテ其ノ権利ヲ有スル ト同一ノ利益 ヲ享受スルコトヲ得ス」とい う条文で

す。

これは脱法信託の一つであ ります。これは今日内外人平等主義、あるいは内

国人相互においても法のもとにおける平等 とい う憲法の問題があ りますので、

今 日ある特定の人間はある特定の財産権を享受できないとい うような事態は、

だんだん減ってきてお ります。ただ、特別法によって公共性や国家利益の非常

に強いものについては、禁止 された りしてお りますけれども、大体において平

等主義のもとにほとんど差別はございませんので、この問題は個々の法律に よ

って、特別の法律を見て享受を禁止されているものを受益者として、そして信

託を利用す ることによってその享受を脱法しようとい う考え方は、許 されない

とい うことです。これは実際問題 として余 り起 こらないだろうと思います。

問題は、法律の解釈がどういうことになるか、法律を見ないとわか りません

が、その同一の利益一 受益者 としての利益の享受 という場合に、元本利益 と

収益利益 と二つあって、元本を持たしてはいけないけれ ども収益 ぐらいは構わ

ない という財産権があるんじゃないかと思 うので、そ ういうときにはどうな る

だろうかということであ ります。信託の利益 とい う中には両方あるので、収益

利益はいいじゃないか一 とい うときには、そこは解釈 としては二つに分けて

やらなければいけないとい うことぐらいです。

それから信託設定当時は、法律上別に財産権を享有す ることは構わなかった

やつを、後で特別法が出て これはときどき戦争のときにす ぐに出て くるわ

けです。とい うヒとで、敵国人に対しては権利を持た さないとい うことが この

間の戦争中もありましたね(eminentdomain)。 その ようになってきたときに

は初めは適法だったけれども、後にこの10条 違反 という事態が起 こって くる場
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合がある。これはどうなるだろ うかとい うことです。

亡れは信託はその時点で無効になるのか、あるいは10条違反になるのか、あ

るいは目的を達することができ・な くなるんだから信託はそこで終了す るのか。

当初合法だったものが後になってその時点から無効になるとい うことは、理論

上は違法性から言うとむ しろそうなるのですが、しかし信託の場合にその財産

権の利益をどういうふうに処置するかという事後処置の問題がありますので、

ちょうど精算法人と同じように、やは り信託が一応終了して、その信託財産が

どうなるかとい う処理を考えた方がいいのではないか。

日本にはご承知のように復帰信託(Resultingtrust)の 規定が全然ないので

一般的に無効になったからす ぐにこれを無効とすると、後の整理が大変です。

む しろ信託終了後帰属権利者に復帰するまでなお信託が存続するという規定が

62条、63条 にあ りましたね。 これを適用しますと、違法なのになお63条 の信託

があるとしておいて、復帰す るまで信託がなお存続する。つまり信託が終了す

ると行政側の法律によって決 まったら、その途端に無効になってしまって復帰

信託になってもとの委託者のところに返る。そして復帰す る場合に、復帰信託

の場合には復帰 してもらう方が受益者になって、復帰信託の最初の受益者は復

帰され るまでその復帰を受ける者のために信託受託者として権利、復帰すべき

財産権を持っている。

そ ういう理論が一般的ですが、無効説をとりましても、63条 の信託はなお残

るということをもって 日本に復帰信託が認められない、一般的な理論がな

い とす ると、63条 の信託終了という理論で救 う方が一応条文の根拠があ ります

か ら後の処理がしやすい。無効になってしまったら後どうなるか。復帰信託が

認められないわが国においては、終了説の方が後始末がいいとい う意味で、終

了説の方が実際に適しているんじゃないかとい う考えが出てくるわけです。

もし信託終了 ということでな しに、すべて無効な信託については復帰信託が

一274一



あるんだという理論でいきます と、信託はそのときから無効になる、そして無

効になった途端に復帰信託が発生す るんだとい う説明ができますけれ ども、 日

本には復帰信託の明文め理論が この63条 の目的終了の場合だけしかあ りません

ので、 ここにもっていけば後の始末がしやすい。つまり無効説でなくて信託終

了説の方が後の財産の処理にいいんじゃないか。 という意味で、信託の目的を

達す ることができな くて、信託終了して63条 で後を整理す るとい う解釈が妥当

か と思います。

これはやは り違法な信託の機能にあろうと思います。終了するとい うのもお

かしいと思いますけれ ども、一りの疑問 として提供しておきます。脱法信託 と

いうのは実際上余 り起 こりませんので これ位にしておきます。

信 託 法第11条(訴 訟信託)

訴訟信託であ ります。 これは信託会社の皆様方には実際に遭遇 され ることは

ほとん どないと思います。 ところが裁判所では、信託に関する判例 として現れ

るのは11条 の判例ばか りです。

「信託ハ訴訟行為 ヲ為ナシムルゴ トヲ主タル目的 トシテ之ヲ為スコ トヲ得ス」

とい う11条の規定がござい ますが、なぜ訴訟行為をなさしむることを主たる目

的として信託す ることがいけないのかとい うことです。 これは実は憲法にも 「

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」 として国民の基本的

人権の1つ になってお りまして、裁判をすることは国民の権利だ。それなのに

なぜ信託を利用して訴訟をしたらいけないのか。

日本国憲法から見 るとわか りにくい規定になっているんですが、実はイギリ

スの信託の中にmaintenanceを 目的とするような信託はいけないとい う理論

があるわけです。maintenanceと い うのは健訟の風(訴 訟謂助)つ まりめった

やたらに特別の利害もないのに訴訟を起 こす ということで、その理論が輸入さ

れたんじゃないかと思います。
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なぜめったやたら訴訟を起こすのがいけないのかとい うことです。つま り信

託を利用しないで直接AとBと が争そっているならまだ仕方ないけれ ども、A

がBに 対 して訴訟を起 こしかねるいろいろな事情がある。義理合い上起 こせな

い とか、あるいは直接自分が行 ったら不利な点が出てくるとい うので、その財

産権を何 も関係ない他人に信託 してその受託者から訴訟を起 こさせるという方

法ですね。そうします と訴訟を起 こしやすい。そこで抗弁もいろいろ制限され

るし、いろいろな点で問題があるとい うのがmaintenanceを やめさせる理由

らしいのです。

日本の11条 も実は制定当初いろいろ議論があ りましたが、裁判所では裁判の

場合に始終これが使われます。また、裁判所はそ ういう11条の抗弁をいろいろ

整理して、どうい う場合に訴訟行為をなさしむることを主たる目的とするかと

い うことの認定をしてお ります。

たとえば弁護士の事務員が依頼者から頼まれて、依頼者自身がやらないでそ

の事務員の名前で訴訟を起 こす。そ うすると事務員は訴訟になれてお りますか

ち、これは三百代言類似の行為ですので、そういうものをやめさそうということです。

そ うい うことで訴訟をやたらに起 こすのはいけないとい うのが古いイギリス

の思想で、今日なぜ訴訟をやたらに起 こしたらいけないのか、わからないわけ

です。このまま輸入したからこうい うことになってしまった。これはやは り古

い思想じゃないかと思います。

ただ、そこで問題になるのは 「訴訟行為 ヲ為サシムルコ トヲ主タル目的 トシ

テ」 ということで、この条文解釈上、訴訟行為をなさしむることが主たる目的

でなかったらいいことにな ります。そこで主たる目的と従たる結果のこの区別

が大切であります。

だから、別に始めか ら訴訟をや らすつもりはないんだ。 自分がいろいろな事

情で向こうと知 り合いだし、昔の付合いがあってそう露骨な請求はできない。
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本来請求権はあるし、当然もらっていい金だけれども、自分が言 うのでは人情

的に感心しない、 というのでだれか第三者にやらす。交渉するのにも交渉の上

手、下手があるので、口の上手な者に言 って交渉さすとい うことが人情 として

あ り得るわけですね。初めか ら訴訟をや るつもりはないけれども、とにかく話

し合いするにも自分がや るよりは話し合いの上手な人にやらそ うとい うことで

信託 した。そしてその上手な人が行 って何とかして解決さそ うとしてや ったけ

れ ども、ついに話が決裂 して訴訟になったとい うような場合が起 り得ます。

こうい う場合は初めから訴訟をやらすつもりはなくて、ただ交渉のために、

いわば取 り立てのために信託をした。受託者 となった人も極力誠心誠意向こう

の反省を促 して謙虚に交渉をした。しかし、どうしても向こうが余 りにも理不

尽に拒否す るから、それ じゃもう訴訟 より仕方がないので訴訟をした。そのよ

うな場合は、11条 に言 うところの訴訟信託つまり訴訟行為をなさしむることを

主たる目的 とす る信託にはならない というのが解釈であ ります。

これに関連 して整理信託 とい うのがあ ります。整理する方法は穏やかに平和

裏に物事を解決 して、それ じゃ1割 まけましょうかとか、半分でもよろしい と

い う解決の仕方があるわけです。何が何でも延滞利息まで全部強制執行 してま

でもやるということじゃなしに、何 とかして財産整理をしたい目的で信託す る

のならば差 し支えないのじゃないかというのであります。 「主タル目的」 とい

うのは、そういう意味に解釈 されてお ります。

つまり健訟の風を助長 しないためですから、そこで健訟の風を助長しないと

い うことは、いきなり何でも訴訟をや るとい うのでなしに、人間のことですか

らお互いに取引上紛議が起 こることは避けられない。そ うい うときにその紛議

をいたず らに訴訟のみによるとい うのでなしに、穏やかに平和裏に交渉す る。

その場合には、場合によれば法律的に明るい弁護士を頼むことがありますけれ

ども、弁護士だって何も訴訟ばか りす るわけではあ りません。 「主タル目的」
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というのは、そういう意味に理解 していただければいいわけです。

そこで今度は、整理信託が違法かどうか ということがはしな くも三和銀行の

設立のときに問題にな りました。若い方は、三和銀行がなぜあんなことになっ

たのか ご存 じでない方が多いかもしれませんが、ご承知のように三和銀行は大

阪の鴻池銀行、山口銀行、三十四銀行の三つが新設合併 してできました。

これが合併 しようという話になったときに、個々の銀行では不良貸 し付け一

不良ではなくてこげつき債権ですね。初めから不良の目的でや ったのではない

ので、結果的に不良になったとい う債権は どこの銀行でも持っているわけです。

そこで問題にな りましたこげつき債権をどうしようかとなったわけです。全

部取立しようとしてもそれは不可能、だからといってキャンセルす ることは不

公平になる。

そこで一策を案じまして、一つ新 しい整理を自的とす る会社を設立して三つ

の各銀行の持っている焦付債権を現物出資として新 しい会社を設立した。そし

て三つの銀行によって新設合併 とな った三和銀行は文字 どお り身軽ないでたち

で 一一つの新しい銀行として出発したわけです。そこで、三和銀行はスター トに

おいて何にも不良債権がない。いまはどうか知 りません(笑)。 いまはどうせ

できているでしょうが、スター トは全 く純粋に非常にいい債権、いい財産だけ

でやった。

そしてこの整理会社の設立の目的は、 こういう不良債権を取 り立てて、取 り

立てた後はこれを新設銀行三和銀行へ譲渡す るということです。そうい うこと

で整理をやったわけですね。整理をやるためには、まず任意交渉をや ります。

任意交渉で大体済んだようですが、どうしてもいかないしたたかな債務者がお

りますので、どうしても訴訟をやらなければならない とい うので、そこでやむ

を得ず、訴訟をしました。そしたら、その訴えられた者がこの信託法11条 を持

ち出してきたんです。その理由はこの整理会社はそもそも初めから不良債権 に
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ついて訴訟するのを目的として設立 されている。すなわち、不良債権を整理会

社へ譲渡 して取 り立てをさせたものをもとに戻 し、新設された銀行が自分のも

のにしているので、一種の信託だ。つまり整理をなさしむ るために財産権を整

理会社に出資し、得た結果を銀行に戻すのだか ら、受益者は新設 された銀行で

受託者は整理会社である。

そ こで裁判所はこの信託法11条 の抗弁についてどうしても判断せざるを得な

いことになったのですが、裁判所は結局これは11条違反ではないと判断したの

です。

そ こでその理由になったのは、 これは要す るに穏やかな方法で取立をやって

話合がつ くものは話合で解決す るのが目的で信託 し、残った不良債権はやむを

得なければ訴訟に持ち出すのも仕方がないが、何 も始めから訴訟をやれ とい う

目的 じゃないんだから、信託法1ユ条にい う訴訟行為をなさしむることを主たる

目的で信託をしたことにはならないと判断 したのです。

そうい う風に整理を目的 とした債権の信託が信託法1ユ条をめ ぐって一一番裁判

所をにぎわした例です。

そうい うことで整理会社の不良債権整理のためのそ うい う設立過程において

そういった整理 目的の会社設立における訴訟行為をなさしむることを主たるE1

的 とい うものが、11条 としては特に注目すべき事例です。

それでは、 どこまでが初めから整理目的の穏やかにやることなのか、 どこま

でが訴訟をなさしむることを主たる目的 としたと認められることとなったかと

い うことになると、これは裁判所の実例などを見ますと、債権の譲渡を受けて

1ケ 月又は、10日 もたたずに、ろ くに交渉もしないで内容証明を出してそのあ

とす ぐ訴訟を起こしたとい うことになると、 これは訴訟行為をなさしむること

を主たる目的としたとい う認定をした り、諸般の事情できめているので一般的

に どうとい うわけにはまい りません。
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信 託 法 第13条(受 託者 の 占有承 継)

きょうからいよいよ信託財産の独立性という問題に入 りますので、信託の本

質論みたいなことにときどき触れる問題があ りまして、特に信託財産の 「法主

体性」が問題になるわけで、そ うい う問題は非常に興味のあるところです し、

また実務的にもいろいろ問題があ ります。

その問題の第 ユは、13条 の占有承継です。信託法13条 は、受託者の占有は自

主占有 じゃないということ、信託財産について自主占有を否定するとい う思想

をそこに植えつけてあるというのが、一番大きな問題です。

民法187条 では占有者は前主の占有を主張することもできるし、自分の占有

も主張す ることができる。自分の前主に環疵のあるような占有ならば、それを

言わないで自分の占有だけ言える、とい うふ うに占有の自主性を認めてお りま

す。

それを信託法13条 では民法187条 の特則一 そ ういうことができないで必ず

受託者は委託者の占有を引き継いでや らねばならないのだ。引き継 ぐと言って

も、それはもっぱら受託者は委託者のために一 法律的には受益者のため と言

う方が正 しいかもしれません。信託財産を自分の利益のためにやるものじゃな

いので、主 として受益者のために占有をする。そ うい う意味で、その占有はあ

くまでも他主占有だ。

そ うい うことで自分の独自の占有を主張す るために前の占有、つまり委託者

の占有を主張 しないということはできないということです。必ず委託者の持 っ

ている占有を引き継 ぐのだから、すべての環疵があれば受託者は委託者の持 っ

ている占有を引き継いだものとして承継していかねばならぬということです。

ですから187条 のように自由な主張ができない。ということは、受託者の信託

財産に対する占有とい うのはもっぱら受益者のために占有するんだから、そ う

い うことを規定して13条 は 「委託者ノ占有ノ暇疵ヲ承継ス」というような表現
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をしてお りますので、何か自主占有 ということを表に出してこれを否定してい

るんだとい うふ うなところまでの表現ではあ りませんけれども、精神はそこに

あるのだ とい うことです。

そうい う意味で固有財産の場合には、受託者は自分の自主占有の主張もでき

るし、それか ら固有財産を相続 したような場合には、前主の一 つまりおや じ

の占有を承継したものとしてそれをあわせて主張す ることもできる。非常に自

由な立場をとってお りますけれ ども、信託ではそうい うことはできない。それ

だけの意味であります。しかし、それだけの意味ですけれ ども、結局自主占有

を否定 して、受託者は信託財産の他主占有 しか持 っていないということを明確

にされているわけであります。

しばしば問題になりますのは、信託財産は時効にかからない一 受益権の時

効 と表裏一体をなすわけですけれ ども、信託財産を受益者が何年取 りにこなく

ても信託会社のものにはならないとい うことで、信託財産の取得時効も消滅時

効もどうなるのだとい う問題が始終出て くるわけです。

それで信託財産について受益者が消滅時効で権利を失 うかどうかとい う問題

として、アメ リカの判例が非常に議論になっているわけです。最近ではSCott

あた りが、占有の関係はそ うかもしれないけれども、いつまでも占有の効果を

存続 させるのはおかしい一 おかしいというよりも、ある意味においては政策

的なものがあるんじゃないかと思いますけれ ども、そ うい う法律効果つ まり信

託財産は何年たっても時効にかからない といっている意味は、まず受益権が消

滅時効にかかるか、かからないかとい う問題 とその反面 として信託会社が信託

財産を20年 、30年 持 っていても、これは他人のため、受益者のため占有 してお

りますので、信託 としていままで受けていたけれども、改めてこれからは自分

のものとして占有いたします とい うことを宣言 しない限 りは、いつまでたって

も信託会社がその信託財産の取得時効の完成を見ることができないとい う2つ

一281一



の意味を示しているのであ ります。

信託の初期にはいわゆる名義信託が中心で、名義だけを信託 して実際の信託

財産の占有はむしろ受益者、委託者が持っていたという事態であ ります。そ う

い う時代には信託財産の占有と信託財産の実体権 との分離ができてきて問題が

こんがらがってきますけれども、 日本の場合には名義信託は認められてお りま

せん。しかも占有は必ず財産権の移転だけじゃなく占有自体も受託者に渡 さな

ければいけないとい う立場になってお りまして、単に受託者に信託財産の実体

権を渡して占有権は受益者が持っているという信託は認められませんので、そ

うい う意味で日本の場合には信託財産の占有の承継の場合の 「占有 ノ蝦疵ノ承

継」 も、13条 で他主占有のみを認めたとい うことです。

この13条 はそれだけの意味で、大 して問題はないわけです。むしろ最後の信

託財産の占有が他主占有であって、時効制度が絡まって信託財産の取得時効が

原則 としてあり得ない。もし受託者が信託財産を取得しようと思えば、受益者

に対して 「お預か りはしたけれども、今後は私のものとして占有いたします」

とい うことを表現しない限 りはだめだとい うことです。そんなことを表現 しま

すと信用問題で、 うっか り預けておけないとい うことにな りますので、信託財

産の管理上は大変お困 りの様子であ りますけれども、やむを得ないことです。

信 託 法 第14条(信 託 財 産の 範 囲)

これからいよいよ実質的な信託財産の独立性という話に入 ります。まず14条

が第1に 出てきます。14条 は、 「信託財産ノ管理、処分、滅失」云々 と、それ

によって得た財産は信託財産に属するとい うことになってお ります。

{イ)信託財産の管理等によって変形物となった場合に固有財産に変ずるものでは

ないことを示し、信託財産の独立性を明らかにしたもの。

つ まり管理している信託財産の形態が変わ ってくる。たとえば不動産を売却

して証券にかえると、実体が変わってきます。その場合に、不動産の売却代金
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は受託者の名前で受領するわけですね。その受領した売却代金を何 らかの証券

に投資す る。その場合に、前の受け継いだものは不動産だからその代位物Sub'

rogationは 固有財産になるかとい うと、決 してそ うではない ということです。

信託財産の管理の中で、 どうい う形態の変形ができてくるか、それから滅失

した場合にどうい う変形物が出るか、殴損 した場合にどうい う変形物が出るか

これはいろいろの場合が想像されまして、 ここに一々挙げて議論する必要 もな

いほどたくさんの例が出てくると思います。たとえば殴損されたために損害賠

償請求権が出てきます。その損害賠償請求権は信託財産になるのだとか、いろ

いろなことが出てきます。変形物 とい う言葉があ りますように、物上代位の性

質を持つ。一 言で言えば、信託財産にかわ ってでき上がったものはすべて信託

財産だとい うことです。

これは固有財産と信託財産 とが独立して存在 し継続 し管理 される、つま り信

託財産の 「法主体性」が独立してあるんだ とい う一つの理論の裏づけになるわ

けです。だから信託財産は別個独立な 「法主体性」を持 っている。ご承知のよ

うに、 「法主体性」とは四宮先生がおっしゃっているわけです。

ですから 「法主体」 とは言われないで 「法主体性」 といわれ るところが非常

に ミソで、それを考えます と、固有財産 とは独立 した財産だ。 これが信託財産

の独立性 とい う表現でも別に差し支えないのではないか。 これが主体であると

なると、単に独立 しているとは言えない。単に独立してい るということであれ

ば、権利の主体はやは り移 る。どうも 「主体性」 とい う言葉で何 とかそこを伸

縮自在にしようという形です。

だから物上代位性 というのは、或る財産を管理 した結果、管理、運用、滅失

殿損、その他によってその信託財産としての信託の趣旨に従って運用す るうち

にこれがほかのものに変わ る。その内容はいろいろ変わって くると思い ますけ

れ ども、それはすべてこちらへは流れ出ることはない とい う趣旨でありますそ
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れがSubrogation、 これの変わ りものはすべてもとに戻 るとい うヒとです。そ

うい うふ うに損害賠償請求権が移っていく。その場合にこの権利は結局この権

利の内容になるのだとい う意味です。

そ こで信託財産の管理、滅失、処分 とい うようなものは言 うまでもな く明確

な法律関係ですから、一々たとえば売却したときに売却代金がどうなるとか、

まるで大学の一年生でも知っているようなことを申し上げても、時間つぶ しで

あ ります。信託財産の管理によって変形物 となった場合には、固有財産に変ず

るものではない。一たん信託財産 として受託者の名義になった場合には、それ

がどのような形で変わっていっても固有財産にならないとい う原則、それは結

局信託財産の独立性を示しているというヒとです。

そ うい うことでありますので、いろいろな場合を想像されて、管理、滅失、

段損については説明を省いてもいい と思います。それは損害賠償的な性格のも

のもありましようし、あるいは保険給付のような場合も出てくると思います。

それから適法な行為であろうと違法な行為であろ うといろいろ発生しますの

で、そうい うものもやは り物上代位の対象になるのじやないか。たとえば受託

者(T)が 何か信託違反をやる。信託財産を第三者 に一 信託の本旨に反す る

処分をやる。そ うすると取消権が出ますね。その取消権は言 うまでもなくこれ

に対する取消権一 これが信託財産 となって代位物になりますから、取 り消し

てこれをもとへ戻せるわけです。問題はそういうことを違反 した(T)に 対す

る何らかの信託法上の請求権、これが信託変形物になるかどうかとい うことで

す。

これはこういう処分行為をして損害を与えるとい う場合でな くとも、管理の

失当によって受託者がいろいろな義務を負いますが、その義務に対応す る権利

も信託財産 となるのかとい う問題が起こります。

そ うすると、これはやは り信託財産の変形物であることに間違いないので、
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変形物 と言 う以上、てん補請求権 とい うものも これはてん補されなきゃ信

託財産は損害してお りますから、やは りこの権利が変形物である。そ うい う考

え方もしな くてはいけないわけです。

そ うい う意味で、いくらどうい う形でこれが転換されても、これがどうして

も回 り回ってまた戻 ってくる。 「信託財産三層ス」とい うのは、そうい う意味

です。ですから、 これはきわめて理解しやすいものであります。

回受託者が信託受託者たる地位によって利益を得べきでないこと。

問題 はその次の(・)で、これは条文 をお読みにな ります と、管理、滅失云

々に 「其ノ他ノ事由二因 リ」とあります。事由とい うのは、解釈が幾らでも自

由になる。 「其 ノ他 ノ事 由」といいます と、管理、処分のような受託者の何 ら

かの行為に よって生 じた場合に、それに類する事由に限るのか、そうでなしに

もっと広い意味になるのか。 この14条 の焦点はむ しろそこにくると思います。

そこで回、 これは結局㈲の反面は固有財産になってしまうと利益を得ることに

なるからとい う意味で、受託者たる地位によって利益を得てはならないとい う

ことを示して、そ うい う意味では忠実義務の精神が一つここにもあらわれてお

るとい うことも考えられていいと思います。問題は積極的に管理、処分とい う

ような行為 じゃなしに、何もしないのに信託財産に加わってきたとい うものが

あったときに、それは信託財産 となるかどうかとい うことです。

そ ういうものによって増加 したような利益も、結局は信託財産になる。自分

が何 らかの積極的な行為をしなくて得た利益も、受託者たる地位によって利益

を得た以上は、そういうものは自分の固有財産としての利益にはならないとい

うことです。

そうい う意味で、信託財産はもっぱら受益者の利益のために存在 し、 また受

託者の地位ももっぱら受益者のために存在するんだから、受託者が積極、消極

その他偶然の事実によって、受託者たる地位によって何 らかの利益が入 ってき
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ても、それは一切信託財産として保有 しな くてはならない。そういう意味を示

してい るというわけです。

そこで、実は変形物の特殊な問題が上がって くるわけです。一般的な問題と

していつも問題にな りますのは、株式信託で新株を発行した場合の帰属の問題

が議論 されてお ります。信託財産たる株式について、増資された場合に一体新

株引受権は旧株から派生 したいわゆる変形物かどうか とい うことがまず考えな

ければな らない ことであ ります。

ところが、 これは今日の会社法の新株発行のところをごらんになった方な ら

ば当然わかるように、これは取締役会で決めることでありますので、別に旧株

主に必ずしも新株引受権をや らな くてもいいわけです。現実には新株引受権の

大部分は定款の規定があろうがなかろうが従来の株主に割 り当てるとい う慣習

になってお りますけれども、法的には取締役会の決定としては旧株主に何も割

り当てる必要はないわけですか ら、信託財産たる株式について増資がなされて

割 り当てられたか らといって、それは当然にその変形物 とは言えない。現在の

商法の解釈としてはそ うなるわけです。

ところが、ご承知のように新株引受権は当然に株主が持つぺきものであるか

どうかとい うのは、古 くから非常な論争になっているわけです。従来の信託さ

れた株主が最初のスター トにおいてそれだけの出資をしてそのふくれ上がった

ものが新株だから、新株は当然親株の名義人に帰属すべきであり、しかもそれ

は親株の変形物であるとい う考え方があり、経済的にはむ しろそうだろうと思

います。

実はアメリカでも初期の理論は、当然子株は親株の派生物だとい う理論でき

ていたわけです。それがいわゆる資金の調達の便宜のために、次第に親株は当

然に子株を派生的に取得するということにす ることがかえって会社の資金調達

が非常に困難になる。子株をえさにして会社の発展を図るとい うことも考えな
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いといけない。これだけの子株を与えるからこうい う利益をひとつ提供 して く

れ とい うことによって他社との提携も うまくい くから、それでいいだろ うとい

うことで、だんだんと株主の場合でなしに会社の全体的な考え方から変わって

きてお ります。これは会社法の一つの基本的な問題です。

それで新株引受権が信託法14条 の 「其ノ他ノ事由」 とい うことでい くのか、

「管理、処分」とい うところでいくのかとい うことです。子株は親株の派生物

であるとい う理論であれば、信託財産 として株式の信託を受けてそれを管理 し

ておれば自然に子が生まれた。それは後段の 「其 ノ他 ノ事由」とい うところに

持 っていかなくても、当然に前段の派生物、変形物の理論でいける。管理 して

いるうちに子株がふえたのだから、当然これは信託財産だと言えます。 ところ

が、取締役会の決議によってどうでもなるものであれば、何も新株を取得す る

権利は親株の変形物じゃないとい うことにな るわけです。

アメ リカの場合でも、先ほど申しましたように初期の変形物の理論で、むし

ろ親株の派生的な理論で終始 していた時代か ら、次第にわが国と同 じように、

これは資金調達の便宜上自由に新株引受権を第三者にも与えられるのだとい う

態度 に変わ って くるとい う時代を迎えて、一体向こうでは現在どうなっている

のかとい うことです。

ここに仮に信託財産説 と非信託財産説と二つ挙げておきました。アメリカの

現在 の考え方は、判例、学説もそ うであ りますが、信託財産の管理によって得

たものだ。なるほど取締役会の決議によって派生す るものであっても、やは り

信託財産になるのだという説で終始してお りまして、問題はそれは元本になる

のか、収益になるのか、 というところが議論になっているわけです。

向こうではわが国のようなシンプルな信託ではなくて、元本受益者、収益受

益者が常にふ くそ うして存在 してお りますので、受益者にも他益信託も多いし

他 益信託 と しての元本受益者はだれで収益受益者はだれか とい うのも分かれ
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てお りますので、そ ういう意味で新株は元本になるのか、収益になるのか。信

託財産の元本がふえたと見 るならば元本受益者の権利になるし、これは収益だ

とい うことになると、収益受益者の財産として計算しなければいけない とい う

ことで、むしろその点が向こうでは問題になってお ります。

これは非常に複雑な理論があ りまして、増資の仕方によって、あるいは元本

だとし、あるいは収益だ とする理論になった り、いや、もうこれは絶対に元本

受益者の信託財産になるのだという説もあって、ちょっと一口で申し上げるこ

とがむずかしいような議論になってお ります。しかし、元本に属す るか、収益

に属す るかの議論はあるとしても、新株は親株の派生物だとい う考え方で当然

に信託財産になるとい うのが、今日のアメ リカの実際上の処理であります。

そこで日本ではどうなるかとい うことです。 日本では、実はまだこの点につ

いてそ う深 く議論されてお りません。む しろ日本においては非信託財産説を主

張されている2、3の 文献がありまして、 これは受益者のものにもならない、

むしろ委託者のものになるのじゃないかとい う説です。信託財産から生 まれた

ものならば、なるほど信託財産に属す るとい う議論でもいいかもしれないけれ

ども、いわば取締役会の方で決めるのですから、これはむしろ委託したものが

権利を持つとい う方が本当ではないかとい う議論をしている学説があります。

これはどなたか名前は忘れましたが、信託の雑誌で学者じゃな くて実務家の方

の 「子株の行方」とい う論説が出てお ります。その人は、これは信託財産には

ならずに委託者のものになるとい う考 え方のようです。

これは1つ の考え方で、確かに日本のように取締役会の決定でどうでもやれ

るものならば、何も親株を信託財産として信託 したから子株が当然信託財産に

なってしまうとい う議論ではない という理屈は、確かに立つわけです。

しかし、私はやはり受益者のものになる、とい うことは信託財産になるのだ

とい う説の方がいいのじゃないか。取締役会の決議によって取締役が従来の株
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主に与えるものでないかもしれませんけれ ども、結局そのもとの親株がなけれ

ぱ増資もあり得ないのじゃないか。だれにやるか、新株引受権を決定するのは

なるほど取締役会かもしれ ません。しか し、何 もないところに増資とい うこと

はあり得ないので、もとの親株があって初めて増資があるのですから、親株が

信託 されておればそれに基づいて子株は親株のところにひっついていけとい う

議論です。

ただ問題になるのは、管理によって当然になるとは日本の会社法では言えな

い。それから処分にも当たらない。もちろん滅失ではあ りませんし棄損でもな

い。それならどこへい くかというと、 「其ノ他ノ事由二因り」と言 うより仕方

がない。実務的にも有価証券信託の場合に約款を見せていただくと、大体新株

増資が決定されたら、受託者の方では委託者に対して増資払い込みの資金をど

うす るかとい うことを催告 されまして、委託者の方で新株資金を持ってこなけ

れば失権 さす とい うのが実際の取 り扱いのようです。

ですか ら一応払い込み資金さえあればもし信託財産の収益の中で蓄積 された

もので、たとえば従来の配当を蓄積していたらその配当の額で引き受けられる

とい うことになれば、新株引受権は別に委託者から資金をもらわな くともいい

とい うことになるわけです。

ただ、約款を見ます と、払い込み資金を委託者に要請 して委託者がそれを出

さなきゃ新株を引き受けないとい う扱いになっているようです。 こちらの場合

もそうじゃないで しょうか。有価証券の管理信託の場合、多分そ うなっている

と思います。

しかし、確かに日本の会社法のように、何も従来の株主が当然に新株引受権

を持つわけではないとい う理論からいい ます と、明らかに1つ の問題であ りま

すけれども、実務的にも理論的にも信託財産になる。その法律上の根拠は、

「滅 失、殿損云々」 じゃなしに 「其ノ他 ノ事由二因リ」ということであります。
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それからたとえぼ基本的な信託約款で新株引受権はどうするとい うことが約

定 されておれば、別の問題であります。新株引受権は当然信託財産にならない

で委託者のものになるのだとい う約款があれば別ですが、特別に信託約款がな

ければ当然信託財産になるとい う考え方であ ります。

その次の1つ の問題は、取締役の報酬がどうなるかという実例が起 ヒるわけ

です。とい うのは、これもご承知のように取締役になるような人は自分のガで

たくさん株を持っておられる人が多いだろうと思います。特に日本のような取

締役の成 り立ちを見ますと、取締役になるまでに相当な自己資産を持 ってい ら

っしゃる。それで自分の会社の株を持っている。従業員持株信託があれば、ま

すますそ うい うことになるわけです。

ところが、そ うじゃなしに取締役になる際、会社が株式をその取締役の名義

にす る場合(信 託)が あるわけです。つまり株式を持たないと総会で顔がきき

ませんから、自分の持ち株ではなく会社の株式あるいは社長の持っている株式

で名義だけ株主になっている。そして取締役としてその株の信託を受けて、取

締役の地位についているとい う場合を想像するわけです。

取締役の持ち株とい うのはずいぶんありますけれども、皆さん本当に自分の

財産 として持っておられるかどうか、一一遍調べてみる必要があると思いますが

そ うした場合にこれは信託財産にな りますから配当が受益者の手に戻るのはい

い として、取締役の報酬は一体どうなるだろ うかとい うことです。

実は これはイギリスで非常に問題にな りまして、両説あるわけです。判例が

分かれてお りまして、取締役としての任務について報酬が与えられる。それは

株を持 っているからじゃなしに取締役としての任務を遂行したことに対する報

酬だから、これは取締役の固有の所得としてもらうべきであるという議論です。

反対説は、そうではなくて取締役になれたもとを考えなければいけない。それ

はたくさんの株を信託的に与えられてそこで取締役とい う地位になっているの
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だか ら、働きが主になるのか、大株主であるとい うヒとによって取締役たる地

位が保有できるのか とい うことを考 えると、 これはどうもそう簡単に報酬は全

部取締役がもらってもいいと言 えない。や っぱ り株を信託された結果として取

締役につき、取締役についたおかげでちょっと盲判を押して報酬をもらうとい

うことになるのだか ら、 ヒれはもとに戻して株を信託して くれた人に返すべき

だとい う理論と、イギリスではこの2つ に判例が分かれてお ります。

取締役報酬とい うのはやは り取締役の労務に対する報酬でありますか ら、持

ち株のおかげで取締役になったかもしれませんけれども、しかもその持ち株が

信託された人のものであるか らといってその信託名義をしてくれた人に渡 さな

なければならんとい うのでなしに、や っぱ り自分の力、自分の努力への報酬と

い う考え方で、取締役自体自分の固有財産として取得していいのではないかと

い う議論の方が、私は筋が通 るだろ うと思います。判例としてどちらが正しい

か。 日本では余 り問題にならないことかもしれ ません。これが一つの問題であ

ります。

内信託財産の主体たることによって与えられる利益

これは信託財産の主体 としてじっとしているのに外部から何かいいものが与

えられたとい う場合に、その与えられたものがこれは別に信託財産を管理 して

いることによって与えられるわけではなし、処分 したわけでもない。ただ信託

財産の権利主体だからとい うので与えられる場合の利益は、一一体 どうなるかと

い うことです。これまた 「其 ノ他ノ事 由」というヒとになるか、ならないかと

い うことです。

これは有名なイギリスの判例でAberdeentowncouncilv.Aberdeenuni-

versityと い う事件があ りました。これは何かの機会にお話ししたかもしれ ま

せんけれども、アバージソ市 とアパージソ大学 との訴訟です。

どうい う訴訟かといいます と、アバージン大学の職員や教員の福利厚生施設
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として レジャで用の海の家をつ くろ うとした。この辺一帯の土地が海岸で泳ぐ

のに都合がいいとい うので、アバージン大学の教職員が ここに海の家を建てる

ために土地の寄付を受けた。ところが何 らかの理由によって、直接大学へは寄

付をしないでアバージン市役所へ土地、建物等を信託したわけです。市役所が

受託者、アパージン大学が受益者にな ります。そして市役所がこの土地、建物

の権利名義になって、アバージン大学の教職員が夏になるとここで泳いだ りし

て、ここを自由に利用するとい うことになっているわけです。

ところが、海に漁業権がある。ところが、その漁業権は独立して認められる

のでなしに、その土地の所有者が海岸の漁業権を持つのだという決定がされて

いたわけです。この土地、建物は受託者であるアバージン市役所の名義にな っ

てお りますから、フィッシングする権利も市役所へい く。そこで今度はtown

counci1(市 役所)の 職員が、ヒこでおれたちが魚を釣 るのだ、なるほど陸はア

パージン大学のための信託財産として市役所が受託しているけれ ども、これは

別にそれとは無関係にアバージソ市役所が取得したのだからもらえるんだ。だ

から市役所の従業員がここで魚をとれる。そ うい うことでアバージンの市職員

と大学の職員との間に摩擦ができたわけです。

そこでアパージン大学は訴訟を起こして、このフィッシングの権利は信託財

産になるのだ。土地、建物が信託財産であ り、海辺に属している土地の所有者

にフィッシングの権利を与えるというふ うに漁業権の付与が創始されたのだか

ら、大学が信託財産の受益者であれば、 この信託財産の受益者が当然もらわな

ければいけない。つまり信託財産の主体である地位において大学がもらってい

るので、別に市役所が漁業権を他から買い受けたとか、自分の費用で固有財産

として取得したのではない。また、これの滅失、棄損、管理、運用 とい うこと

から出たものでもない。ただ行政処分 として漁業権を付与す るとい うのだから

当然大学の方にある、というのがアパージン大学の主張であ ります。
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結局、判決は、それは信託財産だ。だから漁業権は当然アパージン大学の教

職員が受領するものであって、アバージン市役所の職員がそこで魚釣 りした り

するものではないという見解を示 しました。 これは非常におもしろい事件であ

りまして、風が吹いてどこからか黄金が降ってきたようなもので、何らかの行

為をしな くても得られたものはそ うだ とい うことです。

それか らもう一つ、これは有名なイギリスのり一ディングケースになってい

るんですが、Keechv.Sandford(1726)(Sel.Cas.ch.61)事 件 というのがあ

ります。 この事件はある市場(market)の 賃借権(lease)を 持っている人がそ

の賃借権を信託 して収益は未成年者たる受益者に交付することとしたのです。

ところがその賃借権の期間が満了 したので受託者た る借地権者は地主に対して

更新(renewal)権 を行使 したわけです。ところが、市場の受益者のKeechと い

うのがたまたま未成年であったので、地主は、未成年者を受益者 とするような

場合には更新す るのはぐあい悪い と更新に応 じなか ったわけです。しかし、受

託者たるSandford自 身が これの所有者になるのならば更新してもいいとい う

話をして、結局Keechを 受益者 とする信託財産たる市場がいまや従来は受託

者であるSandford自 身の固有の財産 として更新されたのです。そこで問題は

借地権が期限が来たのだか ら当然消滅してしまう。更新権は拒否された。あと

は地主がSandfordに 与えたのだから、これはもうしよ うがないのかどうか と

い うことが問題になったわけです。

これをめぐって、この未成年者の後見人が原告になって、これはKeechの

ものだ。新 しくSandfordが 取得 した財産(借 地権)は 結局Keechが 従来信託

財産として享有 していたのだか ら、 これはやは り信託財産の更新 とい う事実が

ありますので、ちょっとむずかしい問題だと思います。一たん切れたものを更

新する。しかし、更新する請求権力三一応信託財産たるものの中にあるのだから

更新請求権の結果得たものはやは り信託財産だ とい う主張を して裁判になった
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とい う事件であ ります。

この場合に裁判所は次のような理由でKeechの 主張を認めた。それは、結

局Sandfordは 、何も故意にこれを取ろうとしていない。詐欺的意思(fraud)

もない。ただ地主の意思の結果これを自分の方に取得しただけであるが、 しか

しこの財産はやは り信託財産の更新だか ら、Sandfordが 自分の固有財産 とし

て取得するものではなく、更新 された財産はSandfordの 固 有財産ではな し

にKeechと い う未成年者を受益者とする信託 財産 になるのだ、 こうい う理 由

でKeechが 受益者たる信託財産だとい うのです。この事件は 日本の14条 と同

じ理論が向こうでなされた最初の判例(リ ーディングケース)だ とされており

ます。

そ うい うようにこの14条 というのは、受託者がその地位によって取得 したも

のは忠実義務の理論によって信託財産 となるとい うのですが、これを別な考え

方をすれぱ信託財産はあくまでも独立 して管理、運営され、独立して効力を生

じ、独立して存在 していく。それをどう名づけるか。これは信託財産というも

のは受託者の固有財産 とは独立 して発生し、生 まれ変わ り、生々発展していく

とい う特殊な性格を持ち、固有財産 とは独立した存在を持っているのだ という

ふ うにも考える。そ うい う考えの結果、そこに これだけではありません。

これから15条 とかユ6条とかいろいろなことを議論していかなければならないわ

けですが、なぜそ うなっているか。たとえばこの次に 「相続財産三層セス」 と

いう規定があ りますが、 これはどうい うわけでそ うなるのかということを議論

していかないといけないわけですけれども、これは一つの物上代位性 とい うこ

とも、結局は信託財産 とい うものは受託者の固有財産とは別個独立の財産 とし

て存在しているのだとい うことを、 ここで一つの基本理論として説明されてい

るわけです。

この場合に、信託財産は独立した 「法主体性」があるのだか ら、その信託財
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産の変形物は当然法主体の方に帰属す るのだとい う考え方、これも結構であり

ます。そうい う考え方もある。しかし、信託財産に関 して独立はしてお ります

けれ ども、法の主体 としての法人格を持ってお りませんし、権利能力なき財団

というところまでいってお りませんので、結局は名義は受託者の財産だけれ ど

も、固有財産とは独立 した取 り扱いを受けて受益者のものとして生々発展 して

いくのだ。これが信託財産の特殊性とい うか独立性だ。こうい う表現でも説明

はつくのじゃないか。そうい う意味で、第一段として信託財産の14条 の1つ の

説明としたわけです。

これはいま実際問題になる事件としては、結局新株の問題が日本ではこれか

ら一番議論にな ると思います。とい うのは、会社更生法が盛んに適用 され るこ

とにな ります と、株をどのようにしていくかが問題になって、更生法の適用ま

でもいかずに会社の倒産 とい うことになってくると、結局救済者がだれかあら

われるわけですね。そのときに救済者が株を取得する。その場合に余 り独占さ

れては困るか ら、支配が公正になるように、た とえばシンジケー トまでいかな

いにしても3つ か4つ の銀行が援助す る。それも特定の銀行だけが主力銀行み

たいになってや っては困るので、3つ か4つ か銀行がや った場合に株をその3

つか4つ の銀行に譲渡する。そこに比率が出て くるわげですから、新株増資を

するときに場合によっては、悪 らつな考え方から言えば、増資して比率を破る

とい う点も出てくるわけです。

そ うい うことで新株の発行が現実に訴訟にな った事件 もありますし、非常に

むずか しい問題だろ うと思いますが、結局これが一番問題になるだろうと思い

ます。14条 をめぐる問題 としては、大体ここらで議論が尽きるのじゃないか。

要す るに受益者のものを受託者が自分の受託者たる地位を利用していささか

もその利益を得てはならないとい う、いわゆる忠実義務の一つのあらわれ とし

てここに出て くる。これが14条 の問題だろ うと思います。名義が自分にあるか
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ら、その名義の結果、座 してたなか ら落ちてきたぼたもちはおれのものだ、とい

うようなことは言わないとい うことです。いやしくも信託財産は受託者の名義

にはなっているけれども、受託者のものではないのだ。その利益はもっぱら受

益者のものに帰せしむべきである。そ うい う理解 として考えるということです

信託 法 第15条(信 託 財産 の非 相 続性)

そういうことで14条 を終わって、今度は15条 「信託財産ハ受託者ノ相続財産

三層セス」 とい う規定です。この15条 も信託財産の独立性とい うことのあらお

れであ ります。

15条は受託者死亡の場合、信託財産 も固有財産と同じく相続法の理論によっ

て受託者の相続人によって承継され るかという問題です。日本の15条 は明白に

「相続財産二属セス」 とはっき り割 り切 ってお りますから、問題はないわけで

す。 しかし、こういう理論にするためには、一一応かな りな歴史があります。

ご承知と思いますが、イギリス ・アメリカ法ではこうい う形の相続理論を持

ってお りません。向こうでは清算型 と称す るものです。向こうの相続法では、

たとえばある人(T)が 死にます と、一切の財産は遺産管理人あるいは遺言執

行者の手に全部移ってしまう。 日本の破産 よりもはるかに権利関係がはっきり

してお りまして、こっちへ移 ってしまう。そして遺言があれば遺言執行者、遺

言がなければ遺産管理人が裁判所か ら任命されまして、 この財産は全部遺言執

行者又は遺産管理人へ名義が移 って しまう。 これは法上の移転です。そ うい う

意味で法定信託になるわけです。

そしてこれで遺言執行者なり管理人は葬式費用を ここから出して、債務がた

くさんあればこの家は破産宣言になってしまうわけですが、そういう事態でな

しに相続財 産があれば、まず債務を弁 済して残ったものを分配法 という法律

(DistributionAct)に ょって、親が死ぬと配偶者とその息子達に分配す るわけ

です。
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そのときにたまたまその中に信託財産があった。向こうでは相続は直接全部

相続人へはいきませんので、 日本よ りは問題は比較的簡単であ ります。ヒれを

信託財産 として持 っていようが固有財産として持っていようが、全部遺産管理

人 ・遺言執行者へいくわけです。そしてヒれは相続人に分配すべきかどうかと

い うところで問題になる。 ところが信託財産は独立 した財産であって死んだ信

託受託者(T)の 遺産管理人、遺言者等は分配の対象にすべきでない とい うこ

とで、 ヒれは分配法の該当からはずされてしまうわけです。そして新しく信託

財産たる部分に信託受託者が任命されて、この新 トラスティーが信託財産につ

いて処理をするということになるのです。このようにして死者 の遺 産 は全部

・…・・信託財産だけは別に新 しい トラスティーにいく。こういう理論で形成 され

てきているわけです。

ところが、 日本ではそ うい う制度 と違いますので、一応死ねば相続法によっ

て死者(T)の 名義のものは一切の権利義務が相続人に移転する。ただ、相続

分、法律に定められた方法によって相続分がきまるのですが、その相続分はほ

っておいたら全遺産が相続法に従 って直接相続人に帰属するヒとになる。そこ

で日本の場合は信託財産を相続財産からはずさないといけない。それにはどう

したらはずせるかとい うところで、この信託法制定の当時に問題になったのが

この15条 であ ります。だから、15条 は日本の相続法 との関連において生まれた

規定です。相続法 との関連からい うと、相続分の中にこれを入れるべきでない

というのをどうい う形でやればいいか。結局、この部分は相続財産に属さない

で、日本にも新受託者の選任とい う規定があって(信託法49条)、 新受託者を選

任 して亡れにや らせる、こうい う形であります。ですか ら、こういう人には信

託財産については、何 らの権利も主張できないとい うことになっているわけで

す。それが15条 です。とい うことは、結局信託財産とい うものは名義は受託者

のものであっても、これの固有財産とは別個独立の財産 として処理 されるのだ
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とい う形をとるということです。

そ うい う意味で、やはり信託財産は受託者の固有財産 とは別個独立な取 り扱

いを受けて、あたかもこれは独立した法主体を持っている。しかし、法主体と

は言わない。法主体的なものということで説明をするとい う亡とです。 このよ

うに、信託財産の独立性 とい う表現でも、これはかな り問題なのです。そ うい

うことで信託財産の独立性 というものは、これからだんだんと15条の問題、16

条の問題、強制執行の問題 ということで、いろいろ発展 していきます。

いずれにしましても、信託財産は固有財産 と別個独立の問題である。分別管

理の問題も出てきますが、独立性とい うことに信託財産の特異な性格を持つと

い うことです。この独立性を保障するために信託の公示の方法 日本の信託

法は信託財産の公示とい うか、信託法のいろんな利益を受けるためにはどうい

う信託財産たることを公に示すとい う方法を考えるか とい うことについては、

登記、登録すべき財産権についてだけそ うい うことを規定 してお りますけれ ど

も、そうでないものについてはどのようにするのだろ うか とい うことです。

それからいま申しました信託財産の物上代位性の場合でも、一体変形物が信

託財産であるとい うことを言 うためには公示方法をどうするのか とい う問題が

やはり残 ってくるわけです。ですから、日本の信託法の信託財産の独立性を保

障する最後のとりでであるところの公示方法は、実はもっと研究されねばなら

ない ということになるわけです。
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きょうのところは、信託法の15条 、16条 で、前回に続きまして、信託財産の

独立性といわれている部分のお話になるわけです。

前回の14条 は、信託財産内部の問題で、いわゆる物上代位といわれるものと、

それか ら私が特に言 ってお りますのは、その地位を利用 して得た財産が信託財

産になるという、この2つ の意味を持ってお りますのですが、ここでは信託財

産内部のswelling－ 膨張、拡張、あるいは代位ということで済んだわけです。

ところが、今度はさらに独立性が第三者との関係を持 って くる問題に入りま

す。それは15条 の信託財産の非相続性というところであります。

15条は 「信託財産ハ受託者ノ相続財産二属セス」という条文です。信託財産

は一応形式的に受託者の名義になりますので、受託者が死ぬと、受託者の相続

人が相続財産として主張できるのかどうかということが問題となります。信託

財産が受託者の固有財産 と全 く独立 して存在するんだという理論でいきますと、

受託者が死にまして も、それは受託者の固有財産ではないんだか ら、相続は固

有財産について行われ るものであって、信託財産については受託者の相続人た

ちが相続 し得るべきものではない。こういう理論で15条 ができているわけであ

ります。

しかし、考えようによりま しては、相続人が相続財産として取得はするけれ

ども、信託受託者たる地位をもそのまま承継 して、受託者たる義務を実行すれ

ば、それで済むのではないかという考え方 もあるわけであります。ただ、信託

関係は信頼関係に基づいておりますので、先代を信頼 して信託したのであれば、

その先代が死んで しまえば一応その信頼関係は切れますので、相続人に受託者

たる地位を承継さすというのは、信託の精神に反 して くる。それで、信頼関係

が断絶するのになお信託関係が相続人に移ることは望ましくないというので、

受託者が死ねば受託者を更迭す るということがそこに書いてあるわけでありま

す。42条 第1項 に 「受託者力死亡シタル トキ又ハ破産……」云々、そういうと

きには 「其 ノ任務ハ之二因 リテ終了ス」と規定され、そしてこの場合において

は、信託事務の引き継ぎに必要なことを相続人がするけれども、49条によって、
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利害関係人は新受託者の選任を裁判所に請求し、裁判所がこれを選任する。こう

いう形で、ちょうど委任の場合に、委任者が死亡すれば委任関係が消滅すると

いうのと同 じように、受託者との信頼関係が切れた以上は、その財産をさらに

新 しい受託者に任 して管理運用をやらす。こういう構造になっているわけであ

ります。これは当然信託財産が相続によって相続人に移るという考え方を否定

したものでありますか ら、42条 とか49条 との関連において、信託財産はどうな

り、信託関係はどうなるかということを、理解すべき問題なのであります。

それで、信託財産は信託設定当時に信託された財産だけじゃな しに、前回お

話 ししましたように、14条 によって代位されたもの、あるいは私の独自の説か

もしれませんが、受託者がその他の理由、たとえば、その地位によって与え ら

れた財産について も、信託財産として管理して行 くことになるのであ ります。

ともか く、14条 によって得た財産は受託者の死亡によって相続財産とならず、

42条 ・49条によって新受託者を選任 して信託関係を移って行 くことになるので

す。

ここで、この信託財産についても、第三者 との関係で信託の対抗ということ

が問題となるわけであります。信託の対抗 という問題については、信託法3条

の 「登記又ハ登録スヘキ財産権二付テハ信託ハ其ノ登記又ハ登録ヲ為スニ非サ

レハ之ヲ以テ第三者二対抗スルコトヲ得ス」というところで詳細に述べたので

ありますが、 「信託の対抗」 ということをどういう意味に理解するのかという

ことが問題であ ります。それは第三者に対 して信託的法律関係を一切対抗する

というのか、あるいは信託法が言 っているところの信託財産の独立性のように、

いわば受託者の固有財産として処理されない、別個独立の財産として保護され

る信託関係だけを指すのかどうかという問題であります。

これは信託法施行後、問題になりま して、最高裁では単に信託財産たること

の利益を享受するためには、信託法3条 の対抗要件を具備する必要があるんだ。

だから受託者がその信託財産の民法上の権利主体であることまでも対抗要件に

しているん じゃない。 たとえば当事者の意思は信託移転であるけれども、民法
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上の所有権移転登記だけしか していない場合には信託法3条 の信託登記を しな

かったか らといって、その不動産について民法上の所有権移転まで も否定する

のではなく、対抗できないのは信託的効果だけであるという意味です。その意

味で、信託法3条 との関連で信託財産として、非相続性という信託効果を主張

するためには、信託の公示が必要であるということになるわけです。

しか し、相続人は被相続人の地位をそのまま承継するわけですから、被相続

人が信託受託者 として持っておったということであれば、それが信託財産であ

るという公示をしなくても、受託者 として所有権の取得を しているということ

は、当然相続人と被相続人との間では包括承継ですので、信託の登記が してな

いか ら信託財産たることの主張ができない、というところまでは言えないん じ

ゃないかと思 うわけです。そこで、信託法3条 に言 うところの公示方法を施 し

てなくても、相続人に対 しては、受益者は信託財産である、相続財産でないと

いう主張はできると思 うわけです。

ところが、相続人と受益者との関係と違った問題になりますのは、第三者、

つまり受託者の固有関係における債権者がこれを信託財産であるという主張を

認めないで、これは相続財産だと言 ってきたときに、それは信託財産であると

いうことを主張 して、相続財産にならないんだということを言うためには、や

はり公示の必要が出て くる。ここで第三者 との関係が出てきますので、それを

どうするかという問題となると、第三者対抗(公 示)の 問題が出て くるのであ

ります。

ところが、3条 のところでお話 ししましたように、 「登記又ハ登録スヘキ財

産権二付テハ……」云々とありまして、登記または登録すべき財産権と有価証

券については2項 で公示の方法を決めておりますが、それ以外の財産権の信託

については公示の方法が規定 されていません。たとえば単純な貸金債権が相続

財産であるか、あるいは信託財産であるかということを主張するためには、債

務者に対 して何か信託の公示方法を講 じておく必要があるのか又はないのか、

というところが問題となるのです。
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前にもお話 ししま したように、この3条 をめ ぐってのいろいろの問題があり

まして、信託法3条 の規定 している場合についてのみ初めて対抗要件、つまり

公示方法が必要で、それ以外の財産については、法律は何 も規定 してないんだ

から、信託である限りは公示方法がなくとも当然に信託たることの対抗ができ

るんだという説、これに対 して法律が対抗要件について特にこれを書いてある

んだから、これ以外のものについては、対抗ができないんだという説、いろい

ろあるわけです。それで、この何れの説が正当かという議論はともか くとして

立法論になりますが、できる限 り信託の対抗要件を法律がもう少 し親切に書 く

べきじゃなかったかということを、私が3条 のところでお話ししたと思います。

たとえば動産につきま しては、公示方法 一 ラベルでも張っておくとかいうこ

とも必要ではないかと思 うのであります。明認方法をやっておく必要があるか

どうか、その点は説が分かれておりますので、3条 をめ ぐって、3条 に書いて

ない財産権についてはどうするかということをもう少 し親切に規定すべきであ

ったというべきであります。

非相続性という点については、独立財産説を15条 で明確にされている点だけ

が、ここの条文の一つの特殊な意味を持っていると言 うべきだろうと思うんで

す。ここのところは、相続財産に属するか属さないかというところの問題であ

ります。それで、信託財産であ りますか ら、受託者 としてのいろいろな地位と

か関係は相続されないかどうかということを議論 しているものもあるようです

けれども、受託者たるの地位は相続財産に属する前に、死亡によって消滅する

わけですか ら、それが信託財産として独立性を持つと考える必要はないと思い

ます。

信託財産の非相続性の問題はその立法方法の問題を除いては、問題の点が少

ないようでありま して、16条 の信託財産に対する強制執行、競売の禁止、これ

は対第三者の関係が直接入ってきますので、そちらの方で問題を細か くお話 し

しな くちゃいかんだろうと思うんです。それで、15条 はそれぐらいに しておき

まして、16条 に入ります。
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信 託 法第16条(信 託 財 産 に対 す る強 制執 行 等の 禁止)

16条は、信託財産の独立性を示 している非常に重要な規定だと一般にいわれ

ております。そのことは言うまで もないことであ ります。それで、信託受託者

が名義だけが信託財産の主体となるかならんかという議論は別としま して、形

式的には信託財産の主体になることは争えないところであります。そうします

と、それをもちろん信託目的に従って管理運用を しなくちゃな らんわけです。

ところが、信託事務の処理によって、一体第三者に対 してだれが責任を負 うの

かということが、一番問題になるわけです。信託財産に対 し強制執行、競売を

な し得る場合として、16条 は 「信託財産二付信託前ノ原因二因 リテ生シタル権

利又ハ信託事務ノ処理二付生シタル権利二基ク場合 ヲ除クノ外……」というこ

とで、この二つの場合を言 っているわけです。そうす ると、信託事務の処理に

つき生 じた権利に基づ く場合とはどういう場合をいうのか、それから信託前の

原因によって生 じた権利 に基づ く場合 というのはどういう場合をいうのかとい

うことで、解釈的に信託法施行当時から、学者によっていろいろ議論されてい

るようであります。

それで、便宜上まず後の場合か らお話 ししてみたいと思います。と申します

のは、受託者が信託財産を管理処分するわけですから、信託事務を処理す るの

は受託者で、その責任は受託者が負うのは当然であります。その責任を負 うと

いうことは一体どういうことか ということであります。信託事務を処理すると、

処理に基づいていろいろ債務ができてきます。その債務は受託者の固有財産を

含めて責任の対象になるのかならんのかということが問題となるのであります。

これは英米法では激しく争われてきたところであります。当初はobligation

theoryで 、信託受託者は信託財産の全権利を持つんだという考え方で発達 して

お りますので、受託者、受益者間の法律関係は、対内関係 といいますか、内部

的な関係として、信託事務処理については固有財産で弁済する必要はないそと

いうことは、受益者に対 しては言えるわけでありますが、第三者に対 してはど

うか ということが問題であります。

これは英米における判例の発展を見ておりますと、当初は受託者が権 利の主
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体になっているんだから、すべての責任は受託者が負え、したがって、もし信

託財産が滅失 したりして、信託財産からは弁済できない場合には、固有財産で

信託事務処理によって生 じた債務を履行 しろ。 こういう態度で判例が発達 して

きております。そこで、信託事務の処理についての責任は、結局受託者が負 う

んだか ら、受託者は単に信託財産だけじゃなしに、固有財産をも含めて、自己

の責任において一切弁済をし、責任を負え、こういうことになっております。

それがここに言 う受託者個人か、それとも信託財産だけが責任を負 うのか、と
「

いう問題であります。

四宮さんのおっしゃっているように、信託財産は固有財産とは別個の法主体性

を持つということになります と、信託財産というのは、権利能力なき財団で も

ありませんけれども、法主体性を持たすのであれば、信託財産自体が人格化さ

れて、それが責任を負う。だから、受託者個人は固有財産まで投 じて責任を負

わなくて もいい、ということになるはずです。

ところが、わが信託法36条 を見ますと、 「受託者ハ信託財産二関 シテ負担 シ

タル租税、公課其ノ他ノ費用又ハ信託事務 ヲ処理スル為自己二過失ナクシテ受

ケタル損害ノ補償 二付テハ信託財産 ヲ売却 シ他 ノ権利者二先チテ其ノ権利 ヲ行

フコトヲ得」一 先取特権を持っている。 これは信託財産について受託者が先

取 特権を持っているというだけのことであって、受託者が外部第三者 に対 し

て信託財産について有限責任を持 っている、信託財産の限度において支払えば

それでいい、ということを意味 しているわけではないわけです。36条 ではそこ

までの根拠は出てこない。むしろ逆に、36条 から言いますと、受託者は信託事

務処理について、やった行為が過失なくしてやったものであろうが、あるいは

過失があればもちろんでありますが、そういう過失があるかないかということ

と無関係に、すべて自己の固有の財産をも含めて弁済の原資に充てるべき義務

があるんだ。 こういう議論が出るのではないかと思うのであ ります。

そうしますと、16条 では一体どういう意味を持つのかということであります。

信託財産は、形式的にもしろ受託者の名義になっておりますか ら、債権者か
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ら言えば、信託事務処理によって生 じた権利は、全部受託者に対 して、固有財

産たると信託財産たるとを問わず、責任の追及の原資とす ることができると解

釈せざるを得ない。英米法で も、当初そういう理論で来ているわけであります。

したがって、信託事務処理に際 して不法行為を した場合でも、なお固有財産か

らも責任を負え、それか ら信託財産も責任の対象になるということを言 ってい

たわけであ ります。

ところが、次第に判例の考え方が変化 して、信託事務の処理について生 じた

権利関係は、信託は一つの財団というとおかしいですが、一つの財産の主体性

を持っているような形で、信託財産が責任を負 うんだという形に判例が次第 に

変化 してきておりまして、受託者は固有財産をもってす る必要はない、という

形の判例形成が出てきているわけであります。

これは一体どういうことか ということでありますが、そこまで責任の範囲を

減縮されますと、信託の対内関係 と対外関係とが全 く分別されて、信託財産が

あたかも信託事務処理の唯一の、いわば有限責任的な性格を持 って くるわけで

あります。

一応日本の信託法では、36条 によりますと、反対解釈上は、受託者は、信託

事務処理について生 じた債務については、固有財産を もってで もなお責任を果

たしなさい、ただ自己に過失なくして受けた損害の補償については、信託財産

については先取特権を持 っている。そういう解釈になりますので、わが国にお

いては、受託者は固有財産をもって してもなお責任 を果たすべきでありますが、

ただ信託事務処理について生 じた債務については、受託者は信託財産か ら補償

をして もらう権利を持つということになって、初期の英米の判例と同 じように、

全責任が受託者にかか って くると解釈せざるを得ないわけであります。

ところが一方、受託者は信託受益者に対 しては、信託財産を限度として、信

託事務の生ずる義務を行えばそれでいいんで、信託財産がなくなってもなお信

託行為の定めるところによるところの債務を履行す る義務があるものではない
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んだ、 ということになっている。つまり、内部関係と外部関係とを二つに分け

たオーソドックスな考え方になっております。

そういうことで、信託法16条 をめ ぐりまして、したがって第三者は、信託事

務処理について生 じた権利についてはどちらにもいける一 固有財産に対 して

もいける、それか ら信託財産に対 してもこの条文によってできる、こういうこ

とを言っているわけであります。ただ受託者の固有財産に関する債権関係で、

信託財産を強制執行 したり競売をしたりできない。これだけのことなんです。

だから、受託者と取引す る者は非常に得をするといいますか、受託者が非常に

た くさんの財産を持 っている、信託財産はわずかなものであった、その場合で

も、第三者の権利の担保力は固有財産の範囲にも及ぶという結果になって、信

託財産について信託事務処理によって生 じた権利については、債権者は大変な

担保力を持つという結論になります。

これは受託者 としては非常に困ることでありますけれども、受託者が信託事

務処理するときに、十分注意をしなければいけないことになるわけですね。だ

から、信託事務処理が信託財産の限度を超えるような場合においては、む しろ

事務の処理について、固有財産の責任に帰せ しめるような結果になることを十

分注意 して、信託事務の処理をや らなければならないという結論になるわけで

あります。

そういうことか ら言いますと、信託事務処理についての取引をする第三者は

大変恵まれているという結論になります。

それだけ信託事務の処理によって生じた債権は保護され、固有財産について

処理 した債務については固有財産だけに しかいけない。ところが、信託事務の

処理について生 じた権利については両方にいける。今 日のところでは、日本の

信託法ではそう言わざるを得ないわけです。

しか し、これまた固有財産のためには大変迷惑な話でありま して、信託財産

を独立さすならば、固有財産も独立 した、その意味において法の主体性が二重

にある。受託者は信託財産については信託財産の権利主体としてやる、それか

一306一



ら固有財産については固有財産の権利主体 としてやる。両方 はお互いに混同 し

ないというふうに、はっきり分けるべきじ・やないか。そういう意味か ら言いま

すと、この間も申 しましたように、受託者が信託所有権 と受益所有権を一つの

財産について持つというような、二重の所有権を認めてもいいん じゃないか。

しかもそれがお互いに分離 してそれぞれの担保になる。そこまではっきり割 り

切 った方がいいんで、たとえば36条 なんかも、これはあまりにも固有財産のた

めには、つまり固有財産の管理について生 じた債権は固有財産だけしかいけな

い、一方信託財産の方は信託事務処理については両方に対 して担保力を持つと

いうことに、16条 はなるわけですから、ちょっと不公平な気がするわけです。

ですから、36条 は、信託事務処理について生 じた債権については、逆に固有

財産について強制執行できないという、16条 と反対の規定が要るんじゃないか。

もしほんとに信託的地位を、二重性を認めるというならば16条 と36条 を比べて

みますと、あまりに も信託事務処理によって生じた権利が保障され過ぎる。で

すから、36条 から私が解釈 しましたように、信託事務処理について生 じた債権

については、固有財産までもなお弁済の、いわゆる担保の対象になるという解

釈をするならば、少 し不公平 じゃないか。そういう意味で、信託法36条 と本条

との関係 ということを、疑問として申し上げたわけです。

ただ、現行法の解釈としてはこれはいたし方ないので、36条 によって、受託

者は外部第三者に対 しては、信託事務処理によって生 じた一切の債務 は、固有

財産をもってしてもなお弁済を しなくちゃならん。信託事務処理について生 じ

た債務でも、受益者に対す る分については信託財産の限度においてやれば、そ

れでいいわけであります。それは19条で明確にされてお ります。 「受託者力信

託行為二因 リ受益者二対 シテ負担スル債務二付テハ信託財産 ノ限度二於テノ ミ

其ノ履行ノ責二任ス」とあって、受託者と受益者の関係では、信託財産がなく

なれば義務の履行をする必要がないということが、19条 で保障されております

か ら、受託者は固有財産をつぎ込んでまで もやる必要はない。 しかし、外部第

三者との関係では、信託事務処理によって生 じた権利を第三者が持 っていたと
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きには、信託財産で足りなければ、固有財産をっぎ込んで処理せよ。そういう

結論に36条か らはなるわけです。

これは、もう少 しよ く判例を調べてみないとわかりませんけれども、英米法

も次第に、第三者に対 して も、信託事務処理に関 して生 じた債務は信託財産の

限度でやったらいい、という形になってきているようであります。

ちょっと話がそれますが、例のビジネス トラス トの場合に、会社組織を信託

関係でやった場合、株式会社でやると株主は有限責任 しか持たない。出資 した

限度において責任を負えばそれでいいんで、自分にどれだけ財産があっても知

らん顔ができるというわけですが、ビジネス トラス トの場合に、受託者が ビジ

ネスをやったためにいろいろな債権債務が生 じたときに、受託者が自分の固有

財産まで もつぎ込んで、 ビジネス トラス トの第三者に対する債務を弁済 しなく

ちゃならんということはおかしいじゃないか。 しかも利益を得るのは受益者で

すから、何 ともおか しいということで、たしか受託者の有限責任ということを

問題にして論 じられていたはずであります。・

そういう意味で、受託者の有限責任というものを、外部第三者に対 してある

程度打ち出す必要があるん じゃないか。16条 との対比において、信託事務を処

理 して信託財産に生 じた債権について、固有財産までつぎ込まなければならな

いという36条 は、はなはだ不公平なものだ。これは改正をすべきじゃないかと

思われるわけです。 しか し、いまのところ、16条 の範囲においては、固有財産

に関する債権債務のために、何 ら信託財産に対する強制執行はできないという

意味で、受益者を保護 しておりますけれども、その意味では、信託の受益者の

ためには結構な規定であります。だけど、公平の原則から言うと、おか しいと

いうことを考えざるを得ないわけであります。

それで本筋に戻 りまして、それでは強制執行、競売をなし得る場合というの

は、まず信託法16条 は、信託前の原因によって生 じた権利に基づく場合と言っ

ておりますが、これは普通の考え方としては、抵当権のついた不動産を信託さ

れた場合、これは信託関係に入る前か ら生 じている原因でありますから、その
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抵当権の実行はできる。 これが典型的な場合であります。

ところが、信託前の原因によって生 じた権利というのはそれだけじゃないの

です。信託前というのは、信託行為前という意味 じゃな しに、信託関係に入る

以前のものだから、信託行為より後だけれども、た とえば信託法14条 によって

取得 した財産については、信託後に生 じた権利についてでもやはり執行 し得る。

こういうふうに、信託前の意味を広げるわけであります。これは信託法制定後、

信託法の研究者から発表された文献に皆そういうふうに書いて、信託前の原因

と信託行為以前 とは別だ ということを言っておりますので、信託財産に対する

執行を不当に制限 しないように広 く解釈するということは、理解できるわけで

あります。

その次に問題になるのは、信託事務の処理につき生 じた権利に基づ く場合と

いうわけです。信託事務処理について生 じた権利については、信託財産につい

て強制執行、競売をな し得るのみな らず、固有財産について もできるのです。

その点については先ほど長々しく申 しましたので、その点はおわかりできると

思います。

それで、信託事務処理によって生 じた債務 一 第三者か ら言えば信託事務処

理によって生 じた債権でありますが、それが信託事務処理が不法になされた場

合 も、信託事務処理 によって生 じた債権といえるのかどうかというところが問

題になるわけであります。36条 を見ますと、先取特権を持つのは、受託者が自

己に過失なくして受けたる損害の補償と言っておりますので、過失によって生

じた場合は補償を受けられないことになっております。そうすると、受託者が

信託事務処理のときにたまたま不法行為をやった、言いかえると、信託事務処

理が不適法であったときに、それによって生じた債権は信託財産について執行

し得るのかどうか、というところが問題になるわけです。

これは適法行為だけに限 って、不法行為の場合には、受託者が個人的な責任

を負って、固有財産で弁償すべ きではないかと考えるのであります。不法行為

`ζよったものまでもなお権利行使できるとすることは、どうもおか しいん じゃ
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ないか。だか ら、適法に信託事務処理がなされた場合についてのみやれるので

あって、不適法にや った場合には、受託者の個人的な責任 とすべきではないだ

ろうか。そうしなければ、信託財産としては不当に損害をこうむる。その意味

で、不法行為の場合には問題があるんじゃないかと思 うのであります。

ですか ら、信託事務処理について不法行為がなされた場合には、信託事務処

理について生 じた債権であって も、強制執行できないとして受益者を保護すべ

きじゃないかと思うのであります。36条 との関連で、受託者が受益者に補償請

求権さえないのでありますか ら、信託財産について もそれを負担 さして、強制

執行を債権者にさすというのは、36条 の条文との対比か らいっても、過失な く

して受けた損害の補償でありますから、過失があって損害を受ける場合には、

受託者個人でやればいいということがここからも出てくるんじゃないかと思い

ますので、信託事務処理によって生じた権利というのは、適法行為に限るんじ

ゃないか。

ただしか し、問題は、信託財産の所有権を原因として生 じた権利というのが

あります。これは、所有権を持っているからというので公租公課が課せられた

場合は、言 うまでもな く信託財産について強制執行、競売ができる。これは当

然だろうと思 うんです。

それから、所有者責任 というのがありましたね。不法行為の場合に、財産の

所有者が保管を誤ったために第三者に損害を及ぼしたような場合、所有者は責

任を負えということがあります。たとえば民法の717条 、 「土地 ノ工作物 ノ設

置又ハ保存二暇疵アルニ因 リテ他人二損害ヲ生シタル トキハ其 ノ工作物ノ占有者

ハ被害者二対シテ損害賠償 ノ責二任ス但シ占有者力損害ノ発生 ヲ防止スルニ必

要ナル注意 ヲ為 シタル トキハ其ノ損害ハ所有者之ヲ賠償スルコトヲ要ス」と、

所有者責任が出てきますので、仮に信託財産として建物が含まれていた、その

建物が崩壊 したために、下を通っている人に損害を与えたという場合に、被害

者の方では、もちろん権利の主体ですか ら、受託者に対 して責任の追及ができ

る。そうした場合に、受託者が固有財産をた くさん持っている場合は助かりま
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すけれども、固有財産が非常に少ない場合、信託財産そのものについて強制執

行ができるかどうか。

これは信託事務処理によって生 じた責任 とは言えませんね。所有者の無過失

責任であ りますか ら、工作物の設置または保存というのが信託事務の処理だと

言えば、その信託事務の処理について生じた損害と言えるか もしれませんけれ

ども、所有者が保存に暇疵を持 っているという場合、信託事務の処理によって

生 じたと言えるかどうかということであります。これは信託事務の処理という

よりは、信託事務の所有によって生 じた損害一 受託者が信託財産の管理の責

めを十分果たさなかった。だから、信託事務の処理につき生 じた損害 という考

えの中に入れることができれば一 ー717条 の解釈がそういうことにできれば、

強いて所有者責任に基づ く権利ということを言 う必要はないわけであります。

しかし、信託事務の処理によって生 じた責任 ということは、ご承知のように、

無過失責任 という場合が最近ではだんだん盛んになってきますので、たとえば

自動車の自賠責のような場合、自動車が事故を起 こした。そうす ると、事故を

起 こした者がもちろん責任を負わなければいけませんけれども、自賠責では、

所有者がその運転に過失がなか った、あるいは自動車自身に欠陥がなかったと

いうことを立証 しなければ、所有者 として責任を負えということになっていま

す。

そうすると、信託財産として、たとえばカー トラス トのような場合、車が信

託会社の所有になっている。そこで何か過失責任が問題になったときに、受託

者が所有者だか ら責任を負えということになって、その場合に信託事務をやっ

ているのは、受託者が信託事務処理について生 じた権利、義務と言えるのかと

いうところで、非常に問題になって くると思います。

そういう意味からいうと、信託財産を持っていることによって責任を負うと

いうことは、あたかも信託財産自体が独立 した法人格を持って、それが責任を

負うと理解するのか、 これも広い意味で信託事務処理によって生 じた責任 と言

えるのか、そこが問題になって くると思います。
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ただ、アメリカの判例を見ております と、信託財産自体が何 らかの暇疵によ

って損害を加えたときには、信託財産が責任を負うんだというような考え方を

してきてお ります。先ほどちょっと申しましたように、信託財産自体が所有者

責任を持つ ということは、結局信託財産が独立 したような性格を持つんだとい

う形になる。つまり受託者はあくまでも形式的権利者であって、実体は信託財

産自体 という考え方が、そこか ら出て くるということになるん じゃないかと思

うわけです。

そういうことからして、信託法16条 をめぐりまして疑問点、あるいは信託法

の改正まで考えなければならんような問題が起こって くるということで、この

意味では16条 は非常に興味のある条文だろうと私は思っているわけです。

信託財産の法主体性というものを四宮先生がおっしゃってますので、これは

信託会社がいいぐあいに二重受託をなし得るような場合に、利益に援用し得る

ことも結構でありますけれども、しかし、信託財産の法主体性 というものは、

固有財産とは別個独立であって、信託財産については、受託者が権利、義務の

関係に立つのは、ただ単に管理のためのみにすぎない。実質的な責任はすべて

信託財産みずからが負うべきである。その意味で、信託財産の処理から生 じた

もの、あるいは信託財産の主体たることによって生 じた一切の債権債務は、信

託財産自体で負うべきであるという理論にならざるを得ないのでありましょう。

そこで、16条 をめ ぐって、これは私の疑問にすぎないか もしれません。これ

を発表 しますと、四宮先生の説に一歩どころか、四宮先生の説を乗り越して、

法主体性を認めることになりますので……。 しか し、本当にだんだんと徹底す

れば、そこまで行って しまって、信託財産は独立 した法主体を持つ。信託財産

は独立 した財産だというルポールの独立財産説に立つこととなるのではないで

しょうか。それな らばむしろ財団ということになるかというと、そこまではル

ポールも言ってないようです。 しか し、少なくとも信託財産は、それ自体一つ

の独立 した存在として責任を持ち、利益 も得るというところにもっていかざる

を得ないようになるん じゃないか。16条 を解釈する場合に、これは受益者だけ
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のためにある条文のよ うに見えますけれども、もう少 し徹底すれば、む しろ信

託財産自体が一つの独立性を持 っているというところまで突き詰めて行かざる

を得なくなるん じゃないか と思うのであります。

それはあまりにも解釈を深くし過ぎますので、本筋 に戻りま して、16条 その

ものを表面的に解釈する問題 として、強制執行、競売一 強制執行というのは、

民訴の債務名義に基づ く強制執行、それから競売というのは競売法に基づ く競

売ですから、抵当権の実行 ということです。強制執行による競売ということを

別に言わなくても、強制執行をやれば、強制競売 ということがありますか ら、

強制執行 と競売法に言 う競売と、こういう意味に二つに分けて説明すべきであ

ります∫注D

そこで、信託財産に対 して、信託前の原因によって生 じた権利、信託事務処

理によって生 じた権利以外の権利、信託財産の所有者責任に基づ く権利、ある

いは公租公課 というものに基づいて、それ以外の、たとえば受託者の固有の権

利関係に基づ く債権で信託財産を強制執行、あるいは競売をしてきたときに、

どういう救済方法があるかということについては、信託法自身が16条 で 「前項

ノ規定二反 シテ為 シタル強制執行又ハ競売二対 シテハ委託者、其ノ相続人、受

益者及受託者ハ異議 ヲ主張スルコトヲ得此ノ場合二於テハ民事訴訟法第549条

ノ規定を準用ス」¥1、 うことになっております.549条 というのは、平素皆さ

んな じみのない規定だろうと思いますが、いわゆる第三者異議ということです。

つまり債務者の所有でない財産を強制執行を行 ってきた場合に、その財産の所

有者はその強制執行を許すべきじゃないという、そういう異議権ですね。第三

者異議の訴訟というのを強制執行で認めております。

549条[第 三者異議の訴]「 第三者力強制執行ノ目的物二付キ所有権 ヲ主張 シ

其ノ他目的物ノ譲渡若クハ引渡シヲ妨ケル権利ヲ主張スル トキハ訴ヲ以テ債権者

二対シ其強制執行二対スル異議 ヲ主張シ又債務者二於テ其異議ヲ正当ナ リトセ

(注3)サ
ル トキハ債権者及 ヒ債務者二対 シテ之 ヲ主張ス可 シ」 という第三者異議。

一番典型的なものは、動産の差 し押さえに行 ったところが、その動産は実は
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第三者から預かっているものであるという場合ですね。ときどき起こりますの

は、夫婦別産性でありますので、夫の商売上の債権でもって強制執行{ζ行けば、

当然たんすのところへ手が行 くわけです。たんすの中に妻の財産がある。そ う

いう場合に、妻か ら 「これは自分のものだ」と異議を言 う。 こういう際どいと

ころもあります。このごろは、商売している場合に、商人が商品を買い取って

販売するというん じゃなしに、委託販売みたいな形のものがた くさんあります

から、そういうときに、たくさん店に品物があるからというので差 し押さえに

行 ったら全部預かりものだ、売れたら代金を払えばいいという委託販売だとい

うことで、債権者の方で 目をむ くことが始終あるわけです。つまり、第三者の

所有物を押さえた、債務者のものでないものを押さえたという場合に、それに

対して第三者が異議を言 うという方法であります。その異議を言うことができ

るという方法であります。その異議を言うことができるというわけです。

それで、その場合に信託法16条 は、だれが言えるかということについて、委

託者、その相続人、受益者、それか ら受託者自身も異議を主張することができ

る。これは信託財産であって、この債権は信託法16条 が規定 しているところの

信託事務処理によって生 じた債権ではないし、信託前の原因によって生 じた権

利でもないんだということで異議を言う。そうすると裁判所は、その強制執行

はこれを許さず という裁判をするわけです。

そこで問題になりますのは、第三者相手の問題ですか ら、また信託の対抗の

問題が起こるわけです。

どうも3条 がいつも問題になります。登記または登録すべき財産権、これは

いい。有価証券 もいい。それ以外の財産はた くさんあるわけですね。そういう

ときに一体どういう解釈になるんだろうか……。信託会社は、コス トバールで

あっても、信託思想普及のためにいろいろやっていただかなければならない。

そうなると、信託の対抗の問題は、ここに書いてある以外の財産権について一

体どうすればよいであろうか。やっぱ り立法で何とかあらゆる財産権について

解決 しておいてほ しいと思われる。 とにか く信託法3条 という問題 は、各信託
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財産の独立性を主張するときに、非常にむつか しい問題を生 じます。できたら

はっきりした対抗要件を、たとえば債権にっいては確定 日付ある証書、動産に

ついては明認方法ということで、立法的に解決できれば結構と思います。

16条の問題 も、基本的にはそれで解決するわけですが、問題は受託者の破産

の場合であります。受託者が破産するということは、いまの場合はまずないわ

けです。信託会社が破産することはございませんので、皆様方の前で これを議

論する必要はないと思います。

ただ、これから個人信託が発展 してきます と、受託者破産 ということも相当

起こってくると思います。受託者の破産の場合に、破産法の88条 では 「破産者

二財産ヲ譲渡シタル者ハ担保ノ目的 ヲ以テシタルコトヲ理由 トシテ其ノ財産ヲ

取戻スコトヲ得ス」ということになっております。つまり破産の宣告は破産者

に属せざる財産を破産財団より取 り戻す権利に影響を及ぼさずということで、

取戻権があるということになると、破産者の財産でないということで、取り戻

しできることになっているわけです。ただ、譲渡担保として した場合には、こ

れは債権担保のためでありますので、担保の目的としたるときにはその財産を

取り戻すことができない。 こういうことになっておりますので、今度は、担保

の目的 じゃな しに、管理または処分を目的としたることを理由とする場合には、

その財産を取 り戻す ことを得ると思うのであります。88条の反対解釈でいける。

88条の取戻権の規定は、結局譲渡担保の場合を言 っているだけであります。

いわゆる信託的移転でも、担保的移転と管理的移転とがあるわけですが、信

託法上の信託が管理移転であることは問題ないんですが、担保的移転をもなお

信託法上の信託に入るかどうかとい う点は問題であります。譲渡担保が信託法

上の信託かということをめぐって、信託法制定直後に盛んに議論されまして、

判例でも最高裁と大審院と一つずつあるのですが、この判例はいつれ も譲渡担

保は信託法上の信託じゃないと言 っております。学説では、信託法上の信託だ

という説と、そうでないという説 と、いろいろありまして、紛糾 して解決 しな

い問題であります。債権担保のための担保的移転 も信託法上の信託になるとい

一315一



う説の根拠としては、債務者 も共同受益者の一人になるから信託法9条 に反 し

ないというわけです。これに対 して譲渡担保の場合には、債務者は受益者にな

らんのだから信託法9条 に反することとなるという点か ら、否定説が生れてく

るわけです。何といいましても、説が分かれておりますので、 もしそれが譲渡担

保も信託法上の信託に含むという結論になりますと、信託法上の信託のうちで

も、管理のための譲渡だけに限って取 り戻 しができるが担保のための信託では

取り戻 しができないとなります。破産法88条 との関係で、仮に譲渡担保が信託

法上の信託になるとしまして も、それは取戻権はない。管理を目的とした信託

だけになる。こういう結論になるわけです。

それから、ここでも、また公示の問題が起こります。取戻権をするためには、

破産管財人にそれが主張できなくちゃいけない。そうす ると公示の問題がやっ

ぱ り起こ'りま して、3条 以外の財産権の場合には、どの程度まで対抗要件が備

わっておれば取り戻 しができるのかという問題が起 こります。

いずれに しま して も、公示の問題は、信託財産の独立の問題 一一これはこの

次にお話 しすることになると思いますが、信託法の相殺の禁止。相殺の場合は

まだいいです。18条 、それから30条、第三者 と関係 してきます と、いつも公示

の問題にひっかかってきますので、いつもどういうふ うにす るかというふうに考

えなが ら、迷っているわけです。

その辺で16条 を終る ことといたします。
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信託研究会事務局(法 務室)注 記

(注1)昭 和55年10月1日 民事執行法の施行に より、現在では、強制執行 ・競売(担 保権

の実行)と もに民事執行法に基づ いて取扱われている。

(注2)民 事執行法 の施行に伴い、信託法第16条 は次の通 り改正されている(傍 線部分改

正箇所。実質的な改正ではない。)。

信 託 法

第16条[信 託財産 に対す る執行等 の禁止]① 信託財産二村信託前 ノ原因 二因 リテ生

シタル権利又ハ信託事務 ノ処 理二付生 シタル権利に基 ク場合 ヲ除クノ外信託財

産 二対 シ強制執行 、仮差押若ハ仮処分 ヲ為 シ又ハ之 ヲ競売 スル コ トヲ得 ス

②前項 ノ規定二反 シテ為 シタル強制 執行 、仮差押、仮処分又ハ競売二対 シテハ委

託者、其ノ相続人 、受益者及受託者ハ異議 ヲ:F張 スルコ トヲ得此 ノ場合 二於テ

ハ民事執行法(昭 和54年 法律第4号)第38条 ノ規定 ヲ準用ス

(注3)民 事執行法の施行に伴い、民 事訴訟法第549条 は廃ILさ れ、代 りに民 事執行法第

38条 が設け られている。

民事執行法

(第三者異議の訴え)

第38条 ① 強制執行の口的物 について所有権 その他11的 物の譲渡 又は引渡 しを妨

げる権利を有する第三者は、債権 者に対 し、その強制 執行の不許を求めるため

に、第三者異議 の訴えを提起することができる。
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信 託 法第17条(信 託 財産 の 相殺 の禁 止)

きょうは信託法17条 の相殺の禁止という問題であります。信託財産の独立性

の問題を前回か ら続 けておりますので、そのうちの一つとしてお話 しをするわ

けであります。

これは、条文の明文の上では 「信託財産二属スル債権 ト信託財産二属セサル

債務 トハ相殺ヲ為スコトヲ得ス」 となっております。

そこで、この条文ができました当初 のわが国の学者の信託法に関する著書

を見てみますと、文言解釈をいたしまして、その反対は構わないんだ、つまり

信託財産に属する債務 と信託財産に属 しない債権 とは相殺ができるんだ。逆は

必ず真なりということで、そ ういうのが通説とまで言 って もいい ぐらいに説明

せられております。

ところが、四宮さんの本が出るに至 りまして、 これに対する疑問を提出 して

おられるわけです。その疑問として、反対解釈がなぜいけないのかということ

は、必ず しも明確におっしゃってないわけです。先生は、ご承知のように、特

殊な法律構成をやっていらっしゃいまして、いわゆる信託財産は独立 した法主

体その ものではない。主体性を法上認めることは、いまの私法理論としては行

き過ぎかもしらんが、 とにか く固有財産とは別個の法主体性を持っているんだ。

しか も、それじゃ受託者はどういう地位にあるかというと、独立的な法主体性

を持っている信託財産の形式的名義は持っているけれども、単なる管理権者で

ある。こういうご見解を持 っていらっしゃいますので、そこか らそういうお話

しが出るのかと思って、いろいろ考えてみたんですが、必ず しもそうでもなさ

そうであります。

そこできょうは、きわめて単純な問題から説明をいた しますと、明文では信

託財産に属する債権と信託財産 に属 しない債務とは相殺できんと書いてあるの

だか ら、その逆はいいじゃないかというふ うにはっきり文理解釈ができるにも

かかわ らず、なぜいけないのかということを、私なりの議論で説明をさ してい

ただきたい、 こういう意味でございます。

それで、信託財産たる債権 というのは、信託管理のうちに生ずる債権、たと
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えば信託法14条 のような場合だ って信託財産に属する債権になりますので、こ

ういう形の債権ばかりではございませんが、仮にきわめて単純な形をとりま し

て、Aと いう債権者がCと いう債務者に対 して50万 円の債権を持 っている。と

ころが、都合によりま して、Aが 信託銀行Bに 対 して、AのCに 対す る債権50

万円を債権の信託 として信託譲渡 したといたします。

そうした場合に、これは17条ずばりそのままBが 信託財産に属 しているとこ

ろの50万 円のCに 対するBの 債権 と、Bが 銀行勘定においてCに 負担 している

ところのCの 債権、これとの相殺がいけない。これが17条 の本文であります。

言 うまで もな く、信託財産 と銀行勘定との相殺を許 しますと、信託勘定の損

失において固有勘定が、つまり銀行勘定が利益を得ることになるからいけない。

つまり受託者が自己の利益を図るために信託財産を消滅せ しむることになるか

らいかんのだ。信託財産保護のためにしている。法的に言えば、信託財産と固

有財産 とは別個独立の財産だか ら、Bは 同じく主体性をとっているけれども、

全 く別個の財産たるがごとき取り扱いをしているんだ。信託財産は受託者の名

義になるけれども、それはただ名義だけである。こういうようなところから、

信託財産保護のための規定である。独立を示すための規定である。ということ

であります。そうします と、BとCと の相殺がいけないこと、これはす ぐわか

ります。

そこで問題は、その次の信託財産に属する債務と信託財産に属せざる債権と

の相殺は可能かという問題であります。

これはたとえば信託財産の修繕をした第三者Eが 信託銀行Bに 対 して修繕代

金債権を持 っているというような場合であります。 したがって、それは信託事

務処理 について債権を持 っておりますから、当然信託勘定から言えば、信託勘

定の負債になるわけです。BはEに 対 しては負債を持 っている。 ところが一方

でBは その第三者に対 して、信託事務処理によって生 じた債権と同じ額の銀行

勘定での貸金を持っているとします。 この信託財産に属する債務 と信託財産に

属さない債権、つまり銀行勘定に属する債権との相殺は、通説と言うと語弊が
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ありますけれども、四宮先生の説出現以前のわが国の学説は、これは可能だと

いう結論を出 してお ります。

四宮先生は、どういうわけでいけないかということについて、そう詳 しくお

っしゃっておられないんですが、信託法ができた当時には、相殺 というものの

性格について、今 日ほど強 く担保的性格 ということを強調されてなかったわけ

です。相殺というものは、む しろ債権債務の整理の便宜世一 借 りているやっ

を一遍返 して、貸 しているやつをまたもらうという二重の手数を省 くための制

度だと理解されている。

ところが、その後、債権の担保的性格が相殺にあるんだということが、強 く

学界において主張 されるようになりま して、相殺権は一種の担 保権にほかなら

ない。相殺権を行使することによって、単に手数を省 くん じゃなしに、担保権

を行使す ることになるんだという考え方が、学界において発展 してきまして、

今日、何人 も、どの学者 も疑 う余地をはさまないほど通説になっております。

そうす ると、受託者は信託財産に属する債務と固有の債権とをなぜ相殺 して

はいけないか。 これは、信託財産は少 しも損をいたしません。信託財産が負担

している債務はこれで消えるわけです。 しか も信託財産の負担 している債務は

何によって消えるかというと、信託関係とは別な、受託者の固有の銀行勘定で

信託の債務が消えるんですか ら、これは全 くもって信託勘定としてはありがた

いことなんです。信託法が成立 した当時の学説は、そういうところから言 って

いるわけです。文理解釈 だけで もなさそ うで、信託財産はそれがために損害

をこうむるわけじゃないんだ し、保護する必要のないような事態ではないかと

いうので、そういう学説が出たと思います。手数を省 くというだけのことであ

れば、なるほど確かにそうして も差 し支えないんです。

ところが今度は、相殺は担保的性格を持 っている。つまりBの 銀行勘定が信

託上の債務 と担保的な形にな って、自分ところのEに 対する債権を取り立てる
ノ

ーつの手段 として、信託上の債務を消滅させ るんだ。つまり銀行勘定の債権が

担保を持 っているのと同 じことなんだ。 しかも相殺 は、相殺適状 といって相殺
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に適する状態になったときにさかのぼって効力を生 じますので、それ以後に生

じた債権よりは優先するという結論が出る場合がたくさんあります。そこで、

銀行勘定の債権=つ まりEに 対するBの 債権=が 消滅するということは、Eの

信託に対する債権と等価的に消えるというだけにとどまらないで、Bは 銀行勘

定について担保的な一つの利益を取得するということになるわけです。

これはご承知のように、信託理論としても一番大きな大原則である忠実義務

というのがございます。受託者は自己の信託受託者である地位を利用 して何 ら

の利益 も得てはならない。 という大きな命題があるわけです。これは信託法22

条、9条 をめ ぐりまして、わが国においては一応それによって承認されている。

dutyofloyaltyと いうような条文はございませんけれども、 これもいまさら

説明を要しないほど明白な法則です。

ですか ら、これを許 しますと、相殺によって一種の担保権を持つことになる。

つまり、信託勘定におけるところの債務と固有勘定における債権 とを相殺する

ことによって、手数が省けるだけじゃな しに、いつでも固有勘定においての債

権を取 り立てて消滅せ しむる利益をBは 持っている。それを行使するのだから

忠実義務に違反するんだ。だから、相殺という形ではなしに、Bが 第三者Eに

対 して負担 している債務とは無関係に、信託財産 としてEに 対 して取得 してい

る債権の取り立てを して、別に正々堂々とEに 対 して負担 している債務の支払

を していくんならば、これは何 も利益を得たとはいえない。 しかし、相殺 とい

うきわめて簡易な方法、 しかもきわめて確実な方法によって、債権の弁済を受

けるというのであれば忠実義務に違反するんだという理論で相殺が否定される。

こういうふうに私の理解 している次第であります。四宮先生 も、忠実義務 とい

うことを最後のところでお っしゃってますので、その意味ではないかと思 うの

であります。

それから次に受益債権すなわち受託者が受益者に対 して負担せる債務と受託

者個人が受益者に対 して有する債権との相殺が許されるかということでありま

す。
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これ も信託財産の独立性 というところか ら考えると主体を異にす る別個の法

律関係だからいかん、許されないという理論でいけば別ですが、少なくとも通

説のように、これによって信託は何 も損を してないじゃないか。だか ら許 され

ると解釈すべきで しょうね。これは文理解釈からすると信託財産に属す る債権

と信託財産に属 しない債務とを相殺することが許されないという17条の正面の

文句とは抵触 しませんね。信託財産に属する債務を信託財産に属しない債権で、

相殺という形をもって弁済するんですから、これは許されるべきじゃないか。

文理解釈をすればそうなるわけです。

ところが、これも、すでに前述お話 ししましたように、なるほど受益者は、

債権の弁済を受けている。だから損は してないか もしれん。 しか し、受託者は

銀行勘定で本来受益者 に対 して追求 していって、いろいろなめんどうな手続を

する。場合によっては、担保的性格 という意味か ら言いますと、たとえば受益

者が受益権を第三者に譲渡 してしまって、無資力になっている。一一方、受託者は

銀行勘定 において持 っている債権を取ろうと思って も、受益者は無資力だ と

いう状態 になったときには、受益者に対 して の債権を取 ることはできない。

にもかかわらず相殺という手続 によって、相殺に適 した時点にさかのぼって弁

済を受け得る、それは受託者が信託財産の主体たる地位を利用 して、自己の固

有勘定の利益を得ている。そういう相殺を許すことは、信託法17条 の問題以前

の問題として、忠実義務違反 としてこれは許すべきではない。 こういうふ うに

理解することによって、通説を打ち破ることができる。

結局これを許すことは忠実義務違反になるから、17条 の文言解釈の問題以前

の問題として、この相殺を許すべきじゃない。ただ し、 こういうことは、相殺

が担保を持っているのと同 じことだ。先ほどちょっと言いましたように、受益

者は受益権を第三者に譲渡 して無資力になる。そ うすると、銀行勘定で貸 して

あ る債権が取れな くなる。それにもかかわらず、幸いこういうものを持 って

いるとい うことは、受託者個人の債権は、一種の担保権を持 っているのと同

じことだ。そういうところから言って、忠実義務に違反するという意味で、だ

一322一



めだという結論になるわけです。結局担保的性格に注目をすれば、単なる文言

解釈で、反対文言から逆だか ら構わん というような簡単なことでは済まない。

そういう意味でこれは許されないということでございます。

これによって、銀行勘定と信託勘定がある場合に、銀行勘定で信託勘定を相

殺で きないという結論になるわけです。 ところが、そこはなかなか銀行は頭

がよろ しいので、これは判例にもなったのでご承知だと思いますが、そ ういう

相殺 という妙なことを しない。受益権担保貸付 ということをやるわけです。そ

して受益権自体に一つの別個の担保権をつけて、受益権を担保に して貸付をし

て、その担保権の行使を して弁済を得 る。 こういうことを、ちょうど銀行の定

期預金の担保と同 じようにやっていらっしゃるわけです。最高裁は、受益権担

保の貸付は信託法22条 に違反 しない。22条 は信託財産につき権利を取得する。

ところが、受益権は信託財産 じゃないか ら、したがってこれについて担保権を

取得 しても信託法22条 の違反にならない。こういうまことに便利な判例を出 し

て くれました。 これは大分前ですが、その後変更 しておりませんか ら、多分そ

ういうふうにこちらもおやりになっているんじゃないかと思います。

この間、私、電車の中で聞いたんですが、 「信託と銀行とどう違 うんか」と

いうことを、向こう同士で話を しているんです。 「いや、それは便利だよ。と

にか く銀行より利子が多い」と言った ら、 「しか し、5年 ということになれば

困るんじゃないか。金が要るときはどうするんだ」、 「いや、それは担保にし

て貸 してくれる」ということを聞いたんですが、いまでも担保貸付をやってお

られるわけですね。

そういうことで、相殺禁止の規定を うまく受益権担保でやっていらっしゃい

ますから、問題にならない。けれども、直接相殺でおやりになると、17条 違反

ということになります。

それか らその次の問題、すなわち信託財産に属する債権の債務者が受益者に

対する債権をもって相殺 し、信託財産に属する債権と受益者に対する債権を共

に消滅させること、いわゆるequitablesetoffと いうアメリカの理論が、わが
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国において も可能か どうかという問題であります。

これはどういうことかといいますと、例えば、ある信託財産に属する50万 円

の債権の債務者Dが 、その信託の信託受益者Cに 対 して50万 円の債権を有 して

いるとした場合に、DはCに 対 して持 っているこの50万 円の債権 とDが 信託財

産に属する債権の債務者 として負担 している50万 円の債務 とを相殺によって両

者を共に消滅せしむることができるかという問題であります。アメリカの判例

法はこれを可能 としております。 これを可能とする理由は、衡平法上は、もと

もと信託財産は受益者のものだから信託財産たる債権の債務者たるDの 負担す

る債務 と、その信託の受益者たるCがDに 対 して負担する債務とは、一見して

全く当事者が異なるように見えるけれども、もともと同列に見るべきだから、

二つの債権債務は当事者が同一であるから、相殺をなし得 るというのです。私

はアメリカ判例法のこの考え方に味方 して、わが国においても、この相殺を可

能 と認めたいと思うのですが、あまりにアメリカ法を援用 しますと、いた しか

ゆしの事になるのです。それは先程の受益権担保の貸付のところで、日本の判

例はこれを有効と認めているとして有効説を唱えたのですが、実は、アメリカ

では受益権を担保にとることは忠実義務違反として無効だとしているのです。

それでそちらの方は知 らぬ顔をしてequitableset-offだ けを採り入れる事は甚

だ面はゆい気がするのです。 しか し、信託財産を受益者の ものと同一視すると

いう精神は尊重されてよいのではないかと思われます。ただそうす ると、信託

法22条 との関連で、受益権と信託財産とを同一に見れば受益権を担保にとるこ

とは信託財産を担保にとることと同一になって信託法22条 違反ではないかとの

批判を免れないわけです。ちょっと困 ったことになるわけでありますので、当

分黙 っていようと思 っております。

そういうことで、信託法17条 をめぐりま して、通説のいうところの文理解釈

による反対解釈の批判も、相殺の担保的性格の問題と忠実義務違反の問題を併

せて考えると立派に通る議論と思 うのであります。

次に一方的意思表示による相殺は禁止されるとして、合意による相殺、すな
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わち、相殺契約は有効かの問題があります。17条 は相殺契約まで も禁止 してな

いというのが今日の通説といっていいと思います。

ただ問題は、合意による相殺を有効とするのであれば、17条 違反の相殺が当

然無効というのではなしに、事前の受益者の同意があれば又、事後における受

益者の同意、すなわち追認によっても、その相殺は有効であるといえないかど

うかの点が問題となると思います。さらに進んでは、17条 は強行法規といえな

いのではないかとの問題にまで進んで疑問となるわけです。 しか しこの点にな

ると、相殺禁止が単に受益者に不利益を与えることとなる点を理由とするなら

ばともか く、既に述べたように、相殺の担保的性格か らして忠実義務違反の問

題を論拠とすることとなると、受益者の同意による相殺の違法性除却が簡単に

認められないのではないかとの疑問が生れるのであるが、忠実義務違反行為そ

のものも、実は受益者の同意によって治癒されるというのが、私の年来の主張

でありますので、以上の点はすべて肯定的に結論づけてよいと私は信ずるので

あります。ただ しか しなが ら、わが国の学説としては、その点にまで論及 して

いるのは見られない点を指摘するに止めましょう。

次に私の主張のように、受益者の同意が相殺禁止の適用を排除 しない しは治

癒 し得るというのであれは、集団信託の場合にもそれは妥当するのであるか、

妥当するとすれば、集団信託のすべての受益者の同意を必要とするのかが疑問

となるであろう。 しかしながら、集団信託の観念が必ずしも定着不動のもので

ないし、その法的構造を全体として単一不可分と考えるべきか、又は集団を組

成する各単一の信託が必要に応 じて分離可能に扱い得べきかどうかによって受

益者の同意の方法において異り得るわけであるから、この点は疑問として留保

しておきたいところであります。

最後に、17条 の問題として公示方法との関係を考えておかねばならないであ

ろうが、この点は、信託法第3条 の問題を論 じた際に明にした如く、債権が信

託財産たることの公示については何の規定もないことからして種々論議を呼ぶ

ものであることを指摘するに止めておきましよう。
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信 託 法 第18条(信 託 財 産 の非 混 同性)

きょうのところは、実務的には余り大 して起らない場所です。

まず第一に18条 の問題ですが、これは信託財産の独立性 というものを意識する

ための規定であって、実務的にはこんなことはほとんど起 こり得ないと思います

が、一応順序としてご説明する必要があると思って、ここはごく簡単に説明 して

いきます。

まず混同ということです。これは民法の179条 ですが、法律をやった人でな く

ても、債権債務が1人 の人に帰 したらもうないようになって しまうという意味の

混同は、十分ご承知だろうと思います。ただ、物権の混同ということにな ります

と、ちょっと法律の規定をひね らないと理解 しにくいのですが、民法の179条 に

よりますと 「同 一物 二付キ所有権及 ヒ他ノ物権力同一人三帰シルタル トキハ其物

権ハ消滅ス」とあります。

これはきわめて簡単な例を申しますと、所有権 とその所有権の上に存在す る地

上権とがあって、初めは所有権を持 っている人と地上権を持っている人が別だっ

た。ところが、その地上権の権利者が死んで相続人が相続 したところが、その相

続人はその土地の所有権者であった。そうすると、同 じ土地に関する所有権 と地

上権とが同一人に帰する。 ということは他の物権が消滅するということですから、

その物権、地上権は消滅す る。 これは179条1項 のきわめて シンプルな例であり

ます。

それか ら2項 の 「所有権以外 ノ物権及ヒ之 ヲ目的 トスル他ノ権力力同一人三帰

シタル トキ」。これは所有権以外の物権ですか ら、たとえは地上権の例をとりま

す と、それと抵当権で も何でも結構ですが、この地上権を目的とするための権利

とが同一人に帰する。そうすると、その他の権利が消滅する。つまり同一物につ

いて所有権と制限物権 とが同一人に帰す るということは、相対立する制限物権と

本権 とは何も別に相鼎立として存在せ しむる必要はないというのが、179条 の混

同の規定の精神です。

債権につきましては、債権のところにやはり同 じような規定がありま して、債

権と債務とが同一人に帰せばやはり混同というものが起 こって消滅す る。 これは
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説明を要 しないのですが、ここで問題になりますのは、信託法18条は信託財産 として

の179条 の第2項 を規定 しているわけです。信託法でいきますと、18条 は 「信託

財産カ所有権以外 ノ権利ナル場合二於 テハ受託者力其ノ目的タル財産 ヲ取得スル

モ其ノ権利ハ混同二因 リテ消滅スルコ トナシ」という民法179条 に対する除外例

の規定であります。

ここにちょっと例を出 しておきましたが、信託財産がたとえば地上権のように

所有権以外の権利である場合 に、受託者がその権利の目的物、たとえば所有権を

取得する。 これは受託者が固有勘定として取得するという意味です。それでも信

託財産は混同によって消滅 しない。信託財産 と固有財産 とは別個独立の財産だ

法主体性が別だというところまでいけばなおさら明瞭でありますけれども、債

権説を原則としても、なおそれを別個な財産のごとく取り扱って受益者の権利が

侵害 されないように処理するという立場から言えば、この規定はむ しろ受益者を

保護す るための規定だということになるわけです。

これは信託財産が所有権以外の権利である場合ということであって、信託財産

が所有権である場合のことがこの18条 から除かれているんですね。 これについて

なぜ除いたかということなのですが、信託財産が所有権の場合 ということは始終

あることで、たとえは土地の所有権を信託するときに受託者がその目的の所有権

以外の権利、たとえば地上権を受託者固有の財産として有 している場合に混同に

よって消滅するかというと、これ もやはり混同によって消滅 しないのではないか

と考えます。

ただ、信託財産が所有権でありますと、その上にある一 というのはその所有

権の土地にあるところの地上権を受託者が固有財産として持っているというよう

なことはあり得ないということを書いている本があります。これはどういう意味

なのか、ちょっと理解ができない。 しか し、条文がそこに信託財産が所有権以外

の権利にある場合においては、とはっきりしておりますので、所有権を信託財産

としてその場合に混同ということが起 こり得るかどうかということは、どうして

18条で規定 していないか、なお疑問でありますけれども、とにか く条文ではっき
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りそのように言 っておりますので、条文上は信託財産が所有権以外の権利に限っ

た規定だということになるわけです。

しか しわたくしは、両方の場合ともに混同が起 らないと考えているのです。す

なわち、受託者が固有財産 として土地の所有権を有 しているが、信託財産 として

その土地についての地上権を取得する。次は、固有財産としては土地の地上権を

持 っている。信託財産としてその土地についての所有権を取得する。逆の場合で

す。そのどっちの場合でも、この混同は起こらないということです。

結局、債権説 によりますと、信託財産は受託者が完全に所有するわけですから

それと固有財産 との混同は起こるのか、起こらないのかということです。受託者

は単なる債務を負 うだけですか ら、完全な権利主体になってしまう。そうすると、

同一人について同一の ものの相対立する権利、本権と制限物権であるところの地

上権というような ものが同一人に帰 して しまう。と、債権説では、民法の混同の

規定によって しまうことになる。 しか し、信託法の精神からいうとそんなことは

あり得ないことだ。信託財産は受託者の名義になるけれども、受託者の固有の財

産 として利用できないし、固有財産 とは区別 してこれを完全に運用するのであり

ますか ら、同一の名前であっても同一物について同一の権利者が所有するという

形にはならないということを示すためには、どうしてもこういう規定を置かなけ

ればいけないということであります。

これは四宮先生の独立の法主体説の理論でいけは、当然のことだということに

なって しまうわけですけれども、信託法制定当時は債権説が支配的であって、特

別な規定を置かなければいけないという考え方で相続財産の14条 以降、14、15、

16、17と きているわけですから、18条 もそういうことで非混同性ということをこ

こに打ち出したわけです。例外規定であるということを示すだけのことで、たと

えば信託銀行が持 っている土地の上にある地上権を顧客から信託を受けるという

ようなことは、まず実務的にはほとんど考え られないことだろうと思います。あ

るいは信託銀行が初めに土地 について地上権を持っている。ところが、その土地

についての所有権の信託を受けるというようなことはほとんどあり得ないことで
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すか ら、混同性の18条 の規定を適用する事例は実務的にはほとんどないだろうと

思いますので、余 り詳 しくご説明する必要はないと思います。ただ、14条 以下の

規定 と同 じように、信託財産の独立性を明示する意味でこういう規定が置かれて

あるという程度にいた しておきま しょう。

それで第3条 との関連であります。3条 というのは信託の公示のところですけ

れども、登記または登録すべき財産権については信託の登記または登録がなけれ

ば第三者に対抗することを得ない、ということになっております。前の各種の信

託財産の独立性 という14条、15条、16条、17条のところでも問題になったように、

登記または登録する財産権については、信託の登記または登録がない限 り混同の

規定を適用す ることはできないということになると思います。

これは物権の関係の混同でありますが、 もちろん債権の関係の混同をこれで類

推 して一 規定 としてはありませんけれども、同 じ精神で非混同性 というものが

出て くると思 います。信託財産 として債権の信託を受けた。今度債務を固有財産

という形で引き受けたという場合1ζ、その二つは別個な財産ですから同一人に帰

して もその債務 と債権 とが混同によって消滅は しない、ということになるわけで

す。

18条 は物権のところの規定だけで、債権については何 もないわけですが、これ

はな くても信託財産の独立性という意味においては物権であろうと債権であろう

と精神は同じですので、同 じ問題が起こると思います。

ただ、債権 につきま しては前か らお話 ししておりますように、その対抗要件は

一体どうなるのかということをめ ぐって問題がありますので、これについては信

託の公示 という問題一般論をめ ぐって未解決の問題になると思います。債権のよ

うにこの3条 の規定が適用されない財産権については、客観的に事実として信託

財産であれば債務者以外の第三者であろうと何でも対抗できるのだということで

あれば、 これはもう信託財産 たる債権 ということで、何 らの対抗要件は具 してお

らな くても非混同性を主張できるということになると思います。

これは余 り実務的に大 して問題として起こりませんのでこの ぐらいにしておき

一329一



まして、む しろ19条の問題がかなり実務的にもいろいろ問題がありますので、こ

ちらへ入ることにいた しましょう。

信 託 法 第19条(受 託者 の 有 限責 任)

19条 というのは 「受託者力信託行為二因 リ受益者二対シテ負担スル債務二付テ

ハ信託財産ノ限度二於テノミ其ノ履行 ノ責二任ス」という、受託者の信託義務履

行についての有限責任の原則を明 らかに した規定なのであります。

もしこういう規定がなかったらどうなるかということです。受託者が信託財産

の取得者 一 信託を受けた。そ して信託約款でその信託財産について管理 ・処分

をするという約束をした。そうしたときに、その信託財産を管理処分 してそのも

のか ら得た利害を受益者に交付すればいいわけですから、そのものがなくなった

ら、つまり信託財産がなくなれば履行の義務はないの じゃないか。それからたと

えは有価証券か何かで下落 して しまってほとんど収益が上がらない。そうすれば

信託財産 として受けた証券の限度において責任を追 うだけであるのか、そこがは

っきりせずに、一応信託財産たる株式は もう受託者の手に入ったのだから、受託

者としては信託約款に従 って受益者に収益を引き渡すということになるとどうい

うことになるかという問題があって、何か無限責任を負わなきゃならないような

解釈が出てきては困りますので、受託者の責任はあ くまでも有限責任だとい うこ

とをはっきりさすために、 「信託財産ノ限度二於テノミ其ノ履行ノ黄雲任ス」と

いうことになっているわけです。

これは規定がなくても当然のことだという考え方ができます。目的物は信託財

産だけであります。その信託財産を管理運用する。だから、その管理 ・運用すべ

き信託財産がなくなれば、たとえ信託約款でどういう規定があって、その信託財

産からの収益のうち毎月5万 円な ら5万 円ずつ子供の養育費に渡すという約束が

してありま しても、これは当然責任がないことだと解釈する。その方が自然だろ

うと思います。 しか し、そこ・をはっきりしておく方がいいという意味で19条 がで

きたわけです。そこで、19条 で一体無限責任というものを負えるのかどうかとい

う問題があります。

その前に、受託者の有限責任の規定 というものは、いわば信託財産の運用の実
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績主義だということになりまして、元本を運用 して利息を生み出すという約束で

やったけれども、利息が生まれなければ仕方がない。管理 ・運用のまずさによる

受託者の損害賠償責任が起こるか もしれませんけれども、それは別の問題であっ

て、少なくとも信託行為によって受益者に対 して負担する債務については、履行

の責任の限界 としてはその財産に限 られる。もしその財産の滅失ないしは下落が

受託者の注意義務に違反 したためにそういう事態が起こったのであれば、 これは

そっちの方の責任として無限責任であるか もしれませんけれども、少な くともそ

ういう過失責任を除外 します と、信託財産の限度において受益者に対 してはその履

行の責めに任ずるのは当然のことだ、というふ うに解釈すべきだろうと思います。

ただ、これ もまた念のためというとおか しいんですけれども、 これが無限責任で

あっては困るという意味ではっきり書 いてあるわけです。

そういう実績主義によって信託会社の責任がそこでチェックされるわけですが、

実際の点については、ご承知のよ うに業法で金銭信託の場合の元本補てんの契約

が有効だということを認めております。それから貸付信託でも、貸付信託法の中

に元本補てんの契約が認め られるということを前提とした規定ができてお ります

ので、元本補てんするぐらいなら信託の実績主義と違うの じゃないかという議論

が出てくるのですけれども、一一応金銭信託、貸付信託では元本補てんをや ってい

らっしゃいますから、その限りにおいては条文があるから初めてできるのか、ある

いは特別の規定がなかったら実績主義オンリーになるのか、そこは問題でありま

すけれども、一応これは任意規定だと解釈 していいのではないかと思 うのです。

元本補てんというのは明 らかに法が認めておりますので、法が認めた範囲にお

いて責任が広げられるだけのことであって、信託財産の限度においてやるという

実績主義が信託の本来の姿ではないか という点が言えるのであれば、めったやた

らと受託者がそういう責任を負 う特約は信託の本質に反するというような議論 も

ないわけじゃない。 しか し、今日のところでは一応これは特約によって信託約款

でできるのではないか。業法と貸付信託法ではそういう特約が認められている。

それ以外の場合についてどうだろうか。やっぱり元本補てんというような契約が
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有効になるのだろうか。先 ほど申しましたように、たとえばある証券の信託を受

けてそれを運用 して収益を息子の学資に送 ってやってくれということを頼まれて、

それを引き受けて運用 していく。これがだんだん経済が悪 くなって証券が値下 り

したために送れないというよ うな場合、一体元本補てんの特約は信託の本質に反

する特約 として無効になるのか、あるいは貸付信託法や業法の金銭信託のような

規定がなくて もそれは有効 としてやるのか、一つの問題点だろうと思 います。

これは責任の拡張ということが約款においてできるという任意規定の説が考え

られます。むしろそういう考え方があればこそ業法や貸付信託法が規定 している

んだ とさえ言えます。実績主義が特約によって破 り得るということであります。

しかし、信託 というものの本質 は、他人か ら財産の移転を受けて、その受けた

財産を忠実に信託約款 に従 って管理 し処分すれはそれでいいので、受託者 はそれ

以上に何 も自分の固有財産 まで身銭を切 ってというか身銭を切 ってまで責任を果

たさなければならない理由はないのだ。だから、信託の本体だと言えば、そうす

ると実績主義に反する特約を しても、それは信託の本質 に反する特約だか らだめ

じゃないかという考え方があることは十分注意する必要があります。

一番問題になりますのは、その次の第三者に対する関係ではどうかということ

であります。受託者の有限責任というのは、法主体が異なった形で受託者はただ

単に管理するのだという四宮学説によりますと、明らかに信託財産はあたか も独

立 した法主体のごとく行動するわけですから、それがな くなればもはや法主体が

な くな っているんですから、何 も受託者は管理責任を感ずる必要はないわけです。

しか し、独立 した法主体だから管理責任を持つ受託者は何 もしなくてもいいとは

す ぐには言い切れないわけでありますから、やはりそうした形でなお管理者たる

受託者が個人的に責任を負 うという場合 も、可能性は出てくるわけであります。

それか ら受託者の有限責任 ということと、受託者の義務不履行による固有財産

からするところの無限責任の理論 とは、全く別個であるということは言 うまで も

ないことでありますので、受託者は有限責任であるけれども、自己の過失によっ

て信託財産を滅失せ しめた。それがために 「信託財産ノ限度二於テノミ其ノ履行
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ノ責二任ス」というこの規定を運用できるかどうかということであります。受託

者が信託行為によって信託財産の限度においてのみその履行の責めに任ずるとい

う点においては、これはそのままでありますけれども、 しか し信託財産が過失 に

よって滅失 したというときには、信託財産の復旧請求権を委託者が持っておりま

す。ですから、復旧請求権がある以上復旧されれは信託財産がそこで回復する。

そうすると、また回復 した限度において責任追及ができる。こういうかっこにな

ります。それの区別は、 もう強いて説明する必要はないぐらい明らかなことであ

ります。

今度 は外部第三者に対 しては一体 どういうことになるだろうかということが、

実はこの19条 とうらはらの関係になるわけです。それで四宮学説のように独立 し

た法主体説を持つということになりますと、外部に対 して も実は信託財産の限度

で責任を負えばいいの じゃないかという議論が出るわけです。

ところが、債権説をとるイギ リス、アメ リカの考え方では、独立 した法主体性

ということを全然考えておりません。全 くの債権説が主流になっておりますので、

受託者の義務が管理責任にすぎないという程度のことまでは言 う学説があって、

だんだんとそ ういう考え方が強 くな ってきつつありますけれども、今 日の主流的

な考え方は、受託者の第三者に対する責任については、受託者が当然無限責任を

負えということになっております。

これは第三者に対する関係では、受託者が管理責任 について過失があろうがな

かろうが無限責任を負えということです。たとえば信託財産たるものがなくなっ

たことが過失でなくとも、第三者がその信託事務処理について何 らかの債権を受

託者に対 して持 っておれば、その債権については受託者がみずからの固有財産を

もってそれを償わねばならないという考え方です。そこが日本の条文でははっき

りあ らわれてお りません。

そうなります と、日本では一体受託者は外部の信託債権者に対 しては無限責任

を負 うのかどうかという問題が出て くる。 日本では受益者に対 しては、先 ほどの

信託財産の限度 において有限責任を負え という条文がありますので、それは独立
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した法主体説によって も、受託者はただ管理者でありますか らこの規定がな くて

も信託財産の原資である法主体の対象、客体であるところの信託財産がな くなれ

ば、当然受益者は何 ら請求はできない。

信託財産は独立 した法主体だという理論でいきます と、外部に対 して も内部に

対しても有限責任 ということになる。ところが債権説によりますと、内部の方は約

款でそういうこともできるし、19条 の有限責任の規定がありますからいいのです

が、外部に対 して何 も規定がないとすると、債権説によればTは 完全な固有財産

と同様に信託財産 も自己の財産 として権利者になっているわけです。そうすると、

管理人であると同時に信託財産の所有者でありますから、信託関係の債権者に対

しては完全な権利者 として責任を負わされるわけです。 したがって、固有財産と

信託財産 との区別な しに固有財産か らで も責任を負えということになるわけです。

そ して英米法では、第三者に対する関係では受託者は無限責任を負うという原

則が支配的というよりも絶対的と言って もいいぐらいなのであります。ですから、

受託者が固有財産か らで も全部返済 しなければならないということです。受託者

がその信託財産の管理に過失があろうがなかろうがそういう責任を負えというこ

とであります。

日本の信託法36条 は 「信託財産二関シテ負担シタル租税、公課其 ノ他ノ費用又

ハ信託事務 ヲ処理スル為自己二過失ナクシテ受ケタル損害ノ補償二付テハ信託財

産 ヲ売却 シ他ノ権利者二先チテ其ノ権利ヲ行フコ トヲ得」と書いてある。 こうい

う規定があるので、求償権はあるということです。求償権と同時に先取特権を持

つというのが36条 です。

しかし、求償権 と先取特権があるということは、逆に第三者に対 しては受託者

が絶対的な責任を負 っている。そこが日本の信託法をどのように理解 していった

らいいかが大きな問題であります。 しか し、どうも債権説が支配的であるイギ リ

スやアメ リカの信託法では、いま申 しました第三者に対する関係においては、受

託者は無限の責任を負えということになっております。ただ、日本で も最近は即

時処分型の信託の形を採用することになりま したので、その点の心配がなくなり
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ましたが、即時処分型にしなければならないというのは、やっぱり対外と対内 と

に分けて考えるから要るので、 もし信託財産独立法主体説をとるな らば一一 この

研究を読んでいると、船舶の受託の責任にっいて信託会社が船を持 っておればそ

の責任はどうなるかということが書 いてあ りま したが、これはやはり責任は免れ

ない。受託者が固有財産でもって して もなお責任を負わねばならないのかどうか

というところが議論になって くると思います。

これはまた36条 のところで も再びお話 しする機会があると思いますけれども、

19条をめ ぐっての問題としては、ここに書 いてありますように、外部第三者 に対

する関係では無限責任であることに注意 ということです。

これはちょっと強過ぎまして、実は無限責任であるのかという疑問文にすべ き

であると思いますけれども、少な くとも英米の理論ではそういうことになってお

るということだけ申し上げておきます。 日本で どうとるか ということは確かに別

の問題であります。いまのところわが国においては、どうも仕方がないので36条 と

19条 と照 らし合 わせて無限責任 というものを考えざるを得ない。第三者に対する

関係では絶対無限の責任だということになります。

そういうことで、何 もアメリカの判例 どおりや らなければならないわけではあ

りません し、のみならず信託の本質から言えば、やっぱ り受託者は何 も無限に責

任を負 う必要はない。本来、受託者は信託財産を管理す る義務を負 うだけなのだ

から、それが自分の過失なくして滅失 した り、あるいは価値が下落すれぱ、何 も

第三者 に対す る関係だからというので自己の固有財産まで持ち出 して責任を負わ

ねばならないという結論を出す必要がないように思われるのでありますけれども、

アメリカの判例、学説も無限責任 という考え方が支配的になっております。

どなたか前回の 「信託研究」にお書きになっていますが、今度の商法の改正

(注、昭和50年 改正)で 海商法の部分に改正があって船舶の責任のところが出て

います。それはそうだし、受託の責任について特別法があるけれども、やはり信

託会社が責任を負わねはならないから保険を掛けなければならない。 しか し世界

機構としてそういう保険があるのだというところまで言っておられます。だから、

_{口q



基本的に責任はあるという考え方のようです。オース トラリアの港で も水夫のけ

がに対 して所有者の責任だとされた例があるようですが、それはオース トラリア

がイギリス法系の国ですからそういう責任理論がやっているわけです。その場合

には、船ですか ら財産が大きいので、船を売却 して過失な くして受けた損害 とい

うことで36条 でいけるか もしれませんけれども、船が沈んだりしたら責任を全部

かぶらなければならないかどうかという問題が出てきて、外部第三者に対す る責

任論というのは非常に危険だというわけで、日本において即時売却信託がはやっ

てきたんだろうと思います。

そうい うことで、これは一応紹介だけにしておきま しよう。

信 託法 第20条(受 託 者 の善 管義 務)

その次に20条 ですが、ここで一つご紹介 したい問題があります。20条 は 「受託

者ハ信託 ノ本旨二従 ヒ善良ナル管理者ノ注意ヲ以テ信託事務 ヲ処理スルコ トヲ要

ス」。 とありますが、これは受託者 と信託事務の処理の委託を受けた委任契約と

いいますか、信託を委任と見るかどうか問題があると思いますけれども、民法の

委任だとすれば、民法の644条 の委任の規定によって、受託者は善良なる管理者

の注意をもって委任事務をやれということになっております。

これは 「信託ノ本旨二従 ヒ」ということになっておりますので、信託約款によ

って信託の趣 旨がそこに明瞭に出ております し、そういう具体的な約款のほかに、

信託 というものの本来の精神から言えば、不当に自己の利益を得てはならないと

いう忠実義務の問題もあると思 いますが、とにか く信託の本旨というのは、ここ

では一応信託約款が基本になります。ですか ら、どういうふうにこの不動産を管

理 し、どのように収益を上げ、どのように有価証券に投資 し、というようなこと

は具体的に出ておりますから、それが信託の本旨になります。

そのほかに信託たるものの本質 というような意味に理解できない文句ではあ り

ませんけれども、一応信託約款が20条 の基盤 になる。20条 の基盤はあ くまで信託

約款でありますか ら、信託約款をできる限り問題のないようにしていただく、 と

いうことが一番必要なことであります。

そこで問題は、信託業者の投資に関する注意義務であります。これはかつて私
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が 「法学論叢」で、書いたことがありますが、そこでは特殊な能力を持っている

ということを表示して信託の引き受けをした場合においては、その能力に応 じた、

普通の人間であれば注意 しなくてもよかった程度の高度な注意を必要とするかと

いう問題であります。

これは 「判例信託法」という題名で私が信託業界雑誌 「信託」にしば らく続け

たんですが、それは主 としてアメ リカやイギリスの判例で問題になったと ころを

紹介 しながら、 日本ではどうなるかということの紹介であります。

そこでその中の一つとして、 どの程度の注意を必要 とするかという問題を取 り

上げたわけです。そこで信託業者 というものは、やはり普通の通常人よりは投資

に関 して も管理に関 してもすべての点 において高度な技術、高度な能力を持 って

いる。そういうときには、通常人ではそこまで しな くてもよかったけれども、信

託業者はそういうことでは済まされないのかどうかという点がその判例では問題

になったわけです。

これについてアメリカの裁判所は、信託会社 とい うのはスタッフも非常にそろっ

ている。そして安心 して任せ られるというようなことを平素始終広告 しておるじ

ゃないか。だか ら、そういう広告をして世間様に対 して宣伝 しているのだか ら、

それを信 じて信託 して管理を頼んだものに対 しては、通常人の注意義務を果た し

たか らといって責任を免れることはできないのだ、という判決を しておるわけで

す。

これが20条 における問題 として業界の方が一番神経をとが らさなければな らな

いところだと思います。 この文句の解釈 として、 「善良ナル管理者ノ注意」 とい

うもの も民法の理論として始終言われているところでありますか ら、別にあえて

神経をとがらす必要はないのですが、より高度な注意義務を必要とするかどうか

ということになります と、これはどうもわが国において もそういうことが言える

の じゃないかと思われます。

少なくとも日本では、 「有能な社員をそろえてお待ちいたしております」 とい

うような広告はいまだ見たことはあ りませんが、どうもアメリカあたりではそう

一337一



いう広告、パ ンフレッ トがあるようです。 日本ではそこまで行っておられないか

ら、一般人の注意義務でいいと言えるかどうかが問題でありますけれども、 しか

し世間はそうは見ない。信託会社 というのは非常にスタッフがそろって、財産管

理については通常人以上の能力を持 っておられる。だから、そういうところに信

託 した以上はそれを大いにやっていただくつもりだ。少なくとも委託者の方では

暗黙のうちにそういう趣旨で信託する。一方信託会社 も、そういうパ ンフレッ ト

まではお出 しにならないか もしれないけれども、世間はやはり専門家だというこ

とですね。プロの意識が必要になるわけです。

最近、医療過誤に関する裁判が相当出ております。つまりお医者さんの注意義

務ですね。手術時にお医者さんに過失があって、ひどいのになると腹の中に針を

忘れたなどというのが新聞にも出ておりますが、そこで医者の注意義務はわれわ

れの常識的な意味の注意義務 と違 うかということをめぐっては、やはり医者には

医者の高度なプロとしての注意義務があると日本の裁判所は考えているようです。

日本では医療過誤の問題がまだそんなにシビアに出ませんが、外国では医療過

誤の問題が非常に盛んになっております。やはりプロの注意義務と通常人の注意

義務 とは違 うと考えられております。わが国においては、幸い信託会社はいまだ

かって訴訟の被告になったことがないので、どういうことになるかわかりません

けれども、恐 らく訴訟になると裁判所は、有能なスタッフをそろえて専門の知識 ・

経験を持っているのだから、注意義務の程度 も一般の水準よりは少 し高いものを

もって要求されることになると思います。

そこらはどうも何とも言えませんけれども、 とにかく20条における一番大事な

問題は、 「善良ナル管理者ノ注意」というところの内容であります。

信 託法 第21条(金 銭 の 管理 方法)

20条の問題点はそこが一番大事なところでありますのでそれで終わって、21条

は簡単に済むと思います。 「信託財産三層スル金銭 ノ管理方法二関 シテハ勅令 ヲ

以テ之ヲ定ム」ということになってお りまして、信託財産の管理について勅令が

出ております。

こんなことをわざわざ言う必要はないと思いますが、勅令の 「有価証券ノ信託
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財産表示及信託財産 三層スル金銭ノ管理二関スル件」のところで、金銭の運用は

5条 に書いてあります。きわめてかたいといいますか、公債、それから特別の法

令によって設立 した会社の社債、国債、その他前号の有価証券を担保とする貸 し

付け、郵便貯金、貯蓄銀行及び特別の法令によって設立 したる銀行への預金、前

号の銀行以外の銀行への預金、第5号 はこれによることのやむざる事由ありと認

められる場合に限る、ということになっております。

この勅令をめ ぐって一つ問題があります。それは日本ではこうい うことになっ

て一向改正 されませんけれども、 イギ リスでもやはりこれ と同 じような問題が起

こりま して、5条 のようなことでは、信託財産の安全は保たれてもいわゆる収益

という面においては全くだめ じゃないか。だか らセキュ リティー(Security)と い

う言葉を使っておりますが、そのセキュリテ ィーズ、 日本で言えば上場株式のよ

うなものですが、そういうものに対する投資を許すべきであると考えまして、

1961年 にTrusteeActを 改正 して投資のスタンダー ドを2種 類、つまり比較的 日

本の5条 に該当するようなきわめて堅実なものとそうでないものとの2種 類に分

けております。そのときの立法理由として、こういうおもしろい話が書いてあり

ます。

それは向こうのTrusteeActの 投資に関する原則は、やはり日本のこれと同 じ

ように一 というより日本はそれをまねてこういう立法にしたんだろうと思いま

すが、非常にかたい国債、利息の歩合まで何ぼにつき公債 というようなことまで

書いある。そのとおりにずっとやっていると財産が半分になって しまった。これ

では何のための信託かわからないというので立法運動が起 こりまして、そしてセ

キュリティーズ(株 式)に 投資できるように改正をしたというのが、ごく最近の

TrusteeActで あります。

それが1961年 で、私それを翻訳 して紹介したことを覚えておりますが、いまや

イギ リスでは2種 類の投資対象を認めております。

そういうことで、日本 もこの勅令は今後ある程度改正 したらどうかと思います。

いまだと内閣が政令で改正すればいいのですか ら、勅令改正案を出したらどうか
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と思います。それでもなお、半分にならないにしても物価がこういう情勢になり

ますと、運用の妙を得ないと減 ってくる。さもな くとも貨幣価値が減 って くるわ

けですから、そこらが金利政策 との関係 もあって非常にむずかしい問題があると

思います。当事者が任意に約束す るものについてはあしたパーになっても差 し支

えないことですが、少な くとも法律が定める投資対象については、イギリスのよ

うなところでさえそうやって改正 しているのですから、 これはやはり勅令を改正

してやらないかんと思 うんです。

それで私、大学を出た当初に、どうも日本の この5条 はスタビリティーという

ものを確保す るにはいいけれども、本当の運用 としてはおかしいということを、

京都大学の 「法学論叢」という雑誌に 「信託業者の投資に関する注意義務」とい

う題目で発表 したのです。そこでこういう話をまず冒頭に書いたわけです。

それはブラックバーン卿 というイギ リスの裁判官でありますが、ちょうど汽車

が通 じた1860何 年で交通事故の運転手の注意義務に関するいろいろな問題が起こ

った時代です。そのときにブラックバーン卿はこういう非常におもしろい判決を

書いております。

それは 「裁判官やLawyer(弁 護士)は 、眼前に害悪が起こった結果だけを常に

見せつけられている。たとえば汽車が衝突する、人がひかれる、会社が倒産す

る、 といったことばか り見せる。そして世に言う非常に便利なことだったとか、

より有利であったとな、喜びというものを見てない。」 それはそ うです

ね。われわれでも毎 日のように、結婚 したところが相手が浮気 したので離婚 を裁

判所に持ち出したということばかりで、夫婦仲 よくアツアツでやっているという

のは小説家のやることであって、われわれ法律家や弁護士 というのは眼前に悪い

ことばか り見ているわけですね 。

そこで、 ブラックバー ンの判決の文言はその後がおもしろい言葉です。 「だか

ら商売人というものはとかく軽卒なものだと思いがちだ。だけど、これは考えな

いといけないことだ」ということを判決で言っております。

これは私は非常に名言だと思って、 「法学論叢」に出 したときに一番冒頭にそ
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れを書きま した。そしたら、 もう亡 くなられま したが、私が指導 してもらった当

時の京都大学の英法の先生だった宮本先生がこれはお もしろいというので、早速

それを来賓 として招かれていた信託協会の大会で言われたのです。まず大蔵省の

だれかが、信託会社は非常に心注意 して安全に財産の管理をやれと言われたので、

宮本先生が立 って 「いま来賓の方が言われたけれども、これに対 しては大いに問

題があるのだ。私の指導 している大学の学生がこういう論文を発表 している。 こ

ういうことは大いに考えてもらわないけない」と言 って皮肉を言 ったということ

を言ってお られま した。

どうも注意義務を考えるときに、とにか く目の前に悪いことばかり見てますか

ら一 大蔵省は大体そうですね。何とか講が ミス したとか、銀行はつぶれません

けれども、ネズ ミ講の問題とか、とにか く取締官は悪いところばかり見る。多少

の犠牲は出たか もしれませんけれども、日本がよりうまくなったというようなこ

とは政治が考えることです。そういう感覚が必要だと思います。

そこで 「信託業者の投資に関する注意義務」という論文は、私の若げの至りだ

ったと思いますけれども、いまにして思 うと決 して若げの至 りでなかった。む し

ろある程度そ ういうことをやって、この5条 に至ってはもってのほかで、いまだ

に改正せずに5条 をそのままに しているとい うのは、日本の大蔵省がどうかと思

います。堅実をもって鳴るイギ リスでさえセキュリティー(株式)に 対する投資を

認めるとい うふうにTrusteeActの 投資の部分を改正 しているのですから、いわ

ゆる 「善良ナル管理 ノ注意義務」については相当反省 していいのではないか。 こ

の20条 を見ると、いつもそのように思 うわけです。

この次にTrusteeActの 改正の資料を持 ってまいります。 これは私が英米法の

専門の雑誌の編集者から頼まれてTmsteeActの 改正の法律を翻訳 して紹介 した

ものですが、払いまでも非常にいいことを したと思っております。日本では5条

が一向変わ らないのですが、 「勅令 ヲ以テ之 ヲ定ム」 という 「勅令」が相当古い

のですから、 この機会`ζ信託法学会がひとつ率先 して勅令改正の案で も出 して大

蔵省に建議 したらいいと思います。
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前 回 、 信 託 法21条 の 金 銭 の管 理 方 法 を お話 し した わ け で す。 「管 理 方 法 二関 シ

テハ 勅 令 ヲ以 テ 之 ヲ定 ム」 と い う こ とで 、 勅 令 が あ ります。 この 勅 令 の 内容 を見

ます とき わ め て 厳 格 な 、 き わ めて 堅 実 で あ る と言 え ば堅 実 で あ りま す が 、 法律 で

定 め て い る投 資対 象 は ま こ とに厳 格 過 ぎ る。 そ れ で は安 全で あ るか も しれ な い が

収 益 性 が 非 常 に少 な い と い う ことで 、 実 は 私 も大 分 前 か らそれ を 言 って い る わ け

で す 。

この 模 範 と な っ た イ ギ リス の1925年 のTrusteeAct-1925年 で す か らい ま か

ら50年 ほ ど前 で 、 日本 の信 託 法 の ち ょっ と後 で す 。 この1925年 のTrusteeActは

1890年 ご ろ の もの を コ ン ソ リデ イ トした わ け で す 。 これ が また 非常 に厳 格 な 投 資

対 象 を 決 め て い るわ けで す 。 それ と 日本 の金 銭 の 管 理 に関 す る勅令 と非 常 に よ く

似 て お りま す。

と こ ろ が 、 イ ギ リス は堅 実 を も って誇 るわ け で す けれ ど も、 そ うい うき わ め て

厳 格 な投 資 対 象 に 限 定 して お き ま す と、特 約 を も って そ れ を排 除 して や る場 合 は

い いん で す け れ ど も、 そ の特 約 も何 もな い とき に ス タ チ ュ ー ト リー な イ ンベ ス ト

メ ン トの ル ー ル が そ の ま ま適 用 さ れ ま す ので 、1925年 のTrusteeAct以 後 ず っ と

や って み ます と、非 常 に厳 格 なTrusteeActの ス タ チ ュ ー ト リーの イ ンベ ス トメ

ン トが 非 常 に問 題 に な りま した。 した が って 、1961年 にTrusteeInvestment

Actが 制 定 され た わ けで す。

これ が 制 定 さ れ る い き さ つ は前 回 もお話 し した と思 い ます の で 、 繰 り返 しに な

りま す けれ ど も、 要 す る に1925年 のTrusteeActか ら50年 近 くや って み る と、 こ

の ル ー ル を 守 って い る投 資 家 は、 貨 幣 価 値 の 下 落 に よ って 信 託 財 産 が 半 分 以 下 に

減 って しま う。 名 目で は変 わ らな いけ れ ど も、 経 済的 に は半 分 にな って しま う と

い う事 態 が起 こ って き た もの で す か ら、 そ こで さす が の イ ギ リス 人 も これ は ど う

も困 る とい うの で1961年 に改 正 法 を つ く って 、 今 度 はTrusteeInvestmentAct

と い う表 現 の も とに 投 資 法 を つ く った わ け で す 。 これ は い まの と ころ で は 一 応 イ

ギ リス に お い て は 一 番 新 しい投 資 に 関 す る法 則 、 ス タチ ュ ー ト リー な規 制 で あ り

ます 。
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1961年法 というものは非常に変わっておりま して、従来のように1925年 の

TrusteeActに ある投資対象を広げたというような単純なものじゃなくて、Trust

fundの 半分を株式に投資できる。まずTru8tfundを 二つに分けまして、半分は

従来のように1925年 のTrusteeActで 示されたようなきわめて厳格な法律に従 っ

て投資をしな くちゃな らない。もう一つの半分はEquities－ 株式 というのが一

番適切な訳になりますが一 株式に投資できるということに したわけです。

こうなりますと、収益性が場合によっては元本の値上がりによる信託財産の価

値の上昇 とい うことが起きまして、それによって何 とか して信託財産の投資に関

する厳格なルールを改正 しようとしたわけです。

この1961年 法の場合にも、半分は株式、半分は従来のような国債、そのほかの

公社債のきわめて厳格な制限を受けるのでありますが、 ここでなぜこういうAct

を紹介するか といいますと、日本において例の勅令が余 りにも厳格すぎる。そう

いうものを今後改正するについては、やはりここらあたりが一つの参考になるの

じゃないかという意味でご紹介するわけです。

そのEquities株 式と言われるもので もいろいろありますので、その投資は専門

家の書面によるア ドバイスを求めねばならないということになっております。

こういうきわめて広い範囲に投資を認めるのをWiderrangeinve8tmentと 名

づけている。これに対 してNarrowerrangeinvestmentと いうきわめて狭い範囲

の投資の対象に半分は従わなければならない。だから100ポ ンドの場合は50ポ ン

ドはEquities株 式に投資 してもいいけれども、50ポ ンドは1925年 のようなきわめ

て厳格な投資対象を守 らねばならない。投資については専門家によるア ドバイス

を求める。そのア ドバイスも単に口ではな しに必ず書面によらねばならない。そ

ういう書面による専門家のア ドバイスを受けることによって、きわめて広げられ

たEquities株 式というものもある程度そこにチェックできる。そういう方式をと

っているわけです。

そのア ドバイザーになる人の資格なのでありますが、信託受託者が投資をする

場合に、その使用人で もいいし、あるいは会社の場合では役員でもいいというこ
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と にな って お りま す か ら、 た とえ ば信 託 会 社 で言 え ば 自 分 とこ ろの 従 業 員 で あ っ

て も構 ま わ な い。 そ こで ち ゃん と した経 済 的Financialmattersに つ い て の プ ラ

ク テ ィカ ル な経 験 一 学 問 的 で は だ め な ので 、 実 際 的 な経 験 を 持 って い る人 で 、

使 用 人 で あ って もい いわ けで す。 だ か ら会 社 の 社 員 で そ うい う経 験 の あ る人 の ア

ドバ イ スで もい い。 普 通 は外 部 の 人 を 使 うで し ょ う けれ ど も、 使 用 人 で もい い と

い う こ と にな って お りま す。

そ こで 株 式 に 投 資 で き る とい うこ とは 画 期 的 な こ とで、 日本 の 場 合 に そ うい う

こ とを した ら ど うな る だ ろ うか と い う こ とで す 。 投 資 家 の ア ドバ イ ス が必 要 だ と

い う こ とで チ ェ ックで き るわ けで す け れ ど も、 非 常 に問 題 の あ る投 資 対 象 で す か

ら、 そ の後 経 過 を 見 て ます と、 これ で す で に15、16年 ほ ど たつ わ けで す が 、 そ の

結 果Equitiesに 対 す る投 資 に よ って信 託 財 産 の経 済 的 価 値 の 下 落 した もの が救 わ

れ て い る と言 わ れ て い るわ けで す。

そ うい うこ とで1961年 法 は 広 い範 囲 の投 資 対 象 と狭 い 範 囲 の投 資 対 象 と分 け て

や って お りま す けれ ど も、 さ らに信 託 約 款 で い ま言 ったNarrower ,Widerの 投 資

物 と して 一 これ は 向 こ う に付 表 が で きて お り ま して 、 そ の付 表 で ち ゃん と投 資

の 対 象 物 を あ げ て お りま す。1961年 法 は さ ら に信 託 約 款 でNarrowerの み な らず

Widerに つ い て も、 も っ と広 い範 囲 の投 資 を す る こ とを 認 め る。 これ を スペ シ ャ

ル ・イ ンベ ス トメ ン トと言 って お ります が、 そ う い う もの を も投 資 対 象 と して 選

べ る。61年 法 は そ うい う規 定 をお いて お りま す 。

な お 、Narrowerrangeinvestmentに きわ め て 厳格 で きちん と して お りま す か

ら、 本 来 は 専 門 家 の ア ドバ イ ス は要 らな い わ け で す。 と ころが 、Narrowerrange

investmentの 中で もア ドバ イ スを 必 要 とす る部 分 とそ うで な い部 分 との 両 方 が あ

る。Widerrangeinvestmentの 場合 には、 当然 ア ドバ イザーの書面 による指 導 を必 要

と す る とい う こ とで す 。Narrowerrangeinvestmentの 中 に二 つ あ ってNarrower

investmentで もな お ア ドバ イ ザ ーの ア ドバ イス を 必 要 とす る もの 、 二 つ の 種 類 を

Narrowerの 中 に も認 め て いるよ うであ りま す。

結 局 、 投 資 対 象 をNarrowerの うち で もさらに 二 種 類 に分 けて いる。 だ か らま ず
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widerとNarrowerに 分けて、Narrow6rの 中にまた二つの種類に分けている。そ

して第二の種類については、Narrowerと いえどもアドバイザーのアドバイスを必

要とす るというたてまえであります。

そういうことで非常におもしろいやり方です。余り厳格過ぎた投資対象の選び

方は、非常に問題だろうと思います。

そこで 日本の勅令は余 りにも厳格過ぎますので、今度改正をしなければならな

いと私は思 っておりますが、ただご承知のように日本で も金銭信託の中に指定金

銭信託 というものが認められておりますから、比較的特約によってその範囲を広

げられるということになっております。

そういう意味で信託法21条 に基づいて制定 される勅令は、 これが仮に現行法のよ

うにまだそのまま非常に厳格なものでありま して も、ちょうどイギリスの1961年

法と同 じように約款で自由に広げられる。そ ういう意味で、 この21条 に言 うとこ

ろの法令の定めるところによってやるという規定 も、必ず しも別に勅令に定めが

あっても、さらにそれを排除する特約が有効だ という考え方であります。本条の

非強行法規性 というのはそういう意味です。

日本では、信託業法でご承知のように指定金銭信託、合同運用との特例がつく

られております。そういう意味で日本の金銭信託は業法でかなりいろいろな形の

ものを認め られているし、その投資の対象たるものについても約款できわめて広

い範囲に認め られておりますので、21条 による勅令は直接変えなくてもいいと思

いますけれども、業法以外の普通人がやるような場合に、 これを非強行法規性で

あるかどうかについて議論があったり、勅令のままで考えているようではとても

収益性が上が りませんので、結局それは厳格過ぎて信託の価値、メ リットを下げ

ることになりますので、これはやはりイギリスの1961年 法のように何らかもう少

し範囲を広げて一 全部認めるというのでな しに、少なくとも半分の信託財産は

比較的広範囲な自由を与えて株式でもいいというふうなことにするのがいいの じ

ゃないか。信託会社の場合には十分内容をご存 じで、信託業法で金銭信託につい

てのいろいろな形のことを認めておりますか ら、非強行法規性 ということが十分
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理解されていいと思いますけれども、信託会社でない一般の素人の人がやる場合、

何かここに61年 法と同じ体制にしてお く必要があると思います。

前回お話 ししましたように、私自身この1925年 法の直後の昭和7年 ごろに、信

託業者の投資に関する注意義務に対するイギリスの制度が余りにも厳格過ぎる、

これではだめ じゃないかという論文を書きまして 「法学論叢」の28巻4号 に出し

ておりますが、これについては前回いろいろと本来の信託理論とは無関係なこと

を申 し上げて大変失礼 しました。

そういう意味で、この点はTrust㏄Actが1961年 に改正されて、インベス トメ

ントについてわりあいに広 くなってきた、その1961年 の紹介をごく大ざっぱに申

し上げるわけです。これを精細にやろうと思いますと、まずその表からしてご紹

介 しなければいけないので、ただ大づかみに して こういうふ うに二つに分けて

おるという結論を申 し上げておきます。

現実は勅令など何 もならないことになっておりますけれども、前回イギリスの

TrusteeActが1961年 にできたということを申し上げま したので、責任上一つのた

てまえだけをきょう申し上げたわけです。

信託会社以外の普通人が投資をやるという事態になったときに、いまの勅令が

適用される。そうすると、やはり勅令 も変えて もっと融通のある投資対象にして

おかないと問題で、将来イギリスの1925年 法のように全く経済的に、10年 たつと

倍になるのだったらわかるけれども、20年 もすると半分になってしまう。利息 も

1925年 法では公債にしても利回 りが非常に低いですから、そういうことか らして

経済成長に合わないということですね。

そういうことで1961年 のTrusteeinvestmentActカsあ る。半分は株式に投資 し

てもいいということが法律上認められている。ちょうど日本の勅令が非常に融通

のきかないものに比べて思い切 ったことをやっている。 ということは、思い切 っ

たことをやらざるを得ないようなひとつの経済情勢 ということを考えると、 日本

だってそうもほっておくわけにいかないだろうということです。
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信託 法 第22条(受 託 者の 権 利取 得の 制 限)

次は22条 の一番問題の ところに入っていきます。信託法22条 というのはご承知

のように忠実義務を表明 している最 も基本的な問題です。 これは読むまで もない

ことですけれども、 「受託者ハ何人ノ名義 ヲ以テスルヲ問ハス信託財産ヲ固有財

産 ト為 シ又ハ之二付権利ヲ取得スルコトヲ得ス但シ已ムコ トヲ得サル事由アル場

合二於テ裁判所ノ許可 ヲ受ケ信託財産ヲ固有財産 ト為スハ此ノ限二在ラス②前項

ノ規定ハ受託者力相続其 ノ他包括名義二因 リ信託財産二付権利ヲ承継スルコトヲ

妨ケス此ノ場合二於 テ八節18条 ノ規定ヲ準用ス」 という規定です。

いわゆる信託財産 について受託者が負っているところの忠実義務ということで

あります。 これ以外に忠実義務に関 しては、普通の考え方としては9条 があると

言われているんですけれども、これはちょっと9条 が忠実義務になるかひとつ問

題だろうと思います。いずれにしまして も、22条 はまさしく条文の①が忠実義務

になるわけです。

多少細か く問題点を拾い上げていきます と、 これは相当な対価を供することに

よって取得できるかどうかという問題があります。対価が相当であればそれで取

得 して もいいん じゃないか。信託財産はそれによって何 も損害をこうむらないの

だから、それではどうだろうか というわけですが、忠実義務 というのは起 こりそ

うな人間の誘惑というものを制御 して、誘惑に陥らないよ うにする制度ですから、

対価があるとかないとかいうようなことをやっておりますと、その対価が正当か

どうかとい うようなことがまた問題になりますので、ここは対価があろうがなか

ろうが、またそれが相当であろうがなかろうがやっぱ りそれはいけないのだ。例

の商法の取締役の 自己取引と同 じように、要するにそういう行為をすること自

体がいけないのだという考え方ですので、ここでは対価をもって取得 したら、そ

れでいいとか悪いとかということは論外、議論の余地なしにもうそれはいけない

のだということに解釈ができるわけです。

それか ら今度は固有財産の方を信託財産に振 りかえるというようなことがどう

かということですが、文理解釈か ら言うと、信託財産を固有財産 となすことはい

けない。それなら固有財産を信託財産にするのはいいんじゃないか。文理解釈だ
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けか ら言 うとそ ういうことになるわけですけれども、これはやっぱりいけないと

解すべきであります。

なぜならば、要す るに忠実義務というのは自分の地位を利用 して信任を受ける

相手方の利益を害するような行為を してはな らないということでありますか ら、

自分のものを信託財産に取得せ しむる、つまり信託財産の資金をもって固有財産

を買い受けるということも、これは委託者の個人的な利益と相反 しますか ら、文

理解釈上は逆は構わないように見えますけれども、忠実義務の本旨か ら言 ってや

はり逆の場合 もなおいけないん じゃないかという解釈になるようであります。そ

う解釈 しなければ忠実義務の本来の目的が達せ られない、こういうことでやって

いるわけです。

信託財産そのものを固有財産にするというのは、信託財産そのままの形のもの

を固有財産にするわけですが、 「之二付権利 ヲ取得スルコトヲ得ス」というのは

どういうことかといいます と、 これは言 うまで もなく信託財産が建物である場合

に、その建物の上に抵当権を設定するとかというようなことであります。これは、

制限物件を取得するというようなことは利害が相反するわけですから、それはい

けないということであります。

それか ら二つの異なった信託に一人が同時に受託者たる地位を占めている。た

とえばAと いう信託の受託者 としてXが あり、Bと いう信託の受託者 としてXが

なっている。同一人が二つの信託の受託者 となっているという場合に、それぞれ

の信託財産を交換するようなことはどうだろうかということが起 りますが、法理

論はともか くとして実質的にはAと いう信託の利益をはかって、Bと いう信託の

不利益をはかるということになって結局不公平になりますので、そういうことは

認め られない。

それを許すと、どちらかの信託をひいきにするというような結果になりますの

で、やはり受託者 としては両方の受託者いずれ も公平かつ両方の信託財産にっい

て双方の利益、貸付信託の一方にパーシャルになったらいけないわけですか ら、

そういう意味で二つの信託について一人の受託者がや っている場合には、信託財

産を相互に交換 したり、あるいは一方の信託財産を他方の信託財産に取得せ しむ
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るということもいけない、こういうことになるわけです。

それか ら 「何人 ノ名義ヲ以テスルヲ問ハス」一 きわめて簡単なことで、自分

の息子とか家内の名前で取得 しても実質 は自分が取得するわけです。これは始終

言われていることですから、特別に申 し上げる必要はないと思います。

それか らAと いう信託の信託財産をBと いう信託の信託財産につけかえるいう

ことは、一人の受託者が二つの信託財産の受託者を兼ねておりますと、民法の双

方代理の規定に反する。一人の受託者が双方を代理 してやる。少なくとも一方に

っいては代理、一方については本人でありますけれども、そういう意味で双方代

理の禁止規定に反する。法理論からいうとそうですけれども、そういう形式的な

議論 じゃなしに、結局は忠実義務の本体がそこにあるのだということで解釈 して

いかないと、信託は代理とはちがうという反対論に攻め られるおそれがあります。

それか らこれは前に9条 のところでお話 ししましたが、大審院の判例で受益権

を取得することはどうか、受託者が受益権を取得 し、またこれにつき権利を取得

する。 これは22条 の違反になるかならないかということであります。

これは9条 についての問題を説明しま したときに、受益権と信託財産 とは別だ

からこれは差 し支えないという大審院の判例が出ておるし、ご承知のように受益

権担保の貸 し付けということは、実務的には当然のこととしてどんどんおやりに

なってお ります。

これは信託財産 と受益権 とは別だという形式論理なのですが、 しかしこれをよ

く考えてみます と、果た してそんなに割 り切れるかどうかということですね。受

益権というのは債権説によれば受託者に対する債権であるけれども、実質的には

要するに信託財産 と一体をなす一つの権利ですから、受託者がそれを取得するこ

とは受託者 としての任務 と矛盾 して くるよ うなことが考えられる。たとえば受

託者が収益の受益権を取得すると収益を上げることのみに熱中 して元本の安全性

を怠 る。元本が安全性を失えば収益 も結局はだめになりますが、人間の欲でやは

り配当をよ くするというようなことに目を向け過ぎや しないか。 自分が信託の利

益を得るわけですか ら、そういう意味で受益権がイコール信託財産の運営か ら生
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ずる利益を自分が取得するんですか ら、できるだけ運用をよくしようというため

に結局危険な投資 に走 ったりする。そういうことは元本の受益権の受託者 として

の義務を怠 ることになりは しないかという議論がなお残 るわけです。

この点イギ リス法ではどう考え られているのか、 これについては、唯一の受益

者又は受益者全員がその有する受益権を受託者に譲渡 した場合には、信託は混同

(merger)に よって終了すると考えているのですが、受益者が収益の受益権だけの

譲渡を受け元本の受益権がそのままである場合どうなるかと言う事は必ず しも明

らかではあ りませんが先程言った理由から受託者がこれを取得する事が自分の利

益のみを計る事となるので、やはり忠実義務 に反すると考えてよいのではないか

と思われます。日本では大審院の昭和8年 の判例で形式論理だけで受益権取得を

適法だと言っておりますが少 し考えを変えて見ますと信託財産の管理運用の任務

を負うものいわゆる受益者を兼ねる受託者(trustee-cestui)が 一部の受益権を取

得する事はその運用について忠実義務に違反するのではないか、日本的に言えば

9条 にも問題がかか ってくると言 う訳で受益権取得はやはり忠実義務違反になる

という考え方が正当と言わねばなりません。

これを頭にとめておいていただいて、そういうことになってきますと受益権担

保の貸付けがどういうことになりますが、やはり忠実義務違反になるかどうかと

いうことです。非常にむずかしい問題ですけれども、いずれにしましてもそうい

う問題を提起だけ しておきます。

次にこれが非常に問題なのでありますが、22条 違反の行為が一体有効か無効か。

あるいはたとえば受益者が同意すれば有効 になるのかという問題であります。 こ

れは業法の10条 とも関連 しまして、ここに言 うところの但書のところになるわけ

ですけれども、 「裁判所ノ許可ヲ受ケ信託財産ヲ固有財産 ト為スハ此ノ限二在 ラ

ス」ということを言 っております。

業法では22条 よりさらに厳格で、裁判所の許可を受ければいいという但書がな

いわけです。そこでこれをめぐって、信託会社としてはたとえば大蔵大臣の許可

というようなことで、これにかわる解釈ができないかということをいろいろ議論さ
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れますけれども、 これはどうも罰則等を考えます と一 業法の場合に罰則がある

わけですね。無理ではないかと考えられます。

そういう意味で、 これに違反する場合に受益者が同意すればそれでいいという

議論はどうかということを考えねばならないわけです。私は信託法の基本的な理

念として、受益者保護のための信託法ですか ら受益者が同意すればいいだろうと

いう議論をしば しば信託法のいろいろな個所でや っているわけですが、ここに至

ってこれをどう解釈するか。信託法がやむを得ない事由があって、 しかも裁判所

の許可があればいいと言 っているものを、単純に受益者の同意だけで、有効 とな

るという議論 も、確かに一つの欠点を持 っていると思 います。

これはもう少 し検討 してみないといけないと思 いますけれども、結局は受託者

の忠実義務に違反 したときに、商法の場合で言うと取締役の自己取引の場合の取

締役会の同意、で一応カバー しているわけですから、本当の保護さるべきものが

それでいいと言 うなら、それをなお無効だとするということは、余 りにも形式論

理 じゃないかと思われるのであります。

そういう意味で、 この但書をめ ぐって22条 違反の行為の効果を考えざるを得な

いのであります。普通これは同意によって有効 となる理論、これは案外いろいろ

な人が言 っているわけで、私だけではないのでありますが、そこをもう少 し検討

してみたいと思 います。四宮先生は、立法論としては確かに同意があればそれで い

いという議論も成り立つけれども、解釈論 としてはいま言ったような裁判所の許

可 ということで しているんだからそれはだめだ、 ということを言っておられます

が、ちょっと留保 して考えてみたいと思います。

22条 は民事信託の場合でありますから、皆様には直接関係が薄いわけでありま

す。一番問題になりますのは業法の10条 で、これは但書がないのできわめて厳格

になっておりまして、 これは余 り厳格過ぎるので、どうしてこうなったのか、信

託会社は厳重に監督 しなければいけないというのでそうしたのかもわかりません

が、たとえば公益信託の場合に主務官庁というのが出てくるのと同じように、業

法の場合にはやはり監督官庁たる大蔵省がここに言 う裁判所にかわるのだ、そう
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いう解釈 になるべきだと思いますが……。

文献によると、初期の考え方 としては、大蔵省が監督 しているか らいいという

説よりは、む しろ信託会社を大いに厳重に取締 るという意味でこういうものを抜

いたのだという説の方が強いようです。

私 もだいぶ業法10条 との関連を考えたんですが、どうも許可な しにやれるとい

う議論を入れ るには非常な精神解釈をせないけないので、条文の解釈 としてはど

うも但書がないのにそういうことを無条件にやれるという根拠は出てこないです

ね。

これとの比較で、大蔵省の行政監督が十分にあるのだから無条件にやらしてい

い。だけど、することを得ないとなっているのにそれは自由にやれるんだという

ことになると、理論的にはどうして も解釈できない。そういう意味で、どうも残

念ながら少数説は少 し行き過ぎたということだろうと思います。

このことは定説みたいになって しまいま したか ら、何とか してというお気持ち

が大分薄 らいでいるか もしれませんけれども、当初は何とか してということでそ

ういう努力 もなさっておられたようですけれども、そういうことを自由にやれる

という解釈をとるのもおか しいと思いますね。残念なが ら立法的に改正 しないと

しようがないか もしれない。業法の改正ですから、大蔵省でやらないけないこと

ですね。

役所 というのは健全ばか り言いますから、それがために信託業務が銀行 といろ

いろとやっている上において非常に不利な立場 になるということを考えますと、

かえって健全なる信託業務をやるためには、ある程度そこに融通性のある運用が

むしろ必要 じゃないか。悪いことばかり考えている。そういう議論ができるん じ

ゃないかと思います。

もし解釈上無理だと言うなら、いつかは立法のお世話 になってすっきりしたも

のができていいと思 うのですが、ちょっと信託法 と業法 とが不つり合いです。そ

れから信託業の健全な発達のために、果たしてそこまで厳格に していいのかどう

か。やはり運用がえのときにも問題になるんですけれども、信託財産をクリアに
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するためにそこまで考えて処理するというところまでいかないというのは、ちょ

っと行き過ぎだろうと思 うのですが、一方でこれを解釈 しないと仕方がない、い

まのところ私 もそういう結論 しか出ません。これは何とか して差 し支えな く議論

しようと思 って、大分いろいろな人が言 っているようでありますけれども、どう

も説得力がどこまでいくか、ちょっと問題だと思います。
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信託 法 第23条(信 託財 産 の 管理方 法 の変 更)

1.管 理方法は処分方法も含むか

2管 理処分以外の信託条項の変更は可能か(例 えば、受益者の「指定」変更)

3管 理方法の変更は 「信託関係者全員の合意による変更」は可能か

4.イ ギ リスにおけるTrusteeActに おける裁判所の裁量権一 これは極めて

広範囲であってすべての信託条項の変更 も可能とされる

前回は22条 の信託法としては一番大事なところで、それの業法10条 との関連を

もう少 し詳 しく話さないといけないのですけれども、大蔵省が監督権を発動 して

いて幾 ら申し上げても余り大 した効果もありませんので、一般的なことを申 し上

げた程度で切 り上げまして、先を急いできょうは23条 の信託財産の管理方法の変

更ということについて申 し上げます。

これは信託行為の設定のときか ら、事情の変更によってやむを得ない事情が起

こったときには裁判所の許可を得てその管理方法の変更ができるという規定で、

これは言 うまで もないことであります。

管理方法の変更はもちろん受益者のためにやることですから、どういうふ うな

事態が生 じたときにやれるかということです。管理方法の変更は前回の金銭の管

理方法の問題のところでちょっとお話 ししたと思いますが、管理方法について非

常に保守的な管理方法をとっておりますので、そういう場合にたとえば非常に物

価が上昇するのに余 り収益が上がらないような方法で投資を認めている。そ うい

うときに投資方法の変更を求めることがで きるかという問題が普通に考え られる

問題であります。

そういうときに、イギ リスの例 として後です ぐ申 し上げますが、非常にルーズ

ー ルーズとい うよりは受益者に対 して好意的に裁量権を発動 して変更を認めて

おります。日本の場合に余り実例 としてはないわけです。投資に関する基準があ

あいう非常に保守的な ものであって、前回あるいは前々回お話 ししましたように、

イギリスの1961年 のTrusteeInvestmentActの ような弾力的な規定を置かず にそ
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のまま50何 年過ぎている。

そ ういう意味で、ここ らあたりで勅令の改正が無理であるに して も、裁判所の

許可で適当な管理、投資方法を決めてもらう。特に投資の方法について何 も約束

は してなかった。 しか し、どうも非常に収益が減ってきてこれでは困るというよ

うな場合に、あの特別な規定、約定のないときには勅令でやっている。それを変

更 してもらえるということであります。つまり信託約款で別に何もしな くてその

ままになったという場合、 これは実際上は日本では普通の私人間における信託設

定 というのは余りありませんので、いわば貸付信託で実際の収益の方は適当にや

っておられますので、余 り必要はないと思います。

1.管 理方法は処分方法も含むか

ただ、信託法は管理 ・処分をさすという規定になっておりますので、管理だけ

か、処分方法も含むかという問題であります。両方含むと言 うべきであって、管

理方法だけであるべきじゃないと思います。 しか し、条文上の体裁ではあくまで

も管理方法だけであります。広い意味の管理 という意味では、処分についてたと

えば金銭でない信託財産で抵当権の設定を認めないというような規定があるとき

に、これはどうもこのままではいけないか ら信託財産に抵当権の設定を して金を

借りるというようなことがやむを得ない事情だというときには、それに裁判所の許

可を得ればいいん じゃないか。そういう意味で処分を含めた方がいい。広 く受益

者の利益を考えるのがこの条文のたてまえですので、そのように解釈 していいわ

けです。

2.管 理処分以外の信託条項の変更は可能か(例 えば、受益者の 「指定」変更)

問題は、2の 管理 ・処分の信託条項以外の変更であります。これは処分を広い

意味の管理行為としても、管理 ・処分に関す る信託の条項の変更はこれによって

認め られますけれども、それ以外の条項、広い意味の信託約款の変更は一体可能

かどうか。やむを得ない事情が出てきたときに信託条項の変更が可能かどうかと

いうことは、 この条文か らは出てこないのです。

これは4に も関連 しますけれども、受益者の保護という広い見地から言 います
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と、ひとり管理 ・処分という内容 じゃな しに、受益者の指定変更 も場合にょって

は裁判所の許可を得てできるというふうに解釈すべきだろうと思います。受益者

を特定は無理かもしれませんが、一定の範囲に限定 してその範囲の受益者一 そ

ういうものに してあったけれども、その範囲の受益者にきわめて不都合なことが

あって変更 したいというよ うな場合が出てきます。

そうすると、変更 とい うことが、たとえば委託者が変更できる、あるいは第三

者の指示によって受益者を変更できるという条項があるときに、その変更につい

て何 らかの形で裁判所の許可を得て、やむを得ない事由だということでその指定

変更権の行使について何 らか処理ができるかという問題であります。

日本の信託法では管理方法というところに含めてやればいいわけですけれども、

そこで管理方法と言えないよ うなものが出てくる。受益者をどうするかというこ

とは管理 ・処分の方法とは言えないと思 うんですが、そういうことがこれからも

実際出てくると思います。実務的にはそんなことはほとんど遭遇されたことがな

いと思いますけれども、それはまず4.か らお話 しす る方がいいか もしれません。

4.イ ギリスにおけるTrusteeActに おける裁判所の裁量権

イギリスのTrusteeActで は裁判所の裁量権は非常に多くされておりまして、

どんな信託条項の変更もすべて可能だ。裁判所にアプライしてこの条文はおか し

いか ら変更 してほしい言えば、変更が許されるということになっております。

これは考えようによります と、契約の内容は裁判所の指示によって変更される

ということは、私的自治の理論か ら言 うと大変おか しいのであります。おか しい

けれども、信託の性質が受益者の利益というところに中心を置いた制度ですので、

裁判所は比較的広範囲に監督権、裁量権を持って、アプライがあれば受益者の利

益である限りにおいてはそれを認めるという形をとっております。

実例をいろいろ申 し上げますと長 くなりますけれども、 日本の23条 と比べて非

常に範囲が広い。それがこの条文をめぐってイギ リス法と対象的に感ずるわけで

す。そういう意味で、イギ リス法では裁判所の裁量権がきわめて広いということ
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を考えに入れていただいて、これが管理 ・処分方法の変更ということに拡張 して、

できるだけ信託受益者の利益のために信託約款の態様を変えていくという方向に

進むべきだろうと思います。

管理方法の変更というのは、実際には信託期間はそ う単純な契約のよう忙きわ

めて短期間に終わるもの じゃありませんので、継続的法律関係 というものの中で

比較的長期にわたるものであります。そうしますと、継続的な法律関係について

は身元保証法をめ ぐっていろいろ議論されておりますが、余 り長期 にわたる場合

においては、その事情の変更ということがあって必ず しも契約の趣 旨どおりにい

かない場合が出て くるので、そこで場合によっては解約権というようなものさえ

出て くるという状況を考えますと、 この信託条項の変更 というのは比較的自由と

言 うと語弊がありますけれども、わりに裁量的に許すべきじゃないか。そうしな

ければ、信託契約の内容が時勢にそ ぐわな くな って もそのままほうっておかれる

というの も、いかにも不合理だと感ずるわけです。

それをめぐって3.の ところで、管理方法の変更を裁判所の許可 に求めないで信

託関係者全員一 委託者、受託者、受益者の合意によってその変更は可能かとい

うことであります。

3.管 理方法の変更は 「信託関係者全員の合意による変更」は可能

これは信託法が一応任意法規だという大きな枠をはめます と、当事者の自由な

る意思によって全員が承知すれば管理 ・処分の方法を変更することができる、 と

いう理論の方が正 しいと思われるわけです。その点で長期にわたる継続的法律関

係一 事情変更の原則という一番大 きなもの もありますけれども、そこまで可能

性を広げなくても管理方法の変更を一応関係者、当事者 一 というと語弊があり

ますけれども、信託関係者全員の合意によれば変更を可能にするものだというこ

とになるわけです。ですか ら23条の適用される事態 というのは、当事者の間で納

得がいかない、話 し合いがつかないというよ うな場合の変更です。そういうこと

を含めてお考え願えればいいだけのことであります。

日本の信託法はこういうふ うに23条 で限定的にしておりますので、広 く信託条

一357一



項で不都合なものができたときに自由に変更できないといううらみがあるわけで

す。そういう意味で裁判所にアプラィしていくというときに、 もともとこれは非

訟事件ですから、裁判所は比較的寛大な処理をすべきだろうと思います。日本に

おいてはいままで実例 もないことですか らこの ぐらいの程度 にして、そういう条

文があって信託約款の変更はときに許されるということです。

これは信託契約はそのまま同一性を保つという前提であります。ですから仮に

民法の更改というところまでいくような要素、信託契約の要素が変更されるよう

な変更一 管理 ・処分の方法が変更されることによって非常 に重要な要素が変更

されて しまうというときで も同一性はそのままあるという考え方、つまり更改の

規定とは無関係にできるというふ うに解釈すべきだと思います。実際的に日本に

おいては余り実例が見 られないと思いますので、それに余 り時間を割 く必要はな

いと思います。

信託法第24条(共 同受託者)

1,合 有と共有

2信 託における合有の発生理由

a合 有排除の特約
コ 　 　 コ

4共 同受 託 者 の 信 託 事 務処 理 の 方 法 一 一信 託 行 為 に お け る 「別 段 の定 」 一

別 段 の定 に よ って 機 能 的 区 分 を認 め る こと が で き る。 例 え ば、 投 資 受 託 者 、

収 益 取 立受 託 者 、 債 務 支 払 受 託 者 の如 き区 別 で あ り、 又 、custodiantru-

steeとmanagingtrusteeと の 区 別 が 認 め られ る。custodianは 信 託 財 産 の 占

有 と所 有 を 与 え られ る にす ぎ ず、managingtrusteeは 信 託 財 産 の 管 理 処 分

を 実 行 す る権 限 を も有 す る。 又 、permanenttrusteeとtemporarytrustee

との 区 別 も認 め られ る。後 者 は前 者 が 一 時 的 不 在 又 は 不 能 の 場 合 に行 動 す る

補 充 的 機 能 を果 す に す ぎ な い。

一358一



1.2.合 有と共有、信託における合有の発生理由

これ ぐらいにして24条 の共同受託者のところに入っていきます。これは理論的

に興味のあるところです。それはどういうところに興味があるかと言います と、

合有というのは、民法の数人の手に財産権が帰属するという関係 において、共有

とはもっと密接な結合状態を言 うのだという意味で非常に興味があるということ

もありますけれども、実は合有ということになった理由一 これは歴史的に非常

に興味のあることで、一番初めに申し上げま したように、信託の発生が日本 と違

って例の封建社会の領主(ラ ンドロード)の 権利一 非常に横暴な土地の所有者

を苦 しめるような権利を持っている。

たびたび申 しますけれども、たとえば反逆罪というようなことを非常に拡張 し

て、君主の意に背いた土地の所有者の権利を剥奪するとか、相続人がないような

土地の所有者を非常に過大な領主の権利を認めてほとんど相続人が収益できない

ような状態に置いている。

そういうことをめ ぐりまして、実は一人でやるところをわざと数人の名前にし

ておく。それが合有の始まりであ ります。これはゲルマン法の特殊なgewere(総

有)と いう制度で、そ ういう形のものがたまたま信託制度に結びついて、土地の

所有者の封建的なランドロー ドの権利の乱用を防 ぐ、あるいは避けるために、初

期の信託 というのは必ず数人の受託者に頼んでその者に信託財産の名義を移 して

いたわけです。

そういうときに、たとえばその名義を移された者の一人が死んだ。そうすると、

その死んだ者に相続人がいるとその相続人に移って しまうとい うのでは意味がな

いのであります。

そこで、5人 おれば5人 が死ぬまではほかの3人 や4人 が死んで もなお最初の

一つのグループの所有に帰属する。それによって領主の権利を うまく避けようと

いうことに したわけです。没収のような場合に、仮に1人 が反逆罪で処罰されて

も、信託財産の方は一向影響がない。あと残 りの者でやってい くという形で他の

者にサーバイプする。特に数人の受託者の1人 が死んだような場合、サーバイバ
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一シップ、生き残った者の権利になる。5人 の うち1人 が死ねば残 り4人 の生き

残った者で引き続いて名義を保有 していくという関係です。

実はそういうゲルマ ン法の考え方がイギリスへ移っておりますので、そこで日

本の相続法でも合有 だという議論がありますけれども、今 日の考え方は共有だと

いうことになっておりま して、合有制度はどちらかと言えば潜在的な理論 となっ

ております。表面はやはり共有になっておりますので、 日本では余 りな じみのな

い法律関係であります。

信託における合有の発生 した理由はいま申 しま したが、数人を必ず名義 にして

お くというところにどういう利益があるかと言 うと、 いま言 ったような利益だけ

しかなかったので、だれでもいい、とにか く数人を置 いておけばいいということ

でスター トしたわけです。

3.合 有排除の特約

そこでそういう合有を排除す るような形の信託を当事者が特約 した場合に、一

体それは有効かどうかということです。たとえば2人 の名前に しておいた。 しか

し、これはその受託者が2人 の共有の形で信託財産の名義をもって管理 ・処分を

してほ しい。そんなことはめったにないのでありますけれども、 しかしそういう

ことを考えて設定された場合 に有効かどうかということです。

これはこの次の4の 事務処理の方法とも関連するんですけれども、大体 日本の

信託法で数人の受託者を必要とするということがぜひ必要かどうか。近代的な日

本の信託法で合有というようなことをぜひ置いておかねばならないのかどうかと

いうところが、1つ の問題点だろうと思います。 日本の信託法15条 「信託財産ハ

受託者ノ相続財産三層セス」ということで、たとえば3人 の名義で受託していた。

その うち1人 が死んだときにその者が仮に持ち分を持っておりまして も、信託財

産であ りますからその者の権利は相続財産に属 さないということから、死んでも

それはその人の部分の権利はそこで断ち切れる。そうすると残 り2人 がちょうど

イギリスの合有におけるようなサーバイバーシップと同 じような形で残っていく
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んじゃないかということが言えるわけで、実は近代的な意味においては合有 とい

うことは果たして意味があるかどうかということです。特に日本のように15条 を置

いていることに実益があるか どうか議論の対象になると思います。

しかし、信託財産に数人の受託者を置いた場合には必ず しも共有 じゃな しに合

有で処理すべきだということの意味は、現代においてはだんだん効力は薄 くなっ

ているん じゃないか。だか ら共有で も別に差 し支えないという議論ができると思

うのであります。

ただ、共有となると持ち分がありますので、信託財産が数人の持ち分、平等の

割合で所有 しているという場合にどういう不都合が出てくるか と言いますと、一

番困るのは死んだときのことですけれども、これは先ほど言いましたように15条 で

断ち切 られてお りますから余 り意味がない。

中にあまのじゃ くみたいな人がいて、合有というのはおかしい。 日本の信託法

がそうあっても、受託者は共有 としてこれを保有していきなさいという信託設定

をやったときにどうなるかということであ ります。どうも近代の信託法では意味

がなくなっておりますので、数人がいても共有の形で持っていても別に差 し支え

ないと思われます。だか ら特約 を有効 と解釈 していいと思いますけれども、ちょ

っとそこまではっきり言った学説もありませんし、そこらは自信があ りませんけ

れ ども、信託関係において数人の受託者が合有関係でくるということはまことに

長い歴史を持ってお りまして、実はいま日本の信託法の場合にそういう合有 とい

う文字を使ってお りますの も、その長いイギリスの歴史的な発生理由から来てい

るので、これを急に排除する特約 を有効 とするということは、余 りにも奇抜過 ぎ

るん じゃないかという反論が出てくると思います。

4.共 同受託者の信託事務処理の方法一 信託行為における 「別段の定」

ところが、それ じゃ合有 というものは持ち分 もな し、そ していわゆるサーバイ

バーシップによって1人 が死ねば他の共同受託者のところに権利が集約 されて し

まって、残 りの2人 で財産 を所有 してい くという関係になるとい うことになりま
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すと、今度は共同受託者の場合の事務処理の方法 と関連 して非常に考えさせ られ

ることになって くるわけです。信託法24条 では、信託事務処理は信託行為に別段の

定めがない限 り共同してこれをや らなければならないという規定になっておりま

す。ただし、信託行為に別段の定めがあるときにはこの限りにあらずということ

で、管理 ・処分の信託処理が必ずしも2人 あるいは3人 の合同行為でや らなけれ

ばならないということにならな くてもいいわけです。

これは日本においても共同受託者一 数社寄って受託行為をする場合に、本来言

えば共同 してや らなければいけないわけですけれども、それにはいろいろな事情

があるので、主たる担当者を決めて担当者たる銀行が一生懸命に主たる行為をや

るというようなことを約款で認めて、たとえばA・B・Cと いう3社 が共同受託

をするけれども、Aが 主たる事務担当者として、Aの 行為によってすべて処理さ

れる。別段の定めということがあると、そういうことになっていくわけです。

日本においては共同受託者 一 数社が寄って委託す るという例はかなり広 くな

っているようですけれども、その場合に信託会社同士ですか らみんな能力のある

人ばか りです。 ところが、これからお話 し申 し上げることはもっぱらアメ リカの

実例です。

アメ リカでは数人の受託者を選ぶというときに、ファンクション別に受託者を

選択するという例が非常に多いわけです。たとえば非常に投資の上手な受託者、

それから取り立てが うまいような人、分配することが非常に当を得ている。つま

り初めから受託者の能カ ー 信託の管理行為を細分 してそれぞれ特色のある人間

を集めるという共同受託者の形 になっております。当初歴史的な意味`ζおいては、

いま申 しま したようなイギ リスにおける歴史的な理由から共同受託者が始まった。

そこで共同受託者の形 においてはそういう共有とは違った法律関係がぜひ必要

だとした理由はそ こにあったわけですが、今度は逆に受託者として非常に能力の

違った人を数人を集めて、それによって管理の万全を期するという傾向に変わり

つつあるということであります。向こうの本を読んでおりますと、たとえば投資

受託者、収益取立受託者、債務支払受託者のような能力別に3人 集めて共同受託
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をす る と い う例 が 非 常 に 多 い よ うで あ りま す 。

そ れか ら、 又 、custodiantrusteeとmanagingtrusteeの 区 別 も相 当行 わ れ て

い る よ うで あ ります 。custodiantrusteeと い うの は、 本 を 読 ん で い て もち ょっと

理解 しに くい点 が 出 て き ま す 。 そ れ は ㎝stodianは 信 託 財 産 の 占有 と所 有 を与 え

られ て い る にす ぎ な い。 実 際 の マ ネ ー ジメ ン トは 他 の共 同受 託者 が や る と い う形

の 共 同 受 託 者 で あ りま す 。

これ は本 を そ の ま ま 直 訳 しま した の で 、 占有 と所 有 が あ る ㎝stodian、Aと い

う受 託 者 が い て 他 の 者 は管 理 だ け を持 つ と い うこ とに な る と、 共 同 受 託 者 と して

信 託 財 産 が共 同 所有 に な る とい う関 係 で な い よ うに な って 、 ち ょ っ と理 解 が しに

くい の で あ りま す 。2人 の 場 合 に は や は り所 有 と 占有 は2人 に あ る けれ ど も、 そ

の うち の1人 は 特 にマ ネ ー ジ メ ン トに専 念 す る 。 ま た マ ネ ー ジ メ ン トが 非 常 に 上

手 な 人 で 、 こ うい う人 を共 同受 託 者 にす る。 一 方 は 非常 に 信 頼 す る に 足 る よ うな

か た ぶ つ と言 う と 語 弊 が あ り ま す け れ ど も、 石 橋 を た た い て 渡 る よ うな 人 が

㎝stodianに な る。 そ れ だ け で は信 託 財 産 は 枯 渇 して しま い ます ので 、 な か な か

有能 な 人 をmanagingtrusteeと して この2人 で や る。

これ も いつ かpublictrusteeの と ころ で お 話 し した と思 い ます が 、 余 りか た ぶ

つ が2人 寄 って うま く いか な い。 イ ギ リスのpublictrusteeと い うの は 役 所 の 仕

事 で す か ら、 俗 に言 うお 役 所 仕 事 とい う人 を 軽 べ つ した よ うな言 葉 が あ って 、 役

所 の す る こ と はか た い けれ ど も一 向 お も しろ み も融通 性 もな い と言 わ れ るん で す

が 、publictrusteeの や り方 は、 初 め は 堅 実 な ス タ チ ュ ー ト リー ・ トラ ス ト(成

文 法 信 託)と い うよ うな もの を や る こ とだ けの 役 人 と して ス タ ー トしたわ けです。

と こ ろがPublicTrusteeActが で き てpublictrusteeを や って み る と、 ど う も役

所 はか た過 ぎ て信 託 財 産 の管 理 が う ま くで き な い 。 そ こ で プ ライベ ー トなtmstee

とpublictrusteeと2人 の共 同 の 受 託 者 を選 ぶ とい う傾 向 が イ ギ リス に お いて盛

ん に行 わ れ つ つ あ る と い う こ とで あ り ます 。

そ う します と、publictrusteeとprivatetrusteeと が 共 同 受 託 者 に な る とい う

現 象 で す 。 そ こ らは 法 律 関 係 を ど う理 解 す る か、 ち ょ っ と問 題 が あ ると思 いま す
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けれども、それは一つの例 として申 し上げるわけで、余りかたぶつばかり寄って

は信託はうまくいかない。だか らそれぞれ特色のある人間を数人集めるというと

ころに、現在の共同受託者の意味が別な意味から生まれつつあります。

そういう意味でtrusteeを 二つに分けて管理の上手な人と保管の上手な人、そ

ういう受託者で機能的な分離ができてきつつあるという傾向がアメ リカにおいて

盛んに行われつつあるということを申し上げておくわけであります。

イギ リスのpublictrusteeとprivatetrusteeと いうのは、そ ういう意味では共

同受託者における最近の傾向、一つのあらわれとして注目すべきことであります

が、次第にそういうふうに共同受託者の機能が変わりつつあるということです。

そ うしますと、必ず合有 というようなものを維持 しなければならないかどうかと

いうことも、また疑問が起 こって くるわけです。

そ ういう意味で、 日本の24条 の規定は人間の尾てい骨みたいなものじゃないか

と私は思っているわけです。人間は昔は尾をつけていたけれども、いまは尾は要

らない。それと同 じようなもので、共同受託者の場合の合有というようなことは

実際意味があるのかどうかということです。

共有であれば、 日本の共有の規定によると、処分は全員の一致がなければなり

ませんけれども、管理については過半数でいけますか ら、そ ういう共同受託者を

つくって、たとえば10太 いてそのうち5人 か6人 非常に管理の上手な人がおれは

その人の意見でやっていく、 ということも非常にお もしろいやり方 じゃないかと

思います。

ここで信託行為 における別段の定めというのがありますので、管理行為につい

ては第1項 の合有 についてだけ見ますと、非常にかたいような法律関係を想像す

る。一一体 となって離れ られないとなっておりながら信託行為の定めによってそう

いうものができるということになると、そろそろば らば らに離れつつある。そう

いう意味で、共同受託者の法律関係までもさかのぼって もう一遍考えなければい

けないん じゃないかという時代にきつつあると思います。

実務的に数社寄 って共同受託される例はかなりあるわけですが、その場合にこ
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ういう機能的なことじゃなしに、あれは数社寄 る場合にはいわばなわ張りから来

るのが多い。どの信託会社がどうということは言えませんけれども、 こういう非

常 に有能な信託会社がある。こっちの信託会社はこういうことにっいて有能だと

言ったときに2社 が寄 ってやる、そういう形の共同受託ならば大変お もしろいん

ですけれども、どうも日本のいままでの例はなわ張りでやってお られるようです。

アメリカあたりは個人の受託者が非常に多いものですか ら、 こういう形の ものが

はやっているんじゃないかと思います。

それからpermanenttrusteeとtemporarytrusteeと いう形の区別をつ くりな

が ら2人 の共同受託者をつ くっている例があります。これは補充的機能として一

応不在 もしくは不能一 病気などになりましたときには、その人が困るというこ

とでは受託者を更迭するわけにもいかない。そ ういう必要がないというときに、

臨時的なtrusteeと 初めから区別する。だからAとBの 共同受託をやるけれども、

Aが 一応permanenttrust㏄ としてもっぱら管理 ・処分をやる。そのAが 病気にな

ったり、あるいは海外に旅行 したような場合にはtemporarytmsteeが 出てやる。

日本の信託法では、やむを得ない事由のあるときには云々ということで受託者

をかえてみたり、あるいは辞任 したりすることをしておりますけれども、共同受

託者という制度をうま く利用すれば、そういう意味では心配が要 らないのではな

いかということが言えるわけです。

これがアメ リカにおける一つの傾向でありますので、 日本の信託会社は 「私の

ところはこういう業務に関 しては特に業界です ぐれている」というようなことを

言 って共同受託者をやったら、それこそ大問題ですからそんなことにはならない

と思 いますけれども、 しか し、おいおい日本においても個人信託の場合にそうい

う事態が起 こって くるん じゃないかと思います。そのように共同受託者の意味が

だんだん違ってきているということを、この24条 に際 して申 し上げておきたいわ

けです。きょうのところは余 りそ うお もしろいことがありませんので、さっさと

いきます。
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信託法第25条(共 同受託者の連帯責任)

L民 法上の連帯との観念の異同(負 担部分の有無)

2信 託事務処理につき負担した債務の意味一 適法行為、不法行為、債務不

履行

3連 帯責任排除の特約の効力

1.民 法上の連帯との観念の異同(負 担部分の有無)

その次に25条 に入りま して、共同受託者の場合にはその義務の履行が連帯責任

だという規定であります。連帯債務というものが民法で言われておりますが、民

法の連帯債務というのは一個の給付を数人が負 うている。そしてたとえば債務者

がA、B、Cと あった場合、債権者はAに 対 して もBに 対 して もCに 対 して もそ

れぞれ給付の履行を迫ることができる。そ してAが 履行すればB、Cは その給付

を履行する必要がない。連帯責任 というのはそ ういうものです。

そういう連帯責任で、 しかもそこには負担部分というものを日本の民法の連帯

債務では認めている。これはご承知のことだと思います。特に約束がなければ負

担部分は平等の割合だ。そこでたとえばA、B、Cが 一個の債務を履行 した場合

に、Aが 履行すればB、Cが 負担部分が平等な らば3分 の1ず っを一 実際に履

行 したのは少 し履行のし過ぎだ。だから、あとの2人 のB、Cの3分 の1ず つの

負担部分についてAがB、Cに 対 して求償す る。 コンペンセーショナル(compen-

sational)と いう制度になっているわけです。これが民法の連帯責任の理論です。

ところが、負担部分という理論が一体あるのかどうかということが今度 は共同

受託者の合有という理論 と関連を持つわけですけれども、合有の場合にもちろん

そこには持ち分というものはありません し、1人 が全体についての権利を持って

いるということでありますので、そこで共同受託者が信託の義務を履行する場合

に、各共同受託者全部が連帯をするということは、信託の約款によって認められ

ているところのたとえば信託財産の給付をやるような場合、共同受託者全員が全

部の義務を負 うわけです。 しか し、その共同受託者の間に持ち分はないというの
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が、信託の場合の連帯責任の特殊性だというふうに言われているわけです。

そこで、そういう特殊なものか、あるいは民法の負担部分のあるようなことを

言 うのかということです。そこが非常 にむずか しいところであります。

これは学説が二つありまして、民法の理論でいくのだという説があるし、そう

ではない、そういう負担部分 というのはな くて共同受託者全員が全部の義務を負

うのだ。ただし1人 がだれか履行すれば他の者はもはや履行の義務を免れる。 し

か し、負担部分というのはないのだか ら、そうするとだれか1人 給付 したものは

損をするかどうかということです。

負担部分があれば求償ということが起 こりますけれども、1人 でやったらあと

何 も自分らが求償できないということになると損をするじゃないかという疑問が

起 こるわけですが、これは受託者が受益者に対 して信託行為によって負担する義

務は信託財産の限度においてやれという規定があって、信託財産が唯一の義務の

原資になるわけですから、だれがやろうと信託財産からやるだけのことで、自分

の固有財産か ら履行す るわけではありませんので、別に負担部分というようなも

のを決めなくても、だれも必要以上に多 くの ものを支出 して損をするということ

は起 こらない。 したがって求償す るという事態 も起こらないのだ。

そこの関連からやはり負担部分な しに全部義務だ。その意味ではたとえば約束

手形の振出人、裏書人、これは手形法ではっきり 「合同 シテ」という言葉を使っ

ております。あれと同 じことで、連帯責任 という条文自体の表現が少 し誤解を招

くので、むしろ手形法は信託法より後にできま したけれども、合同 して義務を負

うというような手形法の表現の方が信託の場合に似つかわ しいのではないか。だ

れか1人 が信託財産をもってその義務の履行 に当たればそれでいいのだ。だれも

が皆信託財産の名義人ですか ら、だれでも履行すればそれでいいという考え方に

なるの じゃないかと思います。

共同受託者の義務履行の連帯責任 というのはそういう意味で、全部義務だ、合

同責任だと考えている。そ うすれば共有と合有 との区別、最初にお話 ししました

24条 の一番初めの合有の意味 もそこに生きて くるわけです。
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そ ういうことで全部義務の理論でいけば、信託法の連帯 という表現が民法の連

帯とは違 うということがわかって くると思います。 しかし、民法の連帯と違 うと

言って も条文自身が連帯 という言葉を使っておりまして、 これをいまさら改正す

るわけにいきませんので、連帯責任という意味は信託財産の限度で責任を負 うの

だからそれをみんな寄ってやれ。だか ら全員がその信託義務の履行の全部の責任

を負 うのだという意味です。

2・ 信託事務の処理につき負担 した債務の意味一 適法行為、不法行為、債務不履行

そ こでその次に問題になるのは、 「信託事務ノ処理二付負担スル債務丁という

意味です。信託事務処理についていろいろやり方がありまして、適法な行為によ

って生 じた債務の負担 もあると思います。たとえば信託財産を担保に供する。そ

の結果、そこに債務の負担を負った。そういう担保に供 してはいけないというこ

とが信託約款でできている。信託財産の管理だけでそこか ら収益が上がればいい

けれども、それを担保に入れてまで金を借りるようなことをしてはならないとい

うことが約款でうたわれているにもかかわらず、それを受託者の方がいわば不適

法な行為によって債務を負担 した場合にどのようになるか。一 む しろ債務不履

行、信託違反になるかもしれません。つまり信託の本旨に反 した行為は含 まない

で信託行為の本旨に従った行為だけが連帯責任 ということになるのか という問題

があります。

そこは信託法自体何 も言 っておりません。一応適法行為が本来だと思いますけ

れども、信託事務の処理の結果、非常に不法行為の性格を持 ったときに、共同受

託者が連帯責任を負 うのかどうかということが問題であります。

共同不法行為については、民法で不法行為者が連帯責任を負 うという規定が条

文に出ておりますので、結果的には同 じことになると思いますけれども、ただ信

託事務処理について負担 した債務という概念 としてそうとらえるのか、あるいは

不法行為の理論のその規定をここにもって くるのか、それは大分違うと思います

けれども、広 く解 して25条 の解釈 として不法行為もこれによって連帯責任だとい

うことにしますと、たとえば先ほど言いま したように信託事務処理が機能的に分
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離されているような共同受託者の場合、これはcustodianとmanagingtmsteeと

2人 いてcustodianの 方は保管ばかりやっている。managi㎎tmsteeの 方が何か

管理の失当をやった。マネージす るときに何か責任を負 うべきような行為があっ

た。マネージするときに他人に対 して損害を与えた。そういう場合に共同受託者

が連帯責任 という議論に一25条 によって処理するというのはそういう結果にな

りますから、そうなるともう1人 のcustodianのtrusteeの 方は、自分は何も不法

な行為を してお らないのに責任を負わされるのかという疑問が出て くるわけです。

これは先ほども言いま したように、その意味から言 うと本来言えば信託事務履

行の原資となるものが信託財産だけでありますから、信託財産 というのは受託者

が持っているような ものだけれども、実は受益者の本来の利益のために存在する

ものですか ら、受託者が自分に何 ら過失のない行為によって連帯責任を負わされ

ても、信託財産か ら責任を負うということになると、余 り大 して問題はないのじ

ゃないかということです。

ただ、ここで債務不履行 とか信託の本来の行為ならいいんですけれども、 日本

の信託法ではそこを明確にしておりません。 これもいつかお話 ししたか もわかり

ませんが、外部第三者に対 しては全 く受託者が責任を負えということになってお

ります。ですから、その場合には受託者はいわば無限責任を負わされているわけ

です。これが1つ 問題であります。無限責任を負わされておりますので、連帯性

をここで認めて受託者の1人 のなした不法行為について、他の受託者が共同受託

者という意味で連帯責任を負わされますと、過失なくして他の共同受託者の不法

行為について無限責任を負 うという事態が起こって くるわけです。ここをどう説

明するかということが問題です。 ところが、問題は外部第三者`ζ対する関係で、

たとえば第三者に対 して信託事務処理に際 して不法行為として何 らかの損害を与

えた。そうしたときに日本の信託法では、 この場合の責任が一体この行為をな し

た者だけの責任になるのか、ということは何にも規定 しておりません。それから

共同受託者の1人 のな した行為について、これは不法行為の損害賠償を信託財産

の限度においてやればいいというのか、あるいはその不法な行為をなした受託者
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の固有財産にまで責任を負わなければならないのか。つまり無限責任かどうかと

いうことを実は日本の信託法では何 も規定 しておりませんので、どうもその点明

確にな らないわけです。

もし共同受託者の責任 において不法行為の責任 もなお連帯責任だということに

なりますと、信託事務処理について不法行為が行われた。外部第三者が責任を追

及するときに、実際やったのはこのAと いう受託者だ。Bは 何 も知 らなかった。

これは特約がなければ共同受託者は合同 して信託事務の処理をせよということに

なっておりますから、これがひとりやったことはそれ自体1つ の違法性の問題が

含まれますから、合同 しなか ったことの責任、 これに任せ切 りに したという意味

で、不法行為責任をこれが負 うということはいいわけです。

ところが、先ほど言いましたように約款でcustodianと かmanagingと いうふう

に分けてあるような場合、managingtrusteeが やった行為についてcustodianま

で責任を負わされる。 しかも、それが固有財産まで及ぶ無限責任だということに

なると、これははなはだおか しなことになるわけです。

民法の不法行為によります と、共同不法行為者ですからこちらにも不法行為の

責任があるときには連帯だ。どっちがやったかわか らないときには一応共同 して

不法行為 したものとみなされますから、それはそれでいいわけです。 ところが、

信託事務履行が第三者 に対する不法行為によってなされたような場合です。そこ

に連帯責任 という言葉が少 しひっかかって くるわけです。特に事務の履行を2つ

に分けているような場合です。その点がちょっと問題になると思います。

その意味から言 うと、こういう不法行為なんか全然この条文には関係ないのだ。

適法な行為だけに限るのだ。そういう理解の方が合理的になると思います。

日本の信託法では、外部第三者に対する関係については何 も規定 しておりませ

んけれども、イギ リス、アメ リカの信託法では外部第三者に対する責任は全 く受

託者の無限責任だという議論が支配的でありますので、共同受託者の1人 が外部

に対す る何 らかの不法行為をやった場合には、その者が責任を負うのはもちろん

でありますが、共同受託者で特に信託約款でcustodianとmanagingtrusteeと 区
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別 しているような場合に、それでも連帯責任を負わされるというのでは、 これは

ち ょっと不公平であります。

そ ういう意味で信託事務処理につき負担 した債務というのは、適法行為に限 っ

て、 したが ってそれは信託財産の限度において行われた場合のことというふうに

考えるべきじゃなかろうか。そういう解釈になろうかと思うのであります。

日本の信託法の欠陥というか理論的不分明というのか、ちょっとわかりかねま

す けれども、そこにひっかかりがきますので、やはりこれは適法行為だけどとい

うふ うに解釈 したらいいん じゃないか と思います。

3.連 帯責任排除の特約の効力

それか らその次が問題で、連帯責任排除の特約は有効か。共同受託者が信託事

務処理について生 じた債務については連帯 して義務を履行 しな くちゃならんとい

う規定は、信託行為によって排除できるかという問題です。

これはいま申しましたように、共同受託者の行動の機能 というものは次第に分

離 していく傾向にある。共同受託者だからすべて合有でありすべて共同 して行為

しなければならないという議論でず うっと押 し通していきますと、排除の特約と

いうのはちょっとおか しいのでありますけれども、しか し先 ほどか ら言っており

ますように、この条文自体 も日本の信託法は信託事務処理の方法について別段の

定めができるという規定になっているところか ら見ると、連帯責任ということに

ついて も、連帯責任排除の特約を有効 としなければ近代の信託の事務処理の機能

と大分離れてきますので、連帯責任排除の特約は信託事務処理の別段の規定と照

らし合わせますと、やはり有効 としなくちゃならないということになります。

日本では共同受託者ということが余 り行われておりません し、信託会社同士で

おやりになるときにも連帯責任になる。そこでmanagingとcustodianと 分ける、

あるいはpermanentとtemporaryに 分けるというような場合、たとえばtemporary

trusteeが やった行為がpermanenttrusteeた またま不在の ときにやられたのも皆

責任を負えというのでは困るわけです。ですから、どうも数社が寄 って仕事をな

さるときには、連帯責任排除の特約を しておかれないと困るん じゃないか。実際
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おやりになって特約が入れてあるのかもしれませんけれども……。

それから数社がおやりになるときには別段の定めというものを非常に重要視 さ

れて、数人共同 してや らなければならないというよ うなことでは困 るから一 と

言 って数社でや らないといけないという事務がかなりあると思います。先 ほどな

わ張りの話が出ましたけれども、なわ張り以外のことでも、たとえば非常に重要

でたくさんな、とても自分ところの会社ひ とりでは資金の差 し繰 りがつかない

一 そんなのがあるかないか、私やっていないか らわかりませんけれども、そう

いうようなときには数社でやらないとぐあい悪いということで しょうね。そうい

うときにその責任の分担をはっきりしてお く方がいい。それか ら事務処理の機能

の分離ということも考える。そ ういうところがこの共同受託者をめ ぐっての問題

点になるわけです。

日本の信託法はちょっと矛盾 したところがあるのは、この次の26条 の共同受託

者に限 らず受託者は自分ですべてやれ、委任を したりして他人を してやらしては

いけない、 という規定のことであります。しか し、 これも約款でそ ういう他人を

してやらしむることができるような規定になっておりますので、共同の場合、そ

れから単独の場合のみずか ら信託事務をやれという規定等を考えますと、 どうも

共同であろうと1人 であろうとすべて自分たちが一 共同の場合には一緒にやれ、

単独のときには自分みずか らやれということで、受託者の責任を非常に強化 して

いる。そういうことでは、信託の将来の発展上余 りおもしろ くないの じゃないか

と思 います。

もちろんこの次の条文のところでも問題になりますけれども、受託者は忠実に

仕事をやらないけませんので、他人にそういうものをまかせきりではいけないと

いうのもさることながら、また受託者の能力を信頼 して頼んでいるのにその人で

ない人に任せ切 りになる。 しか し、信託 と事業 と同 じようにいかないか もしれま

せんが、日本の下請制度一 機構が大きくなるに従 って分担ない しは委任 という

ことが行われるわけです。ですか ら、信託業務 というものが拡大 していくために

は、ある程度の共同受託者における責任の分担、それか ら単独受託者の場合には
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事務委任というようなことが、相当従来の信託の発達 してきた歴史的な理由か ら

離れた近代的な考え方で処理 しなければ、本当の信託業務の発展は大きくならな

いの じゃないか。私は最近特 にそういう気が しております。

そ ういう意味で共同受託者、それか らこの次に申 し上げます信託事務委任 とい

う問題について、私はこういう条文の存在がかなり懐疑的になってきております。

きょうはその辺で終わりまして、この次は事務の委任という問題であります。

これはまた非常にむずか しい問題を含んでおります。
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信託 法 第26条(信 託 事務 の 委任)

1.受 託者の代人使用禁止基礎理論

2.代 人使用が是認せられる場合

3.補 助者の使用 と代人の使用

4代 人使用と共同受託者の使用

5.代 人使用と再信託 との関係

6.代 人使用の場合受託者の監督義務

7.代 人の責任

1.受 託者の代人使用禁止基礎理論

きょうは26条 の信託事務の委任がどの程度可能かという問題です。受託者はみ

ずから信託事務をやれ、やむことを得ない事由がない限りは他人に事務を委任 し

てはならないという規定であります。

これは言 うまでもな くそ ういう禁止の規定があるという趣旨は、受託者は信頼

関係に基づいてやるのだか ら、受託者の任務をみだりに他人にかわってやらしむ

るというようなことに対する制限です。 と言 って、ご承知のように自分で何 もか

もやるということはできないことは言 うまで もないわけであります。

そこで前回もちょっと触れましたけれども、それぞれの機能を持 った特殊な人

間を数人共同受託者にするという手によって、他人にやらす ということを避ける

方法 もあります。前回お話 ししましたように、管理の仕事、custodianの 方 はた

とえば信託銀行のように非常に優秀な人、それを運用 していくマネージメントの

方はまた別な人を共同受託者にするということで、共同受託者が2人 寄って完全

に信託された趣旨を実現することができるわけです。

2.代 人使用が是認せられる場合

そういう能力のある人を数人共同受託者にす る場合 じゃな しに、1人 が信託事

務をやらなければならない場合に、一体どの範囲において代人、かわりの者を使

用できるかということです。
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まず一般論としてdiscretion(ジ スクリーション)、 つまり裁量的な判断を必要

とす るような事務、それか らいわゆる機械的な事務、miniSterialaCtの 二つに分

けて、裁量的にどうしても判断を必要 とする事務については、他人を してや らし

むることが原則としていけないのだという考え方があるわけです。ministerial

actの 機械的な仕事は自由にやらしていいというルールが、アメ リカの理論とし

て一応確立されておるようであります。

それではministerial機 械的とdiscretionary裁 量的とをどこで分けるか という

ことが非常にむずか しい問題にな るわけです。たとえば不動産の売却についてど

れが裁量的な ものか、それが機械的なものか と言いますと、まず値段をどうす る

かということが一番大事な ことでありますので、 これが他人を して決定せ しむる

わけにいかない。ブローカーに頼んで適当な しかるべき値段でやって くださいと

いうのでは、代人を雇 うことの規定に反す るというふうに考え られているようで

あります。

不動産の売買のときに競売が しば しば行われるわけです。これは裁判所に行か

れたらす ぐわかりますが、競売の場合に競落人を決める。いわゆるセ リ売 りの仕

事をやっているauctioneer(オ ークショニア)、 競売人が競売室でやるわけです

が、そういうときに、なお次に買受けの申し込みがあるにもかかわらず競売人が

何かブローカーとなれ合って、急にこれでしまいますというようなことをやるの

は、 日本の執行官にはないですけれども、 どうも向こうではそういうことがある

ようなので、そこで競売手続については、受託者は競売の申込が行われる最終ま

でそれに立ち会っているべきである。すべて任せ切りではいけないということが

言われております。

次は手形あるいはコマーシャルペーパーを裏書するような行為はどうだろうか

ということです。裏書は受託者 自身がやらなければならない。そ うでなければ、

他人 に任 して代理人をめったや た らに使って手形の裏書の署名をす るというよ

うなことはいけないという考え方です。これは重大なことだと考え られておりま

す。
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それか らこれが一番むずか しい問題ですが・投資というものはどの程度まで他

人にやらしたらいいかということであります。これは日本で もそ うでありますけ

れ ども・証券会社は有能な判断を持っているわけですから・証券会社を使ってそ

れに任すということです・ これはやむを得ないだろう。きわめて専門的な知識を

必要とするわけですか ら・そこでス トックブローカー(株 式仲買人)を 使用 して

それに任すということは一応差 し支えないの じゃないか・信託銀行あたりは独自

の判断ができますから、そんなに任せ切 りでいいかどうかということはなお問題

として残 るのでありますが、素人の受託者だと投資のときにブローカー、証券会

社の判断に任さざるを得ないの じゃないかということです。

ただ、証券会社が最近はいわば正常化一 非常に正常化 してきま したので、日

本の現状か ら言えばやはりブローカーを使 うことが是認されるの じゃないかと考

え られております。

それか ら無記名証券にクーポ ンがついております。そのクーポンを切 ってそれ

を取り立てて銀行勘定に入れるというような行為を全 く任せ切 りで、たとえば銀

行 に任せ切る、証券会社に任せ切 るというようなことがどうか ということなので

すが、こんなものは機械的なことですか らやれた らいいように思 うのですけれど

も、アメリカではクーポンというのは無記名証券ですか らこれの処理については

自分でやりなさい、他人に任せ切 りではそのクーポンが無記名証券 としてとう散

逸するかもわからないか ら、これは自分でやりなさいといような考え方になって

いるようです。

これはきわめて機械的な仕事で、何月何 日のクーポ ンということは表を見れば

わかるわけですか ら、それを一々受託者が自分で切 り取って証券会社に持 ってい

ってクーポンの取 り立てをやらないけないかこういうことになると、大分問題だ

ろうと思 うのですが、不思議に向こうの方ではそういうふうに言われております。

クーポンの切 り取りを勝手に他人に任せきりではいけない。そういうものをかわ

って他人にやらしむることはできないのだという考えになっているようです。

それから法律問題が起 こったときにどうするかという問題であります。これ も
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きわめて専門的な技術ですか ら、弁護士に任せ切りにしてもそれはやむを得ない

のじゃないか。これは当然だと思います。

ただ、これは信託の場合 じゃないですが、日本の判例の傾向を申 します と、勝

つと思 って訴訟を起こした。あるいは強制執行をやって債務者の財産だろうと思

って差 し押えた。ところが、あにはからんやそれは他人の ものだった。それがた

めにその他人が損害をこうむった。そ してだんだん、訴訟をしていって結局負 け

たという場合に、だれが責任を負 うのかということです。

日本の判例は不思議に弁護士 に加担するのか知りませんが、本人が責任を負え

と言 う。つまり本人が不法行為を した責任を負 う。弁護士の方はその相手方に対

して責任を免れる。内部関係で、委任 した弁護士がやり方を間違って結局自分が

責任を負 ったときには、今度は弁護士に対 してやり方が不当だということで、損

害賠償の請求ができるかできないか別の問題でありますが、少な くとも相手方 に

対 しては本人が責任を負えという考え方にしているわけです。

そこのところは信託の場合に一切代人を委任 してはならないという理論とどう

するのか。アメ リカでは要するに法律の ことは弁護士に任 して もいいのだという

考え方を持 っているようです。

そ うなると、これか ら後で代人を使用 した場合の本人の責任の問題、あるいは

代人自身の問題として、これはまた問題になるわけですけれども、とにか く法律

専門のことは弁護士に頼んで、むしろそれにや らすということはやむを得ないだ

ろうというわけです。それか ら不動産の鑑定 も専門的な知識を要するか ら、代人

を使ってそれに評価を一任するということはやむを得ない。こういうふうに専門

的な知識の場合には、他人をかわってや らして もやむを得ない。大体そういう考

え方でやっているようです。

3.補 助者の使用と代人の使用

それで最近恐 らくどこでも問題になると思いますが、下請を使うことはどの程

度許され るかということです。何か仕事を頼まれた。自分がやろうと思えばやれ

るのに、自分がやらずに下請に出した。大きな建設会社など自分でやれる。下請
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を使うことは、ちょっと考えるといけないの じゃないか。下請 というと任せ切り

になるわけですから、私はどうもおか しいと思 うのですが、アメ リカの本により

ますと、下請を雇 うことは差 し支えないという議論を しているわけです。

たとえば不動産の管理をするときに、きわめて有能な下請がいて自分ではでき

ないから下請 にや らすというのなら別ですけれども、現在のわが国において下請

の利用状態を見ていますと、口銭を取 って自分らは じっとしていて利益を得る。

そういうために下請にどんどん出 しているわけです。そういうことが一体可能な

のかどうか、ちょっと疑問を持つんです。アメ リカでは下請が日本以上に もっと

発達 しているためかもしれませんけれども、下請を使 うことは構わない。それで

一向差 し支えないという議論のようです。これはちょっとうなずけないところも

あるわけですけれども……。

それか ら株式の信託を受けたものがその議決権の行使を他人をして当たらしむ

ることはどうかということであります。これはproxy(プ ロクシー)の 問題として、

一応差 し支えないという議論になっているようです。 これは議決権の行使につい

て、きわめて判断を要するということはまずないわけです。総会の議決事項 とい

うものはあらかじめ総会の通知に入っているわけですから、受託者が判断を して

代理人を使って、 これについてはこういうふ うに賛成するとか、あるいは否認す

るとか、自分が指示を してこの範囲においてやりなさいと言 って も、それで事足

りるという考え方なので しょうか。それでいいという結論になっているようです。

ただ、ご承知のように委任 した場合に、委任に反 して議決権を行使 しても議決

権自体の行使は違法にはな らないということになっておりますか ら、その約束ど

おりやらなかったために大変な迷惑をこうむる。受益者にとって非常に不利にな

ることはた くさんあるわけですか ら、そういうことはどうかと思いますけれども、

とにか く今日の商法の規定か ら言いますと、一応代理人を して議決権を行使でき

ると商法自体が規定 しておりますか ら、そこで信託の場合にも株式の信託を受け

た者が議決権を行使 して、自分で一々たとえば会社の社員をや らす必要はないの

だ。自由に代理人を使っていい。そういう考え方になっております。
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そこで代人を使う場合に、受託者は善良なる管理者の注意を もって選定につい

て十分なる注意を払わねばな らないという理論になっているようであります。 し

かし、それは善管義務の具体的な内容になりますので、一概には言えませんけれ

ども、たとえば委任する当時には非常に有能だった。 ところが、その後に次第 に

能力が欠けているということがわかってきたときに、なおそれに任せ切 りという

ことはいけないだろうということになりますけれども、一応選任の当時において

十分なる注意を用いてやればそれでいいということになっているようであります。

そういうふうにいろいろな具体的な例で調べていきます と、極度に専門的な技術

を必要 とするものは任さざるを得ないだろう。それから信託の趣旨から言って、

受託者自身が判断す ることを必要とすると信託の約款全体から見て思われるときに

は、その判断はやはり受託者が他人を してなさしむることはいけない。また、み

ずか ら裁量的な判断をしなければな らないときは自分でやるべきだが、きわめて

専門的な能力を要するものは他人に任 してもいい。大きく分ければそういうこと

になるわけであります。

4.代 人使用と共同受託者の使用

そ こで代人使用と共同受託者の関係がありますが、共同受託者のうちのある1

人だけに任せ切りにするということは、他人を してなさ しむるという26条の規定

ではどうかという問題であります。これはここにもtrusteeの問題がわりあいに詳

しく出ているようです。これは前回お話 ししま したが、 日本法では信託事務処理

の方法について別段の規定がなければ事務処理は合同でやれということになって

おりますけれども、特約によってそれが排除できるということを、前回24条 のと

ころでお話 ししたわけです。

そこでoo-trusteeの 場合に特定の能力のある人、いわゆるマネージングが うま

い人、custodianが うまい人ということでどちらか1人 に任せ切りということが、

特約 も何 もない場合にどうなるかということであります。これは合有の場合に、

共同受託者はやはり事務処理を共同 してやるべきだという規定があるので不当と

いうことになるわけです。
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そんなことを言っても、共同受託者の場合に1人 に任せ切りにしてはいけない

ということが実際上できないことが非常に多いわけですか ら、むしろ共同受託者

の場合に、他の共同受託者にある程度の事務処理の専権を任すとい うことは差 し

支えないという傾向になりつつあるわけです。

たとえば年金の場合に特別の規定を設けてやるということです。規定があれば

問題ないですけれども、規定がない場合にどうするかということです。わが国の

年金においても、共同受託者の場合は大体において特約でそうしておられるよう

ですけれども、特約があればもちろん問題がないのであります。特約がない場合

に共同受託者のうちの1人 にすべてを任せ切りにすることは、結局共同受託者の

1人 が任務を放てきしたことになりますので、特約なしに共同受託者の1人 が全

部を任せ切りにするということは、やはり他人を してなさしむるということに触

れ るの じゃないかと思われます。

前回もお話 ししましたように、数社が共同 して受託されているという場合に、

1社 がその責任をもってやるという特約でやっておられるようですか ら、実際問

題 としては起 こらないのですけれども、純然たる理論としてはやはり共同受託者

が他人の1人 に任せ切 りでその共同受託者の行為について全然配慮 しない、それ

を監視 しないというような場合には、やはり共同受託者の責任としての理論から

も非難 されます し、それか ら他人を使用するという場合の規定にも触れる。そう

いうふうに理解されるべきだと思いますけれども、そこらはどういうふ うに整理

していくか問題だろうと思います。

この26条 で もやはり 「信託行為二別段 ノ定アル場合」という例外規定がありま

すので、信託約款ですべてこういうことはやれるということを規定 しておくのが

一番安全なのであります
。

ただ、一般に何 もないときにどうなるかということが先ほど申しましたことで、

私、一番疑問になるのは下請の問題だろうと思います。これ も結局信託約款で念を

入れておかれる方がいいと思います。日本では請負で下請に出 した場合に、 もと

の受託者がなお責任を持つという判例になっておりますから、請負のような場合
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には下請に出 したからといって問題にな らないと思 う。つまり問題にならないと

いうのは、最初の委託を受けたものが全面的な責任を負 うということになるので、

そうい う意味で救われるわけですけれども、信託事務を処理する場合に、その事

務を全面的に他人をしてやらしむるというようなことが下請のような形になって

しまいます と、やはり責任問題 としてはいけないという議論の方が私は正 しいと

思 いますけれど、 しか しそれは約款で信託行為に別段の定めということでやって

おかれた方がいいの じゃないかと思います。

そ ういうことで、 どういう場合に他人を してなさしめていいか、どの場合に他

人を してなさしめることがいけないかという抽象論を申 し上げたわけです。ここ

でいつ も言われていることですけれども、たとえば法人が信託受託者になったよ

うな場合に、その法人の従業員等になさ しむることは何も他人を してなさしむる

ことじゃない。これは言 うまで もないことで、一々信託会社の代表取締役がや ら

なければならないわけじゃないので、多数の従業員がそれをやるときは、結局そ

の受託者たる信託銀行としてやるということになるわけですか ら、これはもう言

うまで もないこともあります。

5.代 人使用と再信託 との関係

その次に再信託ということがあります。これはアメリカの現象として起 こって

いるようですけれども、そういう代人を選任することの困難さをめぐって、む し

ろ代人を選ばないで再信託 ということが行われるわけです。

そこで、日本のような信託会社だけ しか信託を引き受けてないときには余 り問

題にならないですけれども、イギ リスやアメリカのように個人受託者が多いとき

には、受託者 としてはたまたま自分の友人か ら頼まれた。 しかしその実現をする

ことが非常にむずかしくなった。かと言って一々投資についてはだれだれ、法律

問題はだれだれというふうにそれぞれ専門家ばかりしておくということも煩わ し

いというので、そこで受託者がさらに委託者になってこれがまた受託者になる。

たとえば個人が信託を受けて遺言信託である人が信頼されて受託 している。一

応そういう遺言ですから、死者の意思を尊重 して自分が受けた。 しか し、やって
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みるとなかなかめんどうだ。そこで、 こんな ことな らい っそ信託会社 に頼んだ

らどうだろうかということで、これを信託会社に委託す る。そのように受託者が

信託事務を全部包括的に他の受託者を選任 して委託する場合の関係です。 これは

受託者が委託者になってもう一度信託が行われている。そういう意味で再信託に

なる。こういう現象が日本では起こりませんけれ ども、個人受託者の非常に多い

英米 においては始終行われているようです。

それでアメ リカの文献によりますと、再信託が現実に行われているときに、こ

の法律関係をどう見るかということです。 しか もアメ リカの実際のやり方 として

は、これは慣例、慣習的になっているのだか ら、受託者が委託者としてやるとい

う場合に、これが同時に脱退 して信託関係は直接当初の委託者 と再信託 された受

託者との間に発生するのだ。中間の受託者は脱退 して しまう。そういう法律関係

が可能だというので、 これが再信託 ということとしてしばしば使われているよう

です。

約款で、たとえば委託者が遺言信託で受託者を指定 して、 「あなたがご迷惑と

思われれば適当に専門の信託会社に再信託 していただいて結構です」ということ

が書いてあるときには問題はないのですが、何 も言わずに、 これは平素信頼 して

いる人だか ら頼むと言 って頼まれた。それをや ってみたけれども、 とても手に負

えないというので信託会社に頼むことが可能かどうか。、約款にも何 もない。信託

行為に別段の定めがあるわけでもない。わが国においてはそんな例はめったにな

いけれども、向こうではこういうことが始終起こるようです。

これは日本の信託法だけで言いますと、どうもやむこと得ない事由というとこ

ろへもっていくか、あるいは何か救済方法を考えてや らないと、個人受託者は非

常に困るだろうと思います。再信託の現象が日本でまだ実際に起こらないので何

とも言えませんけれども、この受託者はとうてい自分はやれない。そうするとや

むことを得ない事由一 ～しかし、その場合には新たに信託するのでな しに、個人

の受託者が受けた信託事務を全面的に委任できるかどうかという問題です。いわ

んや自分が信託関係か ら離脱 して信託会社との間に信託関係が直接発生するとい
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うようなことは、日本の信託法26条 の解釈か らはとうていできないわけです。 し

か し、 どうもアメリカでは再信託というのは始終や られているということです。

信託会社は信託の専門家ですか ら、受託者 としてそのまま受託者となるというこ

とです。

大体、代人を禁止 している趣旨は、要するに受益者の保護ですか ら、約款でな

いにしても結局受益者の保護のために頼まれた趣旨に反 したようなこと、全く任

せ切 りではいけないということですか ら、そこでこれはまたいつもの議論であり

ますが、約款にはないけれども受益者が全員やむを得ませんということで同意 し

た らどうか。あるいはやって しまった後、追認する。

日本の26条 では、約款にある場合 とやむことを得ない事由ということになって

おりますか ら、条文上そこまであ らわれておりません。約款にないけれども、そ

の後になって受託者がとて も私の手に負えないというので受託者の同意を得て全

面的に信託会社の方に信託する。日本の場合で も、条文には何 も言っておりませ

んけれども、受益者の同意 ということで、そこまでは可能だと思います。全部の

事務を信託会社に信託す る。自分の代人として信託会社に事務をやらす。これは

任せ切 りだか ら信託会社がやってくれるということです。それは可能だろうと思

います。

いまの議論は単純な私だけの議論だけじゃなしに、他人を代人として信託事務

をなさしむることが約款に何 もな くても、受益者によって事後に追認する、ある

いは事前に同意するということについては、同意を得 ることについてだましたり、

あるいは妙なことで不公正な方法で同意を得てはいけないけれども、公正に同意

を得 るよ うな ことがあった場合にはそれは構わない、 というのがアメリカの理論

であります。

そうい う意味で日本の場合にも受益者全員が同意すれば、受託者が信託された

事務全部を信託会社にさらに自己の代人と してその人にかわってなさしむること

ができると思います。

アメ リカの受益者の同意 ということはどうも確定 した理論のようで、そこか ら
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再信託の考え方が出てくるわけでありますので、 日本で もせめて ここまでは大丈

夫、いけると思います。委託者から信託されたがやって見ると、 もうかなわない

か ら信託会社に頼む。その場合にそれならもう1つ これを脱退 して信託関係を整

理できるかどうかということになりますと、これはもちろん判例も何 もありませ

ん し、ちょっと26条では整理がつかない問題だろうと思います。再信託の理論な

り実際の現象は、アメ リカで頻繁に行われているようであります。これは個人の

受託者が多い し、一方信託会社が発達 しているということです。

わが国においても、約款に何もなければ受益者の同意によってここまでできる。

これが脱退 して信託関係が成立 していない間に成立す るというような現象はち ょ

っとむずか しい考え方かと思いますが、どうも個人が遺言信託などやられた場合

には、そういう状態が日本で も必要となって くる。そ うなって くるとどう説明す

るかという問題が起 こると思います。

そういうことで、受益者の同意ということを案外有効に利用すれば、約款に何

もなくても、全部の信託事務を他人を してなさむることも可能だ、ということに

なると思います。

それか らやむことを得ざる事由ということについては、イギリスのTrustee

Actで はわりあいに広 く解釈されているようで、たとえば長期間の不在のような場

合一 長期間 と言っても、1カ 月おらないというような状態で もうやむことを得

ない事由だという判例 もあるようです。 しか し、1カ 月でもおらなければどうい

う事態が起 こるかもわかりませんので、外国へ2ヵ 月ほど旅行 して くるという場

合にそれはやってもいい。やむをことを得ない事由というのは、非常 に広 く解せ

られておるという状態のようであ ります。

6.代 人使用の場合受託者の監督義務

いまの日本のような場合に、監督義務の問題になるわけですけれども、代人を

使った場合に監督に過失があれば責任を負わなければならないということですけ

れども、たとえば非常に高度な技術を要するような ものについて、監督責任が果

た して果たせるかどうかということです。

一384一



先ほど申しました投資のような場合、あるいは弁護士の仕事のような場合につ

いて監督を しろということは、 ほとんど不可能なことじゃないかと思います。 も

ちろん選任は、先 ほど申 しましたように善良なる管理者の注意をもって選任 しな

きゃいけない。それはいいと思うのですが、監督をするというごとは非常にむず

か しいことです。ですか ら、そういう監督責任まで負わねばならないということ

には、いささか問題があると思います。

先ほど申 しま したいろいろな例を引用 して、差 し支えない、他人を してなさし

むることも構わないということになれば、高度な技術や知識を要するものについ

ては、監督不可能だから監督責任は負わなくてもいいの じゃないかと思いますが、

そこが非常にむずか しい問題で、先ほど弁護士の不当な行為について事件の本人

が責任を負わねばならないという日本の判例のお話を しま したけれど、結局弁護

士を監督するようなことは不可能であるにもかかわらず、日本の裁判ではやはり

本人が第三者に対 して責任を負えという判例を出 しております。これは第三者に

対す る関係では弁護士に責任を負わすことが非常にむずか しいという議論がある

んで しょうが、 しか し最近医療過誤の問題が非常に盛んになってきますと、いま

までお医者さんのやったことだからしょうがないと思ってあきらめていたのを、

最近は医者の過失だということで訴訟が しきりに起こっております。

ただ、専門家に任せ切 った場合に本人が責任を負うだけで専門家自身は蔭へ隠

られるかというと、それはちょっとむずか しいと思います。やはり本人だけ じゃ

やな しに、実際仕事をやっている者も責任を負 う。監督できないような ものにつ

いては、委任 した者の責任 じゃな しにその委任を受けた者の事務の執行の責任を

問うた方がはるかに問いやすいの じゃないかと思うわけです。

そこで監督責任 ということは非常にむずか しいものですから、 これは少 し極端

な言い方か もしれませんが、委任を認め られるような場合、専門的な技術、たと

えば投資に関する証券会社のような場合に、それを監督 しろと言 っても不可能な

ことですから、それがやむを得ないものとして委任が認められるようなときには、

選任の義務はあるか もしれませんが、監督義務まで負わすことは理論的におか し



いの じゃないかという感 じを持 っております。 しか し、 これは少 し明文に反する

か もしれませんけれども、そう解釈 しなければいけないのじゃないかと思います。

ただ、妙な弁護士で、いままで懲戒を受けたり、世間の評判でも頼 りない弁護

士だというのがわか っておりなが らそれに頼んだということになると、問題かも

しれません。お医者さんでも下手で始終人を殺 しているということがわかってい

るのに、それに頼み切りでは問題かもしれません。す ぐにお医者さんをかえるか

弁護士をかえるとか しな くちゃならない。一応の評判のある人に頼んだけれ どう

ま くいかなかった。それを監督 しろというのは、ちょっと厳 しいところですね。

大体 この条文は委任を受けた受託者の地位が非常に高度な能力を持っていると

いうことを前提としたもので、だんだんと世間が専門化 してきます と監督義務と

いうものは有名無実になりますから、ちょっと行き過ぎだろうと思います。そう

いうことで、この26条 は少 し考えを変えていかな くちゃならんの じゃないか。

7.代 人の責任

それじゃ、監督責任を負わさないということになります と、今度は言 うまで も

な く代人自身が第三者、特に受益者に対 してどういう責任を負 うかという問題が

起こるわけです。外部的には第三者に対 して、内部的には受益者に対 して、 とい

うことになります。外部的には一般の不法行為の理論等によりまして、代人がそ

の善良なる管理者の注意を怠れば不法行為の理論で責任を負 う。それか ら一一方信

託関係においては、条文にもあるように内部的には受託者と同一の責任を負 うわ

けですから、その事務の処理を誤れば、受益者に対 して受託者の管理の失当とか

の問題がそのままそこに展開 していくことになると思います。

そういうことで26条 をめ ぐって一番問題になるのは、先ほどの再信託と、全く

他人に任せ切 りになる下請のような関係がどう考えられるかということにしぼれ

るの じゃないかと思います。日本の実際としてどういうふうに考えていいか。 こ

れは皆さんのご意見 も一週聞きたいと思いますけれども……。

386一



信 託 法 第27条(信 託財 産 の 復 旧及 び填 補 責任)

1.本 条の責任の特質

2.本 条と取消権(31条)及 び代位物の信託財産化(14条)に よる救済方法と

の関係

27条 のことから。きょうの本題的な説明は28条、特に但書の金銭に関する分別

管理の原則というところが実務的にも興味のあるところですが、信託銀行が違反

をなさることはめったにないですが、27条 は、信託財産の特殊性、独立性、そう

いうものが端的に表明されている規定です。四宮先生の説のように財産の独立の

法主体性を非常に強 く表面に出 しますと、信託法27条 の填補責任とか復旧責任が

非常に意味があるのです。 しか し、そこまでいかないけれども、信託財産は、受

益者の地位を保全するため、あたかも受託者の財産 とは独立 したような形で法律

関係が形成されている。信託法自体の規定の中にも信託財産の独立性を保護す る

ために14条 以下にその特殊な地位が書かれているというところからみま して、信

託財産の復旧と填補に関する責任にもやはり特殊な地位をもっているので、簡単

に説明 したいと思います。

1.本 条の責任の特質

それで1の 本条の責任の特質というところですね。 これはいま申しま したよう

に信託財産の独立性を考えますと受託者が信託財産の名義人になっているが、そ

れにもかかわ らず信託の本旨に反 した処分を した り、少なくとも信託財産 につい

て損害を与えた場合にそれをどういうふ うに考えるかというところに関連 して く

るわけです。普通の民法の理論、すなわち受託者が委託者あるいは受益者に対 し

て信託業務処理の責任を負うているという形だけをとらえますと、債務不履行で

すか ら、受託者が損害賠償責任を負って、受託者が金銭補償なり損害賠償責任を

負うわけですね。その場合にだれに支払 うのかというわけです。損害賠償責任を

負うとして受益者に払うのかというと、そんなものは払 ってもらって困るわけで

す し、信託財産が次第に減って くる。つまり受益者は、思いがけない受託者の義
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務違反の結果生 じた損害を受益者が直接支払いを受けるということは予想 もしな

いことですから、これは信託財産を元のとおりにしておいて、その後の受託者の

信託管理財産の管理運用が信託の本旨に適するように、そうい う財産状態に復旧

することが使命になるわけです。それが信託財産の独立性を回復す ることになり

ます。そういう意味で責任の特質が単なる債務不履行の問題 じゃないということ

です。従ってそれは信託財産を本来の姿に回復せ しむる、損害があれば填補する

し、信託財産が散逸すれば、それを元に戻すような状態で信託財産本来の形に、

つまりそういう不履行がなかった状態に回復することを特に強調 した規定だとい

うわけであります。

これは四宮先生の説のように、こうした法主体性の違うほど、それほど独立 し

た財産だということになると、この信託違反の受託者の責任が不法行為責任だと

いう議論も出てくるわけですが、そういう不法行為責任になるのか、それより信

託財産を元の形に復旧さすことに重点があるのかです。信託財産は設定か ら終了

まで、少なくとも違反があればなかった状態に復帰せしめて受益者の利益を完全

に保護 しようとする主 旨だと思います。そういう意味できわめて異色のある規定

だというわけです。

2.本 条と取消権(31条)及 び代位物の信託財産化(14条)に よる救済方法との

関係

そこで問題は受託者がそういう回復、あるいは填補の責任を負 うとして、そこ

にも書いておきましたように、ほかの救済方法が31条 、つまり受託者が信託の本

旨に反 して信託財産を処分 した場合、受益者がその行為を取 り消すことができる

という取消権ですね。取 り消されます と、元の回復請求のところに入ってくるわ

けですけれども、その取消権の行使の仕方とこの復旧請求権とはどういう関係に

なるのか。それから代位物の信託財産化はすでに14条 で説明が済んでおりますけ

れども、信託財産の管理、処分 滅失、その他の事由によって受託者が得たる信

託財産は信託財産に属するという規定であります。そういう滅失、管理によって

得たものは当然信託財産になりますか ら、代位物の理論で当然の効果でありまし
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て、そ ういう管理によって得たものは信託財産にす るという特別の意思表示、そ

の他何 らの行為 もせずに当然になるわけです。

そうすると復旧請求権ということとどうなるか。たとえば受託者が信託の本旨

に反 し信託財産を滅失せ しめたという場合、本条の規定によりますと、これを填

補責任ないしは復旧請求という理論で くる。それから処分 した場合には取消権が

くるとい うことで、どうもこの2つ の填補責任、復旧責任と取消権と物上代位と

の関連をどう理解するかという考え方であります。取消権の方は意思表示によっ

て取 り消すんですからそういう取消権を行使 しないでもう第三者の手に入ったも

のは第三者の取得にしておいて、受託者に対 して信託財産を復旧 しろというふう

に主張する、あるいは填補の責任を、つまり代金相当額を受託者から埋めさすと

いうこと、あるいは財産そのものを買い戻 しさすというようなこと、これは受益

者が選択的に自由にやれるということは当然考えられるわけです。だから31条 と

の関連においては受益者はどちらかを主張すればいいわけです。

しか し両方主張することはもちろんできません。なぜならば取り消 して復旧せ

しむるのに、処分 したことによって生 じた損害を填補 しろということ、あ るいは

財産相当額を賠償 しろということはできないわけです。ただ損失の填補と申しま

すと、物自体のほかに、いろいろな損失があれば填補できるということで多少範

囲が違 って くるかもしれません。 しか し、基本的な大きな填補責任はもう取消権

によってみたされる、あるいは復旧がみたされるということになりますので、両

方の関係は選択的になるん じゃないかと思 うんです。

ただ、問題は代位物の14条 との関係はどうなるか。代位物だから当然そこに物

が信託財産にな って しまうわけですから、信託財産は実は填補されているか、少

な くとも損害がないという状態が起 こったときに、 もはや本条の請求は成り立ち

得ないのではないか という問題になるわけです。 しかし代位物だけでは損害がな

お残っているという場合には本条によってさらに填補責任の追及ができるという

ことであります。まあ、その関連がどうなるかということが中心であって、そう

いうことか ら27条の規定は民法の一般理論よりは違った救済方法が認められてい
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る。それは信託財産の独立性を保証す る意味でこういう信託財産を原形に復帰せ

しむる特殊な権利を認めたという意味しかないということであります。27条 はそ

れ ぐらいに しておきます。

信託法第28条(分 別管理の原則)

1.

2

3.

4.

5.

分別管理義務の内容とその存在理由

分別管理義務は第三者の利害に影響を及ぼすか

分別管理の原則の強行法規性について

金銭に関する但書について

信託の対抗要件と分別管理の原則との関係

28条 、分別管理の原則についてのお話、特に但書のところをお話 したいと思い

ます。

1.分 別管理義務の内容とその存在理由

28条の信託財産は固有財産と分別 して管理せよとか、あるいは他の信託財産と

分別 して管理せよというような原則です ね。この内容、それからなぜそんなもの

があるかということをまず考えておく必要があると思います。内容としましては、

分別するという場合に物理的に分別す る場合、つまりAと いう信託財産の有価証

券をBと いう信託財産の有価証券 と物理的に分別する、つまり保管場所を変えて

おく。それか ら今度は表示上の分別管理。固有財産と信託財産、信託財産につい

てはたとえば有価証券でありますと信託財産たることの表示をしてお くというこ

とでの分別管理、それが固有財産 とはっきり区別できますか ら、そういうふうに

表示上 と物理上と二つの方法があることになるわけであります。わが国では分別

管理 ということばをつか っているだけで、両方の義務があるかということについ

ては何も規定の上か らは出てきておりません。

アメ リカの理論では二つに分けておるようであります。なぜ、そうする必要が
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あるかということですが、それは二つの立場が考え られると思 うんです。一つは

それによって信託の関係者、特に受益者が信託財産を分別管理 してもらわないと

損害をこうむる、つまり信託財産を固有財産 とが混同されたために信託財産が損

害をこうむる、従ってそれは受益者の損害になるという考え方です。それからも

う一つは、2と して書いてあります分別管理義務が行なわれないと、第三者が不

測の損害をこうむる場合があります。固有財産と信託財産を表示的にも物理的に

も区別 しない場合には、固有財産の債権者が固有財産だと思 って差 し押えたら、

あにはか らんや、そうでな く信託財産であったという場合が起 こり得ます。それ

がために、債権者が固有財産から弁済を受ける時期を失 したという事態が起こる。

そういうことのために、第三者も利害関係を持つの じゃないだろうか。

だか ら、28条 は分別管理の原則が単なる信託関係人だけじゃなしに、第三者に

も影響の ある原則 だという考え方があると思うんです。そこか ら、この規定が

当事者の信託関係者だけの利害関係 じゃないんだか ら、利害関係のあるものだけ

の同意で処理されては困る、第三者の利害に影響あるか らということで強行法規

だという四宮先生の説が出て くるわけであります。私は実は第三者に影響ないと

いう理論を持 っているわけなのです。ところで分別管理 して もらわないと信託関

係人自体がいろいろと迷惑をこうむるということは例を挙げるまで もなく、明確

ですね。

2.分 別管理義務は第三者の利害に影響を及ぼすか

そこで第三者の利害に影響を及ぼすかどうかという問題を少 し考えてみたいと

思います。実は分別管理の原則 というものは、信託関係人の利害であって第三者

は分別管理を しないことによって、さしてたいした損害をこうむらないという説

明がアメリカの学者 によって指摘されております。

まず、その一つの説明として善意取得の法則の存在 ということです。これは正

確には善意有償の取得の法則bonafidepurchaserforvalueと いわれるもので

あって、すなわ ち信託財産であることを知 らないという、善意であるだけでな

しに、相当な対価をもって信託財産を取得 しているという場合の法則です。英米
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の善意取得の法則はどういうことかといいますと、たとえばここに信託財産があ

り受託者が第三者に譲渡 した場合に、第三者が信託財産であることを知らないで
、

しかも相当な対価を提供 して取得 した、そうしたときには、このルールの効果と

しま して・第三者は信託財産であることの主張を受けない。つまり受益者がこれ

は信託財産であるか ら戻せ・という主張ができない、そういう法律効果なのです
。

従って・ 日本の31条 と似ているわけです。 日本の31条 は民法424条 の訴害行為

の取消権の規定 と似ておりますが、向うの善意取得の法則は取 り消す必要 も何 も

ないわけです。 もし悪意であり、また無償で取得 していると、それは信託財産だ

ということで・取り消 しの意思表示 も何 も要らないで、第三者に追及して取 り戻

しができるという法則であります。

ですから、第三者は固有財産と信託財産 とが分別されないままで信託財産であ

ることを知 らず相当な対価を払った場合には、第三者は追求を受けないで保護さ

れるわけです。ですから受託者が分別管理をしているかどうかは、第三者にとっ

てあまり影響がない。 もっとも、分別管理 してあると第三者は悪意の推定を受け

るかもしれませんがそれは絶対的なものではない。そう考えてみると、分別管理

の原則は、どうも善意取得の法則がある以上は、第三者は分別管理とは無関係 に

保護されるという理論が成 り立つわけであります。

それか ら土地についてRecordingActと いうものが イギ リスにおいては全

面的に拡張施行されつつあります。これは登録法、 日本でいえば、不動産登記法

を考えればいいわけです。そうなりますと、第三者は分別されて管理されてると

いうことはあまり実益がないことなんですね。土地を買 うときに、登記簿を見れ

ばはっきりするわけですか ら。第三者は信託財産が分別されておろうが、されて

なくても、それとは関係な しに、要するに登録を信 じて買えば第三者は保護され

るのです。だか ら、RecordingActが 存在 している以上は土地は何も分別管理を

第三者のためにせんならんことじゃないということになると思います。

それか ら英米法では特殊な理論として禁反言(estoppel)の 理 論とい うのがあ

りまして、それによって第三者は保護されるので、分別管理があってもな くて も
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関係はないという場合があります。この点からも、第三者の保護は分別管理の法

則の目的ではないと'いえることになるのです。禁反言の法理は 「人は過去の行動

と矛盾する主張は禁ぜ られる」という法の世界におけるfairplayの 現れであり

ます。例えば行為による禁反言(estoppelforconduct)に おいては、 受託者が

信託財産であることを第三者に示 した以上は、後になってそれは信託財産ではな

いという主張は許されず、従って分別管理をしていようと、 していな くとも、第

三者は保護されることになるのです。

このように英米法では、受託者が分別管理を実現 していないたあに第三者が不

測の損害を蒙 ることがないように第三者を保護する法制度が別に存在 しますので、

分別管理は受益者の保護のためであって、第三者保護のためではないと考え られ

ているのです。そこで信託約款で信託財産 と受託者の固有財産 とを混同 してもよ

いとか、あるいは、仮に信託約款で規定がないとしても、実際に分別管理を しな

いために損害が発生 した場合に、受益者が同意すれば受託者は分別管理違反の責

を免れるというのが、英米法における理論とされており、英米における学者の一

致した見解であります。

3.分 別管理の原則の強行法規性について

そこで、日本における分別管理の規定が強行法規であるのかどうかを検討 して

おく必要があります。それは信託法3条 で登記又は登録ないし信託財産の表示を

すべき財産権について、信託財産たることの効果を受けるためには、登記登録な

いし信託財産たることの表示を実行 しておかねばならないと規定されてお ります

ね。ところでこのように登記登録ないし信託財産の表示をなすべき財産の信託を

受けなが ら登記登録等信託の公示方法をしていないことが相当あるようですね。

そ してその旨を信託約款で定めてお くというのが実際にあるようです。信託銀行

では有価証券にっいてはそれが多いようです。そうした場合には、受託者が分別

管理を していようといまいと、第三者は信託財産たることを否定できるのだから、

第三者はその事自体で保護されることになりますか ら、分別管理とは無関係であ

るわけです。
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ところが信託法第3条 が規定する財産権以外の財産権については信託の公示は

どうなるか、例えば動産、金銭、一般の債権などは、信託の公示は必要なのかと

いう問題が生ずるのであるが、これについては信託法制定直後いろいろの学者が

論議 しておりますが、学説を大別すると、これらの財産について何の規定 もしてい

ないか ら 「公示方法がない以上は、信託財産たることの対抗はできない」という

説と、 「何の規定 もないか ら信託法3条 の反対解釈で対抗できる」という説の二

つとなるのです。 これについて私は 「信託財産の公示方法について」 と題する論

文によって詳 しい議論を展開しながら、結局は、 「何 らの公示方法なくして信託

の対抗をな し得 る」との結論に達 しているのです。この説によると、第三者は信

託財産たることを知 らない場合でも信託財産たることの対抗を受け不測の損害を

蒙ることになるわけですから、分別管理の法則が第三者保護の手段になるとの議

論が出るかもしれません。そして物理的な分別管理を実行 していても、どちらが

信託財産であり、どちらが固有財産であるかの区別は、つ くものではありません

か ら、この程度の分別管理では第三者保護の手段となるものではありません。ま

た、表示上の分別管理については、その表示の方法について、信託法は何の規定

もしていないのですから、この説によるとた しかに、第三者は不測の損害を蒙る

ことになるで しょう。 しかし、信託財産は本質的には受益者のものであるか ら、

特別な担保権を持たず、単に一般債権者として受託者の総財産を担保とす るにす

ぎない第三者とでは、どちらを保護すべきかという議論からすれば、第三者に損

害を与えることがあっても、受益者を保護すべきであるとの結論に達するのです。

四宮先生 もこれと同じご意見のようであ ります。

このように考えると、分別管理の法則は、信託財産が受託者の固有財産 と混同

することを防ぎ、又信託財産相互間の混同を防いで、それによって受益者を して

信託財産より信託目的に従った利益を享受せ しむるために存在する法則であって、

信託の第三者に対する対抗力を付与することを目的とする信託の公示の方法 とは

全く目的を異にする異質のものであります。その結果として分別管理の法則は信

託行為により、又は受益者の同意によって自由に処理のできる任意規定だと考え
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るべきであります。

そうなると・第三者は、分別管理 して くれなかったので、知 らぬ間に固有財産

の中に入っているか ら固有財産だと思 ってやった ら信託財産だったということで

何の表示もないのに対抗されるじゃないか。そ ういう意味で これはやっぱり分別

管理 しておくことが第三者の利害に関係があるという反論が出てくるわけであり

ますが、信託財産 は受益者のものですから、そういう受益者 と一般の債権者とど

っちを保護することが政策的にいいかということを考えると、受益者を保護する

方がいいんだという意味で、第三者はそれ ぐらいは受認の限度内にあるん じゃな

いかということで説明ができると思 うんであります。

4,金 銭に関する但書について

次に問題になるのは分別管理についての金銭についての但書のことなのです。

ここに金銭とありますけれども、金銭であればあらゆる場合で も分別管理 しな く

てもいいという説に対 しまして、金銭信託の場合に限る、つまり金銭で受けて金

銭で分配するという場合に限るんだという説があります。それか ら金銭信託の信

託財産たる金銭 とそうでない金銭信託以外の信託財産たる金銭とは、はっきり区

別せないかんという説です。これは古いところの…、細矢さんですか、だれかが

いってお られる説です。それか ら合同運用の問題がありますので、実際において

は金銭信託の信託財産たる金銭に限っているという説をもって もあまり大 して弊

害もないと思いますけれども、 しか しこれでは今後いろいろな形で不便が起こっ

てくると思うのですがね。 しか し、いまの段階で合同運用の問題であれば、この

説でも別に弊害がないですね。

そこで次の問題になります。金銭に限るのか、 もっと代替的な性格のものがす

べて拡張 して、有価証券のみならず、いろいろな代替的性格のものにまで、この

但書を適用すべきかという議論に発展 していくわけです。いまのところ有価証券

については、四宮さんがそういう説を出されてか らは、それは立法論だという抵

抗はあっても実質的に妥当な処理だという感 じはするのです。だから、そうする

と、金銭にしま しても固有財産たる金銭 とそれから信託財産たる金銭と二つあっ
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て、信託財産たる金銭は、たとえば二つも三つも合同運用のような場合に限ると

いう説ですね。固有財産たる金銭と信託財産たる金銭とを計算を明らかにするだ

けで足るというのはいかんという説です。だから、たとえば待機的資金 といわれ、

投資するまでの間に銀行に預けておく、自行でもいいんすが、そのときに明確に

口座を別にするという形が考えられるわけですね。

5.信 託の対抗要件と分別管理の原則との関係

それから・信託の対抗要件 と分別管理の原則との関係と申しますのは、分別管

理の原則というのは対抗要件 と全 く同一のものだと考えることは必要ないんであ

って、信託の対抗要件を具備せしむるという義務はあるわけですけれども、それ

と分別管理することは全 く別の関係だ という観念論です。先ほど申しましたよう

に、信託法3条 があるか ら分別管理をしなくてもいいという議論にはな らないん

で、分別管理の原則と信託の対抗要件とは観念論的な表現にな りますけれども、

忠実義務、善管義務か らいうと全 く別のことだ ということだけの議論です。

対抗要件とい うのは要するに第三者保護の立場であって、分別管理は受益者の

ためだと、この二つのことを混同 しないでという意味にとどまるわけなんですね。

従って、分別管理 したから対抗要件を しな くて もいいか、対抗要件をしたから分

別管理をしなくてもよいということにはな らないということです。

それから、分別管理の原則というようなものを当事者の同意で排除できると同

じように、対抗要件を当事者の特に受益者との約款で排除 して具備 しな くて もよ

いというのが実情のようです。だから、む しろ特約が普通なされていることです

ね。 しか し、それは実務的には有価証券についてはやってお りますが、不動産な

んかについてはやっておく方がいいのじゃないか。不動産の場合、分別管理の原

則 と対抗要件の問題を混同 して登記をしないという実例はおそ らくないと思うん

ですね。 これは第三者の対抗要件の問題で もあります し、実務的にもほとんど不

動産の信託については登記、登録 しないという実例は不動産信託が発展 していっ

たらどうか、いまのところはそういう例はないと思いますね。 しかし、少なくと

も分別管理の原則 との関連性においては別の観念だということを申し上げること
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です。不動産信託が発展 していったら、またどういう現象が起こるかわかりませ

んが、そういうことで、きょうはこの辺で終 ります。

信 託 法 第31条(信 託 違反 行 為の 取 消)

1.信 託の本旨に反 した行為の効果

2.英 法における追及的効力、その他の救済方法

3.取 消権行使の方法

4。 取消権行使の時期

5.取 消権の行使と信託の登記又は登録

1.信 託の本旨に反 した行為の効果

31条 は、信託の本旨に反 した行為は一体どういう法律効果があるかというと、

わが国の法律の規定では四宮先生の管理権説が一応支配的になっているものです

から、管理権 しかないということになっております。理論的な問題としては、わ

が国の信託法では信託財産は一応受託者の名前に帰する。そして、 これについて

は通説は債権説であ りますので、受益者はそれに対 して請求権を持つという形に

なっております。

それで、受託者 と受益者の内部関係は別 にしまして、信託財産の第三者に対

す る関係は一体ど うい うことなのか と申 しますと、これはアメ リカ、イギ リス

もそ うですが、アメ リカの考え方では少な くとも第三者に対 しては受託者が全

責任を持つということになってお ります。これを第三者に譲渡する、あるいは

第三者が信託財産 に対 して損害を加えるとかいう場合には、信託財産には受託

者が完全な権利を持 っているので、第三者 に対 して譲渡することも当然の権利

として認める。そ して信託財産に対 して侵害があったときには、受託者が自分の

固有財産を侵されたときと同 じような形でいく。こういう理論構成をとっており

まして、受益者との関係と、それか ら外部第三者に対する考え方とではハ ッキ11

一397一



と区別 してお ります。たとえば受益者と受託者の関係では、受益者が信託財産の

実質的な権利者であるという考え方から、いろいろな理論構成をする学説がアメ

リカで もありますが、 しか し少なくとも第三者に対する関係においては受託者が

完全権を持 っているという理論構成をとっております。ですから信託財産、たと

えば建物、が こわれて第三者に損害を与えたという場合、受託者が、第三者との

関係においては、責任を負う。日本でも36条では受託者が自己に過失なくして受

けたる損害の補償については、受託者の責任は外部に対 しては全面的に自己保有

のような責任を負 うけれども、内部関係については信託財産から補償を受け又は

受益者に対 して補償を請求するという理論構成をとってお ります。 日本における

管理権説においては、信託受託者は信託約款によって与え られた内容の権限しか

持っていないですか ら、そうなると違法なことをす る権限を与えるはずがありま

せん。約款で、たとえば、こういうことを して下さい、売 って下さい、これを賃

貸 して下さい、これを投資 して下さい、これで何を買って下さい、ということを

適法にやるという前提としては権限が与えられているわけですが、適法をこえた

違法な行為を した場合は、受託者の権限外のことをやっているわけです。だか ら

これは無権代理にな らざるを得ない。無権代理説、信託の本旨に反 した行為の効

果は無権代理だという理論がそこか ら生まれて くるわけです。これは日本におけ

る支配説からすれば、無権代理で説明せざるを得ないわけです。

2.英 法における追及的効力、その他の救済方法

ところが、イギ リスやアメリカの学説、判例は全部内部関係、すなわち、受益

者と受託者の関係ではいろいろ特異な考え方で説明する学説は現われております

けれども、こと外部、すなわち第三者との関係では完全に受託者がすべての責任

を負い、すべての権利を持つ、つまり完全権を持 っているのです。そういう法律

構想をやっているわけです。 したが って、受託者は、信託財産についても第三者

に対する関係では自分の財産と同じように責任を負わされます。

もし違法なことをやりまして も、自分が信託財産の所有者だか ら、受益者に対

する損害賠償の請求権は別としまして、第三者との関係においては完全な所有権



を持つわけですから、権限をこえてるとか、こえてないという議論は最初から問

題になってこないわけです。 しか し、それが内部関係にな りますと、信託違反と

いうことになります。 しか し、信託違反は受益者との間で信託約款に違反 してい

るだけであって、信託財産の所有権自体は外部との関係においては受託者が持っ

ているという考え方ですので、日本では無権代理行為 とい う理論でいかざるを得

ないのですが、向うではこの行為は受託者が完全な所有権に基づ く行為というわ

けです。

それでは、どんなことで もいいのかということになりますと、そこにも書いて

ありましたように、英米における追及的効力、followingtrustpropertyの 理論、

bonafidepurchaserruleこ ういうわけですね。受託者は完全権を持っている。

しかし、悪意、無償、すなわち信託財産であると知って:おり、 しかも何ら対価を

払 っていない第三者にまで完全権の効力を与える必要はない。 この反対、つまり

善意、有償、すなわち相当な対価を与えて、しかも信託財産であると知らないで

受け取ったものは、完全権の理論がそのまま適用されるという態度でのぞむわけ

です。これが衡平法一流の追及的効力の理論、followillgtrustpropertyの 理論

です。

日本で も最近ご承知のように、民法177条 、 不動産の登記は善意、悪意を問わ

ないで登記があれば対抗できるが、登記がなければ相手側の善意、悪意を問わず

先に登記 した者に負けると、登記という形式だけで処理 してきたのが、登記がま

だだと知 って背信的な悪意を持 って先に登記を して しまった取得者には、こちら

には登記がな くて も対抗できるという理論にだんだんなってきております。最近

の最高裁でも背信的悪意の取得者には登記がな くて も主張できるとしております。

例えば、AがBに 不動産を売る。Cは 登記がないのを知 って、Aを そそのか し

て5割 高く買いますよといって先に登記 して しまった。 しか し、これは背信的悪

意の取得だか ら、Bは 未登記でもCに 対して自分が先に買ったから権利を取得で

きるといえる。そ ういう理論でCの 権利を否定 しつつあるわけです。それと同 じ

ような精神、英法の方が歴史的にはもっと早 くか らこの理論で、つまり衡平法の
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理論でやってきているわけです。

問題を再び信託にもど しま しょう。信託違反の行為において、 日本では相手が

悪意であろうがなかろうが、無償であろうが有償であろうが、権限を持ってない

んだということであれば無権代理になりますか ら、違法な権限まで与えているは

ずがないんですから、管理権説によれば無権行為ですか ら、相手が善意であろう

がなかろうが、あるいは有償であろうがなかろうが、無権行為になりますね。 こ

の点、ちょっと割り切りすぎてるん じゃないか。やっぱ り、そういう意味で英法

における追及的効力が事態に即 したいい制度だろうと思 うのですが、日本ではそ

こまでいきません。

ただ、信託法31条 では取消権ということばを使っておりますけれども、実は取

り消 して、取り戻すのであるから、追及 して信託財産であることを主張できる一

つの効果を与えるわけですから、単純な無権代理理論以上の ものじゃないかと思

うのであります。イギ リスでは信託財産であることを知 って、あるいは無償で取

得 したものに対 して追及 していって取 り戻すだけの権利 しかないのかというと、

そこがはなはだ複雑な考え方によって処理されているのです。 日本の31条 は、追

及 して、取 り消 して、これを取 り戻す、権利だけのことを書いてあるわけです。

ところが、英法ではそういう生一本な解決を しないで、結局受益者を保護するた

めだか ら、受益者にとって利益なことなら、何も別にそ う違法なことをしとって

もいい じゃないかという考え方です。

たとえば、約款では売 ってはならぬとなっていますが、非常に高い価格で売っ

て しまった場合、権限説によると売却権限がないか ら無権代理で当然無効になっ

てしまう。ところが、英米法では、下手に持 っているよ りも売った方がはるかに

利益になるという場合、信託約款違反、信託の本旨に反 した行為で も、その行為

を承認 して救済する方法があります。反対に、売 ってはな らぬ ものを売って、損

害賠償の請求を した方がいいという状態であれば損害賠償の請求を して、売った

行為はそのままにしてお くとする方法 もとれます。

それか ら、日本の信託法14条 の規定がありますね。信託財産の管理、処分、滅
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失、その他によって得たる財産は信託財産にするということですか ら、処分行為

の代替物を信託財産 として取得することによって十分であれば何 も強いて取り消

す必要はない。先ほども申し上げましたように、非常に高い代金で売って、代金

が受託者に入っているな らば、約款に反 した行為はけ しか らん無効だか ら取り消

せということを しないで、その代金、債権を取 り戻 したらいいじゃないか、こう

い うきわめて弾力性のある救済方法をやっているわけです。 日本の31条 はそうい

う意味で取消権の規定をおいたと考えれば、結局英米法による追及的効力の理論

をここにもってきたといえます。

ただ、一本調子の議論でありまして、31条 だけでは追及的効力を認めることに

なるけれども.他 の方 はどうかといいますと、先ほどいいました14条があ ります

ので、14条 では信託財産の管理、処分、滅失、殿損、その他の事由によって受託

者が得たる信託財産は信託財産に属するということで、これを信託財産として処

分 して しまったものはそのまま追及 しないでいいという議論がここからも出て く

るわけです。 しかし、14条 は果たしてそういう違法な処分にまでも物上代位の理論

を認めるのかどうか、やはり適法にやったときだけのことじゃないかという疑問

が残るわけです。そうですけれども、そういう広い意味の代位性を承認 します と

英米法がいっておりますような行為の承認という理論で14条 を援用 してやれると

いうことにな ります。

それから、信託財産の復旧権 というのが先ほどありましたが、27条 ですね。受

託者が管理の失当によって信託財産に損失を生ぜ しめたるとき、または信託の本

旨に反 して信託財産を処分 したときは、信託委託者、その相続人、受益者及び他

の受託者は、その受託者に対 して損失の填補、または信託財産の復旧請求権があ

るということになっております。これはその受託者に対 して信託財産の損失の填

補をさせればよい。第三者 に財産がいっても知 らん顔 して信託の本旨に反 した行

為をなしたる受託者に復旧だけを請求すればそれでよいという考え方が27条 に現

われております。だか ら、イギ リス法と同じように、割合に違反行為に対する救

済は幅が広いものになっています。別の条文をあわせて考えますとほぼ同 じよう
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なものになります。ただ、善意;有 償 というような条件、bonafidepurchaser

のruleが ありませんが、信託の本旨に反 した処分、行為については一本やりに

ただ取 り消すということじゃなしに、信託の本旨に反 した処分が非常に複雑とい

いますか、非常に弾力性のある救済がわが国の信託法でも行なわれているという

ことがいえると思うのであります。

そういう意味で取消権を認めるということなのですから、これを取消じゃな し

に、追及効 ということばでも同 じなのです。その意味ではこの行為を取り消すの

と実質的には同じでありますけれども、わが国においても取消ということばを使

わないでなぜ追及 して、第三者が取得 したものを信託財産 としてもっているとい

う理論にしないか。そこまで追及していけるんだ、ただ、追及した結果として、

第三者は自分の取得 した財産を受益者に返すために信託財産として持っていると

いう考え方で もいいわけですが、 しか し取消権という理論を日本の信託法では債

権説で構成されておりますので、ご'承知のように詐害行為の取消権、それと同じ

考え方で構成されているともいえるわけです。追及権かというのは先ほどいいま

した英法の第三者は権利を取り消されるの じゃなく、第三者は権利は取得するけ

れども、それを信託財産として持っているつまり本来の受益者に返すという目的

のために法定信託として持っている、constructivetrustと して持 っているとい

う形でやっております。

そういうことで31条 だけをみますと、いまいったような形になりますけれども、

ほかの条文をみますと、日本の信託法も案外いろいろな救済方法をもっているん

だということがわかると思います。だから、受託者が信託の本旨に反する行為を

した場合、31条 を行使 しないで27条 で損失の填補を求めるということもできるわ

けです。その意味で日本の信託法も案外いろいろな救済方法をあわせて用いてい

るということがいえると思います。

3.取 消権行使の方法

そこで、 日本のは取消権 ということになっておりますので、取 り消すという意

思表示 をだれ に対 してやるとい うことがす ぐ問題になるわけです。イギリスの
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followingtrustpropertyの 考え方なら取得したものがその信託財産を受益者のた

めの法定信託としてもっているわけですか ら、取消も何も要 らないわけです。従

って意思表示をだれに対 してやるという必要 も要 らない。取得した第三者が本来

返すべき受益者のための信託としてもっていて、意思表示をだれにするというこ

とは要 らないわけですが、日本ではその処分を取り消すことを得となっている。

だから、だれに対 して取 り消すかということが議論になるわけです。信託法はそ

の行為の相手方に対 してなすということになっています。

それから、第三者がたとえばもう一ぺんこれをさらに売却 したような場合に、第

三者の手に財産はなくなり、転得者の手にいって しまったときに、取消はどうなる

か。しかし取消とい うのは元の基本を取り消せばよく、大体不動産につきま して

は取 り消せる。動産なら善意取得がありますが、不動産ですと、この基本の元を

取り消せば自ら無権利者から取得 したことになりますから返さなければなりませ

ん。やり方は受託者と第 三者との行為を取り消せばいい。

転得者には取り消さな くてもいいのかとい うことですが、31条 の規定を見ます

と、受益者は相手方、または転得者に対 してその処分を取 り消すことを得と書い

てあります。どうも、 この条文からみますと、転得者の手に渡ったら、これも取

り消さなければいかんということ、そういう考え方になっています。

これは純理論的にいえば受託者と第三者の間の行為ですか ら、これを取り消せ

が第三者から転得 したことはもはや権限のないことをやっていますか ら、これで

いいと思いますが、 これは民法の424条 、例の詐害行為の取消のところでうたっ

ていますね。民法の424条 をみますと、 「債権者ハ債務者力其債権者 ヲ害スルコ

トヲ知llテ 為 シタル法律行為 ノ取消ヲ裁判所二請求スルコ トヲ得、但其行為二因

リテ利益 ヲ受ケタル者又ハ転得者力其行為又ハ転得 ノ当時債権者 ヲ害スヘキ事実

ヲ知ラサ リシ トキハ此限二在 ラス」となっています。

この民法424条 の解釈 としては、取消の対象となる行為は、債務者と受益者及

び転得者との二つの行為が存在する場合、債務者と受益者間の行為を取消せばそ

れで足りるとする考え方と、転得者に対 して訴求するためには、さらに受益者と
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転得者間の行為を取 り消さねばならないという考え方とが対立 しているようです。

ところで純理論的にいうならば、たとえば債務者が自己の不動産をAに 譲渡 しA

が更にそれをB(転 得者)に 譲渡したとすると、債権者は債務者がAに 譲渡せる

行為を取消せば、Aは もはやその不動産の権利者でないのだか ら、Aが さらにB

(転得者)に その不動産を譲渡 しようにも不可能なこととなるから、改めてA、

B間 の行為を取 り消す必要はないわけである。 しか し、判例はBに 訴求するため

には、AB間 の行為をも取り消さねばな らないという。これは取 り消 しの相対的

効力という考え方が基本となっているようです。つまり債務者とA間 の行為を取

り消しても、AとB間 の行為が当然に効力が生 じないとすることにはならないと

いう考え方か らくるようです。信託法31条 の文言が 「受益者ハ相手方又ハ転得者

二対シ其 ノ処分ヲ取消スコ トヲ得」と規定 しているのは、この判例の取消の相対

的効力の理論に従ったものというべきで しょう。

4.取 消権行使の時期

次に、取消権行使の時期について信託法は規定 しています。33条 で取消権の行

使が除斥期間になっておりますね。時効 じゃな しに、除斥期間になっています。

第31条 に規定する取消権は、受益者または信託管理人が取消の原因ありたること

を知 りたるときか ら1カ 月以内にこれを行なわざるときは取消権は消滅す るとい

うことですね。1カ 月というのはす ぐ経ちますから、きわめて短い。それから行

為のときからは1年 となっていますね。これは行為のあったことを知 っても知 ら

なくとも期間を経過 したときは取消権は消滅するということですね。 こう短 くし

たのは結局取引の安全、受益者よりは取引の安全を保護 しようという考え方が出

てきているわけですね。

5.取 消権の行使と信託の登記又は登録

31条 でもう一つ問題になりますのは、その取消権を行使できるのは信託の登記、

または登録ありたるとき、それから登記、登録すべからざる信託財産については

相手方および転得者においてその処分が信託の本旨に反することを知 りたるとき、

もしくは重大な過失によってこれを知らざるときに限るとな っております。これ
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は非常にむずか しい問題になって、かなり取消権の効果が減殺 されて しまいます

ね。登記、登録すべき財産権のことは、信託法第3条 で説明 したように、不動産

は登記ですね、登録というのは特許権が一番基本的なもので、いわゆる無体財産

権(又 は工業所有権)と いうようなものです。権利の発生す ら登録にひっかかっ

ているという財産です。そこで一番典型的な不動産を例にします と、不動産が信

託財産であったときには、信託の登記がなされていなければならないことになり

ます。

信託の登記で問題になりますのは信託約款をどのていどまで詳 しく書 くかという

ことですカミ 不動産登記法では 「その他信託条項」とあるんですね、不動産登記

法110条 ノ5と いうところで、信託の登記を申請する場合においては左の事項を記

載したる書面を申請書に添付することを要すると、つまり委託者、受託者、受益者、

当事者の表示ですね、それから信託の目的、管理方法、信託終了の事由、その他信

託の条項と書いてあります。これが信託原簿 として登記簿の一部になるというわけ

です。 これは実務でどうなっているか知 りませんが、そんないちいち信託約款を

全部登記されることはないと思 うんですがね。そうすると、信託の本旨に反 して

いるかどうかが問題にな りますが、管理方法に反するのはあるかもしれんが、信

託管理方法以外に信託の細かい条項に違反した処分がなされたとき、このような

細かい条項まで全部なされていないような気がするのです。私は何かのときに見

ましたが、そんな細かい信託条項は書いてなかったですね。不動産信託に全部書

いてありますか。書いた ら大変なもので登記所が受 け付けないと思いますね。

私、何かのときに問題にして書いたのは、その他信託の条項 というものが完全

に書かれていなかった ら信託の本旨に反 しているかどうかわからないじゃないか、

どうしているのだとい うことを書いたことがあるのですが、そのとききわめて概

括的なことしか書いてなかったか らそれ じゃ信託の本旨に反するといえない じゃ

ないか、といったわけです。そうすると、もう一つ問題になりますのは、有価証

券の信託の場合には信託条項は書かないですね、信託財産たることの表示はする

けれども…。 しか も、あれは有価証券の、たとえば株式なんかの登録 はいります
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ね。そうすると、信託財産であるという表示は してあるけれども、株式の信託 と

してはどういうふうに管理運用するかということは一言も書いてない。そうした

ら、やっぱり信託の本旨に反するかどうかわからないということになるわけです。

登記または登録すべき財産権については登記または登録がありたるときというの

は、登記、登録があるだけでいいのか、登記、登録によって信託の本旨に反する

ことを知 り得る状態にあるのかという問題が残 って くるわけです。これは不動産

登記を含めて問題になると思いますね。

それで、悪意または重大な過失ということになると、登記または登録すべから

ざる財産、たとえば債権、それか ら動産、そういうものについてどうなりますか

…。信託の本旨に反することを知るということ、すなわち悪意であるということ

の立証責任は、もちろん取消権行使の側にな りますから、なかなかむずか しい問

題です。動産なんかは善意取得の問題がす ぐ出てきます。だから悪意、重大な過

失の立証はほとんど不可能に近いん じゃないか。ですから、結局そういうものは

逃が して しまうことになるわけです。その意味で、31条 は必ず しも完全じゃない

といえるわけです。

そういう点で、英法のbonafidepurchasermleは 、これも悪意という立証が

要る。 しか も、もう一つ無償という条件がついているのですが、これは割合に立

証 しやすいですね。銀行の口座を調べるとか、手形や小切手帳を見るとか、銀行

の取引関係をみればす ぐわかりますが、ただ悪意、あるいは重大な過失というこ

とになりますと、悪意の立証がかなりむずか しい。立法技術としては善意、及び

有償の取得者に対 してはこの権利は行使することはできないというふうな条文に

しておいて もらった方が立証 しやすい。従って受益者の保護になると思います。

それにまた登記または登録すべからざる財産権は、たとえば債権の場合には、

当初信託をす るときに債権譲渡の通知 をするとしても、信託約款までつけて債

権譲渡の通知をするわけじゃありませんか ら、やはり立証の面で困難な問題が起

こってくる。動産においてはどうかという問題ですね。 これ も信託約款はわか り

ませんから、悪意の立証とか、重過失の立証は非常にむずか しいということにな
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るで しょう。それから取消の期間が短かすぎます。そういう意味では、受益者の

保護としては日本の31条 よりは英法の方がいいのじゃないかと思 うのです。悪意

または重大な過失という点を実際の訴訟でや りますと、よほどひどい証拠が出れ

ば別ですが、立証は大変むずかしいことになっているのです。それで立法技術と

してはやっぱ り何か考えて もらった方がよか ったんじゃないかと思います。

信託法第32条(受 益者数人ある場合 と取消の効力)

1.受 益者数人ある場合の受益権の法的構造

2.取 消権の絶対性

今度は32条 の問題であります。受益者が数人ある場合、受益者の1人 が前条の

規定によってな したる取消は他の受益者のためにその効力を生ずと、そうなって

おりますね。一体、受益者数人ある場合の受益権の構造はどうなるのだろうかと

いうことがまず問題です。

1,受 益者数人ある場合の受益権の法的構造

一・応受益権を債権 とみます と、不動産信託の場合の受益権は不可分債権ですか

ら共有とみるべきだろうと思いますね。持分がわからなければ、受益者の権利は

平等になるわけです。ところが、受益者数人ある場合、と申しま しても、日本の

ような簡単な、同時に数人が持っているような場合、あるいはせいぜい自分が死

んだら息子にやって くれという簡単なものな らいいのですが、非常に複雑な受益

者の指定がしてあります イギllス のような例になりますと一体受益者の権利はど

ういうことになるかということが問題になるのです。受益権者の複数問題を論じ

た論文があまりありませんですね。受託者数人ある場合、すなわち共同受託者の

理論はよくいわれることですが、受益者数人ある場合の法律関係はあまりいわれ

てない。不動産信託の場合は、一応考えられることは共有だということです。

それから、金銭の信託(金 外信)で あります と、必ず しも可分債権とはいえま
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せんけれども、金銭信託であれば金銭で受けて最終的に金銭に換価 して受益者に

渡すわけですか ら、金銭信託の場合には受益権は可分債権 という法律構成が可能

になるわけですね。

民法の427条 は可分債権債務関係について規定 しています。すなわち、数人の

債権者または債務者ある場合において別段の意思表示なきときは、各債権者また

は各債務者は平等の割合を もって権利を有 しまたは義務を負 うという規定になっ

て:おりますね。それだから、2人 で10万 円を出して金銭信託をすると、受益者は

5万 円ずつになるというわけです。

2.取 消権の絶対性

ここで信託法の問題になりますと、結局そこにありますように、信託の本旨に

反する処分行為の取消権の行使ですが、受益者の1人 の行使が他の受益者に対 し

て絶対的効力を生ずるということが信託法32条 で書かれているわけです。受益者

が数人ある場合には、その1人 が前条の規定によってな したる取消は他の受益者

のためにその効力を生ずる、とありますので、取消権の行使が受益者が数人あっ

た場合でも単独でやれるということです。合意によってやる必要もない。単独で

やれる。一方が取 り消 したくないと思う場合で も1人 がやれば取り消される。

信託法第33条(取 消権行使の期間)

信託法第34条(受 託者 たる法人の背任 と理事の責任)

先ほどいいました33条 の除斥期間、これは非常に短い。

それか ら34条で問題になるのは、会社法でも同じ問題が出て くるのですが、信

託法34条 は、受託者たる法人がその任務にそむきたるときは、これに関与 したる

理事またはこれに準ずべき者また連帯 してその責めに任ずるとあります。です

から、信託会社で任務にそむいた行為をなしたるときには、これは取締役会の決

議をしますね、 じゃ、これひとつ売ろうじゃないかとか…、売ったらいけないと
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いう約款がある場合に'"・ そして売 ってしまって調 書をこうむるなら
、 これ1こ

関与 したる取締役は連帯してその責めに任ずること1・なります
。

これはそれだけの意味があるのですが・問題は関与 しない理事は何の責任もな

いのかということをめ ぐって'"・ 結局会社法で取締役の監視義務の問題として出

てくるわけです。関与 しない理事は絶対に責任はないかどうかということです。

理事にも平理事、専務理事 とか、いろいろあるようですけれども、 実際では、

理事会は全理事によって開かれないような状態が多いよ うです。たとえば、常務

理事や専務理事だけでやってしまって、平理事は何ら関与 していなかったら、そ

ういうときに、平理事は監視義務違反になるのかどうかということ。これは会社

法の取締役の責任のところで論じられるところなのですが、信託法34条 では何も

規定してありませんけれども、やはり受託者の任務にそむいていることを全然放

任してしまったとき、そういうときに連帯 して責めに任ず るという考え方が、この

規定の34条 が適用されるのかどうかという問題が起 こります。一応会社法に関す

る判断としては、やはり平取締役といえども取締役としての監視義務があるとい

う判断の方が優勢ですか ら、そうなりますと法人の役員、信託会社の役員が知 ら

ぬ顔をしていたのではいけない。関与しな くても第三者に対 しては責任をすべて

負うのじゃないかということ、第三者の中にもちろん株主 も入りますか ら、株主

に対して責任を負うということになります。

信託法第35条(受 託者の報酬)

それから、あとは35条 、受託者は営業として信託を引き受ける場合のほか無報

酬だということですね。 これは信託会社は営業としてや ってお られて、あまり関

係のない規定です。

次は信託法36条(受 託者の損失補償請求権)の 問題ですが、これは 「第三者と

の関係」と密接な関係がありますので、次回に廻すことといた します。
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信 託 法 第36条(受 託 者の 損 失補 償請 求権)

1.信 託 に対す る第三 者の責任

{邪 信託法第31条 と英米法のとらえ方

前回、信託法31条 の信託違反行為に対する取消権のお話をざっと申し上げまし

た。

この問題は、 日本の信託法では、31条 は信託本旨違反の処分の取 り消しという

ことで、ちょうど詐害行為取 り消 しに該当するような書き方でやっておりますの

で、これだけ見ます と、受託者が違反行為をや った場合に、受益者がどういう権

利を持つか、という形において取 り扱 っているわけです。 ところが英米法ではむ

しろ、そういう信託の内部の問題 じゃなしに、信託の第三者に対する関係として

これをとらえているわけです。それで信託法31条 は、英米法では、信託の本旨に

反 した処分について、信託が追及 していって、信託財産たることの主張ができる

という形のものとして取り扱 っております。そうい う意味で、 レジュメでは信託

に対する第三者の責任 ということで、第三者側をとらまえた表現にしております

けれども、実質は31条 の解釈になるわけです。つまり、第三者が信託の関係を乱

すような行為をした、それは同時に受託者の責任でもありますが、悪意または重

大な過失で、信託の本旨に反することを知 りながらそういうことをやっている第

三者に対する制裁を31条 で規定 しておりますので、これは明らかに第三者の責任

の問題ということになります。

受託者が第三者に対 して、信託の本旨に反 して信託財産の処分をする。そうす

ると、これははなはだけしからんことをしたというので、受益者が、受託者の処

分に対してこれの取消請求権を持つ、ということによって信託の保護をやろうと

い うのが、日本の信託法の考え方です。 これは第三者が悪意または重大な過失と

い う言葉を使 っておりますので、第三者の責任のように見えますけれども、これ

は取消権の一つの有効要件に しか考えてない。そこでむしろ、もっばら受託者の

違反行為をめ ぐって、信託財産の保護ということを考えているわけです。

しか し、一方第三者の側から見ますと、第三者が信託財産に対 して不法な行為
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をしていることになります。そこで これに対す る救済方法を考える。その意味で、

受益者がこれを取 り消すということになるわけであります。結局第三者というの

は、信託財産を侵害 していることになるわけです。そこで、信託に対する侵害と

いう意味で、信託に対する第三者の責任ということが出て くるわけです。

そういうことで英米におけるfollowingtrustpropertyと いう、日本の信託法

31条 に該当するこの規定は、解釈をしてもあまり大 して実益がないので、信託に

対する第三者の責任の問題としては、むしろ回の問題です。

{口1(イ以外の方法による信託財産に対する侵害 と救済方法

これはどういうことかといいます と、第三者が信託財産に対して侵害行為を加

える。たとえば信託財産を奪取する、あるいは信託財産が家屋である場合に、家

屋に対して破壊その他の方法で侵害行為を加える。そ うしたときに、これに対す

る救済は、信託関係者の内、誰が、どのような方法で、どうするかという問題で

す。

これは言 うまで もなく、債権説によれは受託者が権利者でありますか ら、受託

者が排除することは当然です。その救済方法は、受託者が所有権に基づく原状回

復請求又は損害賠償の請求 をするということになるで しょう。これは問題はない

わけで、受託者は信託財産の権利主体ですか ら当然の ことです。非債権説(た と

えば管理権説)に よっても、受託者は信託財産の権利名義人であり管理権を持 っ

ているのだからこれ又当然のこととなります。

ところが受託者がうまくやって くれればいいですけれども、何ら適当な処置を

講 じない場合に、受益者が直接にその第三者に対 して救済方法を講 じ得るかとい

う問題があるわけです。信託法の中には、その問題に触れた条文はないんですけ

れども、民法へ反映させてみますと、たとえば債権説によりますと、受益者は受

託者に対して信託の利益を享受する債権を持 っている。その場合 に、受託者が適

当な行為一 第三者に対 して信託財産の回復を求めるような行為、を しない場合

に、この第三者に対して、受益者がその侵奪か ら信託財産を守るということをす

るための権利としては民法の423条 、代位訴権 とい うのがあります。ところが、
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民法の423条 は、「債権者ハ自己ノ債 権 ヲ保全 スル為 メ其債 務者 二属 スル権

利 ヲ行 フコ トヲ得 」 とあ り、特定物 に対す る債 権 の場合 には、債務 者が

無資力であることを要 しないで、代位権を行使できるということになっておりま

す(大 審院判例)が 、特定物を目的としない一般の債権に:おいては代位訴権を行

使できるためには、債務者が無資力でなければならないとされております。とこ

ろで受益者は受託に対 して信託財産について収益又は元本の引渡を求める権利を

有するわけですが、その権利が特定物を目的とするものでないのが普通ですか ら、

債務者が無資力でなければならないこととなります。ここで無資力ということが

必要になると、受託者が無資力であるということは、まず受託者が普通の信託会

社のような場合にはあり得 ないことですか ら、これは受託者が適当な回復方法を

とらないのであれば、信託違反として受託者に対 して責任を追及 したらいいんで

あって、第三者か ら取 り戻すのに受益者みずか らが立ち上がるべき権利があると

考えるのは、信託のConStrUCtiOnか らは少 しおか しいという考え方が言えるわけ

です。そういう意味で、民法の423条 ではいけないこととなります。

そうしますと、今度は、信託法には何 も規定がありませんので、受益者は直接

請求できないん じゃないか という議論が出てきます。受託者が任務を怠れば、こ

れに対 して解任するとか、いろんなことができますので、直接第三者に働きかけ

る権利を与える必要はないじゃないかという議論が有力になるだろうと思 うんで

す。そこで、直接請求は許されるかということになると、これは債権説によれば

ばできないん じゃないかということであります。管理権説においてもこの点は明

白に説明せ られていませんが、恐 らく直接請求は認められないと思われます。英

米法においても受益者の権利としては同様に解せ られていますか ら、立法的解決

を待たねばならないと思います。ただそれほどまでして受益者を保護 しなければ

な らないかという問題ですが、わが信託法19条 において、受託者は信託財産の限

度において受益者に履行の責に任ずると規定されており、この規定か らしても受

益者のた めに、できるだけ信託財産保護のための直接請求権を認める必要があ

ると思われます。 しか し現行の信託法では無理だと思いますが、信託の第三者に
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対する法律関係としては一つの問題たるを失わないところと考えます。

2.第 三者 に対す る信託の責任

その次に、第三者に対する信託の責任という問題が出て くるわけです。信託の

事業処理上、あるいは不法行為の理論等によって、第三者に対 して信託が何 らか

の責任を負わされる場合が出てくる。いままでずっとお話 ししておりましたのは、

もっばら委託者、受託者、受益者 信託の内部関係の説明になっていたわけで

す。ここに至 りますと、信託のいわゆる外部関係といわれる第三者との接点を考

える理論になるわけです。

ところが、残念ながらこれにっいては実は信託法上条文がないわけです。第三

者に対 して受託者は、信託の受託者としてか、あるいは信託財産の権利主体とし

てか、いずれにしてもどういうふ うにして責任を負 うかというい うことは、信託

法の規定その ものからは何も出てこない。ただ、先ほどの19条 から言いますと、

受託者が受益者に対して負担する債務については、信託財産の限度においてやれ

はいい。 しか し、前に19条 の説明のところで、受託者は外部第三者に対する関係

では無限責任であることを申し上げているんです。外部の第三者との関係では、

たとえは受託者が不動産の増築、改築等をやったときに、その費用がまだ払われ

ないうちに家が焼けた。そうすると、受託者は信託の管理としてやった行為 とし

て第.三者に対 して支払の責任を負うのは当然であるとい うことになるわけです。

そういうことで、外部に対する関係がこうなることは、19条 の反対解釈から考え

られるんではないかと思います。

それから36条を見ますと、「受託者 ハ信託財産二関シテ負担 シタル租税、公課

其 ノ他ノ費用又ハ信託事務 ヲ処理スル為自己二過失ナクシテ受ケタル損害ノ補償

二付テハ信託財産ヲ売却 シ他 ノ権利者二先チテ其ノ権利 ヲ行フコトヲ得」 一種

の先取特権ですね。たとえば信託財産の固定資産税が、その土地、あるいは建物

の権利主体となった受託者にかか ってくる。その場合、受託者が自己の固有資金

か ら税額を支払 ったとすると、受託者は過失なくして損害をこうむらされている
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のであります。36条 は、このような場合に受託者は、補償を請求することができ

る。その補償について先取特権を持てるという規定であります。

そういう36条の反対解釈から言いますと、信託事務処理についての第三者に対

する責任は、受託者が無限の責任を負うとい う考え方が出てもおか しくはないの

です。そうなりますと、外部第三者とのすべての権利関係においては、第三者は

受託者に対 しその固有財産であろうと、信託財産であろうと、これが全責任を追

及できることになるのですが、それでいいのかどうかが問題です。

外部第三者に対 して信託はどういう責任を負 うんだろうかとい うことについて、

わが国においては、学説としてもあまり深 く議論されていないんです。 しか し、

この問題についてはイギ リスやアメリカの学説、判例では、いろいろの説が展開

されております。それを第三者に対する信託の責任 とい うことで、一応 レジュメ

としては、(イ}、回、内と3つ を挙げて、これを考えていきたいと思います。

〔イ1受 託者がなした第三者との契約上の責任

これは受託者が個人責任を負 うのか、信託財産も責任の対象 とされるのかとい

う問題です。

この問題は、a)受 託者の権限内の行為である場合、b)権 限外の行為である場

合、c)受 託者の個人責任排除 の特約、の3つ に分かれてお ります。ますa)の 場

合について。受託者は信託事務処理の権限を与えられているわけですか ら、受託

者が信託事務処理の権限内の行為を した場合受託者は全部の責任を負 う。信託財

産 も固有財産も全部責任の対象になる。だか ら、第三者は、信託財産と同様に固

有財産についても追及できるというのがアメ リカ法の考え方であります。権限内

の行為であるから信託財産にのみ限定されるということは言えない。第三者は責

任を受託者の固有財産の中にまで追及 していっても差 し支えない、ということに

考えられているわけです。

ところが、権限内の行為である場合に、受託者の行為が代理権だ とすると、受

託者個人は何 ら責任ないん じゃないか という疑問がでて くるわけです。代理の場
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合に代理人が本人のためにな した行為によって、本人の責任を代理人自身に追及

されることはないというのが、 アメリカにおいてもagency(代 理)の 理論上そう

なっているのです。代理行為をやった場合に、代理人の適法な、権限内の行為で

あれば、本人の財産に責任を負う代理人は別に代理人自身の財産を もってその履

行の責めに任ず る必要はないわけです。

ところが、信託の場合にそういうことが言えるのか どうかということについて

は、アメリカの判例な り学説の考え方は、agencyの 場合とちがって第三者に対 し

ては受託者が全責任を負 うんだから、個人責任を免れることはないという考え方

に徹 しているわけです。 しか し最近では、学説上 も州の立法において も、agency

と同様に考 えて信託財産が責任を負い受託者個人は責任 はないと考える傾向が

見 られます。

次にb)の 権限外の行為の場合に一体 どうなるか。 アメリカにおいては、受託

者が個人的責任を負 うことについては一致した見解である。そ して契約の相手方

は信託財産について責任の追及をなす権利はない。

この受託者の個人的責任の理論は、受託者の権限外の行為によって信託財産な

いし受益者が利益を受 けた場合で も変更を受けることはない。 しか し信託財産が

この受託者の権限外の行為によって利益を受けている場合 にはこれを放任するこ

とは不当利得(unjustenrichment)を 生ぜ しむることになるので、第三者は信

託財産ない し受益者に対 してその利益の返還を請求す ることができるのはいうま

でもなく、又受託者が自己の固有財産をもって第三者に損害を賠償 した場合には、

その金額について信託財産か ら補償を受ける権利は与えられないけれども、衡平

法はその受託者に対 しある程度の救済を与えることがある。たとえば信託財産た

る土地に受託者が不法に(権 限外の行為によって)建 物を建設 した場合に、その

土地に害を及ぼさない方法で、その建物を移転する権利を与えるが如きである。

以上アメリカにおける受託者が信託事務の処理としてな した行為についてその

権限内と権限外の行為についての効果を説明 したが、それでは日本ではどうなる

かということですね。日本では民法の代理権の理論で、権限内の行為については
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本人に責任を負わすべきである、つまり信託財産だけが責任を負えばいいんで、

受託者は個人責任を負わなくて もいい、ということにも考えられますが、信託と

代理とは異なるというアメリカの理論の大勢を考えると、いろいろ検討 しなけれ

ばならないと思います。

それでは権限外の行為についてはどうか。これは受託者が自分の権限を超えて、

不当に契約を しているわけですか ら、責任は受託者個人が負 うべきである。これ

は言 うまで もないわけです。受託者の個人責任であることには間違いないわけで

すね。その場合に、信託財産 も責任の対象とされるかどうかということでありま

すが、これは法主体性の理論か らいきます と、独自の法主体性を持っている。受

託者は権限外の行為をな しているんだか ら、権限外の行為をもって信託財産を拘

束はできないんじゃないか、 という議論が成 り立ちそうであります。

しか し一方、民法の理論によります と、権限のあることを信 じて取引した場合、

いわゆる善意の第三者に対する救済規定がありますので、権限外の行為であって

も、権限ありと信ずべき正当な理由があるような場合は、権限内と同 じように信

託財産について責任を追及されていい。こういう議論になることもあり得 るわけ

です。そうします と、受託者としては大変重い責任を負 うわけです。受託者とし

ては、適法な行為をやっても、自分の固有財産までも追及されるということにな

ると、これは非常に大きな問題になる。そこでアメリカで実務的に行われている、

個人責任を排除する特約をしている問題です。

これが{c)の問題です。日本ではまだ、個人責任とか、信託財産の責任とかをは

っきり考えて約款ができているようには思われません。たとえば実際におやりに

なっているときに、信託契約の約款の中で、 「本信託の履行について、受託者は

自己の固有財産にっいては何 ら責任を負いません」というような特約を しておら

れる例は、見たことがないです。ところが、幸い信託財産がある間はいいですが、

信託財産が時には不可抗力によって滅失することがあるわけです。そうしたとき

に、銀行の固有勘定から支払えと言われて、受益者に対 しては、先ほど指摘 しま

した19条で、受託者は有限責任ですが、第三者に対 しては、無限責任を負うこと

一416一



になるわけです。だか ら、第三者に対 して口、銀行の持っている固有資産 も全部

責任の対象になる。そんなことは銀行に起こることはないと思いますが、個人が

信託を引き受ける場合には、信託財産 も少ないし、固有財産 も少ないしというよ

うな問題が起こると思います。そういうときには、受託者の個人責任排除の特約

をやることの実益があるわけです。

そこで、その特約の表現ですが、信託契約をするときに、「○○信託 の受託者

として・一 」 とい うような表現でよいのかどうか、ということがアメリカで争わ

れているようです。これだと、相手方は、「○○信 託の受託者として」というん

ですか ら、個人の責任は免除 してほしいとい う意味にとれ るわけです。 しか しそ

れではまだ足 らない、信託受託者としての責任は負 うけれ ども、積極的に個人責

任は負いませんとい う特約をもっと明白にする必要があるかという議論がされて

いるわけであります。一番いいのは、「この契約 をすることによって、受託者は

パーソナル(個 人的)な 責任は負いません」ということをやることだと言われて

います。受託者の個人責任を排除する特約は有効だというのが、アメリカでの通

説のようであります。

日本でどうだろうかということです。日本では、19条 、36条 あたりか ら議論 し

てくると外部第三者に対 しては、受託者が全責任を負 うという理論構造になると

思うんですが、それで受託者の個人責任排除の特約が一体有効かど うかというこ

とになると、これは強行法規でないで しょうから、特に 「個人責任は負いません」

と言えば、第三者に対 しても信託財産の限度で責任を負 うということになると思

います。

次に受託者の個人責任の排除はどういうふうにして表現するかの問題がアメリ

カにおいていろいろ議論されてお りますので、それをこの次にご紹介したらどう

かと思 うんです。きょうの問題は、信託会社で直接にあまり実益のない議論かも

しれません。ただ、信託の外部関係という表現とか、第三者との関係ということ

においては信託の本質にかかわって くるところで非常にむずか しいところであり

ます。
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それで、この次は不法行為による受託者の個人責任 と信託財産の責任でありま

す。これはかなりいろいろ問題があるし、また実務的にも、設備信託で賃貸形式

即時処分型が出たような議論が起こっているわけです。 日本では、最近は別とし

て、賃貸方式の議論になりますと、ここで不法行為による責任が問題になってく

る。その次には内の信託財産の権利主体 としての受託者の責任というものが出て

くるわけです。これはこの次に詳細に向こうの実例を見ながら、紹介することに

いたしましょう。

{ロ}受 託者の不法行為による受託者の個人責任と信託財産の責任

きょうは不法行為責任 という問題をめ ぐって考えてみたいと思います。

不法行為責任 とい うのは、受託者が信託事務処理について第三者に対 して不法

行為を行った場合に、信託財産のみならず、固有財産か らも責任を負わねばな ら

ないか、という問題として出てくるわけです。

アメリカ法においては、受託者が信託事務処理に関 して、不法行為(tort)を

な して第三者に損害を及ぼしたときは、受託者は第三者に対 して個人的(persor+

al)責 任を負うとされる。つまり、固有財産を もってしても責任を果さねばな り

ません。その損害を加 えた行為が、受託者の故意によると過失によると責任 に

変 りはない し、受託者自身に過失なくとも同 じく責任を負わねばな らない。受託

者 自身に過失はないけれども、信託事務処理の結果、不法行為責任を負 った場合

には、受託者は、個人的に負担した損害について信託財産から補償を受ける権利

があるけれども、被害を受けた第三者に対 してはその責任を免れることはない、

とされています。又、その信託事務処理によって受託者が何らの利益を得ていな

いとして も、それだけの理由では、第三者に対 して責任を免れるものではない。

又受託者に信託事務処理について過失はなく、しかも損害の補償を受けるための

信託財産が受託者の負担 した第三者に対す る損害を補償するに不足 していたとし

ても、それだけの理由で受託者は第三者に対する責任を免れるものではないとさ

れています。

一418一



受託者の個人的責任の追及がこのように第三者によって絶対的なものとして認

められていると しても、受託者の固有財産が少ないために十分な責任を第三者に

対 して負担することができないときは、信託財産に対 して直接に第三者が執行 し

得ることとするのでなければ、第三者の救済が不十分であるので、アメリカの最

近の傾向は、この第三者の信託財産に対する直接の執行を認める傾向にあるよう

です。もちろん前述のように、過失なき受託者は信託財産について補償を受ける

権利を有し、第三者は受託者が有するこの補償請求権を差押えて信託財産から弁

済を受け得るけれども、 この間接的な方法を必要とせず、直接の執行を認める傾

向が強いのです。特に受託者の個人的責任負担の能力がない場合においては、特

にそうすべきものとされています。

以上アメリカの法理で一番疑問になるのは、受託者が過失なくとも信託事務処理

の結果第三者に対 し不法行為が成立 した場合に、受託者が個人的責任を負わねば

ならないとする点と思います。

次に信託約款で不法行為の場合に受託者は値入的責任を負わないと定め られて

いる場合ですが、これは委託者と受託者の契約にすぎないので、第三者はこれに

拘らず、受託者に対 して不法行為による個人的責任の追及をなし得るものと解せ

られています。又、第三者がその特約の存在を知っているか否かに関係なく、第

三者は受託者の責任を追及し得るとなっております。

受託者が信託事務処理の権限外の行為によって第三者に損害を加える場合には、

第三者は受託者に対 して個人的な不法行為 として賠償を求めることはできるが、

信託財産に対 してその責任の追及をなす ことを得ないことは、代理(agency)の

場合の代理人と本人の関係と同様であるとされています。

わが国においては受託者の信託事務処理に関 して第三者に対し不法行為をなし

た場合の責任はどうなるかでありますが、権限内の行為であると、権限外の行為

であるとを問わず、受託者は、信託財産たる性質を有 しない財産の所有者と同一

の責任を負 うのである。すなわち受託者は無限の個人的責任を負 うこととなる。

ただ受託者がその行為を行 うについて過失がなかったときは、信託法36条 によっ
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らが正 しいのか色々な考え方があると思われます。 しか し受託者を受託者個人と

しての受託者と、信託財産の主体たる受託者 とを区別 し別個の法的人格者と考え

ることは、信託の性質に関する普通法上の観念(commonlawconception)に は

な じまないものであって、普通法 上の観念としては、信託受託者 は外部 の関 係

(outsldeworld)で はその財産(信 託財産)の 所有者であ り、受託者と受益者

の間では受託者はその財産を受益者の利益のために処理す る義務を負 うものであ

るとの考え方を持って処理すべきものとされています。従 ってやはり信託財産の

限度という考え方 は採用できないのではないかと言われています(ScottVol.3

§265・1)。アメリカにおいては株式の未払込金徴収(assessmentonshareholder)

にっいても問題が起こるわけですが、受託者が信託財産たる株式について払込追

徴があった場合に受託者が固有財産からまでも支払ねばならぬかという問題にっ

いて州法ならびに判例をめ ぐって同様な争があります。

日本においての信託財産に対する課税の問題 も同様に起 ると思います。所得税

にっいては、所得税法に規定がありますが、固定資産税については、信託に関す

る特別の規定がありませんので、アメリカと同様な問題が起ると思います。普通法と

衡平法の区別の存在 しないわが国においては別に考えるべきかと思われますが、

受託者が権利名義人であるという立場か らは、管理権税の立場に立 っても受託者

個人の責任 ということになるで しょう(不 動産について信託登記がなされてあっ

て も、固定資産税について地方税法上は特別の規定がないので、受託者個人の責

任ということになるで しょう)。

土地信託においては信託受託者が多年に亘って受託土地の管理処分をなすのが

通例であるから、受託者が第三者に対 して信託事務処理の必要上債務を負担する

ことが多い。その場合の債務は信託法36条1項 によって信託財産を売却し他の権利

者に先立ってその債務に充当することができ、それをしても尚債務超過となった

場合に受託者固有の財産 をもって して完済しなければならないという結論は、も

し受託者に信託事務処理につ き何ちの過失ないとすれば土地信託においては長期
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て信託財産について補償請求権を持つこととなるのであ りましょう。普通法と衡

平法の区別の存在 しないわが国の法律では、そ して信託財産は名義上は受託者の

名義 とされている以 上は、第三者は信託財産に対し直接に執行 し得るものと解さ

ねばならないでありま しょう・権限説によってもこの点は否定できないでありま

しょう。信託法16条 もこれを妨げることはできないでありましょう。

受託者が信託事務処理についても他人を使用 し、その他人が過失によって第三

者に損害 を加 えた場合には、民法715条 によって受託者が責任を負わねばならな

いことは、信託法の規定 とは関係なく理解せ らるべきでありましょう。

〔ハ}信 託財産の権利主体としての受託者の責任

次に問題となるのは、信託財産の権利主体(titleholder)と しては第三者に対

しどのような責任を負 うか、の問題であります。たとえば、租税(tax)、 払 込金

(ussessment)な どが信託財産の権利主体として受託者に課せ られた場合、受託者1よ

個人的責任を負担するのか、信託財産の限度で責任を負えばよいのか、という問

題であります。この点についてアメリカでは租税につきましては、その根拠とな

る州法(statute)の 規定の内容によつて解決するわけですが(た とえば州法によ

つては、課税対象なる物件について単なる担保権を持つにすぎないと規定してい

る場合があります)、 なん らの規定がないときには受託者個人が責任を負うべきだ

とするのがアメリカの判例の大勢のようです。しか し信託財産か ら受託者が補償

を受ける限度以上に個人責任を負担さすことは、契約や不法行為の場合のように

受託者がなん らかの形で行動 した場合に比較 して不合理だとして、信託財産が課

税の額に不足する場合はこれを限度 とする抗弁が認められる考え方や、それに反

する判例などがあって一致 しておりません。 しか し、課税についての州法の精神

としては受託者を信託財産の主体たる地位において課税するのであって受託者個

人たる権利主体と しての受託者に課税す るものでないと解すべきであるので、従っ

て課税当局としては受託者の固有財産か らの支払までも強制することができない

と解すべきだとする解釈が正当のようにも考えられますが、これについてはどち
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間に わ た っ て生 ず る利益 は全 て受 益 者 が 取得 し、 損 失 は全 て受 託 者 が 負 担 す る と

い う結論 に な る。 これ は衡 平 の理 念 か らは是 認 で きな い。 受 益 者 も又 そ の 責任 を

負担 す べ き で あ る。 こ の結 論 を導 き出 す に は信 託 法 第19条 を類 推 す べ き で あ ろ

う。 即 ち第三 者 に 対 して受 益 者 も連 帯債 務 の責 任 を負 う もの とす べ きで あ る。 そ

の根 拠 を受 益 者 の 権 利 の性 質 につ いて物 的性 質 を もつ とか 、 受 託 者 が 代理 人 に す

ぎ な い との見 解 等 に よっ て解 釈 す べ きで は な い。 け だ し、信 託 は委 託 者 の信 頼 を

基礎 と し受 託 者 が そ の信 頼 に こ た え るべ く誠 実 に 信託 財 産 の管 理 処 分 をな すべ き

関 係 に あ る との 基 本理 念 に も とづ き具 体 的事 実 関 係 に適 応す べ き法 律 効 果 を与 う

べ き もの で あ って 、例 え ば債 権 説 又 は 管理 権 説 等 の 基本 理 念か ら演 繹 的理 論 構 成

に よ って法 律 効 果 を導 くべ き もの で は な い。 この こ とは 「信 託 は割 り切 って考 え

るべ きで は な い」 とい うO'toolの 言葉 、Hanburyの 「受 益 権 をJusinremかJus

inpersonamか につ い て研 究 す るこ とはtaxの 問 題 に つ い て は別 と し、 全 く無 意

義 な こ とで あ る」 とい う言葉 は信 託 法理 の解 釈 に つ い て我 々の 心 に 銘 ずべ き とこ

ろで あ る。

{二1第 三者 に対する受益者の責任

最後に受益者の第三者に対する責任について述べてみたいと思います。以 上の

ように受託者が第三者と契約をなし、第三者に対 して不法行為をな し、又受託者

が権利主体 として第三者に責任を負 う場合に、受益者はなんらの責任を負 うこと

がないかどうかの問題であります。

原則的に言えば、受益者は信託によって利益を受ける立場におかれるだけであ

って、信託遂行`ζついての責任的立場におかれ るものではありませんか ら、たと

えば第三者が受託者との契約によってなんらかの債権を取得 してもその債務の履

行す る責任を受益者が負うことはあ りません。同様に受託者が第三者に対 し信託

事務処理に関 して不法行為をな して第三者が損害賠償債権を受託者に対して取得

す ることがあっても、受益者はその債務履行の責任を負うことはありません。さ

らに、信託財産の権利主体 としての債務を受託者が負担することがあっても、受
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益者はこの債務の支払の責を負 うことはありません。

以 上のことはアメリカにおいて も当然のこととして解釈せ られていることです

が、さらにアメリカに:おいて確立 している法理は、たとえば第三者が信託事務処

理について受託者 との契約によって受託者に対 し債権を取得 し受託者より支払を

受 ける関係 が生 じ、 しか も第三者がその支払を信託財産より満足を受け得べき

関係が生 じたときは、第三者は信託財産を一つの権利満足の手段としての利益を

取得 しているわけですが、受託者がその第三者が支払を受ける前に信託財産を受

益者に分配 したならば、第三者はその分配を受けた受益者に対して分配を受けた

範囲内において返還を求めることができるとされています。 もっとも第三者が信

託財産より弁済を受け得べき関係が生 じたことについて受益者が善意(bonaflde)

であ るときは、第三者は この返還請求権を行使 し得ないものととれます。 こ

の法理は不当利得を許さずとする衡平法の考え方に基づ くものでありますが、日

本においてもこのような法理が認められるかが問題であろうけれども、信義則の

原理によって同様に解すべきであろうと考え られます。
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信託 法第56条 ～ 第59条(信 託 の 終 了)

1.信 託設定者による信託契約の解除 ・取消 し

信託約款での解除権の留保

第1は ・信託設定者settlorに よって信託契約を解除する、あるいは信託契約

の取消 しがなされる場合を考えてみます。信託契約を解除する、あるいは取消す

ということにっいては、まず何 といっても信託約款で解除権が留保せ られている

場合、これは恐 らく実務的にも、契約条項 を見てみますと、こういう場合には解

除できるということが書 いてありますので、別に問題はないんです。ただ、解除

権留保の約款は原始的信託約款に限る。こういうところを特に注意 しなければな

らない。それで、解除権の留保の内容については多種多様で、約款を見ます と、

いろいろな場合が書いてあります。理論的には、解除権の留保 は信託設定当時に

留保せられていなければ、約款 による解除 は無理だということであります。

信託設定の意思表示に暇疵がある場合

そうすると、約款に何 もなかった ら、解除 ・取消 しが一切できないかどうかと

いうところが一つの問題点になって くるわけです。信託設定の意思表示の暇疵が

あった場合に、取消 しが問題になるん じゃないか。それから無効ということがあっ

て、結局信託 はその段階で、なくなる。そういう広い意味で信託の終了 という言

葉を使っております。そこで、意思表示の暇疵の問題は、信託は法律行為ですか

ら、一般の法律行為の理論によって決めるわけです。

第1は 錯誤、思い違 いがあったという場合です。これはわが国においてはめ っ

たに問題にならないと思いますが、向 こうでは、受益者の指定を間違ったという

ことがときどき出て くるようであります。その場合、向こうの契約理論でmistake

という理論がありま して、日本の錯誤のほかに、詐欺 もmistakeの 中に入 ってお

りますが、日本式に焼 き直 しますと、まず錯誤です。

日本の法律行為の要素の錯誤の条文をご存 じだと思いますが、法律行為の要素

に錯誤 あるときには、その法律行為は無効 とする。ただ し表意者に重大な過失あ

るときは表意者自らその無効を主張することはできないという表現になってお り
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ます。その理論でいきます と、どういうことが重大な過失かとい うことが問題に

なるわけです。それか らもう一つは、法律行為の要素に錯誤あるというふ うに日

本の条文がなってお りますので、法律行為の要素 とは何であるか。

それで、向こうで実際に起 こる例として挙げられているのは、受益者を思い違

いして誰々を受益者とするということにした場合。 これ は明 らかにmistakeで あ

りますので、日本式にいうと要素の錯誤になる。それか らきわめて不用意に意思

表示がなされた場合。これは、真の意思 と表示 された意思 とが、不用意のために

違 っていた。そこでmistakeだ という考え方なんですが、日本式に果た してそう

いうことが言えるかどうか、問題だろうと思 うんです。それか ら信託設定のとき

に、信託契約の内容について委託者の方でははっきり意思を表示 したけれども、

たとえば秘書に筆記 させたところが、秘書が考え違い、あるいは聞 き違いで、実

際の意思と違 った信託約款がで きた。これもmistakeだ 。日本式に言 いますと、

これは明 らかに要素の錯誤になる場合があると思います。それか ら信託がごく短

期間の ものだと思 って意思表示 したけれども、あにはか らんや臨時的なものだと

いう意思表示がなされてないために、内容的に恒久的なものになった。これはmis-

take、 錯誤の中に入るという例が説明 されております。

次に詐欺にあって信託設定 した場合の取消 し。これは日本の場合で も同 じこと

だろうと思います。

それか ら強迫されて信託設定 した場合、これ も取消権が民法でありますから、

そういう取消 しがあり得ます。

ここまでは日本の意思表示の暇疵のところをそのまま理論的に適用できますが、

次に不当威圧undueinfluence、 これは英米法の特殊な意思表示 の暇疵で、わが国

においてはまだ認められているわけじゃないんですが、これはどういうことかと

いいますと、不当な影響のもとになされた意思表示 、そこには強迫 とか、詐欺 と

かいうほどの不当性 はないけれども、やはり不当だ ということです。

これは向こうでは、地位が非常に格差のある者の間、たとえばおじさんが後見

人で、未成年者が被後見人であった場合のおじさん との間の契約、それから弁護
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士と依頼人との間の契約、医者 と患者の間の契約、先生 と生徒の間の契約、そう

いうことで・地位が著 しく傾斜 されている場合に為された契約です。普通の契約

は、当事者が対等の立場でやれるという意味でやっているわけですが、対等の立

場でないという事態が起 こって くることが あるわけです。すなわちBの 地位が

Aに 比べると著 しく下にあるもの、たとえば社長と平社員 との間で何か取 引が

あった場合、その地位が違 いますか ら、相手方の地位に影響 されて、 この契約

はBの 真の自由なる意思が圧迫される。それは別に強迫 されたわけで も、だまさ

れたわけで もない。真正 に意思を表示 しているけれども、そこに不当な圧迫が出

ているというわけです。先 ほど申 しましたように、今 日、向 こうのundueinflu-

enceの思想 は、不当な圧迫を受ける関係だといっております。そ ういう場合 に、

それが不当でなかったということはAの 方で証明 しなければならないとされてい

ます。たとえば不動産の売買契約の場合、鑑定の結果によって も正当な価格だ、

というようなことを、Aか ら立証 せよ。Aに 立証責任を負わす。Bは ただ不当な

圧迫を受けるよ うな地位であるという性格を説明すれば、取消権がBに 与え られ

る。そういう考え方であります。

これは日本の詐欺で も、錯誤 でも、強迫で もないんです。このundueinflu-

enceは、向こうでは、equityの 法則で発展 しているものなんです。

2.期 間の満了'

信託約款における存続期間の定め

それから信託の終了の第2の 問題は、期間の満了というところであります。信

託の存続期間は、貸付信託の長 いのは5年 ですね。貸付信託なら金融政策上そう

いうふうになっているんですが、それ以外の信託だと、期間が10年 でも20年で も

差 し支えないわけです。その存続期間が定められている場合に、期間が満了した。

これはもちろん日本の信託法の中にも当然予定 しておりますので、別に説明を要

しないことなんです。

信託目的達成前に信託期間が満了 した場合如何
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ところが、問題になるのは信託期間の定めがある、その期間が信託目的を達成

する前に到来 したという場合、期間が定 めてあるか ら、信託目的がまだ達成され

ていないけれども期間満了と同時に信託 は終了するか という疑問です。これは日

本でも、信託目的がまだ達成されていないのに、信託期間が到来したという場合は、

相当あると思 うんです。たとえば学資金信託で、4年 間、息子が大学在学中、収

益を学資として与えてくれという信託があったとす ると、存続期間 は4年 であ り

ます。ところが、ご承知のように、留年ということがた くさんございます。大学

の規定によりますと、4年 の場合には8年 、6年 の場合は12年 大学 におれ るわけ

です。そうすると、4年 の信託期間が過 ぎたら信託 は終了 したことになるのか、

あるいは、目的は要するに学資金の信託ですから、卒業す るまでという意味にな

るのか、そういうところが問題になってくると思 うんです。 「在学中」 という表

現をしておけば救われます けれども、4年 間というように存続期間を決めたら、

目的の達成がまだなされていないときに期間が到来 した場合に、期間の定めが絶

対的に効力を有す るかどうかという問題です。

これはアメリカの判例では、信託目的の達成というところに重点を置 いて、期

間の定めは従属的なものだと解釈すべきだという考え方で、これはきわめて合理

的だと思います。アメリカの判例では始終起 こって くるもののようです。日本の

場合で も、期間の満了ということを信託法の条文では書いておりますけれども、

その解釈については、目的達成 と期間とをてんびんにかけて、信託 というのはも

ともとある目的のためにす るもので、期間は、ただその目的を達す るための相当

な期間という意味でっ くるんですから、目的達成と期間の定めとの関係でいえば、

やはり目的達成の方が重要で、期間の定めは絶対的ではないという結論になると

思 うんです。

向 こうの例 として挙げられているものを見ますと、売却信託がありまして、こ

の不動産 を売却 して、その金をA、B、Cと いう受益者に分配 して ください。信

託期間 は1年 とします。 こういう約款があった場合です。ところが、いろんな事

情で、不動産の処分は、予定 した1年 より長 くかかるということはた くさんある
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わけです。初めは委託者は1年 ぐらいすればこの土地は売れると思 って、それを

1年 以内に売却 して分けてくださいという約款 にした。ところが、信託期間の1

年が来 たけれども、まだ売れない。そうした場合に、信託は期間の満了によって

終了するという解釈になるのかどうかということですが、それは向こうでは、信

託財産たる不動産を売却 して、その売却代金を受益者に分けるというところに重

点があるんだから、1年 で売れなければ、それは満了するん じゃな しに、当然に

期間は無視されて、延長 されると解釈すべきだという考え方です。そういうこと

が判例 として出てお ります。

受託者の裁量による信託終了の決定

それ とよ く似ているのが、受託者の裁量による信託終了の決定、という問題で

す。先ほどの目的達成 と期間の満了ということと非常に類似 した処置で、裁量に

よって受託者が適当に期間を延長できるという考え方です。信託設定時、信託約

款では明 らかに 「本信託 は5年 間とする」と書 いてあるけれども、受託者がいろ

いろやってみて、いろんな事情でこれはもう1年 延ばした方がいいというときに

は、期間に拘束されないという理論です。

これは逆の場合 もあると思 うんです。たとえば不動産の売却の場合で も、す ぐ

に買い手がっいた。そうすると、存続期間の満了前でも信託は終了 したと考えら

れる、ということにもなると思 うんです。 しか し、実際に起 こる例は、信託期間

が満了 しているのに、なお信託の目的が達せられないような場合が一番多 く起こ

るわけです。

以上 のとおり信託終了としては、まず原始的な約款に解除権が留保せ られてい

る場合、意思表示の暇疵、それと期間の満了、 こうなるわけです。

3.目 的の到達、到達の不能または不法の場合

第3は 、目的の到達、到達の不能または不法の場合です。目的の到達、これは

信託目的が達せ られた場合ですから、わが国においても、条文上 も問題ないと思

います。
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問題は、到達の不能または不法となった場合 はどうだろうかということであり

ます。日本の民法は、初めか ら不能だったのを気がっかずに契約を した場合、こ

れは原始的に不能ですから、契約は成立 しないという考え方をとっております。

ですから、原始的不能の場合は問題ないんです。

ただ、信託 は長い期間続 きますので、後発的不能 信託契約は不能 じゃな し

に、初めは目的を到達できるとして信託を設定 した。ところが不能になった。そ

れを民法的に言いますと、後発的不能ということになっているんです。そういう

場合にどうかということであります。わが国において、実務的にはそういうこと

はほとんど起 こっておらないと思いますけれ ども、信託が盛んに利用されるアメ

リカにおいては、始終あるようであります。

例 として挙げ られているものを見ますと、金銭を年2割 の利回 りになるような

物件に投資するということで信託が設定される。設定当時には、2割 回るぐらい

の投資物が幾 らもあったわけですが、非常に低金利時代が来て、なかなか2割 に

回るような物件が見つか らない。こうした場合に後発的不能といえるかどうかと

い う問題であります。これは長い間持 っていればまた金利が上がるか ら、それで

いいだろうという考え方 もできます けれども、後発的不能の場合、それを不能 と

して信託の終了だという例を挙げてお ります。

それか ら土地を集めて、それをある鉄道会社に売 るという売却信託のような場

合、その辺 を鉄道が通るというので、その辺 の地主が信託をして、そして鉄道 と

交渉させるっ もりでやったところが、鉄道がその会社の都合でそこを通らなくなっ

た。これは信託目的が初めか ら不能 じゃな しに、その後の鉄道会社の営業政策上

そこを通 らなくなった。そうすると、信託目的は不能になって しまいます。そう

いう場合には後発的不能の例 じゃないかというわけです。

後発的不能の第3の 例は、信託財産が消滅 してしまった場合であります。たと

えば建物を信託 して、その建物の家賃を第三者に学資金としてやろうと した とこ

ろが、その家が火事によって消滅して しまった。そんな場合にその信託は後発的

不能 ということで、消滅すると考えるべきかどうかということです。これは2っ
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の場合がありまして、1つ は天災事変のような場合で、もう1っ は第三者か ら火

をっけて焼かれた場合、後者 はご承知のように、日本でも信託法14条 がはっきり

言っておりますように、損害賠償請求権が発生 し、損害賠償請求権が信託財産 に

なります。第三者の不法行為によって損害賠償請求権が発生するような場合には、

損害賠償請求権に信託財産 はかわるわけで、信託財産はまだあるわけですから、

信託は終了 しないという解釈 になるわけです。

後発的不能としては、いろんな例が挙 げられております。日本の用語を使いま

す と、事情変更の原則というのが日本でも既存の理論になっております。事情が

変わって、信託を した目的が達せ られないようなことになった。いままでの例で

も抽象的にはそういうことになる場合 もあります。いままで言った以外にも、事

情が変更 して信託 目的が後発的に不能になることは、たくさん出て くると思 いま

す。そ ういうときには信託は終了する。そういう終了原因があります。

それか ら最 も異色であるのは、目的の一部の後発的不能と裁判所の裁量 による

その目的の除外、ということであります。 これは日本の理論としてそのまま用 い

られるかどうか……むしろ結論 は多分用いられないほうが多いと思いますけれど

も、アメ リカの判例では、信託の目的というところに重点を置 くわけです。それ

で、目的 とする重要な部分が後発的に不能になれば、明らかに目的は不能だとい

うとになりますが、そうじゃな しに、目的がいろいろあって、そのうち比較的軽

微な目的が不能になった場合、裁判所が信託条項のうちからその目的を除外す る

決定をするということです。これは後で信託の変更という問題が出てきますので、

そこでも触れることになると思いますけれども、向こうの裁判所は信託について

はいろいろ載量権を持 っておりまして、条項の変更について、一般的にそういう

変更権 も持 っております。それで、信託の条項を変更するという処置ができるこ

とになるわけです。

日本ではどういうことになりますか……。日本では、信託設定当時予期 しなかっ

た事情 によって、管理方法が受益者のために不利益のような場合には、裁判所に

管理方法の変更を申請することができる。たとえば管理方法として、不動産の場
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合だと、それを賃貸することになっていた。ところが、ご承知のように、家賃地

代統制令ができまして、まともに持 っていたら収益が著 しく低下して しまうこと

があります。ですから、以前に借家を信託 して収益を上げようと思ったところが、

管理方法として借家の賃貸では目的が達せ られない。そういうときに借家を売却

して、その代金を高利回 りの公社債に した方がいいということにでもなりますれ

ば、日本の信託法で も管理方法の変更 ということは規定にありますので、それは

できる。そういうことで、日本の場合でも、管理方法の変更 というあの規定で救

えることもあ りますけれども、その点は日本では非常 に厳格になって、裁判所の

許可を得なければいけませんので、信託条項の変更 ということは非常に困難であ

りますが、向こうは裁判所のdiscretion、裁量権 が広範囲に認められてお ります

ので、そういうときには、後発的不能 となった一部の条項にっいては、信託 目的

から除外する決定を裁判所が して くれるわけです。

それから、信託を設定 したけれども、illegal、不法になった。 日本で もそう

いうことはあると思います。たとえば例の都市計画法によって、市街化区域 と市

街化調整区域 という線引きが行われるようになったわけですね。そこへ建物を建

てて、それで収益を得てそれを受益者 に分配するっもりでその土地を信託 したと

ころが、それが市街化調整区域に入 って しまった。そうすると建物が建てられな

い。そうなりますと、信託 目的が不都合になるわけです。そういうときに、日本

の場合にどうなるだろうか、結局管理方法の変更 ということでできるか どうか、

ということであります。実務的にもそんなことに遭遇 した例がありませんので、

何とも言えませんけれども、理論的根拠を求めるならば、日本の信託法では、裁

判所による管理方法の変更を求めるということになるわけです。

そういうことで、信託目的の後発的不能、あるいは一部の後発的不能というこ

とで、信託は終了することができるわけです。

4.受 益者の同意

そ して これか ら一番興味のある問題に入 ります。それは第4の 受益者 の同意に
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よって信託は終了せ しめることができるか、特に信託期間が定められていないと

きは・まだ何 とか解釈の余地もあると思いますけれども、信託がたとえば10年 間

としているのに・まだ5年 目で・そ して信託目的としたものがまだ到達せられて

いない場合に、受益者全員の同意によって信託を終了せ しめることが可能かどう

かという問題であります。これは私はいままで、信託はもともと受益者のために

なされているものだから、信託の受益者が同意さえすれば、一応どんなことでも

可能だと基本的には考えるべきだということを、始終説明 してきたわけでありま

す。

そこで・信託終了をめぐっての問題に しぼって、この問題を、アメリカの先例

なんかをご紹介 しなが らお話 しするっもりなんですが、きょうはまず総論的に、

テーマを、信託委託者が期間を定め、目的を定めたときに、その目的も到達され

てない、期間 も満了されていないのに、受益者が 「もうやめましょう」と言 うこ

とによって信託を終了せしめることが可能かどうか、という問題にしぼって検討

するわけであります。

イギ リス法とアメ リカ法では考え方を異にする

これにっきま しては、イギ リス法とアメリカ法とでは基本姿勢が違 うんです。

それはどういうことか といいますと、信託 は本来言えば受益者の もので、受益

者の利益のためになされた信託なんだか ら、受益者が 「やめましょう」 と言えば

やめてもよろしいというのが、イギ リス法の立場なんです。その根拠にあるのは、

信託財産は受益者の ものなんだか らというところです。

ところが、アメリカではそれと反対の立場をとりまして、委託者が信託を設定

したのにはそれだけの理由がある。それなのに受益者だけの同意で信託を終了さ

せることは、委託者の意思を無視することになる。だか ら、単に受益者が同意 し

ただけで信託終了を来 たすことはできない。これは受益者の同意のほかに、信託

設定者が同意 しなければいかんの じゃないか という考え方です。きょうは大原則

のところだけの お話ですが、アメリカ法では、大原則的には、受益者、受託者、

委託者全員の同意 ということを強調 してお ります。イギ リスと立場が違 うのは、
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これは委託者settlorの 意思 というものが信託設定において入 って くるん じゃな

いか。そういうことで、受益者の同意だけではいけないという基本原則を立てて

いるわけです。

日本法で考えれば

わが国の場合には、信託の解除にっいて は、信託約款で別段の定めがあればい

い(59条)、 そうでなければ、信託財産をもって債務を完済することができない

ような事態がなければいかんという条文があるわけです。58条 「前条ノ場合 ヲ除

クノ外受益者力信託利益ノ全部 ヲ享受スル場合 二於テ信託財産 ヲ以テスルニ非サ

レハ其 ノ債務 ヲ完済スルコ ト能ハサル トキ其ノ他 巳ムコ トヲ得サル事由アル トキ

ハ裁判所ハ受益者又ハ利害関係人ノ請求二因 リ信託ノ解除 ヲ命スルコ トヲ得」、

それか ら59条 で 「第57条 及前条ノ規定二拘 ラス信託ノ解除二関 シ信託行為二別段

ノ定アル トキハ其ノ定二従 フ」、という規定があ りま して、 したがって、解除は

受益者の同意だけではだめなんです。自益信託の場合 は57条で解除できるわけで

すけれども、他益信託だと、57条で もだめ。58条 で もだめ、それから59条 もでき

ない。そ ういうことで、いずれにしまして も日本の信託法では、信託の原始約款

に 「本信託は受益者全員の同意があれば解除 し得る」とい うことを書いてあれば

別ですけれども、そうでなければ、受益者の同意だけではできないという結論にな

るわけです。

ところが、いまのような受益者全員の同意があればいいというイギ リス方式が

認められるかどうかということです。その点 は、わが国の信託法は、イギ リス法

でもない。アメリカ法のように、約款に何もな くても、委託者の意思を尊重 して、

委託者、受託者、受益者全員が同意すればできるというので もない。非常に厳格

な解釈を してお ります。日本の場合には、約款でそこを注意 して、イギ リス方式

にしたり、アメリカ方式にしたりした らそれでいいと思いますけれども、何 もし

なければどうなるか ということになると、 このテーマの総論的なものとしては、

受益者の同意だけではいかんということになるんです。

受益者の同意をめぐって、これは実 は信託の本質に関する問題なんですね。信
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託条項の変更 もそういうことでいけるのか、それか ら受託者の忠実義務違反につ

いて も、受益者の同意があれば、それは任意規定だ として差 し支えないかどうか

という、受益者の地位をめ ぐって、何 も終了の場合だけではありませんが、終了

の場合をめ ぐって、イギ リス法、アメ リカ法で具体的にどういうことが起 こるか

という問題を、この次に申 し上げたいと思います。これは結局帰納 していくと、

信託の本質に対する問題にもなります。けれども、きょうはとりあえず終了の問

題をめぐって、受益者の同意ということの総論的なことを申し上げました。

日本の信託法の解釈はどうもrigidで、一つの前提を立てて、その前提に合わ

なければだめだということで、結局大陸法の形式論理的にやろうとして、それを

完全に説明するために形式論理の基本をどういうようにしようかということで、

いろんな説が出て くるわけであります。そこいらでイギリスやアメリカのequity

の理論 というものとの違いが出てきて、わが国においては、最近、いろいろな考

え方が出て くるということになっているんです。

信託法学会第二回大会が京都で開かれま したとき、谷口教授が 「日常生活にお

ける信託の利用」 という表現で講演されて、その中で、物権 と債権 とにはっきり

分け られないような権利があるんじゃないかと言われたのです。これは、まさし

くアメ リカでもそうですが、followingtrustpropertyと いう理論があ ります。

これは第三者が信託財産を不当に取得 した場合、っまりもっぱら悪意で、信託財

産たることを知 りながら取得したような場合に、その財産を取 り戻す権利がある。

信託財産たることを知 らず、しか も相当な対価を供 してその信託財産を取得 した

場合は、そこへは追及 していけないけれども、悪意であるとか、あるいは善意で

あって も、無償だ と、それに対 して追及 していける。そういうように、最近は日

本で、不動産物権の登記の問題をめぐりま して、背信的悪意の取得者には登記な

くて も対抗できる。たとえばAがBに 売 っている。その場合にCがAと 通謀 して、

Bが まだ登記 して いないのを奇貨として、AとCと の間で先に登記 して しまった。

二重売買です。その場合に、も ちろんAは 背信の責任 を免れませんが、Cの 方 は

何 も責任がないというのがいままでの理論です。少な くとも登記法上は、登記を
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経てないBはCに 対抗できないとい うのが、物権法の基礎理論になって いたわけ

です。最近は、そういう背信的悪意の取得者には登記なくても対抗できるという考

え方になってお ります。

それか ら借家法は、ご承知のように、賃借人が賃借 目的の建物の引き渡 しを受

けたときには、爾後物権を取得した者に対 しても、その賃貸借は効力を生ずると

いう規定があります。ですから、家 を借 りてそこへ住んでいると、その後家主が

何人にかわろうとも、借家法の規定 によって、前の家主 と同 じ条件で借 りていけ

ることになります。こうなると、借家法の借家権は、本質は賃貸借契約ですから、

債権です。ところが、物権的効果がそこに与え られている。だから、昔のように

物権 と債権 とを完全に分けられないような状態が出てきているんです。

以上申しあげましたとおり、日本ではどうもはっきり割 り切るという傾向が強

いのですが、日本の民法で も衡平法的な感覚で、権利の濫用だとか、信義則違反

だという条文 もでてきております し、それか ら最近は、いま言 ったように、背信

的悪意取得者の理論 のようにだんだん範囲を広げてきているわけです。

それで、受益者の同意という問題をめ ぐりま して、22条 、それから信託業法の

11条 も、解釈の しようによっては、いろいろおもしろい解釈ができると思 うんで

す。それでこの次は、受益者の同意 ということをめぐって、向こうではどういう

ふ うに解釈 しているか、その具体的な例 をお話 ししたいと思います。

5.受 益者の同意(そ の2)

前回、受益者の同意が信託終了の原因になるかどうか。これは、受益者の同意

によって信託を終了させ るという約款があって しかるべきなんですが、どうもわ

が国ではその点がまだ余 り深 く論 じられていない。というのは、56条 の 「信託の

終了」のところで 「信託行為 ヲ以テ定 メタル事由発生シタル トキ又ハ信託 ノ目的

ヲ達 シ若八達スルコ ト能ハサルニ至 リタル トキハ信託ハ之二因 リテ終了ス」とあ

るだけです。ここの信託行為をもって定めたる事由発生 したるときというところ

で、たとえば、受益者全員の同意があったときは、信託はこれによって終了する、
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あるいは場合によっては信託の解除の57条 、58条 、59条 というところで、特 に59

条で 「……信託行為二別段 ノ定アル トキハ其ノ定二従 フ」とあ りますから、ここ

で解除の要件 として、受益者全員が同意すればそれでいいという約款をっ くっ

ておけば、59条 でもいけるかどうかという問題があります。

信託の解除にっいては、57条 、58条 で一応基本的な姿勢は出ているんです。こ

れによると、どうも受益者が同意すればそれでいいということがす ぐに出てこな

い。そこで、約款の方で受益者の同意があればそれでいいというようなことが書

いてあって、それが一体どういう効力を持つかということが議論せられるべきな

んですが、わが国で余 り議論せ られてない。それか ら、実際に行われている約款

にも同意を理由にするところの解除ない しは信託の終了ということが余 り明確 に

出ていないんです。

そういう意味で、受益者の同意が信託終了ない しは信託の解除につながるかど

うか ということを、実例をもってお話 して、実務 的に約款をつ くられる何 らか

の参考になればと思い、第4及 び第5と して 「受益者の同意」を取り上げたわけ

です。

前回は、信託期間がまだ満了 しない、目的もいまだに達成せられていない、 し

か し受益者全員の同意があれば信託を終了せしむることが可能か一一これにっい

てはイギリス法主義 とアメリカ法主義 との2っ の相違があるとお話 したわけです。

イギリス法主義では、結局 「受益者全員が信託の王様である」、っまり信託 の

目的は受益者のためにやるんですか ら、その利益を受 けるものがOKを 出してお

れば、信託を設定 した委託者の意思というものも、もともと受益者全員の利益の

ためにやっているんだから、信託設定者の意思は別に考慮する必要な しに、受益

者全員の同意だけでいいというのがイギ リス法の立場なんです。

ところが、これに対 してアメリカ法では、簡単にそうは言えないのではないか。

信託 というのは委託者の意思も留意 しなければならぬ。受益者全員が同意 しても、

委託者の方でこれは困るという場合で も、なお終了ないしは解除できるとします

と、委託者の意思は全然無視されることになる。 しか し特に委託者 としては一定
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の目的をもって信託 をするわけですか ら・その目的がまだ到達せ られていない
、

即ち委託者の意思が十分に達せ られてないのに、受益者全員の同意さえあればそ

れでいいということは・余りにも委託者の意思を無視 した結論であって、信託設

定の趣旨が生かされてないのではないかという疑問が出るわけです。そこで、ア

メリカ法では、委託者の意思 も尊重する立場から、受益者全員の同意があったと

いうだけで信託目的が達せられてなくても終了すると簡単に考えるべきでない、と

いう立場をとっております。

イギリス法とアメ リカ法の考え方の差異は、連続受益者、浪費者信託の場合に

明瞭にあらわれる

このアメリカ法のこの立場か らは、委託者の意思が十分に尊重せられている結

果が生 じていれば、受益者全員の同意があれば、信託を終了せ しめてもよいので

はないかという考え方が生 じますか ら、アメリカにおいても、信託目的の重要な

る部分にっいてすでに終了 しているならば、ごく軽微な部分にっいて終了 してい

なくとも、受益者全員の同意によって信託を終了せ しめてもよいという法則が存

在するのです。何が重要な部分であるかということは、しか し、伸々判定に困難

なことでありますが、 これは連続受益者及び浪費者信託の場合について考えれ

ばより具体的に理解できると思います。

連続受益者のケースでは

ところで、連続受益者 と浪費者信託のことはいろんな機会にいままでお話 しま

したが、連続受益者 というのは、例えば委託者 をA、 受託者をBと しますと、Aの

生存中はAが 受益者になる。そしてAが 死ねばCが 受益者になる。 もう少 し複雑

なのは、Aが 生存中はAに 収益 を渡す。そ してAが 死ねばCの 生存中はCが 収益

を得る。Cが 死ねば、今度はDが 収益及 び元本を もらう。こういう形のもの、っ

まり受益者が1人 でな しに、最初A、 そ してCが 受益者になる。それからDが ま

た受益者というように受益者が連続 しているというものであります。

こういう形で信託が設定 されたときに、A・C・D全 部が合意 して受託者に信

託を終了せ しめるということを言えば、Bが それで信託の終了 として計算を明 ら
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かにして、収益の部分、元本の部分の処理をせねばならぬかどうかという問題で

す。

イギ リス法の初めの考え方で、信託は受益者が王様 という考え方をしています

か ら、アメ リカでも初めはこの考え方の影響を受けて受益者全員が同意すれば、

それで終了させてもいいという考え方であって、1889年 のマサチューセ ッツ州の

判例までは、イギリス式に考えておったんですが、19世紀後半か らは厳格に 「連

続受益せ しめること」が信託の重要な目的であるときは、全員が同意 したという

だけでは終了せ しめないとされ、だから、この信託で一体重要な目的は何だろう

かということをまず考えなければいけないということになったのです。

それでは、この信託 は一体どれが重要な目的であるかということになるわけで

すが、結局、この場合は元本をDに 渡すという状態が来 ることが信託目的の重要

な部分であるか ら、それまでは幾 ら同意 して も信託は終了 しないという考え方に

することが委託者の意思を尊重す ることになるのです。そのような理由でアメ リ

カでは19世紀の後半 にははっきりとC・Dが 同意 したか らといって も、Aの 生存

中に信託の終了を来すことはないということになったわけです。

そのように信託設定の趣旨か らいうと、最終的には元本をDに やるというとこ

ろに重要な目的があるということになれば、簡単にDの 同意だけで信託を終了せ

しむべきでないの じゃないか。やっぱり信託設定の趣旨を考えて、その信託の重

要 な目的がどこにあるかということを見てそれで決めようというわけです。アメ

リカの基本理論はそうなっておるのです。

ところで、日本では約款でこういう連続受益者が指定 されていることは非常に

少ないと思 います。日本で貸付信託で連続受益者の指定がなされていたらどうい

うことになるか。委託者が死ねば信託は終了す るという議論 もあり、また終了 し

ないとなれば連続受益者の指定が相続関係を変更する効力があるかどうかという

むっか しい問題 もあります。

いずれに しまして も、日本においても連続受益者の指定がある場合、全員の同

意で信託をその時点で終了せしめることができるか一一例えば前述 の例でAの 生
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存中にC、Dの 同意があれば信託を終了せ しめ得 るか ということは、非常にむず

か しい問題 と思 います。

しか し、イギ リス流の考え方 もさることなが ら、やはり信託設定者の意思 を尊

重 して信託 目的の実現 を重視するアメリカ流の考え方が勝 っていると考えるべき

で しょう。だとす ると、連続受益者の指定されている場合には、いろいろと解釈

上むずか しい問題があると思 います。

浪費者信託のケースでは

それか らその次の浪費者信託(spendthrifttrust)の 場合 にも、やはりイギ

リス法とアメ リカ法では違 いが出てくるわけです。イギ リス法では浪費者信託の

場合でも、浪費者の同意があればそれで終了せ しむることができるというふ うに

考えておるわけです。 しか しアメリカではやはり浪費者信託の目的を尊重 して同

意だけでは不可 とします。

そこで、浪費者信託 というのはどういうことかといいますと、委託者A、 受託

者B、 受益者Cと します。浪費者信託においては、Cが 浪費 してはいけない、あ

るいはCに できるだけ完全確実な(appr。priate)受 益 をせ しむるという目的で、

まず第1は 、受益権の譲渡を禁示する約款をおいてお くわけです。

それからもう1っ は、差押禁止という特約をおいてお くわけです。差押禁止 と

いうのは、受益者が第三者から借金を して もその債権 に基いて受益権を差押 るこ

とが認められないという効果を生ずる意味なのです。このような約款によって第

三者が拘束 を受けるかどうかは問題でありま しょう。 しかし浪費者信託がもとも

と受益者がその信託によって受ける利益享受(受 益)を 確実にするところあるの

ですからこの約款の有効性をアメリカの判例は認めているのです。

ところで問題 は、このような浪費者信託の場合に受益者の同意によって信託の

終了を来す ことができるかという問題があるわけです。殊に、差押禁止の約款にょっ

て保護されている受益者が唯一の受益者 とな った場合において も、その受益者の

同意で信託の終了が来 し得るかという問題が存在するわけです。

アメ リカではこの点はどうなっているか とい うと、 「浪費者信託の目的が特定
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の受益者の権利保全を目的 とす るときは、全部の受益者の同意、ないしは受益者

が唯一の受益者となった場合においてその受益者の同意 によっても終了せ しむる

ことを得ない」という結論になっているのです。た とえば約款で譲渡禁止されて

いる、そ してAが 生 きている間はAに その収益 の受益がなされ、Aが 死ねばCが

受益するという、先ほどの連続受益者 と競合す るような例ですが、そうしたとき

に、少なくともCが 受益権 を譲渡することはいかん。 しか も、Cの 受益権 を押え

ることはできん、ということになるのですが、 しか し受益者 としてDが もう1人 い

てCが 死ねば、Dに 受益権が渡 るという約款があった としますと、Aが 死んでC

が受益者になった時点で、DとCと が同意を して、この信託はやめに しましょう

ということをBに 言 った場合に、浪費者信託の受託者 としてBはCの 権利保全を

せねばいかんわけです。譲渡 も禁止されている、差押え も禁止 されている、Cの

受益保護 ということが、この場合の浪費者信託の目的なんです。そういうときに

DとCと が共同 してやめときますと言っても、 これは認め られない。

それは結局、Cの 権利保全が一番大事なことですか ら、委託者の設定の意思、

信託の目的自体から見て、重要なる目的が達せ られてない状態で、Cが 死ぬまで

は、Cに 受益 させて、Cは その間は譲渡 もできない し、Cが 債権者か ら金を借 り

て も、債権者はそれで差押えできないという趣旨の契約ですから、この信託の目

的はあくまで もCの権利保全でありますか ら、そうす ると、全部の受益者の同意

によっては信託は終了 しないとせねばなりません。

ところが、 この場合に連続受益者のCが 死んだ とします と、Dが 唯一の受益者

であるわけですから、Dは 自分の権利だけなんだか ら、ひとっ もう契約を終了 さ

せてほしいという場合、これが同意 したか らといえ るかどうかです。これは唯一

の受益者になった場合でも、その受益者がやはり譲渡禁止されたり、差押禁止さ

れているというところの浪費者信託の受益者である限 りにおいては、これはいけ

ないということです。これが浪費者信託 におけるアメ リカの考え方であります。

なお付言すべきことはペンシルヴァニアの法律では、信託の終了と受益者全員

の同意の関係について受益者全員が同意すれば信託 は終了 し得るというイギ リス
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方式を採用 していた時代があったわけですが・その時代において も、浪費者信託

の場合は例外であると して・浪費者信託では受益者全員の同意によっては終了せ

しめ得ないとされていたということです。そういうことで、浪費者信託において

は、その受益者が浪費を しないで、委託者の設定 した信託目的を享受 しているこ

とが実現 されていることが重要な内容になるんですから、同意によって終了せ し

めるということはいけないということになっているわけです。

それから最後に唯一の受益者が享受の期間を限定せられている場合、その期間

の満了の前にその者が信託終了に同意 して も終了せ しむることを得ないというこ

とについて一言 しておきます。一一これは簡単なことです。浪費者信託の場合に

ももちろん信託期間の定めをなすことがあるわけですが、その場合、例えば20年

と定めて20年 がくれば受益者に元本を交付す ると定めてあったとすると、受益者

が10年経過 した時に全員の同意によって信託を終了せ しむることに同意 しても委

託者の意思が20年 とある以上はそれが尊重せ られるべきであるか ら、受益者の同

意だけでは信託終了を来す ことはできないとい うことです。

日本法では、受益者の同意による信託終了 についてどう考えることになるのか

そういうことで、信託終了に関 して受益者の同意ということをどの程度働か し

ていいのかということになりますので、わが国の信託理論で非常にむずか しい問

題ですけれども、約款をっくる場合に受益者の同意 というものをどの程度かか ら

した らいいのかということです。イギリス方式ならそれで完全にいいということ

になるんですが、重要なる信託目的が達成せられない段階ではだめだというアメ

リカ方式をとりますと、日本の信託条項をっ くる上においても非常にむずかしい。

日本法としてはどういうふうに考えるべ きで しょうか。

特に、信託行為に別段の定めがあれば57条 、58条 にかかわらず、いっで も解除

できるという59条 、それか ら、信託終了にっいても、信託行為をもって定めたる

事由発生 という中に、信託行為は受益者の同意があるときはこれを終了せ しめる

ことを得ということが、仮に約款に書いてあった ら、それで信託は終了するとい

うような、いろいろむずか しい問題が出てきます。
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57条では、自益信託でほかに受益者がない場合のことですね。それから58条は、

唯一の受益者の場合に 「……信託財産 ヲ以テスルニ非サレハ其ノ債務 ヲ完済スル

コト能ハサル トキ其ノ他已ムコ トヲ得サル事由アル トキハ裁判所ハ……信託ノ解

除 ヲ命スルコ トヲ得」。この2っ がはっきりしているんですが、それ以外に59条

で、57条 、58条 の規定にかかわらず、 「信託 ノ解除二関シ信託行為二別段ノ定 ア

ル トキハ其ノ定二従 フ」というんですから、連続受益者があうても、みんなが合

意すれば、57条 、58条 の場合でな くても解除できるのか、ここに信託受益者の同

意ということが入 るのかということです。1

自益信託の場合であれば、何時でも解除できます。ところが、信託の利益を全

部享受す る唯一の受益者 の場合においても、なお当然には解除できないというの

が日本の58条 の考え方です。だから、信託行為に別段の定めがなければ、この2

っ しかないわけです。、7 .・・.:,1メ

ところで、信託行為に別段の定めあるときというのは、全員の同意があればそ

れでいいという条項があったらどうなるかということで、59条 の解釈にあたって

も、日本では57条 、58条か ら見ると、どうも、きわめて解除を厳格に解釈 してい

ま したから、約款 に全員の同意があればいいといっても、そういう条項は57条 、

58条 から見て無効 じゃないか。だか ら、同意だけではだめだという解釈が生まれ

てくる余地が十分にあるわけです。それで も、やっぱり解除に関 して、全員の同

意があれば解除できるというところに問題があるんです。 …

しか し、「受益者 は信託における王様だ」或は 「信託行為優位の原則」という

言葉で考えると、いけるんじゃないかと思 うんですが、従来の考え方では解除に

関 しては57条 も58条 も、信託の終了として 「信託の行為を もって定めたる事由」

というのは、何 らか受益者の同意以外の事由に限るん じゃないか。だか ら、受益

者の同意だけではいかんというのが、学説上 は強 く働 く恐れがあるんです。 一

㌔,∴ 」 一・1・ ・1'1`,一 「 古ll看'`・ 直 柄 ・
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信託 法 第60条 ～ 第65条(信 託 終 了の効果)

きょうか ら、信託がいろんな理由、たとえば解除、その他の事由で終了 した場

合に、そこか ら先の効果をどういうふうに考えていくかを中心にお話 しすること

になります。信託終了の原因については、前に受益者の同意のところまでお話 し

ましたので、きょうは信託が終了するとして、その効果はどうなるかということ

のお話になるわけです。

1.信 託終了の原因としての解除

解除約款の有効性はどの程度まで認められるか

信託終了の原因 としては、信託の解除ということが実務的には非常に多いわけ

です。それが約定の解除と法定の解除の2っ に分けられるんですが、解除原因は、

ほとんどの場合、約款で規定せられておりますので、その約款の規定の有効性を

どの程度認めるかということが問題であります。信託の本旨に反 しない限り、約

款の規定による解除は一応有効と見るべきであって、信託法は57条、58条で、信

託の解除にっいて2っ の場合を挙げていますが、57条 は問題ないんですが、58条

では 「………其 ノ他巳ムコト得サル事由」の解釈が問題でありますが、要するに

この場合の信託 は受益者の利益以外委託者の意思を考えねばならないから、受益

者にとって相当重要な事情のあることが必要で、57条 のような無条件解除を許す

べきでないとす る趣旨を考え受益者が生活維持に必要 というような重大な理由が

存する場合であることを裁判所が認めるような場合に限るとしたわけです。これ

を考えて具体的な場合に決定すべきです。

受託者の債務不履行は信託契約の解除原因とな りうるか

信託解除原因としては約款の規定が基本となることは59条からも明 らかですが、

受託者の債務不履行が解除原因になるかどうかということが問題です。これは、

信託約款に規定があればよいが何 らの規定がない場合が問題です。受託者が信託

の本旨に反するような行為をしたことがあれば、受託者を解任 して新 しい受託者

に引き継がす ということが信託法で認められておりますので、受託者が信託の義

務に違反 したときには受託者を解任すべきであって(信 託法47条)信 託契約その
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ものの解除ができないということが通説であります。

なぜな らば・受託者がその任務に適 しなければサブスティテュー トで、別の受

託者がやればいいじゃないかという議論が出るわけなんです。

ところが、ある特定の受託者を、その人にのみお願いする。それ以外の人には

委託する意思はなかったという特殊な事情があったときに、その受託者が任務に

反 したとすると、受託者を解任 して他の人をもってかえられるかどうか というこ

とが問題 として残るわけです。余人をもってかえ られないような状態で信託が設

定されておったときに、その受託者が任務に反 したときには、やはり信託の本質

か ら言えば、特に信託法の規定で新 しい受託者の選任の規定がありますので、そ

ういうことは認め られないのではないかという議論が出るわけなんです。一般 論

としては、受託者の任務違反は信託解除の原因にならないと言えますけれども、

特殊な事情のときにはやはり解除の原因になるんではないかという解釈ができる

のではないかと思 うんです。

今 まで信託終了の原因としての解除の場合 に、そういうことがあり得 るかどう

か一般的にはあまり論及されておりませんので、っけ加えておきます。実務的に

は約款でその点を規定 しておけばよいと思います。信託の解除にっいて 「信託行

為二別段ノ定アル トキハ、其ノ定二従フ」という59条があります。これは56条 か

らも言えるし、59条の特殊の解除の規定か らもそういうことが言えるという意味

で、受託者の債務不履行を信託契約解除の原因にするには、59条 を利用 して約款

で決めておけば議論の余地がなくなるわけです。実際においてそういう約款を見

たことはありませんが、理論的にはそういうことが言えると思 うわけです。

2.信 託解除の不遡及の原則(60条)

それで、60条 で解除の不遡及の原則というのが規定されてありますが、賃貸借

のような場合でも、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生ずるという民法

の規定がありまして、継続的法律関係においては常にそういう規定がおかれてお

りますが、その解除を元に戻 して原状回復の方に持っていって、将来に向かって
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のみならず・過去にさかのぼって解除の効力を生ぜ しむるというような約款が仮

にあったときに、それが有効か無効かということです。実務的には、過去にさか

のぼってやらすということは、信託銀行の仕事としては煩雑であるし、不可能に

近いことであ りますので、これと違った約款を定めていることは恐 らくないと思

います。

しかし、これを特殊な事情があって遡及せ しめて、初めか らなかったことにす

るという特約が約款であった場合に、それ もなおいかんということにするほどの

強い強行性はないん じゃないか。特に、賃貸借のように双務契約で双方がそれぞ

れ義務を負 うているような場合に、たとえば、借地関係、借家関係で、過去にお

いて利用 した関係を、いまさらなかった状態に復す るということは不可能に近い

わけですか ら、そういう意味においては遡及するというような規定を仮におきま

したら、恐 らくそういうものは無効だという議論 になるかもしれませんが、信託

の場合には受託者が任務に反した、そこで遡及 して、その行為が初めからなかっ

たことにするということは、決 して不可能ではないわけです。銀行が仮にそうい

う約款をっ くった場合、実際において賃貸借のような場合とは違って可能性が十

分考え られますので、これがすべて絶対に解除は不遡及だという強行法規性を与

える必要 もないんじゃないか。約款で信託の解除を原状回復の一般論によって処

理 していってもそう不自然ではないと思 うんです。

特に、受益者の受益の効果を初めからなかったことにすることにおいては、非

常に原状回復の実行 は困難かもしれないけれども、不可能でないことがあると思

います。何 らかの、実際的な処理上、そういう規定をおく必要があるときには、

規定 しておいても別に差 し支えないんじゃないか。そこまで論 じた議論をみませ

んけれども、そういうふうに考え られていいんじゃないかと思います。

3.受 託者の最終計算義務(65条)

先ほど申 しましたいろんな原因によって終了 したら、そこか ら先の法律関係は

どうなるかということですが、ここで信託を設定 して、ここで解除 し、信託を終
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了するとします。そうしたときに、ここで一応解除されれば信託関係は終了す る

わけですが、その後の事後処理が残るわけです。そうして終了したけれども、残

務が残 っている。それで、帰属権利者への帰属 という問題をめぐって一種の法定

信託が発生 したりしますので、ここで最終的に計算 して、承認等によって終了 し

ますと、この間の関係 はどう見るかということが1っ の問題 として残って くるわ

けです。

設

定

　
解ll

終除
了
口

帰へ
属の
権移
利転
者一

まず、信託終了により受託者はどういうことをするかというと、最終計算をし

なければならない。最終計算の規定は65条 に書いてありますように受益者の承認

がな くちゃな らないわけですけれども、それを一体実務的にどうやるかというこ

とをめ ぐって、非常にむずか しい問題なんです。

最終計算の承認が実務上問題となる例として、会社更生法のケースがある

いっか も問題になりましたように、信託管理人が置いてある場合に、信託管理

人の承認だけで最終計算ができるかどうかの問題ですが、信託法の規定自体が信

託管理人または受益者 という表現にされている場合(新 受託者の選任～信託法55

条)と 違って受益者の承認 という規定になっておりますので(信 託法65条)、信託

管理人の承認ではだめだということになります。

そうします と、最終計算を非常にやりにくい これは純粋の信託ではないん

ですけれども、最近いろいろ会社が倒産 しますね。そうしますと、従業員が散 ら

ばって しまう。そこで、できるだけ早 く終了させて最終計算をしたい。ところが、

会社更生法上の双務契約の解除は管財人だけしかできないことになっております。

ところが、実際におきましては、会社更生法が適用 されますと、保全管理人をま

ず置いて、保全命令を出します。開始決定がでて管財人が選任されるまでの間、
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保全管理人を置いて、その管理人に管財人の任務 の一部を行わ しむるというのが

実際のや り方で、そういうときに保全管理人の手 で一日も早 くこういう信託を終

了させて受益者に、全部計算をして終了させて しまいたい。特に、従業員がどこ

かへ行 って しまいますと最終計算ができないので、解除 して終了まで持っていっ

て、最終計算までいけるかどうかという問題が ときどき起こるわけです。その場

合に、一体保全管理人に信託契約を解除する権限があるのかどうかというところ

が問題になるわけです。普通、当事者間で従業員 も積み立てるという財形の場合

ならば、問題 は引き続いて、むしろ従業員にある程度積み立てさせて、その契約

を続けていくというのが実際のようでありますけれども、会社が全額を負担 して、

財形の信託をやったような場合に、一応会社の外部に、保全管理人の段階ですで

に信託財産が第三者(信 託銀行)の 手に入 っているわけですか ら、これを解除し

て、早 く受益者に交付 した方がいいん じゃないか ということで、保全管理人の段

階でやれるかという問題がときどき起 こってくるわけです。

これは、裁判所の実例 としては余 りないわけですが、基本的には保全管理人の

手ではもう無理である。ただ、保全管理人は裁判所の許可を得ますと、管財人と

同 じようなことをやれることになっておりますので、その段階でこの信託を解除

して、受益者の手 に渡すことが望ましいと思われます。 しか し、保全管理人とい

うものはどうしても消極的になりまして、自分 たちの任務をあまり権限を拡大的

にやりたくないものですから、頼んでもやって くれないという傾向になるわけで

す。そういう意味で信託終了後の計算事務、あるいはその次の信託財産の帰属権

利者への帰属 というようなことが、更生法の適用をめぐっても非常にむずか しい

手続になって くるわけです。会社から言えば、これだけの財産にしても外部に信

託財産 としてあるわけです。これは債権者のためには何 も分配の対象にならない

ですから、一向に差 し支えないと私は思うんですが、保全管理人の考え方として

は、そういう信託契約を解除するということはちゅうちょする傾向にあるわけで

す。

そういうことで、最終計算や、帰属権利者に財産を帰属 さす という2っ の問題
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がか らまって、実務的には期間が一一 この期間をできるだけスムーズにやりたい

ということと、法律上のいろんな義務の処理等をめぐって、ここで問題が出るわ

けです。保全管理人の場合 も、会社更生法の場合でも同 じような問題を持 ってお

ります。

それで、最終計算の問題 は、この次にあります受益者の承認というところに問

題がしぼ られるわけです。最終計算事務のいままでの問題点は、主として承認を

どういう形で とるかというところにしぼ られ るわけです。

最終計算の承認に関する規定は、立法論として見直 しを要するのでは

この点は、一ぺん最終計算の承認という規定を立法的にも何か考える必要があ

るん じゃないか。不正の行為がなければ受託者の責任 は解除されますので、うか

っにはやれませんけれども、何かもう少 し簡便な方法を考えた らどうだろうか。

特に、信託管理人との関係で、信託管理人に責任を負わすということができるよ

うな状態であれば一一選任されている形態が実務的には問題になるわけですが、

会社サイ ドの人ばかりが選任されているのでな しに、たとえば法人格を持 ってい

るような労働組合においては管理人を組合の執行者で、委員長あたりに しておれ

ば、それでもいいん じゃないか。いままでの実務的ないろんな現象を見ておりま

す と、計算関係の承認ということをめ ぐっていろいろ問題点がありますので、何

とかこれを便利にする方法を考えてはどうか。

ということは、最初に信託管理人の選任をどういうふうにするかというところ

をめ ぐって、ひとっ前提問題がありますので、管理人は信託受益者の利益を代表

するものですから、その選任にっいて単純な方法でなしに、もう少 し厳格な方法

でやることによって、あるいは制限をっけることによって、最終計算の方法を少

し簡略にできるようにしておく。どちらかを しないと、いまのような状態で、信

託管理人の選任の仕方にっいて も何 も規定 はない、一方、最終計算を受益者の承

認に絶対的にかけておきますと、非常に実務的に困 られることが多いと思 うんで

す。その意味で、信託管理人という制度をせっか く置いているんですから、管理

人の選任のところを少 し規定を加える。そ して、どうでもいいような管理人の選
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任 を、 信 託 行 為 で適 当 にや ると い うん じゃな しに 、 も う少 し責任 のあ る管 理 人 に

して お く。 そ して 一 方 、 最終 計 算 の 方法 を あ る程 度 便 利 な方 法 でや って い くこ と

が 可能 だ とい うこ とに して お くの が 実務 的 に、 特 に私 の 長 い 経 験 か ら します と、

痛切 に感 じて い る わけ で す。

4.信 託財産の帰属権利者への帰属

そして、最終計算を終わった。そして承認をした。 しか し、今度は計算上信託

財産の帰属権利者への帰属が問題 となります。受益者のだれに、どういうふうに

その信託財産を分配するか、あるいは帰属せ しめるかという問題が起こるわけで

す。

帰属権利者に関する信託法の規定は任意規定と考えてよい

信託財産が信託終了の場合に帰属するということにっいては、信託法自体で も

書いてある部分があります。たとえば61条 のような場合です。57条、58条の規定

によって信託が解除せられたときは、信託財産 は受益者に帰属するということに

なってお りまず。そのほかに、信託行為で特別に受益者を指定して、帰属権利者

を決めておったときにはどういうことになるか。たとえば、第三者に帰属す ると

いうようなこと一一めったにそんなことないと思いますけれども、委託者でもな

い、受益者で もないような者に帰属せ しむるというような約款があった場合、そ

れは有効かという問題が起こるわけです。

帰属権利者の実態は、大体わが国の実情は、いわゆる自益信託が多いので、ほ

とんど委託者 に帰属す るという形で処理 されておるんです。ところが、そういう

のと違った者に帰属せ しむるということが約款に書いてあったときに、それはど

ういうことになるだろうかということなんです。帰属権利者にっきましては、信

託財産の帰属ということも信託設定時に決めてやればそれでいいわけですか ら、

どういうふうに決められておっても、それは信託法の57条 や58条 に反 してお って

も、一向に差 し支えないんではないか。帰属権利者のあり方というものは、何 も

信託法の規定が強行法的に作用するとは考え られなくてもいいんじゃないかとい
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うことは言えると思 うんです。

それで、もともと信託 というのは受益者の利益のために設定されるんですけれ

ども、その設定 された後にいろんな事情で帰属権利者を変更するような必要が出

てくるということもあるんで、そんなときに帰属権利者の場合について、そうい

う約款をすべて効果あるように、できるだけ処理 していった方がいいんじゃない

かというのが私の考え方なんです。信託法の規定は、もともと信託の本質に反 し

ない限 り任意的なものだというのが私の基本的な態度でありますので、帰属権利

者をめぐっての規定は任意規定として考えていいんじゃないかと考えています。

従って約款であ らかじめいろんな帰属の状態を規定 してお くのも一向差 し支えが

ないと考えます。

ところで、帰属権利者について何 も約款がないときには、62条で、 「信託行為に

定めた信託財産の帰属権利者がないときは、その信託財産は委託者またはその相

続人に帰属する」、と書いてあ りますが、受益者に帰属するということについて、

何 もなければ結局 この信託財産はむ しろ委託者に帰るのが当然のことではないか。

そのときは受益者は信託関係の継続中には、この関係において利益を受ける。 し

かし、信託が終了 したときには受益の権利が消滅するわけですから、そのときに

は一応元に戻すという考え方であります。

それで、復帰信託(resultingtrust)と い う言葉がありますが、これは一応

信託を設定 したけれども、その信託が無効である、あるいは取 り消された場合に、

委託者に財産が移 りますか ら、この信託が無効であったら、受益者に利益を与え

ることもおか しい。それ じゃ、この信託財産はどうなるかということになって、

受託者は最初の委託者に結果的に復帰するために信託財産を管理 しているにすぎ

ないのだという考え方でやってお ります。これが帰属権利者なきときは復帰する

という意味で、帰属権利者は当事者の意思で自由に定め られるけれども、何 もな

かったときには委託者に帰属するという考え方で規定 されておるわけです。

これは、61条 で 「第57条 又ハ第58条 ノ規定二依 り、信託力解除セラレタルトキ

ハ信託財産ハ受益者二帰属ス」 これは特に57条、58条 でそういう規定がされ
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て解除されるわけですか ら、これは受益者に帰属するということは当然でありま

すが、その場合でもなおこれに反して帰属権利者を定めた場合には、やはり57条、

58条 の場合でも帰属権利者を別に定めても一周差 し支えないん じゃないかという

ことも言えるわけであります。

そういうことで、信託終了後の事後処理としては、結局、最終計算を承認 して

帰属権利者が約款によって決められていれば、それを優先的にやる。何もなけれ

ばこの信託法の規定に基づいてやるということになります。

帰属権利者の権利 は、物権的か、債権的か

その次の問題 として、帰属権利者に帰属さすのに、信託は終了 して信託財産の

帰属権利者が定め られておれば、信託終了によって信託財産を帰属するというこ

とは、一般に言い古 されていることですが、帰属せしむる際 も、義務を受託者が

負 うのかという、事後処理の受託者の義務 として債権的なものと物権的なものと

2っ あります。これは、今日の通説では、ただ受託者はその債務を負 うにすぎな

いのだ。帰属権利者に帰属 して、信託財産がそちらに帰属するんじゃないという

考え方であります。ですから、受託者が帰属せ しむるように譲渡な ら譲渡 という

行為をするまでは、受益者 といえども、帰属権利者 といえども、それに対 して物

権的に権利を持つ ものじゃないというわけです。

5.帰 属権利者への帰属のための法定信託(63条)

そういうことで、帰属権利者は定められますが、信託の存続 としては、63条 に

「信託終了 ノ場合二於テ信託財産力其ノ帰属権利者二移転スル迄ハ、イ乃信託ハ存

続スルモノ ト看倣ス。此 ノ場合二於テハ帰属権利者 ヲ受益者 ト看倣ス」となって

おりますが、事後処理の問題 として、信託財産を帰属権利者 に帰属せしむるまで

は、受託者 は債権的に義務を負 うだけでして、受託者によるその義務の履行があ

るまではなお信託は存続するということになります。これは、法律上わが国にお

いて法定信託が認められる一つの規定だと説明されておるわけです。
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従前信託の継続か、復帰のための受働信託が設定されたのか

この場合には、帰属権利者を受益者 と見て、ここに新 しく信託関係が発生する

と見るわけですが、全 く別な新 しい信託関係ができるのか、従来の信託がそのま

ま存続 してただ残余財産を帰属せ しむるための処理する関係にすぎないかという

ことをめぐって議論が展開されるわけです。

これは、会社法で会社解散後に存在する清算のための会社、いわゆる清算法人

を従来の会社と全 く別個なものとして考えるのか、あるいは従前の会社 と法人格

は同 じと考えるのかという問題ですが、これは目的の範囲が清算に局限されるだ

けのことで、従来の会社の継続にすぎない。新 しく会社が設立されるんじゃない

というのが今日の通説です。

これと同 じように、帰属権利者に帰属するまでの信託というものは、従前信託

の継続であるとする考え方、これは私の考え方 です。ところが、それに対 して復

帰のためのpassivetrustが 新 しくできるんだという考え方もあるわけです。

しかし、同一のものだという説を裏づけるものとして、 「強制執行及び競売の

続行」 という規定が53条 、54条 にあります。これは受託者が何 らかの理由で辞任

します と、その受託者に対 して行っていた強制執行等は、新 しく選任された受託

者に対しても続行することができるという規定です。受託者に対する強制執行は、

そもそも人的には受託者だけれども、信託財産の性格か らいうと、本質的には受

託者が持っている財産に対する執行なんだから、受託者が信託財産を代表 してい

る代表者であるかぎり、この代表者がかわっても、強制執行の対象物 は信託財産

で、受託者はたまたま債務者になっておるにすぎませんか ら、新受託者 に対 して

も、なお強制執行をやれるという意味の規定です。

ご承知のように、強制執行するときには債務名義 というものがありまして、従

来の強制執行では従来の前受託者に対す る債務名義であって新受託者に対 しては

それに対する債務名義ではないから強制執行はだめじゃないか という議論が出る

んでしょうけれども、信託法53条で、 「新受託者二対シテ、之ヲ続行スルコトヲ得」

と規定 しております し、信託法64条 で、 「第五十三条及第五十四条ノ規定ハ信託
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ノ終了二因 リ信託財産力受益者其ノ他ノ者二帰属 シタル場合二之ヲ準用ス」 とあ

りますか ら・帰属権利者ができたら・終了のときにあった強制執行、競売はなお

その帰属権利者に対 しても続行ができるということであれば、結局従前の信託の

継続 じゃないかという議論の方が正 しいと思うわけです。

これは全 く純理論の問題ですが、帰属権利者 の帰属のための法定信託 というも

のの性格が、会社法の理論の清算法人と同じように考えて、別な信託ができるん

じゃない、それだか らこそ強制執行が帰属権利者に対 してできるということか ら

いきま しても、従来の信託の継続だという考え方でいいん じゃないかと思 うんで

す。

それから、信託の計算関係の終了、承認ということですが、先ほども申しまし

たように実務的には手続上、いろいろ問題がある。計算関係の終了というのは別

に新 しい問題ではないので、終了させてコンピューターでやればそれで済むわけ

です し、計算そのものと、その計算を承認するということですので、これはあま

り立ち入って説明 しないことにしておきます。

6.受 益権の消滅時効

そこで、帰属権利者の問題をめぐって、受益権の消滅 と時効という問題が起こ

るわけです。というのは、先ほどのように計算を承認 して、帰属権利者にその財

産が帰属されておれば問題ないんですが、信託が終了 して帰属権利者を受益者と

する信託が発生 しているが、帰属権利者がどこにおるかわからない、行方不明だ、

そ して受益権行使 もしないというときに、いっまでに行使 しなかったら受益権が

消滅するのかという問題は、実務的にも多少検討の必要があると思います。

受益権は時効により消滅することはないとする考え方がある

これは、受益権は時効による消滅ということはあり得ないという考え方が、実

は英米法にあるわけですから、日本でもそれをそのままとりまして、受益権は幾

ら行使 しなくて も消滅 しない。というのは、信託財産はもともと受益者の財産な

んだか ら、信託財産の物的な性格からいうと、受益権 というのは一種の物的な性
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格だから、所有権は行使しないからといって消滅 しないという理由によるのです。

商事債権については5年 、民事債権については10年 で時効により消滅する。とこ

ろが、所有権 は何年行使 しなくて も消滅 しない。これが民法の通説となっている

んです。所有権でない、債権でもない、その他の財産権は20年 の時効によって消

滅するというのが民法の消滅時効の規定であります。

そこで、受益権が完全な債権にす ぎないということならば5年 とか10年 の時効

によって消滅 しますが、所有権的性格を強調 しますと、受託者はもともと信託財

産の権利主体だけれども、これは受益者のために権利主体となっているんです。

他人のために信託財産を管理しているわけですから、他人が行使 しないか らとい

って、その受益権が消滅 して、受託者が反射的に権利を取得す るようなことは考

えられないということなんです。

実務の扱いは消滅時効にかかるとする説によっている

ところが、そういう受益権の特殊性をいっまでも言 っておりますと、全然消滅

しないということになる。といって、全然消滅 しないのでは実際的な扱いに困 っ

てしまう一一いっまでたってもこれに関する受益者の権利 は書類上 も残 しておか

ねばならない。倉庫がいっぱいになってしまうので、実務的には非常に困難を来

しておるわけです。

しかし、これにっいては一応5年 とか10年 、あるいは20年 という説 もあります

が、いっまでも受益権が消滅 しないということでは困るというので、5年 もたて

ばこれを処理 していいんだという説があってそれに従 って処理 されている。

受益権は消滅時効にかかるとしても、受託者はこれを時効によリ取得できるの

か

しか しこれは非常にむずか しい問題ですけれども、一応10年 だという説で、10

年間は書類を保存 しておく。そうすると、書類 を保存 して、消滅 したら反射的に

今度は受託者のものになるかというと、そこがまた非常にむずか しい問題であり

まして、受益権は消滅 したけれども、それと同時に受託者がその財産権を持つわ

けじゃないというんです。
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そこで・受託者の権利にもならん・受益者の権利は消滅 している。そうすると、

これは国庫に帰属す るのか、あるいは無主物 となるのか という疑問があるわけで

すが、これは民法では自主占有 している者は時効取得ができるが他主占有者はだ

めだとなっています。たとえば、賃借人は、その賃貸家屋は他人のために占有 し

ておる、自分はただ利用するだけの関係というので、このような他主占有の場合

に ま、今後自分のために占有するという特別の意思表示をしない限りは、時効に

よって取得することはないという規定があるわけです。(民 法185)

それで、この問題をめ ぐりま して、信託の場合にも受託者 というのは、もとも

と受益者のために占有 しておるんだ。だから何年たって も受託者は時効取得 はで

きないんだ。受益者のためにやっているんだか ら、受益者が取 りにこないからと

いって、受益権が仮に5年 なり10年でも消滅するとしても、信託財産そのものは、

受託者は依然として他人のために占有 しているんだから取得時効は受託者には適

用はされない。

ただ、受託者が受益権を今後自分のために管理 しますという自主占有の意思が

表示さ'しれば、その時から10年又は20年 で信託会社の所有になるわけです。こう

いうような理論構成をする学者がおりますが、それもちょっと疑問があるし、信

託会社が受益者に引渡すべき時期到来 と同時にその後は自己のたあにその信託財

産を占有するという意思表示をす ることがあるのかどうかが疑問である。といっ

ていっまでも受益者のために受託者が占有 しているんだから、時効により消滅 し

ないというのもおかしい。実は私、考えておるんですが、どうもそこまでははっ

きりした議論ができない次第です。

そういうことで、受益権の消滅時効というのは非常にむずか しい問題ですけれ

ども、最近のアメリカの学説でも、受益権は消滅時効にかかるという結論になっ

てきて居 ります。大体 、アメ リカでは従来は信託財産というものは受益者のもの

なんだから、受益者が幾 ら行使 しなくても、消滅することはあり得ないという議

論であったんですが、有名なスコット教授が、やっぱり消滅時効にかかるんだと

いう議論をしだしてか ら、わが国においてもそういう説が有力に主張せ られて居
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ります。

受益権は何年で消滅時効にかかるのか

ただ、時期が、何年の時効によって消滅するか というところにっいて、私 も5

年 としたり10年としたりすることは少 しどうかと思 って、一応20年 という、つま

り債権でも所有権でもないその他の財産権が消滅するのは民法の規定で20年 です

から、そういう規定を類推適用 して20年 という考え方を主張 したことがあるわけ

です。(民 法16711)

ところが、実務的にはむ しろ5年 ぐらいで処理 されておるようで、そうしない

と、実際はやり切れん、書類がたまって一向に整理がっかんということで。結局、

そういうときに実際におやりになっているのは、たとえば5年 で消滅 して、全部

処理 して しまった。書類も全部焼却した。それなら財産は計算関係で信託会社の

ものかというと、6年 目になって受益者が出てきて、実は私はこういう証書を持

っているから、受益権を行使するか ら返 してください、ということになったとき

にどういうことになるかということです。そういうものが出てきたらそのときに

返 したらいいんであって、いっまでも請求に来 るかどうかわか らんものをっかま

えて、倉庫をいっぱいにしておくのは不経済な話だということで、理論的ではな

いにしろ、結果的に妥当な処理をしておられるようです。実際、5年 ではどうか

と思いますが、10年 もたって何 も言 ってこなか ったら、言 ってくることもほとん

どないようです。

そこで、受益権の消滅時効というのは、アメリカのスコット教授が消滅時効に

かかるということを言い出してから、わが国でもそういう説が出ておりますので、

実務的にはもう10年、5年 で処理されておられるようであります。これは理論的

には問題ですけれども、実際の処理としてはこれでいいんじゃないかと私 も思い

ます。

7.信 託条項における条項変更権 と信託の解除

アメリカ信託法では、信託条項の変更は広範囲に認められてお り、解除権も含む
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信託の終了のお話をしているうちに・信託の終了が日本では信託行為で定めた

事由があれば終了するということになっておりますので、その点余 り問題はない

と思っておりましたところが、アメリカの本を読んでいるうちに、日本の信託法

23条には 「信託行為ノ当時予見スルコ トヲ得サ リシ特別ノ事情二因リ信託財産ノ

管理方法力受益者ノ利益二道セサルニ至 リタル トキハ其ノ変更 ヲ裁判所二請求ス

ルコトヲ得」となっておりまして、一一たん決まった管理方法はもちろんでありま

すが、管理方法以外のその他の信託条項 も途中で変更するには、裁判所の判断を

求めたらできるのかどうかということが問題 となってくるわけです。

その点についてはこの23条を強行法規 と見ればこれからお話 しすることはもう

意味がないことになりますけれども、日本の信託法23条 と比較 してアメリカの信

託法では、信託条項の変更がきわあて広範囲に認められているということをお話

ししておく必要があると思います。この23条 は一つの管理方法の変更だけですが、

それ以外の場合はどうなのかということをお話 しすることが、信託法の任意法規

と強行法規の関係をも理解する上において非常に必要だろうと思います。

そこで 「信託終了の効果一一その2」 として、前回は 「受益権の消滅時効」の

ところをお話 ししたんですが、きょうは信託条項 における条項変更権modifica-

tion-modifyす ることです一一がきわめて広範囲に認め られている、それがや

がて信託の解除の問題にもひっかかってくるということをお話 ししておきたいと

思います。

まず最初に、 「信託条項において条項の変更または修正amendmentす る権限が

留保せ られている場合は、その内容に従 って受託者は自由に信託条項を変更 して

信託事務を行 うことができる」という基本ルールがアメリカ法では認められてお

るということを申し上げておかねばなりません。 しかも、その変更することがで

きるという中には、解除権 も含むのだというきわめて広範囲な権限を認めている。

それがアメリカの判例法で確立されておりまして、これを少 しお話 ししてお くこ

とは、今後新 しく約款をっくられるときにいろいろな点で非常に参考になると思

いますので、これをお話 ししておきましょう。
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信託条項変更権を留保することは、日本信託法では可能か(信 託法23条 との関

係)

信託条項の中に、信託条項の変更または修正をなす権限を留保 しておくことは

アメリカでは始終行われております。その点で日本の信託法23条 と照 らし合わせ

ますと、先 ほどちょっと申し上げましたように、日本では管理方法の変更でさえ

実は厳格な、裁判所への請求ですから非訟事件で変更を決定 してもらうわけです。

たとえば金銭の投資に関して余 りにも厳格過ぎた内容があるときには、それを も

っとproductiveに す るという変更を裁判所に請求する。そうすると裁判所 は非

訟事件で、それ じゃたとえば不動産の買い入れも入れようというように決定する

ことも可能になります。

この23条か らす ると、それ以外はどうなのか。特に条項の変更を自由にできる

ことを信託約款で挿入できるのかどうかということが問題となるわけです。信託

約款 というのは、信託設定者と受託者 との間の信託設定行為というものであると

いう性格か ら見て、当初の信託条項で条項を変更す ることができるというような

内容があれば、どうもそれを否定するということは、23条 をきわめて厳格に解釈

すれば別であ りますけれども、そんなにまで厳格に解釈 しなければならないのか

どうかが問題です。仮に受益者を当初の受益者以外の者 に変更する権限を設定行

為でなしておいた場合に、その変更は、信託の管理方法の変更ではないのだから、

それはできないというような解釈であって も困 りますので、やはり信託設定者の

意思を考えますと、信託条項の中で条項変更権というきわめて広い範囲のものを

認めても差 し支えないんじゃないか。信託法23条 に拘泥する必要 はないん じゃな

いかと思われるわけです。

日本でも、条項変更権は解除権を含むと考えてよいか

そこで、条項の変更をするということの中には、実は解除権revokeの 権限も

含むのだというふ うにアメリカの判例法では解釈 されております。ところで注意

すべきことはアメ リカにおいては変更権が具体的に他の受益者の権利を害する結

果 となっても、変更が許されることになっておることです。たとえばAが 生存中
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はAが 受益者 となる。Aが 死亡すればBが 受益者になるというような約款があっ

て、しかも約款変更権がそこに付加 されておりますとその変更権の行使によって

Aの 死亡後は、今度は全 く違 うCが 受益者になるというように変更することも可

能 なんだ、その結果Bの 権利を害する結果になっても変更が許される、このよう

な結果になっても、仕方がないというふうに解釈されております。ところで約款

変更権が解除権を含むとす るとこれは非常に大きな問題です。先ほど言いました

ように、アメリカではそうなっているのですが、日本の信託の約款において解除

権が留保されておれば、もちろんそれは約款に基づいて信託の終了の原因になり

ます(信 託法59条)。

そういうことで日本の信託の解除にっいては信託約款で書いてあれば問題はな

いんですが、一般的な信託条項の変更権が与え られるかどうかが23条 との関連で

問題になりますが、仮に23条が制限的な規定でな く、約款で一般的に条項の変更

ができるとしても、変更権があれば解除権までも与えたものだという解釈は、ど

うも日本の信託法の条文からは無理 じゃないかと思います。これは日本の信託法

がこういう狭い23条だけにしているという意味がよく理解できないわけですが、

そ ういう意味で解除をめ ぐる問題 としてアメ リカでは変更権というものを広範囲

に認あており、 したがって信託条項が単に日本のような23条の場合に限 らないで

変更が自由にできる。 したがって受益者の変更 も自由にできる。この場合には、

もちろん変更の方法等 も約款で書いております。たとえば委託者 は何時でも当初

の受益者を変更す ることができる。あるいは管理方法についても、たとえば投資

内容を当初の信託約款では不動産投資は否定されてあっても、 「委託者 はその後

の事情によって自由に変更することができる」とあれば、そういう約款は有効と

して委託者の指示によって受託者は自由に行動できるということになっておりま

す。

信託というのは長期間にわたって存続するものですから、日本においてその変

更権を全 く無視 してそういうものを入れてあっても強行法規である23条 に違反 し

ているか らだめだという解釈をすることは、ちょっと窮屈過 ぎるん じゃないかと
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思われるわけです。これはほかの場合でも説明 しま したが、大体 日本では受益者

の権利の解釈にっいても非常に窮屈な解釈をするきらいがありますけれども、き

ょうは解除の問題 として、信託約款で変更権があれば解除権までも含むのだとい

うのがアメリカの判例法の定説であるということをご紹介 しておきます。

8.変 更権が信託条項において錯誤によって記載されていない場合

その次に問題になりますのは、アメリカでは変更権が重視されておりますので、

それでは変更権が信託条項で錯誤によって抜 けていた場合にどうなるかという問

題です。

それにっいて も判例が非常にたくさんありまして、まず信託条項が書面によっ

てなされている場合には、信託の設定に際 して、信託条項が書面では受益者変更

権は書いてないけれども、口頭で委託者は自分の意思によって受益者を変更する

ことができるというふうに約束があった場合に、ほかの条項は皆書面にあるのに

変更権だけが口頭でなされていたらどうなるかということが問題なのです。

それにっきましてもアメ リカでは 「口頭証拠に関する法則」といって、口頭に

よる証拠 としての採用 は非常に厳格にしろという法則があるわけです。 したがっ

て、信託条項が書面によってなされている場合には、口頭による変更権の留保の

主張はできない。錯誤によってこれを抜か したとしてもだめだということになり

ます。.

それ じゃ絶対だめかというと、口頭証拠の法則によって口頭だけではだめだけ

れども、・諸般の事情によって確かに口頭で変更権が留保 されているということが

わかるような事情が存在 しておれば、裁判所に対して決定を求めることができる。

裁判所の決定によって、ほかの条項は書面であるけれども変更権 は書面でないに

しても、それが認められるという救済策を講 じている。それほど信託条項の変更

ということを非常に重視するわけです。

これはきわめて特殊な判例ですけれども、たとえば錯誤によって変更に関する

条項が留保 されたという証明をしなくて も、信託条項の変更権がない信託約款が
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おかしいのだからそれがあったと考えるべきだとして保護 しようとする判例があ

るということです。 しかし、これは少数説でありま して、すべての場合において

変更権があるのだというような解釈はち ょっと無理なようですが、中にはそうい

うことさえ言 う判例があるということです。

そういう意味からすると、アメリカの変更権 というものを非常に重要視する考

え方がわが国の信託法ではどのように考え られているのか、わが国の学者の意見

を聞いてみたいものです。

9.信 託の終了 と信託財産の帰属権利者への帰属の態様

その次は、これはすでに前回の信託終了の効果のところで、信託財産の帰属権

利者への帰属 ということで説明は済んでいるはずですが、そのときに詳 しくお話

しできなかったので、きょうはその補充の意味で 「信託の終了と信託財産の帰属

権利者への帰属の態様」ということをお話 ししたいと思います。

帰属せしむる期間について

まず帰属せしむる期間ですね。信託が終了 した。それか ら信託財産が帰属す る

まではなお信託は存続す るものとみなす、という規定が日本の信託法の63条 にあ

ります。

そこで帰属するまでの間はなお信託は存続す るものとみなすというわけで、ま

ず第一に帰属せ しむる期間は一体何を基礎 として考えるかということです。帰属

せしむる期間は、信託財産の内容、分量等によっておのずか ら違って くる。非常

に大きな信託財産であれば、非常に多量の信託財産ですか らそれを帰属せ しむる

には相当な期間が要るでしょうし、小さな場合であればごくわずかの期間でいい。

その点にっいて受託者 はreas。nableな 、っまり合理性を持 って期間を決定 しな

ければならない。相当な期間内に帰属を実現 しなさいという基本ルールがあるわ

けです。

帰属期間内における信託財産の処理 に関 してはいろいろ問題がある

そこで問題は、信託が終了 して帰属せしむる、その間の信託財産の処理 という
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ところが、日本では余 り問題にならないのでありますが、アメリカでは信託財産

の状態が非常に違いますのでいろいろ問題点が起こってきて、それに関する判例

が累積 しております。

日本では信託財産の種類が、大体金銭がほとんどでありますが、金銭でも、た

とえばその場合にそれを再投資する。この段階で金銭 としてこういうふうにある。

それを信託の最終計算までもっていく間に、たとえばじっと預けておかないかん

か。金利が下がってもそのままほっとかなならんのか、あるいは金利が下がりそ

うなら金利のもっといい方法へproductiveに やれるかどうかという問題があ り

ます。

保存行為が必要

これもアメ リカでは判例がたくさんございますけれども、帰属期間内における

信託財産の処理一一これは原則的にいいますと最終計算へ もっていくために必要

であり、かっ便宜であるということを基本的に考えて処理せよという大 きなpr-

incipleがあ りますが、さてそ うなれば具体的にどうなるかということにな りま

すと、たとえば不動産のような場合、特に家屋の場合に、家屋を売却 して金にか

えて分配するということになっておればもちろん売却は必要ですが、家屋をたと

えばAな らAと いう受益者に渡すという場合に、その最終計算にいくまでの間に

急に台風で家のかわ らが飛んだ。これは最終計算までほっておいていいのかとい

う問題が起 こるわけです。これは必要な修理を しなさい、保険もかけて家屋 にっ

いては保存を十分図 りなさい、こういうことになっております。これは日本でも、

たとえば不動産が信託財産になってそれを帰属権利者に帰属せ しめなければな ら

ないという場合は、実務的にどうなりますか、日本では不動産にっいては即時処

分型の信託であれば、そんなことは余り必要ないかもしれませんが、たとえば船

舶の場合には、船はやはり修理を適当にや らなければならない。だから船舶に保

険を付 しなさいということになるので しょう。

信託財産をproductiveな らしむこと

その次に、信託財産 をproduc七iveに ならしむること。 ここが問題なんです。
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ところが、この期間にやはりproductive収 益性を持つようにしなさい、収益性

を考えてこの間に管理 しな くちゃならないというのが判例の趣旨です。

それ じゃ終了 した ときに信託資金TrustFundを もうず うっと銀行勘定 で

預けて、利息が下がってだんだん金利が減 ってもそのまま持 ってなならんのか、

あるいは場合によっては投資をして金の価値が減 らんようにす るか ということで

す。このままの状態だとその時点で銀行預金にず うっとしておかなければな らな

いかというと、銀行預金 じゃだめだか ら貸付信託にするとか、収益的にするため

には、銀行預金よりも信託預金の方がいいということになればやはりproductive

にする。これは有価証券のとき、たとえばある株式が下落 しそうだというときに

は、やっぱり投資に関する義務と同じように適当に有価証券の銘柄を変えなさい。

つまりここで収益性を持つということは、やっぱり信託財産をそのままの状態で

もう最終計算まで持っていけというん じゃないということになるのです。投資せ

ずにほっといたために信託財産の価値が非常に減れば、受託者の善管義務に反す

るという判例があるわけです。ただ、それではどういうふうに投資するかとなる

と、これまた非常にむずか しい問題ですが、要するにそのままほうっておいたら

いいということではない、というのがここのprincipleに 出て くるわけです。

それから土地の場合は1ease、 日本式には賃貸です。そうす ると土地はlease

すれば賃借権が発生 しますから、その賃借権が最終計算以上に延びるようなlea-

seでは困るけれども、 しかし最終計算まで土地を遊ばしておくということは困る。

日本のように借地法 ということになると、 うっかり借地権を設定すると大変なこ

とにな ります けれども、アメ リカでは日本のような借地法はありませんので、

leaseを適当な期間で決めて借地権を設定するということが可能ですから、そうい

うときにはleaseを しなさい。土地を遊ばしておくわけにいかない。受託者 はそ

こまでの注意をしなくちゃいけないということになります。

その次がちょっと問題なんですが、不動産の売却 もしてよいのかどうか、ある

いはしなくちゃな らないのかどうか、ということです。不動産が信託財産であっ

た場合に、不動産のままで持 っているよりははるかにproductiveに なるという
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ことであれば、む しろ不動産の売却 もして適当な有価証券にかえるというような

ことも・受託者の善管義務 としてはや らなければな らないというような判例理論

になっております。信託が終了 したら、最終計算まで じっとそのままの財産で持

っておるん じゃないということがアメリカのprincipleと して はっきり出てお

りますので、この点をご紹介申し上げたわけです。

具体的にはいろいろな判例がありまして、不動産の売却 について、あるいは投

資にっいていろいろな問題がありますけれども、一々ご紹介するよりは、基本的

に信託解除から最終計算まで信託財産をそのままじっと持 っていて帰属権利者に

渡 したらそれでいいというもの じゃないんだ、受託者の義務はそういうものだ と

いうことを特に申 し上げておく程度にさせていただきます。

部分的分配の許容

それか ら先ほど言いましたように、帰属権利者に帰属する期間が、相当期間内

にやれということになってますね。 したがって、帰属権利者に分配するという期

間の相当性の問題をめぐりまして財産の性格によっては非常にむずか しい問題が

が起 こるわけです。日本ではこんなことはめったにないですけれども、たとえば

信託財産について訴訟を起こされたという場合、最高裁にいくまでじっとしてな

ければな らないかという問題です。そういう場合には、場合によっては権利つ き

のままで売却するということも、相当期間の問題 として問題になっております。

それから訴訟になっているような財産は一応そのままpendingに しておいて、

部分的分配ということがアメリカでは認められてお ります。ですから処分あるい

は分配 しやすいものはもう分配 してもいい。そうなると、分配が非常にむずかし

いような財産だけここに残るわけですね。一部の部分的分配ということになると
、

受益者 との関連でどういうふうに分配 したらいいか。たとえば比例的に受益者 に

渡 さなならんかという問題があります。

日本では実務的にはほとんどないような問題ですけれども、だんだん信託財産

が多様性を持ってきますと、恐 らくそういう問題も出て くると思います
。その場

合に・部分的分配の許容ということがアメ リカの判例理論として確立されており
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ますので、それはひとっのprincipleと してお考えにな って結構なん じゃない

か。だから分配 しやすいものか ら分配 していきなさい。全部分配が終わるまで期

間が相当長引いても、それは横へのけておいて分配 しやすいのからしてしまって、

分配が非常 にむずかしいもの、訴訟の対象になっているようなものは適当に処理

してもよろしい。ですか ら、たとえば訴訟中の財産を譲渡するということは、と

きどき行われるんですね。弁護士の事務 をやっておりますと、危険負担によって

買い取 るということが相当起こります。たとえば不動産訴訟でうっかり和解する

のはばかげている。そこで一審で勝 った。二審で勝つか負けるかわか らないけれ

ども、一審で勝 ったという事情を勘酌 してそれを相当な値段で処分 して しまう。

これは私の経験で申し上げるのですが、一審である不動産の明け渡 し訴訟を勝ち

ました。向こうが控訴 したものですか ら長引 くわけですね。ところが一方土地の

所有者の方 はそれが唯一の資産で、時価 にして1億 何ぼの不動産で早 く売 りたく

て仕方がない。そこで訴訟 には勝っているんですけれども、控訴されたからしょ

うがないということで、結局一審で勝 ったんだか ら控訴審で もまあまあ負ける心

配はないだろうということで、ある会社 にそれを買 ってもらって相当な金が入 っ

たという経験を持 ってお ります。

それで依頼者 も非常に喜びまして、その処分で結構ですということで、その買

った会社は訴訟にもちこたえて、結局最高裁までいって勝った。そうしたらその

勝 った方は安 く買い、最高裁の判決で高い値段で売れたのでこれも喜ぶというこ

ともありますので、訴訟中の財産の処分 というのは、うまくやればかなりおもし

ろいことになります。そういうことで帰属権利者に帰属せ しむる方法は、結局受

託者が適当な判断を持ってや りなさいということで、一部分配ということもそれ

で可能だということです。

分配期間中の信託財産の価格の変動 と受託者の責任

その次が 「分配期間中の信託財産の価格の変動と受託者の責任」ということで

す。これは非常にむずかしい問題で、この期間に価格の変動があるということが

当然予測される。そうなると、たとえば金利がだんだん下がって くる、あるいは

一465一



有価証券の価格が減って くるというときに適当に乗 りかえる。それを乗 りかえな

ければproductiveに しろという要請に反する。アメ リカの問題で実際の例とし

て始終出てくるのは、有価証券の価格の変動 ということです。

これは信託が解除されて終了 したんだから、そこか ら最終計算までほっといて

そのままそっとして、価格が減 ったとしてもしょうがないん じゃないかとわれわ

れは考えるんですけれども、アメ リカの判例法はそこまで考えて受託者に善管義

務を課 しております。そうなると、信託が終了 したからといって安心できない。

その間の処理が非常にむずか しいということです。

10,信 託財産の分配 と信託報酬の先取権

その次に、信託財産の分配と信託報酬の先取特権の問題があるわけです。これ

は日本でも36条に 「受託者ハ信託財産二関シテ負担 シタル租税、公課其ノ他ノ費

用又ハ信託事務 ヲ処理スル為自己二過失ナクシテ受ケタル損害ノ補償二付テハ信

託財産 ヲ売却 シ他ノ権利者 二先チテ其ノ権利 ヲ行 フコトヲ得 ②受託者ハ受益者

二対 シ前項ノ費用又ハ損害二付其ノ補償 ヲ請求 シ又ハ相当ノ担保 ヲ供セ シムルコ

トヲ得但シ受益者力不特定ナル トキ及未 夕存在セサル トキハ此ノ限二在ラス」と

いう規定があ りまして、その次の37条で 「前条ノ規定ハ受託者力信託財産 ヨリ報

酬 ヲ受 クヘキ場合二其ノ報酬二付之 ヲ準用 ス受託者力受益者ヨリ報酬1ヲ受クヘキ

場合亦同シ」となっております。これは費用あるいは報酬についての先取特権と

いわれているものです。

これはもちろん信託継続中を考えたものでありますけれども、信託終了後、分

配がなされるまでの期間においては信託財産をだんだん分配 していきますからな

くなっていく。だか ら信託継続中よりもはるかに先取特権を強力にすべきだとい

うのが日本の考え方で、これは信託会社として非常に結構なことです。ですから

信託の分配 、最終計算の前に報酬を先に計算に入れて分配 しなさい。それが最終

計算で受託者 に帰属せしむること…一これは第三者か らの強制執行のことが書い

てありますけれども、わざわざ書いてあるのは、結局受託者の報酬にっいても、
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アメリカでは特にそういうことを判例が扱っているということです。

そういうことで信託終了 と信託財産の帰属権利者への帰属の態様をめ ぐって、

われわれが普通に常識的に考えるのと違 った形で理論が発展されているというと

ころをこの間か らの 「信託終了の効果」の補充として申し上げるわけです。

これをご説明する上において一番感 じますことは、解除権と信託約款 との関係

で日本の解除は、信託法59条 の規定で 「信託ノ解除二関シ信託行為二別段ノ定ア

ル トキハ其 ノ定二従 フ」と解除について特別な定めをな してお ります。だから、

23条の 「管理方法の変更」 というものが非常に窮屈にしておりますが、解除権 と

いうものは信託行為で別段の定めがある、っまり57条、58条 のような場合でなく

ても解除について特別な規定を定めることができるというときの 「解除二関シテ」

というところで、せめて何か救済的な考え方がないだろうか。日本の信託法は、

まず変更権 というものをもう少 し考える必要があるんじゃないか。

したがって解除にっいて も、変更権が解除権を含むというような一般論は別と

して、少なくともこの信託条項で解除す ることができるということにっいては、

その意味を相当広範囲に解釈 してもいいんじゃないか。アメリカの信託条項変更

権modificationの ところを読んでいて、そういうことを特 に著 しく感ずるわけ

です。

そういう意味で解除と終了との関係、具体的ないろいろな例をご紹介すればい

いんですけれども、きょうは基本理論をお話 ししたわけです。実務上、皆さんの

方で終了 して最終計算までの間に信託財産の管理をどのようになさっているかと

いうことです。これはむしろ何か実務的にご体験になったことがあれば、こちら

か らお聞きしたいぐらいに思っております。

11.信 託終了による信託財産分配の方法

この間から信託終了に伴 ういろいろな問題をお話 ししまして、きょうはそれの

締めくくりみたいなことになりますけれども、信託が終了 したときに信託財産を

各受益者に分配する、その方法論 というものがまだ話に上 っておりませんで した
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ので、その部分についてアメリカの考え方はどうかということを中心にお話 しし

ようと思って、「信託終了による信託財産分配の方法」という題をつけたわけで す。

日本の信託においては個人信託がほとんどであります し、しかも個人信託とし

て実際におやりになっているのは、これまでは年金と貸付信託がほとんどでした。

そうしますと、信託が終了 した場合にどういう方法で分配するかというようなこ

とが問題になることは、ほとんどないわけです。信託が終了 して帰属権利者に帰

属するまでの間の信託財産はどういうふ うに保全されるべきか という問題をめ ぐ

って、問題としてアメリカで言われているようなことを申し上げたんですが、そ

ういうことは日本ではほとんど行われない。たとえば信託財産を分配までの間あ

る程度投資 しておくというようなこともほとんど行われないで、年金の方のお話

によると、その間ほとんど金銭で置いておくというようなことになっているよう

です。ですか ら、きょうのお話 も日本においてはほとんど問題にならないような

ことばかりになるのですけれども、 これは日本の信託にはアメリカにおけるよう

な民事信託(遺 言による信託、相続関係、夫婦関係における信託)が ないからこ

うなるので、理論的にはいろいろ興味のある問題が起 こってきます。

信託財産の現状による分配か又は売却によってその代金を分配すべきか

信託財産は日本では金銭信託の場合には一 しかもそれが信託の大部分ですが一

金銭に還元 しますから、そこに不動産 もあり動産 もあり有価証券 もありという形

で信託が終了する、それをそのままの状態で分配するのか、あるいはそれを一応

売却 して代金を分配するか、というようなことは問題になる余地がないわけです。

ただ土地信託が盛んになってそれが終了する時期 になると、この問題は相当複雑

となります。それでアメリカでは一体どうなっているんだろうかということを検

討することにします。

これはもちろん信託条項で特別の規定のある場合は問題にならない。っまりそ

のとおり分配すべきだ。現物分割をしろ、あるいは売却してその代金を分配せよ、

という規定が約款で定められてあれば、もちろん問題ない。問題 は、約款 に何に

も規定のないときに一体どうしたらいいだろうかということであります。信託条
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項に特別の規定のない場合に、一一体現状で分配 していいのか、あるいは必ず金銭

にかえてそれから分配 しな くちゃならないかというところが問題になるわけです

けれども、これはアメリカでは何 も信託条項に特別の規定のない場合には、裁判

所が分配方法をこの事案全体を見て適当に決定す ることができる、と州法で決め

られているところが相当あるようです。

日本では、23条で信託の管理方法について特別な変更を認める規定があります

けれども、終了 した場合に分配をどうす るかというようなことについては何にも

規定がありませんか ら、裁判所が分配方法を決めることもできません し、決めて

ぐれという申請 もできないというような状態になっております。

そこで、そういう分配方法を決定する法が日本ではまだ認められておりません

ので、結局条項に特別の規定を しておいてもらうのが一番安全ですが、なかった

ら一体 どうするかということがまさ しく問題になるわけです。ただ、先ほどから

言 っておりますように、日本ではアメ リカで行われているような民事信託が余り

ありませんので、現実の信託会社においてやっておられるのは、一一応金銭信託が

中心ですから一一最初は投資物がいろいろあって途中でどうであって も、金銭の

預託を受けて金銭で返すということになっておりますから これはほとんど問

題の余地がない。しかし土地信託が盛んになって くると、信託条項で特別な規定

をするということが是非必要 となります。

ところでアメリカで問題になりますのは、受益者が1人 でそれが能力者である

場合、これはきわめて簡単なことであって、信託財産をどうするかということは

受益者の方で指定することができる。つまり信託条項に何も規定はないから、現

物のままで自分に受益させてくれというふうに、結局受益者の意思を尊重すると

いう形で解決 しているのです。

このように単独で しか も能力者であれば問題はないのですが、受益者が数人あ

って しかも全員が能力者で分配方法にっいて全員同意しておればいいけれども、

意見を異にしている場合、非常に問題なのです。意見を異にした場合に受託者は

一体どうした らいいかということが、アメリカではしばしば問題になるようであ
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ります。判例の趨勢を見てみますと、結局意見が異になっている場合、受託者の

discretionaryあ るいは善管義務によって処理をするべ きであるとい うことに

なっております。

その場合、discretionaryに やるとして信託財産が土地のような不動産か動産

かによってまた違 ってくるわけです。たとえば信託財産が土地であった。これを

売却することはむ しろいろいろな点で不利益であるというときには、現物によっ

て分配をする。たとえば日本式に言 うと土地を分筆 してそれを分ければ現物分割

が可能だというときには、意見を異にしていてもその方が裁判所 として見ても合

理性があり有利であるということになると、受託者がそういうdiscretionを 発

揮 して土地を現物で分 けても、受託者としては当然の責務を行 っただけだという

ことで、適法だとされております。

動産の場合どうかということです。動産にもいろいろありますから、そこで動

産を分割するのか、あるいはそれを売却 して分けるのかという問題が考えられる

わけです。これは非常にむずか しい問題で、日本式に言います と、たとえば非常

に高価な骨 とう品がある。信託の趣旨から言えば、む しろそういうものを現物で

受益者に渡す方がはるかにいいのだ。それを一々金にかえて全部やってしまうと

いうことは、非常に不当だという考え方です。ただ、動産の場合でも有価証券の

ようなものは評価の変動がありますので、む しろいち早 くそれを処分 して金銭に

す る。動産の中でもそのように非常に特異性を持 ったものは現物で分配をしても

いいけれども、そうでなければ一応全部売却する方がいい。土地 はむしろ現物的

に分割 した方がいい、動産はむしろ売却 してそれを分配 した方がいいという傾向

を裁判所は認めているということが言えるわけです。

ただ、現物による分配が不可能なもの、しかも金銭にかえることもできないよ

うな場合が出てくる。たとえばその家は被相続人固有のものとしてはきわめて意

味があるけれども、社会的には不融通物であるといったようなものがときどき信

託財産の中にある。そういうときに実際現物による分配 も不可能だ。金銭による

分配も、対価がえられず不可能だという場合も起 こってくるわけです。

470



そういうときに一番困るわけですけれども、不融通物というのが法律の観念と

してありますので、不融通物のようなものをどうするかということでありますが、

結局そのまま受益者全員の共有という形で引き渡す ことが認められております。

そういう方法も受託者の裁量 によってやってよろしい。それで受託者は決 して任

務 に反するものじゃないということになっております。

信託の終了が一部分である場合の分配方法

その次の問題としては、信託の部分的終了の場合です。これはある財産につい

ては何年間やれ、ある財産については適当な時期にこれを売却して、たとえば一

方においてはこれが10年一 一不動産のような場合にはそういうことが起 こるわけ

です。不動産は長年持 っている方が値上 りなどでよいわけですからこれは10年間

そのまま持 っている。動産の方は、特 に有価証券のような場合は非常に価格の変

動が激 しいですから、そういうものは受託者が適当と認めた時期にその部分にっ

いて信託を終了せ しめてこれを分配 しなさい、というようなことが起 こり得るわ

けです。日本の信託法では一部終了ということを考えた規定はないわけです。日

本の信託法の信託終了は、全部が終了 した場合のことを言 っております。ある信

託財産にっいては信託が終了す る、ある財産にっいては信託は終了 しないでその

まま継続するという場合のことは、全然考え られておりません。そうしたら、結

局信託の存続す る方 と終了する方 と2っ に分 けて処理 しなくちゃならない。そ う

いう形で処理す るということになりますと、信託法63条 の 「信託終了ノ場合二於

テ」というのは、一部終了の場合にはその部分にっいてのみ帰属権利者に対す る

法定信託が残るけれども、終了 しない部分にっいてはそのまま信託関係が継続 し

ていくことになるわけです。

そういうことで、日本の信託法63条 は、一一部終了ということを予測 していない

のだろうと思います。たとえば計算関係にしても、信託事務の最終の計算という

ことになりますと、一部終了 と全部終了との区別を考えて書いたのかどうかとい

うことです。そこが一つ問題点でありますけれども、日本の65条 の最終の計算 と

いうのは、信託の一部終了のときには、信託が二つに分かれて処理されるべきだ
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ということになるわけです。そういうことがアメリカで問題になっているという

ことは、そういう種類の信託が相当あるんだということです。

信託終了に際して委託者が信託財産に新たなる数個の信託の設定をなす ことを

命 じた場合

その次も、これまた日本では異例なことで考えられないことだろうと思います。

ただ し、土地信託などでは、起 り得る問題ですが、信託の約款の中で、信託はこ

ういう場合に終了する、そ して終了 したな らば受託者の方で信託財産を新たなる

数個の信託に設定せよ、と命 じられている場合に一体 どう処理 したらいいか。信

託を一応設定 した。信託はちゃんとした終了原因があって定められている。しか

し信託が終了 したら、その終了 した時点において新たに受託者はそのものを数個

の信託 として設定 しなくちゃならないというようなときは、その場合において一

体どのように処理するかということが問題であります。

信託が終了 した ら受託者は一応最終計算をしなければならないけれども、その

場合には最終計算をする必要もない。そ して最初の信託の設定のときに決められ

た趣旨に従って、この受託者は新たなる信託を設定する。その場合に、一体だれ

が受託者になるかということです。日本の信託法では信託宣言ということを認め

ておりませんので、数個の信託を新たに設定するとなると、自分を受託者 にする

ということができないわけです。だから第三者を連れてきて、 「信託が終了 した、

今度あなたが信託受託者としてやってください」 と新たな人を指定 してその人に

財産権を移転 しなくちゃならないことになります。

日本の信託法では信託宣言 はできないわけですから、必ず第三者を連れてきて

や らないかんという事態になるんですが、その点アメリカでは非常に便利 にでき

てお りまして、信託宣言を認 めていますので、そういう場合には受託者 は自分を

信託の受託者 として、信託の趣旨に従 って新たなる信託を設定 している。日本で

はほかの信託会社へ信託 しなければならないようなことになって、どうもちょっ

と不都合になると思います。住友信託がそれを受けたときに自分ではやれないか

ら三井信託へ信託をしなきゃならないか ということになるわけです。ここで も信
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託法の信託宣言を除外 した欠点が現れるわけです。

そういうことで、信託宣言が実際に必要な事態が今後はでて くると思います。

信託が終了すれば、必ずその信託財産を受益者に全部分配して信託は終わりです、

というような信託ばかりではない時代が来 るということを考えないけない。日本

の信託はそういう意味ではきわめて単純 と言えば単純、明快と言えば明快な形を

とってお りますけれども、ある財産をある期間はXな らXと いう人間にする。そ

して信託が終了 したならば、その期間後は前の受益者 とは別な受益者にして、し

かも新 しい信託をっけよ、というようなことがアメリカあたりでは実際に行われ

ておるようです。

日本でも、私益信託において財産を永久に管理処分によって自分の好意を持 っ

ている者のために信託するという事態が起こってきたときには非常に困るわけで、

信託が終了すれば最終計算をして帰属権利者に全部やれという 「信託終了の効果」

だけではやりようがない。

ご承知のように公益信託 については、信託の継続でCypresdoctorine(類 似の

原則)と いうのがあって、類似目的のために信託ができるという理論があり、日

本でも信託法73条 に 「公益信託終了ノ場合二於テ信託財産ノ帰属権利者ナキ トキ

ハ主務官庁ハ其ノ信託ノ本旨二従 ヒ類似ノ目的ノ為二信託ヲ継続セシムルコ トヲ

得」と規定されてありますか ら、これでやれるわけです。ところが私益信託にお

いては、信託が終了すれば必ず最終計算を して全部その帰属権利者に渡 してしま

え、帰属権利者に帰属するまではなお信託は存続するという規定はありますけれ

ども、それは前の信託がずっとそのままあるとして処理するだけのことであって、

新たなる信託を設定するというようなことは夢にも考えられないわけであります。

そこで信託終了後新たなる信託を設定するという約款が出てきたならば、日本

では、そういう信託は受託するのは困ると言 って断るより仕方がないわけです。

それか最初の受託者たる信託銀行は、それを承知の上でほかの信託銀行に渡 しま

しょうということになる。しかし、これにっいて一部終了にしても、こういう信

託終了と同時にさらに新たなる信託の設定を命ずるような信託があったときに、
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最終計算 という言葉が 一部終了の場合にはまだ何 とか説明はっきますけれど

も、全部終了ということになると、実際上ほとんどできないことにな ります。

これは法改正をやるより仕方がないか、いま言 ったように全 く別な信託業者を

考えるということより仕方がない。

信託財産の分配を受ける者が受託者である場合

最 も困 りますのは、この信託財産の分配を受ける者が受託者である場合です。

共同受益者の1人 たる場合のほかは受託者 は受益者になることができない、とい

う日本の信託法9条 との関連で、受託者が単独で受益者になっていて信託財産の

分配 を受託者が受けるということは日本の信託ではあり得ない。ところが、アメ

リカでは前に連続受益者の説明をしましたように、Aが 最初の信託受益者、Bが

さらにその後の一定の期間受益者になる。そしてその期間が過 ぎればさらにCが

受益者になる、というような形のいわゆる連続受益者の場合には、受託者が受益

者になるということが しばしばあるわけであります。即ち同時に共同受益者にな

るというのでなしに、連続的に受託者が受益者として最終的に享受できるという

ような約款の場合、それが許されるのであります。日本の信託法では困 った問題

が起 こります。それは日本の信託法では最終計算をせよということになっていま

すので(信 託法65条)、 最終計算をする者が受託者であり承認する者 も受託者で

あるということになるからであります。

日本の信託法でも、Aか らB、Bか らCと いうふうにすれば、これは連続受益

者 ということになりますが、ところが信託が終了 した途端に信託財産は最終的に

帰属するのが受託者であるということになっておりますと、これは一体どういう

ことで信託法65条 の関係で信託を終了さすことになるのかということが問題です。

受託者が自分で最終計算をして自分に取得するということになるのですか ら承認

を求める者も承認するものも受託者である、ということになって甚だ不自然であ

ります。

ところがアメリカのように連続受益者を設定することが非常に多い場合は、最

終的に受託者が取得するかという場合には最終計算 という問題は起 こらない。そ
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のまま受託者が受益者になっているんだか ら、受託者が最終的に信託財産を取得

すればそれで信託は終了するので、最終計算も問題にならないということになる

わけです。

ところが、そういうことで受託者が自分で受益すればいいということにしてお

きますと、最終計算の問題は起こりませんが しかしなお受託者の不正が起こるの

です。それはたとえばAか らB、Bか らC、Cか らDと いうふうにした場合に、

最終的な受託者がそのCか らDに 移 る期間を勝手に非常に短 くして、自分が受け

る時期になったんだと称 して、自分が受益者であるということでその信託財産を

取得するという事態が起 こってくるわけです。

一一応承認とい う問題は起こりませんけれども、しかし日本式に言いますと55条

の2項 に 「不正ノ行為アリタル場合ハ此ノ限二在ラス」という規定がありますか

ら、最終計算をする必要がない。受託者が自分は最終的な受益者で自分に帰属す

るのだか らということでやった場合に、その間に不正があれば一一たとえば5年

間受益できるとするのを3年 にして最終の受益者として受託者が信託財産を取得

するとその受託者は2年 間早 く自分を受益者としてその財産を取得 したというこ

とになるので、やはり不正の行為あるものとしてそれに対する責任追及が可能で

はないかということになります。

いま申し上げました2っ の問題は日本の信託法では予想 もしなかった問題で、

特にこの問題 は日本でも起 こり得 るわけであります。特に土地信託が複雑な形を

とってくると十分考えねばならぬところです。

ところで信託終了の場合の信託財産の分配の方法について も、わが国において

はほとんど実際問題としては起 こり得ないことだろうと思います。

特 に分配方法に関 して受益者全員が意見を異にしているような場合、一体どう

したらいいかということが問題です。その場合には、discretionと いうことで

信託会社はいよいよ困るわけです。受益者のAの 言 うことに従 うべ きか、Bの 意

見を尊重すべきか、ということで困 ることがあるわけです。結局、信託会社が

discretion、自分の責任において処理 しなければな らないという時代になると思
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われ ます 。

信託財産の分配については、信託終了か ら受益者に帰属せ しむるまでの間にそ

の信託財産をどういうふうに管理保全するかというところが第1の 問題点、それ

から分配についてどういうふうにするかということが第2の 問題点であります。

そこでこの2っ の問題、終了後帰属権利者に帰属するまでの方法を前回もち ょ

っと申し上げて驚かれたろうと思いますが、きょうの問題もそういう分配の問題

で困 ることは恐 らくいままでなかったであろうし、今後 も信託会社に関す る限 り

においてはこういう問題は起 こらないと思います。

以上で私の信託法のセ ミナーを終ることといたします。ずい分永い問いろいろ

と御忙 しいところを時間を割いて御聞 き頂いて全 く恐縮の外 ございません。厚 く

御礼を申し上げます。
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信託研究第49号

信託研究第49号

信託研究第51号
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信託研究第53号
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信 毛研究第65号
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